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目 次 

条例のあらまし 
○ 埼玉県手数料条例及び埼玉県証紙条例の一部を改正する条例のあらまし（財政課） 

○ 埼玉県職員定数条例の一部を改正する条例のあらまし（改革推進課） 

○ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例のあらまし（人事課） 

○ 埼玉県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例のあらまし

（人事課） 

○ 職員の退職管理に関する条例のあらまし（人事課） 

○ 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例

のあらまし（人事課） 

○ 特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び埼玉県教育委員会教育長の給与等に関

する条例の一部を改正する条例のあらまし（人事課） 

○ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例のあらまし（人事課） 

○ 埼玉県吏員恩給条例の一部を改正する条例のあらまし（職員健康支援課） 

○ 埼玉県指定特定非営利活動法人を指定する条例の一部を改正する条例のあらまし（共助

社会づくり課） 

○ 埼玉会館条例の一部を改正する条例のあらまし（文化振興課） 

○ 埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する条例の一部を改正する条例のあらまし（消

費生活課） 

○ 埼玉県民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例のあらまし（社会福祉課） 

○ 介護保険法施行条例の一部を改正する条例のあらまし（高齢者福祉課） 

○ 埼玉県手話言語条例のあらまし（障害者福祉推進課） 

○ 埼玉県障害のある人もない人も全ての人が安心して暮らしていける共生社会づくり条

例のあらまし（障害者福祉推進課） 

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例の一部を改正

する条例のあらまし（障害者支援課） 

○ 児童福祉法施行条例の一部を改正する条例のあらまし（障害者支援課） 

○ 埼玉県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例のあらまし（国保医療

課） 

○ 埼玉県国民健康保険財政安定化基金条例のあらまし（国保医療課） 

○ 埼玉県医師育成奨学金貸与条例の一部を改正する条例のあらまし（医療整備課） 

○ 埼玉県自殺対策緊急強化基金条例の一部を改正する条例のあらまし（疾病対策課） 
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○ 埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例のあらまし（生活衛生

課） 

○ 食品衛生法施行条例の一部を改正する条例のあらまし（食品安全課） 

○ 埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例の一部を改正する条例のあらまし（食品安全課） 

○ 埼玉県森林整備加速化・林業再生基金条例の一部を改正する条例のあらまし（森づくり

課） 

○ 埼玉県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例のあらまし（経営管理課） 

○ 埼玉県議会事務局条例の一部を改正する条例のあらまし（政策調査課） 

○ 埼玉県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例のあら

まし（政策調査課） 

○ 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例のあらまし（教職員課） 

○ 埼玉県学校職員定数条例の一部を改正する条例のあらまし（県立学校人事課） 

○ 埼玉県学校設置条例の一部を改正する条例のあらまし（県立学校人事課） 

○ 学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例のあらまし（県立学校

人事課） 

○ 埼玉県地方警察職員定数条例の一部を改正する条例のあらまし（警務課） 

○ 警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部を改正する条例のあらまし（警務

課） 

条例 
○ 埼玉県手数料条例及び埼玉県証紙条例の一部を改正する条例（財政課） 

○ 埼玉県職員定数条例の一部を改正する条例（改革推進課） 

○ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例（人事課） 

○ 埼玉県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例（人事課） 

○ 職員の退職管理に関する条例（人事課） 

○ 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例

（人事課） 

○ 特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び埼玉県教育委員会教育長の給与等に関

する条例の一部を改正する条例（人事課） 

○ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（人事課） 

○ 埼玉県吏員恩給条例の一部を改正する条例（職員健康支援課） 

○ 埼玉県指定特定非営利活動法人を指定する条例の一部を改正する条例（共助社会づくり

課） 

○ 埼玉会館条例の一部を改正する条例（文化振興課） 

○ 埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する条例の一部を改正する条例（消費生活課） 

○ 埼玉県民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例（社会福祉課） 

○ 介護保険法施行条例の一部を改正する条例（高齢者福祉課） 

○ 埼玉県手話言語条例（障害者福祉推進課） 
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○ 埼玉県障害のある人もない人も全ての人が安心して暮らしていける共生社会づくり条

例（障害者福祉推進課） 

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例の一部を改正

する条例（障害者支援課） 

○ 児童福祉法施行条例の一部を改正する条例（障害者支援課） 

○ 埼玉県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例（国保医療課） 

○ 埼玉県国民健康保険財政安定化基金条例（国保医療課） 

○ 埼玉県医師育成奨学金貸与条例の一部を改正する条例（医療整備課） 

○ 埼玉県自殺対策緊急強化基金条例の一部を改正する条例（疾病対策課） 

○ 埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例（生活衛生課） 

○ 食品衛生法施行条例の一部を改正する条例（食品安全課） 

○ 埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例の一部を改正する条例（食品安全課） 

○ 埼玉県森林整備加速化・林業再生基金条例の一部を改正する条例（森づくり課） 

○ 埼玉県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例（経営管理課） 

○ 埼玉県議会事務局条例の一部を改正する条例（政策調査課） 

○ 埼玉県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例（政策調

査課） 

○ 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（教職員課） 

○ 埼玉県学校職員定数条例の一部を改正する条例（県立学校人事課） 

○ 埼玉県学校設置条例の一部を改正する条例（県立学校人事課） 

○ 学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例（県立学校人事課） 

○ 埼玉県地方警察職員定数条例の一部を改正する条例（警務課） 

○ 警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部を改正する条例（警務課） 

規則 
○ 埼玉県行政組織規則の一部を改正する規則（改革推進課） 

○ 埼玉県本庁事務の委任及び決裁に関する規則の一部を改正する規則（改革推進課） 

○ 埼玉県地域機関事務の委任及び決裁に関する規則の一部を改正する規則（改革推進課） 

○ 知事の所管する条例等の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報

通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則（情報システム課） 

○ 地方公営企業法第 39 条第２項に規定する知事が定める職を指定する規則の一部を改正

する規則（人事課） 

○ 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正

する規則（人事課） 

○ 埼玉県職員の職務発明等に関する規則の一部を改正する規則（人事課） 

○ 知事の保有する個人情報の保護等に関する規則の一部を改正する規則（県政情報センタ

ー） 

○ 埼玉県情報公開条例施行規則の一部を改正する規則（県政情報センター） 
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○ 知事が行う公文書の開示等に関する規則の一部を改正する規則（県政情報センター） 

○ 埼玉県情報公開審査会規則の一部を改正する規則（県政情報センター） 

○ 埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する条例施行規則の一部を改正する規則（消費

生活課） 

○ 埼玉県消防職員及び消防団員特別ほう賞金条例施行規則の一部を改正する規則（消防防

災課） 

○ 埼玉県第一種フロン類充填回収業者の登録等に関する規則の一部を改正する規則（大気

環境課） 

○ 埼玉県自然環境保全条例施行規則の一部を改正する規則（みどり自然課） 

○ 埼玉県立自然公園条例施行規則の一部を改正する規則（みどり自然課） 

○ 埼玉県職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則の一

部を改正する規則（少子政策課） 

○ 埼玉県医師育成奨学金貸与条例施行規則の一部を改正する規則（医療整備課） 

○ 埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例施行規則の一部を改正する規則（食品安全課） 

○ 食品衛生法施行細則の一部を改正する規則（食品安全課） 

○ 農業協同組合法施行細則の一部を改正する規則（農業政策課） 

○ 埼玉県農業協同組合等検査規則の一部を改正する規則（農業政策課） 

○ 埼玉県景観規則の一部を改正する規則（田園都市づくり課） 

○ 埼玉県県営住宅条例施行規則の一部を改正する規則（住宅課） 

○ 埼玉県特定公共賃貸住宅条例施行規則の一部を改正する規則（住宅課） 

○ 埼玉県教育委員会会議規則及び埼玉県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公

務災害補償に関する条例施行規則の一部を改正する規則（教委・総務課） 

○ 埼玉県教育局組織規則の一部を改正する規則（教委・総務課） 

○ 埼玉県教育委員会が行う公文書の開示等に関する規則の一部を改正する規則（教委・総

務課） 

○ 埼玉県教育委員会の保有する個人情報の保護等に関する規則の一部を改正する規則（教

委・総務課） 

○ 学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則（教職員課） 

○ 学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則（教職員課） 

○ 学校職員の単身赴任手当に関する規則の一部を改正する規則（教職員課） 

○ 学校職員の地域手当に関する規則の一部を改正する規則（教職員課） 

○ 学校職員の時間外勤務手当に関する規則の一部を改正する規則（教職員課） 

○ 埼玉県教職員住宅管理規則の一部を改正する規則（福利課） 

○ 埼玉県立学校職員服務規程の一部を改正する規則（県立学校人事課） 

○ 学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則（県立学校人事課） 

○ 教育職員の免許状に関する規則の一部を改正する規則（教職員採用課） 

○ 埼玉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則（交通規制課） 

○ 埼玉県公安委員会が行う公文書の開示等に関する規則等の一部を改正する規則（警務
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課） 

○ 埼玉県人事委員会の保有する個人情報の保護等に関する規則の一部を改正する規則（総

務給与課） 

○ 規則の分類に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 埼玉県人事委員会の公文書の開示等に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 埼玉県人事委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 人事記録に関する規則の一部を改正する規則（任用審査課） 

○ 職員の任用に関する規則の一部を改正する規則（任用審査課） 

○ 管理職手当に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 単身赴任手当に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 時間外勤務手当に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 地域手当に関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 管理職員特別勤務手当に関する規則及び職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例附則第五項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受け

る職員の号給の切替えに関する規則の一部を改正する規則（総務給与課） 

○ 職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則（任用審査課） 

○ 職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則（任用審査課） 

○ 一般職の任期付研究員の採用等に関する規則の一部を改正する規則（任用審査課） 

○ 一般職の任期付職員の採用等に関する規則の一部を改正する規則（任用審査課） 

○ 職員の退職管理に関する規則（任用審査課） 

訓令 
○ 技能職員の給与等に関する規程の一部を改正する訓令（人事課） 

○ 職員被服貸与規程の一部を改正する訓令（人事課） 

○ 埼玉県職員服務規程の一部を改正する訓令（人事課） 

○ 職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する訓令（人事課） 

○ 技能職員の勤務時間等に関する規程の一部を改正する訓令（人事課） 

○ 埼玉県公印規程の一部を改正する訓令（文書課） 

○ 埼玉県文書管理規程の一部を改正する訓令（文書課） 

○ 埼玉県公文例規程の一部を改正する訓令（文書課） 

○ 教育局等の職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する訓令（教委・総務課） 

○ 埼玉県教育局等職員服務規程の一部を改正する訓令（教委・総務課） 

○ 埼玉県教育委員会の権限に属する事務の決裁に関する規程の一部を改正する訓令（教

委・総務課） 

○ 技能職員の給与等に関する規程の一部を改正する訓令（教職員課） 
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○ 埼玉県教育委員会教育長の権限に属する事務の委任及び決裁に関する規程の一部を改

正する訓令（教委・総務課） 

○ 埼玉県教育局等文書管理規程の一部を改正する訓令（教委・総務課） 

○ 埼玉県立学校文書管理・公印規程の一部を改正する訓令（県立学校人事課） 

○ 埼玉県自家用電気工作物保安規程の一部を改正する訓令（管財課） 

管理規程 
○ 埼玉県公営企業財務規程の一部を改正する規程（公営企業・財務課） 

○ 埼玉県企業職員給与規程の一部を改正する規程（公営企業・総務課） 

○ 埼玉県企業職員就業規程の一部を改正する規程（公営企業・総務課） 

○ 埼玉県企業局事務の委任及び決裁に関する規程の一部を改正する規程（公営企業・総務

課） 

○ 埼玉県企業局職員の職務発明等に関する規程の一部を改正する規程（公営企業・総務課） 

○ 埼玉県企業局組織規程の一部を改正する規程（公営企業・総務課） 

○ 埼玉県工業用水道事業給水規程の一部を改正する規程（水道企画課） 

○ 公営企業管理者の保有する個人情報の保護等に関する規程の一部を改正する規程（公営

企業・総務課） 

○ 公営企業管理者が行う公文書の開示等に関する規程の一部を改正する規程（公営企業・

総務課） 

○ 埼玉県病院局職員給与規程の一部を改正する規程（経営管理課） 

○ 埼玉県病院事業管理者の保有する個人情報の保護等に関する規程の一部を改正する規

程（経営管理課） 

○ 埼玉県病院事業管理者が行う公文書の開示等に関する規程の一部を改正する規程（経営

管理課） 

○ 埼玉県病院局職員の職務発明等に関する規程の一部を改正する規程（経営管理課） 

○ 埼玉県病院局組織規程の一部を改正する規程（経営管理課） 

○ 埼玉県病院局職員就業規程の一部を改正する規程（経営管理課） 

○ 埼玉県病院局事務の委任及び決裁に関する規程の一部を改正する規程（経営管理課） 

○ 埼玉県下水道局公印規程の一部を改正する規程（下水道管理課） 

○ 埼玉県下水道局文書管理規程の一部を改正する規程（下水道管理課） 

○ 埼玉県下水道事業管理者が行う公文書の開示等に関する規程の一部を改正する規程（下

水道管理課） 

○ 埼玉県下水道事業管理者の保有する個人情報の保護等に関する規程の一部を改正する

規程（下水道管理課） 

○ 埼玉県下水道局組織規程の一部を改正する規程（下水道管理課） 

○ 埼玉県下水道局職員倫理規程の一部を改正する規程（下水道管理課） 

○ 埼玉県下水道局職員の職務発明等に関する規程の一部を改正する規程（下水道管理課） 

○ 埼玉県流域下水道事業財務規程の一部を改正する規程（下水道管理課） 
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○ 埼玉県下水道局職員給与規程の一部を改正する規程（下水道管理課） 

告示 
○ 特定非営利活動法人の設立に係る公告（南部地域振興センター） 

○ 特定非営利活動法人の設立に係る公告（川越比企地域振興センター） 

○ 特定非営利活動法人の設立に係る公告（北部地域振興センター本庄事務所） 

○ 埼玉県知事の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業の種類（学事課） 

○ 災害オペレーション支援システム運用保守業務委託に関する契約の相手方等の公示（消

防防災課） 

○ 映像情報提供システム等運用保守業務委託に関する契約の相手方等の公示（消防防災

課） 

○ 土壌汚染対策法の規定に基づく要措置区域の指定の一部解除（水環境課） 

○ 土壌汚染対策法の規定に基づく形質変更時要届出区域の指定（水環境課） 

○ 富士見都市計画特別緑地保全地区の変更に係る図書の写しの縦覧（みどり自然課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護機関の指定（社会福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の変更の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の休止の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の廃止の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療機関及び施術機関の指定（社会

福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関及び指定施術機関の

変更の届出（社会福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関及び指定施術機関の

廃止の届出（社会福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の辞退の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
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等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の再開の届出（社会福

祉課） 

○ 遠隔胎児診断支援システム導入業務に関する落札者等の公示（保健医療政策課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示（商業・サービス産業支援課） 

○ 農用地利用配分計画の認可（農業ビジネス支援課） 

○ 農用地利用配分計画の縦覧（農業ビジネス支援課） 

○ 保安林の指定予定（森づくり課） 

○ 道路の兼用工作物の管理に関する告示（道路環境課） 

○ 車両制限令第３条第１項第３号に基づく道路の指定等（道路環境課） 

○ 土砂災害警戒区域等の解除（河川砂防課） 

○ 土砂災害警戒区域等の指定（河川砂防課） 

○ 河川区域の指定（水辺再生課） 

○ 羽生都市計画道路の変更（都市計画課） 

○ 幸手都市計画道路の変更（都市計画課） 

○ さいたま都市計画下水道事業さいたま公共下水道の事業計画の変更認可（都市計画課） 

○ 上尾都市計画事業伊奈特定土地区画整理事業の事業計画の変更（第 10回）（市街地整備

課） 

○ 桶川市下日出谷東特定土地区画整理組合の定款の変更（第５回）（市街地整備課） 

○ 川越都市計画事業三島地区土地区画整理事業の事業計画の変更（第１回）（市街地整備

課） 

○ 草加都市計画事業八潮南部西一体型特定土地区画整理事業保留地処分規程の一部を改

正する告示（八潮新都市建設事務所） 

○ 埼玉県景観計画の変更（田園都市づくり課） 

○ 埼玉県屋外広告物条例に基づく禁止地域等の指定の一部を改正する告示（田園都市づく

り課） 

○ 県営都市公園（しらこばと公園）の区域の変更（公園スタジアム課） 

○ 県営都市公園（まつぶし緑の丘公園）の区域の変更（公園スタジアム課） 

○ 県営都市公園（加須はなさき公園）の区域の変更（公園スタジアム課） 

○ 埼玉県収納代理金融機関についての告示の一部改正（出納総務課） 

○ 埼玉県証紙売りさばき人の指定（出納総務課） 

○ 県道行田東松山線の供用の開始（東松山県土整備事務所） 

○ 県道熊谷児玉線の供用の開始（熊谷県土整備事務所） 

○ 県道原郷熊谷線の区域の変更（熊谷県土整備事務所） 

○ 県道新堀尾島線の区域の変更（熊谷県土整備事務所） 

○ 県道さいたま栗橋線の供用の開始（杉戸県土整備事務所） 

○ 県道さいたま栗橋線の区域の変更（杉戸県土整備事務所） 

○ 県道蓮田杉戸線の区域の変更（杉戸県土整備事務所） 
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○ 開発行為に関する工事の完了公告（川越建築安全センター） 

○ 埼玉県議会情報公開条例施行規程の一部を改正する告示（政策調査課） 

○ 埼玉県議会情報公開実施要綱の一部を改正する告示（政策調査課） 

○ 埼玉県情報公開条例第 33 条第１項の規定により公営企業管理者が定める出資法人（公

営企業・総務課） 

○ 小児医療センター新病院スマートホンシステム整備業務の調達に関する落札者等の公

示（経営管理課） 

○ 埼玉県病院事業に係る料金のうち病院事業管理者が定める額（経営管理課） 

○ 埼玉県情報公開条例第 33 条第１項に規定する実施機関が定める法人告示（下水道管理

課） 

○ 平成 13年埼玉県教委告示第 18号の一部を改正する告示（教委・総務課） 

○ 埼玉県労働委員会の保有する個人情報の保護等に関する規程の一部を改正する告示（審

査調整課） 

○ 埼玉県労働委員会が行う公文書の開示等に関する規程の一部を改正する告示（審査調整

課） 

○ 埼玉県労働委員会の個人情報保護事務の処理に関する規程の一部を改正する告示（審査

調整課） 

○ 埼玉県労働委員会の公文書開示事務の処理に関する規程の一部を改正する告示（審査調

整課） 

○ 埼玉県収用委員会の公文書の開示等に関する規程の一部を改正する告示（収用委員会事

務局） 

○ 埼玉県収用委員会の保有する個人情報の保護等に関する規程の一部を改正する告示（収

用委員会事務局） 

○ コイヘルペスウイルス病のまん延防止に係る埼玉県内水面漁場管理委員会指示（内水面

漁場管理委員会） 

○ 外来魚の再放流禁止に係る埼玉県内水面漁場管理委員会指示（内水面漁場管理委員会） 

○ 埼玉県内水面漁場管理委員会の保有する個人情報の保護等に関する規程の一部を改正

する告示（内水面漁場管理委員会） 
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た
場
合
、
そ
の
再
就
職
先
の
名
称
等
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日 

  



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

 

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
八
号
）
（
人
事
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
、
同
一
の
事
由
に
よ
り
条
例
に
よ
る

傷
病
補
償
年
金
等
と
他
の
法
令
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
と
が
併
給
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該

傷
病
補
償
年
金
等
の
額
の
調
整
に
関
す
る
規
定
の
整
備 

二 

内
容 

 
 

傷
病
補
償
年
金
又
は
休
業
補
償
と
障
害
厚
生
年
金
と
が
併
給
さ
れ
る
場
合
に
傷
病
補
償
年
金

又
は
休
業
補
償
の
額
に
乗
じ
る
調
整
率
の
改
定 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
特
別
職
の
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
及
び
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
（
人
事
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

知
事
等
の
特
別
職
及
び
教
育
長
の
期
末
手
当
の
額
を
改
定
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

期
末
手
当
の
支
給
割
合
の
引
上
げ 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
八
年
度
の
期
末
手
当
の
支
給
割
合
は
平
成
二
十
八
年
四
月

一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
号
）
（
人
事
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
月
十
九
日
付
け
で
埼
玉
県
人
事
委
員
会
か
ら
さ
れ
た
職
員
の
給
与
に
つ
い

て
の
勧
告
に
基
づ
き
、
職
員
の
給
与
を
改
定
す
る
と
と
も
に
、
地
方
公
務
員
法
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
給
料
表
ご
と
の
級
別
基
準
職
務
表
等
を
定
め
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

人
事
委
員
会
の
勧
告
に
基
づ
く
給
与
改
定 

 
 

ア 

給
料
表
を
若
年
層
に
重
点
を
置
い
て
引
上
げ 

 
 

イ 

勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
の
引
上
げ 

 

㈡ 

地
方
公
務
員
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
級
別
基
準
職
務
表
等
の
規
定 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日
。
た
だ
し
、
二
㈠
イ
の
平
成
二
十
八
年
度
の
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
及
び
二
㈡
は

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
吏
員
恩
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
一
号
）
（
職
員
健
康
支

援
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

恩
給
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
こ
れ
に
準
じ
て
、
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
受 

 

け
た
と
き
は
執
行
猶
予
期
間
中
恩
給
を
停
止
し
な
い
こ
と
と
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

三
年
以
下
の
懲
役
又
は
禁
錮
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
受
け 

 

た
と
き
は
、
刑
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
の
期
間
の
恩
給
を
停
止
し
、
猶
予
さ
れ
た 

 

部
分
の
期
間
の
恩
給
は
支
給
す
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
施
行
の
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
指
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
指
定
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条

例
第
十
二
号
）
（
共
助
社
会
づ
く
り
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

「
埼
玉
県
指
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
」
に
基
づ
く
指
定

の
申
出
が
あ
っ
た
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
、
指
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
と
し
て
指
定
す
る
。 

二 

内
容 

 
 

指
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
（
所
在
地
） 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
市
民
シ
ア
タ
ー
・
エ
フ
（
深
谷
市
） 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 

   



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
会
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
三
号
）
（
文
化
振
興
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

埼
玉
会
館
に
会
議
室
を
増
設
し
、
そ
の
利
用
に
係
る
料
金
の
額
の
範
囲
を
定
め
る
た
め
の
改 

 

 

正 

二 

内
容 

 
 

会
議
室
の
増
設
に
伴
う
利
用
料
金
の
上
限
額
の
設
定 

 
 

第
十
六
会
議
室 

 
 

 

（
例
） 

一
日 

一
二
、
八
〇
〇
円 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日 

  



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
民
の
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県

条
例
第
十
四
号
）
（
消
費
生
活
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

消
費
者
安
全
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
消
費
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
の
組
織
及
び
運
営
等
に
関

し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 
 

消
費
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
の
組
織
及
び
運
営
等
に
関
す
る
事
項
を
条
例
に
追
加 

 
 

 

㈠ 

セ
ン
タ
ー
の
組
織
及
び
運
営
に
つ
い
て 

 
 

㈡ 

セ
ン
タ
ー
が
行
う
業
務
に
つ
い
て 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
民
生
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
五
号
）

（
社
会
福
祉
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、
民
生
委
員
の
定
数
を
改
定
す
る
も
の
で
あ
る
。 

二 

内
容 

 
 

民
生
委
員
の
定
数
が
変
更
と
な
る
市
町
の
定
数
を
改
定
す
る
。 

 
 

（
例
）
川
口
市 

 
 

六
百
二
十
八
人 

→ 

六
百
三
十
三
人
（
＋
五
人
） 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
介
護
保
険
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
六
号
）
（
高
齢
者
福
祉

課
） 

一 

趣
旨 

 
 

介
護
保
険
法
の
改
正
に
伴
い
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
。 

二 

内
容 

 
 

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
に
、
新
た
に
「
地
域
密
着
型
通
所
介
護
」
が
創
設
さ
れ
、
定
員
十
八 

 

人
以
下
の
通
所
介
護
事
業
の
所
管
が
市
町
村
に
移
行
す
る
。 

 
 

こ
れ
に
伴
い
、
次
の
改
正
を
行
う
。 

 

㈠ 

通
所
介
護
に
関
す
る
規
定
の
う
ち
、
療
養
通
所
介
護(

定
員
九
人
以
下)

の
人
員
・
設
備 

 
 

・
運
営
に
関
す
る
規
定(

第
百
十
四
条
～
第
百
三
十
一
条
ま
で)

を
削
除
す
る
。 

 

㈡ 

文
言
及
び
項
ず
れ
の
整
理
を
行
う
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
手
話
言
語
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
七
号
）
（
障
害
者
福
祉
推
進
課
） 

一 

趣
旨 

 

手
話
が
言
語
で
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
き
、
手
話
の
普
及
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
県
、

県
民
等
及
び
事
業
者
の
責
務
及
び
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
手
話
の
普
及
に
関
す
る

施
策
の
推
進
に
必
要
な
基
本
的
事
項
を
定
め
、
も
っ
て
ろ
う
者
と
ろ
う
者
以
外
の
者
と
が
共
生

す
る
こ
と
の
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
た
め
の
条
例 

二 

内
容 

 

㈠ 

基
本
理
念 

手
話
の
普
及
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
旨
と
し
て
行
う
。 

ア 

手
話
が
、
独
自
の
体
系
を
持
つ
言
語
で
あ
っ
て
、
豊
か
な
人
間
性
を
涵か

ん

養
し
、
知
的
か

つ
心
豊
か
な
生
活
を
送
る
た
め
の
言
語
活
動
の
文
化
的
所
産
で
あ
る
こ
と
を
理
解 

イ 

ろ
う
者
と
ろ
う
者
以
外
の
者
が
手
話
に
よ
り
意
思
疎
通
を
行
う
権
利
を
尊
重 

㈡ 

県
、
県
民
等
及
び
事
業
者
の
責
務
及
び
役
割 

 

ア 

県
の
責
務 

 
 

 

（ ｱ） 

基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
手
話
の
普
及
等
を
推
進 

 
 

 

（ ｲ） 

基
本
理
念
に
対
す
る
県
民
の
理
解
を
深
め
る
。 

 

イ 

市
町
村
等
と
の
連
携
協
力 

 

ウ 

県
民
等
の
役
割 

（ ｱ） 

県
民
及
び
地
域
活
動
団
体
（
地
域
で
文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の

活
動
に
取
り
組
む
団
体
） 

 
 

基
本
理
念
を
理
解
し
、
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
、
手
話
を
使
用
し
や
す
い
地
域
社

会
を
実
現 

（ ｲ） 

ろ
う
者 

 
 

基
本
理
念
に
対
す
る
県
民
の
理
解
の
促
進
及
び
手
話
の
普
及 

（ ｳ） 

手
話
通
訳
者
等 

手
話
に
関
す
る
技
術
の
向
上
、
基
本
理
念
に
対
す
る
県
民
の
理
解
の
促
進
及
び

 

手
話
の
普
及 

 

エ 

事
業
者
の
役
割 

 
 

 
 

基
本
理
念
を
理
解
し
、
ろ
う
者
が
利
用
し
や
す
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
ろ
う
者
が
働

き
や
す
い
環
境
を
整
備 

㈢ 

施
策
の
推
進
に
必
要
な
基
本
的
事
項 

 

ア 

計
画
の
策
定
及
び
推
進 



 
 

 

（ ｱ） 

県
障
害
者
計
画
に
お
い
て
、
手
話
を
使
用
し
や
す
い
環
境
の
整
備
に
関
す
る
施
策
を

定
め
、
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進 

 
 

 

（ ｲ） 

施
策
を
推
進
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
ろ
う
者
及
び
手
話
通
訳
者
等
関
係
者
の
意
見
を

聴
く
た
め
の
協
議
の
場
を
設
け
る
。 

 

イ 

手
話
を
学
ぶ
機
会
の
確
保
等 

（ ｱ） 

手
話
サ
ー
ク
ル
等
県
民
が
手
話
を
学
ぶ
機
会
の
確
保 

（ ｲ） 

手
話
学
習
会
の
開
催
等
の
支
援 

 
 

 

（ ｳ） 

県
職
員
の
手
話
学
習
会
の
開
催
等
の
推
進 

 

ウ 

情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス 

（ ｱ） 

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
配
慮
し
つ
つ
、
手
話
を
用
い
た
情
報
発
信
を
推
進 

（ ｲ） 

災
害
そ
の
他
非
常
の
事
態
の
場
合
に
、
ろ
う
者
が
手
話
等
に
よ
り
情
報
取
得
で
き
る

よ
う
、
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
。 

 

エ 

手
話
通
訳
者
等
の
確
保
、
養
成
等 

 

オ 

学
校
に
お
け
る
手
話
の
普
及
等 

（ ｱ） 

ろ
う
児
等
が
通
学
す
る
学
校
の
設
置
者 

 
 

教
職
員
の
手
話
に
関
す
る
技
術
の
向
上
、
手
話
に
関
す
る
学
習
の
機
会
の
提
供
、
教

育
相
談
及
び
支
援
、
手
話
の
技
能
を
有
す
る
教
員
（
ろ
う
者
を
含
む
。
）
の
確
保
等 

 
 

 

（ ｲ） 

県 

 
 

 
 

 

学
校
に
お
け
る
、
ろ
う
児
等
と
ろ
う
児
等
以
外
の
児
童
及
び
生
徒
と
の
交
流
の
機
会

の
充
実
、
手
話
に
関
す
る
啓
発
等
の
措
置 

 

カ 

事
業
者
へ
の
支
援 

 
 

キ 

手
話
に
よ
る
文
化
芸
術
活
動
の
振
興 

 
 

ク 

手
話
に
関
す
る
調
査
研
究 

 
 

ケ 

財
政
上
の
措
置 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
障
害
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
全
て
の
人
が
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
け
る
共
生
社
会
づ
く

り
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
八
号
）
（
障
害
者
福
祉
推
進
課
） 

一 

趣
旨 

 

障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
約
、
障
害
者
基
本
法
及
び
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の

推
進
に
関
す
る
法
律
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
共
生
社
会
の
推
進
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
並

び
に
県
、
県
民
、
地
域
活
動
団
体
及
び
事
業
者
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
施
策
の

基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
共
生
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
た
め
の
条
例 

二 

内
容 

 

㈠ 

定
義 

 

ア 

障
害
者 

心
身
の
機
能
の
障
害
が
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
障
害
及
び
社
会
的
障
壁
に
よ
り
継
続
的
に

日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
に
相
当
な
制
限
を
受
け
る
状
態
に
あ
る
も
の 

 

イ 

社
会
的
障
壁 

障
害
が
あ
る
者
に
と
っ
て
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
上
で
障
壁
と
な
る
よ
う
な

社
会
に
お
け
る
事
物
、
制
度
、
慣
行
、
観
念
そ
の
他
一
切
の
も
の 

㈡ 

基
本
理
念 

 

共
生
社
会
の
推
進
は
、
全
て
の
障
害
者
が
、
障
害
者
で
な
い
者
と
等
し
く
、
基
本
的
人
権

を
享
有
す
る
個
人
と
し
て
そ
の
尊
厳
が
重
ん
ぜ
ら
れ
、
そ
の
尊
厳
に
ふ
さ
わ
し
い
生
活
を
保

障
さ
れ
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
と
し
て
行
う
。 

ア 

全
て
障
害
者
は
、
社
会
を
構
成
す
る
一
員
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
活
動
に
参
加
す

る
機
会
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
。 

イ 

全
て
障
害
者
は
、
地
域
社
会
に
お
い
て
他
の
人
々
と
共
生
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い

こ
と
。 

ウ 

全
て
障
害
者
は
、
意
思
疎
通
の
た
め
の
手
段
に
つ
い
て
の
選
択
の
機
会
が
確
保
さ
れ
る

と
と
も
に
、
情
報
の
取
得
又
は
利
用
の
た
め
の
手
段
に
つ
い
て
の
選
択
の
機
会
の
拡
大
が

図
ら
れ
る
こ
と
。 

エ 

何
人
に
も
、
社
会
的
障
壁
に
係
る
問
題
が
認
識
さ
れ
、
障
害
及
び
障
害
者
に
関
す
る
理

解
が
深
ま
る
こ
と
。 

㈢ 

県
等
の
責
務 

 

ア 

県
の
責
務 

 
 

 

（ ｱ） 

障
害
及
び
障
害
者
並
び
に
共
生
社
会
に
関
す
る
理
解
を
広
め
、
共
生
社
会
の
推
進
に

関
し
て
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
。 



（ ｲ） 

市
町
村
等
と
の
連
携
、
市
町
村
等
に
対
す
る
支
援 

（ ｳ） 

障
害
者
及
び
そ
の
家
族
等
へ
配
慮
し
た
施
策
の
推
進 

 
 

イ 

県
民
及
び
地
域
活
動
団
体
（
地
域
で
文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
活
動
に

取
り
組
む
団
体
）
の
責
務 

障
害
及
び
障
害
者
並
び
に
共
生
社
会
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
共
生
社
会

の
推
進
に
寄
与
す
る
。 

 

ウ 

事
業
者
の
責
務 

障
害
及
び
障
害
者
並
び
に
共
生
社
会
に
関
す
る
理
解
を
深
め
、
社
会
的
障
壁
の
除
去
の

実
施
に
つ
い
て
必
要
か
つ
合
理
的
な
配
慮
に
努
め
、
共
生
社
会
の
推
進
に
寄
与
す
る
。 

㈣ 

共
生
社
会
を
推
進
す
る
た
め
の
施
策 

 

ア 

差
別
の
事
例
の
周
知
等
に
よ
る
普
及
啓
発 

 

イ 

交
流
の
機
会
の
拡
大
及
び
充
実 

 

ウ 

社
会
参
加
の
促
進 

 

エ 

教
育
の
推
進 

 

オ 

意
思
疎
通
の
手
段
の
確
保 

 

カ 

就
労
の
促
進
等 

 

キ 

表
彰 

 

ク 

職
員
の
育
成
等 

 

ケ 

財
政
上
の
措
置 

㈤ 

障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
を
解
消
す
る
た
め
の
施
策 

 

ア 

差
別
の
禁
止 

（ ｱ） 

何
人
も
、
障
害
を
理
由
と
す
る
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、

障
害
者
の
権
利
利
益
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（ ｲ） 

県
は
、
社
会
的
障
壁
の
除
去
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
か
つ
合
理
的
な
配
慮
を
す

る
。 

（ ｳ） 

事
業
者
は
、
社
会
的
障
壁
の
除
去
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
か
つ
合
理
的
な
配
慮

を
す
る
よ
う
努
め
る
。 

 

イ 

相
談
体
制
の
整
備 

特
定
相
談
及
び
広
域
専
門
相
談
員 

 

ウ 

紛
争
の
防
止
・
解
決
の
た
め
の
体
制
の
整
備 

（ ｱ） 

助
言
又
は
あ
っ
せ
ん 

（ ｲ） 

勧
告
（
正
当
な
理
由
が
な
く
あ
っ
せ
ん
に
従
わ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
） 

（ ｳ） 

公
表
（
正
当
な
理
由
が
な
く
勧
告
に
従
わ
な
い
と
き
） 



 

エ 

障
害
者
差
別
解
消
支
援
地
域
協
議
会
の
設
置 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
（
た
だ
し
、
二
㈤
ウ
の
紛
争
の
防
止
・
解
決
の
た
め
の
体
制
の
整

備
に
係
る
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
七
月
一
日
） 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
）
（
障
害
者
支
援
課
） 

一 

趣
旨 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
条
例
の
一
部
改

正
を
行
う
。 

二 

内
容 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
に
係
る
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る

特
例
の
制
度
を
設
け
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
児
童
福
祉
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
（
障
害
者
支
援

課
） 

一 

趣
旨 

 

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
に
係
る
基
準
該
当
通
所
支
援
に
関

す
る
特
例
の
制
度
を
設
け
る
等
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
に
お
い
て
障
害
児
に
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
を
、
法
に

基
づ
く
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
等
と
み
な
す
特
例
の
追
加 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第 

二
十
一
号
）
（
国
保
医
療
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

本
条
例
で
規
定
す
る
埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
の
拠
出
率
を
改
定
す
る
た 

 

め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

第
二
条
に
定
め
る
拠
出
率
を
「
十
万
分
の
四
十
四
」
か
ら
「
零
」
に
改
め
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
国
民
健
康
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二
十
二
号
）
（
国
保
医
療
課
） 

一 

趣
旨 

 

持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
に
伴
い
、
国
民
健
康
保
険
の
財
政
の
安
定
化
を
図
る
た
め
、
埼
玉
県
国
民
健
康
保

険
財
政
安
定
化
基
金
を
設
置
す
る
た
め
の
条
例
の
制
定 

二 

内
容 

㈠ 

基
金
の
設
置
、
積
立
て
、
管
理
等
に
つ
い
て
の
規
定 

㈡ 

処
分
に
つ
い
て
の
規
定 

三 

施
行
期
日 

 

公
布
の
日
。
た
だ
し
、
二
㈡
に
つ
い
て
は
平
成
三
十
年
四
月
一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
医
師
育
成
奨
学
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二
十
三
号
）

（
医
療
整
備
課
） 

一 

趣
旨 

 

医
師
の
地
域
偏
在
や
産
科
、
小
児
科
、
救
急
を
担
当
す
る
医
師
の
不
足
を
解
消
す
る
た
め
、 

知
事
の
指
定
す
る
県
外
の
大
学
に
埼
玉
県
の
地
域
医
療
に
貢
献
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
た
指
定 

枠
を
設
け
、
出
身
地
を
問
わ
ず
奨
学
金
を
貸
与
す
る
制
度
を
新
設
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

指
定
大
学
在
学
者
奨
学
金
の
新
設 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
自
殺
対
策
緊
急
強
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二
十
四
号
） 

 

（
疾
病
対
策
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

地
域
自
殺
対
策
緊
急
強
化
交
付
金
管
理
運
営
要
領
が
改
正
さ
れ
、
緊
急
強
化
事
業
の
実
施
期

限
が
平
成
二
十
八
年
度
末
に
延
長
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
埼
玉
県
自
殺
対
策
緊
急
強
化
基
金
の

設
置
期
間
を
延
長
す
る
。 

二 

内
容 

 
 

設
置
期
間
を
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
に
改
め
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 

 
 

 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

 
 

 
埼
玉
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二

十
五
号
）
（
生
活
衛
生
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

犬
又
は
猫
の
引
取
り
に
か
か
る
所
要
経
費
が
現
行
の
手
数
料
の
額
を
上
回
っ
た
こ
と
か
ら
、 

 

所
要
の
額
に
引
き
上
げ
る
た
め
に
手
数
料
の
額
を
改
定
す
る
。 

二 

内
容 

 
 

犬
又
は
猫
の
引
取
り
手
数
料
の
改
定 

    

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日 

改
訂
後 

現
行 

四
千
円 

二
千
円 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二
十
六
号
）
（
食
品
安
全

課
） 

一 

趣
旨 

 

食
品
の
安
全
性
を
一
層
確
保
す
る
た
め
、
食
品
営
業
者
が
公
衆
衛
生
上
遵
守
す
べ
き
管
理
運

営
の
基
準
を
、
危
害
分
析
・
重
要
管
理
点
方
式
を
用
い
る
場
合
の
基
準
又
は
同
方
式
を
用
い
な

い
場
合
の
基
準
の
い
ず
れ
か
と
す
る
も
の
と
す
る
改
正 

二 

内
容 

㈠ 

危
害
分
析
・
重
要
管
理
点
方
式
を
用
い
る
場
合
の
基
準
の
追
加 

㈡ 

規
定
の
整
備 

三 

施
行
期
日 

 

公
布
の
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
ふ
ぐ
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二
十
七

号
）
（
食
品
安
全
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

食
品
表
示
法
の
施
行
に
伴
い
、
ふ
ぐ
加
工
製
品
の
表
示
に
関
す
る
規
定
の
整
備
を
す
る
た
め 

 

の
改
正 

二 

内
容 

 
 

ふ
ぐ
加
工
製
品
の
表
示
義
務
を
条
例
の
規
定
か
ら
削
除 

三 

施
行
期
日 

 

㈠ 

施
行
期
日 

 
 

 

公
布
の
日 

 

㈡ 

経
過
措
置 

 
 

 

食
品
表
示
法
の
経
過
措
置
に
合
わ
せ
、
食
品
表
示
法
に
お
け
る
生
鮮
食
品
は
平
成
二
十
八 

 
 

年
九
月
三
十
日
ま
で
、
加
工
食
品
は
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正 

 
 

前
の
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
表
示
を
継
続 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
森
林
整
備
加
速
化
・
林
業
再
生
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第

二
十
八
号
）
（
森
づ
く
り
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

埼
玉
県
森
林
整
備
加
速
化
・
林
業
再
生
基
金
の
設
置
期
間
を
延
長
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

基
金
の
設
置
期
間
を
、
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日 

 

に
延
長 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二
十

九
号
）
（
経
営
管
理
課
） 

一 

趣
旨 

 

埼
玉
県
立
小
児
医
療
セ
ン
タ
ー
及
び
埼
玉
県
立
循
環
器
・
呼
吸
器
病
セ
ン
タ
ー
の
病
床
数
を

変
更
し
、
新
た
に
埼
玉
県
立
小
児
医
療
セ
ン
タ
ー
附
属
岩
槻
診
療
所
を
設
置
し
、
並
び
に
病
院

事
業
に
係
る
料
金
の
額
を
改
定
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

病
床
数
の
変
更 

 
 

ア 

埼
玉
県
立
循
環
器
・
呼
吸
器
病
セ
ン
タ
ー 

 
 

イ 

埼
玉
県
立
小
児
医
療
セ
ン
タ
ー 

 

㈡ 

埼
玉
県
立
小
児
医
療
セ
ン
タ
ー
附
属
岩
槻
診
療
所
の
設
置 

 

㈢ 

料
金
の
設
定
及
び
改
定 

 
 

ア 

附
属
岩
槻
診
療
所
に
お
け
る
短
期
入
所
費
用
の
新
設 

 
 

イ 

駐
車
場
料
金
の
新
設 

 
 

ウ 

診
断
書
、
証
明
書
料
金
の
改
定 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日
か
ら
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日 

 

た
だ
し
、
二
㈢
ウ
に
つ
い
て
は
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
、
二
㈠
ア
に
つ
い
て
は
公
布
の
日

か
ら
一
年
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
議
会
事
務
局
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
三
十
号
）
（
政
策
調
査

課
） 

一 

趣
旨 

 
 

知
事
部
局
の
職
制
と
の
均
衡
を
図
る
た
め
、
新
た
に
職
員
の
職
を
設
け
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

事
務
局
に
お
け
る
職
員
の
職
に
「
主
任
専
門
員
」
を
設
け
、
そ
の
職
務
を
定
め
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼

玉
県
条
例
第
三
十
一
号
）
（
政
策
調
査
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

県
議
会
議
員
の
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
改
正
す
る
も
の 

二 

内
容 

 

㈠ 

平
成
二
十
七
年
度
の
期
末
手
当
の
支
給
割
合
の
引
上
げ 

 

㈡ 

平
成
二
十
八
年
度
以
降
の
期
末
手
当
の
支
給
割
合 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
度
以
降
の
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
「
特
別
職
の
職
員
の
給
与
及
び
旅
費

に
関
す
る
条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
月
に
応
じ
、
同
項
に
規
定
す
る
割
合
」
と
す
る
。 

三 

施
行
期
日
等 

 

㈠ 

平
成
二
十
七
年
度
の
期
末
手
当
の
支
給
割
合
の
改
定
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

し
、
平
成
二
十
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用 

㈡ 

平
成
二
十
八
年
度
以
降
の
期
末
手
当
の
支
給
割
合
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一

日
か
ら
施
行 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
三
十
二
号
）（
教

職
員
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
月
十
九
日
付
け
で
埼
玉
県
人
事
委
員
会
か
ら
さ
れ
た
学
校
職
員
の
給
与
に

つ
い
て
の
勧
告
に
基
づ
き
、
学
校
職
員
の
給
与
を
改
定
す
る
と
と
も
に
、
地
方
公
務
員
法
の
一

部
改
正
に
伴
い
、
給
料
表
ご
と
の
級
別
基
準
職
務
表
を
定
め
る
等
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

人
事
委
員
会
の
勧
告
に
基
づ
く
給
与
改
定 

 
 

ア 

給
料
表
を
若
年
層
に
重
点
を
置
い
て
引
上
げ 

 
 

イ 

勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
の
引
上
げ 

 

㈡ 

地
方
公
務
員
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
級
別
基
準
職
務
表
等
の
規
定 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日
。
た
だ
し
、
二
㈠
イ
の
平
成
二
十
八
年
度
の
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
及
び
二
㈡
は

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
三
十
三
号
）
（
県
立

学
校
人
事
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

高
等
学
校
及
び
義
務
教
育
諸
学
校
に
お
け
る
教
職
員
の
標
準
定
数
の
変
更
の
た
め
、
学
校
職 

 

 

員
の
定
数
を
改
定
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

学
校
職
員
の
定
数
の
改
定 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
三
十
四
号
）
（
県
立
学
校

人
事
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

新
た
に
県
立
特
別
支
援
学
校
一
校
を
設
置
し
、
県
立
特
別
支
援
学
校
一
校
を
廃
止
す
る
た
め

の
改
正 

二 

内
容 

 
 

埼
玉
県
立
け
や
き
特
別
支
援
学
校
の
設
置
及
び
埼
玉
県
立
岩
槻
特
別
支
援
学
校
の
廃
止 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
で

定
め
る
日 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第

三
十
五
号
）
（
県
立
学
校
人
事
課
） 

一 

趣
旨 

 

学
校
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
て
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
制
度
を
設
け
る
と
と
も
に
、
規
定
の

整
備
を
行
う
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

㈠ 

学
校
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
て
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
制
度
を
設
け
る
規
定
を
追
加
す
る
。 

㈡ 

そ
の
他
規
定
の
整
備
を
行
う
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
地
方
警
察
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
三
十
六
号
）（
警

務
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

平
成
二
十
八
年
度
に
お
け
る
警
察
官
六
十
四
人
の
増
員
に
伴
い
、
警
察
官
の
階
級
別
定
数
を 

 

改
定
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

平
成
二
十
八
年
度
に
お
け
る
警
察
官
六
十
四
人
の
増
員
に
伴
い
、
警
視
の
定
数
「
二
百
八
十 

 

五
人
」
を
「
二
百
八
十
七
人
」
に
、
警
部
の
定
数
「
六
百
七
十
三
人
」
を
「
六
百
七
十
七
人
」 

 

に
、
警
部
補
及
び
巡
査
部
長
の
定
数
「
六
千
八
百
四
十
九
人
」
を
「
六
千
八
百
八
十
八
人
」
に
、 

 

巡
査
の
定
数
「
三
千
五
百
八
十
九
人
」
を
「
三
千
六
百
八
人
」
に
改
め
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日 

     



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

 
 

 
警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条

例
第
三
十
七
号
）
（
警
務
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

川
口
市
に
お
け
る
住
居
表
示
の
実
施
に
伴
い
、
川
口
警
察
署
の
管
轄
区
域
の
規
定
を
整
備
す 

 

る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

川
口
警
察
署
の
管
轄
区
域
の
変
更 

 
 

管
轄
区
域
か
ら
「
、
前
川
町
二
丁
目
」
を
削
り
、
川
口
市
の
新
た
な
町
の
区
域
と
な
る
「
、 

 

本
前
川
一
丁
目
、
本
前
川
二
丁
目
、
本
前
川
三
丁
目
」
を
加
え
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   



条

例 

 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
及
び
埼
玉
県
証
紙
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
三
号 

 
 

 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
及
び
埼
玉
県
証
紙
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
埼
玉
県
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 
 

第
三
条
第
二
十
二
号
中
「
第
七
十
三
号
」
を
「
第
七
十
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二

十
五
号
と
し
、
同
条
第
二
十
一
号
中
「
第
七
十
号
」
を
「
第
七
十
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同

条
第
二
十
四
号
と
し
、
同
条
第
二
十
号
中
「
第
六
十
九
号
」
を
「
第
七
十
号
」
に
改
め
、
同
号

を
同
条
第
二
十
二
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二
十
三 

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
七
十 

建
築
士
法
第
十
条
の
二
十
第
一
項
に
規
定
す
る 

 

一
号
の
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士 

都
道
府
県
指
定
登
録
機
関 

 
 

 

の
免
許
の
登
録
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
の 

 
 

 

証
明 

 
 

第
三
条
第
十
九
号
中
「
第
六
十
八
号
」
を
「
第
六
十
九
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十

一
号
と
し
、
同
条
第
十
八
号
中
「
第
六
十
七
号
」
を
「
第
六
十
八
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条

第
二
十
号
と
し
、
同
条
第
十
七
号
中
「
第
六
十
六
号
」
を
「
第
六
十
七
号
」
に
改
め
、
同
号
を

同
条
第
十
九
号
と
し
、
同
条
第
十
六
号
中
「
第
六
十
五
号
」
を
「
第
六
十
六
号
」
に
改
め
、
同

号
を
同
条
第
十
八
号
と
し
、
同
条
中
第
十
五
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
四
号
を
第
十
六
号
と

し
、
第
十
三
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 
 

十
四 

別
表
福
祉
部
の
項
第
十
五
号
の
主 

介
護
保
険
法
第
六
十
九
条
の
三
十
三
第
一
項
に 

 
 

 

任
介
護
支
援
専
門
員
研
修 

 
 

 
 

 

規
定
す
る
指
定
研
修
実
施
機
関 

 
 

十
五 

別
表
福
祉
部
の
項
第
十
六
号
の
主 

介
護
保
険
法
第
六
十
九
条
の
三
十
三
第
一
項
に 

 
 

 

任
介
護
支
援
専
門
員
更
新
研
修 

 
 

 

規
定
す
る
指
定
研
修
実
施
機
関 

 
 

別
表
企
画
財
政
部
の
項
中
第
八
号
を
第
十
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
二
号
ず
つ

繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

     

四 

道
路
運
送
法
施

行
令
（
昭
和
二
十

六
年
政
令
第
二
百

五
十
号
）
第
四
条 

自
家
用
有

償
旅
客
運

送
者
登
録

申
請
手
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
万
五
千
円 

 



                                  

五 

道
路
運
送
法
施

行
令
第
四
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ

く
道
路
運
送
法
第

七
十
九
条
の
七
第

一
項
に
規
定
す
る

自
家
用
有
償
旅
客

運
送
者
の
変
更
登

録
（
同
法
第
七
十

九
条
の
二
第
一
項

第
二
号
の
自
家
用

有
償
旅
客
運
送
の

種
別
の
増
加
に
係

る
も
の
又
は
同
項

第
三
号
の
運
送
の

区
域
の
増
加
に
係

る
も
の
（
同
法
第

七
十
九
条
の
登
録

を
受
け
て
い
る
当 

 

第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
道
路
運
送

法
（
昭
和
二
十
六

年
法
律
第
百
八
十

三
号
）
第
七
十
九

条
に
規
定
す
る
自

家
用
有
償
旅
客
運

送
者
の
登
録
（
更

新

の

登

録

を

除

く
。
）
の
申
請
（
市

町
村
が
行
う
も
の

を
除
く
。
次
号
に

お
い
て
同
じ
。
）

に
対
す
る
審
査 

  

自
家
用
有

償
旅
客
運

送
者
変
更

登
録
申
請

手
数
料 

料 

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
千
円 

     

 



          
 

別
表
福
祉
部
の
項
第
十
三
号
中
「
三
万
八
千
円
」
を
「
七
万
五
千
円
」
に
、
「
一
万
七
千
円
」

を
「
三
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
六
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
五
号
を
第
十
七
号

と
し
、
第
十
四
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

                      

十
六 

介
護
保
険
法

施
行
令
第
三
十
七

条
の
十
五
第
一
項

及
び
介
護
保
険
法

施
行
規
則
第
百
四

十
条
の
六
十
八
第 

十
五 

介
護
保
険
法

施
行
令
（
平
成
十

年
政
令
第
四
百
十

二
号
）
第
三
十
七

条
の
十
五
第
一
項

及
び
介
護
保
険
法

施
行
規
則
（
平
成

十
一
年
厚
生
省
令

第
三
十
六
号
）
第

百
四
十
条
の
六
十

八
第
一
項
第
一
号

の
規
定
に
基
づ
く

主
任
介
護
支
援
専

門
員
研
修 

主
任
介
護

支
援
専
門

員
更
新
研

修
手
数
料 

主
任
介
護

支
援
専
門

員
研
修
手

数
料 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
万
六
千
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
万
九
千
円 

 

 

該
運
送
の
区
域
の

属
す
る
市
町
村
内

に
お
け
る
当
該
運

送
の
区
域
の
増
加

に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
に
限
る
。
）

の
申
請
に
対
す
る

審
査 

 
 

 



      
 

別
表
産
業
労
働
部
の
項
第
十
一
号
中
「
第
三
条
第
一
号
」
を
「
第
二
条
第
一
号
」
に
改
め
、

同
項
第
十
二
号
中
「
第
三
条
第
二
号
」
を
「
第
二
条
第
二
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

別
表
農
林
部
の
項
中
第
五
十
一
号
を
第
五
十
五
号
と
し
、
第
二
十
七
号
か
ら
第
五
十
号
ま
で

を
四
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
六
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。 

                         

二
十
八 

農
産
物
検

査
法
施
行
令
第
五

条
第
一
項
第
四
号

の
規
定
に
基
づ
く

農
産
物
検
査
法
第

十
八
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
七
条
第

一
項
に
規
定
す
る

登
録
検
査
機
関
の 

二
十
七 

農
産
物
検

査
法
施
行
令
（
平

成
七
年
政
令
第
三

百
五
十
七
号
）
第

五
条
第
一
項
第
二

号
の
規
定
に
基
づ

く
農
産
物
検
査
法

（
昭
和
二
十
六
年

法
律
第
百
四
十
四

号
）
第
十
七
条
第

一
項
に
規
定
す
る

登
録
検
査
機
関
の

登
録
の
申
請
に
対

す
る
審
査 

登
録
検
査

機
関
登
録

更
新
申
請

手
数
料 

登
録
検
査 

機
関
登
録 

申
請
手
数 

料 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
万
百
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
五
万
円 

 

 

一
項
第
二
号
の
規

定
に
基
づ
く
主
任

介
護
支
援
専
門
員

更
新
研
修 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



                                
 

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
一
号
中
「
及
び
第
百
二
号
イ
」
を
「
、
第
百
四
号
イ
及
び
第
百
八

号
イ
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
九
十
六
号
ハ
及
び
第
百
二
号
ハ
」
を
「
第
九
十
八
号
ハ
、

第
百
四
号
ハ
及
び
第
百
八
号
ハ
」
に
改
め
、
同
項
第
百
四
号
中
「
第
百
二
号
金
額
の
欄
イ
」
を

三
十 

農
産
物
検
査

法
施
行
令
第
五
条

第
一
項
第
六
号
の

規
定
に
基
づ
く
農

産
物
検
査
法
第
十

九
条
第
二
項
に
規

定
す
る
変
更
登
録

（
同
法
第
十
七
条

第
四
項
第
四
号
の

登
録
の
区
分
の
増

加
に
係
る
も
の
に

限
る
。 

）
の
申
請 

 

に
対
す
る
審
査 

二
十
九 

農
産
物
検

査
法
施
行
令
第
五

条
第
一
項
第
六
号

の
規
定
に
基
づ
く

農
産
物
検
査
法
第

十
九
条
第
二
項
に

規
定
す
る
変
更
登

録
（
同
法
第
十
七

条
第
四
項
第
三
号

の
農
産
物
の
種
類

の
増
加
に
係
る
も

の
に
限
る
。 

）
の 

 

申
請
に
対
す
る
審

査 

 

登
録
の
更
新
の
申

請
に
対
す
る
審
査 

登
録
検
査

機
関
の
登

録
の
区
分

に
係
る
変

更
登
録
申

請
手
数
料 

登
録
検
査

機
関
の
農

産
物
の
種

類
に
係
る

変
更
登
録

申
請
手
数

料 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
五
万
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
万
円 

 

 



「
第
百
四
号
金
額
の
欄
イ
」
に
、
「
第
百
二
号
金
額
の
欄
ロ
」
を
「
第
百
四
号
金
額
の
欄
ロ
」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
百
六
号
と
し
、
同
項
中
第
百
三
号
を
第
百
五
号
と
し
、
第
百
二
号
を

第
百
四
号
と
し
、
同
項
第
百
一
号
イ
中
「
第
百
三
号
イ
」
を
「
第
百
五
号
イ
」
に
改
め
、
同
号

イ
⑵
中
「
第
百
三
号
」
を
「
第
百
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
百
三
号
と
し
、
同
項
中
第

百
号
を
第
百
二
号
と
し
、
第
九
十
九
号
を
第
百
一
号
と
し
、
同
項
第
九
十
八
号
中
「
第
九
十
六

号
金
額
の
欄
イ
」
を
「
第
九
十
八
号
金
額
の
欄
イ
」
に
、「
第
九
十
六
号
金
額
の
欄
ロ
」
を
「
第

九
十
八
号
金
額
の
欄
ロ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
百
号
と
し
、
同
項
第
九
十
七
号
金
額
の
欄

を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
九
十
九
号
と
す
る
。 

 
 

                         

イ 

変
更
後
の
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
が
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す

る
法
律
第
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
書
類
が

提
出
さ
れ
た
場
合 

 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

 
 

㈠ 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
千
円 

 
 

㈡ 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
千
円 

 

⑵ 

共
同
住
宅
等 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
を
申
請
住

戸
数
で
除
し
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ

れ
を
切
り
捨
て
る
。
） 

 
 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
（
申
請
に
係
る
住
戸
を
含
む
一
の
建
築
物
の
変
更
後
の
床
面

積
の
合
計
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
内
の
も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六
千
五
百
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
万
五
百
円 

 
 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の 
 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
万
二
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
万
八
千
五
百
円 

 
 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
万
七
千
五
百
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
万
七
千
円 

 
 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
万
二
千
五
百
円 

 
 

              

 



                                  

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
万
五
百
円 

 
 

㈤ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
万
六
千
円 

 
 

 
(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

八
万
七
千
円 

 
 

㈥ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九
万
二
千
五
百
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
四
万
三
千
五
百
円 

 
 

㈦ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
一
万
四
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
七
万
六
千
五
百
円 

 
 

㈧ 

床
面
積
の
合
計
が
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
二
万
千
五
百
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
八
万
八
千
五
百
円 

ロ 

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
設
計
住
宅
性
能
評

価
書
の
写
し
が
提
出
さ
れ
た
場
合 

 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
万
千
五
百
円 

 

⑵ 

共
同
住
宅
等 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
を
申
請
住

戸
数
で
除
し
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ

れ
を
切
り
捨
て
る
。
） 

 
 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 
 

 

三
万
六
千
円 

 
 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
万
六
千
円 

 
 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
万
三
千
五
百
円 

 
 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
七
万
五
千
円 

 
 

㈤ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
十
六
万
七
千
五
百
円 

 
 

㈥ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
十
八
万
四
千
五
百
円 

             

 



                                  

 
 

㈦ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
十
六
万
五
百
円 

 
 

㈧ 

床
面
積
の
合
計
が
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七
十
九
万
八
千
五
百
円 

 
 

ハ 

イ
及
び
ロ
以
外
の
場
合 

 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

 
 

㈠ 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
万
八
千
五
百
円 

 
 

 
 

 
 

㈡ 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
万
二
千
五
百
円 

 

⑵ 

共
同
住
宅
等 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
を
申
請
住

戸
数
で
除
し
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ

れ
を
切
り
捨
て
る
。
） 

 
 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六
万
三
千
五
百
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九
万
七
千
円 

 
 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の 
 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
万
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
五
万
三
千
円 

 
 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
九
万
四
千
五
百
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
十
九
万
九
千
五
百
円 

 
 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
十
四
万
六
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
十
三
万
四
千
円 

 
 

㈤ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
十
九
万
二
千
五
百
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九
十
一
万
六
千
円 

 
 

㈥ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

百
九
万
三
千
五
百
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

百
六
十
九
万
二
千
円 

          

 



         
 

別
表
都
市
整
備
部
の
項
中
第
九
十
六
号
を
第
九
十
八
号
と
し
、
第
九
十
五
号
金
額
の
欄
を
次

の
よ
う
に
改
め
、
同
号
を
第
九
十
七
号
と
す
る
。 

                        

 
 

㈦ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

百
五
十
六
万
千
五
百
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
百
四
十
一
万
六
千
円 

 
 

㈧ 
床
面
積
の
合
計
が
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

百
九
十
一
万
二
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 

二
百
九
十
五
万
九
千
五
百
円 

  

 

イ 

長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
が
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第

六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
書
類
（
住
宅
の
品

質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
五
条
第
一

項
の
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
が
作
成
し
た
も
の
に
限
る
。
第
九
十
九
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
提
出
さ
れ
た
場
合 

 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

 
 

㈠ 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
千
円 

 
 

㈡ 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
万
円 

 

⑵ 

共
同
住
宅
等 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
を
、
申
請

に
係
る
住
戸
を
含
む
一
の
建
築
物
の
住
戸
の
う
ち
同
時
に
申
請
さ
れ
た
住
戸
の
数

（
以
下
こ
の
号
か
ら
第
百
号
ま
で
に
お
い
て
「
申
請
住
戸
数
」
と
い
う
。
）
で
除

し
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り

捨
て
る
。
） 

 
 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
（
申
請
に
係
る
住
戸
を
含
む
一
の
建
築
物
の
床
面
積
の
合
計

を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
万
三
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
万
千
円 

 
 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の 
 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
万
四
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
万
七
千
円 

 
 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

  

 



                                  

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
万
五
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
万
四
千
円 

 
 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

 
 

 
(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六
万
五
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
万
千
円 

 
 

㈤ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
一
万
二
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
七
万
四
千
円 

 
 

㈥ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
八
万
五
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
十
八
万
七
千
円 

 
 

㈦ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
二
十
二
万
八
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
十
五
万
三
千
円 

 
 

㈧ 

床
面
積
の
合
計
が
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
十
四
万
三
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
十
七
万
七
千
円 

ロ 

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
設
計
住
宅
性
能
評

価
書
（
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲

げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
第
九
十
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
写

し
が
提
出
さ
れ
た
場
合 

 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
万
三
千
円 

 

⑵ 

共
同
住
宅
等 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
を
申
請
住

戸
数
で
除
し
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ

れ
を
切
り
捨
て
る
。
） 

 
 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 
 

 

七
万
二
千
円 

 
 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
一
万
二
千
円 

 
 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
十
万
七
千
円 

  

 



                                  

 
 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
十
五
万
円 

 
 

㈤ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
十
三
万
五
千
円 

 
 

㈥ 
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
十
六
万
九
千
円 

 
 

㈦ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

百
三
十
二
万
千
円 

 
 

㈧ 

床
面
積
の
合
計
が
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

百
五
十
九
万
七
千
円 

ハ 

イ
及
び
ロ
以
外
の
場
合 

 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

 
 

㈠ 

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
万
七
千
円 

 
 

 
 

 
 

㈡ 

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八
万
五
千
円 

 

⑵ 

共
同
住
宅
等 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
を
申
請
住

戸
数
で
除
し
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ

れ
を
切
り
捨
て
る
。
） 

 
 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
二
万
七
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
九
万
四
千
円 

 
 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も

の 
 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
十
万
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
十
万
六
千
円 

 
 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
十
八
万
九
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
十
九
万
九
千
円 

 
 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六
十
九
万
二
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

百
六
万
八
千
円 

 
 

㈤ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 

 



               
 

別
表
都
市
整
備
部
の
項
中
第
九
十
四
号
を
第
九
十
六
号
と
し
、
第
七
十
号
か
ら
第
九
十
三
号

ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
六
十
九
号
中
「
一
万
五
千
円
」
を
「
一
万
六
千
円
」
に
、

「
一
万
円
」
を
「
一
万
千
円
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
十
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。 

         
 

別
表
都
市
整
備
部
の
項
中
第
六
十
八
号
を
第
六
十
九
号
と
し
、
第
六
十
七
号
を
第
六
十
八
号

と
し
、
同
項
第
六
十
六
号
中
「
の
書
換
え
交
付
」
の
下
に
「
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く

二
級
建
築
士
免
許
証
又
は
木
造
建
築
士
免
許
証
の
書
換
え
交
付
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
号

を
同
項
第
六
十
七
号
と
し
、
同
項
中
第
六
十
五
号
を
第
六
十
六
号
と
し
、
第
六
十
二
号
か
ら
第

六
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
六
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

   

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

百
十
八
万
五
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

百
八
十
三
万
二
千
円 

 
 

㈥ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 
(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
百
十
八
万
七
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
百
三
十
八
万
四
千
円 

 
 

㈦ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の 

 
 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
百
十
二
万
三
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
百
八
十
三
万
二
千
円 

 
 

㈧ 

床
面
積
の
合
計
が
三
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

 
 

 

(イ)
あ

新
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
百
八
十
二
万
四
千
円 

 
 

 

(ロ)
あ

増
築
又
は
改
築
の
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
百
九
十
一
万
九
千
円 

  

 

七
十
一 

建
築
士
法

第
五
条
第
一
項
に

規
定
す
る
二
級
建

築
士
又
は
木
造
建

築
士
の
免
許
の
登

録
が
さ
れ
て
い
る

こ
と
の
証
明 

二
級
建
築

士
又
は
木

造
建
築
士

免
許
登
録

証
明
手
数

料 

一
通
に
つ
き 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
百
円 

 

六
十
二 

建
築
基
準

法
施
行
令
（
昭
和 

既
存
建
築

物
の
移
転 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
万
七
千
円 

 



          
 

別
表
都
市
整
備
部
の
項
に
次
の
五
号
を
加
え
る
。 

                        

 

二
十
五
年
政
令
第

三
百
三
十
八
号
）

第
百
三
十
七
条
の

十
六
第
二
号
の
規

定
に
基
づ
く
既
存

建
築
物
の
移
転
の

認
定
の
申
請
に
対

す
る
審
査 

に
対
す
る

制
限
の
緩

和
に
係
る

認
定
申
請

手
数
料 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

百
七 

建
築
物
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

能
の
向
上
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二

十
七
年
法
律
第
五

十
三
号
）
第
二
十

九
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く
建
築

物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
向
上
計
画

の
認
定
の
申
請
に

対
す
る
審
査
（
次

号
に
規
定
す
る
審

査
を
除
く
。
） 

建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能

向
上
計
画

認
定
申
請

手
数
料 

次
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
て
得
た
金
額 

イ 
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に

関
す
る
法
律
第
三
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
書
類
が
提

出
さ
れ
た
場
合 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

 
 

 
 

 

五
千
円 

⑵ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

一
万
千
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
万
三
千
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
万
二
千
円 

 
 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

 
 

 

以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 

九
万
四
千
円 

 

⑶ 

非
住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
非
住
宅
部 

 
 

 
 

分 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次 

 

に
定
め
る
額 

 
 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル 

 



                                  

 
 

 
 

 

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

一
万
千
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
万
千
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九
万
四
千
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
四
万
九
千
円 

㈤ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も 

 
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
八
万
八
千
円 

㈥ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上
の
も
の 

 

二
十
三
万
五
千
円 

ロ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
八

年
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）
第

八
条
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

次
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 

四
万
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 

四
万
四
千
円 

⑵ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

 

 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 

八
万
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 

 

 



                                  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
三
万
五
千
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
十
三
万
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 

三
十
三
万
円 

ハ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
八
条
第
一
号

イ
⑴
及
び
ロ
⑴
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
非

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
非
住
宅
部
分 

次 

 
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

額 ⑴ 
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の 

 
 

 
 

 

二
十
六
万
七
千
円 

⑵ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
十
三
万
二
千
円 

⑶ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
十
一
万
六
千
円 

⑷ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七
十
五
万
九
千
円 

⑸ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八
十
九
万
八
千
円 

⑹ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の 

 
 

 
 

百
二
万
四
千
円 

ニ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
八
条
第
一
号

イ
⑵
及
び
ロ
⑵
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
非 

 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
非
住
宅
部
分 

次

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る 

 



                                  

百
八 

建
築
物
の
エ 

 
 

 

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性 

 

 

能
の
向
上
に
関
す 

 

る
法
律
第
二
十
九 

 

条
第
一
項
の
規
定 

 

に
基
づ
く
建
築
物 

 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費 

 

性
能
向
上
計
画
の 

 

認
定
の
申
請
（
同 

 

法
第
三
十
条
第
二 

 

 

項
の
規
定
に
よ
る 

 

申
出
を
伴
う
申
請 

 

に
限
る
。
）
に
対 

 

す
る
審
査 

 

建
築
基
準

関
係
規
定

適
合
の
審

査
の
申
出

を
伴
う
建

築
物
エ
ネ

ル
ギ
ー
消

費
性
能
向

上
計
画
認

定
申
請
手

数
料 

 

前
号
に
規
定
す
る
合
算
し
て
得
た
金
額
に
、
次
の

イ
に
定
め
る
額
を
加
算
し
、
次
の
ロ
又
は
ハ
に
掲

げ
る
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
当
該
ロ
又
は
ハ
に
定
め
る

額
を
更
に
加
算
し
て
得
た
金
額 

イ 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額 

⑴ 

床
面
積
の
合
計
が
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七
千
円 

⑵ 

床
面
積
の
合
計
が
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
万
四
千
円 

⑶ 

床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
万
四
千
円 

⑷ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 

 

額 ⑴ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 

十
万
二
千
円 

⑵ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
七
万
千
円 

 

⑶ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以 

 
 

 
 

上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
十
七
万
七
千
円 

⑷ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
十
六
万
二
千
円 

 

⑸ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以 
 

 
 

 
 

上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
十
三
万
五
千
円 

⑹ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 

五
十
一
万
円 

 



                                  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
万
千
円 

⑸ 

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
万
八
千
円 

⑹ 

床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

七
万
八
千
円 

⑺ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
十
三
万
五
千
円 

⑻ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を 

 
超
え
五
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
十
二
万
円 

⑼ 

床
面
積
の
合
計
が
五
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
も
の 

 
 

 
 

七
十
七
万
七
千
円 

ロ 

建
築
基
準
法
第
八
十
七
条
の
二
の
昇
降
機
に

係
る
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
区

分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

⑴ 

昇
降
機
を
設
置
す
る
も
の
（
⑵
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
） 

 
 

一
基
ご
と
に
一
万
四
千
円
（
小
荷
物
専
用

昇
降
機
に
つ
い
て
は
、
五
千
円
） 

⑵ 

建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
確
認
を
受
け
た
昇
降
機
の
計
画
を
変
更
し

て
昇
降
機
を
設
置
す
る
も
の 

 
 

一
基
ご
と
に
七
千
円
（
小
荷
物
専
用
昇
降

機
に
つ
い
て
は
、
四
千
円
） 

ハ 

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
実
施
の
申
出
を
伴

う
場
合 

申
請
に
係
る
構
造
計
算
適
合
性
判
定

を
行
お
う
と
す
る
一
の
建
築
物
ご
と
に
次
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

⑴ 

判
定
対
象
床
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以 

 

内
の
も
の 

㈠ 

㈡
以
外
の
も
の 

 

 

 



                                  

百
九 

建
築
物
の
エ 

 

建
築
物
エ 

 

次
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
て
得
た
金
額 

 

 
 

 
 

 
 

 

十
七
万
千
四
百
八
十
円 

㈡ 

構
造
計
算
が
大
臣
認
定
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

よ
り
行
わ
れ
る
も
の 

 

 
 

 
 

 
 

十
一
万
八
千
五
百
六
十
円 

⑵ 

判
定
対
象
床
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

㈠ 

㈡
以
外
の
も
の 

 

 
 

 
 

 

二
十
二
万
八
千
七
百
二
十
円 

㈡ 

構
造
計
算
が
大
臣
認
定
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

よ
り
行
わ
れ
る
も
の 

 
 

 
 

 
 

十
四
万
七
千
七
百
二
十
円 

⑶ 
判
定
対
象
床
面
積
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

㈠ 

㈡
以
外
の
も
の 

 二
十
六
万
二
千
二
百
円 

㈡ 

構
造
計
算
が
大
臣
認
定
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

よ
り
行
わ
れ
る
も
の 

 
 

 
 

 
 

 

十
六
万
千
七
百
六
十
円 

⑷ 

判
定
対
象
床
面
積
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え
五
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の 

㈠ 

㈡
以
外
の
も
の 

 
 

 
 

 

三
十
四
万
六
千
四
百
四
十
円 

㈡ 

構
造
計
算
が
大
臣
認
定
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

よ
り
行
わ
れ
る
も
の 

 
 

 
 

 
 

二
十
万
四
千
九
百
六
十
円 

⑸ 

判
定
対
象
床
面
積
が
五
万
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
も
の 

㈠ 

㈡
以
外
の
も
の 

 

 
 

 
 

 

六
十
三
万
六
千
九
百
六
十
円 

㈡ 

構
造
計
算
が
大
臣
認
定
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

よ
り
行
わ
れ
る
も
の 

 

 
 

 
 

 
 

 

三
十
四
万
七
千
五
百
二
十
円 

 



                                  

 

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性 

 

 

能
の
向
上
に
関
す 

 

る
法
律
第
三
十
一 

 
条
第
一
項
の
規
定 

 

に
基
づ
く
建
築
物 

 

 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費 

 

性
能
向
上
計
画
の 

 

 

変
更
の
認
定
の
申 

 

請
に
対
す
る
審
査 

 

（
次
号
に
規
定
す 

 
 

 

る
審
査
を
除
く
。
） 

ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能

向
上
計
画

変
更
認
定

申
請
手
数

料 

イ 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に

関
す
る
法
律
第
三
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
書
類
が
提

出
さ
れ
た
場
合 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

 
 

 

二
千
五
百
円 

⑵ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

 

 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 

五
千
五
百
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
万
千
五
百
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
万
六
千
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 
四
万
七
千
円 

⑶ 

非
住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
非
住
宅
部

分 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次

に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 

五
千
五
百
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
万
五
千
五
百
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
万
七
千
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 

七
万
四
千
五
百
円 

㈤ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も 

 

 



                                  

 
 

 
 

の 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
万
四
千
円 

㈥ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上
の
も
の 

十
一
万
七
千
五
百
円 

ロ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
八
条
第
二
号

イ
及
び
ロ
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

次
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 

二
万
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 

二
万
二
千
円 

⑵ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 

四
万
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 

 
 

六
万
七
千
五
百
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 

十
一
万
五
千
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の 

 
 

 
 

十
六
万
五
千
円 

ハ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
八
条
第
一
号

イ
⑴
及
び
ロ
⑴
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
非

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
非
住
宅
部
分 

次

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

額 ⑴ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の 

 
 

 
 

十
三
万
三
千
五
百
円 

⑵ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以  

 



                                  

 
 

 

上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
十
一
万
六
千
円 

⑶ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
十
万
八
千
円 

⑷ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以 

 

上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
十
七
万
九
千
五
百
円 

⑸ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
十
四
万
九
千
円 

 
 

⑹ 
床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の 

 
 

 

五
十
一
万
二
千
円 

ニ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
八
条
第
一
号

イ
⑵
及
び
ロ
⑵
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
非

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
非
住
宅
部
分 

次

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

額 
 

⑴ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
万
千
円 

⑵ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

八
万
五
千
五
百
円 

⑶ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
三
万
八
千
五
百
円 

⑷ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 

十
八
万
千
円 

⑸ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 

二
十
一
万
七
千
五
百
円 

 
 

⑹ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト 

       

 



                                  

百
十
一 

建
築
物
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能
の
向
上
に
関

す
る
法
律
第
三
十

六
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く
建
築

物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
に
係
る
認

定
の
申
請
に
対
す

る
審
査 

 

百
十 

建
築
物
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

能
の
向
上
に
関
す

る
法
律
第
三
十
一

条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
く
建
築
物

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能
向
上
計
画
の

変
更
の
認
定
の
申

請
（
同
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す 

る
同
法
第
三
十
条

第
二
項
の
規
定
に

よ
る
申
出
を
伴
う

申
請
に
限
る
。
）

に
対
す
る
審
査 

 

建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能

認
定
申
請

手
数
料 

建
築
基
準

関
係
規
定

適
合
の
審

査
の
申
出

を
伴
う
建

築
物
エ
ネ

ル
ギ
ー
消

費
性
能
向

上
計
画
変

更
認
定
申

請
手
数
料 

 

次
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
て
得
た
金
額 

イ 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に

関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る
基
準
に

適
合
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
書
類
が
提
出
さ
れ

た
場
合 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

 
 

 
 

 

五
千
円 

⑵ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

一
万
千
円 

 
 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

 
 

 

以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 

二
万
三
千
円 

 
 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル 

第
百
八
号
金
額
の
欄
イ
の
額
に
、
前
号
に
規
定
す

る
合
算
し
て
得
た
金
額
を
加
算
し
、
第
百
八
号
金

額
の
欄
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
当

該
ロ
又
は
ハ
に
定
め
る
額
を
更
に
加
算
し
て
得
た

金
額 

 

ル
以
上
の
も
の 

 
 

 

二
十
五
万
五
千
円 

 



                                  

 
 

 
 

以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
万
二
千
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 

九
万
四
千
円 

⑶ 

非
住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
非
住
宅
部

分 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次 

に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

一
万
千
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 

三
万
千
円 

 
 
㈢ 
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九
万
四
千
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
十
四
万
九
千
円 

㈤ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
八
万
八
千
円 

㈥ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上
の
も
の 

 

二
十
三
万
五
千
円 

ロ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
一
条
第
一
項

第
二
号
イ
⑴
及
び
ロ
⑴
に
定
め
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 

次
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 

四
万
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 

四
万
四
千
円 

⑵ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

 

 



                                  

 
 

 
 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 

八
万
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

十
三
万
五
千
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 

二
十
三
万
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 
以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 

三
十
三
万
円 

ハ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消 

 

費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
一
条
第
一
項

第
二
号
イ
⑵
及
び
ロ
⑵
に
定
め
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の 

⑴ 

一
戸
建
て
の
住
宅 
次
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 

二
万
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 

二
万
二
千
円 

⑵ 

住
宅
用
途
を
含
む
建
築
物
の
住
宅
部
分 

 

 

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額 

㈠ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 

三
万
八
千
円 

㈡ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六
万
六
千
円 

㈢ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
二
万
千
円 

㈣ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

 

 

 



                                  

 
 

 
 

 

以
上
の
も
の 

 
 

 
 

十
八
万
三
千
円 

ニ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
一
条
第
一
項

第
一
号
イ
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
非
住
宅

用
途
を
含
む
建
築
物
の
非
住
宅
部
分 

次
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

⑴ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の 

 
 

 
 

 

二
十
六
万
七
千
円 

⑵ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
十
三
万
二
千
円 

⑶ 
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六
十
一
万
六
千
円 

⑷ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
七
十
五
万
九
千
円 

⑸ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八
十
九
万
八
千
円 

⑹ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の 

 
 

 
 

百
二
万
四
千
円 

ホ 

イ
以
外
の
場
合
で
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
第
一
条
第
一
項

第
一
号
ロ
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
非
住
宅

用
途
を
含
む
建
築
物
の
非
住
宅
部
分 

次
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

⑴ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 

十
万
二
千
円 

⑵ 

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
七
万
千
円 

⑶ 

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以 

 

上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 

 



          

第
二
条 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
三
条
中
第
二
十
五
号
を
第
二
十
六
号
と
し
、
第
十
六
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
十
五
号
中
「
第
十
六
号
」
を
「
第
十
七
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第

十
六
号
と
し
、
同
条
第
十
四
号
中
「
第
十
五
号
」
を
「
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第

十
五
号
と
し
、
同
条
第
十
三
号
中
「
第
十
四
号
」
を
「
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第

十
四
号
と
し
、
同
条
第
十
二
号
中
「
第
十
三
号
」
を
「
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第

十
三
号
と
し
、
同
条
第
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

十
二 

別
表
福
祉
部
の
項
第
十
一
号
の
再 

介
護
保
険
法
第
六
十
九
条
の
三
十
三
第
一
項
に 

 
 

 

研
修 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

規
定
す
る
指
定
研
修
実
施
機
関 

 
 

別
表
福
祉
部
の
項
第
七
号
中
「
三
万
円
」
を
「
六
万
円
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
八
号
を
第

十
九
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、
同
項
第
十
五
号

中
「
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
十
六
号
と
し
、
同

項
第
十
四
号
を
同
項
第
十
五
号
と
し
、
同
項
第
十
三
号
中
「
三
万
円
」
を
「
四
万
二
千
円
」
に

改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
四
号
と
し
、
同
項
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第

十
二
号
と
し
、
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

         

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
十
七
万
七
千
円 

⑷ 

床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
十
六
万
二
千
円

⑸ 

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以 

 

上
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

 

四
十
三
万
五
千
円 

⑹ 

床
面
積
の
合
計
が
二
万
五
千
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の 

 
 

 
 

 

五
十
一
万
円 

 

十
一 

介
護
保
険
法

第
六
十
九
条
の
七

第
二
項
及
び
介
護

保
険
法
施
行
規
則

（
平
成
十
一
年
厚

生
省
令
第
三
十
六

号
）
第
百
十
三
条

の
十
六
第
一
項
の 

介
護
支
援

専
門
員
再

研
修
手
数

料 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
万
二
千
円 

 



    

（
埼
玉
県
証
紙
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

埼
玉
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
埼
玉
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
の
項
中
第
三
百
六
十
九
号

を
第
三
百
八
十
一
号
と
し
、
第
三
百
五
十
二
号
か
ら
第
三
百
六
十
八
号
ま
で
を
十
二
号
ず
つ
繰

り
下
げ
、
第
三
百
五
十
一
号
を
第
三
百
五
十
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
五
号
を
加
え
る
。 

        

 

別
表
埼
玉
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
の
項
中
第
三
百
五
十
号
を

第
三
百
五
十
七
号
と
し
、
第
三
百
十
六
号
か
ら
第
三
百
四
十
九
号
ま
で
を
七
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
三
百
十
五
号
を
第
三
百
二
十
一
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

   
 

別
表
埼
玉
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
の
項
中
第
三
百
十
四
号
を

第
三
百
二
十
号
と
し
、
第
二
百
五
号
か
ら
第
三
百
十
三
号
ま
で
を
六
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二

百
四
号
を
第
二
百
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。 

      
 

別
表
埼
玉
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
の
項
中
第
二
百
三
号
を
第

二
百
五
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
二
百
二
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
を
第
三
号

と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 

三
百
二
十
二 

既
存
建
築
物
の
移
転
に
対
す
る
制
限
の
緩
和
に
係
る
認
定
申
請
手
数
料 

 

二
百
七 

登
録
検
査
機
関
登
録
申
請
手
数
料 

二
百
八 

登
録
検
査
機
関
登
録
更
新
申
請
手
数
料 

二
百
九 

登
録
検
査
機
関
の
農
産
物
の
種
類
に
係
る
変
更
登
録
申
請
手
数
料 

二
百
十 

登
録
検
査
機
関
の
登
録
の
区
分
に
係
る
変
更
登
録
申
請
手
数
料 

 

三
百
五
十
九 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
認
定
申
請
手
数
料 

三
百
六
十 

建
築
基
準
関
係
規
定
適
合
の
審
査
の
申
出
を
伴
う
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
向
上
計
画
認
定
申
請
手
数
料 

三
百
六
十
一 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
変
更
認
定
申
請
手
数
料 

三
百
六
十
二 

建
築
基
準
関
係
規
定
適
合
の
審
査
の
申
出
を
伴
う
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
向
上
計
画
変
更
認
定
申
請
手
数
料 

三
百
六
十
三 

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
認
定
申
請
手
数
料 

 

 

規
定
に
基
づ
く
再

研
修 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



    
 

 
附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
同

年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
登
録
申
請
手
数
料 

二 

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
変
更
登
録
申
請
手
数
料 

 



条

例 

埼
玉
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
三
十
年
埼
玉
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

第
二
条
第
一
項
第
九
号
中
「
二
千
二
百
二
十
二
人
」
を
「
二
千
三
百
六
十
三
人
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  



条

例 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
五
号 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
第
二
十
四
条
第
六
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
設
け
る
も
の
と
し
」
の
下
に
「
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務

時
間
を
割
り
振
る
職
員
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
（
以
下
「
委
員
会
規
則
」
と
い
う
。
）
で
定

め
る
者
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
に
加
え
て
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の

五
日
間
に
お
い
て
、
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
週
休
日
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
」

を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

任
命
権
者
は
、
職
員
（
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
及
び
次
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職

員
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
に
つ
い
て

職
員
の
申
告
を
考
慮
し
て
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
公
務
の
正
常
な
運
営
を

妨
げ
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
職
員
の
申
告
を
経
て
、
四
週
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
週
を
単
位
と
し
て
委
員
会

規
則
で
定
め
る
期
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き
前
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
と
な
る
よ
う
に
当
該
職

員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
埼

玉
県
人
事
委
員
会
規
則
（
以
下
「
委
員
会
規
則
」
と
い
う
。
）
」
を
「
委
員
会
規
則
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
及
び
第
七
条
の
二
第
一
項
中
「
第
三
条
第
二
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
加

え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

２ 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

第
十
四
条
第
三
項
中
「
第
三
条
第
二
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
加
え
る
。 

 

（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

３ 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ



う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
二
条
中
「
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二

号
。
以
下
「
職
員
の
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
又
は
学
校
職
員
の
勤
務
時

間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
号
。
以
下
「
学
校
職
員
の
勤

務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
つ
い
て
、
次
に

掲
げ
る
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
」
に
、
「
除

き
、
勤
務
日
が
引
き
続
き
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
数
を
超
え
ず
、
か
つ
、
一
回
の
勤
務
が
委

員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
」
を
「
除
く
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

一 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
号
。
以
下

「
職
員
の
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員 

 

あ
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
週
休
日
（
職
員
の
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

週
休
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
、
又
は
日
曜
日
及
び
土
曜
日
並

び
に
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
五
日
間
の
う
ち
の
二
日
を
週
休
日
と
し
、
四
週
間
を
超

え
な
い
範
囲
内
で
週
を
単
位
と
し
て
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き
一

週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
十
九
時
間
二
十
五
分
、
十
九
時
間
三
十
五
分
、
二
十
三
時
間

十
五
分
又
は
二
十
四
時
間
三
十
五
分
と
な
る
よ
う
に
、
か
つ
、
一
日
に
つ
き
委
員
会
規
則

で
定
め
る
時
間
の
間
に
お
い
て
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
以
上
勤
務
す
る
こ
と
。 

 
 

二 

職
員
の
勤
務
時
間
条
例
第
四
条
第
一
項
又
は
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す

る
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
号
。
以
下
「
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
条
例
」

と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員 

次
に
掲
げ
る
勤
務
の
形
態

（
勤
務
日
が
引
き
続
き
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
数
を
超
え
ず
、
か
つ
、
一
回
の
勤
務
が

委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
） 

 
 

 

イ 

四
週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き
八
日
以
上
を
週
休
日
（
職
員
の
勤
務
時
間
条
例
第
三
条

第
一
項
又
は
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
条
例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
週
休
日
を
い
う
。

ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
、
当
該
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
十
九

時
間
二
十
五
分
、
十
九
時
間
三
十
五
分
、
二
十
三
時
間
十
五
分
又
は
二
十
四
時
間
三
十

五
分
と
な
る
よ
う
に
勤
務
す
る
こ
と
。 

 
 

 

ロ 

四
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
一
日
以
上
の
割
合
の
日
を
週
休
日

と
し
、
当
該
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
十
九
時
間
二
十
五
分
、
十
九

時
間
三
十
五
分
、
二
十
三
時
間
十
五
分
又
は
二
十
四
時
間
三
十
五
分
と
な
る
よ
う
に
勤

務
す
る
こ
と
。 

 

（
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

４ 

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
五
号
）



の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
七
条
第
五
項
中
「
第
三
条
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、
「
及
び
」
を
「
並

び
に
」
に
改
め
る
。 

 



条

例 

埼
玉
県
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
六
号 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
中
第
九
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
八
号
を
第
十
号
と
し
、
同
条
第
七
号
中
「
及
び
勤
務

成
績
の
評
定
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
同
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

八 

職
員
の
退
職
管
理
の
状
況 

 

第
三
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

二 

職
員
の
人
事
評
価
の
状
況 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  



条

例 

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
七
号 

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
条
例 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
の
二
第
八
項
及
び
第
三
十
八
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職

員
の
退
職
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
再
就
職
者
に
よ
る
依
頼
等
の
規
制
） 

第
二
条 

法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
再

就
職
者
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
再
就
職
者
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
同
条
第
八
項
の
国
家
行

政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
長
又
は

課
長
の
職
に
相
当
す
る
職
と
し
て
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い

て
「
委
員
会
規
則
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る
も
の
に
離
職
し
た
日
の
五
年
前
の
日
よ
り
前
に
就

い
て
い
た
者
は
、
当
該
職
に
就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
執
行
機
関
の
組
織
等
（
法
第
三

十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
の
組
織
等
を
い
う
。
）
の
役
職

員
（
同
項
に
規
定
す
る
役
職
員
を
い
う
。
）
又
は
同
条
第
八
項
の
役
職
員
に
類
す
る
者
と
し
て

委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
対
し
、
契
約
等
事
務
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
契
約
等
事
務

を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
離
職
し
た
日
の
五
年
前
の
日
よ
り
前
の
職
務
（
当
該
職
に
就
い
て
い
た

と
き
の
職
務
に
限
る
。
）
に
属
す
る
も
の
に
関
し
、
離
職
後
二
年
間
、
職
務
上
の
行
為
を
す
る

よ
う
に
、
又
は
し
な
い
よ
う
に
要
求
し
、
又
は
依
頼
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
任
命
権
者
へ
の
届
出
） 

第
三
条 

管
理
又
は
監
督
の
地
位
に
あ
る
職
員
の
職
と
し
て
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
就
い

て
い
る
職
員
で
あ
っ
た
者
（
退
職
手
当
通
算
予
定
職
員
（
法
第
三
十
八
条
の
二
第
三
項
に
規
定

す
る
退
職
手
当
通
算
予
定
職
員
を
い
う
。
）
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
引
き
続
い
て
退
職
手
当
通

算
法
人
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
退
職
手
当
通
算
法
人
を
い
う
。
）
の
地
位
に
就
い
て
い
る

者
及
び
公
益
的
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
号
）
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
退
職
派
遣
者
を
除
く
。
）
は
、
離
職
後
二
年
間
、

営
利
企
業
以
外
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
地
位
に
就
い
た
場
合
（
報
酬
を
得
る
場
合
に
限
る
。
）

又
は
営
利
企
業
の
地
位
に
就
い
た
場
合
は
、
日
々
雇
い
入
れ
ら
れ
る
者
と
な
っ
た
場
合
そ
の
他

委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
速
や
か
に
、

離
職
し
た
職
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
の
任
命
権
者
に
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
を
届
け
出



な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

附 

則 

 
こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  



条

例 

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
八
号 

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例 

 

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
二
年
埼

玉
県
条
例
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

附
則
第
五
条
第
一
項
の
表
傷
病
補
償
年
金
の
項
及
び
同
条
第
二
項
の
表
障
害
厚
生
年
金
（
当
該

補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に
つ
い
て
障
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
の
項
中

「
〇
・
八
六
」
を
「
〇
・
八
八
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
附
則
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
支

給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
傷
病
補
償
年
金
及
び
休
業
補
償
並
び
に
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由

の
生
じ
た
同
日
以
後
の
期
間
に
係
る
傷
病
補
償
年
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
支
給
す
べ

き
事
由
の
生
じ
た
同
日
前
の
期
間
に
係
る
傷
病
補
償
年
金
及
び
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の

生
じ
た
休
業
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 



条

例 

特
別
職
の
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
及
び
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
九
号 

 
 

 

特
別
職
の
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
及
び
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給

与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
特
別
職
の
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

特
別
職
の
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
二

十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
第
一
項
中
「
百
分
の
百
六
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
六
十
七
・
五
」
に
改
め
る
。 

第
二
条 

特
別
職
の
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
第
一
項
中
「
百
分
の
百
四
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
五
十
」
に
、
「
百
分
の
百
六

十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
六
十
五
」
に
改
め
る
。 

 

（
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例

第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
条
第
一
項
中
「
百
分
の
百
六
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
六
十
七
・
五
」
に
改
め
る
。 

第
四
条 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 第

四
条
第
一
項
中
「
百
分
の
百
四
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
五
十
」
に
、
「
百
分
の
百
六

十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
六
十
五
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
等
） 

１ 

こ
の
条
例
中
第
一
条
及
び
第
三
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
二
条
及
び
第
四
条
の
規
定

は
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
別
職
の
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
以
下

「
改
正
後
の
特
別
職
給
与
等
条
例
」
と
い
う
。
）
及
び
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉

県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
教
育
長
給
与
等
条
例
」

と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

（
期
末
手
当
の
内
払
） 

３ 

改
正
後
の
特
別
職
給
与
等
条
例
及
び
改
正
後
の
教
育
長
給
与
等
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
職
の
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す



る
条
例
及
び
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
等
に
関
す

る
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
期
末
手
当
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
特
別
職
給
与
等

条
例
及
び
改
正
後
の
教
育
長
給
与
等
条
例
の
規
定
に
よ
る
期
末
手
当
の
内
払
と
み
な
す
。 



条

例 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
十
号 

 
 

 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
三
十
万
七
千
円
」
を
「
三
十
万
七
千
八
百
円
」
に
改
め
、

同
項
第
二
号
中
「
五
万
三
百
円
」
を
「
五
万
五
百
円
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
九
条
の
四
第
二
項
第
一
号
中
「
百
分
の
七
十
五
」
を
「
百
分
の
八
十
五
」
に
、
「
百
分

の
九
十
五
」
を
「
百
分
の
百
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
三
十
五
」
を
「
百
分
の

四
十
」
に
、
「
百
分
の
四
十
五
」
を
「
百
分
の
五
十
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

 

   

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級 ８　級 ９　級 １０　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

1 140,100 190,200 226,400 259,900 286,200 317,000 361,300 406,900 457,200 520,500

2 141,200 192,000 228,000 261,900 288,400 319,200 363,900 409,300 460,300 523,400

3 142,400 193,800 229,500 263,700 290,700 321,500 366,400 411,800 463,300 526,500

4 143,500 195,600 231,100 265,800 292,900 323,700 369,000 414,200 466,300 529,600

5 144,600 197,200 232,600 267,700 294,900 326,000 371,100 416,100 469,300 532,700

6 145,700 199,000 234,300 269,600 297,200 328,000 373,600 418,400 472,300 535,000

7 146,800 200,800 235,800 271,600 299,500 330,200 375,900 420,500 475,300 537,500

8 147,900 202,600 237,400 273,700 301,800 332,400 378,400 422,700 478,400 539,900

9 149,000 204,300 238,900 275,800 303,900 334,500 380,900 424,700 481,100 542,300

10 150,400 206,100 240,400 277,800 306,200 336,700 383,600 426,800 484,200 544,100

11 151,700 207,900 242,000 279,900 308,400 338,800 386,200 428,900 487,200 545,900

12 153,000 209,700 243,500 282,000 310,700 341,000 388,900 431,000 490,300 547,800

13 154,300 211,100 245,000 284,000 312,900 343,000 391,300 432,700 493,000 549,500

14 155,800 212,900 246,500 286,100 315,000 345,000 393,600 434,500 495,300 550,900

15 157,300 214,600 247,900 288,100 317,200 347,100 395,800 436,500 497,600 552,200

16 158,900 216,400 249,300 290,200 319,300 349,100 398,200 438,500 499,900 553,300

17 160,200 218,100 250,800 292,200 321,400 351,000 400,000 440,400 502,000 554,600

18 161,700 219,800 252,600 294,200 323,400 353,000 402,000 442,200 503,400 555,600

19 163,200 221,400 254,300 296,300 325,500 354,800 403,900 444,000 504,900 556,500

20 164,700 223,000 256,100 298,300 327,500 356,700 405,700 445,700 506,300 557,400

21 166,100 224,500 257,800 300,400 329,500 358,700 407,600 447,500 507,500 558,300

22 168,800 226,200 259,600 302,500 331,600 360,600 409,400 449,000 508,900

23 171,400 227,800 261,400 304,500 333,600 362,600 411,200 450,400 510,400

24 174,000 229,400 263,100 306,600 335,700 364,500 413,100 451,900 511,900

25 176,700 230,800 265,100 308,400 337,300 366,500 414,900 453,300 513,000

26 178,400 232,300 267,000 310,500 339,200 368,400 416,400 454,600 514,100

27 180,100 233,800 268,800 312,600 341,100 370,400 417,900 455,900 515,300

28 181,800 235,100 270,700 314,600 343,000 372,400 419,500 457,100 516,500

29 183,300 236,400 272,400 316,600 344,700 373,900 421,100 458,100 517,500

30 185,100 237,600 274,300 318,600 346,600 375,700 422,400 458,800 518,400

31 186,900 238,700 276,200 320,700 348,500 377,500 423,700 459,600 519,300

32 188,600 239,900 278,000 322,800 350,300 379,100 424,900 460,300 520,200

33 190,200 241,200 279,700 324,300 352,200 380,900 426,100 461,000 521,000

34 191,700 242,500 281,600 326,300 354,000 382,300 427,400 461,800 521,900

35 193,200 243,700 283,400 328,200 355,800 383,800 428,700 462,500 522,600

36 194,700 245,000 285,300 330,300 357,500 385,400 429,900 463,100 523,100

別表第１（第３条関係）

職員の

区分

行　政　職　給　料　表



 

    

 

37 196,000 246,000 287,000 332,200 358,900 386,800 431,100 463,600 523,800

38 197,300 247,400 288,700 334,100 360,200 388,000 431,900 464,200 524,400

39 198,600 248,900 290,500 336,100 361,600 389,200 432,700 464,800 525,200

40 199,900 250,400 292,300 338,000 363,000 390,300 433,500 465,400 525,800

41 201,200 251,800 294,000 339,900 364,300 391,400 434,100 465,900 526,300

42 202,500 253,200 295,700 341,800 365,200 392,600 434,800 466,400

43 203,800 254,600 297,400 343,600 366,300 393,800 435,500 466,800

44 205,100 256,000 299,000 345,500 367,400 394,900 436,200 467,100

45 206,300 257,200 300,700 347,000 368,200 395,600 437,000 467,400

46 207,600 258,500 302,400 348,400 369,100 396,300 437,800

47 208,900 259,900 304,000 349,900 370,000 397,000 438,200

48 210,200 261,300 305,700 351,400 370,900 397,700 438,900

49 211,300 262,600 306,900 353,000 371,800 398,300 439,400

50 212,400 263,700 308,400 353,800 372,600 398,900 439,800

51 213,400 265,000 309,900 355,000 373,400 399,400 440,200

52 214,500 266,300 311,500 356,000 374,200 399,800 440,600

53 215,600 267,400 313,100 356,900 374,900 400,200 441,000

54 216,600 268,500 314,700 358,000 375,600 400,500 441,400

55 217,500 269,800 316,300 358,900 376,300 400,800 441,800

56 218,500 271,100 317,800 360,000 377,000 401,100 442,100

57 219,200 272,200 319,300 360,900 377,500 401,400 442,400

58 220,100 273,200 320,500 361,600 378,100 401,700 442,800

59 221,000 274,300 321,700 362,300 378,700 402,000 443,100

60 221,900 275,400 322,900 363,000 379,400 402,300 443,400

再任用 61 222,600 276,600 323,600 363,400 379,800 402,600 443,700

職員以 62 223,600 277,600 324,500 364,000 380,500 402,900

外の職 63 224,500 278,500 325,300 364,700 381,100 403,200

員 64 225,400 279,500 326,100 365,400 381,700 403,500

65 226,100 280,300 327,000 365,700 382,100 403,800

66 227,000 281,200 327,400 366,400 382,700 404,100

67 227,900 281,900 328,100 367,100 383,300 404,400

68 229,000 282,800 328,900 367,800 383,900 404,700

69 229,800 283,800 329,700 368,100 384,300 404,900

70 230,500 284,600 330,400 368,700 384,800 405,200

71 231,200 285,400 331,100 369,400 385,300 405,500

72 232,000 286,200 331,800 370,000 385,900 405,800

73 232,800 287,000 332,300 370,300 386,200 406,000

74 233,500 287,500 332,900 370,900 386,600 406,300

75 234,200 287,900 333,400 371,600 387,000 406,600

76 234,900 288,400 334,000 372,200 387,400 406,800

77 235,600 288,500 334,300 372,600 387,700 407,000

78 236,400 288,900 334,800 373,100 388,000 407,300

79 237,200 289,100 335,200 373,700 388,300 407,600

80 238,000 289,500 335,700 374,200 388,600 407,800

81 238,700 289,700 336,100 374,700 388,800 408,000

82 239,400 289,900 336,600 375,300 389,100 408,300

83 240,100 290,300 337,100 375,800 389,400 408,600

84 240,800 290,600 337,600 376,100 389,600 408,800

85 241,500 290,900 337,900 376,500 389,800 409,000

86 242,200 291,200 338,300 377,000 390,100

87 242,900 291,500 338,800 377,400 390,400

88 243,600 291,900 339,200 377,800 390,600

89 244,300 292,200 339,500 378,200 390,800

90 244,800 292,600 339,900 378,700 391,100

91 245,300 292,900 340,400 379,100 391,400

92 245,800 293,300 340,800 379,500 391,600

93 246,100 293,400 341,000 379,800 391,800

94 293,600 341,400

95 294,000 341,900

96 294,400 342,300

97 294,600 342,400

98 294,900 342,900

99 295,300 343,300

100 295,700 343,600

101 295,900 343,900

102 296,200 344,300

103 296,600 344,700

104 296,900 345,100

105 297,100 345,600

106 297,400 346,000

107 297,800 346,400

108 298,100 346,800

109 298,300 347,300

110 298,700 347,700

111 299,100 348,000

112 299,400 348,300

113 299,500 348,800

114 299,800

115 300,100

116 300,500



 

    

 

117 300,700

118 300,900

119 301,200

120 301,500

121 301,900

122 302,100

123 302,400

124 302,700

125 303,000

再任用

職員
186,500 214,000 254,000 273,400 288,500 313,900 355,600 388,700 439,800 520,200

備考　この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第２０条第１項及び附則第５項に規定す

　　る職員を除く。

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級 ８　級 ９　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

1 163,200 178,800 205,400 245,300 289,400 316,300 345,100 380,200 421,600

2 164,900 180,600 207,400 247,100 291,600 318,500 347,300 382,400 423,400

3 166,700 182,400 209,400 248,900 293,700 320,800 349,600 384,500 425,300

4 168,400 184,200 211,400 250,700 296,000 323,000 351,800 386,600 427,200

5 169,900 186,100 213,400 252,400 297,900 325,300 353,900 388,500 428,600

6 171,800 188,400 215,400 254,200 300,100 327,500 356,000 390,500 430,300

7 173,600 190,700 217,400 255,800 302,300 329,800 358,200 392,300 431,900

8 175,500 193,000 219,300 257,500 304,500 332,100 360,400 394,100 433,400

9 177,200 195,200 221,400 258,900 306,500 334,000 362,300 395,900 435,000

10 178,900 197,800 223,200 260,500 308,700 336,300 364,500 397,900 436,700

11 180,600 200,300 225,000 261,800 311,000 338,500 366,600 399,900 438,300

12 182,300 202,800 226,800 263,200 313,200 340,800 368,800 402,000 439,900

13 184,200 205,200 228,700 264,800 315,300 342,900 371,000 403,700 441,000

14 186,300 207,000 230,600 266,200 317,600 345,000 373,100 405,800 442,600

15 188,400 208,800 232,500 267,300 319,800 347,200 375,300 407,800 444,400

16 190,500 210,600 234,400 268,600 322,100 349,300 377,400 409,900 446,200

17 192,700 212,500 236,000 269,700 324,000 351,500 379,200 411,600 447,800

18 195,100 214,400 237,800 271,100 326,300 353,500 381,200 413,300 449,600

19 197,500 216,300 239,600 272,500 328,400 355,600 383,100 415,000 451,400

20 199,900 218,100 241,400 274,000 330,700 357,700 385,100 416,600 453,100

21 202,400 219,800 243,000 275,300 332,800 359,800 386,900 418,300 454,700

22 204,200 221,600 244,400 276,700 334,800 361,800 389,000 419,900 456,400

23 206,000 223,400 245,600 278,200 336,900 363,800 391,100 421,300 458,000

24 207,800 225,200 246,900 279,700 338,900 365,900 393,100 422,800 459,800

25 209,700 226,900 248,200 280,900 340,900 367,800 394,800 424,100 461,300

26 211,500 228,600 249,500 282,900 343,000 369,800 396,800 425,500 462,700

27 213,300 230,300 250,800 284,900 345,000 371,800 398,900 427,000 464,200

28 215,000 232,000 252,000 286,900 347,000 373,800 401,000 428,600 465,500

29 216,900 233,400 253,200 288,900 349,200 375,700 402,500 429,900 466,700

30 218,700 235,200 254,300 290,900 351,300 377,800 404,300 431,600 467,400

31 220,500 237,000 255,600 292,800 353,300 379,900 406,000 433,300 468,100

32 222,300 238,800 256,700 294,700 355,400 381,900 407,700 434,900 468,800

33 224,000 240,200 257,600 296,500 357,100 383,800 409,400 436,300 469,300

34 225,700 241,700 258,800 298,300 359,100 385,900 410,900 438,000 470,100

35 227,400 243,000 259,900 300,200 361,000 388,000 412,500 439,700 470,800

36 229,100 244,400 261,100 302,100 363,100 389,900 414,000 441,300 471,400

別表第２（第３条関係）

職員の

区分

公　安　職　給　料　表



 

    

 

37 230,500 245,700 262,100 303,900 365,000 391,600 415,300 442,700 471,700

38 232,300 247,000 263,300 305,800 367,100 393,100 416,800 443,400 472,300

39 234,100 248,200 264,400 307,700 369,100 394,400 418,300 444,100 472,800

40 235,900 249,400 265,400 309,500 371,100 395,800 419,800 444,800 473,300

41 237,300 250,600 266,600 311,400 373,100 397,000 421,300 445,200 473,800

42 238,700 251,800 268,100 313,200 375,200 398,100 422,600 445,800 474,200

43 240,000 252,900 269,400 315,100 377,300 399,100 423,900 446,500 474,600

44 241,200 254,000 270,600 317,000 379,300 400,100 425,100 447,100 475,000

45 242,500 255,100 271,800 318,800 381,000 401,300 426,100 447,900 475,300

46 243,600 256,200 273,300 320,700 382,700 402,500 426,800 448,600

47 244,600 257,300 274,900 322,600 384,300 403,600 427,600 449,100

48 245,500 258,500 276,500 324,400 386,000 404,800 428,400 449,600

49 246,400 259,500 278,300 326,000 387,400 406,100 428,900 450,100

50 247,500 260,700 280,000 327,600 388,400 406,900 429,300 450,400

51 248,700 261,800 281,700 329,200 389,400 407,700 429,700 450,700

52 249,800 262,900 283,300 330,900 390,400 408,400 430,000 451,100

53 250,800 264,100 284,800 332,600 391,700 408,900 430,300 451,500

54 252,000 265,200 286,600 334,300 392,800 409,600 430,700 451,700

55 253,000 266,600 288,300 336,100 393,900 410,300 431,000 452,000

56 254,200 267,800 290,100 337,900 395,100 410,900 431,300 452,200

57 255,300 268,900 291,700 339,100 396,400 411,600 431,600 452,600

58 256,300 270,500 293,400 340,800 397,200 412,000 431,900 452,800

59 257,100 272,000 295,200 342,400 398,000 412,600 432,200 453,000

60 258,100 273,600 297,000 344,000 398,700 413,200 432,500 453,200

61 259,200 275,200 298,500 345,600 399,200 413,600 432,800 453,600

62 260,300 276,800 300,300 347,300 399,900 414,200 433,100

63 261,400 278,400 302,100 349,000 400,600 414,700 433,400

64 262,400 280,000 303,800 350,700 401,300 415,200 433,700

65 263,500 281,500 305,300 352,300 401,600 415,700 434,000

66 264,700 282,900 307,000 353,900 402,300 416,300 434,300

67 266,000 284,400 308,600 355,500 403,000 416,700 434,600

68 267,300 285,900 310,300 357,100 403,600 417,200 434,900

69 268,500 287,500 311,900 358,300 404,000 417,600 435,100

70 269,900 289,000 313,300 359,700 404,500 417,900 435,400

再任用 71 271,300 290,600 314,800 361,000 405,100 418,200 435,700

職員以 72 272,700 292,200 316,300 362,400 405,600 418,500 436,000

外の職

員 73 274,000 293,500 317,300 363,600 406,100 418,800 436,200

74 275,400 294,900 318,900 364,800 406,500 419,100 436,500

75 276,800 296,400 320,400 366,100 407,000 419,400 436,800

76 278,100 297,900 322,100 367,400 407,500 419,700 437,100

77 279,300 299,000 323,900 368,700 408,000 419,900 437,300

78 280,500 300,500 325,600 369,900 408,500 420,200 437,600

79 281,700 301,900 327,200 371,100 409,100 420,500 437,900

80 282,800 303,400 328,800 372,300 409,600 420,800 438,200

81 284,100 304,900 330,500 373,500 410,000 421,000 438,400

82 285,300 306,300 332,200 374,700 410,600 421,300 438,700

83 286,600 307,600 333,800 375,800 411,100 421,600 439,000

84 287,900 309,000 335,500 377,000 411,300 421,800 439,300

85 289,100 310,200 336,900 378,100 411,600 422,000 439,500

86 290,300 311,700 338,400 378,700 412,100 422,300

87 291,500 313,000 339,900 379,200 412,400 422,600

88 292,700 314,500 341,400 379,800 412,700 422,800

89 293,800 316,000 342,700 380,400 413,000 423,000

90 295,000 317,500 343,900 381,000 413,400 423,300

91 296,100 318,900 345,200 381,600 413,800 423,600

92 297,300 320,400 346,500 382,200 414,200 423,800

93 298,100 321,700 347,900 382,500 414,500 424,000

94 299,400 323,000 349,400 383,000

95 300,500 324,400 350,900 383,600

96 301,800 325,700 352,400 384,100

97 302,900 326,900 353,700 384,500

98 304,100 328,200 354,900 384,900

99 305,300 329,500 356,000 385,500

100 306,500 330,800 357,200 386,000

101 307,700 332,200 358,300 386,400

102 308,700 333,100 359,400 386,900

103 309,800 334,200 360,500 387,500

104 310,800 335,400 361,700 388,000

105 311,600 336,500 362,900 388,300

106 312,200 337,600 363,400 388,700

107 312,800 338,600 364,000 389,200

108 313,500 339,700 364,600 389,500

109 314,000 340,900 365,200 389,800

110 314,500 341,900 365,700 390,300

111 315,000 342,900 366,200 390,800

112 315,600 343,800 366,700 391,300

113 316,400 344,700 367,100 391,600

114 317,100 345,600 367,500 392,100

115 317,800 346,600 368,100 392,600

116 318,500 347,600 368,600 393,100



 

    

 

117 319,100 348,600 369,000 393,400

118 319,900 349,100 369,500 393,900

119 320,600 349,700 370,100 394,400

120 321,400 350,300 370,600 394,900

121 322,000 350,600 370,700 395,300

122 322,300 351,000 371,300 395,800

123 322,800 351,500 371,800 396,200

124 323,300 351,900 372,200 396,700

125 323,600 352,300 372,700 397,100

126 352,700 373,200

127 353,200 373,700

128 353,600 374,200

129 354,000 374,500

130 354,400 375,000

131 354,800 375,500

132 355,200 376,000

133 355,400 376,300

134 355,900 376,800

135 356,300 377,200

136 356,600 377,600

137 356,900 377,900

138 357,300 378,400

139 357,800 378,900

140 358,300 379,400

141 358,600 379,700

142 359,100

143 359,600

144 360,100

145 360,400

再任用

職員
240,300 252,000 256,100 287,400 303,900 318,000 341,600 376,700 408,300

備考　この表は、警察官に適用する。

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

1 140,200 189,800 276,400 328,500 387,100

2 141,300 192,400 278,800 330,700 390,000

3 142,500 194,800 281,200 332,900 392,800

4 143,600 197,200 283,700 335,000 395,600

5 144,700 199,700 286,000 336,900 397,900

6 146,000 202,000 288,200 339,000 400,600

7 147,300 204,300 290,300 341,100 403,300

8 148,600 206,500 292,300 343,200 406,000

9 149,700 208,600 294,500 345,100 408,600

10 151,400 210,900 297,200 347,100 411,200

11 153,000 213,300 299,800 349,200 413,900

12 154,600 215,600 302,600 351,200 416,700

13 156,100 217,800 305,000 353,300 419,300

14 158,000 220,200 307,600 355,200 422,000

15 159,900 222,600 310,200 357,100 424,800

16 161,900 225,000 313,000 359,000 427,500

17 163,700 227,300 315,600 360,900 430,000

18 165,900 230,100 317,800 362,800 432,600

19 168,100 233,000 320,000 364,700 435,100

20 170,200 235,900 322,200 366,700 437,700

21 172,400 238,400 324,500 368,300 440,200

22 174,800 241,100 326,500 370,300 442,800

23 177,100 243,600 328,500 372,200 445,400

24 179,400 246,300 330,600 374,100 447,900

25 181,500 249,000 332,700 375,700 450,100

26 183,700 251,400 334,600 377,400 452,400

27 185,800 253,700 336,400 379,300 454,900

28 187,900 256,000 338,300 381,200 457,400

29 189,900 258,700 340,300 383,000 459,900

30 191,700 260,900 342,000 384,900 462,400

31 193,500 262,800 343,600 386,800 464,900

32 195,200 264,900 345,300 388,700 467,400

33 197,000 266,800 346,700 390,300 469,700

34 198,900 268,800 348,100 392,100 472,100

35 200,800 270,900 349,600 393,700 474,500

36 202,700 272,900 351,100 395,500 477,000

別表第３（第３条関係）

職員の
区分

研　究　職　給　料　表



 

    

 

37 204,400 274,800 352,400 396,700 479,400

38 206,300 276,300 353,800 398,200 481,900

39 208,200 277,700 355,200 399,600 484,300

40 210,100 279,200 356,600 401,000 486,800

41 212,000 280,600 357,500 402,400 489,100

42 213,900 281,700 358,600 403,700 491,300

43 215,800 282,700 359,800 405,200 493,500

44 217,700 283,700 360,900 406,800 495,700

45 219,400 284,500 362,100 408,200 497,400

46 221,300 285,700 363,300 409,400 498,900

47 223,100 287,000 364,600 411,000 500,500

48 224,900 288,200 365,700 412,600 502,000

49 226,600 289,600 366,800 413,900 503,700

50 228,400 290,900 368,100 415,300 505,100

51 230,100 292,000 369,400 416,800 506,500

52 231,800 293,200 370,700 418,200 508,000

53 233,300 294,400 371,400 419,600 509,100

54 235,100 295,600 372,400 421,000 510,300

55 236,800 296,900 373,300 422,400 511,500

56 238,400 298,100 374,300 423,800 512,700

57 239,900 299,200 375,100 424,900 513,600

58 241,100 300,400 375,900 426,200 514,600

59 242,200 301,600 376,600 427,600 515,600

再任用 60 243,300 302,800 377,300 428,900 516,600

職員以

外の職 61 244,500 303,800 377,900 429,700 517,700

員 62 245,600 304,900 378,600 430,600 518,600

63 246,600 306,000 379,500 431,600 519,300

64 247,700 307,100 380,400 432,500 520,000

65 248,900 308,100 381,000 433,400 520,800

66 250,000 309,200 381,800 434,200 521,600

67 251,100 310,300 382,600 434,800 522,400

68 252,100 311,300 383,400 435,600 523,200

69 253,100 312,400 384,000 436,000 523,900

70 254,500 313,400 384,700 436,600 524,700

71 256,000 314,500 385,400 437,100 525,500

72 257,400 315,600 386,100 437,600 526,300

73 258,800 316,400 386,800 438,100 527,000

74 260,200 317,400 387,400 438,700

75 261,600 318,500 388,000 439,200

76 262,900 319,600 388,700 439,700

77 264,000 320,700 389,400 440,200

78 265,200 321,700 390,000

79 266,500 322,600 390,600

80 267,700 323,500 391,200

81 269,100 324,600 391,800

82 270,400 325,400 392,400

83 271,700 326,100 393,000

84 272,900 326,900 393,600

85 274,100 327,400 394,100

86 275,200 327,900 394,600

87 276,500 328,400 395,100

88 277,700 328,900 395,800

89 278,700 329,200 396,200

90 279,900 329,700

91 281,100 330,200

92 282,300 330,700

93 283,300 331,000

94 284,300 331,400

95 285,300 331,900

96 286,300 332,400

97 286,900 332,900

98 287,800 333,400

99 288,500 333,900

100 289,400 334,400

101 290,300 334,900

102 291,000 335,400

103 291,700 335,900

104 292,400 336,400

105 293,100 336,900

106 293,600 337,300

107 294,100 337,800

108 294,600 338,200

109 294,800 338,700

110 295,200 339,100

111 295,500 339,600

112 295,800 340,000

113 296,100 340,500

114 296,400 340,900

115 296,700 341,400

116 297,000 341,800



 

    

 

117 297,300 342,300

118 297,700 342,700

119 298,000 343,100

120 298,400 343,500

121 298,700 343,900

再任用
職員

216,300 257,500 282,300 324,700 383,200

備考　この表は、試験場、研究所等で人事委員会の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究の業務に従事する職員

　　で人事委員会が定めるものに適用する。

別表第４（第３条関係）

イ　医療職給料表(1)

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円
1 243,300 328,600 394,300 470,100
2 245,800 331,600 397,200 472,400
3 248,300 334,500 400,100 474,600
4 250,800 337,600 403,000 476,900

5 253,100 340,300 405,700 479,200
6 256,900 343,600 408,400 481,400
7 260,700 346,800 411,200 483,600
8 264,500 349,900 414,000 485,800

9 268,100 352,900 416,600 487,800
10 272,100 355,900 419,300 489,900
11 276,100 359,000 422,000 492,000
12 280,100 362,200 424,700 494,100

13 283,900 365,300 427,200 496,200
14 287,900 368,900 429,700 498,300
15 291,800 372,300 432,100 500,400
16 295,700 376,000 434,600 502,500

17 299,500 379,600 436,800 504,600
18 303,100 382,300 439,200 506,600
19 306,600 385,100 441,600 508,600
20 310,200 387,900 444,000 510,600

21 313,800 390,800 446,000 512,400
22 317,500 393,400 448,400 514,200
23 321,000 396,000 450,800 516,100
24 324,700 398,600 453,100 518,000

25 328,200 400,900 455,300 519,700
26 331,000 403,200 457,600 521,500
27 333,700 405,500 459,800 523,300
28 336,300 407,800 462,100 525,100

29 339,100 410,200 464,300 527,000
30 341,400 412,300 466,600 528,800
31 343,600 414,300 468,900 530,600
32 346,000 416,400 471,100 532,400

33 348,400 418,500 473,100 534,000
34 350,800 420,500 475,200 535,800
35 353,100 422,500 477,300 537,500
36 355,600 424,500 479,400 539,300

医　療　職　給　料　表

職員の

区分



 

    

 

37 358,000 426,600 481,500 540,900
38 360,400 428,600 483,300 542,500
39 362,800 430,600 485,100 543,900
40 365,200 432,600 486,900 545,500

41 367,500 434,600 488,600 547,000
42 368,900 436,400 490,400 548,400
43 370,400 438,100 492,200 549,800
44 371,900 439,900 494,000 551,100

45 373,400 441,800 495,600 552,300
46 374,800 443,600 497,300 553,300

再任用 47 376,300 445,400 499,100 554,300
職員以 48 377,800 447,100 500,900 555,300
外の職
員 49 379,100 448,900 502,500 556,300

50 380,100 450,600 503,800 557,200
51 381,100 452,400 505,100 558,100
52 382,100 454,200 506,400 559,000

53 383,100 456,100 507,700 559,800
54 384,000 457,300 509,000 560,700
55 384,900 458,500 510,300 561,600
56 385,800 459,700 511,600 562,500

57 386,800 460,900 512,600 563,400
58 387,700 461,900 513,400 564,300
59 388,500 462,900 514,200 565,200
60 389,300 463,900 515,000 565,900

61 390,100 464,700 515,900 566,800
62 390,600 465,400 516,700 567,700
63 391,000 466,100 517,600 568,600
64 391,500 466,800 518,400 569,500

65 391,800 467,500 519,300 570,400
66 468,200 520,200
67 468,900 520,900
68 469,600 521,800

69 470,100 522,700
70 470,800 523,500
71 471,500 524,400
72 472,200 525,300

73 472,600 526,100
74 473,200 527,000
75 473,900 527,900
76 474,600 528,600

77 475,000 529,400
78 475,600 530,300
79 476,200 531,200
80 476,700 532,100

81 477,300 532,900
82 477,800 533,800
83 478,300 534,700
84 478,800 535,600

85 479,200 536,400
86 479,800 537,300
87 480,200 538,200
88 480,700 539,100

89 481,200 539,900
90 481,800
91 482,400
92 482,800

93 483,300
94 483,900
95 484,500
96 485,100

97 485,600

再任用
職員

295,000 337,400 391,800 464,800

備考　この表は、病院、診療所、保健所等に勤務する医師及び歯科医師で人事委員会が定めるものに適

　　用する。



 

    

 

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級 ８　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円

1 145,000 182,900 218,200 244,400 277,100 324,900 369,900 436,000

2 146,400 184,500 219,800 245,800 279,100 326,900 372,600 438,600

3 147,800 186,100 221,400 247,000 281,300 329,100 375,200 441,100

4 149,200 187,700 223,000 248,400 283,500 331,300 377,900 443,700

5 150,400 189,200 224,400 249,600 285,700 333,300 380,300 446,100

6 152,200 190,800 226,000 250,800 287,800 335,500 383,000 448,600

7 153,900 192,400 227,500 252,000 289,900 337,600 385,600 451,100

8 155,600 193,900 229,100 253,300 292,100 339,800 388,300 453,600

9 157,300 195,500 230,400 254,600 294,100 341,800 390,400 456,000

10 159,000 197,200 231,900 255,600 296,300 343,900 392,700 458,400

11 160,700 198,800 233,300 256,700 298,400 346,100 394,900 461,000

12 162,500 200,500 234,600 257,700 300,600 348,200 397,100 463,400

13 164,000 202,100 236,300 259,000 302,800 349,900 399,200 465,900

14 165,900 203,700 237,700 260,600 304,800 351,900 401,200 467,400

15 167,900 205,300 238,900 262,200 306,900 353,800 403,200 468,700

16 169,800 206,900 240,300 263,700 308,900 355,800 405,300 470,000

17 171,700 208,400 241,500 265,300 311,100 357,700 407,100 471,200

18 173,600 210,000 242,700 267,100 313,100 359,700 409,100 472,500

19 175,400 211,700 243,900 268,900 315,200 361,700 411,000 473,800

20 177,300 213,400 245,200 270,800 317,300 363,700 413,100 475,100

21 179,200 214,700 246,600 272,600 319,200 365,500 414,900 476,300

22 180,700 216,200 247,600 274,400 321,200 367,500 416,500 477,700

23 182,200 217,600 248,700 276,200 323,100 369,600 418,100 479,100

24 183,700 219,100 249,800 278,000 325,100 371,700 419,600 480,300

25 185,300 220,500 251,000 279,800 327,100 373,100 421,100 481,700

26 186,800 221,900 252,500 281,700 329,000 374,900 422,400 483,000

27 188,300 223,200 253,900 283,600 331,000 376,700 423,700 484,400

28 189,700 224,500 255,400 285,400 333,000 378,400 425,000 485,800

29 191,200 225,900 256,900 287,400 334,600 380,200 426,300 487,200

30 192,500 227,300 258,600 289,300 336,400 381,700 427,500 488,300

31 193,800 228,800 260,300 291,100 338,100 383,300 428,700 489,400

32 195,100 230,200 262,000 293,000 339,900 385,000 429,800 490,500

33 196,500 231,600 263,500 294,800 341,600 386,300 431,000 491,600

34 197,900 232,900 265,300 296,500 343,400 387,600 432,200 492,500

35 199,300 234,000 267,000 298,300 345,300 388,900 433,400 493,400

36 200,700 235,300 268,800 300,100 347,100 390,100 434,600 494,300

職員の

区分

ロ　医療職給料表(2)
37 201,800 236,700 270,300 301,600 348,900 391,200 435,900 495,300

38 203,100 238,000 272,000 303,300 350,600 392,400 436,700

39 204,400 239,200 273,700 305,000 352,200 393,500 437,100

40 205,700 240,500 275,400 306,600 353,900 394,600 437,800

41 206,900 241,800 277,100 308,400 355,100 395,400 438,300

42 208,100 243,100 278,700 310,100 356,200 396,200 438,700

43 209,300 244,300 280,400 311,700 357,400 397,000 439,100

44 210,500 245,400 282,100 313,400 358,600 397,800 439,500

45 211,700 246,600 283,700 314,600 359,800 398,200 439,900

46 212,800 248,000 285,400 316,000 360,600 398,800 440,300

47 213,800 249,500 287,100 317,500 361,800 399,300 440,700

48 214,900 251,000 288,700 319,100 362,900 399,700 441,000

49 215,900 252,600 290,100 320,500 363,900 400,100 441,300

50 216,900 254,000 291,700 321,800 364,900 400,400 441,700

51 217,800 255,400 293,200 323,000 365,900 400,700 442,000

52 218,800 256,800 294,800 324,300 366,900 401,000 442,300

53 219,500 257,900 296,200 325,400 367,700 401,300 442,600

54 220,400 259,300 297,700 326,400 368,500 401,600

55 221,200 260,700 299,100 327,500 369,400 401,900

再任用 56 222,200 262,100 300,600 328,500 370,300 402,200

職員以

外の職 57 222,900 263,100 301,900 329,000 370,800 402,500

員 58 223,800 264,400 303,100 329,900 371,600 402,800

59 224,600 265,700 304,300 330,700 372,400 403,100

60 225,400 267,000 305,700 331,600 373,200 403,500

61 226,300 268,000 307,000 332,400 373,600 403,700

62 227,200 269,200 308,200 332,700 374,300 404,000

63 228,100 270,500 309,500 333,300 375,000 404,300

64 229,200 271,800 310,700 334,000 375,700 404,600

65 229,900 272,800 312,100 334,600 376,100 404,800

66 230,700 273,900 312,900 335,300 376,700

67 231,500 275,000 313,700 336,000 377,400

68 232,400 276,100 314,500 336,700 378,000

69 233,100 277,200 315,100 337,400 378,400

70 233,800 278,200 315,800 337,900 378,900

71 234,500 279,300 316,500 338,500 379,400

72 235,200 280,400 317,100 339,100 379,900

73 235,900 281,300 317,800 339,400 380,500

74 236,700 282,000 318,000 340,000 381,000

75 237,500 282,500 318,600 340,500 381,600

76 238,300 283,300 319,200 341,100 382,200



 

    

 

77 238,900 284,100 319,800 341,600 382,700

78 239,500 284,700 320,300 342,100 383,200

79 240,100 285,300 320,800 342,600 383,700

80 240,700 285,900 321,300 343,000 384,200

81 241,100 286,600 321,900 343,300 384,500

82 241,500 287,100 322,400 343,600 385,000

83 241,900 287,500 322,800 344,000 385,400

84 242,300 287,900 323,300 344,300 385,800

85 242,700 288,100 323,800 344,800 386,200

86 288,300 324,200 345,100

87 288,500 324,400 345,400

88 288,700 324,800 345,700

89 289,100 325,200 346,100

90 289,300 325,600 346,400

91 289,500 326,000 346,800

92 289,700 326,400 347,100

93 290,100 326,700 347,500

94 290,300 326,900 347,800

95 290,500 327,300 348,100

96 290,800 327,600 348,400

97 291,200 327,800 348,700

98 291,500 328,100 349,100

99 291,700 328,400 349,500

100 292,000 328,700 349,900

101 292,300 328,900 350,400

102 292,500 329,200 350,800

103 292,700 329,600 351,200

104 293,000 329,800 351,600

105 293,300 329,900 352,100

106 330,200

107 330,600

108 330,800

109 331,000

110 331,400

111 331,800

112 332,200

113 332,400

再任用
職員

187,500 214,100 242,300 255,700 280,900 321,600 363,800 425,300

備考　この表は、病院、診療所、保健所等に勤務する薬剤師、獣医師、栄養士その他の職員で人事委員会が定めるもの
　　に適用する。

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円

1 158,400 185,900 234,300 257,300 283,000 328,200 372,900

2 159,800 188,000 236,100 258,300 284,800 330,300 375,500

3 161,300 190,100 237,900 259,200 286,700 332,400 378,200

4 162,700 192,100 239,700 260,300 288,700 334,600 380,800

5 164,200 194,200 241,100 261,200 290,500 336,800 383,000

6 165,700 196,500 242,400 262,200 292,300 338,900 385,400

7 167,200 198,800 243,600 263,000 294,200 341,100 387,700

8 168,700 201,100 244,900 264,100 296,100 343,200 390,000

9 170,000 203,500 246,000 265,200 298,000 344,900 392,000

10 171,700 204,900 247,100 266,000 299,900 346,900 394,100

11 173,300 206,300 248,000 267,200 301,700 348,800 396,300

12 174,900 207,700 249,000 268,400 303,600 350,800 398,600

13 176,400 209,100 250,300 269,700 305,300 352,800 400,500

14 178,400 210,600 251,400 271,100 307,000 354,900 402,500

15 180,400 212,100 252,200 272,300 308,800 357,000 404,700

16 182,400 213,300 253,200 273,800 310,600 359,000 406,900

17 184,600 214,700 254,100 275,200 312,500 361,000 408,900

18 186,700 216,200 255,000 276,600 314,100 363,000 411,100

19 188,800 217,700 256,000 277,900 315,800 365,100 413,300

20 190,900 219,200 257,000 279,400 317,500 367,200 415,400

21 193,000 220,600 257,900 281,000 319,000 368,900 417,300

22 195,200 222,300 258,900 282,600 320,500 371,000 419,200

23 197,400 224,000 259,900 284,100 322,100 373,100 421,000

24 199,600 225,700 260,900 285,600 323,600 375,100 422,900

25 201,600 227,100 262,100 286,900 325,300 377,100 424,600

26 202,900 228,800 263,500 288,700 326,700 378,700 426,200

27 204,200 230,500 264,700 290,500 328,200 380,600 427,900

28 205,500 232,200 266,100 292,200 329,800 382,500 429,500

29 206,700 233,800 267,400 293,800 331,200 384,300 430,800

30 207,900 235,200 268,900 295,500 332,700 386,000 432,100

31 209,200 236,500 270,500 297,100 334,100 387,900 433,700

32 210,400 237,700 272,000 298,800 335,600 389,700 435,200

33 211,700 239,000 273,600 300,300 337,200 391,400 436,900

34 213,000 240,100 275,100 301,800 338,700 393,100 438,500

35 214,300 241,000 276,400 303,400 340,300 394,900 439,900

36 215,600 242,100 277,800 305,000 341,800 396,600 441,300

職員の

区分

ハ　医療職給料表(3)



 

    

 

37 217,000 243,200 279,400 306,500 343,500 398,200 442,400

38 218,400 244,300 280,800 307,900 345,100 399,900 443,700

39 219,800 245,200 282,300 309,500 346,600 401,700 445,000

40 221,200 246,300 283,700 311,100 348,200 403,500 446,400

41 222,200 247,100 285,300 312,700 349,400 405,000 447,400

42 223,600 248,000 286,900 314,100 350,900 406,500 448,100

43 225,000 248,900 288,400 315,500 352,400 408,000 448,900

44 226,400 249,900 290,000 317,000 353,800 409,300 449,500

45 227,600 250,800 291,400 318,100 355,400 410,400 450,400

46 229,000 251,800 292,800 319,500 356,400 411,500 451,100

47 230,300 252,800 294,300 320,900 357,900 412,600 451,900

48 231,600 253,800 295,800 322,400 359,200 413,800 452,700

49 232,700 254,800 297,100 323,500 360,600 415,100 453,400

50 233,800 256,000 298,400 324,900 362,000 416,200 454,100

51 234,800 257,200 299,800 326,200 363,300 417,400 454,800

52 235,900 258,500 301,200 327,500 364,700 418,500 455,600

53 237,000 259,700 302,700 328,900 366,200 419,700 456,400

54 238,100 261,200 304,000 330,300 367,400 420,700 457,200

55 239,100 262,600 305,400 331,700 368,500 421,800 457,900

56 240,100 264,100 306,800 333,000 369,700 422,900 458,600

57 241,100 265,700 307,900 333,900 370,800 424,000 459,400

58 242,100 267,300 309,100 335,200 371,700 424,500

59 242,900 268,800 310,300 336,400 372,700 425,100

60 243,900 270,400 311,700 337,700 373,700 425,500

61 244,900 271,800 312,800 338,800 374,300 426,100

62 245,900 273,300 314,100 339,700 375,100 426,600

63 246,800 274,800 315,400 340,900 375,900 427,000

64 247,800 276,200 316,600 342,200 376,700 427,500

65 248,700 277,800 317,900 343,300 377,400 428,100

66 249,700 279,300 319,200 344,500 378,100 428,500

67 250,800 280,800 320,500 345,700 378,900 428,800

68 251,800 282,300 321,800 346,800 379,600 429,100

69 252,700 283,500 322,500 347,800 380,200 429,500

70 253,800 285,000 323,600 348,800 380,800

71 255,000 286,500 324,700 349,900 381,500

72 256,200 287,900 325,600 351,000 382,100

73 257,600 289,100 326,900 351,800 382,800

74 258,900 290,500 327,600 352,900 383,300

75 260,200 291,900 328,700 354,000 383,900

76 261,500 293,200 329,900 355,100 384,400

77 262,500 294,700 331,000 355,800 384,800

78 263,600 296,000 332,200 356,600 385,400

79 264,900 297,200 333,300 357,400 385,900

80 266,200 298,500 334,500 358,100 386,200

81 267,300 299,300 335,600 358,700 386,500

82 268,300 300,500 336,700 359,200 387,000

再任用 83 269,400 301,600 337,700 359,800 387,400

職員以 84 270,500 302,800 338,800 360,300 387,700

外の職

員 85 271,400 303,900 339,700 360,900 388,000

86 272,300 305,100 340,700 361,400 388,500

87 273,400 306,300 341,600 362,000 389,000

88 274,500 307,400 342,600 362,500 389,400

89 275,500 308,700 343,600 362,900 389,700

90 276,400 309,900 344,400 363,300 390,100

91 277,400 311,100 345,200 363,900 390,600

92 278,400 312,300 346,000 364,400 391,000

93 279,400 313,100 346,600 364,700 391,400

94 280,400 313,800 347,200 365,200

95 281,300 314,500 347,900 365,600

96 282,300 315,100 348,500 365,900

97 283,200 315,800 348,900 366,500

98 284,000 316,100 349,300 367,000

99 284,600 316,700 349,800 367,500

100 285,500 317,400 350,200 368,000

101 286,300 317,800 350,700 368,600

102 287,100 318,400 351,100 369,100

103 287,900 319,000 351,600 369,600

104 288,700 319,600 352,000 370,000

105 289,400 320,000 352,300 370,600

106 289,900 320,500 352,800 371,100

107 290,400 321,000 353,200 371,600

108 290,900 321,500 353,500 372,100

109 291,100 321,900 354,000 372,700

110 291,400 322,300 354,500 373,100

111 291,600 322,600 355,000 373,600

112 292,000 322,900 355,500 374,100

113 292,300 323,300 356,000 374,700

114 292,500 323,700 356,500

115 292,900 324,100 357,000

116 293,200 324,400 357,400



 

    

 

117 293,500 324,600 357,800

118 293,800 324,900 358,200

119 294,100 325,300 358,700

120 294,500 325,500 359,200

121 294,800 325,700 359,600

122 295,200 326,000 360,100

123 295,500 326,300 360,600

124 295,900 326,600 361,100

125 296,100 326,800 361,400

126 296,300 327,100

127 296,600 327,500

128 297,000 327,700

129 297,200 327,800

130 297,500 328,100

131 297,900 328,500

132 298,300 328,700

133 298,500 329,000

134 298,800 329,400

135 299,200 329,800

136 299,500 330,200

137 299,700 330,500

138 300,000 330,900

139 300,400 331,300

140 300,700 331,700

141 300,900 332,000

142 301,300 332,400

143 301,700 332,700

144 302,000 333,100

145 302,100 333,400

146 302,400 333,800

147 302,700 334,200

148 303,100 334,600

149 303,300 334,900

150 303,500 335,300

151 303,800 335,700

152 304,100 336,100

153 304,500 336,400

154 304,700

155 304,900

156 305,200

157 305,500

158 305,800

159 306,100

160 306,400

161 306,800

162 307,100

163 307,400

164 307,700

165 308,100

166 308,400

167 308,700

168 309,000

169 309,400

再任用
職員

233,900 254,200 261,400 271,600 287,900 325,000 369,400

備考　この表は、病院、診療所、保健所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事委員会が

　　定めるものに適用する。



第
二
条 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
一
条
の
見
出
し
を
「
（
目
的
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
二
十
四
条
第
六
項
」
を

「
第
二
十
四
条
第
五
項
」
に
、
「
基
き
」
を
「
基
づ
き
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。 

 
 

第
三
条
の
見
出
し
中
「
給
料
表
」
の
下
に
「
及
び
級
別
基
準
職
務
表
」
を
加
え
、
同
条
第
三

項
中
「
標
準
的
な
」
を
削
り
、
「
埼
玉
県
人
事
委
員
会
（
以
下
「
人
事
委
員
会
」
と
い
う
。
）

が
定
め
る
」
を
「
別
表
第
五
か
ら
別
表
第
八
ま
で
に
定
め
る
級
別
基
準
職
務
表
に
定
め
る
と
お

り
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
級
別
基
準
職
務
表
の
基
準
と
な
る
職
務
と
そ
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任

の
度
が
同
程
度
の
職
務
で
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
（
以
下
「
委
員
会
規
則
」
と
い
う
。
）
で

定
め
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
の
級
に
分
類
さ
れ
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
四
条
第
三
項
中
「
人
事
委
員
会
」
を
「
埼
玉
県
人
事
委
員
会
（
以
下
「
人
事
委
員
会
」
と

い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
（
以
下
「
委
員
会
規
則
」

と
い
う
。
）
」
を
「
委
員
会
規
則
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
九
条
の
四
第
二
項
第
一
号
中
「
百
分
の
八
十
五
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
、
「
百
分
の

百
五
」
を
「
百
分
の
百
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
四
十
」
を
「
百
分
の
三
十
七
・

五
」
に
、
「
百
分
の
五
十
」
を
「
百
分
の
四
十
七
・
五
」
に
改
め
る
。 

 
 

別
表
に
次
の
四
表
を
加
え
る
。 

 

別
表
第
五
（
第
三
条
関
係
） 

行
政
職
給
料
表
級
別
基
準
職
務
表 

                

六
級 

五
級 

四
級 

三
級 

二
級 

一
級 

職
務
の
級 

一 

副
課
長
の
職
務 

二 

地
域
機
関
の
副
所
長
の
職
務 

一 

主
幹
の
職
務 

二 

地
域
機
関
の
担
当
部
長
の
職
務 

一 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
査
の
職
務 

二 

地
域
機
関
の
困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
担
当
課
長
の
職
務 

一 

主
査
の
職
務 

二 

地
域
機
関
の
担
当
課
長
の
職
務 

三 

主
任
の
職
務 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
主
事
又
は
技
師
の
職
務 

主
事
又
は
技
師
の
職
務 

基
準
と
な
る
職
務 

 

 



 

          
 

 
 

 

別
表
第
六
（
第
三
条
関
係
） 

 
 

公
安
職
給
料
表
級
別
基
準
職
務
表 

                  

  

十
級 

九
級 

八
級 

七
級 

  

特
に
重
要
な
業
務
を
所
掌
す
る
本
庁
の
部
長
の
職
務 

本
庁
の
部
局
長
の
職
務 

一 
本
庁
の
副
部
長
の
職
務 

二 

困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
地
域
機
関
の
長
の
職
務 

一 

本
庁
の
課
長
の
職
務 

二 

地
域
機
関
の
長
の
職
務 

三 

地
域
機
関
の
困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
副
所
長
の
職
務 

 

三 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
幹
の
職
務 

四 

地
域
機
関
の
困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
担
当
部
長
の
職
務 

 

七
級 

六
級 

五
級 

四
級 

三
級 

二
級 

一
級 

職
務
の
級 

一 

警
察
本
部
の
困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
課
長
補
佐
の
職
務 

一 

警
察
本
部
の
相
当
困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
課
長
補
佐
の
職
務 

二 

警
察
署
の
相
当
困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
課
長
の
職
務 

三 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
係
長
の
職
務 

一 

警
察
本
部
の
課
長
補
佐
の
職
務 

二 

警
察
署
の
課
長
の
職
務 

三 

相
当
困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
係
長
の
職
務 

一 

係
長
の
職
務 

二 

困
難
な
業
務
を
処
理
す
る
主
任
の
職
務 

三 

困
難
な
業
務
を
処
理
す
る
巡
査
長
の
職
務 

一 

主
任
の
職
務 

二 

巡
査
長
の
職
務 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
巡
査
の
職
務 

巡
査
の
職
務 

基
準
と
な
る
職
務 

 

 



   

     

別
表
第
七
（
第
三
条
関
係
） 

 
 

研
究
職
給
料
表
級
別
基
準
職
務
表 

 
 

 
 

          

 

別
表
第
八
（
第
三
条
関
係
） 

 
 

医
療
職
給
料
表
級
別
基
準
職
務
表 

 
 

 

イ 

医
療
職
給
料
表
（
一
） 

     

 

   

 
 

 九
級 

八
級 

 

一 

警
察
本
部
の
参
事
官
又
は
理
事
官
の
職
務 

二 
困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
警
察
署
の
長
の
職
務 

 

一 

警
察
本
部
の
課
長
の
職
務 

二 

警
察
署
の
長
の
職
務 

三 

警
察
署
の
副
署
長
の
職
務 

二 

警
察
署
の
困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
課
長
の
職
務 

 

五
級 

四
級 

三
級 

二
級 

一
級 

職
務
の
級 

困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
地
域
機
関
の
長
の
職
務 

一 

地
域
機
関
の
長
の
職
務 

二 

極
め
て
高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
特
に
困
難
な
研
究
を
行
う
職
務 

高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
困
難
な
研
究
を
行
う
職
務 

相
当
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
技
師
の
職
務 

技
師
の
職
務 

基
準
と
な
る
職
務 

 

四
級 

三
級 

二
級 

一
級 

職
務
の
級 

困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
地
域
機
関
の
長
の
職
務 

一 

地
域
機
関
の
長
の
職
務 

二 

極
め
て
高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
特
に
困
難
な
医
療
業
務
を
行
う 

 

あ
職
務 

高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
困
難
な
医
療
業
務
を
行
う
職
務 

医
療
業
務
を
行
う
職
務 

基
準
と
な
る
職
務 

 

 



 
 

ロ 

医
療
職
給
料
表
（
二
） 

                 

ハ 

医
療
職
給
料
表
（
三
） 

     

 

          

八
級 

七
級 

六
級 

五
級 

四
級 

三
級 

二
級 

一
級 

職
務
の
級 

困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
地
域
機
関
の
長
の
職
務 

相
当
困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
地
域
機
関
の
長
の
職
務 

 

一 

地
域
機
関
の
長
の
職
務 

二 

地
域
機
関
の
副
所
長
の
職
務 

三 

地
域
機
関
の
担
当
部
長
の
職
務 

地
域
機
関
の
担
当
課
長
の
職
務 

主
任
の
職
務 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
技
師
の
職
務 

相
当
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
技
師
の
職
務 

技
師
の
職
務 

基
準
と
な
る
職
務 

 

五
級 

四
級 

三
級 

二
級 

一
級 

職
務
の
級 

一 

看
護
部
副
部
長
の
職
務 

二 

地
域
機
関
の
担
当
部
長
の
職
務 

三 

困
難
な
業
務
を
行
う
看
護
師
長
の
職
務 

四 

地
域
機
関
の
困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
担
当
課
長
の
職
務 

一 

看
護
師
長
の
職
務 

二 

地
域
機
関
の
担
当
課
長
の
職
務 

三 

困
難
な
業
務
を
処
理
す
る
主
任
の
職
務 

一 

主
任
の
職
務 

二 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
技
師
の
職
務 

相
当
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
技
師
の
職
務 

技
師
の
職
務 

基
準
と
な
る
職
務 

 



 
 

 
 

  
 

   

（
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
五
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

        

第
五
条
第
二
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

        

第
六
条
第
二
項
中
「
、
六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
百
二
十
二
・
五
、
十
二

月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
」
を
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百

五
十
五
」
と
、
「
」
に
、
「
百
分
の
百
五
十
五
」
を
「
百
分
の
百
六
十
」
に
改
め
る
。 

第
四
条 

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
一
条
中
「
第
二
十
四
条
第
六
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。 

第
五
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

３ 

任
命
権
者
は
、
第
一
号
任
期
付
研
究
員
の
号
給
を
、
そ
の
者
の
知
識
経
験
等
の
度
、
そ
の

七
級 

六
級 

困
難
な
業
務
を
行
う
看
護
部
長
の
職
務 

一 

看
護
部
長
の
職
務 

二 

地
域
機
関
の
副
所
長
の
職
務 

三 

困
難
な
業
務
を
行
う
看
護
部
副
部
長
の
職
務 

四 

地
域
機
関
の
困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
担
当
部
長
の
職
務 

 

号給 給料月額 

      円 

１ 327,000 

２ 363,000 

 ３ 391,000 

 

号給 給料月額 

      円 

１ 393,000 

２ 453,000 

 ３ 515,000 

 ４ 595,000 

５ 692,000 

６ 790,000 

 

 



者
が
従
事
す
る
研
究
業
務
の
困
難
及
び
重
要
の
度
等
に
応
じ
て
、
次
の
各
号
に
定
め
る
号
給

に
決
定
す
る
。 

一 

高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
し
、
研
究
業
績
等
に
よ
り
当
該
研
究
分
野
に
お
い
て

特
に
優
れ
た
研
究
者
と
認
め
ら
れ
て
い
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
等
に
基
づ
き
困
難
な
研
究

を
独
立
し
て
行
う
研
究
員
の
職
務
に
従
事
す
る
場
合 

一
号
給 

二 

高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
し
、
研
究
業
績
等
に
よ
り
当
該
研
究
分
野
に
お
い
て

特
に
優
れ
た
研
究
者
と
認
め
ら
れ
て
い
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
等
に
基
づ
き
特
に
困
難
な

研
究
を
独
立
し
て
行
う
研
究
員
の
職
務
に
従
事
す
る
場
合 

二
号
給 

三 

特
に
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
し
、
研
究
業
績
等
に
よ
り
当
該
研
究
分
野
に
お

い
て
特
に
優
れ
た
研
究
者
と
認
め
ら
れ
て
い
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
等
に
基
づ
き
特
に
困

難
な
研
究
を
独
立
し
て
行
う
研
究
員
の
職
務
又
は
そ
の
知
識
経
験
等
に
基
づ
き
研
究
に
つ

い
て
相
当
の
範
囲
に
わ
た
り
調
整
、
指
導
等
を
行
う
職
務
に
従
事
す
る
場
合 

三
号
給 

四 

特
に
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
し
、
研
究
業
績
等
に
よ
り
当
該
研
究
分
野
に
お

い
て
特
に
優
れ
た
研
究
者
と
認
め
ら
れ
て
い
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
等
に
基
づ
き
特
に
困

難
な
研
究
で
重
要
な
も
の
を
独
立
し
て
行
う
研
究
員
の
職
務
又
は
そ
の
知
識
経
験
等
に
基

づ
き
重
要
な
研
究
に
つ
い
て
相
当
の
範
囲
に
わ
た
り
調
整
、
指
導
等
を
行
う
職
務
に
従
事

す
る
場
合 

四
号
給 

五 

極
め
て
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
し
、
研
究
業
績
等
に
よ
り
当
該
研
究
分
野
に

お
い
て
特
に
優
れ
た
研
究
者
と
認
め
ら
れ
て
い
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
等
に
基
づ
き
特
に

困
難
な
研
究
で
重
要
な
も
の
を
独
立
し
て
行
う
研
究
員
の
職
務
又
は
そ
の
知
識
経
験
等
に

基
づ
き
重
要
な
研
究
に
つ
い
て
広
範
囲
に
わ
た
り
統
括
、
調
整
等
を
行
う
職
務
に
従
事
す

る
場
合 

五
号
給 

六 

極
め
て
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
し
、
研
究
業
績
等
に
よ
り
当
該
研
究
分
野
に

お
い
て
極
め
て
優
れ
た
研
究
者
と
認
め
ら
れ
て
い
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
等
に
基
づ
き
特

に
困
難
な
研
究
で
特
に
重
要
な
も
の
を
独
立
し
て
行
う
研
究
員
の
職
務
又
は
そ
の
知
識
経

験
等
に
基
づ
き
特
に
重
要
な
研
究
に
つ
い
て
広
範
囲
に
わ
た
り
統
括
、
調
整
等
を
行
う
職

務
に
従
事
す
る
場
合 

六
号
給 

 
 

第
五
条
第
六
項
中
「
第
三
項
」
の
下
に
「
又
は
第
四
項
」
を
加
え
、
「
第
四
項
」
を
「
第
五

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
人
事
委
員
会
規
則
」
を
「
埼
玉

県
人
事
委
員
会
規
則
（
以
下
「
人
事
委
員
会
規
則
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第 

 

六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
前
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、

同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

任
命
権
者
は
、
第
二
号
任
期
付
研
究
員
の
号
給
を
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
号
給
に
決
定
す
る
。 



一 

博
士
課
程
修
了
直
後
の
者
の
有
す
る
程
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
当
該

知
識
経
験
に
基
づ
き
研
究
を
独
立
し
て
行
う
研
究
員
の
職
務
に
従
事
す
る
場
合 

一
号
給 

二 

博
士
課
程
修
了
後
、
特
別
研
究
員
制
度
（
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
等
に

よ
っ
て
運
営
さ
れ
、
主
と
し
て
博
士
課
程
を
修
了
し
た
優
れ
た
研
究
者
に
国
立
試
験
研
究

機
関
等
に
お
い
て
研
究
す
る
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
制
度
を
い
う
。
）
等

に
よ
り
数
年
に
わ
た
り
研
究
に
従
事
し
た
こ
と
の
あ
る
者
の
有
す
る
程
度
の
専
門
的
な
知

識
経
験
を
有
す
る
者
が
当
該
知
識
経
験
に
基
づ
き
研
究
を
独
立
し
て
行
う
研
究
員
の
職
務

に
従
事
す
る
場
合 
二
号
給 

三 

博
士
課
程
修
了
後
、
相
当
の
期
間
に
わ
た
り
研
究
に
従
事
し
た
こ
と
の
あ
る
者
の
有
す

る
程
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
当
該
知
識
経
験
に
基
づ
き
困
難
な
研
究
を

独
立
し
て
行
う
研
究
員
の
職
務
に
従
事
す
る
場
合 

三
号
給 

第
六
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
五
十
五
」
と
、
「
」

を
「
、
六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
百
二
十
二
・
五
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場

合
に
お
い
て
は
」
に
、
「
百
分
の
百
六
十
」
を
「
百
分
の
百
五
十
七
・
五
」
に
改
め
る
。 

（
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

        

 
 

第
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
、
六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
百
二
十
二
・

五
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
」
を
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百

分
の
百
五
十
五
」
と
、
「
」
に
、
「
百
分
の
百
五
十
五
」
を
「
百
分
の
百
六
十
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条 

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
一
条
中
「
第
二
十
四
条
第
六
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

２ 

任
命
権
者
は
、
特
定
任
期
付
職
員
の
号
給
を
、
そ
の
者
の
専
門
的
な
知
識
経
験
又
は
識
見

の
度
並
び
に
そ
の
者
が
従
事
す
る
業
務
の
困
難
及
び
重
要
の
度
に
応
じ
て
、
次
の
各
号
に
定

号給 給料月額 

      円 

１ 371,000 

２ 419,000 

 ３ 471,000 

４ 532,000 

５ 607,000 

６ 709,000 

７ 829,000  

 



め
る
号
給
に
決
定
す
る
。 

一 

高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
を
活
用
し
て
業
務
に
従
事

す
る
場
合 

一
号
給 

二 
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
を
活
用
し
て
困
難
な
業
務

に
従
事
す
る
場
合 

二
号
給 

三 

高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
を
活
用
し
て
特
に
困
難
な

業
務
に
従
事
す
る
場
合 

三
号
給 

四 

特
に
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
を
活
用
し
て
特
に
困

難
な
業
務
に
従
事
す
る
場
合 

四
号
給 

五 

特
に
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
を
活
用
し
て
特
に
困

難
な
業
務
で
重
要
な
も
の
に
従
事
す
る
場
合 

五
号
給 

六 

極
め
て
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
又
は
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験

等
を
活
用
し
て
特
に
困
難
な
業
務
で
重
要
な
も
の
に
従
事
す
る
場
合 

六
号
給 

七 

極
め
て
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
又
は
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験

等
を
活
用
し
て
特
に
困
難
な
業
務
で
特
に
重
要
な
も
の
に
従
事
す
る
場
合 

七
号
給 

第
四
条
第
四
項
中
「
委
員
会
規
則
」
を
「
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
（
以
下
「
委
員
会
規
則
」

と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
五
十

五
」
と
、
「
」
を
「
、
六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
百
二
十
二
・
五
、
十
二
月

に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
」
に
、
「
百
分
の
百
六
十
」
を
「
百
分
の
百
五
十
七
・
五
」
に

改
め
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
等
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
、
第
四
条
及
び
第
六
条
並
び

に
附
則
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

一 

第
一
条
の
規
定
（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十

九
条
の
四
第
二
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
給
与
条
例
の
規
定
、
第
三
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
以
下
こ
の

項
及
び
附
則
第
四
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
任
期
付
研
究
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
並
び
に
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員

の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
四
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
任
期
付

職
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日 

 

二 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
給
与
条
例
第
十
九
条
の
四
第
二
項
の
規
定
、
改
正
後
の



任
期
付
研
究
員
条
例
第
六
条
第
二
項
の
規
定
並
び
に
改
正
後
の
任
期
付
職
員
条
例
第
五
条
第

二
項
及
び
第
三
項
の
規
定 

平
成
二
十
七
年
十
二
月
一
日 

 
（
改
定
日
前
の
異
動
者
の
号
給
の
調
整
） 

３ 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
定
日
」
と
い
う
。
）
前
に
職
務
の

級
を
異
に
し
て
異
動
し
た
職
員
及
び
埼
玉
県
人
事
委
員
会
（
以
下
「
人
事
委
員
会
」
と
い
う
。
）

の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
職
員
の
改
定
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
改
定
日
に

お
い
て
職
務
の
級
を
異
に
す
る
異
動
等
を
し
た
も
の
と
し
た
場
合
と
の
権
衡
上
必
要
と
認
め
ら

れ
る
限
度
に
お
い
て
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。 

（
給
与
の
内
払
） 

４ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
給
与
条
例
、
改
正
後
の
任
期
付
研
究
員
条
例
及
び
改
正
後

の
任
期
付
職
員
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

給
与
条
例
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る

条
例
及
び
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例

の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
給
与

条
例
、
改
正
後
の
任
期
付
研
究
員
条
例
及
び
改
正
後
の
任
期
付
職
員
条
例
の
規
定
に
よ
る
給
与

の
内
払
と
み
な
す
。 

 

（
人
事
委
員
会
へ
の
委
任
） 

５ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会

が
定
め
る
。 

（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

６ 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

第
十
九
条
の
表
第
五
条
第
三
項
の
項
中
「
次
項
」
の
下
に
「
及
び
第
五
項
」
を
加
え
、
同
項

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

     

第
十
九
条
の
表
第
五
条
第
四
項
の
項
中
「
第
五
条
第
四
項
」
を
「
第
五
条
第
五
項
」
に
改
め

る
。 

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

７ 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第

第
五
条
第
四
項 

決
定
す
る 

決
定
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
者
の
給
料

月
額
は
、
そ
の
者
の
受
け
る
号
給
に
応

じ
た
額
に
、
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額

と
す
る 

 



五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
十
一
項
第
一
号
中
「
第
五
条
第
五
項
」
を
「
第
五
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。 



条

例 

埼
玉
県
吏
員
恩
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
十
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
吏
員
恩
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
吏
員
恩
給
条
例
（
昭
和
八
年
埼
玉
県
条
例
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

第
二
十
七
条
ノ
二
た
だ
し
書
中
「
但
シ
、
刑
ノ
」
の
下
に
「
全
部
ノ
」
を
、
「
停
止
セ
ズ
」
の

下
に
「
刑
ノ
一
部
ノ
執
行
猶
予
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
刑
ノ
内
執
行
ガ
猶
予
サ
レ
ザ
リ

シ
部
分
ノ
期
間
ノ
執
行
ヲ
終
リ
又
ハ
執
行
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
キ
ニ
至
リ
タ
ル
月
ノ
翌
月
以
降
ハ
之

ヲ
停
止
セ
ズ
」
を
加
え
、
同
条
後
段
中
「
其
ノ
言
渡
ヲ
」
を
「
之
等
ノ
言
渡
ヲ
猶
予
ノ
期
間
中
ニ
」

に
改
め
る
。 

 

第
三
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
但
シ
刑
ノ
」
の
下
に
「
全
部
ノ
」
を
、
「
停
止
セ
ズ
」
の

下
に
「
刑
ノ
一
部
ノ
執
行
猶
予
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
刑
ノ
内
執
行
ガ
猶
予
サ
レ
ザ
リ

シ
部
分
ノ
期
間
ノ
執
行
ヲ
終
リ
又
ハ
執
行
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
キ
ニ
至
リ
タ
ル
月
ノ
翌
月
以
降
ハ
之

ヲ
停
止
セ
ズ
」
を
加
え
、
同
項
後
段
中
「
其
ノ
言
渡
ヲ
」
を
「
之
等
ノ
言
渡
ヲ
猶
予
ノ
期
間
中
ニ
」

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
施

行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



条

例 

 

埼
玉
県
指
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
指
定
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
十
二
号 

 
 

 

埼
玉
県
指
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
指
定
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

埼
玉
県
指
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
指
定
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十

六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

本
則
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

   

附 

則 
 

 
 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

  

特
定
非
営
利
活
動
法
人
市
民
シ
ア
タ
ー

・
エ
フ 
埼
玉
県
深
谷
市
深
谷
町
九
番
十
二
号 

 

10 



条

例 

埼
玉
会
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
十
三
号 

 
 

 

埼
玉
会
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
会
館
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
十
五
会
議
室
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

第
十
六
会
議
室 

午
前 

午
後 

夜
間 

一
日 

二
、
七
〇
〇
円
以
下 

五
、
二
七
〇
円
以
下 

七
、
一
二
〇
円
以
下 

一
二
、
八
〇
〇
円
以
下 

 



条

例 

 

埼
玉
県
民
の
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に

交
付
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
十
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
民
の
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
民
の
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
関
す
る
条
例
（
平
成
八
年
埼
玉
県
条
例
第
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
第
五
章 

消
費
生
活
支
援 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
六
章 

雑
則
（
第
三
十 

セ
ン
タ
ー
（
第
二
十
九
条
―
第
三
十
五
条
） 

六
条
―
第
四
十
一
条
） 

 
 

 
 

 
 

 

」 

 

第
三
十
四
条
を
第
四
十
一
条
と
し
、
第
三
十
三
条
を
第
四
十
条
と
す
る
。 

 

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を

第
三
十
九
条
と
し
、
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
を
七
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。 

 

第
五
章
を
第
六
章
と
し
、
第
四
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。 

 
 

 

第
五
章 

消
費
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー 

 

（
名
称
及
び
位
置
等
の
公
示
） 

第
二
十
九
条 

知
事
は
、
消
費
者
安
全
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
機
関
と
し
て
消
費
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ

ー
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
示
す
る
も
の
と

す
る
。
当
該
事
項
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

 

一 

セ
ン
タ
ー
の
名
称
及
び
位
置 

 

二 

法
第
八
条
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
規
定
す
る
事
務
を
行
う
日
及
び
時
間 

 

（
事
務
） 

第
三
十
条 

セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
、
法
第
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
消
費
者

教
育
、
市
町
村
の
消
費
者
行
政
及
び
消
費
者
団
体
の
活
動
の
支
援
、
関
係
者
相
互
間
の
連
携
促

進
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
職
員
の
配
置
） 

第
三
十
一
条 

セ
ン
タ
ー
に
は
、
セ
ン
タ
ー
の
事
務
を
掌
理
す
る
セ
ン
タ
ー
の
長
及
び
セ
ン
タ
ー

の
事
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
職
員
を
置
く
も
の
と
す
る
。 

 

（
試
験
に
合
格
し
た
消
費
生
活
相
談
員
の
配
置
） 

第
三
十
二
条 

セ
ン
タ
ー
に
は
、
法
第
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
消
費
生
活
相
談
員
資
格
試

目
次
中
「
第
五
章 

雑
則
（
第
二
十
九
条
―
第
三
十
四
条
）
」
を 

に
改
め
る
。 



験
に
合
格
し
た
者
（
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平

成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
一
号
）
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
合
格
し
た
者
と
み
な
さ
れ
た
者

を
含
む
。
）
を
消
費
生
活
相
談
員
と
し
て
置
く
も
の
と
す
る
。 

 

（
消
費
生
活
相
談
員
の
人
材
及
び
処
遇
の
確
保
） 

第
三
十
三
条 
知
事
は
、
消
費
生
活
相
談
員
が
実
務
の
経
験
を
通
じ
て
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術

を
体
得
し
て
い
る
こ
と
に
十
分
配
慮
し
、
任
期
ご
と
に
そ
の
能
力
の
客
観
的
な
実
証
を
行
っ
た

結
果
と
し
て
同
一
の
者
を
再
度
任
用
す
る
こ
と
を
排
除
し
な
い
こ
と
そ
の
他
の
消
費
生
活
相
談

員
の
専
門
性
に
鑑
み
適
切
な
人
材
及
び
処
遇
の
確
保
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
職
員
に
対
す
る
研
修
） 

第
三
十
四
条 

知
事
は
、
セ
ン
タ
ー
の
事
務
に
従
事
す
る
職
員
に
対
し
、
そ
の
資
質
の
向
上
の
た

め
の
研
修
の
機
会
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
情
報
の
安
全
管
理
） 

第
三
十
五
条 

知
事
は
、
セ
ン
タ
ー
の
事
務
の
実
施
に
よ
り
得
ら
れ
た
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又

は
毀
損
の
防
止
そ
の
他
の
当
該
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



条

例 

 

埼
玉
県
民
生
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
十
五
号 

埼
玉
県
民
生
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

埼
玉
県
民
生
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

本
則
の
表
川
口
市
の
項
中
「
六
百
二
十
八
人
」
を
「
六
百
三
十
三
人
」
に
改
め
、
同
表
行
田
市

の
項
中
「
百
五
十
六
人
」
を
「
百
五
十
七
人
」
に
改
め
、
同
表
所
沢
市
の
項
中
「
四
百
九
十
四
人
」

を
「
四
百
九
十
六
人
」
に
改
め
、
同
表
飯
能
市
の
項
中
「
百
六
十
七
人
」
を
「
百
七
十
人
」
に
改

め
、
同
表
東
松
山
市
の
項
中
「
百
五
十
六
人
」
を
「
百
五
十
九
人
」
に
改
め
、
同
表
春
日
部
市
の

項
中
「
三
百
四
十
六
人
」
を
「
三
百
四
十
七
人
」
に
改
め
、
同
表
深
谷
市
の
項
中
「
二
百
六
十
四

人
」
を
「
二
百
六
十
五
人
」
に
改
め
、
同
表
上
尾
市
の
項
中
「
三
百
十
四
人
」
を
「
三
百
十
八
人
」

に
改
め
、
同
表
蕨
市
の
項
中
「
百
二
十
九
人
」
を
「
百
三
十
三
人
」
に
改
め
、
同
表
入
間
市
の
項

中
「
二
百
五
十
一
人
」
を
「
二
百
五
十
二
人
」
に
改
め
、
同
表
朝
霞
市
の
項
中
「
百
五
十
九
人
」

を
「
百
六
十
四
人
」
に
改
め
、
同
表
和
光
市
の
項
中
「
九
十
一
人
」
を
「
九
十
二
人
」
に
改
め
、

同
表
新
座
市
の
項
中
「
二
百
十
二
人
」
を
「
二
百
十
五
人
」
に
改
め
、
同
表
久
喜
市
の
項
中
「
二

百
八
十
六
人
」
を
「
二
百
八
十
九
人
」
に
改
め
、
同
表
北
本
市
の
項
中
「
百
四
十
五
人
」
を
「
百

四
十
六
人
」
に
改
め
、
同
表
富
士
見
市
の
項
中
「
百
七
十
一
人
」
を
「
百
七
十
三
人
」
に
改
め
、

同
表
坂
戸
市
の
項
中
「
百
四
十
八
人
」
を
「
百
四
十
九
人
」
に
改
め
、
同
表
幸
手
市
の
項
中
「
九

十
人
」
を
「
九
十
一
人
」
に
改
め
、
同
表
日
高
市
の
項
中
「
百
六
人
」
を
「
百
九
人
」
に
改
め
、

同
表
吉
川
市
の
項
中
「
百
十
六
人
」
を
「
百
十
七
人
」
に
改
め
、
同
表
ふ
じ
み
野
市
の
項
中
「
百

七
十
人
」
を
「
百
七
十
三
人
」
に
改
め
、
同
表
白
岡
市
の
項
中
「
九
十
九
人
」
を
「
百
二
人
」
に

改
め
、
同
表
伊
奈
町
の
項
中
「
六
十
三
人
」
を
「
六
十
六
人
」
に
改
め
、
同
表
三
芳
町
の
項
中
「
六

十
一
人
」
を
「
六
十
二
人
」
に
改
め
、
同
表
越
生
町
の
項
中
「
三
十
一
人
」
を
「
三
十
三
人
」
に

改
め
、
同
表
滑
川
町
の
項
中
「
三
十
七
人
」
を
「
三
十
九
人
」
に
改
め
、
同
表
小
川
町
の
項
中
「
六

十
九
人
」
を
「
七
十
人
」
に
改
め
、
同
表
川
島
町
の
項
中
「
五
十
一
人
」
を
「
五
十
三
人
」
に
改

め
る
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



条

例 

介
護
保
険
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
十
六
号 

 
 

介
護
保
険
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

介
護
保
険
法
施
行
条
例
（
平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 
 

 

「
第
五
款 

指
定
療
養
通
所
介
護
の
事
業
の
基
本
方
針
、
人
員
並
び
に
設
備
及
び
運
営 

 
 

 
 

 
 

 
 

す
る
基
準 

 
 

 
 

 

第
一
目 

こ
の
款
の
趣
旨
及
び
基
本
方
針
（
第
百
十
四
条
・
第
百
十
五
条
） 

 
 

 
 

 

第
二
目 

人
員
に
関
す
る
基
準
（
第
百
十
六
条
・
第
百
十
七
条
） 

 
 

 
 

 

第
三
目 

設
備
に
関
す
る
基
準
（
第
百
十
八
条
・
第
百
十
九
条
） 

 
 

 
 

 

第
四
目 

運
営
に
関
す
る
基
準
（
第
百
二
十
条
―
第
百
三
十
一
条
） 

に
関 

   
 

 
 

 

  
 

」 

第
八
十
五
条
第
五
号
中
「
第
八
条
第
二
十
三
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十
四
項
」
に
改
め
、
「
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
」
の
下
に
「
。
以
下
同
じ
」
を
加
え
る
。 

第
百
二
条
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
三
平
方
メ
ー
ト
ル
に
」
の
下
に
「
当
該
指
定
通
所
介
護
事
業

所
の
」
を
加
え
る
。 

第
二
章
第
七
節
第
五
款
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

第
五
款 

削
除 

第
百
十
四
条
か
ら
第
百
三
十
一
条
ま
で 

削
除 

第
百
三
十
四
条
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
三
平
方
メ
ー
ト
ル
に
」
の
下
に
「
当
該
基
準
該
当
通
所

介
護
事
業
所
の
」
を
加
え
る
。 

第
百
八
十
三
条
中
「
指
定
通
所
介
護
事
業
所
、
」
を
「
指
定
通
所
介
護
事
業
所
、
指
定
地
域
密

着
型
通
所
介
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
百
四
十
七
条
第
三

項
に
お
い
て
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る

指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
を
い
う
。
）
、
」
に
、
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事

を
「
第
五
款 

削
除
」
に
改
め
る
。 

目
次
中 



業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
。
以
下

こ
の
条
及
び
第
二
百
四
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
」

を
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
に
改
め
る
。 

第
二
百
四
十
七
条
第
二
項
中
「
を
い
う
」
の
下
に
「
。
第
六
百
七
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
同

じ
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
指
定
福
祉
用
具
貸
与
」
の
下
に
「
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
基
準
第
十
九
条
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
（
次
項
第
三
号
並
び
に
第
六
百
七
十

一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
指
定
訪
問

介
護
、
指
定
訪
問
看
護
及
び
指
定
通
所
介
護
」
を
「
次
に
掲
げ
る
事
業
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の

各
号
を
加
え
る
。 

一 

指
定
訪
問
介
護 

二 

指
定
訪
問
看
護 

三 

指
定
通
所
介
護
又
は
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護 

第
二
百
七
十
七
条
の
四
第
三
項
中
「
（
法
第
八
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

ス
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。 

第
五
百
五
十
八
条
第
四
号
中
「
を
い
う
」
の
下
に
「
。
第
五
百
五
十
八
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
」

を
加
え
る
。 

第
六
百
七
十
一
条
第
二
項
中
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
い
う
。
）
」
の
下
に
「
、
指
定

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
次
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

の
下
に
「
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
第
二
号
中
「
指
定
通
所
介
護
」

の
下
に
「
若
し
く
は
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
」
を
加
え
る
。 

 
 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



条

例 

埼
玉
県
手
話
言
語
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
十
七
号 

 
 

 

埼
玉
県
手
話
言
語
条
例 

 

手
話
は
、
物
の
名
前
や
概
念
等
を
手
指
の
動
き
や
表
情
等
に
よ
り
視
覚
的
に
表
現
す
る
言
語
で

あ
り
、
ろ
う
者
の
思
考
や
意
思
疎
通
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
我
が
国
に
お
い
て
、
手
話
は
、
ろ
う

者
の
間
で
大
切
に
受
け
継
が
れ
、
発
展
し
て
き
た
が
、
一
方
で
長
い
間
、
手
話
を
使
う
権
利
や
ろ

う
者
の
尊
厳
が
損
な
わ
れ
て
き
た
。 

 

埼
玉
県
に
お
い
て
も
、
ろ
う
者
は
、
偏
見
と
闘
い
な
が
ら
手
話
を
大
切
に
守
り
続
け
、
手
話
を

使
用
し
て
生
活
を
営
み
、
手
話
に
よ
る
豊
か
な
文
化
を
築
い
て
き
て
お
り
、
そ
の
歴
史
の
歩
み
と

誇
り
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。 

 

そ
し
て
、
平
成
十
八
年
に
国
際
連
合
総
会
で
採
択
さ
れ
た
障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
約
に
お

い
て
、
言
語
に
は
手
話
そ
の
他
の
非
音
声
言
語
を
含
む
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
。
我
が
国
に
お
い
て

も
、
平
成
二
十
三
年
に
改
正
さ
れ
た
障
害
者
基
本
法
に
お
い
て
言
語
に
手
話
を
含
む
こ
と
が
明
記

さ
れ
、
平
成
二
十
六
年
に
障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
約
が
批
准
さ
れ
た
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
よ
う
や
く
手
話
が
言
語
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
手
話
に
対
す
る
理
解
が

求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
の
、
い
ま
だ
手
話
に
対
す
る
理
解
が
社
会
に
お
い
て
深
ま
っ
て

い
る
と
は
言
え
な
い
。 

 

こ
の
よ
う
な
中
で
、
埼
玉
県
に
お
い
て
、
ろ
う
者
以
外
の
者
が
ろ
う
者
を
理
解
し
、
互
い
に
共

生
す
る
こ
と
の
で
き
る
地
域
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
手
話
を
広
く
普
及
し
、
県
民
一
人
一

人
が
手
話
に
対
す
る
理
解
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

 

こ
こ
に
、
私
た
ち
は
、
手
話
が
言
語
で
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
き
、
手
話
を
広
く
埼
玉
県
に
普

及
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ろ
う
者
と
ろ
う
者
以
外
の
者
と
が
手
話
に
よ
り
心
を
通
わ
せ
、
相

互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
合
い
、
共
生
す
る
こ
と
の
で
き
る
埼
玉
県
を
つ
く
る
た
め
、
こ
の
条

例
を
制
定
す
る
。 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
手
話
が
言
語
で
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
き
、
手
話
の
普
及
に
関
し
、
基

本
理
念
を
定
め
、
県
、
県
民
等
及
び
事
業
者
の
責
務
及
び
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

手
話
の
普
及
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
に
必
要
な
基
本
的
事
項
を
定
め
、

も
っ
て
ろ
う
者
と
ろ
う
者
以
外
の
者
と
が
共
生
す
る
こ
と
の
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
基
本
理
念
） 



第
二
条 

手
話
の
普
及
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
旨
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

手
話
が
、
ろ
う
者
が
自
ら
生
活
を
営
む
た
め
に
使
用
し
て
い
る
独
自
の
体
系
を
持
つ
言
語

で
あ
っ
て
、
豊
か
な
人
間
性
を
涵か

ん

養
し
、
及
び
知
的
か
つ
心
豊
か
な
生
活
を
送
る
た
め
の
言

語
活
動
の
文
化
的
所
産
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
。 

 

二 

ろ
う
者
と
ろ
う
者
以
外
の
者
と
が
相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
共
生
す
る

こ
と
を
基
本
と
し
て
、
ろ
う
者
と
ろ
う
者
以
外
の
者
が
手
話
に
よ
り
意
思
疎
通
を
行
う
権
利

を
尊
重
す
る
こ
と
。 

 

（
県
の
責
務
） 

第
三
条 

県
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、

ろ
う
者
が
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
上
で
障
壁
と
な
る
よ
う
な
も
の
の
除
去
に
つ
い
て

必
要
か
つ
合
理
的
な
配
慮
を
行
い
、
手
話
の
普
及
そ
の
他
の
手
話
を
使
用
し
や
す
い
環
境
の
整

備
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

県
は
、
ろ
う
者
及
び
手
話
通
訳
を
行
う
者
そ
の
他
の
手
話
に
関
わ
る
者
（
以
下
「
手
話
通
訳

者
等
」
と
い
う
。
）
の
協
力
を
得
て
、
基
本
理
念
に
対
す
る
県
民
の
理
解
を
深
め
る
も
の
と
す

る
。 

 

（
市
町
村
等
と
の
連
携
協
力
） 

 

第
四
条 

県
は
、
手
話
の
普
及
そ
の
他
の
手
話
を
使
用
し
や
す
い
環
境
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、

市
町
村
そ
の
他
関
係
機
関
及
び
関
係
団
体
と
の
連
携
協
力
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

県
は
、
前
項
の
環
境
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
に
対
し
、
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の

他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
県
民
等
の
役
割
） 

第
五
条 

県
民
及
び
地
域
活
動
団
体
（
地
域
で
文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
活
動
に

取
り
組
む
団
体
を
い
う
。
）
は
、
基
本
理
念
を
理
解
し
、
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
、
手
話
を

使
用
し
や
す
い
地
域
社
会
の
実
現
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

ろ
う
者
は
、
基
本
理
念
に
対
す
る
県
民
の
理
解
の
促
進
及
び
手
話
の
普
及
に
努
め
る
も
の
と

す
る
。 

３ 

手
話
通
訳
者
等
は
、
手
話
に
関
す
る
技
術
の
向
上
、
基
本
理
念
に
対
す
る
県
民
の
理
解
の
促

進
及
び
手
話
の
普
及
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
事
業
者
の
役
割
） 

第
六
条 

事
業
者
は
、
基
本
理
念
を
理
解
し
、
ろ
う
者
が
利
用
し
や
す
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、

ろ
う
者
が
働
き
や
す
い
環
境
を
整
備
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
計
画
の
策
定
及
び
推
進
） 

第
七
条 

県
は
、
障
害
者
基
本
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
十
一
条
第
二
項
に
規

定
す
る
都
道
府
県
障
害
者
計
画
に
お
い
て
、
手
話
を
使
用
し
や
す
い
環
境
の
整
備
に
関
す
る
施



策
を
定
め
、
こ
れ
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

県
は
、
前
項
の
手
話
を
使
用
し
や
す
い
環
境
の
整
備
に
関
す
る
施
策
を
推
進
す
る
に
当
た
っ

て
は
、
ろ
う
者
及
び
手
話
通
訳
者
等
そ
の
他
の
関
係
者
の
意
見
を
聴
く
た
め
、
こ
れ
ら
の
者
と

の
協
議
の
場
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
手
話
を
学
ぶ
機
会
の
確
保
等
） 

第
八
条 

県
は
、
市
町
村
そ
の
他
関
係
機
関
、
ろ
う
者
、
手
話
通
訳
者
等
及
び
関
係
団
体
と
協
力

し
て
、
手
話
サ
ー
ク
ル
そ
の
他
の
県
民
が
手
話
を
学
ぶ
機
会
の
確
保
等
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

県
は
、
手
話
を
必
要
と
す
る
者
が
手
話
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
手
話
に
関
す
る
学
習

会
の
開
催
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

県
は
、
そ
の
職
員
が
基
本
理
念
を
理
解
し
、
手
話
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
手
話
に
関

す
る
学
習
会
の
開
催
そ
の
他
の
手
話
を
学
習
す
る
取
組
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
） 

第
九
条 

県
は
、
ろ
う
者
が
県
政
に
関
す
る
情
報
を
円
滑
に
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
情

報
通
信
技
術
の
活
用
に
配
慮
し
つ
つ
、
手
話
を
用
い
た
情
報
発
信
の
推
進
に
努
め
る
も
の
と
す

る
。 

２ 

県
は
、
災
害
そ
の
他
非
常
の
事
態
の
場
合
に
、
ろ
う
者
が
手
話
等
に
よ
り
必
要
な
情
報
を
速

や
か
に
取
得
し
、
円
滑
に
意
思
疎
通
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
。 

 

（
手
話
通
訳
者
等
の
確
保
、
養
成
等
） 

第
十
条 

県
は
、
市
町
村
そ
の
他
関
係
機
関
及
び
関
係
団
体
と
協
力
し
て
、
手
話
通
訳
者
等
及
び

そ
の
指
導
者
の
確
保
、
養
成
及
び
手
話
に
関
す
る
技
術
の
向
上
並
び
に
手
話
通
訳
に
関
す
る
普

及
啓
発
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
学
校
に
お
け
る
手
話
の
普
及
等
） 

第
十
一
条 

聴
覚
障
害
の
あ
る
幼
児
、
児
童
又
は
生
徒
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
ろ
う
児
等
」

と
い
う
。
）
が
通
学
す
る
学
校
の
設
置
者
は
、
当
該
ろ
う
児
等
が
手
話
を
学
び
、
か
つ
、
手
話

で
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
教
職
員
の
手
話
に
関
す
る
技
術
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

ろ
う
児
等
が
通
学
す
る
学
校
の
設
置
者
は
、
基
本
理
念
及
び
手
話
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る

た
め
、
当
該
ろ
う
児
等
及
び
そ
の
保
護
者
に
対
す
る
手
話
に
関
す
る
学
習
の
機
会
の
提
供
並
び

に
教
育
に
関
す
る
相
談
及
び
支
援
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

ろ
う
児
等
が
通
学
す
る
学
校
の
設
置
者
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
事
項
を
推
進
す
る
た
め
、

手
話
の
技
能
を
有
す
る
教
員
（
ろ
う
者
の
教
員
を
含
む
。
）
の
確
保
及
び
教
員
の
専
門
性
の
向

上
に
関
す
る
研
修
等
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

県
は
、
学
校
に
お
い
て
、
ろ
う
児
等
と
ろ
う
児
等
以
外
の
児
童
及
び
生
徒
と
の
交
流
の
機
会



を
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
相
互
理
解
の
促
進
及
び
手
話
の
普
及
に
努
め
る
も
の
と
す

る
。 

５ 
県
は
、
学
校
に
お
い
て
、
基
本
理
念
及
び
手
話
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
、
手
話
に
関

す
る
啓
発
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
事
業
者
へ
の
支
援
） 

第
十
二
条 

県
は
、
第
六
条
に
規
定
す
る
事
業
者
の
取
組
に
対
し
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要

な
支
援
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
手
話
に
よ
る
文
化
芸
術
活
動
の
振
興
） 

第
十
三
条 

県
は
、
手
話
に
よ
る
文
化
芸
術
活
動
の
振
興
を
図
る
た
め
、
当
該
活
動
に
対
す
る
協

力
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
手
話
に
関
す
る
調
査
研
究
） 

第
十
四
条 

県
は
、
ろ
う
者
及
び
手
話
通
訳
者
等
が
手
話
の
発
展
に
資
す
る
た
め
に
行
う
手
話
に

関
す
る
調
査
研
究
の
推
進
及
び
そ
の
成
果
の
普
及
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
財
政
上
の
措
置
） 

第
十
五
条 

県
は
、
手
話
に
関
す
る
施
策
を
推
進
す
る
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る

よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



条

例 

埼
玉
県
障
害
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
全
て
の
人
が
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
け
る
共
生
社
会
づ
く

り
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
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平
成
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十
八
年
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附
則 

 

温
和
な
気
候
に
恵
ま
れ
、
穏
や
か
な
県
民
性
を
持
っ
た
私
た
ち
の
埼
玉
県
に
は
、
思
い
や
り
や

助
け
合
い
の
心
を
育
む
地
域
の
風
土
が
あ
る
。 

 

平
成
二
十
六
年
に
我
が
国
が
批
准
し
た
障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
約
は
、
全
て
の
人
権
及
び

基
本
的
自
由
が
普
遍
的
で
あ
り
、
不
可
分
の
も
の
で
あ
り
、
相
互
に
依
存
し
、
か
つ
、
相
互
に
関

連
を
有
す
る
こ
と
並
び
に
障
害
者
が
全
て
の
人
権
及
び
基
本
的
自
由
を
差
別
な
し
に
完
全
に
享
有

す
る
こ
と
を
保
障
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
今
な
お
、
社
会
の
実
態
は
、
障
害
や
障
害
の
あ
る
人
に
関
す
る
理
解
が
深
ま

っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
社
会
的
な
障
壁
が
残
り
、
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
に
は
至
っ

て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。 

 

も
と
よ
り
、
人
は
、
一
人
一
人
が
異
な
る
個
性
や
素
晴
ら
し
い
持
ち
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
誰
も
が
自
分
の
持
ち
味
を
生
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
誰
か
を
笑
顔
に
し
、
明
る
い
社
会

を
築
く
こ
と
が
で
き
る
。
思
い
や
り
や
助
け
合
い
の
心
を
育
む
風
土
に
生
き
る
私
た
ち
一
人
一
人

の
持
ち
味
を
生
か
せ
る
社
会
を
つ
く
る
こ
と
が
、
明
日
の
埼
玉
県
の
原
動
力
に
な
る
。 

 

障
害
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
、
互
い
を
理
解
し
、
思
い
や
り
、
共
に
支
え
合
う
心
を
持
つ
こ
と

に
よ
り
、
誰
も
が
安
心
し
て
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
、
ひ
い
て
は
、
誰
も
が
生
き
が
い
を
感
じ
ら

れ
る
埼
玉
県
が
つ
く
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
私
た
ち
は
確
信
し
て
い
る
。 

 

こ
こ
に
、
私
た
ち
は
、
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
を
解
消
し
、
障
害
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
分

け
隔
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
相
互
に
人
格
と
個
性
が
尊
重
さ
れ
る
共
生
社
会
を
推
進
す
る
こ
と
を

決
意
し
、
全
て
の
人
が
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
け
る
埼
玉
県
を
つ
く
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
制
定



す
る
。 

第
一
章 

総
則 

（
目
的
） 

第
一
条 
こ
の
条
例
は
、
障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
約
、
障
害
者
基
本
法
（
昭
和
四
十
五
年
法

律
第
八
十
四
号
）
及
び
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

五
年
法
律
第
六
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
共
生
社
会
の
推
進
に

関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
並
び
に
県
、
県
民
、
地
域
活
動
団
体
及
び
事
業
者
の
責
務
を
明
ら

か
に
す
る
と
と
も
に
、
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
共
生
社
会
の
実
現

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
障
害
者
」
と
は
、
身
体
障
害
、
知
的
障
害
、
精
神
障
害
（
発
達

障
害
及
び
高
次
脳
機
能
障
害
を
含
む
。
）
、
難
病
（
治
療
方
法
が
確
立
し
て
い
な
い
疾
病
そ
の

他
の
特
殊
の
疾
病
を
い
う
。
）
に
起
因
す
る
障
害
そ
の
他
の
心
身
の
機
能
の
障
害
（
以
下
「
障

害
」
と
総
称
す
る
。
）
が
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
障
害
及
び
社
会
的
障
壁
に
よ
り
継
続
的
に
日
常

生
活
又
は
社
会
生
活
に
相
当
な
制
限
を
受
け
る
状
態
に
あ
る
も
の
を
い
う
。 

２ 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
社
会
的
障
壁
」
と
は
、
障
害
が
あ
る
者
に
と
っ
て
日
常
生
活
又
は
社

会
生
活
を
営
む
上
で
障
壁
と
な
る
よ
う
な
社
会
に
お
け
る
事
物
、
制
度
、
慣
行
、
観
念
そ
の
他

一
切
の
も
の
を
い
う
。 

（
基
本
理
念
） 

第
三
条 

共
生
社
会
（
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
を
解
消
し
、
障
害
者
と
障
害
者
で
な
い
者
と
が

分
け
隔
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
、
地
域
の
中
で
共

に
手
を
取
り
合
っ
て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
社
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
推
進
は
、
全
て

の
障
害
者
が
、
障
害
者
で
な
い
者
と
等
し
く
、
性
別
や
年
齢
等
に
か
か
わ
ら
ず
、
基
本
的
人
権

を
享
有
す
る
個
人
と
し
て
そ
の
尊
厳
が
重
ん
ぜ
ら
れ
、
そ
の
尊
厳
に
ふ
さ
わ
し
い
生
活
を
保
障

さ
れ
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
と
し
て
行
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

全
て
障
害
者
は
、
社
会
を
構
成
す
る
一
員
と
し
て
、
社
会
、
経
済
、
文
化
そ
の
他
の
あ
ら

ゆ
る
分
野
の
活
動
に
参
加
す
る
機
会
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
。 

 

二 

全
て
障
害
者
は
、
可
能
な
限
り
、
ど
こ
で
誰
と
生
活
す
る
か
に
つ
い
て
の
選
択
の
機
会
が

確
保
さ
れ
、
地
域
社
会
に
お
い
て
他
の
人
々
と
共
生
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
こ
と
。 

 

三 

全
て
障
害
者
は
、
可
能
な
限
り
、
言
語
（
手
話
を
含
む
。
）
そ
の
他
の
意
思
疎
通
の
た
め

の
手
段
に
つ
い
て
の
選
択
の
機
会
が
確
保
さ
れ
る
と
と
も
に
、
情
報
の
取
得
又
は
利
用
の
た

め
の
手
段
に
つ
い
て
の
選
択
の
機
会
の
拡
大
が
図
ら
れ
る
こ
と
。 

 

四 

何
人
に
も
、
社
会
的
障
壁
に
係
る
問
題
が
認
識
さ
れ
、
障
害
及
び
障
害
者
に
関
す
る
理
解



が
深
ま
る
こ
と
。 

（
県
の
責
務
） 

第
四
条 

県
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
の
っ
と
り
、

障
害
及
び
障
害
者
並
び
に
共
生
社
会
に
関
す
る
理
解
を
広
め
、
共
生
社
会
の
推
進
に
関
し
て
必

要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

県
は
、
共
生
社
会
を
推
進
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
そ
の
他
関
係
機
関
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
市
町
村
等
」
と
い
う
。
）
と
連
携
す
る
と
と
も
に
、
当
該
市
町
村
等
に
対
し
、
情

報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

県
は
、
共
生
社
会
を
推
進
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
講
ず
る
施
策
が
障
害
者
及
び
そ
の
家

族
そ
の
他
の
関
係
者
の
立
場
に
立
っ
た
も
の
と
な
る
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
県
民
及
び
地
域
活
動
団
体
の
責
務
） 

第
五
条 

県
民
及
び
地
域
活
動
団
体
（
地
域
で
文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
活
動
に

取
り
組
む
団
体
を
い
う
。
第
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
障
害
及

び
障
害
者
並
び
に
共
生
社
会
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
共
生
社
会
の
推
進
に
寄
与

す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
事
業
者
の
責
務
） 

第
六
条 

事
業
者
（
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
基
本

理
念
に
の
っ
と
り
、
障
害
及
び
障
害
者
並
び
に
共
生
社
会
に
関
す
る
理
解
を
深
め
、
社
会
的
障

壁
の
除
去
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
か
つ
合
理
的
な
配
慮
に
努
め
、
共
生
社
会
の
推
進
に
寄
与
す

る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
章 

共
生
社
会
を
推
進
す
る
た
め
の
施
策 

（
普
及
啓
発
） 

第
七
条 

県
は
、
県
民
、
地
域
活
動
団
体
及
び
事
業
者
が
障
害
及
び
障
害
者
並
び
に
共
生
社
会
に

関
す
る
理
解
を
深
め
る
よ
う
、
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
事
例
を
周
知
す
る
等
に
よ
り
普
及

啓
発
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
交
流
の
機
会
の
拡
大
及
び
充
実
） 

第
八
条 

県
は
、
障
害
者
と
障
害
者
で
な
い
者
と
の
交
流
の
機
会
の
拡
大
及
び
充
実
を
図
り
、
そ

の
相
互
理
解
を
促
進
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
社
会
参
加
の
促
進
） 

第
九
条 

県
は
、
地
域
社
会
等
に
お
け
る
活
動
を
通
じ
た
障
害
者
の
社
会
参
加
の
促
進
の
た
め
、

必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
教
育
の
推
進
） 

 

第
十
条 

県
は
、
学
校
に
お
い
て
、
児
童
及
び
生
徒
が
障
害
及
び
障
害
者
並
び
に
共
生
社
会
に
関

す
る
正
し
い
知
識
を
持
つ
た
め
の
教
育
が
行
わ
れ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 



２ 

県
は
、
共
生
社
会
の
推
進
に
果
た
す
べ
き
教
育
の
役
割
の
重
要
性
に
鑑
み
、
障
害
者
が
障
害

者
で
な
い
者
と
共
に
学
び
、
必
要
な
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
教
育
の
支
援
体
制

の
整
備
及
び
充
実
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
意
思
疎
通
の
手
段
の
確
保
） 

第
十
一
条 
県
は
、
障
害
者
が
円
滑
に
情
報
を
取
得
し
及
び
利
用
し
、
そ
の
意
思
を
表
示
し
、
並

び
に
他
人
と
の
意
思
疎
通
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
障
害
者
の
意
思
疎
通
を
仲
介
す
る
者

の
養
成
等
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

県
は
、
災
害
そ
の
他
非
常
の
事
態
の
場
合
に
、
障
害
者
に
対
し
そ
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、

必
要
な
情
報
が
迅
速
か
つ
的
確
に
伝
え
ら
れ
る
よ
う
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
就
労
の
促
進
等
） 

第
十
二
条 

県
は
、
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
て
、
障
害
者
の
職
業
選
択
の
自
由
を
尊
重
し
つ
つ
、

障
害
者
が
そ
の
能
力
に
応
じ
て
適
切
な
職
業
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、

障
害
者
の
多
様
な
就
労
の
機
会
の
拡
大
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
表
彰
） 

第
十
三
条 

県
は
、
共
生
社
会
の
推
進
に
特
に
功
績
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
対
し
、
表
彰

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

（
職
員
の
育
成
等
） 

第
十
四
条 

県
は
、
障
害
者
に
対
し
て
適
切
な
支
援
を
行
う
た
め
、
医
療
、
保
健
、
福
祉
、
教
育

等
の
業
務
に
お
い
て
、
専
門
的
知
識
又
は
技
能
を
有
す
る
職
員
の
育
成
、
配
置
そ
の
他
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
財
政
上
の
措
置
） 

第
十
五
条 

県
は
、
共
生
社
会
の
推
進
の
た
め
の
施
策
に
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う

努
め
る
も
の
と
す
る
。 

第
三
章 

障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
を
解
消
す
る
た
め
の
施
策 

（
差
別
の
禁
止
） 

第
十
六
条 

何
人
も
、
障
害
者
に
対
し
て
、
障
害
を
理
由
と
す
る
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す
る

こ
と
に
よ
り
、
障
害
者
の
権
利
利
益
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

県
は
、
そ
の
事
務
又
は
事
業
を
行
う
に
当
た
り
、
障
害
者
か
ら
現
に
社
会
的
障
壁
の
除
去
を

必
要
と
し
て
い
る
旨
の
意
思
の
表
明
（
障
害
者
の
保
護
者
そ
の
他
の
関
係
者
が
本
人
を
補
佐
し

て
行
っ
た
も
の
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
実
施
に

伴
う
負
担
が
過
重
で
な
い
と
き
は
、
障
害
者
の
権
利
利
益
を
侵
害
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
よ
う
、

当
該
障
害
者
の
性
別
、
年
齢
及
び
障
害
の
状
態
に
応
じ
て
、
社
会
的
障
壁
の
除
去
の
実
施
に
つ

い
て
必
要
か
つ
合
理
的
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
を
行
う
に
当
た
り
、
障
害
者
か
ら
現
に
社
会
的
障
壁
の
除
去
を
必
要



と
し
て
い
る
旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
実
施
に
伴
う
負
担
が
過
重
で

な
い
と
き
は
、
障
害
者
の
権
利
利
益
を
侵
害
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
よ
う
、
当
該
障
害
者
の
性

別
、
年
齢
及
び
障
害
の
状
態
に
応
じ
て
、
社
会
的
障
壁
の
除
去
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
か
つ
合

理
的
な
配
慮
を
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
特
定
相
談
及
び
広
域
専
門
相
談
員
） 

第
十
七
条 

県
は
、
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
に
関
す
る
相
談
（
以
下
「
特
定
相
談
」
と
い
う
。
）

に
応
じ
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

県
は
、
特
定
相
談
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

一 

特
定
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
助
言
及
び
情
報
提
供
を
行
う
こ
と
。 

 

二 

特
定
相
談
に
応
じ
、
関
係
者
間
の
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
。 

 

三 

関
係
行
政
機
関
へ
の
通
告
、
通
報
そ
の
他
の
通
知
を
行
う
こ
と
。 

３ 

県
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
、
専
門
的
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
に
、
こ

れ
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

前
項
の
業
務
を
行
う
者
は
、
広
域
専
門
相
談
員
と
称
す
る
。 

（
助
言
又
は
あ
っ
せ
ん
の
申
立
て
） 

第
十
八
条 

障
害
者
は
、
自
己
に
対
し
て
、
事
業
者
が
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
不
当
な
差

別
的
取
扱
い
を
し
た
事
案
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
必
要
か
つ
合
理
的
な
配
慮
を
し
な
か

っ
た
事
案
（
以
下
「
対
象
事
案
」
と
い
う
。
）
の
解
決
を
図
る
た
め
、
知
事
に
対
し
、
助
言
又

は
あ
っ
せ
ん
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

対
象
事
案
に
係
る
障
害
者
の
保
護
者
そ
の
他
の
関
係
者
は
、
前
項
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
当
該
障
害
者
の
意
に
反
す
る
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

前
二
項
の
申
立
て
は
、
前
条
に
規
定
す
る
特
定
相
談
を
経
た
後
で
な
け
れ
ば
、
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。 

４ 

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五

年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
四
条
の
五
に
規
定
す
る
紛
争
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

（
事
実
の
調
査
） 

第
十
九
条 

知
事
は
、
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
立
て
に

係
る
事
実
の
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
申
立
て
が
な
さ
れ
た
対
象
事
案
に
関
係
す
る
者
（
当
該
申
立
て

を
行
っ
た
者
を
含
む
。
以
下
「
対
象
事
案
関
係
者
」
と
い
う
。
）
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場

合
を
除
き
、
前
項
の
調
査
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
助
言
又
は
あ
っ
せ
ん
） 

第
二
十
条 

知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
助
言
又
は
あ
っ
せ
ん
を
行
う
も



の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一 

助
言
又
は
あ
っ
せ
ん
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
。 

 
二 

対
象
事
案
が
そ
の
性
質
上
助
言
又
は
あ
っ
せ
ん
を
す
る
の
に
適
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
助
言
又
は
あ
っ
せ
ん
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
対
象
事

案
関
係
者
に
対
し
、
助
言
及
び
あ
っ
せ
ん
に
あ
っ
て
は
対
象
事
案
に
係
る
説
明
若
し
く
は
意
見

の
表
明
又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
、
あ
っ
せ
ん
に
あ
っ
て
は
そ
の
あ
っ
せ
ん
案
を
作
成
し
、
こ

れ
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
勧
告
） 

第
二
十
一
条 

知
事
は
、
対
象
事
案
に
係
る
事
業
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
前
条
の
あ
っ
せ
ん

に
従
わ
な
い
場
合
（
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
応
じ
な
い
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い

て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
事
業
者
に
対
し
、
当
該
あ
っ
せ
ん
に
従
い
、
又
は

当
該
求
め
に
応
じ
る
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
公
表
） 

第
二
十
二
条 

知
事
は
、
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
に
係
る
前
条
の

規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
当
該
勧
告
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
そ

の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
意
見
の
聴
取
） 

第
二
十
三
条 

知
事
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
公
表
に
係

る
者
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
通
知
し
、
そ
の
者
又
は
そ
の
代
理
人
の
出
席
を
求
め
、

意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
地
域
協
議
会
） 

第
二
十
四
条 

県
は
、
地
域
に
お
け
る
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
に
関
す
る
相
談
等
に
つ
い
て
情

報
を
共
有
し
、
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
を
解
消
す
る
た
め
の
取
組
を
効
果
的
か
つ
円
滑
に
行

う
た
め
、
法
第
十
七
条
に
規
定
す
る
障
害
者
差
別
解
消
支
援
地
域
協
議
会
を
組
織
す
る
も
の
と

す
る
。 

 
 

 

第
四
章 

雑
則 

（
委
任
） 

第
二
十
五
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

規
則
で
定
め
る
。 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
八
条
か
ら
第
二

十
三
条
ま
で
の
規
定
は
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

県
は
、
社
会
状
況
の
変
化
等
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
こ
の
条
例
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
う

も
の
と
す
る
。 



条

例 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
十
九
号 

 
 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
条
例
（
平
成
二

十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

目
次
中
「
第
百
五
十
条
・
第
百
五
十
一
条
」
を
「
第
百
五
十
条
―
第
百
五
十
一
条
」
に
、
「
第

百
六
十
条
・
第
百
六
十
一
条
」
を
「
第
百
六
十
条
―
第
百
六
十
一
条
」
に
改
め
る
。 

第
九
十
七
条
中
「
第
百
十
一
条
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
改
め
る
。 

第
百
五
十
条
中
「
次
条
」
を
「
第
百
五
十
一
条
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
に
関
す
る
特
例
） 

第
百
五
十
条
の
二
１
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
に
関
す
る
特
例
に
係
る
基
準
は
、

省
令
第
百
六
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
基
準
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 

第
百
六
十
条
中
「
次
条
」
を
「
第
百
六
十
一
条
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
に
関
す
る
特
例
） 

第
百
六
十
条
の
二
１
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
等
に
関
す
る
特
例
に
係
る
基
準
は
、

省
令
第
百
七
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
基
準
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  



条

例 

児
童
福
祉
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
号 

 
 

 

児
童
福
祉
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

児
童
福
祉
法
施
行
条
例
（
平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

第
六
十
条
の
見
出
し
中
「
指
定
通
所
介
護
事
業
所
」
を
「
指
定
通
所
介
護
事
業
所
等
」
に
改
め
、

同
条
中
「
指
定
通
所
介
護
事
業
者
を
い
う
。
）
」
の
下
に
「
又
は
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事

業
者
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十

八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
者
を

い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定
通
所
介
護
」
を
「
）
又
は
指
定
地
域
密

着
型
通
所
介
護
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
十
九
条
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
通

所
介
護
を
い
う
。
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定
通
所
介
護
等
」
に
、
「
当
該
指
定
通
所
介

護
」
を
「
当
該
指
定
通
所
介
護
等
」
に
改
め
、
「
指
定
通
所
介
護
事
業
所
を
い
う
。
）
」
の
下
に

「
又
は
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
二
十
条
第
一

項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
を
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
六
十
条
の
二
中
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
」
を
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



条

例 

 

埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政
安
定
化
基
金
条
例
（
平
成
二
十
年
埼
玉
県
条
例
第
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
中
「
十
万
分
の
四
十
四
」
を
「
零
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



条

例 

埼
玉
県
国
民
健
康
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
二
号 

 
 

 

埼
玉
県
国
民
健
康
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例 

 

（
設
置
） 

第
一
条 

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
。
第
五
条
及
び
附
則
第
三
項

に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
民
健
康
保
険

の
財
政
の
安
定
化
を
図
る
た
め
、
埼
玉
県
国
民
健
康
保
険
財
政
安
定
化
基
金
（
以
下
「
基
金
」

と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。 

 

（
積
立
て
） 

第
二
条 

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
当
該
積
立
て
を
す
る
年
度
の
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予

算
で
定
め
る
額
と
す
る
。 

 

（
管
理
） 

第
三
条 

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に

よ
り
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
る
こ
と

が
で
き
る
。 

 

（
運
用
益
金
の
処
理
） 

第
四
条 

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、
こ
の
基

金
に
編
入
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
処
分
） 

第
五
条 

基
金
は
、
法
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
に
必
要
な
費
用
の
財
源
に

充
て
る
場
合
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
限
り
、
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
委
任
） 

第
六
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定

め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
一
条
の
規



定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
。

第
五
条
及
び
附
則
第
三
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る

の
は
、
「
持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
一
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項
」
と
す
る
。 

 

（
処
分
の
特
例
） 

３ 

基
金
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
五
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
附
則
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
一
部
を
処
分
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 



条

例 

埼
玉
県
医
師
育
成
奨
学
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
三
号 

埼
玉
県
医
師
育
成
奨
学
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
医
師
育
成
奨
学
金
貸
与
条
例
（
平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
奨
学
金
の
種
類
） 

第
二
条
の
二 

第
一
条
に
規
定
す
る
奨
学
金
（
以
下
「
奨
学
金
」
と
い
う
。
）
の
種
類
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。 

一 

埼
玉
県
出
身
者
奨
学
金
（
次
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
出
身
者
奨
学
金
」

と
い
う
。
） 

二 

指
定
大
学
在
学
者
奨
学
金
（
次
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
指
定
大
学
奨

学
金
」
と
い
う
。
） 

 

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
貸
与
の
対
象
者
） 

第
三
条 

奨
学
金
の
貸
与
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
奨
学
金
の
種
類

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。 

一 

出
身
者
奨
学
金 

次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
者 

イ 

県
外
の
大
学
の
医
学
を
履
修
す
る
課
程
に
在
学
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

貸
与
の
申
請
の
時
に
県
外
の
大
学
の
医
学
を
履
修
す
る
課
程
に
入
学
す
る
意
思
を
有
す

る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

貸
与
の
申
請
の
時
に
、
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
、
県
内
の
高
等
学
校
を
卒
業
す
る
見

込
み
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
卒
業
し
た
者
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
規

則
で
定
め
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

ニ 

医
師
免
許
を
得
た
後
、
特
定
地
域
の
公
的
医
療
機
関
又
は
特
定
診
療
科
等
に
医
師
と
し

て
勤
務
す
る
意
思
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

二 

指
定
大
学
奨
学
金 

次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
者 

イ 

知
事
が
指
定
す
る
県
外
の
大
学
の
医
学
を
履
修
す
る
課
程
に
在
学
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

貸
与
の
申
請
の
時
に
、
知
事
が
指
定
す
る
県
外
の
大
学
の
医
学
を
履
修
す
る
課
程
に
入

学
す
る
意
思
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
当
該
大
学
の
医
学
を
履
修
す
る
課
程
の
第

一
学
年
に
在
学
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。 



ハ 

医
師
免
許
を
得
た
後
、
特
定
地
域
の
公
的
医
療
機
関
又
は
特
定
診
療
科
等
に
医
師
と
し

て
勤
務
す
る
意
思
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

２ 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
奨
学
金
と
同
種
の
も
の
（
第
六
条
第
三
号
に
お
い
て
「
同
種

の
奨
学
金
」
と
い
う
。
）
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
者
は
、
奨
学
金
の
貸
与
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
。 

３ 

出
身
者
奨
学
金
及
び
指
定
大
学
奨
学
金
は
、
同
時
に
貸
与
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

第
四
条
第
二
項
中
「
前
条
第
三
号
及
び
」
を
「
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
並
び
に
」

に
改
め
、
「
か
か
わ
ら
ず
」
の
下
に
「
、
同
項
に
規
定
す
る
奨
学
金
の
貸
与
の
額
の
ほ
か
、
奨
学

金
の
貸
与
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
（
貸
与
の
申
請
の
時
に
知
事
が
指
定
す
る
県
外
の
大
学
の

医
学
を
履
修
す
る
課
程
の
第
一
学
年
に
在
学
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
」
を
、
「
額
を
」
の
下

に
「
奨
学
金
と
し
て
」
を
加
え
る
。 

 

第
六
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

一 

県
外
の
大
学
の
医
学
を
履
修
す
る
課
程
に
入
学
せ
ず
、
又
は
在
学
し
な
く
な
っ
た
と
き
。 

 

第
六
条
中
第
四
号
を
第
六
号
と
し
、
第
三
号
を
第
五
号
と
し
、
第
二
号
を
第
四
号
と
し
、
同
条

第
一
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

二 

医
師
免
許
を
得
た
後
、
特
定
地
域
の
公
的
医
療
機
関
又
は
特
定
診
療
科
等
に
医
師
と
し
て

勤
務
す
る
意
思
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
き
。 

三 

同
種
の
奨
学
金
の
貸
与
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



条 
 

例 

 

埼
玉
県
自
殺
対
策
緊
急
強
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
自
殺
対
策
緊
急
強
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
自
殺
対
策
緊
急
強
化
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に

改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



条

例 

 

埼
玉
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
三
月
二
十
七
日
埼
玉
県
条
例
第
十

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
八
号
第
一
項
第
六
号
中
「
二
千
円
」
を
「
四
千
円
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



条

例 

食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
六
号 

食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

食
品
衛
生
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

別
表
第
一
第
一
号
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

イ 

共
通
基
準 

管
理
運
営
の
基
準
は
、
次
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。 

 

危
害
分
析
・
重
要
管
理
点
方
式
（
食
品
の
安
全
性
を
確
保
す
る
上
で
重
要
な
危
害
の

原
因
と
な
る
物
質
及
び
当
該
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
工
程
の
特
定
、
評
価
及

び
管
理
を
行
う
衛
生
管
理
の
方
式
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
用
い
る
場
合
の
基
準 

食
品
取
扱
施
設
等
に
お
け
る
衛
生
管
理 

一
般
事
項 

 

日
常
点
検
を
含
む
衛
生
管
理
を
計
画
的
に
実
施
す
る
こ
と
。 

 

施
設
、
設
備
及
び
機
械
器
具
類
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
構
造
及
び
材
質
並

び
に
取
り
扱
う
食
品
、
添
加
物
（
以
下
「
食
品
等
」
と
い
う
。
）
及
び
容
器
包

装
の
特
性
を
考
慮
し
、
適
切
な
清
掃
、
洗
浄
及
び
消
毒
の
方
法
を
定
め
、
必
要

に
応
じ
、
手
順
書
を
作
成
す
る
こ
と
。 

 

施
設
、
設
備
、
人
的
能
力
等
に
応
じ
た
食
品
等
の
取
扱
い
を
行
い
、
適
切
な

受
注
管
理
を
行
う
こ
と
。 

施
設
の
衛
生
管
理 

 

施
設
及
び
そ
の
周
辺
は
、
定
期
的
に
清
掃
し
、
衛
生
上
支
障
が
な
い
よ
う
に

維
持
す
る
こ
と
。 

 

製
造
室
、
加
工
室
、
調
理
室
、
処
理
室
、
保
管
室
、
販
売
所
等
（
以
下
「
作

業
室
」
と
い
う
。
）
に
は
、
不
必
要
な
物
品
等
を
置
か
な
い
こ
と
。 

 

作
業
室
内
の
壁
、
天
井
及
び
床
は
、
常
に
清
潔
に
保
つ
こ
と
。 

 

作
業
室
の
採
光
、
照
明
及
び
換
気
を
十
分
に
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
、

適
切
な
温
度
及
び
湿
度
の
管
理
を
行
う
こ
と
。 

 

作
業
室
（
販
売
所
を
除
く
。
）
の
窓
及
び
出
入
口
は
、
開
放
し
な
い
こ
と
。

開
放
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ち
り
、
ね
ず
み
、
昆
虫
等
の
侵
入
を
防
止
す
る

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

（１） 

  

（一） 

（イ） 

（ⅰ） （ⅱ） 

   

（ⅲ） 

 

（ロ） 

（ⅰ） 

 

（ⅱ） 

 

（ⅲ） （ⅳ） 

 

（ⅴ） 



 

排
水
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
排
水
溝
等
の
清
掃
及
び
補
修
を
行
う
こ
と
。 

 

便
所
は
、
常
に
清
潔
に
し
、
定
期
的
に
清
掃
及
び
消
毒
を
行
う
こ
と
。 

 

洗
浄
設
備
は
、
常
に
清
潔
に
保
つ
こ
と
。 

 

手
洗
い
設
備
は
、
手
指
等
の
洗
浄
が
適
切
に
で
き
る
よ
う
維
持
す
る
と
と
も

に
、
水
を
十
分
に
供
給
し
、
手
指
等
の
消
毒
剤
等
を
備
え
、
常
に
使
用
で
き
る

状
態
に
し
て
お
く
こ
と
。 

 

施
設
、
設
備
等
の
清
掃
用
器
材
は
、
必
要
に
応
じ
、
洗
浄
し
、
乾
燥
さ
せ
、

常
に
清
潔
に
し
て
お
く
と
と
も
に
、
専
用
の
場
所
に
保
管
す
る
こ
と
。 

 

作
業
室
に
は
、
従
事
者
以
外
の
者
を
立
ち
入
ら
せ
な
い
こ
と
。
や
む
を
得
ず

立
ち
入
ら
せ
る
場
合
は
、
（ル）

（ⅴ）
、
（ⅶ）
及
び
（ⅷ）
の
規
定
に
従
わ
せ
る
こ
と
。 

 

作
業
室
に
は
、
動
物
を
入
れ
な
い
こ
と
。 

食
品
等
の
取
扱
設
備
の
衛
生
管
理 

 

衛
生
保
持
の
た
め
、
機
械
器
具
類
は
、
そ
の
使
用
目
的
に
応
じ
て
使
用
す
る

こ
と
。 

 

機
械
器
具
類
及
び
そ
の
部
品
は
、
洗
浄
及
び
消
毒
を
行
い
、
所
定
の
場
所
に

衛
生
的
に
保
管
す
る
こ
と
。 

 

機
械
器
具
類
及
び
そ
の
部
品
の
洗
浄
に
洗
剤
を
使
用
す
る
場
合
は
、
適
正
な

洗
剤
を
適
正
な
濃
度
で
使
用
す
る
こ
と
。 

 

機
械
器
具
類
は
、
常
に
点
検
し
、
故
障
又
は
破
損
が
あ
る
と
き
は
、
速
や
か

に
補
修
し
、
常
に
適
正
に
使
用
で
き
る
よ
う
整
備
し
て
お
く
こ
と
。 

 

温
度
計
、
圧
力
計
、
流
量
計
等
の
計
器
類
及
び
滅
菌
、
殺
菌
、
除
菌
又
は
浄

水
に
用
い
る
装
置
に
つ
い
て
、
そ
の
機
能
を
定
期
的
に
点
検
す
る
こ
と
。
ま
た
、

そ
の
点
検
結
果
を
記
録
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

ふ
き
ん
、
包
丁
、
ま
な
板
、
保
護
防
具
等
は
、
洗
浄
し
、
熱
湯
、
蒸
気
、
消

毒
剤
等
で
消
毒
し
、
乾
燥
さ
せ
る
こ
と
。
特
に
、
食
品
等
に
直
接
触
れ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
汚
染
の
都
度
又
は
作
業
終
了
後
に
洗
浄
及
び
消
毒
を
十
分
に
行

う
こ
と
。 

 

洗
浄
剤
、
消
毒
剤
そ
の
他
化
学
物
質
に
つ
い
て
は
、
使
用
、
保
管
等
の
取
扱

い
に
十
分
注
意
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
、
容
器
に
内
容
物
の
名
称
を
表

示
す
る
等
に
よ
り
食
品
等
へ
の
混
入
を
防
止
す
る
こ
と
。 

ね
ず
み
、
昆
虫
等
の
対
策 

 

施
設
及
び
そ
の
周
囲
に
お
い
て
は
、
ね
ず
み
、
昆
虫
等
の
繁
殖
場
所
を
排
除

す
る
と
と
も
に
、
施
設
内
へ
の
侵
入
を
防
止
す
る
こ
と
。 

 

ね
ず
み
、
昆
虫
等
の
生
息
状
況
を
定
期
的
に
調
査
し
、
そ
の
発
生
を
認
め
た

（ⅵ） （ⅶ） （ⅷ） （ⅸ） 

  

（ⅹ） 

 

（ⅺ） 

 

（ⅻ） 

（ハ） 

（ⅰ） 

 

（ⅱ） 

 

（ⅲ） 

 

（ⅳ） 

 

（ⅴ） 

  

（ⅵ） 

   

（ⅶ） 

  

（ニ） 

（ⅰ） 

 

（ⅱ） 

（ル）

（ⅴ） 

（ⅶ） 

（ⅷ） 



と
き
は
、
食
品
等
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
直
ち
に
駆
除
作
業
を
実
施
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
実
施
記
録
を
一
年
間
保
存
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
建
築
物
に

お
い
て
考
え
ら
れ
る
有
効
か
つ
適
切
な
技
術
の
組
合
せ
及
び
ね
ず
み
、
昆
虫
等

の
生
息
調
査
結
果
を
踏
ま
え
対
策
を
講
ず
る
等
に
よ
り
確
実
に
そ
の
目
的
が
達

成
で
き
る
方
法
で
あ
れ
ば
、
そ
の
施
設
の
状
況
に
応
じ
た
方
法
、
頻
度
で
実
施

す
る
こ
と
と
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。 

 

殺
そ
剤
又
は
殺
虫
剤
を
用
い
る
場
合
は
、
食
品
等
、
器
具
及
び
容
器
包
装
を

汚
染
し
な
い
よ
う
そ
の
取
扱
い
を
適
切
に
行
う
こ
と
。 

 

原
材
料
、
製
品
、
包
装
資
材
等
は
、
ね
ず
み
、
昆
虫
等
に
よ
る
汚
染
防
止
対

策
を
講
じ
た
上
で
保
管
す
る
こ
と
。 

使
用
水
等
の
管
理 

 

作
業
室
で
使
用
す
る
水
は
、
飲
用
適
の
水
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
冷
却
又

は
食
品
等
の
安
全
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
工
程
で
使
用
す
る
水
は
こ
の
限
り
で

な
い
が
、
当
該
水
を
飲
用
適
の
水
に
混
入
し
な
い
こ
と
。 

 

水
道
水
以
外
の
水
を
使
用
す
る
場
合
は
、
年
一
回
以
上
水
質
検
査
を
行
い
、

そ
の
成
績
書
を
一
年
以
上
（
取
り
扱
う
食
品
等
の
賞
味
期
限
を
考
慮
し
た
流
通

期
間
が
一
年
以
上
の
場
合
は
、
当
該
期
間
）
保
管
す
る
こ
と
。
ま
た
、
不
慮
の

災
害
等
に
よ
り
水
源
等
が
汚
染
さ
れ
た
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
都
度

水
質
検
査
を
行
う
こ
と
。 

 

水
質
検
査
の
結
果
、
飲
用
適
の
水
で
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
使
用
を

中
止
し
、
知
事
の
指
示
を
受
け
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

貯
水
槽
を
使
用
す
る
場
合
は
、
定
期
的
に
清
掃
し
、
清
潔
に
保
つ
こ
と
。 

 

水
道
水
以
外
の
水
を
使
用
す
る
場
合
は
、
常
に
殺
菌
装
置
又
は
浄
水
装
置
が

正
常
に
作
動
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
結
果
を
記

録
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

飲
食
の
用
に
供
し
、
又
は
飲
食
物
に
直
接
接
触
す
る
氷
は
、
適
切
に
管
理
さ

れ
た
給
水
設
備
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
た
飲
用
適
の
水
か
ら
つ
く
る
こ
と
。 

 

使
用
し
た
水
を
再
利
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
食
品
の
安
全
性
に
影
響
し

な
い
よ
う
必
要
な
処
理
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
処
理
工
程
を
適
切
に
管
理
す

る
こ
と
。 

廃
棄
物
及
び
排
水
の
取
扱
い 

 

廃
棄
物
の
保
管
及
び
そ
の
処
理
の
方
法
を
定
め
、
必
要
に
応
じ
、
手
順
書
を

作
成
す
る
こ
と
。 

 

廃
棄
物
の
容
器
は
、
他
の
容
器
と
明
確
に
区
別
し
、
汚
液
又
は
汚
臭
が
漏
れ
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な
い
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
常
に
清
潔
に
し
て
お
く
こ
と
。 

 

廃
棄
物
は
、
作
業
室
外
に
保
管
す
る
こ
と
。 

 

廃
棄
物
の
保
管
場
所
は
、
周
囲
の
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
適
切

に
管
理
す
る
こ
と
。 

 

廃
棄
物
及
び
排
水
の
処
理
は
、
適
切
に
行
う
こ
と
。 

危
害
分
析
・
重
要
管
理
点
方
式
を
用
い
て
衛
生
管
理
を
実
施
す
る
班
の
編
成 

 

危
害
分
析
・
重
要
管
理
点
方
式
を
用
い
て
衛
生
管
理
を
実
施
す
る
場
合
は
、
法

第
四
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
く
食
品
衛
生
管
理
者
、
食
品
衛
生
責
任
者
（
施
設
又

は
そ
の
部
門
ご
と
に
、
当
該
施
設
又
は
部
門
に
お
い
て
従
事
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、

営
業
者
が
定
め
る
食
品
衛
生
に
関
す
る
責
任
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他

の
製
品
に
つ
い
て
の
知
識
及
び
専
門
的
な
技
術
を
有
す
る
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る

班
を
編
成
す
る
こ
と
。
な
お
、
危
害
分
析
・
重
要
管
理
点
方
式
に
関
す
る
専
門
的

な
知
識
及
び
助
言
は
、
関
係
団
体
、
行
政
機
関
及
び
出
版
物
等
か
ら
得
る
よ
う
努

め
る
こ
と
。 

製
品
説
明
書
及
び
製
造
工
程
一
覧
図
の
作
成 

 

製
品
に
つ
い
て
、
原
材
料
等
の
組
成
、
物
理
的
・
化
学
的
性
質
（
水
分
活
性
、

水
素
イ
オ
ン
濃
度
等
を
い
う
。
）
、
殺
菌
・
静
菌
処
理
（
加
熱
処
理
、
凍
結
、

加
塩
、
く
ん
煙
等
を
い
う
。
）
、
包
装
、
保
存
性
、
保
管
条
件
及
び
流
通
方
法

等
の
安
全
性
に
関
す
る
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
製
品
説
明
書
を
作
成
す
る
こ

と
。
ま
た
、
製
品
説
明
書
に
は
想
定
す
る
使
用
方
法
や
消
費
者
層
等
を
記
述
す

る
こ
と
。 

 

製
品
の
全
て
の
製
造
工
程
が
記
載
さ
れ
た
製
造
工
程
一
覧
図
を
作
成
す
る
こ

と
。 

 

製
造
工
程
一
覧
図
に
つ
い
て
、
実
際
の
製
造
工
程
及
び
施
設
設
備
の
配
置
に

照
ら
し
合
わ
せ
て
適
切
か
否
か
の
確
認
を
行
い
、
適
切
で
な
い
場
合
に
は
、
製

造
工
程
一
覧
図
の
修
正
を
行
う
こ
と
。 

食
品
等
の
取
扱
い 

 

次
の
方
法
に
よ
り
食
品
等
の
製
造
工
程
に
お
け
る
全
て
の
潜
在
的
な
危
害
の
原

因
と
な
る
物
質
を
列
挙
し
、
危
害
分
析
を
実
施
し
て
特
定
さ
れ
た
危
害
の
原
因
と

な
る
物
質
を
管
理
す
る
こ
と
。 

 

製
造
工
程
ご
と
に
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
全
て
の
危
害
の
原
因
と
な
る
物

質
の
リ
ス
ト
（
以
下
「
危
害
要
因
リ
ス
ト
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
健
康
に

悪
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
及
び
（チ）

（ⅰ）
に
規
定
す
る
製
品
の
特
性
等
を
考
慮
し
、

各
製
造
工
程
に
お
け
る
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
原
因
と
な
る
物
質
を
特
定
す
る
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こ
と
。 

 

（ⅰ）
で
特
定
さ
れ
た
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
原
因
と
な
る
物
質
に
つ
い
て
、
危

害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
工
程
ご
と
に
、
当
該
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
原

因
と
な
る
物
質
及
び
当
該
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
（
以
下
「
管

理
措
置
」
と
い
う
。
）
を
検
討
し
、
危
害
要
因
リ
ス
ト
に
記
載
す
る
こ
と
。 

 
危
害
要
因
リ
ス
ト
に
お
い
て
特
定
さ
れ
た
危
害
の
原
因
と
な
る
物
質
に
よ
る

危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
製
造
工
程
の
う
ち
、
当
該
工
程
に
係
る
管
理

措
置
の
実
施
状
況
の
連
続
的
又
は
相
当
の
頻
度
の
確
認
（
以
下
「
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
」
と
い
う
。
）
を
必
要
と
す
る
も
の
（
以
下
「
重
要
管
理
点
」
と
い
う
。
）

を
定
め
る
と
と
も
に
、
重
要
管
理
点
を
定
め
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
を
記

載
し
た
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
。
ま
た
、
同
一
の
危
害
の
原
因
と
な
る
物
質
を

管
理
す
る
た
め
の
重
要
管
理
点
は
、
複
数
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
配

慮
す
る
こ
と
。
な
お
、
重
要
管
理
点
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
定
め
よ
う
と
す

る
重
要
管
理
点
に
お
け
る
管
理
措
置
が
、
危
害
の
原
因
と
な
る
物
質
を
十
分
に

管
理
で
き
な
い
場
合
は
、
当
該
重
要
管
理
点
又
は
そ
の
前
後
の
工
程
に
お
い
て

適
切
な
管
理
措
置
が
設
定
で
き
る
よ
う
、
製
品
又
は
製
造
工
程
を
見
直
す
こ
と
。 

 

個
々
の
重
要
管
理
点
に
つ
い
て
、
危
害
の
原
因
と
な
る
物
質
を
許
容
で
き
る

範
囲
ま
で
低
減
又
は
排
除
す
る
た
め
の
基
準
（
以
下
「
管
理
基
準
」
と
い
う
。
）

を
設
定
す
る
こ
と
。
管
理
基
準
は
、
危
害
の
原
因
と
な
る
物
質
に
係
る
許
容
の

可
否
を
判
断
す
る
基
準
で
あ
り
、
温
度
、
時
間
、
水
分
含
量
、
水
素
イ
オ
ン
濃

度
、
水
分
活
性
、
有
効
塩
素
等
の
ほ
か
、
測
定
で
き
る
指
標
又
は
外
観
及
び
食

感
の
よ
う
な
官
能
的
指
標
で
あ
る
こ
と
。 

 

管
理
基
準
の
遵
守
状
況
の
確
認
及
び
管
理
基
準
が
遵
守
さ
れ
て
い
な
い
製
造

工
程
を
経
た
製
品
の
出
荷
の
防
止
を
す
る
た
め
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
方
法
を
設

定
し
、
十
分
な
頻
度
で
実
施
す
る
こ
と
。
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
方
法
に
関
す
る
全

て
の
記
録
に
は
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実
施
し
た
担
当
者
及
び
責
任
者
に
よ
る
署

名
を
行
う
こ
と
。 

 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
よ
り
重
要
管
理
点
に
係
る
管
理
措
置
が
適
切
に
講
じ
ら
れ

て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
た
と
き
に
講
ず
べ
き
措
置
（
以
下
「
改
善
措
置
」
と
い

う
。
）
を
、
重
要
管
理
点
に
お
い
て
設
定
し
、
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
。
ま
た
、

改
善
措
置
に
は
、
管
理
基
準
が
遵
守
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
影
響
を
受
け

た
製
品
の
適
切
な
処
理
を
含
む
こ
と
。 

 

製
品
の
危
害
分
析
・
重
要
管
理
点
方
式
に
つ
い
て
、
食
品
衛
生
上
の
危
害
の

発
生
が
適
切
に
防
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
十
分
な
頻
度
で
検
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証
を
行
う
こ
と
。 

記
録
の
作
成
及
び
保
存 

 

（リ）

（ⅰ）
及
び

（ⅱ）
の
危
害
分
析
、
（リ）

（ⅲ）
の
重
要
管
理
点
の
決
定
及
び

（リ）

（ⅳ）
の
管

理
基
準
の
決
定
に
つ
い
て
記
録
を
作
成
し
、
保
存
す
る
こ
と
。 

 

（リ）

（ⅴ）
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、
（リ）

（ⅵ）
の
改
善
措
置
及
び
（リ）

（ⅶ）
の
検
証
に
つ
い
て

記
録
を
作
成
し
、
保
存
す
る
こ
と
。 

 

食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
の
防
止
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
取
り
扱
う

食
品
等
に
係
る
仕
入
元
、
製
造
又
は
加
工
等
の
状
態
、
出
荷
先
又
は
販
売
先
そ

の
他
必
要
な
事
項
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し
、
保
存
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

記
録
の
保
存
期
間
は
、
取
り
扱
う
食
品
等
の
流
通
実
態
、
消
費
期
限
、
賞
味

期
限
等
に
応
じ
て
合
理
的
な
期
間
を
設
定
す
る
こ
と
。 

 

食
中
毒
等
の
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
知
事
か
ら
要

請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
記
録
を
提
出
す
る
こ
と
。 

従
事
者
の
衛
生
管
理 

 

従
事
者
の
健
康
状
態
の
把
握
に
留
意
し
、
定
期
的
に
検
便
の
実
施
等
食
品
衛

生
上
必
要
な
健
康
診
断
を
行
う
こ
と
。 

 

知
事
か
ら
指
示
が
あ
っ
た
と
き
は
、
従
事
者
に
検
便
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
。 

 

従
事
者
が
飲
食
物
を
介
し
て
感
染
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
疾
病
に
か
か
っ
た
と

き
、
又
は
そ
の
疾
病
の
病
原
体
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
、
若

し
く
は
そ
の
疾
病
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
が
疑
わ
れ
る
症
状
を
有
す
る
と
き
は
、

営
業
者
は
、
そ
の
旨
を
従
事
者
か
ら
報
告
さ
せ
、
医
師
の
診
断
を
受
け
さ
せ
る

と
と
も
に
、
そ
の
疾
病
の
病
原
体
を
保
有
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
ま
で

の
間
、
そ
の
従
事
者
を
食
品
等
に
直
接
接
触
す
る
作
業
に
従
事
さ
せ
な
い
等
の

措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 

 

従
事
者
が
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
（
食

品
等
に
直
接
接
触
す
る
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
た
場
合
（
当
該

従
事
者
の
保
護
者
が
当
該
通
知
を
受
け
た
場
合
を
含
む
。
）
は
、
同
条
第
二
項

に
規
定
す
る
期
間
、
そ
の
従
事
者
を
食
品
等
に
直
接
接
触
す
る
作
業
に
従
事
さ

せ
な
い
こ
と
。 

 

従
事
者
に
は
、
清
潔
な
作
業
衣
等
を
着
用
さ
せ
、
作
業
室
内
で
は
専
用
の
履

物
を
用
い
さ
せ
る
こ
と
。
ま
た
、
指
輪
、
腕
時
計
、
ヘ
ア
ピ
ン
等
は
、
衛
生
上

支
障
の
な
い
場
合
を
除
き
、
作
業
室
に
持
ち
込
ま
せ
な
い
こ
と
。 

 

従
事
者
が
食
肉
等
を
取
り
扱
う
場
合
は
、
原
則
と
し
て
、
食
肉
等
に
直
接
接
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触
す
る
部
分
が
繊
維
製
品
そ
の
他
洗
浄
消
毒
す
る
こ
と
が
困
難
な
素
材
で
作
ら

れ
た
手
袋
を
使
用
さ
せ
な
い
こ
と
。 

 

従
事
者
に
は
、
常
に
爪
を
短
く
切
ら
せ
、
衛
生
上
支
障
の
な
い
場
合
を
除
き
、

マ
ニ
キ
ュ
ア
等
を
つ
け
さ
せ
な
い
こ
と
。
作
業
前
、
用
便
直
後
及
び
生
鮮
又
は

汚
染
さ
れ
た
原
材
料
等
を
取
り
扱
っ
た
後
は
、
必
ず
手
指
等
の
洗
浄
及
び
消
毒

を
行
わ
せ
る
こ
と
。 

 

従
事
者
に
は
、
作
業
室
内
で
は
、
着
替
え
、
喫
煙
、
飲
食
等
を
さ
せ
な
い
こ

と
。 

回
収
等 

 

販
売
食
品
等
に
起
因
す
る
食
品
衛
生
上
の
問
題
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、

問
題
と
な
っ
た
製
品
を
迅
速
か
つ
適
切
に
回
収
で
き
る
よ
う
、
回
収
に
係
る
責

任
体
制
、
具
体
的
な
回
収
方
法
、
知
事
へ
の
報
告
等
の
手
順
を
定
め
る
こ
と
。 

 

回
収
さ
れ
た
製
品
は
、
通
常
製
品
と
明
確
に
区
別
し
て
保
管
し
、
廃
棄
そ
の

他
の
必
要
な
措
置
を
的
確
か
つ
迅
速
に
行
う
こ
と
。 

 

回
収
を
行
う
際
は
、
消
費
者
へ
の
注
意
喚
起
等
の
た
め
、
必
要
に
応
じ
、
当

該
回
収
に
関
す
る
公
表
を
行
う
こ
と
。 

運
搬 

 

食
品
等
の
運
搬
に
用
い
る
車
両
、
コ
ン
テ
ナ
等
は
、
食
品
等
を
汚
染
す
る
よ
う

な
も
の
を
使
用
し
な
い
こ
と
。
ま
た
、
容
易
に
洗
浄
及
び
消
毒
が
で
き
る
構
造
の

も
の
を
使
用
し
、
常
に
清
潔
に
し
、
補
修
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
適
切
な
状
態
を

維
持
す
る
こ
と
。 

 

食
品
等
と
そ
れ
以
外
の
貨
物
を
混
載
す
る
場
合
に
は
、
食
品
等
以
外
の
貨
物
か

ら
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
、
食
品
等
を
適
切
な
容
器
に
入
れ
る

等
食
品
等
以
外
の
貨
物
と
区
分
す
る
こ
と
。 

 

運
搬
中
の
食
品
等
が
、
ち
り
、
排
気
ガ
ス
等
に
汚
染
さ
れ
な
い
よ
う
管
理
す
る

こ
と
。 

 

品
目
が
異
な
る
食
品
等
又
は
食
品
等
以
外
の
貨
物
の
運
搬
に
使
用
し
た
車
両
、

コ
ン
テ
ナ
等
を
使
用
す
る
場
合
は
、
効
果
的
な
方
法
に
よ
り
洗
浄
し
、
必
要
に
応

じ
、
消
毒
を
行
う
こ
と
。 

 

未
包
装
の
食
品
等
を
車
両
、
コ
ン
テ
ナ
等
で
運
搬
す
る
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
、

食
品
専
用
の
車
両
、
コ
ン
テ
ナ
等
を
使
用
し
、
当
該
車
両
、
コ
ン
テ
ナ
等
に
食
品

専
用
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
こ
と
。 

 

運
搬
中
の
温
度
、
湿
度
そ
の
他
の
状
態
及
び
所
要
時
間
等
の
管
理
に
留
意
す
る

こ
と
。 

  

（ⅶ） 

   
（ⅷ） 

 

（ヲ） 

（ⅰ） 

  

（ⅱ） 

 

（ⅲ） 

 

（二） 

（イ） 

   

（ロ） 

  

（ハ） 

 

（ニ） 

  

（ホ） 

  

（ヘ） 

 



食
品
衛
生
責
任
者 

 

営
業
者
（
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
食
品
衛
生
管
理
者
を
置
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
営
業
者
を
除
く
。
）
は
、
食
品
衛
生
責
任
者
を
定
め
、
当
該

食
品
衛
生
責
任
者
に
衛
生
管
理
を
行
わ
せ
、
又
は
営
業
者
が
自
ら
食
品
衛
生
責
任

者
と
な
り
、
衛
生
管
理
を
行
う
こ
と
。 

 
食
品
衛
生
責
任
者
は
、
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
防
止
の
た
め
、
施
設
の
衛

生
管
理
の
方
法
や
食
品
衛
生
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
注
意
を
す
る
と
と

も
に
、
営
業
者
に
対
し
必
要
な
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。 

 

営
業
者
は
、
（ロ）
の
規
定
に
よ
る
食
品
衛
生
責
任
者
の
意
見
を
尊
重
す
る
こ
と
。 

 

食
品
衛
生
責
任
者
は
、
知
事
の
指
定
し
た
講
習
会
を
定
期
的
に
受
講
し
、
食
品

衛
生
に
関
す
る
新
し
い
知
見
の
習
得
に
努
め
る
こ
と
。 

 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
営
業
に
係
る
食
品
衛
生
責
任
者
に
つ
い
て
は
、
同
表

の
下
欄
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

                     

（三） 

（イ） 

   
（ロ） 

  

（ハ） （ニ） 

 

（ホ） 

（ロ） 

飲
食
店
営
業 

喫
茶
店
営
業 

菓
子
製
造
業 

あ
ん
類
製

造
業 

ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
類
製
造
業 

乳
処
理
業 

特
別

牛
乳
搾
取
処
理
業 

乳
製
品
製
造
業
（
全
粉
乳
（
そ
の
容

量
が
千
四
百
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
缶
に
収
め
ら
れ
る
も
の

に
限
る
。
）
、
加
糖
粉
乳
及
び
調
整
粉
乳
を
製
造
す
る
営

業
を
除
く
。
） 

食
肉
処
理
業 

食
肉
販
売
業
（
あ
ら
か

じ
め
容
器
包
装
に
入
れ
ら
れ
た
食
肉
の
み
を
販
売
す
る
営

業
を
除
く
。
） 

魚
介
類
販
売
業
（
あ
ら
か
じ
め
容
器
包

装
に
入
れ
ら
れ
た
魚
介
類
の
み
を
販
売
す
る
営
業
を
除
く
。
）

 

魚
介
類
競
り
売
り
営
業 

魚
肉
練
り
製
品
製
造
業
（
魚

肉
ハ
ム
及
び
魚
肉
ソ
ー
セ
ー
ジ
を
製
造
す
る
営
業
を
除
く
。
）

 

食
品
の
冷
凍
又
は
冷
蔵
業
（
貯
蔵
の
み
を
行
う
営
業
を

除
く
。
） 

清
涼
飲
料
水
製
造
業 

乳
酸
菌
飲
料
製
造
業 

 

氷
雪
製
造
業 

食
用
油
脂
製
造
業
（
脱
色
又
は
脱
臭
の

過
程
を
経
て
製
造
す
る
営
業
を
除
く
。
） 

み
そ
製
造
業 

 

し
ょ
う
ゆ
製
造
業 

ソ
ー
ス
類
製
造
業 

酒
類
製
造
業 

 

豆
腐
製
造
業 

納
豆
製
造
業 

め
ん
類
製
造
業 

総
菜

製
造
業 

缶
詰
又
は
瓶
詰
食
品
製
造
業 

菓
子
種
製
造
業 

 

こ
ん
に
ゃ
く
類
製
造
業 

漬
物
製
造
業 

魚
介
類
加
工

業 

一 

法
第
四
十
八
条
第

六
項
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
者 

二 

栄
養
士
、
調
理
師
、

製
菓
衛
生
師
又
は
船

舶
料
理
士
の
資
格
を

有
す
る
者 

三 

食
鳥
処
理
の
事
業

の
規
制
及
び
食
鳥
検

査
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
年
法
律
第
七
十

号
）
第
十
二
条
第
五

項
第
三
号
又
は
第
四

号
に
該
当
す
る
者 

四 

他
の
都
道
府
県
、

地
方
自
治
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
六

十
七
号
）
第
二
百
五

十
二
条
の
十
九
第
一

項
の
指
定
都
市
若
し 

 



                            

従
事
者
に
対
す
る
衛
生
教
育 

 

営
業
者
、
食
品
衛
生
管
理
者
又
は
食
品
衛
生
責
任
者
は
、
製
造
、
加
工
、
調
理
、

処
理
、
保
管
、
運
搬
、
販
売
等
が
衛
生
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
従
事
者
に
対
し
、

食
品
等
の
衛
生
的
な
取
扱
方
法
、
食
品
等
の
汚
染
防
止
の
方
法
等
食
品
衛
生
上
必

要
な
事
項
に
関
す
る
衛
生
教
育
を
実
施
す
る
こ
と
。
特
に
、
洗
浄
剤
、
消
毒
剤
そ

の
他
化
学
物
質
を
取
り
扱
う
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
安
全
な
取
扱
い
に
関
す
る
教

 

く
は
同
法
第
二
百
五

十
二
条
の
二
十
二
第

一
項
の
中
核
市
（
以

下
「
他
県
等
」
と
い

う
。
）
の
食
品
衛
生

関
係
の
条
例
に
基
づ

く
資
格
又
は
他
県
等

の
知
事
若
し
く
は
市

長
が
、
食
品
衛
生
に

関
し
て
こ
れ
と
同
等

以
上
の
知
識
を
有
す

る
資
格
と
し
て
認
め

た
資
格
を
有
す
る
者 

五 

他
県
等
の
知
事
又

は
市
長
の
指
定
し
た

食
品
衛
生
責
任
者
を

養
成
す
る
た
め
の
講

習
会
の
課
程
を
修
了

し
た
者 

六 

知
事
の
指
定
し
た

食
品
衛
生
責
任
者
を

養
成
す
る
た
め
の
講

習
会
の
課
程
を
修
了

し
た
者
又
は
こ
れ
と

同
等
以
上
の
知
識
を

有
す
る
と
知
事
が
認

め
た
者 

 

（四） 

（イ） 

    



育
を
実
施
す
る
こ
と
。 

 

（イ）
の
衛
生
教
育
に
は
、
各
種
手
順
等
（

（一）

（イ）

（ⅱ）
、
（ヘ）

（ⅰ）
、
（リ）
、
（ヲ）

（ⅰ）
及
び
（五）

（イ）
）
に
関
す
る
事
項
を
含
む
も
の
と
す
る
。 

 

従
事
者
へ
の
衛
生
教
育
の
効
果
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
し
、
必
要
に
応
じ
、

教
育
方
法
を
見
直
す
こ
と
。 

管
理
運
営
要
領
の
作
成 

 

施
設
及
び
食
品
等
の
取
扱
い
等
に
係
る
衛
生
上
の
管
理
運
営
要
領
を
作
成
し
、

こ
れ
を
従
事
者
に
周
知
徹
底
さ
せ
る
こ
と
。 

 

定
期
的
に
製
品
検
査
、
ふ
き
取
り
検
査
等
を
実
施
し
、
施
設
の
衛
生
状
態
を
確

認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
（イ）
で
作
成
し
た
管
理
運
営
要
領
の
効
果
を
検
証
し
、
必
要

に
応
じ
、
そ
の
内
容
を
見
直
す
こ
と
。 

情
報
の
提
供
及
び
報
告 

 

消
費
者
に
対
し
、
販
売
食
品
等
に
つ
い
て
の
安
全
性
に
関
す
る
情
報
提
供
に
努

め
る
こ
と
。 

 

販
売
食
品
等
に
関
す
る
健
康
被
害
（
当
該
販
売
食
品
等
に
起
因
し
、
又
は
起
因

す
る
疑
い
が
あ
る
と
医
師
に
よ
り
診
断
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
情
報
を
消
費

者
か
ら
受
け
た
と
き
、
及
び
法
に
違
反
す
る
販
売
食
品
等
を
確
認
し
た
と
き
は
、

速
や
か
に
知
事
に
報
告
す
る
こ
と
。 

危
害
分
析
・
重
要
管
理
点
方
式
を
用
い
ず
に
衛
生
管
理
を
行
う
場
合
の
基
準 

食
品
取
扱
施
設
等
に
お
け
る
衛
生
管
理 

 

一
般
事
項 

（１）

（一）

（イ
の
規
定
に
よ
る
こ
と
。 

 

施
設
の
衛
生
管
理 

（１）

（一）

（ロ）
の
規
定
に
よ
る
こ
と
。 

 

食
品
等
の
取
扱
設
備
の
衛
生
管
理 

（１）

（一）

（ハ）
の
規
定
に
よ
る
こ
と
。 

 

ね
ず
み
、
昆
虫
等
の
対
策 

 

（１）

（一）

（ニ）

（ⅰ）
、
（ⅲ）
及
び
（ⅳ）
の
規
定
に
よ
る
こ
と
。 

 

ね
ず
み
、
昆
虫
等
の
生
息
状
況
を
定
期
的
に
調
査
し
、
そ
の
発
生
を
認
め
た

と
き
は
、
食
品
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
直
ち
に
駆
除
作
業
を
実
施
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
実
施
記
録
を
一
年
間
保
存
す
る
こ
と
。 

 

使
用
水
等
の
管
理 

（１）

（一）

（ホ）
の
規
定
に
よ
る
こ
と
。 

 

廃
棄
物
及
び
排
水
の
取
扱
い 

 

（ロ） 

 

（ハ） 

 （五） 

（イ） 

 

（ロ） 

  （六） 

（イ） 

 

（ロ） 

   

（２） 

（一） 

（イ） 

 

（ロ）  （ハ）  （ニ） 

（ⅰ） （ⅱ） 

  

（ホ） 

 

（ヘ） 

（一）

（イ）

（ⅱ） 

（ヘ）

（ⅰ） 

（リ） 

（ヲ）

（ⅰ） 

（五） 

（イ） 

（イ） 

（イ） 

（１）

（一）

（イ） 

（１）

（一）

（ロ） 

（１）

（一）

（ハ） 

（１）

（一）

（ニ）

（ⅰ） 

（ⅲ） 

（ⅳ） 

（１）

（一）

（ホ） 



（１）

（一）

（ヘ）
の
規
定
に
よ
る
こ
と
。 

 

食
品
等
の
取
扱
い 

 

原
材
料
の
仕
入
れ
に
当
た
っ
て
は
、
衛
生
上
の
観
点
か
ら
品
質
、
鮮
度
、
表

示
等
を
点
検
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
点
検
状
況
を
記
録
す
る
よ
う
努
め
る
こ

と
。 

 
原
材
料
と
し
て
使
用
す
る
食
品
は
、
適
切
な
も
の
を
選
択
し
、
必
要
に
応
じ
、

前
処
理
を
行
っ
た
後
、
加
工
に
供
す
る
こ
と
。
ま
た
、
保
存
に
当
た
っ
て
は
、

当
該
食
品
に
適
し
た
状
態
及
び
方
法
で
行
う
こ
と
。 

 

添
加
物
を
使
用
す
る
場
合
は
、
正
確
に
計
量
し
、
適
正
に
使
用
す
る
こ
と
。 

 

食
品
等
は
、
製
造
、
加
工
、
調
理
、
処
理
、
保
管
、
運
搬
、
販
売
等
の
各
過

程
に
お
い
て
、
当
該
食
品
等
の
特
性
、
消
費
期
限
又
は
賞
味
期
限
、
製
造
加
工

等
の
方
法
、
包
装
形
態
、
生
食
用
又
は
加
熱
加
工
用
の
使
用
方
法
等
に
応
じ
、

温
度
及
び
時
間
の
管
理
に
十
分
配
慮
し
て
衛
生
的
に
取
り
扱
う
こ
と
。 

 

食
品
衛
生
に
影
響
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
冷
却
、
加
熱
、
乾
燥
、
添
加
物
の

使
用
、
真
空
調
理
又
は
ガ
ス
置
換
包
装
及
び
放
射
線
照
射
の
工
程
の
管
理
に
十

分
配
慮
す
る
こ
と
。 

 

食
品
間
の
相
互
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
点
に
配
慮
す
る
こ
と
。 

 

原
材
料
は
、
そ
の
ま
ま
摂
取
さ
れ
る
食
品
と
区
分
し
て
取
り
扱
う
こ
と
。 

 

冷
蔵
庫
（
室
）
内
で
は
、
相
互
汚
染
が
生
じ
な
い
よ
う
区
画
し
て
食
品
を

保
存
す
る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。 

 

食
肉
等
の
未
加
熱
食
品
を
取
り
扱
っ
た
設
備
及
び
機
械
器
具
類
は
、
別
の

食
品
を
取
り
扱
う
前
に
、
必
要
な
洗
浄
及
び
消
毒
を
行
う
こ
と
。 

 

原
材
料
の
保
管
に
当
た
っ
て
は
、
使
用
期
限
等
に
応
じ
適
切
な
順
序
で
使
用

す
る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。 

 

器
具
及
び
容
器
包
装
は
、
製
品
を
汚
染
又
は
損
傷
か
ら
保
護
で
き
る
物
を
使

用
し
、
容
器
包
装
に
は
適
切
な
表
示
が
行
え
る
物
を
使
用
す
る
こ
と
。
ま
た
、

再
使
用
が
可
能
な
器
具
及
び
容
器
包
装
は
、
洗
浄
及
び
消
毒
が
容
易
な
物
を
用

い
る
こ
と
。 

 

食
品
等
の
製
造
、
加
工
、
調
理
又
は
処
理
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
を
実

施
す
る
こ
と
。 

 

原
材
料
及
び
製
品
へ
の
異
物
の
混
入
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
、
必
要

に
応
じ
、
検
査
す
る
こ
と
。 

 

原
材
料
、
製
品
及
び
容
器
包
装
を
ロ
ッ
ト
ご
と
に
管
理
し
、
必
要
に
応
じ
、

記
録
す
る
こ
と
。 

 

（ト） 

（ⅰ） 

 

 
（ⅱ） 

  

（ⅲ） （ⅳ） 

   

（ⅴ） 

  

（ⅵ） 

（ａ） （ｂ） 

 

（ｃ） 

 

（ⅶ） 

 

（ⅷ） 

   

（ⅸ） 

 

（ａ） 

 

（ｂ） 

 

（１）

（一）

（ヘ） 



 

製
品
ご
と
に
そ
の
特
性
、
製
造
加
工
等
の
手
順
、
原
材
料
等
に
つ
い
て
記

載
し
た
製
品
説
明
書
の
作
成
及
び
保
存
に
努
め
る
こ
と
。 

 

分
割
さ
れ
、
又
は
細
切
さ
れ
た
食
肉
等
に
つ
い
て
、
異
物
の
混
入
の
有
無

を
確
認
し
、
異
物
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
汚
染
の
可
能
性
が
あ
る
部
分

を
廃
棄
す
る
こ
と
。 

 

原
材
料
と
し
て
使
用
し
て
い
な
い
特
定
原
材
料
（
食
品
表
示
法
（
平
成
二

十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
食
品
表
示
基
準

（
平
成
二
十
七
年
内
閣
府
令
第
十
号
）
別
表
第
十
四
に
掲
げ
る
食
品
を
い
う
。
）

が
製
造
工
程
に
お
い
て
混
入
し
な
い
よ
う
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

製
造
、
加
工
、
調
理
又
は
処
理
を
し
た
製
品
に
つ
い
て
、
定
期
的
に
自
主
検

査
を
行
い
、
そ
の
記
録
を
一
年
間
保
存
す
る
こ
と
。 

 

食
品
等
の
販
売
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
点
に
配
慮
す
る
こ
と
。 

 

販
売
量
を
見
込
ん
だ
仕
入
れ
を
行
う
等
、
適
正
な
販
売
管
理
を
行
う
こ
と
。 

 

直
射
日
光
に
さ
ら
し
た
り
、
長
時
間
不
適
切
な
温
度
で
販
売
し
な
い
よ
う

衛
生
管
理
に
留
意
す
る
こ
と
。 

 

記
録
の
作
成
及
び
保
存 

（１）

（一）

（ヌ）

（ⅲ）
か
ら
（ⅴ）
ま
で
の
規
定
に
よ
る
こ
と
。 

 

従
事
者
の
衛
生
管
理 

（１）

（一）

（ル）
の
規
定
に
よ
る
こ
と
。 

 

回
収
等 

（１）

（一）

（ヲ）
の
規
定
に
よ
る
こ
と
。 

 

運
搬 

（１）

（二）
の
規
定
に
よ
る
こ
と
。 

 

食
品
衛
生
責
任
者 

（１）

（三）
の
規
定
に
よ
る
こ
と
。 

 

従
事
者
に
対
す
る
衛
生
教
育 

（１）

（四）

（イ）
及
び
（ハ）
の
規
定
に
よ
る
こ
と
。 

 

管
理
運
営
要
領
の
作
成 

（１）

（五）
の
規
定
に
よ
る
こ
と
。 

 

情
報
の
提
供
及
び
報
告 

（１）

（六）
の
規
定
に
よ
る
こ
と
。 

 

別
表
第
一
第
二
号
ヘ
（２）
中
「
第
一
号
イ

（３）

（五）
」
を
「
第
一
号
イ

（１）

（三）

（ホ）
」
に
改
め
、
同
号
ト

（１）
中
「
第
一
号
イ

（九）

（イ）
か
ら

（ニ）
」
を
「
第
一
号
イ

（１）

（一）

（ル）

（ⅰ）
か
ら

（ⅳ）
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

（ｃ） 

 

（ｄ） 

  

（ｅ） 

   

（ⅹ） 

 

（ⅺ） 

（ａ） （ｂ） 

 

（チ）  （リ） 

 

（ヌ） 

 （二） 

 

（三） 

 

（四） 

 

（五） 

 

（六） 

（１）

（一）

（ヌ）

（ⅲ） 

（ⅴ） 

（１）

（一）

（ル） 

（１）

（一）

（ヲ） 

（１）

（二） 

（１）

（三） 

（１）

（四）

（イ） 

（ハ） 

（１）

（五） 

（１）

（六） 

（１） 

（３）

（五） 

（１）

（三）

（ホ） 

（２） 

（１）

（一）

（ル）

（ⅰ） 

（九）

（イ） 

（ニ） 

（ⅳ） 



 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



条

例 

埼
玉
県
ふ
ぐ
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
七
号 

 
 

 

埼
玉
県
ふ
ぐ
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
ふ
ぐ
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
五
条
第
三
項
第
五
号
及
び
第
二
十
二
条
中
「
又
は
第
二
十
四
条
」
を
削
る
。 

 

第
二
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
二
十
四
条 

削
除 

 

第
二
十
九
条
第
五
号
を
削
る
。 

 

第
三
十
一
条
中
「
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
を
「
、
第
三
号
及
び
第
四
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
加
工
製
品
（
改
正
前
の
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
加
工
製
品
を

い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

こ
の
条
例
の
施
行
後
に
す
る
加
工
製
品
の
表
示
（
食
品
表
示
基
準
（
平
成
二
十
七
年
内
閣
府

令
第
十
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
府
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
又
は
第
五
条
の
規
定

に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
す
る
加
工
食
品
（
府
令
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
加

工
食
品
を
い
う
。
た
だ
し
、
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、
加
工
さ
れ
、

若
し
く
は
輸
入
さ
れ
る
も
の
（
業
務
用
加
工
食
品
（
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
業
務
用
加
工
食

品
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
又
は
同
日
ま
で
に
販
売
さ
れ
る
業

務
用
加
工
食
品
に
限
る
。
）
又
は
生
鮮
食
品
（
府
令
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
生
鮮

食
品
を
い
う
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
に
販
売
さ
れ
る
も
の
（
業
務
用
生

鮮
食
品
（
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
業
務
用
生
鮮
食
品
を
い
う
。
）
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）

に
係
る
表
示
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

４ 

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
条
例
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  



条

例 

埼
玉
県
森
林
整
備
加
速
化
・
林
業
再
生
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
森
林
整
備
加
速
化
・
林
業
再
生
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
森
林
整
備
加
速
化
・
林
業
再
生
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改

め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 



条

例 

埼
玉
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
九
号 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
条
第
一
項
の
表
埼
玉
県
立
循
環
器
・
呼
吸
器
病
セ
ン
タ
ー
の
項
病
床
数
の
欄
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。 

       

 
 

  

第
四
条
第
一
項
の
表
埼
玉
県
立
小
児
医
療
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
三
百
床
」
を
「
三
百
十
六
床
」

に
改
め
、
同
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

埼
玉
県
立
小
児
医
療
セ
ン
タ
ー
に
診
療
所
を
設
置
し
、
そ
の
名
称
、
位
置
、
業
務
及
び
診
療 

 

 

科
目
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

 
        

  

別
表
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
検
査
及
び
予
防
接
種
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

埼
玉
県
立
小
児

医
療
セ
ン
タ
ー

附
属
岩
槻
診
療

所 

名 
 

称 

さ
い
た
ま
市 

位 

置 

小
児
の
疾
病
に
関
し
必
要
な
医

療
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及

び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援

す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七

年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五

条
第
八
項
に
規
定
す
る
短
期
入

所
の
提
供 業 

 
 

 

務 

小
児
科
、
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科 

診 

療 

科 

目 

 

三
百
四
十
三
床 

 

 

感
染
症
病
床

二
十
一 

結
核
病
床
三

十 一
般
病
床
二

百
九
十
二 



         

別
表
寝
具
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

      

別
表
診
断
書
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、
同
表
証
明
書
の
項 

 

中
「
一
、
五
三
〇
円
」
を
「
一
、
七
一
〇
円
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る

日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。 

 

一 

別
表
診
断
書
の
項
及
び
証
明
書
の
項
の
改
正
規
定 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日 

 

二 

第
四
条
第
一
項
の
表
埼
玉
県
立
循
環
器
・
呼
吸
器
病
セ
ン
タ
ー
の
項
病
床
数
の
欄
の
改
正 

 
 

規
定 

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る 

 
 

日 

 

 

駐

車

場 
一
台
に
つ
き
、
一
時
間
ま
で
ご
と
に
一
、

〇
〇
〇
円
の
範
囲
内
に
お
い
て
病
院
事
業

管
理
者
が
定
め
る
額 

 

「
一
、
五
三
〇
円 

 

四
、
五
九
〇
円
」 

「
二
、
四
〇
〇
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

五
、
三
七
〇
円
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

短

期

入

所 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
二
十
九

条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費

用
の
額
及
び
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特

定
費
用
と
し
て
病
院
事
業
管
理
者
が
定
め

る
額
の
合
計
額 

 



条

例 

埼
玉
県
議
会
事
務
局
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
三
十
号 

 
 

 

埼
玉
県
議
会
事
務
局
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
議
会
事
務
局
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
一
号
中
12
を
13
と
し
、
11
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

12 

主
任
専
門
員 

 

第
三
条
第
二
号
中
５
を
６
と
し
、
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

５ 

主
任
専
門
員 

 

第
十
条
中
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

６ 

主
任
専
門
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
又
は
技
術
で
知
識
、
経
験
等
を
必
要
と
す
る
相

当
困
難
な
も
の
に
従
事
す
る
。 

 

第
十
一
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

５ 

技
能
職
員
（
一
種
）
た
る
職
員
の
主
任
専
門
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
の
補
助
及
び

自
動
車
の
運
転
の
業
務
で
知
識
、
経
験
等
を
必
要
と
す
る
相
当
困
難
な
も
の
に
従
事
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  



条

例 

埼
玉
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
三
十
一
号 

埼
玉
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条 

例 

第
一
条 

埼
玉
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
二
年
埼

玉
県
条
例
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
五
条
第
一
項
中
「
百
分
の
百
五
十
五
」
を
「
百
分
の
百
七
十
五
」
に
改
め
る
。 

第
二
条 

埼
玉
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

第
五
条
第
一
項
中
「
六
月
に
あ
つ
て
は
百
分
の
百
四
十
、
十
二
月
に
あ
つ
て
は
百
分
の
百
七

十
五
」
を
「
特
別
職
の
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
埼
玉
県
条
例

第
二
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
月
に
応
じ
、
同
項
に
規
定
す
る
割
合
」
に
改
め
る
。 

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
以
後
、
特
別
職
の
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
第
三
条

第
一
項
の
規
定
（
同
項
に
規
定
す
る
月
に
応
じ
て
同
項
に
規
定
す
る
割
合
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

が
改
正
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
改
正
に
係
る
条
例
に
、
当
該
改
正
に
伴
う
期
末
手
当
に

関
す
る
経
過
措
置
が
規
定
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
同
日
以
後
県
議
会
議
員
に
支
給
す
る
期
末
手

当
に
つ
い
て
は
、
当
該
経
過
措
置
の
例
に
よ
る
。 

 
 

附 

則 

（
施
行
期
日
等
） 

１ 

こ
の
条
例
中
第
一
条
並
び
に
次
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定

は
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す

る
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
十
二
月
一
日
か

ら
適
用
す
る
。 

（
期
末
手
当
の
内
払
） 

３ 

改
正
後
の
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

埼
玉
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ

れ
た
期
末
手
当
は
、
改
正
後
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
期
末
手
当
の
内
払
と
み
な
す
。 

 



条

例 

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
三
十
二
号 

 
 

 

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

第
一
条 

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
二
条
の
五
第
二
項
第
一
号
中
「
百
分
の
七
十
五
」
を
「
百
分
の
八
十
五
」
に
改
め
、
同

項
第
二
号
中
「
百
分
の
三
十
五
」
を
「
百
分
の
四
十
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

        

別表第１（第５条関係）

１　級 ２　級 特２級 ３　級 ４　級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円
1 153,600 197,900 258,200 327,200 415,700
2 155,100 199,600 260,700 329,400 417,500
3 156,600 201,200 263,000 331,700 419,300
4 158,100 202,900 265,400 333,900 421,000

5 159,800 204,700 268,000 336,200 422,500
6 161,700 206,400 270,400 338,400 424,000
7 163,500 208,100 272,600 340,700 425,900
8 165,300 209,700 274,800 343,000 427,800

9 167,100 211,500 277,200 345,000 429,600
10 169,200 213,400 279,500 347,100 431,400
11 171,200 215,300 281,900 349,300 433,300
12 173,200 217,200 284,200 351,400 435,100

13 175,200 218,900 286,600 353,600 436,800
14 177,400 220,900 288,700 355,600 438,700
15 179,600 222,900 290,700 357,600 440,500
16 181,800 224,900 292,700 359,600 442,400

17 184,100 226,800 294,900 361,500 444,100
18 186,700 229,500 297,500 363,400 445,900
19 189,200 232,200 300,000 365,400 447,700
20 191,700 234,900 302,700 367,400 449,500

21 194,200 237,500 305,200 369,200 451,100
22 195,900 240,300 307,800 371,100 452,800
23 197,600 242,900 310,200 373,000 454,700
24 199,300 245,600 312,900 374,900 456,400

25 200,800 248,100 315,500 376,400 458,100
26 202,500 250,600 317,800 378,200 459,700
27 204,200 253,100 320,200 380,000 461,300
28 205,800 255,500 322,500 381,900 462,800

29 207,300 258,200 324,800 383,800 464,300
30 209,000 260,600 326,800 385,700 465,600
31 210,700 262,800 329,000 387,600 466,900
32 212,400 265,000 331,200 389,600 468,200

33 214,000 267,200 333,300 391,300 469,400
34 215,800 269,400 335,500 393,000 470,100
35 217,600 271,600 337,700 394,600 470,800
36 219,400 273,700 339,800 396,400 471,500

37 221,000 276,000 342,000 397,600 472,100
38 222,800 278,000 344,100 399,100 472,800
39 224,600 280,000 346,300 400,500 473,500

職員の
区　分

職務の級

号　給

教 育 職 給 料 表 (1)



 

 
 

 

 

 

  

40 226,400 282,000 348,400 401,900 474,200

41 228,100 283,900 350,500 403,600 474,800
42 229,800 286,400 352,600 405,000 475,500
43 231,400 288,700 354,600 406,300 476,200
44 233,000 291,200 356,700 407,800 476,900

45 234,600 293,400 358,700 409,400 477,500
46 236,000 295,900 360,700 410,700 478,200
47 237,300 298,300 362,700 412,200 478,900
48 238,600 301,000 364,700 413,800 479,600

49 240,100 303,400 366,500 415,500 480,200
50 241,600 305,800 368,300 416,900 480,900
51 242,800 308,300 370,200 418,500 481,600
52 244,300 310,700 372,200 420,000 482,300

53 245,600 313,100 374,100 421,700 482,900
54 246,800 315,300 375,900 423,200 483,600
55 248,200 317,400 377,700 424,800 484,300
56 249,400 319,600 379,400 426,400 485,000

57 250,700 321,900 380,900 427,900 485,600
58 251,800 324,000 382,500 429,400 486,300
59 253,000 326,200 384,200 430,600 487,000
60 254,200 328,200 385,900 431,800 487,700

61 255,500 330,400 387,100 433,000 488,300
62 256,900 332,500 388,500 434,300
63 258,300 334,700 389,900 435,600
64 259,500 336,900 391,200 436,800

65 260,900 338,800 392,600 438,000
66 262,400 341,000 393,800 439,200
67 264,000 343,100 395,200 440,400
68 265,700 345,300 396,600 441,600

69 267,200 347,300 397,900 442,800
70 268,600 349,200 399,200 444,000
71 270,000 351,300 400,600 445,200
72 271,500 353,300 401,900 446,400

73 272,600 355,100 403,200 447,500
74 274,000 357,000 404,600 448,100
75 275,400 358,800 406,000 448,600

再任用 76 276,700 360,700 407,300 449,100
学校職

員以外 77 278,100 362,600 408,500 449,600
の学校 78 279,300 364,300 409,700 450,200
職員員 79 280,500 366,000 411,000 450,700

80 281,700 367,600 412,400 451,200

81 282,900 369,100 413,700 451,700
82 284,100 370,600 414,900 452,300
83 285,300 372,100 415,900 452,800
84 286,500 373,500 417,100 453,300

85 287,700 374,600 418,300 453,800

86 288,800 376,000 419,500 454,400
87 290,000 377,400 420,700 454,900
88 291,200 378,700 421,700 455,400

89 292,400 380,000 422,800 455,900
90 293,500 381,300 423,800 456,500
91 294,700 382,500 424,800 457,000
92 295,900 383,800 425,800 457,500

93 296,700 385,100 426,700 458,000
94 297,700 386,200 427,500 458,600
95 298,800 387,500 428,300 459,100
96 300,000 388,700 429,100 459,600

97 301,000 390,100 429,900 460,100
98 302,100 391,100 430,300 460,700
99 303,100 392,200 430,700 461,200
100 304,200 393,200 431,100 461,700

101 305,100 394,100 431,500 462,200
102 306,200 395,100 431,800
103 307,300 396,200 432,100
104 308,300 397,300 432,400

105 308,900 398,000 432,700
106 309,800 398,900 433,000
107 310,600 399,800 433,300
108 311,400 400,700 433,500

109 312,300 401,500 433,700
110 312,700 402,400 434,000
111 313,100 403,200 434,300
112 313,600 404,000 434,500

113 314,200 404,600 434,700
114 314,600 405,300 435,000
115 315,100 406,000 435,300
116 315,600 406,700 435,500

117 316,200 407,300 435,700
118 316,700 407,800
119 317,100 408,200
120 317,600 408,600

121 318,100 409,000
122 318,500 409,300
123 319,000 409,600
124 319,500 409,800

125 320,100 410,000
126 320,400 410,300
127 320,700 410,600
128 321,000 410,800

129 321,200 411,000
130 321,500 411,300
131 321,800 411,600
132 322,100 411,800



 

  

 

  

133 322,300 412,000
134 322,500 412,300
135 322,700 412,600
136 323,000 412,800

137 323,300 413,000
138 323,500 413,300
139 323,800 413,600
140 324,100 413,800

141 324,300 414,000
142 324,500 414,300
143 324,800 414,600
144 325,000 414,800

145 325,300 415,000
146 325,500 415,300
147 325,800 415,600
148 326,100 415,800

149 326,300 416,000
150 326,500
151 326,800
152 327,100

153 327,300

再任用
学校職
員員員

232,800 273,100 301,800 329,900 414,000

備考　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職員の給料月額は、この表の額
　　に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

別表第２（第５条関係）

１　級 ２　級 特２級 ３　級 ４　級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円
1 153,600 169,500 258,200 287,300 405,500
2 155,100 171,600 260,700 289,900 407,000
3 156,600 173,700 263,000 292,800 408,500
4 158,100 175,900 265,400 295,400 410,000

5 159,800 177,900 268,000 297,900 411,400
6 161,700 180,100 270,400 300,300 412,800
7 163,500 182,300 272,600 302,700 414,300
8 165,300 184,500 274,800 305,100 415,900

9 167,100 186,800 277,200 307,600 417,300
10 169,200 189,600 279,500 310,300 418,700
11 171,200 192,300 281,900 313,000 420,100
12 173,200 195,000 284,200 315,900 421,400

13 175,200 197,900 286,600 318,500 422,700
14 177,400 199,600 288,700 320,500 424,100
15 179,600 201,200 290,700 322,600 425,500
16 181,800 202,900 292,700 324,900 426,900

17 184,100 204,700 294,900 327,200 428,100
18 186,700 206,400 297,500 329,400 429,400
19 189,200 208,100 300,000 331,700 430,600
20 191,700 209,700 302,700 333,900 431,900

21 194,200 211,500 305,200 336,200 433,000
22 195,900 213,400 307,800 338,400 434,200
23 197,600 215,300 310,200 340,700 435,500
24 199,300 217,200 312,900 343,000 436,800

25 200,800 218,900 315,500 345,000 438,100
26 202,400 220,900 317,800 346,800 439,300
27 204,000 222,900 320,200 348,700 440,300
28 205,500 224,900 322,500 350,600 441,400

29 207,200 226,800 324,800 352,500 442,600
30 208,900 229,500 326,800 354,300 443,400
31 210,600 232,200 329,000 356,000 444,200
32 212,300 234,900 331,200 357,900 445,100

33 213,800 237,500 333,300 359,600 446,000
34 215,500 240,300 335,400 361,300 446,500
35 217,200 242,900 337,500 363,000 447,000
36 218,900 245,600 339,500 364,800 447,500

37 220,400 248,100 341,600 366,700 448,000
38 222,100 250,600 343,500 368,200 448,500
39 223,800 253,100 345,500 369,800 449,000

職員の
区　分

職務の級

号　給

教 育 職 給 料 表 (2)



 
 

  

 

  

40 225,500 255,500 347,400 371,400 449,500

41 227,100 258,200 349,300 372,700 450,000
42 228,800 260,600 351,100 374,100 450,500
43 230,400 262,800 352,900 375,500 451,000
44 232,000 265,000 354,600 377,000 451,500

45 233,700 267,200 356,400 378,500 452,000
46 235,200 269,400 358,100 380,100 452,500
47 236,600 271,600 359,700 381,700 453,000
48 238,000 273,700 361,300 383,200 453,500

49 239,400 276,000 362,700 384,600 454,000
50 240,800 278,000 364,200 386,100 454,500
51 242,300 280,000 365,800 387,600 455,000
52 243,500 282,000 367,400 389,000 455,500

53 244,700 283,900 368,900 390,200 456,000
54 246,100 286,400 370,400 391,500
55 247,400 288,700 371,900 392,600
56 248,600 291,200 373,400 393,700

57 249,900 293,400 374,900 395,100
58 251,100 295,900 376,300 396,300
59 252,200 298,300 377,700 397,500
60 253,400 301,000 379,000 398,800

61 254,800 303,400 379,900 400,000
62 256,100 305,800 381,100 401,000
63 257,300 308,300 382,300 402,400
64 258,300 310,700 383,400 403,700

65 259,300 313,100 384,300 404,900
66 260,700 315,300 385,500 406,000
67 262,200 317,400 386,500 407,200
68 263,700 319,600 387,600 408,300

69 265,300 321,900 388,800 409,300
70 266,800 324,000 389,800 410,500
71 268,300 326,200 390,900 411,700
72 269,800 328,200 392,100 412,900

73 271,000 330,400 393,100 413,500
再任用 74 272,200 332,500 394,200 414,300
学校職 75 273,500 334,700 395,300 415,000
員以外 76 274,800 336,900 396,400 415,500
の学校

職員員 77 276,200 338,700 397,300 415,800
78 277,300 340,600 398,200 416,200
79 278,500 342,500 399,200 416,600
80 279,700 344,300 400,200 417,000

81 281,000 346,100 401,000 417,300
82 281,900 347,900 401,800 417,700
83 283,100 349,600 402,500 418,100
84 284,300 351,400 403,300 418,400

85 285,300 352,800 404,000 418,700

86 286,200 354,400 404,800 419,100
87 287,200 355,900 405,500 419,500
88 288,200 357,400 406,200 419,800

89 289,300 358,800 406,800 420,100
90 290,200 360,100 407,500 420,400
91 291,100 361,500 408,000 420,700
92 292,000 362,900 408,700 420,900

93 292,500 364,400 409,100 421,100
94 293,200 365,700 409,500 421,400
95 293,900 367,000 409,800 421,700
96 294,700 368,200 410,100 421,900

97 295,500 369,200 410,400 422,100
98 296,300 370,200 410,700 422,400
99 297,100 371,200 411,000 422,700
100 297,800 372,200 411,200 422,900

101 298,700 373,100 411,400 423,100
102 299,200 374,100 411,700 423,400
103 299,700 375,100 412,000 423,700
104 300,200 376,100 412,200 423,900

105 300,400 376,900 412,400 424,100
106 300,800 377,800 412,700 424,400
107 301,100 378,700 413,000 424,700
108 301,300 379,700 413,200 424,900

109 301,500 380,500 413,400 425,100
110 301,700 381,500 413,700 425,400
111 302,000 382,500 414,000 425,700
112 302,300 383,500 414,200 425,900

113 302,500 384,100 414,400 426,100
114 302,700 385,000 414,700 426,400
115 302,900 385,900 415,000 426,700
116 303,200 386,800 415,200 426,900

117 303,500 387,600 415,400 427,100
118 303,800 388,300
119 304,100 389,100
120 304,400 389,900

121 304,500 390,500
122 304,700 391,300
123 305,000 392,000
124 305,300 392,700

125 305,500 393,300
126 394,000
127 394,500
128 395,100

129 395,800
130 396,400
131 396,900
132 397,400



 
 

  

 

  

133 397,700
134 398,000
135 398,300
136 398,600

137 398,900
138 399,200
139 399,500
140 399,800

141 400,100
142 400,400
143 400,700
144 401,000

145 401,200
146 401,500
147 401,800
148 402,000

149 402,200
150 402,500
151 402,800
152 403,000

153 403,200
154 403,500
155 403,800
156 404,000

157 404,200
158 404,500
159 404,800
160 405,000

161 405,200

再任用
学校職
員員員

224,000 269,900 296,900 323,200 404,000

備考　この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職員の給料月額は、この表の額
　　に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

別表第３（第５条関係）

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円
1 145,000 182,900 218,200 244,400 277,100
2 146,400 184,500 219,800 245,800 279,100
3 147,800 186,100 221,400 247,000 281,300
4 149,200 187,700 223,000 248,400 283,500

5 150,400 189,200 224,400 249,600 285,700
6 152,200 190,800 226,000 250,800 287,800
7 153,900 192,400 227,500 252,000 289,900
8 155,600 193,900 229,100 253,300 292,100

9 157,300 195,500 230,400 254,600 294,100
10 159,000 197,200 231,900 255,600 296,300
11 160,700 198,800 233,300 256,700 298,400
12 162,500 200,500 234,600 257,700 300,600

13 164,000 202,100 236,300 259,000 302,800
14 165,900 203,700 237,700 260,600 304,800
15 167,900 205,300 238,900 262,200 306,900
16 169,800 206,900 240,300 263,700 308,900

17 171,700 208,400 241,500 265,300 311,100
18 173,600 210,000 242,700 267,100 313,100
19 175,400 211,700 243,900 268,900 315,200
20 177,300 213,400 245,200 270,800 317,300

21 179,200 214,700 246,600 272,600 319,200
22 180,700 216,200 247,600 274,400 321,200
23 182,200 217,600 248,700 276,200 323,100
24 183,700 219,100 249,800 278,000 325,100

25 185,300 220,500 251,000 279,800 327,100
26 186,800 221,900 252,500 281,700 329,000
27 188,300 223,200 253,900 283,600 331,000
28 189,700 224,500 255,400 285,400 333,000

29 191,200 225,900 256,900 287,400 334,600
30 192,500 227,300 258,600 289,300 336,400
31 193,800 228,800 260,300 291,100 338,100
32 195,100 230,200 262,000 293,000 339,900

33 196,500 231,600 263,500 294,800 341,600
34 197,900 232,900 265,300 296,500 343,400
35 199,300 234,000 267,000 298,300 345,300
36 200,700 235,300 268,800 300,100 347,100

37 201,800 236,700 270,300 301,600 348,900
38 203,100 238,000 272,000 303,300 350,600
39 204,400 239,200 273,700 305,000 352,200

職員の
区　分

学 校 栄 養 職 給 料 表



 
 

  

 

  

40 205,700 240,500 275,400 306,600 353,900

41 206,900 241,800 277,100 308,400 355,100
42 208,100 243,100 278,700 310,100 356,200
43 209,300 244,300 280,400 311,700 357,400
44 210,500 245,400 282,100 313,400 358,600

45 211,700 246,600 283,700 314,600 359,800
46 212,800 248,000 285,400 316,000 360,600
47 213,800 249,500 287,100 317,500 361,800
48 214,900 251,000 288,700 319,100 362,900

49 215,900 252,600 290,100 320,500 363,900
50 216,900 254,000 291,700 321,800 364,900
51 217,800 255,400 293,200 323,000 365,900
52 218,800 256,800 294,800 324,300 366,900

53 219,500 257,900 296,200 325,400 367,700
54 220,400 259,300 297,700 326,400 368,500
55 221,200 260,700 299,100 327,500 369,400

再任用 56 222,200 262,100 300,600 328,500 370,300
学校職

員以外 57 222,900 263,100 301,900 329,000 370,800
の学校 58 223,800 264,400 303,100 329,900 371,600
職員員 59 224,600 265,700 304,300 330,700 372,400

60 225,400 267,000 305,700 331,600 373,200

61 226,300 268,000 307,000 332,400 373,600
62 227,200 269,200 308,200 332,700 374,300
63 228,100 270,500 309,500 333,300 375,000
64 229,200 271,800 310,700 334,000 375,700

65 229,900 272,800 312,100 334,600 376,100
66 230,700 273,900 312,900 335,300 376,700
67 231,500 275,000 313,700 336,000 377,400
68 232,400 276,100 314,500 336,700 378,000

69 233,100 277,200 315,100 337,400 378,400
70 233,800 278,200 315,800 337,900 378,900
71 234,500 279,300 316,500 338,500 379,400
72 235,200 280,400 317,100 339,100 379,900

73 235,900 281,300 317,800 339,400 380,500
74 236,700 282,000 318,000 340,000 381,000
75 237,500 282,500 318,600 340,500 381,600
76 238,300 283,300 319,200 341,100 382,200

77 238,900 284,100 319,800 341,600 382,700
78 239,500 284,700 320,300 342,100 383,200
79 240,100 285,300 320,800 342,600 383,700
80 240,700 285,900 321,300 343,000 384,200

81 241,100 286,600 321,900 343,300 384,500
82 241,500 287,100 322,400 343,600 385,000
83 241,900 287,500 322,800 344,000 385,400
84 242,300 287,900 323,300 344,300 385,800

85 242,700 288,100 323,800 344,800 386,200

86 288,300 324,200 345,100
87 288,500 324,400 345,400
88 288,700 324,800 345,700

89 289,100 325,200 346,100
90 289,300 325,600 346,400
91 289,500 326,000 346,800
92 289,700 326,400 347,100

93 290,100 326,700 347,500
94 290,300 326,900 347,800
95 290,500 327,300 348,100
96 290,800 327,600 348,400

97 291,200 327,800 348,700
98 291,500 328,100 349,100
99 291,700 328,400 349,500
100 292,000 328,700 349,900

101 292,300 328,900 350,400
102 292,500 329,200 350,800
103 292,700 329,600 351,200
104 293,000 329,800 351,600

105 293,300 329,900 352,100
106 330,200
107 330,600
108 330,800

109 331,000
110 331,400
111 331,800
112 332,200

113 332,400

再任用
学校職
員員員

187,500 214,100 242,300 255,700 280,900



 
 

  

 

  

別表第４（第５条関係）

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円
1 140,100 190,200 226,400 259,900 286,200 317,000  

2 141,200 192,000 228,000 261,900 288,400 319,200  

3 142,400 193,800 229,500 263,700 290,700 321,500  

4 143,500 195,600 231,100 265,800 292,900 323,700  

5 144,600 197,200 232,600 267,700 294,900 326,000  

6 145,700 199,000 234,300 269,600 297,200 328,000  

7 146,800 200,800 235,800 271,600 299,500 330,200  

8 147,900 202,600 237,400 273,700 301,800 332,400  

9 149,000 204,300 238,900 275,800 303,900 334,500  

10 150,400 206,100 240,400 277,800 306,200 336,700  

11 151,700 207,900 242,000 279,900 308,400 338,800  

12 153,000 209,700 243,500 282,000 310,700 341,000  

13 154,300 211,100 245,000 284,000 312,900 343,000  

14 155,800 212,900 246,500 286,100 315,000 345,000  

15 157,300 214,600 247,900 288,100 317,200 347,100  

16 158,900 216,400 249,300 290,200 319,300 349,100  

17 160,200 218,100 250,800 292,200 321,400 351,000  

18 161,700 219,800 252,600 294,200 323,400 353,000  

19 163,200 221,400 254,300 296,300 325,500 354,800  

20 164,700 223,000 256,100 298,300 327,500 356,700  

21 166,100 224,500 257,800 300,400 329,500 358,700  

22 168,800 226,200 259,600 302,500 331,600 360,600
23 171,400 227,800 261,400 304,500 333,600 362,600
24 174,000 229,400 263,100 306,600 335,700 364,500

25 176,700 230,800 265,100 308,400 337,300 366,500
26 178,400 232,300 267,000 310,500 339,200 368,400
27 180,100 233,800 268,800 312,600 341,100 370,400
28 181,800 235,100 270,700 314,600 343,000 372,400

29 183,300 236,400 272,400 316,600 344,700 373,900
30 185,100 237,600 274,300 318,600 346,600 375,700
31 186,900 238,700 276,200 320,700 348,500 377,500
32 188,600 239,900 278,000 322,800 350,300 379,100

33 190,200 241,200 279,700 324,300 352,200 380,900
34 191,700 242,500 281,600 326,300 354,000 382,300
35 193,200 243,700 283,400 328,200 355,800 383,800
36 194,700 245,000 285,300 330,300 357,500 385,400

37 196,000 246,000 287,000 332,200 358,900 386,800
38 197,300 247,400 288,700 334,100 360,200 388,000
39 198,600 248,900 290,500 336,100 361,600 389,200

職員の
区　分

事 務 職 給 料 表

40 199,900 250,400 292,300 338,000 363,000 390,300

41 201,200 251,800 294,000 339,900 364,300 391,400
42 202,500 253,200 295,700 341,800 365,200 392,600
43 203,800 254,600 297,400 343,600 366,300 393,800
44 205,100 256,000 299,000 345,500 367,400 394,900

45 206,300 257,200 300,700 347,000 368,200 395,600
46 207,600 258,500 302,400 348,400 369,100 396,300
47 208,900 259,900 304,000 349,900 370,000 397,000
48 210,200 261,300 305,700 351,400 370,900 397,700

49 211,300 262,600 306,900 353,000 371,800 398,300
50 212,400 263,700 308,400 353,800 372,600 398,900
51 213,400 265,000 309,900 355,000 373,400 399,400
52 214,500 266,300 311,500 356,000 374,200 399,800

53 215,600 267,400 313,100 356,900 374,900 400,200
54 216,600 268,500 314,700 358,000 375,600 400,500
55 217,500 269,800 316,300 358,900 376,300 400,800
56 218,500 271,100 317,800 360,000 377,000 401,100

57 219,200 272,200 319,300 360,900 377,500 401,400
58 220,100 273,200 320,500 361,600 378,100 401,700
59 221,000 274,300 321,700 362,300 378,700 402,000
60 221,900 275,400 322,900 363,000 379,400 402,300

再任用 61 222,600 276,600 323,600 363,400 379,800 402,600
学校職 62 223,600 277,600 324,500 364,000 380,500 402,900
員以外 63 224,500 278,500 325,300 364,700 381,100 403,200
の学校 64 225,400 279,500 326,100 365,400 381,700 403,500
職員員

65 226,100 280,300 327,000 365,700 382,100 403,800
66 227,000 281,200 327,400 366,400 382,700 404,100
67 227,900 281,900 328,100 367,100 383,300 404,400
68 229,000 282,800 328,900 367,800 383,900 404,700

69 229,800 283,800 329,700 368,100 384,300 404,900
70 230,500 284,600 330,400 368,700 384,800 405,200
71 231,200 285,400 331,100 369,400 385,300 405,500
72 232,000 286,200 331,800 370,000 385,900 405,800

73 232,800 287,000 332,300 370,300 386,200 406,000
74 233,500 287,500 332,900 370,900 386,600 406,300
75 234,200 287,900 333,400 371,600 387,000 406,600
76 234,900 288,400 334,000 372,200 387,400 406,800

77 235,600 288,500 334,300 372,600 387,700 407,000
78 236,400 288,900 334,800 373,100 388,000 407,300
79 237,200 289,100 335,200 373,700 388,300 407,600
80 238,000 289,500 335,700 374,200 388,600 407,800

81 238,700 289,700 336,100 374,700 388,800 408,000
82 239,400 289,900 336,600 375,300 389,100 408,300
83 240,100 290,300 337,100 375,800 389,400 408,600
84 240,800 290,600 337,600 376,100 389,600 408,800

85 241,500 290,900 337,900 376,500 389,800 409,000



86 242,200 291,200 338,300 377,000 390,100
87 242,900 291,500 338,800 377,400 390,400
88 243,600 291,900 339,200 377,800 390,600

89 244,300 292,200 339,500 378,200 390,800
90 244,800 292,600 339,900 378,700 391,100
91 245,300 292,900 340,400 379,100 391,400
92 245,800 293,300 340,800 379,500 391,600

93 246,100 293,400 341,000 379,800 391,800
94 293,600 341,400
95 294,000 341,900
96 294,400 342,300

97 294,600 342,400
98 294,900 342,900
99 295,300 343,300
100 295,700 343,600

101 295,900 343,900
102 296,200 344,300
103 296,600 344,700
104 296,900 345,100

105 297,100 345,600
106 297,400 346,000
107 297,800 346,400
108 298,100 346,800

109 298,300 347,300
110 298,700 347,700
111 299,100 348,000
112 299,400 348,300

113 299,500 348,800
114 299,800
115 300,100
116 300,500

117 300,700
118 300,900
119 301,200
120 301,500

121 301,900
122 302,100
123 302,400
124 302,700

125 303,000

再任用
学校職
員員員

186,500 214,000 254,000 273,400 288,500 313,900

 
 

             

第
二
条 

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
の
見
出
し
を
「
（
目
的
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
二
十
四
条
第
六
項
」
を

「
第
二
十
四
条
第
五
項
」
に
、
「
基
き
」
を
「
基
づ
き
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。 

 

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
四
条 

削
除 

 

第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
級
別
基
準
職
務
表
） 

第
五
条
の
二 

学
校
職
員
の
職
務
は
、
そ
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
に
基
づ
き
こ
れ
を
給

料
表
に
定
め
る
職
務
の
級
に
分
類
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
分
類
の
基
準
と
な
る
べ
き
職
務
の

内
容
は
、
別
表
第
五
か
ら
別
表
第
八
ま
で
に
定
め
る
級
別
基
準
職
務
表
に
定
め
る
と
お
り
と

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
級
別
基
準
職
務
表
の
基
準
と
な
る
職
務
と
そ
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の

度
が
同
程
度
の
職
務
で
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
（
以
下
「
教
育
委
員
会
規
則
」
と
い
う
。
）

で
定
め
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
の
級
に
分
類
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
二
条
の
五
第
一
項
中
「
期
間
」
の
下
に
「
（
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
あ
つ

て
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
百
分
の
八

十
五
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
四
十
」
を
「
百
分
の
三
十
七
・

五
」
に
改
め
る
。 

別
表
に
次
の
四
表
を
加
え
る
。 

 

別
表
第
五
（
第
五
条
の
二
関
係
） 

教
育
職
給
料
表
（
一
）
級
別
基
準
職
務
表 



          

   
  

 

       

   
 
 

 

 

       

四
級 

三
級 

特
二
級 

二
級 

一
級 

職
務
の
級 

高
等
学
校
等
の
校
長
の
職
務 

高
等
学
校
等
の
副
校
長
又
は
教
頭
の
職
務 

高
等
学
校
等
の
主
幹
教
諭
の
職
務 

高
等
学
校
等
の
教
諭
、
養
護
教
諭
又
は
栄
養
教
諭
の
職
務 

高
等
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
高
等
学
校
等
」

と
い
う
。
）
の
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
、
実
習
助
手
又
は
寄
宿
舎

指
導
員
の
職
務 

基
準
と
な
る
職
務 

 

四
級 

三
級 

特
二
級 

二
級 

一
級 

職
務
の
級 

小
学
校
等
の
校
長
の
職
務 

小
学
校
等
の
副
校
長
又
は
教
頭
の
職
務 

小
学
校
等
の
主
幹
教
諭
の
職
務 

小
学
校
等
の
教
諭
、
養
護
教
諭
又
は
栄
養
教
諭
の
職
務 

小
学
校
又
は
中
学
校
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
小
学
校
等
」
と
い
う
。
）

の
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
又
は
講
師
の
職
務 

基
準
と
な
る
職
務 

 

三
級 

二
級 

一
級 

職
務
の
級 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
小
学
校
等
の
栄
養
技
師
の
職
務 

相
当
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
小
学
校
等
の
栄
養
技
師
の
職

務 小
学
校
、
中
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
（
以
下
こ
の
表
及
び
別
表
第
八
に

お
い
て
「
小
学
校
等
」
と
い
う
。
）
の
栄
養
技
師
の
職
務 

基
準
と
な
る
職
務 

 

別
表
第
六
（
第
五
条
の
二
関
係
） 

教
育
職
給
料
表
（
二
）
級
別
基
準
職
務
表 

 

別
表
第
七
（
第
五
条
の
二
関
係
） 

学
校
栄
養
職
給
料
表
級
別
基
準
職
務
表 

 

 



  

     

          
 

附 

則 

（
施
行
期
日
等
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

第
一
条
の
規
定
（
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第

十
二
条
の
五
第
二
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
給
与
条
例
の
規
定
は
平
成
二

十
七
年
四
月
一
日
か
ら
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
給
与
条
例
第
十
二
条
の
五
第
二
項

の
規
定
は
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

（
改
定
日
前
の
異
動
者
の
号
給
の
調
整
） 

３ 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
定
日
」
と
い
う
。
）
前
に
職
務
の

級
を
異
に
し
て
異
動
し
た
学
校
職
員
及
び
埼
玉
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い

う
。
）
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
学
校
職
員
の
改
定
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者

が
改
定
日
に
お
い
て
職
務
の
級
を
異
に
す
る
異
動
等
を
し
た
も
の
と
し
た
場
合
と
の
権
衡
上
必

要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
教
育
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
調
整
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
給
与
の
内
払
） 

４ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
給
与
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
給
与
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
同
条
の
規
定

五
級 

四
級 

一
級 

職
務
の
級 

小
学
校
等
の
栄
養
主
査
の
職
務 

小
学
校
等
の
栄
養
主
任
の
職
務 

技
師
の
職
務 

基
準
と
な
る
職
務 

 

六
級 

五
級 

四
級 

三
級 

二
級 

一
級 

職
務
の
級 

困
難
な
業
務
を
処
理
す
る
小
学
校
等
の
事
務
主
幹
の
職
務 

小
学
校
等
の
事
務
主
幹
の
職
務 

小
学
校
等
の
事
務
主
査
の
職
務 

小
学
校
等
の
事
務
主
任
の
職
務 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
小
学
校
等
の
事
務
主
事
の
職
務 

小
学
校
等
の
事
務
主
事
の
職
務 

基
準
と
な
る
職
務 

 

別
表
第
八
（
第
五
条
の
二
関
係
） 

事
務
職
給
料
表
級
別
基
準
職
務
表 

  

 



に
よ
る
改
正
後
の
給
与
条
例
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。 

 

（
教
育
委
員
会
へ
の
委
任
） 

５ 
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教
育
委
員
会

が
定
め
る
。 

 

（
人
事
委
員
会
と
の
協
議
） 

６ 

こ
の
条
例
に
基
づ
き
教
育
委
員
会
が
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
埼
玉
県
人
事

委
員
会
と
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。 



条

例 

埼
玉
県
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
三
十
三
号 

 
 

 

埼
玉
県
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
学
校
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
三
十
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平 

 

成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
同
項
の
表
中
「
八
、
一
五
九
人
」
と
あ
る
の
は
「
八
、 

 

二
二
二
人
」
と
、
「
一
一
、
四
二
四
人
」
と
あ
る
の
は
「
一
一
、
五
二
八
人
」
と
す
る
。 

 

そ
の
他
の
職
員 

校
長
及
び
教
員
（
副 

校
長
、
教
頭
、
主
幹 

教
諭
、
教
諭
、
養
護 

教
諭
、
助
教
諭
、
養 

護
助
教
諭
及
び
講
師 

を
い
う
。
） 学

校
種
別 

 
 

 

 
 

 

職
員
種
別 

   

一
、
四
三
七 

 

人 

  

八
、
一
五
九 

  

人 

県
立
高
等
学
校 

及
び
市
町
村
立 

高
等
学
校
（
定 

時
制
の
課
程
） 

  

 
 

四
七
七 

 人 

  

三
、
八
八
八 

  

人 

県
立
及
び
市
町 

村
立
の
特
別
支 

援
学
校 

 

  

六
二
一 

 人 

  

一
一
、
四
二
四 

  

人 

県
立
及
び
市
町 

村
立
の
中
学
校 

  

  

一
、
二
〇
九 

 人 

  

一
九
、
二
九
一 

  

人 

市
町
村
立
小
学 

校 

  



条

例 

埼
玉
県
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
三
十
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
学
校
設
置
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に 

改
正
す
る
。 

 

第
三
号
の
表
埼
玉
県
立
岩
槻
特
別
支
援
学
校
の
項
を
削
り
、
同
表
中
「
埼
玉
県
立
入
間
わ
か
く 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
埼
玉
県
立 

さ
高
等
特
別
支
援
学
校 

入
間
市
大
字
小
谷
田
字
車
道
南
七
百
四
十
五
番
地
一
」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
立 

 

入
間
わ
か
く
さ
高
等
特
別
支
援
学
校 

入
間
市
大
字
小
谷
田
字
車
道
南
七
百
四
十
五
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に 

け
や
き
特
別
支
援
学
校 

 
 

 
 

 

さ
い
た
ま
市
中
央
区
新
都
心
一
番
地
二 

 
 

 
 

」 
 

改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
埼
玉
県
教
育
委

員
会
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 



条

例 

 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
三
十
五
号 

 
 

 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
第
二
十
四
条
第
六
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
設
け
る
も
の
と
し
」
の
下
に
「
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務

時
間
を
割
り
振
る
学
校
職
員
（
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
（
以
下
「
県
教
育
委
員
会
規
則
」
と
い

う
。
）
で
定
め
る
者
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
に
加
え
て
月
曜
日
か
ら
金

曜
日
ま
で
の
五
日
間
に
お
い
て
、
県
教
育
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
週
休
日
を
設

け
る
こ
と
が
で
き
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

教
育
委
員
会
は
、
学
校
職
員
（
県
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
学
校
職
員
及
び
次
条
の
規
定 

の
適
用
を
受
け
る
学
校
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
始
業
及

び
終
業
の
時
刻
に
つ
い
て
学
校
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
て
当
該
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り

振
る
こ
と
が
校
務
の
正
常
な
運
営
を
妨
げ
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
県
教
育
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
学
校
職
員
の
申
告
を
経
て
、
四
週
間

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
週
を
単
位
と
し
て
県
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
ご
と
の
期
間
に

つ
き
前
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
と
な
る
よ
う
に
当
該
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 

第
五
条
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
埼

玉
県
教
育
委
員
会
規
則
（
以
下
「
県
教
育
委
員
会
規
則
」
と
い
う
。
）
」
を
「
県
教
育
委
員
会
規

則
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
及
び
第
九
条
の
二
第
一
項
中
「
第
四
条
第
二
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
加

え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

２ 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ 

 

う
に
改
正
す
る
。 



 
 

第
十
四
条
第
三
項
中
「
第
四
条
第
二
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
加
え
る
。 

 

（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

３ 
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ 

 

う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
二
条
第
一
号
中
「
第
三
条
第
三
項
」
の
下
に
「
又
は
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等

に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
号
。
以
下
「
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
条
例
」

と
い
う
。
）
第
四
条
第
三
項
」
を
、
「
第
三
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
学
校
職
員
の
勤
務
時

間
条
例
第
四
条
第
一
項
」
を
加
え
、
「
こ
の
号
」
を
「
こ
の
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
学

校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
号
。
以
下

「
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
」
を
「
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
条
例
」
に
改
め
、

同
号
イ
中
「
（
職
員
の
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
又
は
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
条
例
第
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
週
休
日
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
る
。 

 

（
調
整
規
定
） 

４ 

こ
の
条
例
及
び
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平 

成
二
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
五
号
）
に
同
一
の
条
例
の
規
定
に
つ
い
て
の
改
正
規
定
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
、
当
該
改
正
規
定
が
同
一
の
日
に
施
行
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
条
例
の
規
定
は
、

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
よ
っ
て
ま
ず
改
正
さ

れ
、
次
い
で
こ
の
条
例
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

 



条

例 

 

埼
玉
県
地
方
警
察
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
三
十
六
号 

 
 

 

埼
玉
県
地
方
警
察
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
地
方
警
察
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
二
百
八
十
五
人
」
を
「
二
百
八
十
七
人
」
に
、
「
六
百
七
十
三
人
」

を
「
六
百
七
十
七
人
」
に
、
「
六
千
八
百
四
十
九
人
」
を
「
六
千
八
百
八
十
八
人
」
に
、
「
三
千

五
百
八
十
九
人
」
を
「
三
千
六
百
八
人
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



条

例 

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
三
十
七
号 

 
 

 

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
川
口
警
察
署
の
項
中
「
、
前
川
町
二
丁
目
」
を
削
り
、
「
前
川
町
四
丁
目
」
の
下
に
「
、

本
前
川
一
丁
目
、
本
前
川
二
丁
目
、
本
前
川
三
丁
目
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   



規

則 

埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
三
号 

 
 

 

埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

第
六
条
の
二
情
報
シ
ス
テ
ム
課
の
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
か

ら
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。 

十
一 

放
送
法
の
施
行
（
小
規
模
施
設
特
定
有
線
一
般
放
送
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
に

関
す
る
こ
と
。 

  

 

 

 

祉

課 

ア

課 

地

域

包

括

ケ

ア

課

 

 

 

 

高

齢

者

福

祉

課

 

 

 

 

 

 

 

ス

ポ

ー

ツ

振

興

課

 

 

 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

先

端

産

援 

 

  

 

 

 

地

域

包

括

ケ 

 

産

業

支

援 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

業

課 

援

課 

 

 

 

ス

ポ

ー

ツ

振

興

課

 
 

 

 

産

業

支

援

課

 

 

 

  

 

 

 

第
三
条
の
表
県
民
生
活
部
の
項
中 
「 

」 を 

「 

に
改
め
、
同
表
環
境
部
の
項
中
「
エ
コ
タ
ウ
ン
課
」 

」 

を
「
エ
コ
タ
ウ
ン
環
境
課
」
に
改
め
、
同
表
福
祉
部
の
項
中 

 

「 

  

 

 

 

」 を 

「 

」 に
改
め
、
同
表
産
業
労
働
部 

の
項
中 

」 

「 

を 

「 

」 

に
、 

「 

就

業

支

援

課

 

 

 

」 

を 

「 

」 

に
改
め
る
。 

高

齢

者

福 

 

就

業

 

支

援

課

 

 

 

 

ラ

グ

ビ

ー

ワ

ー

ル

ド

カ

ッ

プ

大

会

課 

 

 

 

シ

ニ

ア

 

活

躍

推

進

課

 

 

 

 



 

第
六
条
の
二
土
地
水
政
策
課
の
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら

第
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 
第
七
条
文
書
課
の
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

下
げ
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三 

行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す

る
こ
と
。 

 

第
七
条
の
二
共
助
社
会
づ
く
り
課
の
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三 

埼
玉
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
基
金
（
会
計
管
理
課
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）

に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
七
条
の
二
文
化
振
興
課
の
項
第
三
号
中
「
埼
玉
県
文
化
振
興
基
金
条
例
の
施
行
」
を
「
埼
玉

県
文
化
振
興
基
金
（
会
計
管
理
課
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
条
青
少

年
課
の
項
中
第
七
号
及
び
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
七
号
と
し
、
同
条
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
の

項
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

四 

埼
玉
県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
の
施
行
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る

も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
七
条
の
二
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
課 

平
成
三
十
一
年
に
開
催
さ
れ
る
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
の
開
催
準
備
（
他
の
機

関
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
七
条
の
四
環
境
政
策
課
の
項
中
第
十
四
号
を
削
り
、
第
十
五
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
六

号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
六
号
と
し
、
同
条
温
暖
化
対
策
課
の
項
中
第
四
号
を
削

り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
エ
コ
タ

ウ
ン
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

エ
コ
タ
ウ
ン
環
境
課 

一 

埼
玉
エ
コ
タ
ウ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
有
効
利
用
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
八
条
社
会
福
祉
課
の
項
中
第
二
十
八
号
を
第
二
十
九
号
と
し
、
第
二
十
七
号
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。 

二
十
八 

被
保
護
者
等
住
居
・
生
活
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
の
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条

例
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
八
条
社
会
福
祉
課
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

地
域
包
括
ケ
ア
課 



一 

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築
の
推
進
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）

に
関
す
る
こ
と
。 

二 

介
護
保
険
法
の
施
行
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ

と
。 

三 

老
人
福
祉
法
の
施
行
（
後
見
等
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に

関
す
る
こ
と
。 

五 

地
域
包
括
ケ
ア
局
長
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
八
条
地
域
包
括
ケ
ア
課
の
項
を
削
り
、
同
条
障
害
者
福
祉
推
進
課
の
項
中
第
九
号
を
第
十
二

号
と
し
、
第
八
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
七
号
を
第
十
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加

え
る
。 七 

障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

八 

埼
玉
県
手
話
言
語
条
例
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

九 

埼
玉
県
障
害
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
全
て
の
人
が
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
け
る
共
生
社

会
づ
く
り
条
例
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
八
条
こ
ど
も
安
全
課
の
項
第
五
号
中
「
子
ど
も
の
権
利
擁
護
」
を
「
埼
玉
県
子
ど
も
の
権
利

擁
護
委
員
会
条
例
の
施
行
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
医
療
整
備
課
の
項
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

七 

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築
の
推
進
（
在
宅
医
療
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
に
関

す
る
こ
と
。 

 

第
九
条
健
康
長
寿
課
の
項
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一

号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

八 

埼
玉
県
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
九
条
疾
病
対
策
課
の
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と

し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

五 

埼
玉
県
が
ん
対
策
推
進
条
例
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
九
条
疾
病
対
策
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

十
五 

肝
炎
対
策
基
本
法
の
施
行
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関

す
る
こ
と
。 

 

第
十
条
産
業
労
働
政
策
課
の
項
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三 

埼
玉
県
中
小
企
業
振
興
基
本
条
例
の
施
行
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除

く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 



 

第
十
条
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課
の
項
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第

十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

五 

埼
玉
県
商
店
街
活
性
化
条
例
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
十
条
産
業
支
援
課
の
項
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
を
第
六
号
と

し
、
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
七
号
と
し
、
第
十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
八
号
と
し
、

第
十
二
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

先
端
産
業
課 

一 

先
端
産
業
の
育
成
に
係
る
総
合
的
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

産
学
連
携
に
係
る
企
画
及
び
調
整
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）

に
関
す
る
こ
と
。 

三 

科
学
技
術
に
係
る
総
合
的
企
画
及
び
調
整
並
び
に
試
験
研
究
機
関
に
お
け
る
研
究
活
動

の
総
合
的
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
十
条
企
業
立
地
課
の
項
第
五
号
中
「
国
際
経
済
交
流
」
を
「
海
外
ビ
ジ
ネ
ス
展
開
の
支
援
」

に
改
め
、
同
条
観
光
課
の
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ

繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

二 

埼
玉
県
観
光
づ
く
り
推
進
条
例
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
十
条
勤
労
者
福
祉
課
の
項
第
一
号
中
「
及
び
労
働
関
係
調
整
法
」
を
「
、
労
働
関
係
調
整
法

及
び
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三

号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
九
号
か
ら
第
十
一
号

ま
で
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
四
号
を
第
十
号
と

し
、
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
を
削
り
、
第
十
七
号
を
第
十
一
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。 

 
 

十
二 

前
各
号
の
ほ
か
、
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
十
条
就
業
支
援
課
の
項
中
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。 

 
 

三 

青
少
年
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
十
条
就
業
支
援
課
の
項
中
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ

繰
り
上
げ
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

シ
ニ
ア
活
躍
推
進
課 

一 

高
年
齢
者
の
就
業
支
援
及
び
活
動
支
援
（
共
助
社
会
づ
く
り
課
に
お
い
て
所
掌
す
る
も

の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
と
の
連
絡
調
整
（
高
年
齢
者
の
就
業
支
援
及
び
活
動
支
援
に
関
す

る
こ
と
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 



四 

前
各
号
の
ほ
か
、
高
年
齢
者
の
活
躍
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
十
条
ウ
ー
マ
ノ
ミ
ク
ス
課
の
項
第
一
号
中
「
就
業
環
境
」
を
「
女
性
の
就
業
環
境
」
に
改
め

る
。 

 

第
十
一
条
農
業
政
策
課
の
項
中
第
十
四
号
を
削
り
、
第
十
五
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
六
号

か
ら
第
十
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
課
の
項
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。 

二
十
一 

都
市
農
業
基
本
法
の
施
行
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に

関
す
る
こ
と
。 

 

第
十
一
条
生
産
振
興
課
の
項
中
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

五 

農
産
物
検
査
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
十
二
条
道
路
環
境
課
の
項
第
一
号
中
「
管
理
」
を
「
維
持
管
理
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中

「
及
び
橋
り
よ
う
の
管
理
並
び
に
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
」
を
削
り
、「
処
分
」
の
下
に
「
（
道

路
街
路
課
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
三
条
都
市
整
備
政
策
課
の
項
第
三
号
中
「
不
服
申
し
立
て
」
を
「
不
服
申
立
て
」
に
改
め
、

同
条
建
築
安
全
課
の
項
中
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
三
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
一
号

ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

十
三 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
十
八
条
第
三
項
第
七
号
を
削
る
。 

 

第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
消
費
生
活
の
安
定
と
向
上
を
図
る
た
め
」
を
「
消
費
者
安
全
法
（
平

成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
十
七
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

四
十 

農
産
物
検
査
法
に
基
づ
く
事
務
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
百
三
十
一
条
の
十
五
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

十
三 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
建
築
物
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
等
の
認
定
、
報
告
の
受
理
、
措
置
命
令
等
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
百
八
十
六
条
中
「
、
埼
玉
県
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
北
部
研
究
所
及
び
埼
玉
県
農
林
総
合

研
究
セ
ン
タ
ー
の
支
所
」
を
「
及
び
埼
玉
県
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
北
部
研
究
所
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
八
十
七
条
の
表
埼
玉
県
本
人
確
認
情
報
保
護
審
議
会
の
項
中
「
第
三
十
条
の
九
第
二
項
」

を
「
第
三
十
条
の
四
十
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
埼
玉
県
職
員
健
康
審
査
会
の
項
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。 

   

埼
玉
県
行
政
不
服
審

査
会 

行
政
不
服
審
査
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
の
諮
問

に
応
じ
、
審
査
請
求
に
係
る
事
件
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
。 

課 書 

 

 



 
 

  
第
百
八
十
七
条
の
表
埼
玉
県
情
報
公
開
審
査
会
の
項
及
び
埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
の
項

中
「
不
服
申
立
て
等
」
を
「
審
査
請
求
等
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
八
十
八
条
第
一
項
の
表
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
の
項
を
削
り
、
同
表
危
機
管
理
課
の
項
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

       

第
百
八
十
八
条
第
一
項
の
表
産
業
支
援
課
の
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
の
表
本
庁
の
項
中
「
特

別
参
与
」
を
「
企
画
参
与
」
に
、
「
知
事
室
長
」
を
「
知
事
」
に
改
め
、
同
表
企
画
総
務
課
、
福

祉
政
策
課
及
び
保
健
医
療
政
策
課
の
項
中
「
企
画
総
務
課
」
を
「
計
画
調
整
課
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
九
十
二
条
第
三
項
の
表
寄
居
林
業
事
務
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

          
 

 

第
百
九
十
二
条
第
三
項
の
表
埼
玉
県
衛
生
研
究
所
の
項
中
「
感
染
症
室
長
」
を
「
感
染
症
検
査

室
長
」
に
改
め
、
同
表
埼
玉
県
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
技
術
・
事
業
化
交
流
支
援
室

長
」
を
「
技
術
・
事
業
化
支
援
室
長
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
環
境
部
エ
コ
タ
ウ
ン
課
に
勤
務
し
て
い
る
者
は
、
別
に
辞
令
を
発

せ
ら
れ
な
い
限
り
、
同
一
の
職
に
よ
り
、
環
境
部
エ
コ
タ
ウ
ン
環
境
課
に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た

も
の
と
す
る
。 

福
祉
部 

保
健
医
療
部 

地
域
包
括
ケ
ア
局

長 

上
司
の
命
を
受
け
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築

の
推
進
及
び
高
齢
者
の
福
祉
に
係
る
政
策
の
企
画
及

び
立
案
並
び
に
こ
れ
ら
の
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整

の
事
務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、

所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

 

埼
玉
県
環

境
科
学
国

際
セ
ン
タ

ー 埼
玉
県
環
境
科

学
国
際
セ
ン
タ

ー 

所究研 

副
研
究
所
長 

研
究
企
画
幹 

 
 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
処
理

す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
定
事
項
に
つ
い
て
、
研
究

所
長
を
助
け
、
こ
れ
ら
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
処
理

す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
定
事
項
に
つ
い
て
、
所
長

を
助
け
、
職
員
の
担
任
す
る
事
務
を
監
督
し
、
事
務

を
整
理
す
る
。 

 

 

 

 
 

文 

 

 



 

 

規

則 

 

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 平

成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
本
庁
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
第
一
項
中
「
ス
ポ
ー
ツ
局
長
」
の
下
に
「
、
地
域
包
括
ケ
ア
局
長
」
を
加
え
る
。 

第
九
条
第
一
項
中
「
、
ス
ポ
ー
ツ
企
画
幹
」
及
び
「
、
先
端
産
業
幹
」
を
削
る
。 

 

第
十
二
条
第
三
項
第
一
号
中
「
ス
ポ
ー
ツ
局
長
」
の
下
に
「
、
地
域
包
括
ケ
ア
局
長
」
を
加
え

る
。 

 

別
表
第
一
県
民
生
活
部
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄
中
「
第
三
十
一

条
」
を
「
第
三
十
五
条
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
第
四
号
中
「
ほ
う
賞
」
を
「
褒
賞
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
一
号
事
務
の
種
類
の
欄

中
「
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
」
を
「
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成

二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
」
に
改
め
、
同
号
知
事
室
長
、
部
長
及
び
会
計
管
理
者
専
決
事
項

の
欄
３
中
「
審
査
請
求 

異
議
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、
「
裁
決
、
決
定
等
」
を
「
裁
決

等
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
二
号
知
事
室
長
、
部
長
及
び
会
計
管
理
者
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第

五
十
一
条
」
を
「
第
六
十
七
条
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
三
副
知
事
専
決
事
項
の
欄 

及
び
知
事
室
長
、
部
長
及
び
会
計
管
理
者
専
決
事
項
の
欄 

中
「
営
利
企
業
等
へ
の
従
事
」
を
「
営
利
企
業
へ
の
従
事
等
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
四
企
画
財
政
部
の
表
情
報
シ
ス
テ
ム
課
の
項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
知
事
決
裁

事
項
の
欄
中
「
法
第
三
十
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
情
報
処
理
機
関
に
本
人
確
認

情
報
処
理
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
。
」
を
削
り
、
同
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
１
か
ら
３
ま
で
を
削

り
、
同
欄
４
中
「
第
三
十
条
の
四
十
三
第
四
項
」
を
「
第
三
十
条
の
三
十
八
第
四
項
」
に
、
「
中

止
す
べ
き
」
を
「
中
止
す
る
」
に
、
「
講
ず
べ
き
」
を
「
講
ず
る
」
に
改
め
、
同
欄
４
を
同
欄
１

と
し
、
同
欄
５
中
「
第
三
十
条
の
四
十
三
第
五
項
」
を
「
第
三
十
条
の
三
十
八
第
五
項
」
に
改
め
、

同
欄
５
を
同
欄
２
と
し
、
同
欄
６
中
「
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
の
三
十
九
第

一
項
」
に
、
「
第
三
十
条
の
四
十
三
第
二
項
又
は
第
三
項
」
を
「
第
三
十
条
の
三
十
八
第
二
項
又

は
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄
６
を
同
欄
３
と
し
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と
し
、
同
項
第
三
号
を
同

項
第
二
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

三 

放
送
法
（
昭
和 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

放
送
法
第
百
七
十
四
条
の
規
定
に
基
づ 

 

10 

15 



 

 

      

別
表
第
四
企
画
財
政
部
の
表
地
域
政
策
課
の
項
第
四
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
中
８
を
９
と
し
、

５
か
ら
７
ま
で
を
６
か
ら
８
ま
で
と
し
、
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

５ 

法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
一
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
総
務
大
臣
に
対
し
、
勧

告
を
行
う
こ
と
を
求
め
る
こ
と
。 

 

別
表
第
四
企
画
財
政
部
の
表
地
域
政
策
課
の
項
第
四
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中 

を 

と
し
、

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、 
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
一
の
二
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
都
市
の
市
長
に
対

し
、
協
議
を
行
う
こ
と
を
求
め
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
一
の
三
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
都
市
の
市
長
に
対

し
、
勧
告
の
求
め
を
し
よ
う
と
す
る
旨
を
あ
ら
か
じ
め
通
知
す
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
一
の
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
総
務
大
臣
の
同
意
を
得

て
、
勧
告
の
求
め
を
取
り
下
げ
る
こ
と
。 

 

別
表
第
四
企
画
財
政
部
の
表
市
町
村
課
の
項
第
九
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
「
第
十
六
条
第
六

項
」
を
「
第
十
六
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
第
十
三
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
「
第
十
七
条
」

を
「
第
十
八
条
」
に
改
め
、
同
表
土
地
水
政
策
課
の
項
第
二
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
３
中
「
第
八

条
第
六
項
（
同
条
第
七
項
」
を
「
第
八
条
第
五
項
（
同
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
四
総
務
部
の
表
人
事
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中 

を 

と
し
、
７
か
ら 
ま

で
を
９
か
ら 

ま
で
と
し
、
同
欄
６
中
「 

」
を
「 

」
に
、
「
７
、 

か
ら 

ま
で
及
び 

か

ら 

ま
で
」
を
「
９
、 

か
ら 

ま
で
及
び 

か
ら 

ま
で
」
に
改
め
、
同
欄
６
を
同
欄
８
と
し
、

同
欄
中
５
を
７
と
し
、
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

５ 

地
公
法
第
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
標
準
職
務
遂
行
能
力
及
び
標
準
的
な

職
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
協
議
を
受
け
る
こ
と
。 

６ 

地
公
法
第
二
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
人
事
評
価
の
基
準
及
び
方
法
に
関

す
る
事
項
そ
の
他
人
事
評
価
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
協
議
を
受
け
る
こ
と
。 

 

別
表
第
四
総
務
部
の
表
人
事
課
の
項
第
二
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
８
中
「
営
利
企
業
等
へ
の
従

事
」
を
「
営
利
企
業
へ
の
従
事
等
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
）
及
び
」
を

「
）
、
」
に
改
め
、
「
教
育
長
給
与
等
条
例
」
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
及
び
期
末
手
当
及
び
勤

勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
三
）
」
を
加
え
、
同
号
部
長
専
決
事

項
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

二
十
五
年
法
律
第 

 

百
三
十
二
号
）
の 

 
施
行
に
関
す
る
事

務 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

き
、
小
規
模
施
設
特
定
有
線
一
般
放
送
の 

業
務
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
。 
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14 
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別
表
第
四
総
務
部
の
表
人
事
課
の
項
第
五
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
ほ
う
章
」
を
「
褒
章
」
に

改
め
、
同
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
中
「
黄
綬
ほ
う
章
」
を
「
黄
綬
褒
章
」
に
、
「
紫
綬
ほ
う
章
」

を
「
紫
綬
褒
章
」
に
、
「
藍
綬
ほ
う
章
」
を
「
藍
綬
褒
章
」
に
改
め
、
同
号
部
長
専
決
事
項
の
欄

中
「
紅
綬
ほ
う
章
」
を
「
紅
綬
褒
章
」
に
、
「
緑
綬
ほ
う
章
」
を
「
緑
綬
褒
章
」
に
、
「
紺
綬
ほ

う
章
」
を
「
紺
綬
褒
章
」
に
改
め
、
同
表
学
事
課
の
項
第
五
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
５
中
「
又
は

異
議
申
立
て
」
及
び
「
又
は
決
定
」
を
削
る
。 

 

別
表
第
四
県
民
生
活
部
の
表
県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
「
第
三

十
二
条
」
を
「
第
三
十
六
条
」
に
改
め
、
同
表
消
費
生
活
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中

「
第
六
条
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。 

       

別
表
第
四
危
機
管
理
防
災
部
の
表
消
防
防
災
課
の
項
第
五
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
埼
玉
県
消

防
職
員
及
び
消
防
団
員
特
別
ほ
う
賞
金
条
例
施
行
規
則
」
を
「
埼
玉
県
消
防
職
員
及
び
消
防
団
員

特
別
褒
賞
金
条
例
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
中
「
埼
玉
県
消
防
職
員
及
び

消
防
団
員
特
別
ほ
う
賞
金
条
例
施
行
規
則
」
を
「
埼
玉
県
消
防
職
員
及
び
消
防
団
員
特
別
褒
賞
金

条
例
施
行
規
則
」
に
、
「
特
別
ほ
う
賞
金
の
」
を
「
特
別
褒
賞
金
の
」
に
改
め
、
同
表
化
学
保
安

課
の
項
第
八
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
６
中
「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
二
項
」

に
改
め
る
。 

 

別
表
第
四
福
祉
部
の
表
社
会
福
祉
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

       

九 

農
業
協
同
組
合 

 

法
（
昭
和
二
十
二 

 

年
法
律
第
百
三
十 

 

二
号
）
の
施
行
に 

 

関
す
る
事
務 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

農
業
協
同
組
合
法
第
八
十
四
条
第
二
項 

の
規
定
に
基
づ
き
、
農
業
協
同
組
合
の
消 

費
生
活
協
同
組
合
へ
の
組
織
変
更
を
認
可 

す
る
こ
と
。 

 

課 ア ケ 括 包 域 

 

高
齢
者
虐
待
の
防 

止
、
高
齢
者
の
養
護 

者
に
対
す
る
支
援
等 

に
関
す
る
法
律
（
平 

成
十
七
年
法
律
第
百 

二
十
四
号
）
の
施
行 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養 

護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律 

第
二
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
措
置 

そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項 

を
公
表
す
る
こ
と
。 

 

 

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
勤
勉
手
当
の 

成
績
率
を
定
め
る
こ
と
。 

 



 

 

   
別
表
第
四
福
祉
部
の
表
地
域
包
括
ケ
ア
課
の
項
を
削
り
、
同
表
少
子
政
策
課
の
項
第
二
号
部
長

専
決
事
項
の
欄
中 

を 

と
し
、 

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、 

の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。 

 
 

 

施
行
令
第
五
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
保
育
士
養
成
施
設
の
指
定
を
取
り
消
す

こ
と
。 

 

別
表
第
四
福
祉
部
の
表
少
子
政
策
課
の
項
第
五
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
２
を
削
り
、
３
を
２

と
し
、
４
か
ら
７
ま
で
を
３
か
ら
６
ま
で
と
す
る
。 

別
表
第
四
保
健
医
療
部
の
表
健
康
長
寿
課
の
項
第
一
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
法
律
第
百
三
号
」

の
下
に
「
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、
同
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
中

「
健
康
増
進
法
」
を
「
法
」
に
改
め
、
同
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

     

別
表
第
四
産
業
労
働
部
の
表
産
業
支
援
課
の
項
第
五
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
２
中
「
第
四
条
第

二
項
」
を
「
第
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
表
勤
労
者
福
祉
課
の
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号

を
第
四
号
と
し
、
同
表
就
業
支
援
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

        

別
表
第
四
農
林
部
の
表
農
業
政
策
課
の
項
第
一
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

      

三 

青
少
年
の
雇
用 

 

の
促
進
等
に
関
す 

 

る
法
律
（
昭
和
四 

 

十
五
年
法
律
第
九 

 

十
八
号
）
の
施
行 

 

に
関
す
る
事
務 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

青
少
年
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法 

律
第
八
条
第
四
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い 

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に 

基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
に
意
見
を
述
べ 

る
こ
と
。 

 

１ 

法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
業
委
員
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
構
を
指 

 

定
す
る
こ
と
。 

２ 

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
機
構
（
法
第
四
十
三
条
第
一 

 

項
の
都
道
府
県
機
構
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
業
務
の
全
部
又
は 

 

一
部
の
休
止
又
は
廃
止
を
許
可
す
る
こ
と
。 

 

１ 

法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
の
勧
告
を 

 

す
る
こ
と
。 

２ 

法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を 

 

命
ず
る
こ
と
。 

 

地 

に
関
す
る
事
務 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

 

16 

17 

13 

15 

14 

16 

12 

13 



 

 

   
 別

表
第
四
農
林
部
の
表
農
業
政
策
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

            

別
表
第
四
農
林
部
の
表
農
業
政
策
課
の
項
第
二
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
６
中
「
第
十
五
条
の
二

第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
の
二
」
に
、
「
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
」
を
「
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
」
に
、
「
許
可

す
る
」
を
「
許
可
し
、
又
は
協
議
す
る
」
に
改
め
、
同
欄
７
及
び
８
中
「
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
」
を
「
四

ヘ
ク
タ
ー
ル
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
知
事
決
裁
事
項
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

            

別
表
第
四
農
林
部
の
表
農
業
政
策
課
の
項
第
三
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
１
か
ら
３
ま
で
を
削
り
、

同
欄
４
中
「
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
」
を
「
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
」
に
改
め
、
同
欄
４
を
同
欄
１
と
し
、
同
欄

５
を
同
欄
２
と
し
、
同
項
第
五
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
。
」

を
削
り
、
部
長
専
決
事
項
の
欄
４
中
「
議
決
」
を
「
決
議
」
に
改
め
、
同
欄
中 

を 

と
し
、 

を 

１ 

法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
機
構
の
業
務
規
程
を
認
可
し
、 

 

又
は
そ
の
変
更
を
認
可
す
る
こ
と
。 

２ 

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
機
構
の
業
務
に
関
す
る
事
業 

 

計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
認
可
し
、
又
は
そ
の
変
更
を
認
可
す
る
こ
と
。 

３ 

法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
機
構
に
対
し
、
都
道
府
県
機 

 

構
の
業
務
若
し
く
は
資
産
の
状
況
に
関
し
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
職
員
に
、
当
該 

 

機
構
の
事
務
所
に
立
ち
入
り
、
業
務
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を 

 

検
査
さ
せ
る
こ
と
。 

４ 

法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、 

 

都
道
府
県
機
構
の
業
務
に
関
し
監
督
上
必
要
な
命
令
を
す
る
こ
と
。 

 

 

１ 

法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
農
地 

 

を
農
地
以
外
の
も
の
と
す
る
こ
と
（
砂
利
採
取
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
許
可
し
、 

 

又
は
協
議
す
る
こ
と
。 

２ 

法
第
五
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
農
地 

 

若
し
く
は
採
草
放
牧
地
に
係
る
権
利
の
設
定
若
し
く
は
移
転
（
砂
利
採
取
に
係
る
も
の 

 

を
除
く
。
）
を
許
可
し
、
又
は
協
議
す
る
こ
と
。 

３ 

法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
農
地
に
係
る 

 

法
第
四
条
に
基
づ
く
許
可
及
び
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
に
係 

 

る
法
第
五
条
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し
等
を
し
、
又
は
工
事
そ
の
他
の
行
為
の
停
止
若 

 

し
く
は
原
状
回
復
そ
の
他
違
反
を
是
正
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
。 

 

12 

13 

11 

３ 

法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
業
委
員
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
構
の
指
定

を
取
り
消
す
こ
と
。 

 



 

 

 

と
し
、
同
欄 

中
「
若
し
く
は
農
事
組
合
法
人
又
は
中
央
会
」
を
「
又
は
農
事
組
合
法
人
」
に

改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄
中
９
を
削
り
、
８
を 

と
し
、
７
を
９
と
し
、
同
欄
６
中

「
若
し
く
は
農
事
組
合
法
人
又
は
中
央
会
」
を
「
又
は
農
事
組
合
法
人
」
に
改
め
、
同
欄
６
を
同

欄
８
と
し
、
同
欄
５
を
同
欄
６
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

７ 

法
第
七
十
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
出
資
組
合
の
新
設
分
割
を
認
可
す
る
こ
と
。 

別
表
第
四
農
林
部
の
表
農
業
政
策
課
の
項
第
五
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
４
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。 

５ 

法
第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
（
法
第
七
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
休
眠
組
合
に
対
し
、
事
業
を
廃
止
し
て
い
な
い
旨
の

届
出
を
す
べ
き
旨
を
公
告
し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
四
農
林
部
の
表
農
業
政
策
課
の
項
第
十
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
「
第
十
七
条
」
を
「
第

十
八
条
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

         

別
表
第
四
農
林
部
の
表
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
課
の
項
第
三
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
県
農

業
会
議
等
」
を
「
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
三
条
第
一
項
の
都
道
府
県
機
構
等
」
に

改
め
、
同
表
生
産
振
興
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

           

十
一 

地
域
再
生
法 

 

（
平
成
十
七
年
法 

 

律
第
二
十
四
号
） 

 

の
施
行
に
関
す
る 

 

事
務 

 
 

地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
十
五
第
四
項 

の
規
定
に
基
づ
き
、
認
定
市
町
村
が
作
成 

す
る
地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
整
備
計 

画
（
一
の
地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
の 

用
に
供
す
る
土
地
に
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超 

え
る
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
を
含
む
も
の 

に
限
る
。
）
に
つ
い
て
同
意
す
る
こ
と
。 

 

十
四 

農
産
物
検
査 

 

法
（
昭
和
二
十
六 

 

年
法
律
第
百
四
十 

 

四
号
。
以
下
こ
の 

 

項
に
お
い
て
「
法
」 

 

と
い
う
。
）
の
施

行
に
関
す
る
事
務 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

１ 

法
第
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
職 

員
に
、
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に 

よ
る
表
示
を
除
去
さ
せ
、
若
し
く
は
抹 

消
さ
せ
、
又
は
検
査
証
明
書
の
返
還
を 

求
め
さ
せ
る
こ
と
。 

２ 

法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基 

 

づ
き
、
登
録
検
査
機
関
に
対
し
、
業
務 

 

規
程
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ 

 

と
。 

３ 

法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、 

  

 

12 

10 
10 

11 

10 



 

 

                         
   

別
表
第
四
農
林
部
の
表
農
村
整
備
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄 

中
「
県
農
業
会
議
」

を
「
都
道
府
県
機
構
（
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
三
条
第
一
項
の
都
道
府
県
機
構
を

い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
県
農
業
会
議
」
を
「
都
道
府

県
機
構
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
四
県
土
整
備
部
の
表
河
川
砂
防
課
の
項
第
三
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
４
中
「
第
七
条
第

三
項
」
の
下
に
「
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

登
録
検
査
機
関
に
対
し
、
法
第
十
七
条 

第
二
項
各
号
の
規
定
に
適
合
す
る
た
め 

必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず 

る
こ
と
。 

４ 

法
第
二
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、 

 

登
録
検
査
機
関
に
対
し
、
農
産
物
検
査 

 

を
行
う
べ
き
こ
と
又
は
業
務
の
方
法
の 

 

改
善
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と 

 

を
命
ず
る
こ
と
。 

５ 

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基 

 

づ
き
、
登
録
検
査
機
関
の
登
録
を
取
り 

 

消
す
こ
と
。 

６ 
法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基 

 

づ
き
、
登
録
検
査
機
関
の
登
録
を
取
り 

 

消
し
、
又
は
一
年
以
内
の
期
間
を
定
め 

 

て
農
産
物
検
査
の
業
務
の
停
止
を
命
ず 

 

る
こ
と
。 

７ 

法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基 

 

づ
き
、
登
録
検
査
機
関
の
登
録
を
取
り 

 

消
す
こ
と
。 

８ 

法
第
二
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基 

 

づ
き
、
５
か
ら
７
ま
で
に
掲
げ
る
処
分 

を
し
た
旨
を
公
示
す
る
こ
と
。 

９ 

法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基 

づ
き
、
法
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
措 

置
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
と
る
こ
と
。 

 

18 

19 



 

 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
四
企
画
財
政

部
の
表
市
町
村
課
の
項
第
十
三
号
及
び
別
表
第
四
農
林
部
の
表
農
業
政
策
課
の
項
第
十
号
の
改

正
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

農
業
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
三
号
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
条
に
規
定
す
る
存
続
中
央
会
が
解

散
し
た
場
合
又
は
改
正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
も
の
と
み
な
さ

れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
清
算
結
了
の
登
記
の
時
、
改
正
法
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り

組
織
変
更
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
組
織
変
更
の
効
力
が
生
ず
る
時
ま
で
の
間
は
、
改
正

前
の
別
表
第
四
農
林
部
の
表
農
業
政
策
課
の
項
第
五
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
６
、
９
及
び 

の
規
定
（
中
央
会
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

 

10 



規

則 

 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
第
一
項
中
「
森
林
研
究
室
長
」
の
下
に
「
、
研
究
企
画
幹
、
副
研
究
所
長
」
を
加
え
、

「
感
染
症
室
長
」
を
「
感
染
症
検
査
室
長
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一
専
決
事
項
の
欄
第
二
十
三
号
中
「
第
二
十
四
条
」
を
「
第
二
十
五
条
」
に
改
め
、
同

欄
第
二
十
六
号
中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄
第
二
十
七
号
中

「
第
八
条
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
、
同
欄
第
三
十
八
号
中
「
第
二
十
四
条
第
三
項
」
の
下
に
「
（
条

例
第
四
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
欄
第
五
十
六
号
中
「
第
四

十
二
条
」
を
「
第
四
十
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
児
童
相
談
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄 

中
「
指
定
医
療

機
関
」
を
「
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
」
に
改
め
、
同
表
保
健
所
長
の
項
第
八
号
委
任
事
務
の
欄

あ
中
「
別
表
第
一
第
一
号
イ
⑴
㈤ 

」
を
「
別
表
第
一
第
一
号
イ
⑴
㈠ 

 

（
同
号
イ
⑵
㈠ 

の

規
定
に
よ
り
同
号
イ
⑴
㈠ 

の
規
定
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
欄

あ
中
「
別
表
第
一
第
一
号
イ
⑴
㈧ 

」
を
「
別
表
第
一
第
一
号
イ
⑴
㈠ 

 

（
同
号
イ
⑵
㈠ 
の

規
定
に
よ
り
同
号
イ
⑴
㈠ 

 

か
ら 

ま
で
の
規
定
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
」

に
改
め
、
同
欄 

中
「
別
表
第
一
第
一
号
イ
⑴
㈨ 

」
を
「
別
表
第
一
第
一
号
イ
⑴
㈠ 

 

（
同

号
イ
⑵
㈠ 

の
規
定
に
よ
り
同
号
イ
⑴
㈠ 

の
規
定
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
」

に
改
め
、
同
欄 

中
「
別
表
第
一
第
一
号
イ
⑴
㈩ 

」
を
「
別
表
第
一
第
一
号
イ
⑴
㈠ 

 

（
同

号
イ
⑵
㈠ 

の
規
定
に
よ
り
同
号
イ
⑴
㈠ 

の
規
定
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
」

に
改
め
、
同
欄 

中
「
別
表
第
一
第
一
号
イ
⑹
㈡
」
を
「
別
表
第
一
第
一
号
イ
⑴
㈥ 

（
同
号
イ

⑵
㈥
の
規
定
に
よ
り
同
号
イ
⑴
㈥
の
規
定
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、

同
表
計
量
検
定
所
長
の
項
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
、
計
量
法
施
行
規
則
」
を
「
及
び
計
量
法
施
行

規
則
」
に
改
め
、
「
及
び
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
検
定
検
査
規
則
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
一
号
専
決
事
項
の
欄
７
中
「
第
十

五
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
の
二
」
に
改
め
、
「
、
県
農
業
会
議
の
意
見
を
聴
き
」
を
削

り
、
「
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
」
を
「
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
」
に
、
「
許
可
す
る
」
を
「
許
可
し
、
又
は
協
議

10 

14 15 

17 18 

（ホ） 

（ⅲ） 

（ハ） 

（ホ） 

（ホ） 

（ハ） 

（ヌ） 

（ⅴ） 
（チ） 

（ヌ） 

（ⅲ） 

（ⅴ） 

16 

（ロ） 

（ル） 

（ⅱ） 

（リ） 

（ル） 

（イ） 

（ヲ） 

（ⅰ） 

（ヌ） 

（ヲ） 

（ロ） 



 

 

す
る
」
に
改
め
、
同
欄
８
及
び
９
中
「
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
」
を
「
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
」
に
改
め
、
同
項

第
四
号
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
、
県
農
業
会
議
の
意
見
を
聴
い
て
」
を
削
り
、
「
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
」

を
「
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
、
県
農
業
会
議
の
意
見
を
聴
い
て
」
を
削
り
、
「
二

ヘ
ク
タ
ー
ル
」
を
「
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
」
に
改
め
、
同
欄
３
中
「
県
農
業
会
議
」
を
「
農
業
委
員
会

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
の
都
道
府
県
機
構
」

に
改
め
、
同
欄
６
中
「
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
」
を
「
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
」
に
、
「 

か
ら 

ま
で
」
を
「
７

か
ら 

ま
で
」
に
改
め
、
同
欄
８
及
び
９
中
「
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
」
を
「
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
」
に
改
め
、

同
項
第
六
号
委
任
事
務
の
欄
１
中
「
第
七
十
二
条
の
十
三
第
二
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
二
十
九

第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
第
七
十
二
条
の
十
六
第
四
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
三
十
二
第

四
項
」
に
改
め
、
同
欄
３
中
「
第
七
十
二
条
の
十
七
第
二
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
三
十
四
第
二

項
」
に
改
め
、
同
欄
４
中
「
第
七
十
二
条
の
十
八
第
三
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
三
十
五
第
三
項
」

に
改
め
、
同
欄
５
中
「
第
七
十
二
条
の
十
八
の
十
」
を
「
第
七
十
二
条
の
四
十
四
」
に
改
め
、
同

欄
６
中
「
第
七
十
三
条
の
十
二
」
を
「
第
七
十
三
条
の
十
（
法
第
八
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
「
基
づ
き
、
」
の
下
に
「
組
合
又
は
」
を
加
え
、
同
欄
７
中
「
第
九

十
七
条
の
二
第
一
号
」
を
「
第
九
十
七
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
欄
中 

を
削
り
、 

を 

と
し
、 

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、
同
欄 

中
「
議
決
」
を
「
決
議
」
に
改
め
、
同
欄 

を

同
欄 

と
し
、
同
欄
中 

を 

と
し
、 

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、
同
号
専
決
事
項

の
欄
３
中
「
第
十
一
条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
の
十
七
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
４
中
「
第

十
一
条
の
七
第
四
項
」
を
「
第
十
一
条
の
十
七
第
四
項
」
に
改
め
、
同
欄
５
中
「
第
十
一
条
の
二

十
三
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
の
四
十
二
第
一
項
」
に
改
め
、
「
若
し
く
は
廃
止
」
を
削
り
、
同

欄 

中
「
第
七
十
二
条
の
十
二
の
八
第
三
号
」
を
「
第
七
十
二
条
の
二
十
四
第
三
号
」
に
改
め
、

同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

中
「
第
七
十
二
条
の
十
二
の
六
」
を
「
第
七
十
二
条
の
二
十
二
」

に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

中
「
第
十
一
条
の
三
十
二
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条

の
五
十
一
第
一
項
」
に
改
め
、
「
若
し
く
は
廃
止
」
を
削
り
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
そ
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
十
一
条
の
五
十
一
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
業
経
営
規
程
の
変
更
又
は
廃
止
の

届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
六
号
専
決
事
項
の
欄 

中
「
第
十

一
条
の
二
十
九
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
の
四
十
八
第
一
項
」
に
改
め
、
「
若
し
く
は
廃
止
」
を

削
り
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
十
一
条
の
四
十
八
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
宅
地
等
供
給
事
業
実
施
規
程
の
変
更

又
は
廃
止
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
六
号
専
決
事
項
の
欄
９
中
「
第
十

一
条
の
二
十
六
」
を
「
第
十
一
条
の
四
十
五
」
に
改
め
、
同
欄
９
を
同
欄 

と
し
、
同
欄
８
中
「
第
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十
一
条
の
二
十
六
」
を
「
第
十
一
条
の
四
十
五
」
に
改
め
、
同
欄
８
を
同
欄
９
と
し
、
同
欄
７
中

「
第
十
一
条
の
二
十
六
」
を
「
第
十
一
条
の
四
十
五
」
に
改
め
、
同
欄
７
を
同
欄
８
と
し
、
同
欄

６
中
「
第
十
一
条
の
二
十
六
」
を
「
第
十
一
条
の
四
十
五
」
に
改
め
、
同
欄
６
を
同
欄
７
と
し
、

同
欄
５
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

６ 

法
第
十
一
条
の
四
十
二
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
信
託
規
程
の
変
更
又
は
廃
止
の
届
出

を
受
理
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
中
第
二
十
二
号
を
削
り
、
第
二
十
三

号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第
二
十
四
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

                          

二
十
五 

 

農
産
物
検

査
法
（
昭
和
二
十

六
年
法
律
第
百
四

十
四
号
。
以
下
こ

の

項

に

お

い

て

「
法
」
と
い
う
。
）

の
施
行
に
関
す
る

事
務 

二
十
四 

地
域
再
生

法
（
平
成
十
七
年

法

律

第

二

十

四

号
）
の
施
行
に
関

す
る
事
務 

  

１ 

法
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
登
録
検
査
機
関
か
ら
農

産
物
検
査
に
係
る
報
告
を
受
理
す

る
こ
と
。 

２ 

法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
農
産
物
の
生
産
者
等
に

対
し
、
そ
の
業
務
の
状
況
に
関
し

報
告
を
さ
せ
る
こ
と
。 

３ 

法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
登
録
検
査
機
関
に
対
し
、

農
産
物
検
査
の
業
務
又
は
経
理
の

状
況
に
関
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
。 

４ 

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
職
員
に
、
農
産
物
の

生
産
者
等
の
ほ
場
等
に
立
ち
入

り
、
農
産
物
等
を
調
査
さ
せ
、
又

は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
。 

  

地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
十
五
第

四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
認
定
市
町

村
が
作
成
す
る
地
域
農
林
水
産
業
振

興
施
設
整
備
計
画
（
一
の
地
域
農
林

水
産
業
振
興
施
設
の
用
に
供
す
る
土

地
に
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
農
地

又
は
採
草
放
牧
地
を
含
む
も
の
を
除

く
。
）
に
つ
い
て
同
意
す
る
こ
と
。 

 



 

 

       

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
水
産
研
究
所
長
の
項
第
一
号
専
決
事
項
の
欄
中 

を 

と
し
、
３
か

ら 

ま
で
を
４
か
ら 

ま
で
と
し
、
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

３ 

法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
漁
業
権
者
の
休
業
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
水
産
研
究
所
長
の
項
第
三
号
専
決
事
項
の
欄
中 

を 

と
し
、 

を 

と
し
、 

を 

と
し
、
同
欄 

中
「
第
三
十
一
条
第
三
項
」
の
下
に
「
（
同
条
第
七
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、

そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
基
づ
き
、
試
験
研
究
等
を
行
う
た
め
の
採
捕
の
許
可
の
申
請
書
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
水
産
研
究
所
長
の
項
第
三
号
専
決
事
項
の
欄
中 

を 

と
し
、 

か

ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、 

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

規
則
第
十
七
条
第
二
項
（
規
則
第
三
十
一
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
許
可
証
の
返
納
が
で
き
な
い
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
水
産
研
究
所
長
の
項
第
四
号
専
決
事
項
の
欄
中 

を 

と
し
、 

か

ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、 

を 

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
九
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
連
合
会
の
会
員
が
い
な
く
な
つ
た
こ
と
又
は

認
可
の
申
請
が
な
か
つ
た
こ
と
に
よ
る
解
散
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
水
産
研
究
所
長
の
項
第
四
号
専
決
事
項
の
欄
中 

を 

と
し
、
そ
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
八
十
五
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
裁
判
所
か
ら
の
嘱
託
を
受
け
調
査
す
る

こ
と
。 

 
 

 

法
第
八
十
五
条
の
九
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
裁
判
所
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
八
十
五
条
の
十
の
規
定
に
基
づ
き
、
清
算
結
了
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
八
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
監
査
事
業
を
認
可
す
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
八
十
七
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
連
合
会
が
認
可
対
象
会
社
を
子
会
社
と

す
る
こ
と
に
つ
い
て
認
可
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
水
産
研
究
所
長
の
項
第
四
号
専
決
事
項
の
欄
中 

を 

と
し
、 

か

ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、 

を 

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

５ 

法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
職
員
に
、
登
録
検
査

機
関
の
事
務
所
等
に
立
ち
入
り
、

業
務
の
状
況
等
を
調
査
さ
せ
、
又

は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
。 

 

21 

22 

20  
 

21 

23 

25 

22 

24 

21 

23 

20  
 

20  
 

22 

19 

20  
 

21 

18 

19 

15 

17 

16 

18 

14 

15 

44 

59 

28 

43 

43 

58 

27 

41 

42 

26 

35 

36 37 38 39 40 

25 

34 

22 

24 

31 

33 

21 

29 



 
 

 

法
第
五
十
八
条
の
二
第
二
項
（
法
第
九
十
二
条
第
三
項
及
び
第
九
十
六
条
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
組
合
及
び
子
会
社
等
の
業
務
及
び
財
産

の
状
況
を
連
結
し
て
記
載
し
た
業
務
報
告
書
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
水
産
研
究
所
長
の
項
第
四
号
専
決
事
項
の
欄
中 

を 

と
し
、
そ
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
五
十
四
条
の
二
第
七
項
（
法
第
五
十
四
条
の
四
第
四
項
、
第
九
十
二
条
第
三
項
及
び

第
九
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
信
用
事
業

の
全
部
を
譲
渡
し
た
旨
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
水
産
研
究
所
長
の
項
第
四
号
専
決
事
項
の
欄
中 

を 

と
し
、 

か

ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、 
を 

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
十
七
条
の
十
一
第
一
項
（
法
第
九
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
組
合
員
の
共
済
に
関
す
る
事
業
を
行
う
組
合
の
契
約
条
件
の
変
更
を
承
認
す

る
こ
と
。 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
水
産
研
究
所
長
の
項
第
四
号
専
決
事
項
の
欄
中 

を 

と
し
、 

を 

と
し
、
９
を 

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
十
七
条
の
三
（
法
第
九
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
基
づ
き
、
共
済
契
約
の
解
約
に
係
る
業
務
の
停
止
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
。 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
水
産
研
究
所
長
の
項
第
四
号
専
決
事
項
の
欄
中
８
を 

と
し
、
そ
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
十
五
条
の
十
八
第
三
項
（
法
第
九
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
共
済
計
理
人
に
対
し
、
意
見
書
の
写
し
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
、
職
務

に
属
す
る
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
十
五
条
の
十
九
（
法
第
九
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
基
づ
き
、
共
済
計
理
人
の
解
任
を
命
ず
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
条
件
を
欠
く
に
至
つ
た
旨
の
届

出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
水
産
研
究
所
長
の
項
第
四
号
専
決
事
項
の
欄
中
７
を
８
と
し
、
そ
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

９ 

法
第
十
五
条
の
二
第
三
項
（
法
第
九
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
共
済
規
程
の
変
更
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
水
産
研
究
所
長
の
項
第
四
号
専
決
事
項
の
欄
中
６
を
７
と
し
、
３
か

ら
５
ま
で
を
４
か
ら
６
ま
で
と
し
、
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

３ 

法
第
十
一
条
の
四
第
四
項
（
法
第
九
十
二
条
第
一
項
及
び
第
九
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
信
用
事
業
規
程
の
変
更
の
届
出
を
受
理
す

30  
 

20  
 

27  
 

28  
 

19  
 

26  
 

13  
 

18  
 

20  
 

25  
 

12  
 

18  
 

19  
 

11  
 

17  
 

10  
 

16 

14 

10 

11  
 

12  
 

13  
 

15  
 



 

 

る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
県
土
整
備
事
務
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄 

中
「
、 

の
処

分
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
」
を
削
り
、
同
表
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
十
六
号
専
決
事
項

の
欄
中
１
を
削
り
、
２
を
１
と
し
、
３
を
２
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

                              

十
八 

建
築
物
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

能
の
向
上
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二

十
七
年
法
律
第
五

十
三
号
。
以
下
こ

の

項

に

お

い

て

「
法
」
と
い
う
。
） 

 

１ 

法
第
二
十
九
条
第
一

項
及
び
第
三
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
認

定
並
び
に
法
第
三
十
一

条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
変
更
の
認
定
の
申
請

を
受
理
し
、
当
該
申
請

の
取
下
げ
を
受
け
る
こ

と
。 

２ 

法
第
三
十
条
第
一
項

（
法
第
三
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
基
づ
き
、
建
築
物

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

向
上
計
画
の
認
定
を
す

る
こ
と
。 

３ 

法
第
三
十
条
第
二
項

及
び
第
三
項
（
法
第
三

十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ

き
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
性
能
向
上
計
画

に

係

る

申

出

を

受

理

し
、
及
び
当
該
申
出
に

係
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
性
能
向
上
計
画

を
建
築
主
事
に
通
知
す 

 

 
 

 

16  
 

10  
 



                                  

 
 

る
こ
と
。 

４ 

法
第
三
十
二
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
認
定
建

築
主
に
対
し
、
認
定
建

築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能
向
上
計
画
に
基
づ

く
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

能
の
向
上
の
た
め
の
建

築
物
の
新
築
等
の
状
況

に
関
し
報
告
を
求
め
る

こ
と
。 

５ 

法
第
三
十
三
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
認
定
建

築
主
に
対
し
、
改
善
に

必
要
な
措
置
を
と
る
べ

き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

６ 

法
第
三
十
四
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
法
第
三

十
条
第
一
項
の
認
定
を

取
り
消
す
こ
と
。 

７ 

法
第
三
十
六
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
基
準
に
適
合
し

て
い
る
旨
の
認
定
を
す

る
こ
と
。 

８ 

法
第
三
十
七
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
法
第
三

十
六
条
第
二
項
の
認
定

を
取
り
消
す
こ
と
。 

９ 

法
第
三
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

法
第
三
十
六
条
第
二
項

の
認
定
を
受
け
た
者
に 

 

 



 

 

       
 

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

 

対
し
、
報
告
さ
せ
、
又

は
職
員
に
、
基
準
適
合

認
定
建
築
物
等
に
立
ち

入
り
、
基
準
適
合
認
定

建
築
物
等
を
検
査
さ
せ

る
こ
と
。 

 
 

 



規

則 

知
事
の
所
管
す
る
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る

情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
六
号 

知
事
の
所
管
す
る
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お

け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

知
事
の
所
管
す
る
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る

情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
の
一
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
六
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
一
号
）
の
項
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

      

別
表
第
一
の
二
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
二
号
）
の
項
中
「
（
平

成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
二
号
）
」
を
削
り
、
「
別
表
第
一
第
一
号
イ
⑴
㈤ 

及
び
第
二
号

ハ
⑶
」
を
「
別
表
第
一
第
一
号
イ
⑴
㈠ 

 

（
同
号
イ
⑵
㈠ 

の
規
定
に
よ
り
同
号
イ
⑴
㈠ 
の

規
定
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び 
 

（
同
号
イ
⑴
㈠ 

 

に
規
定
す
る
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
の
方
法
に
関
す
る
全
て
の
記
録
に
限
る
。
）
並
び
に
第
二
号
ハ
⑶
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一
の
三
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
項
中
「
別
表
第
一
第
一
号
イ
⑴
㈣ 

及
び
㈦ 

」
を

「
別
表
第
一
第
一
号
イ
⑴
㈠ 

 

、 
 

（
同
号
イ
⑴
㈠ 

 

に
規
定
す
る
理
由
を
記
載
し
た
文

書
を
除
く
。
）
及
び 

 

（
同
号
イ
⑴
㈠ 

 

に
規
定
す
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
方
法
に
関
す
る
全

て
の
記
録
を
除
く
。
）
並
び
に
⑵
㈠ 

 

及
び 

 

」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
の
一
埼
玉
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
登
録
条
例
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

      

（ロ） 

食
品
衛
生
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十

二
号
） 

別
表
第
一
第
一
号
イ
⑴
㈠ 

 
 

（
同
号
イ
⑴
㈠ 

 
 

に
規
定
す
る
理
由
を
記
載 

し
た
文
書
に
限
る
。
） 

 

食
品
衛
生
法
施
行
条
例 

別
表
第
一
第
一
号
イ
⑴
㈠ 

 
 

（
同
号
イ
⑴
㈠ 

 
 

に
規
定
す
る
理
由
を
記
載 

し
た
文
書
に
限
る
。
）
及 

び 

（
同
号
イ
⑴
㈠ 

 
 

 

 

（ヌ） 

（ⅰ） 

（リ） 

（ⅲ） 

（ホ） 

（ⅱ） 

（ホ） 
（ホ） 

（ヌ） 

（ⅱ） 

（リ） 

（ⅴ） 

（ロ） 

（ヌ） 

（ニ） 

（ⅱ） 

（ヌ） 

（ⅰ） 

（リ） 

（ⅲ） 

（ヌ） 

（ⅱ） 

（リ） 

（ⅴ） 

（ニ） 

（ⅱ） 

（ト） 

（ⅹ） 

（ヌ） 

（ⅰ） 

（リ） 

（ⅲ） 

（ⅱ） 

（リ） 

（ⅴ） 



 
 

    

別
表
第
二
の
二
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
項
中
「
別
表
第
一
第
二
号
ホ
⑶
㈢
」
を
「
別
表
第
一

第
一
号
イ
⑴
㈠ 

 
（
同
号
イ
⑴
㈠ 

 

に
規
定
す
る
理
由
を
記
載
し
た
文
書
を
除
く
。
）
及
び 

 

（
同
号
イ
⑴
㈠ 

 
に
規
定
す
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
方
法
に
関
す
る
全
て
の
記
録
を
除
く
。
）

並
び
に
第
二
号
ホ
⑶
㈢
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

               

（ヌ） 
（ⅰ） 

（リ） 

（ⅲ） 
（リ） 

（ⅴ） 

（ⅱ）  

に
規
定
す
る
モ
ニ
タ
リ
ン 

グ
の
方
法
に
関
す
る
全
て 

の
記
録
に
限
る
。
） 

 



規

則 

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
職
を
指
定
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
七
号 

 
 

 

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
職
を
指
定
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
職
を
指
定
す
る
規
則
（
昭

和
四
十
年
埼
玉
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
号
中
「
、
政
策
幹
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
八
号 

 
 

 

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則 

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四

十
三
年
埼
玉
県
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
十
六
号
か
ら
様
式
第
二
十
一
号
ま
で
の
規
定
中 

 
 

 

を 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
6
0
日
」

 
「
３
か
月
」

 



規

則 

埼
玉
県
職
員
の
職
務
発
明
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
二
十
九
号 

 
 

 

埼
玉
県
職
員
の
職
務
発
明
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

埼
玉
県
職
員
の
職
務
発
明
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
六
条
第
一
項
中
「
六
十
日
」
を
「
三
月
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

知
事
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
号 

 
 

 

知
事
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

知
事
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県
規
則
第
七
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
三
条
第
二
十
三
号
中
「
第
四
十
二
条
」
を
「
第
四
十
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



様式第２号（第２３条関係） 

保有個人情報開示決定通知書                

第     号  

年  月  日  

 

         様 

埼玉県知事        □印   

 

      年  月  日付けで開示請求のあった保有個人情報については、埼玉県

個人情報保護条例第２１条第１項の規定により、次のとおり開示することと決定した

ので通知します。 

開 示 す る 保 有 個 人 情 報  

開 示 す る 保 有 個 人 

情 報 の 利 用 目 的 
 

開示を実施することができ 

る日時（次のいずれか１日） 

      年   月   日    時 

      年   月   日    時 

      年   月   日    時 

開 示 の 場 所  

求 め る こ と が で き る 

開 示 の 実 施 の 方 法 
 

開示の実施に必要な事項  

担 当 課 所 

 

 

 電話番号 

備 考  

 （注）１ 開示を受ける際は、この通知書及び開示請求に係る保有個人情報の本人で

あること（法定代理人が開示を受ける場合には法定代理人本人であること及

び法定代理人であることの資格、本人の委任による代理人が開示を受ける場

合には当該代理人本人であること）を証明する書類を担当者に提示し、又は

提出してください。 

    ２ 開示を実施することができる日時は、開示を実施することができる日時の

欄に記載された日時のうち希望の日時を選択することができます。希望の日

時は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書により申し出てください。 

    ３ 開示の実施の方法は、求めることができる開示の実施の方法に記載されて

いる方法から選択することができます。保有個人情報の開示の実施方法等申

出書により申し出てください。 

    ４ 保有個人情報の開示の実施方法等申出書による申出は、この通知があった

日から３０日以内に行ってください。 

 

教  示 

 

 （備考）教示は、行政不服審査法又は行政事件訴訟法の規定による教示に関する規則

（平成１７年埼玉県規則第３号）別記第１の１の規定による文を記載して行うこ

と。 



様
式
第
二
十
三
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 同

条
第
３
項

 

不
服
申
立
て
に
つ
い
て

 
審
査
請
求
に
つ
い
て

 
第
４
１

 

「
 

同
条
例
第
４
２
条

 
第
４
２
条
第
１
項

 
不
服
申
立
て
の
内
容

 

 

不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
日

 

 

 
 

を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
、「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
、 

不
服
申
立
て
の
内
容

 

 

」
 

審
査
請
求
が
あ
っ
た
日

 

 

を 

審
査

請
求

の
内

容
 

 

「
 

」
 に

、 「
 

」
 

を 

「
 

」
 

に
改
め
る
。 

 

条
」

 



規

則 

埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
中
「
第
三
十
二
条
」
を
「
第
三
十
六
条
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

知
事
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
二
号 

 
 

 

知
事
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

知
事
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
を
削
る
。 

 

第
二
条
中
「
条
例
」
を
「
埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十
七
号
。

以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
五
条
第
一
号
」
を
「
第
四
条
第
一

号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
一
条
と
し
、
第
三
条
を
第
二
条
と
し
、
第
四
条
を
第
三
条
と
す
る
。 

 

第
五
条
第
二
号
中
「
又
は
複
写
し
た
も
の
」
を
「
若
し
く
は
複
写
し
た
も
の
」
に
改
め
、
同
条

を
第
四
条
と
す
る
。 

 

第
六
条
第
二
項
中
「
第
二
条
第
二
号
」
を
「
第
一
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
す

る
。 

 

第
七
条
第
一
項
中
「
以
下
」
を
「
第
三
項
に
お
い
て
」
に
、
「
第
九
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
九
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。 

 

第
八
条
中
「
第
九
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
し
、
第
九
条
を
第
八
条
と

す
る
。 

 

第
十
条
中
「
第
三
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と

す
る
。 

 

第
十
一
条
第
一
項
第
九
号
中
「
第
二
十
四
条
」
を
「
第
二
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第

二
号
中
「
第
七
条
第
三
項
」
を
「
第
六
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
九
条
」
を
「
第

八
条
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条

を
第
十
条
と
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



様式第１号（第１０条関係） 

公 文 書 開 示 請 求 書  
                                                                            
            

                              年  月  日  
                                                                        

    （宛先）      
         埼玉県知事 

                       住所又は主たる事務所の所在地 

                                          〒 

                      氏名又は名称及び代表者の氏名 

 

                      連絡先電話番号 

 

  埼玉県情報公開条例第７条の規定により、次のとおり公文書の開示を請求します。 

開示請求をする公文
書の名称又は内容  
できるだけ具体的に記
載してください。 

  

埼玉県情報公開条例
第７条に規定する公
文書の開示を請求す
ることができるものの 
区分 

該当する番号を一つ
○で囲み、（ ）内に
所要事項を記載して 
ください。 

１ 県内に住所を有する者 

２ 県内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他
の団体 

事務所等の名称 

所在地 

３ 県内に所在する事務所又は事業所に勤務する者 

勤務先の名称 

所在地 

４ 県内に所在する学校に在学する者 

学校の名称 

所在地 

５ １から４までに掲げるもののほか、公文書の開示を
必要とする相当の理由を有する個人又は法人その他の
団体 

理由 

 

注 次の欄の記載は任意です。  

求める開示の実施の 

方法 

開示の実施の方法に希
望するものがあれば、
□内にレ印を付してく 

ださい。 

１ 文書又は図画の場合 

  □閲覧 □写しの交付（□送付を希望） 

２ 電磁的記録の場合 

  □用紙に出力したものの閲覧 

  □用紙に出力したものの交付（□送付を希望） 

  □専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は
視聴  

  □電磁的記録媒体に複写したものの交付（□送付
を希望）  

開示の実施の希望日 年  月  日 

 
  注  以下の欄には、記入しないでください。 

担 当 課 所 
 

 電話番号 

 

備 考 
 



様式第２号（第１０条関係） 

公 文 書 開 示 決 定 通 知 書                

 

第     号  

年  月  日  

 

            様 

 

 

 

埼玉県知事        □印   

 

 

年  月  日付けで開示請求のあった公文書については、埼玉県情報 

 公開条例第１４条第１項の規定により、次のとおり開示することとしたので通知し 

 ます。 

開 示 す る

公文書の名称 
 

開 示 の 日 時      年  月  日 午前・午後  時 

開 示 の 場 所  

求めることがで

きる開示の実施 

の方法等 

 

担 当 課 所 

 

 

電話番号 

備 考  

 注 １ 当日は、この通知書を担当者に提示してください。 

   ２ あ 都合により上記の日時に来られないときは、あらかじめ、その旨を電話など

で担当課所まで連絡してください。 

教  示 

 

 

 備考 教示は、行政不服審査法又は行政事件訴訟法の規定による教示に関する規則（平

成１７年埼玉県規則第３号）別記第１の１の規定による文を記載して行うこと。 

 



 

様
式
第
三
号
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
中
「
あ
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
削
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
様
式
第
四
号
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
中
「
あ
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
削
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

様
式
第
五
号
か
ら
様
式
第
七
号
ま
で
の
規
定
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に

改
め
る
。 

 

様
式
第
八
号
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
、
「
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

」
を
「
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
別
紙
中
「 

 
 

」 

を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
九
号
中
「 

 
 

 
 

 
」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
十
号
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に

改
め
る
。 

 

様
式
第
十
一
号
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 

」
を
「
あ 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
十
二
号
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 

」

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
十
三
号
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 

」

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
十
四
号
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
十
五
号
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
１
１
条
関
係

 
第
１
０
条
関
係

 
（
平

 

成
１
７
年
埼
玉
県
規
則
第
３
号
）
 

第
１
１
条
関
係

 
第
１
０
条
関
係

 
（
平

 

成
１
７
年
埼
玉
県
規
則
第
３
号
）
 

第
１
１
条
関
係

 
第
１
０
条
関
係

 

第
１
１
条
関
係

 
第
１
０
条
関
係

 

宛
先

 

条
 

第
１
１
条
関
係

 
第
１
０
条
関
係

 
第
２
５

 
第
２
４
条

 

第
１
１
条
関
係

 
第
１
０
条
関
係

 
あ
て
先

 
宛
先

 

第
１
１
条
関
係

 
第
１
０
条
関
係

 

第
１
１
条
関
係

 
第
１
０
条
関
係

 
あ
て
先

 
宛
先

 

第
１
１
条
関
係

 
第
１
０
条
関
係

 
あ
て
先

 
宛
先

 

第
１
１
条
関
係

 
第
１
０
条
関
係

 

第
７
条
第
１
項

 
第

 

６
条
第
１
項

 

開
示
決
定
等
に
係
る
意

 

当
に

係
る

 
見
書

 
あ
て
先

 
公
文
書
開
示
決
定
等
に
係
る
意
見
書

 

審
査

請
求

 

が
あ

っ
た

日
 

 

異
議

申
立

て
 

が
あ

っ
た

日
 

 第
２
２
条

 

「 
異
議
申
立
て
の
内
容

 

 」 

」 

「 

に
、 

を 

審
査
請
求
の
内
容

 

 

第
１
１
条
関
係

 
第
１
０
条
関
係

 
開
示
決
定
等
に
対
す
る

 

 
 

 
 

 
に
対
す
る
審
査
請
求

 

１
項

 

異
議
申
立
て

 
第
２
４
条
第

 

同
条
例
第
２
３
条

 
同
条
第
３
項

 

「 

」 

」 

に
、 

を 

「 

」 

に
、 

「 

」 を 

「 

」 



 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

埼
玉
県
情
報
公
開
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
三
号 

 
 

 

埼
玉
県
情
報
公
開
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
情
報
公
開
審
査
会
規
則
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県
規
則
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
を
削
り
、
第
五
条
を
第
四
条
と
す
る
。 

 

第
六
条
第
一
項
中
「
条
例
第
二
十
五
条
第
五
項
本
文
」
を
「
埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十

二
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十
七
号
。
次
条
に
お
い
て
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
第
五
項
本

文
」
に
、
「
以
下
」
を
「
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。 

 

第
七
条
第
一
項
中
「
第
二
十
五
条
第
五
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
二
十
六
条
第
五
項
た
だ
し
書
」

に
、
「
以
下
」
を
「
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
し
、
第
八
条
を
第
七

条
と
し
、
第
九
条
を
第
八
条
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

埼
玉
県
民
の
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上

田

清

司 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
民
の
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則 

 

埼
玉
県
民
の
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
八
年
埼
玉
県
規
則

第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
九
条
第
一
項
中
「
第
二
十
九
条
」
を
「
第
三
十
六
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
条
中
「
第
三
十
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
六
号
（
表
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
、
同
様
式
（
裏
）

中
「 

 
 

」
を
「 

 
 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

第
３
０
条
第
１
項

 
第
３
７
条
第
１
項

 

第
3
0
条

 
第

3
7
条

 
第
一
項

 
第
１
項

 



規

則 

埼
玉
県
消
防
職
員
及
び
消
防
団
員
特
別
ほ
う
賞
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
消
防
職
員
及
び
消
防
団
員
特
別
ほ
う
賞
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則 

 

埼
玉
県
消
防
職
員
及
び
消
防
団
員
特
別
ほ
う
賞
金
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
規

則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

題
名
中
「
特
別
ほ
う
賞
金
」
を
「
特
別
褒
賞
金
」
に
改
め
る
。 

 

第
一
条
中
「
埼
玉
県
消
防
職
員
及
び
消
防
団
員
特
別
ほ
う
賞
金
条
例
」
を
「
埼
玉
県
消
防
職
員

及
び
消
防
団
員
特
別
褒
賞
金
条
例
」
に
、
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
中
「
特
別
ほ
う
賞
金
」
を
「
特
別
褒
賞
金
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
一
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 
 

 
 

 
 

 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
五
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
の
（
注
）
２
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

あ
て
先

 
宛
先

 

特
別
ほ
う
賞
金

 

特
別
褒
賞
金
の

 

禁
治
産
、
準
禁
治
産
、
破
産
宣
告

 

定
 

破
産
宣
告
又
は
破
産
手
続
開
始
決

 

刑
罰
の
有
無
（
道
路

 

交
通
法
違
反
及
び
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
違
反
に
よ
る
罰
金
刑
を
含
む
。
）
」

 

刑
の
言
渡
し
の
あ
る
者

 
刑
罰
の
有
無

 

刑
の
言
渡
し
の
有
無
（
道
路
交
通
法
関
係
を
含
む
。
）
 

埼
玉
県
消
防
職
員
及
び
消
防
団
員
特
別
ほ
う

 

賞
金
条
例

 
埼
玉
県
消
防
職
員
及
び
消
防
団
員
特
別
褒
賞
金
条
例

 

の
 



規

則 

埼
玉
県
第
一
種
フ
ロ
ン
類
充
塡
回
収
業
者
の
登
録
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
六
号 

 
 

 

埼
玉
県
第
一
種
フ
ロ
ン
類
充
塡
回
収
業
者
の
登
録
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則 

 

埼
玉
県
第
一
種
フ
ロ
ン
類
充
塡
回
収
業
者
の
登
録
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
規

則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則 

 

第
一
条
第
一
項
中
「
規
定
」
の
下
に
「
（
第
十
五
条
第
二
項
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第

二
項
中
「
第
四
十
七
条
第
三
項
」
の
下
に
「
又
は
第
十
五
条
第
二
項
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
条
中
「
別
記
様
式
」
を
「
様
式
第
一
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
の
次
に
次
の
十
条
を
加
え
る
。 

 

（
認
定
の
申
請
） 

第
七
条 

フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二

十
六
年
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
七
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
第
一
号

の
規
定
に
基
づ
き
第
一
種
フ
ロ
ン
類
充
塡
回
収
業
者
が
引
き
渡
し
た
フ
ロ
ン
類
を
第
一
種
フ
ロ

ン
類
再
生
業
者
又
は
フ
ロ
ン
類
破
壊
業
者
に
確
実
に
引
き
渡
す
業
（
以
下
「
第
一
種
フ
ロ
ン
類

引
取
等
業
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
業
を
行
お
う
と
す
る
事
業
所
（
次
条

第
一
項
第
四
号
及
び
第
九
条
に
お
い
て
「
事
業
所
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
知
事
の
認
定
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
様
式
第
二
号
の

第
一
種
フ
ロ
ン
類
引
取
等
業
者
認
定
（
認
定
の
更
新
）
申
請
書
（
次
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条

に
お
い
て
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
（
次
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
に
お

い
て
「
添
付
書
類
」
と
い
う
。
）
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

業
務
計
画
書 

 

二 

法
人
に
あ
っ
て
は
登
記
事
項
証
明
書
、
個
人
に
あ
っ
て
は
住
民
票
の
写
し 

 

三 

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
知
事
の
登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類 

 

四 

フ
ロ
ン
類
回
収
設
備
に
つ
い
て
所
有
権
そ
の
他
の
使
用
の
権
原
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る

書
類
並
び
に
そ
の
設
備
の
種
類
及
び
能
力
を
説
明
す
る
書
類 

 

五 

冷
媒
の
分
析
機
器
に
つ
い
て
所
有
権
そ
の
他
の
使
用
の
権
原
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書



類
並
び
に
そ
の
機
器
の
種
類
及
び
能
力
を
説
明
す
る
書
類 

 

六 

フ
ロ
ン
類
回
収
容
器
の
保
管
場
所
の
見
取
図 

 
七 

第
一
種
フ
ロ
ン
類
充
塡
回
収
業
者
か
ら
フ
ロ
ン
類
の
引
取
り
を
自
ら
行
う
者
又
は
当
該
引

取
り
に
立
ち
会
う
者
が
、
フ
ロ
ン
類
の
性
状
及
び
フ
ロ
ン
類
の
回
収
方
法
に
つ
い
て
十
分
な

知
見
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類 

 

八 

第
一
種
フ
ロ
ン
類
充
塡
回
収
業
者
か
ら
引
き
取
っ
た
フ
ロ
ン
類
に
つ
い
て
、
第
一
種
フ
ロ

ン
類
再
生
業
者
又
は
フ
ロ
ン
類
破
壊
業
者
に
確
実
に
引
き
渡
す
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書

類 

 

九 

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け

て
い
る
こ
と
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類 

 

十 

申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
人
及
び
そ
の
法
人
の
役
員
）

が
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
三
十
八
条
第
一
項
の
製
造
若
し
く
は
貯
蔵
の
停
止
又
は
同
条
第
二

項
の
製
造
、
貯
蔵
、
販
売
若
し
く
は
消
費
の
停
止
を
命
ぜ
ら
れ
、
そ
の
停
止
の
期
間
が
経
過

し
な
い
者
で
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
類 

 

十
一 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

 

（
認
定
の
基
準
等
） 

第
八
条 

知
事
は
、
申
請
者
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
又
は
申
請

書
若
し
く
は
添
付
書
類
の
う
ち
に
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
虚
偽
の
記
載
が
あ
り
、
若
し
く
は
重

要
な
事
実
の
記
載
が
欠
け
て
い
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
認
定
を
拒
否
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
種
フ
ロ
ン
類
充
塡
回
収
業
者
と
し
て
知
事
の

登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
。 

 

二 

省
令
第
四
十
九
条
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
た
め
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ

と
。 

 

三 

第
一
種
フ
ロ
ン
類
引
取
等
業
を
行
う
の
に
必
要
な
施
設
、
設
備
及
び
機
器
を
有
し
て
い
る

こ
と
。 

 

四 

事
業
所
に
フ
ロ
ン
類
の
性
状
及
び
フ
ロ
ン
類
の
回
収
方
法
に
つ
い
て
十
分
な
知
見
を
有
す

る
者
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

五 

高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。 

２ 

知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
様
式
第
三
号
の
第

一
種
フ
ロ
ン
類
引
取
等
業
者
認
定
（
認
定
の
更
新
）
通
知
書
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の

と
す
る
。 

３ 

知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
認
定
を
拒
否
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
理
由
を
示
し
て
、

そ
の
旨
を
様
式
第
四
号
の
第
一
種
フ
ロ
ン
類
引
取
等
業
者
認
定
（
認
定
の
更
新
）
拒
否
通
知
書



に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
認
定
の
公
表
） 

第
九
条 

知
事
は
、
第
七
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
第
一
種
フ
ロ
ン
類
引
取
等
業

者
」
と
い
う
。
）
の
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
、
認
定
番
号
等
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
認
定
の
更
新
） 

第
十
条 

第
一
種
フ
ロ
ン
類
引
取
等
業
者
の
認
定
は
、
五
年
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、

そ
の
期
間
の
経
過
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 

２ 

第
七
条
第
二
項
、
第
八
条
及
び
前
条
の
規
定
は
、
前
項
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
更
新
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
認
定
の
有
効
期
間
」
と
い
う
。
）
の
満
了
の
日
ま
で
に
そ
の
申
請
に
対
す
る
処
分
が
さ
れ
な

い
と
き
は
、
従
前
の
認
定
は
、
認
定
の
有
効
期
間
の
満
了
後
も
そ
の
処
分
が
さ
れ
る
ま
で
の
間

は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

４ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
認
定
の
更
新
が
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
認
定
の
有
効
期
間
は
、
従

前
の
認
定
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
変
更
の
届
出
） 

第
十
一
条 

第
一
種
フ
ロ
ン
類
引
取
等
業
者
は
、
申
請
書
又
は
添
付
書
類
の
内
容
（
フ
ロ
ン
類
回

収
設
備
の
能
力
及
び
台
数
を
除
く
。
）
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
三
十
日
以
内

に
、
当
該
変
更
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
添
え
て
、
そ
の
旨
を
様
式
第
五
号
の
第
一
種

フ
ロ
ン
類
引
取
等
業
者
変
更
届
出
書
に
よ
り
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
廃
業
等
の
届
出
） 

第
十
二
条 

第
一
種
フ
ロ
ン
類
引
取
等
業
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ

た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
は
、
そ
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を

様
式
第
六
号
の
第
一
種
フ
ロ
ン
類
引
取
等
業
廃
業
等
届
出
書
に
よ
り
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

一 

死
亡
し
た
場
合 

そ
の
相
続
人 

 

二 

法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
場
合 

そ
の
法
人
を
代
表
す
る
役
員
で
あ
っ
た
者 

 

三 

法
人
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
り
解
散
し
た
場
合 

そ
の
破
産
管
財
人 

 

四 

法
人
が
合
併
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
以
外
の
理
由
に
よ
り
解
散
し
た
場
合 

そ
の
清

算
人 

 

五 

第
一
種
フ
ロ
ン
類
引
取
等
業
を
廃
止
し
た
場
合 

第
一
種
フ
ロ
ン
類
引
取
等
業
者
で
あ
っ

た
個
人
又
は
第
一
種
フ
ロ
ン
類
引
取
等
業
者
で
あ
っ
た
法
人
を
代
表
す
る
役
員 

２ 

第
一
種
フ
ロ
ン
類
引
取
等
業
者
が
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、

第
一
種
フ
ロ
ン
類
引
取
等
業
者
の
認
定
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 



 

（
認
定
の
取
消
し
） 

第
十
三
条 

知
事
は
、
第
一
種
フ
ロ
ン
類
引
取
等
業
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。 

 

一 
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
一
種
フ
ロ
ン
類
引
取
等
業
者
の
認
定
を
受
け
た
と
き
。 

 

二 

第
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
き
。 

 

三 

次
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

 

四 

第
十
五
条
第
一
項
の
記
録
を
作
成
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
録
を
作
成
し
、
又
は
記
録

を
保
存
し
な
か
っ
た
と
き
。 

 

五 

第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
理
由
を
示

し
て
、
そ
の
旨
を
第
一
種
フ
ロ
ン
類
引
取
等
業
者
で
あ
っ
た
者
に
様
式
第
七
号
の
第
一
種
フ
ロ

ン
類
引
取
等
業
者
認
定
取
消
通
知
書
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
第
一
種
フ
ロ
ン
類
引
取
等
業
者
の
引
渡
義
務
） 

第
十
四
条 

第
一
種
フ
ロ
ン
類
引
取
等
業
者
は
、
第
一
種
フ
ロ
ン
類
充
塡
回
収
業
者
か
ら
フ
ロ
ン

類
を
引
き
取
っ
た
と
き
は
、
第
一
種
フ
ロ
ン
類
再
生
業
者
又
は
フ
ロ
ン
類
破
壊
業
者
に
対
し
、

当
該
フ
ロ
ン
類
を
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
フ
ロ
ン
類
の
引
渡
し
に
当
た
っ
て
は
、
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
規
定

す
る
基
準
に
従
っ
て
、
フ
ロ
ン
類
を
運
搬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
引
取
り
等
の
状
況
の
記
録
等
） 

第
十
五
条 

第
一
種
フ
ロ
ン
類
引
取
等
業
者
は
、
フ
ロ
ン
類
の
引
取
り
又
は
引
渡
し
を
行
う
ご
と

に
、
遅
滞
な
く
、
省
令
第
四
十
九
条
第
一
号
イ 

か
ら 

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
録

を
作
成
し
、
当
該
記
録
を
そ
の
作
成
の
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

第
一
種
フ
ロ
ン
類
引
取
等
業
者
は
、
毎
年
度
終
了
後
四
十
五
日
以
内
に
、
省
令
第
四
十
九
条

第
一
号
ロ 

か
ら 

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
様
式
第
八
号
の
第
一
種
フ
ロ
ン
類
引
取
等

業
者
の
フ
ロ
ン
類
引
取
量
及
び
引
渡
量
等
に
関
す
る
報
告
書
に
よ
り
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

（
委
任
） 

第
十
六
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
種
フ
ロ
ン
類
引
取
等
業
者
の
認
定
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。 

 

別
記
様
式
を
様
式
第
一
号
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
七
様
式
を
加
え
る
。 

 

⑴ 

⑷ 

⑴ 

⑸ 



                    

様式第２号（第７条関係） 

 

 

 

 

第一種フロン類引取等業者     申請書 

 

                             年  月  日 

  （宛先） 

       埼玉県知事 

            申請者 住 所 

                氏 名                ○印  

                （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                               第７条第２項 

                               第１０条第２ 

                                      

 項において準用する第７条第２項                      

 申請します。 

事業所の名称及び所在地 

 

名 称  

所在地 
（郵便番号） 

             電話番号 

引取りをしようとするフロン類の種類 ＣＦＣ・ＨＣＦＣ・ＨＦＣ 

フロン類回収設備の種類、能力及び台数  

 

設備の種類 
能力 

200g/min 未満 200g/min 以上 

 台 台 

 台 台 

 台 台 

冷 媒 の 分 析 機 器 の 台 数 台 

第一種フロン類充塡回収業者登録番号 埼玉県知事第     号 

第一種フロン類充塡回収業者登録年月日        年  月  日 

フロン類の性状及びフロン類の回収方法 

について十分な知見を有する者の氏名 

 

 備考 １ ※の欄は、更新の場合に記入すること。 

    ２ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

    ３ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この

場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。 

※認 定 番 号  

※認定年月日  

 
認 定 

認定の更新 

 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行細則 

を受けたいので、フロン類の使用の合理化及び 

の規定により、必要な書類を添えて次のとおり 



                    

様式第３号（第８条関係） 

 

第一種フロン類引取等業者     通知書 

第     号 

年  月  日 

 

 

            様 

 

 

                      埼玉県知事        □印   

 

                                   認  

                                   認 

   定                                  

 の更新                                  

   第７条第１項              認   定      第８条 

   第１０条第１項             認定の更新      第１０ 

 第２項                                  

 条第２項において準用する第８条第２項                   

 

記 

認 定 番 号  

認 定 年 月 日  

認 定 の 有 効 期 間 の 満 了 年 月 日  

引取りをしようとするフロン類の種類  

事業所の名称及び所在地 

 

名 称  

所在地 
（郵便番号） 

 

 

をしたので、 

認 定 

認定の更新 

     年  月  日付けで申請のあった第一種フロン類引取等業者の 

細則 

については、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行 

の規定により、下記のとおり 

の規定により通知します。 

定 

定 



                    

様式第４号（第８条関係） 

 

第一種フロン類引取等業者     拒否通知書 

                             第     号 

                             年  月  日 

 

 

            様 

 

 

                      埼玉県知事        □印   

 

                                   認  

                                   認定 

   定                                

 の更新                                 

   第８条第１項                             

   第１０条第２項において準用する第８条第１項              

 認   定            同条第３項               

 認定の更新            第１０条第２項において準用する第８条第 

               

 ３項             

記 

事業所の名称及び所在地 

 

名 称  

所在地 
（郵便番号） 

 

引取りをしようとするフロン類の種類  

認 定 拒 否 の 理 由   

 

教 示 

 備考 教示は、行政不服審査法又は行政事件訴訟法の規定による教示に関する規

則（平成１７年埼玉県規則第３号）別記第１の１の規定による文を記載して

行うこと。 

認   定 

認定の更新 

の規定により、下記のとおり 

     年  月  日付けで申請のあった第一種フロン類引取等業者の 

については、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行 

をしないこととしたので、 

細則 

の規定により通知します。 



                    

様式第５号（第１１条関係） 

 

第一種フロン類引取等業者変更届出書 

 

                             年  月  日  

  （宛先） 

       埼玉県知事 

            届出者 住 所 

                氏 名                ○印  

                （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                認定番号 

  第一種フロン類引取等業者の認定に係る事項について変更したので、フロン類 

 の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行細則第１１条の規定により、 

 必要な書類を添えて次のとおり届け出ます。 

変更の内容 

変更後 変更前 

  

変 更 理 由  

 備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

    ２ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この 

     場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。 

 



                    

様式第６号（第１２条関係） 

 

第一種フロン類引取等業廃業等届出書 

 

                             年  月  日  

  （宛先） 

       埼玉県知事 

             届出者 住 所 

                 氏 名               ○印  

                 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

  フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行細則第１２条第１ 

 項の規定により、次のとおり届け出ます。 

第一種フロン類引取等業者

であった者の氏名又は名称 
 

認定番号及び認定年月日 
第         号 

    年  月  日 

第 一 種 フ ロ ン 類 

引 取 等 業 者 と の 関 係 
 

廃業等の理由（該当する 

ものに○を付すこと。）  

１ 死亡 

２ 法人が合併により消滅 

３ 法人が破産手続開始の決定により解散 

４ 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の

理由により解散 

５ 認定に係る第一種フロン類引取等業の廃止 

 備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

    ２ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この

場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。 

 



                    

様式第７号（第１３条関係） 

 

第一種フロン類引取等業者認定取消通知書 

第     号 

年  月  日 

 

 

            様 

 

 

                      埼玉県知事        □印   

 

  フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行細則第１３条第１

項の規定により、下記のとおり認定を取り消したので、同条第２項の規定により

通知します。 

記 

事業所の名称及び所在地 

 

名 称  

所在地 
（郵便番号） 

 

認 定 番 号  

認 定 年 月 日  

認定の取消理由  

 

教 示 

 備考 教示は、行政不服審査法又は行政事件訴訟法の規定による教示に関する規

則（平成１７年埼玉県規則第３号）別記第１の１の規定による文を記載して

行うこと。 

 



                    

様式第８号（第１５条関係） 

第一種フロン類引取等業者のフロン類引取量及び引渡量等に関する報告書 

 

                             年  月  日  

  （宛先） 

       埼玉県知事 

                住 所 

                氏 名                ○印  

                （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                     認定番号 

  フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行細則第１５条第２

項の規定により、次のとおり報告します。 

ＣＦＣ 

 

第一種フロン類充塡回収業者から引き取った量 kg 

年度当初に保管していた量 kg 

第一種フロン類再生業者に引き渡した量 kg 

フロン類破壊業者に引き渡した量 kg 

年度末に保管していた量 kg 

ＨＣＦＣ 

 

第一種フロン類充塡回収業者から引き取った量 kg 

年度当初に保管していた量 kg 

第一種フロン類再生業者に引き渡した量 kg 

フロン類破壊業者に引き渡した量 kg 

年度末に保管していた量 kg 

ＨＦＣ 

 

第一種フロン類充塡回収業者から引き取った量 kg 

年度当初に保管していた量 kg 

第一種フロン類再生業者に引き渡した量 kg 

フロン類破壊業者に引き渡した量 kg 

年度末に保管していた量 kg 

 備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
    ２ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この

場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。 

 



 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

埼
玉
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
七
号 

埼
玉
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

埼
玉
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
三
条
第
一
号
ハ 

中
「
第
二
条
第
一
項
第
十
六
号
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
十
八
号
」
に

改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

(ｶ) 

 



規

則 

埼
玉
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
八
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

九 

太
陽
光
発
電
施
設 

同
一
敷
地
内
の
地
上
部
分
の
水
平
投
影
面
積
の
和
千
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

別
表
第
一
の
二
第
一
号
の
表
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
中
「
既
存
の
建
築
物
の
改
築
等
」

を
「
既
存
建
築
物
の
改
築
等
」
に
改
め
、
同
表
中
第
十
三
項
を
第
十
四
項
と
し
、
第
十
二
項
を
第

十
三
項
と
し
、
第
十
一
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

                     

                      

太
陽
光
発
電
施

設
の
新
築
、
改

築
又
は
増
築
で

あ
つ
て
、
土
地

に
定
着
さ
せ
る

も
の

 

⑴
 
当
該
太
陽
光
発
電
施
設
の
色
彩
及
び
形
態
が
そ
の
周
辺
の
風
致
又

は
景
観
と
著
し
く
不
調
和
で
な
い
こ
と
。

 

⑵
 
当
該
太
陽
光
発
電
施
設
の
撤
去
に
関
す
る
計
画
が
定
め
ら
れ
て
お

り
、
か
つ
、
当
該
太
陽
光
発
電
施
設
を
撤
去
し
た
後
に
跡
地
の
整
理

を
適
切
に
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

⑶
 
当
該
太
陽
光
発
電
施
設
に
係
る
土
地
の
形
状
を
変
更
す
る
規
模
が

必
要
最
小
限
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

 

⑷
 
野
生
動
植
物
の
生
息
又
は
生
育
上
そ
の
他
の
風
致
又
は
景
観
の
維

持
上
重
大
な
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

⑸
 
第
一
種
特
別
地
域
等
内
で
行
わ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、

同
一
敷
地
内
の
太
陽
光
発
電
施
設
の
地
上
部
分
の
水
平
投
影
面
積
の

和
が
２
，
０
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
つ
て
、
学
術
研
究
そ
の

他
公
益
上
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
申
請
に
係
る
場
所
以
外
の
場
所
に

お
い
て
は
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る

太
陽
光
発
電
施
設
の
新
築
、
改
築
又
は
増
築
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

 

⑹
 
当
該
太
陽
光
発
電
施
設
が
主
要
な
展
望
地
か
ら
展
望
す
る
場
合
の

著
し
い
妨
げ
に
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
⑸
た
だ
し

書
に
規
定
す
る
行
為
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

 

⑺
 
当
該
太
陽
光
発
電
施
設
が
山
稜
線
を
分
断
す
る
等
眺
望
の
対
象
に

 

 



                                
 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

                              

 
 
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
も
の
で
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
⑸
た
だ
し
書

 

 
に
規
定
す
る
行
為
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

 

⑻
 
当
該
太
陽
光
発
電
施
設
の
水
平
投
影
外
周
線
で
囲
ま
れ
る
土
地
の

勾
配
が
３
０
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

同
一
敷
地
内
の
太
陽
光
発
電
施
設
の
地
上
部
分
の
水
平
投
影
面
積
の

和
が
２
，
０
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
基

準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
太
陽
光
発
電
施
設
の
新
築
、
改
築
又
は

増
築
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

 
ア

 
学
術
研
究
そ
の
他
公
益
上
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
申
請
に
係
る

場
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
は
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

 

 
イ

 
地
域
住
民
の
日
常
生
活
の
維
持
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る

こ
と
。

 

 
ウ

 
農
林
漁
業
に
付
随
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

⑼
 
当
該
太
陽
光
発
電
施
設
の
地
上
部
分
の
水
平
投
影
外
周
線
が
、
公

園
事
業
道
路
等
の
路
肩
か
ら
２
０
メ
ー
ト
ル
以
上
、
そ
れ
以
外
の
道

路
の
路
肩
か
ら
５
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
⑻

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
行
為
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

 

⑽
 
当
該
太
陽
光
発
電
施
設
の
地
上
部
分
の
水
平
投
影
外
周
線
が
敷
地

境
界
線
か
ら
５
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
⑻
た

だ
し
書
に
規
定
す
る
行
為
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

 

⑾
 
支
障
木
の
伐
採
が
僅
少
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
⑻
た
だ
し
書
に

規
定
す
る
行
為
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

⑿
 
自
然
草
地
等
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、

⑻
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
行
為
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

 

⒀
 
当
該
行
為
に
よ
る
土
砂
及
び
汚
濁
水
の
流
出
の
お
そ
れ
が
な
い
こ

と
。

 

 

1
2
 



（
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
後
の
別
表
第
一
の
二
第
一
号
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
さ
れ
る
許
可

の
申
請
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
さ
れ
た
許
可
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。 

３ 

平
成
二
十
八
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
新
築
、
改
築
又
は
増
築
に
着
手
さ
れ
る
太
陽
光
発

電
施
設
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
十
八
条
第
九
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 



規

則 

埼
玉
県
職
員
に
対
す
る
児
童
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
九
号 

埼
玉
県
職
員
に
対
す
る
児
童
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
職
員
に
対
す
る
児
童
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則

（
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
規
則
第
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に

改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 

   

様
式
第
六
号
（
表
面
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
」 

る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
職
員
に
対
す
る
児
童
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る 

事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を 

し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

別
記
第
１
の
１

 
別
記
第
１
の
２

 

     

氏
名

 
 
 
 
 
 
 

 

          

氏
名
 

及
び
 

個
人

番
号
 

 



規

則 

埼
玉
県
医
師
育
成
奨
学
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
号 

 
 

 

埼
玉
県
医
師
育
成
奨
学
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
医
師
育
成
奨
学
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
規
則
第
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
中
「
第
三
条
第
一
号
」
を
「
第
三
条
第
一
項
第
一
号
ハ
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



規

則 

 

埼
玉
県
ふ
ぐ
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
ふ
ぐ
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
ふ
ぐ
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
八
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
六
条
第
三
号
中
「
指
定
都
市
」
の
下
に
「
（
次
号
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
」

を
加
え
、
「
。
以
下
同
じ
」
を
削
り
、
同
条
第
四
号
中
「
道
府
県
知
事
」
の
下
に
「
（
指
定
都
市

の
市
長
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
を
削
り
、
第
二
十
二
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



規

則 

 

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上

田

清

司 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
二
号 

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
八
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
五
条
第
五
号
イ
中
「
別
表
第
一
第
一
号
イ
⑴
㈨
イ
か
ら
ニ
ま
で
」
を
「
別
表
第
一
第
一
号
イ

⑴
㈠
ルⅰ

か
らⅳ

ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
ハ
中
「
別
表
第
一
第
一
号
イ
⑶
㈤
」
を
「
別
表

第
一
第
一
号
イ
⑴
㈢
ホ
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
条
第
一
項
第
八
号
、
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
別
表
第
一
第
一
号
イ
⑶
㈤
」
を
「
別
表
第

一
第
一
号
イ
⑴
㈢
ホ
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

(ホ ) 

(ホ ) 

(ⅳ ) 

(ル ) 

(ニ ) 

(イ ) 

(ⅰ ) 



規

則 

 

農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
三
号 

 
 

 

農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
第
三
項
中
「
及
び
農
業
協
同
組
合
中
央
会
」
を
削
る
。 

 

第
五
条
第
四
号
中
「
農
業
協
同
組
合
中
央
会
及
び
信
用
農
業
協
同
組
合
連
合
会
」
を
「
連
合
会

（
農
業
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附

則
第
十
三
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
も
の
及
び
信
用
事
業
を
行
う

も
の
に
限
る
。
）
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
の
四
第
二
項
」
を
「
第
十
一
条
の
八
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
条
の
見
出
し
中
「
承
認
申
請
」
の
下
に
「
及
び
届
出
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
中
「
第
十

一
条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
の
十
七
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
の

七
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
の
十
七
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
一
条
の
七
第
四

項
」
を
「
第
十
一
条
の
十
七
第
四
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
の
見
出
し
中
「
承
認
申
請
」
の
下
に
「
及
び
届
出
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
中
「
第
十

一
条
の
二
十
三
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
の
四
十
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。 

２ 

組
合
は
、
法
第
十
一
条
の
四
十
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
信
託
規
程
の
変
更
の
承
認
を
受
け

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

一 

信
託
規
程
の
変
更
の
理
由
書 

 

二 

新
旧
条
文
を
対
照
し
た
書
類 

 

三 

総
会
議
事
録
抄
本 

 

第
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

組
合
は
、
法
第
十
一
条
の
四
十
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
信
託
規
程
を
変
更
し
た
場
合
の
届

出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
次
に
掲
げ
る
書
類
を
、
廃
止
し
た
場
合
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
を
届
出
書
に
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

信
託
規
程
の
変
更
又
は
廃
止
の
理
由
書 

 

二 

新
旧
条
文
を
対
照
し
た
書
類 



 

三 

総
会
議
事
録
抄
本 

 

第
十
条
の
見
出
し
中
「
承
認
申
請
」
の
下
に
「
及
び
届
出
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
中
「
第
十

一
条
の
二
十
九
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
の
四
十
八
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
六

条
第
二
項
」
を
「
前
条
第
二
項
」
に
、
「
第
十
一
条
の
二
十
九
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
の
四
十

八
第
三
項
」
に
改
め
、
「
又
は
廃
止
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
十
一
条
の
四
十
八
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
組
合
が
宅
地
等
供

給
事
業
実
施
規
程
の
変
更
又
は
廃
止
を
し
た
場
合
に
お
け
る
届
出
に
準
用
す
る
。 

 

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
承
認
申
請
」
の
下
に
「
及
び
届
出
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
中
「
第

十
一
条
の
三
十
二
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
の
五
十
一
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第

十
一
条
の
三
十
一
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
の
五
十
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十

一
条
の
三
十
二
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
の
五
十
一
第
三
項
」
に
改
め
、
「
、
廃
止
の
承
認
を
受

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
第
一
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
を
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中
「
又

は
廃
止
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

第
九
条
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
十
一
条
の
五
十
一
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
組
合
が
農
業
経

営
規
程
の
変
更
又
は
廃
止
を
し
た
場
合
に
お
け
る
届
出
に
準
用
す
る
。 

 

第
十
二
条
を
削
り
、
第
十
一
条
の
四
を
第
十
二
条
と
す
る
。 

 

第
十
一
条
の
三
第
一
項
中
「
農
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
農
林
水
産
省
令
第
二

十
七
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
」
を
「
規
則
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
の
四
と
し
、

第
十
一
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
理
事
の
定
数
の
過
半
数
を
認
定
農
業
者
等
と
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
の
承
認
申
請
） 

第
十
一
条
の
三 

組
合
は
、
農
業
協
同
組
合
法
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
農
林
水
産
省
令
第
二
十

七
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
十
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
の
承
認
を
受
け
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

一 

正
組
合
員
で
あ
る
認
定
農
業
者
の
数
が
確
認
で
き
る
書
類 

 

二 

選
挙
又
は
選
任
に
著
し
い
困
難
を
生
ず
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
該
当
す
る
理
由
書 

 

第
十
六
条
中
「
議
決
」
を
「
決
議
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
一
条
第
三
項
中
「
次
に
掲
げ
る
」
を
「
法
第
四
十
九
条
第
二
項
又
は
第
五
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
手
続
を
経
た
こ
と
を
証
す
る
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
る
。 

 

第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
中
「
第
三
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
三
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
第
三
条
の
五
第
五
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
三
十
二
条
第
五
項
た
だ
し
書
」
に
改

め
る
。 

 

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
議
決
」
を
「
決
議
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
六
十
四
条
第
四

項
」
を
「
第
六
十
四
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次



の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

組
合
は
、
法
第
六
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

届
出
書
に
総
会
の
議
事
録
謄
本
及
び
解
散
の
登
記
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書
の
ほ
か
、
前
項
第

一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
解
散
組
合
の
継
続
の
届
出
） 

第
二
十
三
条
の
二 

組
合
は
、
法
第
六
十
四
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
継
続
の
届
出
を
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
総
会
の
議
事
録
謄
本
及
び
継
続
の
登
記
に
係
る
登
記
事
項
証
明

書
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

継
続
の
理
由
書 

 

二 

定
款
及
び
継
続
後
の
事
業
計
画
書 

 

第
二
十
四
条
の
三
中
「
第
七
十
二
条
の
十
三
第
二
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
」

に
改
め
る
。 

 

第
二
十
四
条
の
四
中
「
第
七
十
二
条
の
十
六
第
四
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
三
十
二
第
四
項
」

に
改
め
る
。 

 

第
二
十
四
条
の
五
中
「
第
七
十
二
条
の
十
七
第
二
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
三
十
四
第
二
項
」

に
改
め
、
「
届
出
書
に
」
の
下
に
「
総
会
の
議
事
録
謄
本
（
法
第
七
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
事
由
に
よ
り
解
散
し
た
場
合
に
限
る
。
）
の
ほ
か
、
」

を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
書
類
」
の
下
に
「
（
法
第
七
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
事
由
に
よ
り
解
散
し
た
場
合
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
四

号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

四 

解
散
の
登
記
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書
（
法
第
七
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
六
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
事
由
に
よ
り
解
散
し
た
場
合
を
除
く
。
） 

 

第
二
十
四
条
の
六
中
「
第
七
十
二
条
の
十
八
第
三
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
三
十
五
第
三
項
」

に
改
め
る
。 

 

第
二
十
四
条
の
七
中
「
第
七
十
二
条
の
十
八
の
十
」
を
「
第
七
十
二
条
の
四
十
四
」
に
改
め
、

同
条
第
三
号
中
「
第
七
十
二
条
の
十
八
の
六
又
は
第
七
十
二
条
の
十
八
の
八
」
を
「
第
七
十
二
条

の
四
十
又
は
第
七
十
二
条
の
四
十
二
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
解
散
農
事
組
合
法
人
の
継
続
の
届
出
） 

第
二
十
四
条
の
八 

農
事
組
合
法
人
は
、
法
第
七
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十

四
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
継
続
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
総
会
の

議
事
録
謄
本
及
び
継
続
の
登
記
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付

し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

継
続
の
理
由
書 



 

二 

定
款
及
び
継
続
後
の
事
業
計
画
書 

 

第
二
十
五
条
の
見
出
し
中
「
出
資
農
事
組
合
法
人
の
」
を
「
出
資
組
合
又
は
出
資
農
事
組
合
法

人
の
株
式
会
社
へ
の
」
に
改
め
、
同
条
中
「
出
資
農
事
組
合
法
人
は
」
を
「
出
資
組
合
（
法
第
十

条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
十
号
の
事
業
を
行
う
組
合
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
出
資
農
事
組
合
法
人
は
」
に
、
「
第
七
十
三
条
の
十
二
」
を
「
第
七
十
三
条
の
十
」
に
改
め
、

「
届
出
書
に
」
の
下
に
「
総
会
の
議
事
録
謄
本
の
ほ
か
、
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
中
「
出
資
農

事
組
合
法
人
の
解
散
の
」
を
「
出
資
組
合
又
は
出
資
農
事
組
合
法
人
の
組
織
変
更
の
登
記
に
係
る
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

三 

法
第
七
十
三
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
九
条
第
二
項
又
は
第
五
十
条 

 
 

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
を
経
た
こ
と
を
証
す
る
書
類 

 

第
二
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
非
出
資
組
合
又
は
非
出
資
農
事
組
合
法
人
の
一
般
社
団
法
人
へ
の
組
織
変
更
の
届
出
） 

第
二
十
五
条
の
二 

非
出
資
組
合
又
は
非
出
資
農
事
組
合
法
人
は
、
法
第
八
十
条
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
七
十
三
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
組
織
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出

書
に
総
会
の
議
事
録
謄
本
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

一 

非
出
資
組
合
又
は
非
出
資
農
事
組
合
法
人
の
組
織
変
更
の
登
記
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書 

 

二 

組
織
変
更
計
画
書 

 

三 

法
第
八
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
九
条
第
二
項
又
は
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定 

 
 

に
よ
る
手
続
を
経
た
こ
と
を
証
す
る
書
類 

 

第
二
十
六
条
中
「
議
決
」
を
「
決
議
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
八
条
第
二
項
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

農
業
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
三
号
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
条
に
規
定
す
る
存
続
中
央
会
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
存
続
中
央
会
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
の
第
一
条
第
三
項
、

第
五
条
第
四
号
及
び
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
存
続
中
央
会
が
解
散
し
た
場
合
又
は
改

正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て

は
そ
の
清
算
結
了
の
登
記
の
時
、
改
正
法
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
組
織
変
更
を
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
そ
の
組
織
変
更
の
効
力
が
生
ず
る
時
ま
で
の
間
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 



規 
 

則 

 

埼
玉
県
農
業
協
同
組
合
等
検
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
農
業
協
同
組
合
等
検
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
農
業
協
同
組
合
等
検
査
規
則
（
平
成
十
年
埼
玉
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
号
中
「
、
農
事
組
合
法
人
及
び
農
業
協
同
組
合
中
央
会
」
を
「
及
び
農
事
組
合
法

人
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

農
業
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
三
号
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
条
に
規
定
す
る
存
続
中
央
会
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
存
続
中
央
会
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
の
第
二
条
第
一
号

の
規
定
は
、
存
続
中
央
会
が
解
散
し
た
場
合
又
は
改
正
法
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
解
散
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
清
算
結
了
の
登
記
の
時
、
改
正
法

附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
組
織
変
更
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
組
織
変
更
の
効
力
が

生
ず
る
時
ま
で
の
間
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

  



規

則 

埼
玉
県
景
観
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
景
観
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
景
観
規
則
（
平
成
十
九
年
埼
玉
県
規
則
第
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
第
二
項
中
「
並
び
に
電
気
事
業
法
」
を
「
及
び
電
気
事
業
法
」
に
、
「
第
二
条
第
一
項

第
十
号
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
」
に
改
め
、
「
及
び
同
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
卸
供

給
事
業
者
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



規

則 

埼
玉
県
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
六
号 

 
 

 

埼
玉
県
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 

た
だ
し
、
知
事
が
埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例

第
四
十
一
号
。
以
下
「
個
人
番
号
利
用
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ

れ
ら
の
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
（
個
人
番
号
利
用
条
例
第
二
条
第
二
号
に

規
定
す
る
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当

該
書
類
の
添
付
を
要
し
な
い
。 

 

第
二
条
第
三
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 

た
だ
し
、
知
事
が
個
人
番
号
利
用
条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の

内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
書
類
の
添
付
を
要
し

な
い
。 

 

第
四
条
の
見
出
し
中
「
通
知
」
を
「
通
知
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

入
居
予
定
者
と
な
つ
た
者
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
様
式
第
四
号
の
二
の
県
営

住
宅
入
居
承
認
申
請
書
に
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

第
五
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 

た
だ
し
、
知
事
が
個
人
番
号
利
用
条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
書
類
と
同

一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
書
類
の
提
出
を

要
し
な
い
。 

 

第
五
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
を
「
と
き
、
又
は
知
事
が
個
人

番
号
利
用
条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人

情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
書
類
の
添
付
を
要
し
な
い
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

十
四 

東
京
電
力
原
子
力
事
故
に
よ
り
被
災
し
た
子
ど
も
を
は
じ
め
と
す
る
住
民
等
の
生
活
を

守
り
支
え
る
た
め
の
被
災
者
の
生
活
支
援
等
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
援
対
象
地
域
に
存
す
る
住
宅

に
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
お
い
て
居
住
し
て
い
た
者 



 

第
十
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 

た
だ
し
、
知
事
が
個
人
番
号
利
用
条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
書
類
と
同

一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
書
類
の
添
付
を

要
し
な
い
。 

 

第
十
条
の
七
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
次
の
た
だ
し
書
き
を
加
え
る
。 

 

た
だ
し
、
知
事
が
個
人
番
号
利
用
条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
書
類
と
同

一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
書
類
の
添
付
を

要
し
な
い
。 

 

第
十
一
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 

た
だ
し
、
知
事
が
個
人
番
号
利
用
条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
書
類
と
同

一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
書
類
の
添
付
を

要
し
な
い
。 

 

第
十
三
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 

た
だ
し
、
知
事
が
個
人
番
号
利
用
条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
書
類
と
同

一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
書
類
の
添
付
を

要
し
な
い
。 

 

第
十
三
条
の
七
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 

た
だ
し
、
知
事
が
個
人
番
号
利
用
条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
書
類
と
同

一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
書
類
の
添
付
を

要
し
な
い
。 

 

第
十
四
条
第
三
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 

た
だ
し
、
知
事
が
個
人
番
号
利
用
条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
書
類
と
同

一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
書
類
の
提
出
を

要
し
な
い
。 

 

第
十
四
条
の
二
の
十
三
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 

た
だ
し
、
知
事
が
個
人
番
号
利
用
条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
書
類
と
同

一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
書
類
の
添
付
を

要
し
な
い
。 

 

第
十
四
条
の
七
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 

た
だ
し
、
知
事
が
個
人
番
号
利
用
条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
書
類
と
同

一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
書
類
の
添
付
を

要
し
な
い
。 

 

第
十
五
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 

た
だ
し
、
知
事
が
個
人
番
号
利
用
条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
書
類
と
同



一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
書
類
の
添
付
を

要
し
な
い
。 

 
第
十
六
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 

た
だ
し
、
知
事
が
個
人
番
号
利
用
条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の

内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
書
類
の
添
付
を
要
し

な
い
。 

 

第
十
八
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 

た
だ
し
、
知
事
が
個
人
番
号
利
用
条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の

内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
書
類
の
添
付
を
要
し

な
い
。 

 

第
十
九
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 

た
だ
し
、
知
事
が
個
人
番
号
利
用
条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の

内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
書
類
の
添
付
を
要
し

な
い
。 

 

第
二
十
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 

た
だ
し
、
知
事
が
個
人
番
号
利
用
条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
書
類
と
同
一
の

内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
書
類
の
添
付
を
要
し

な
い
。 

 

第
二
十
条
の
二
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 

た
だ
し
、
知
事
が
個
人
番
号
利
用
条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
書
類
と
同

一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
書
類
の
添
付
を

要
し
な
い
。 

 

第
二
十
四
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 

た
だ
し
、
知
事
が
個
人
番
号
利
用
条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
書
類
と
同

一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
書
類
の
添
付
を

要
し
な
い
。 

 

別
表
中
三
一
三
の
項
を
三
一
五
の
項
と
し
、
一
六
〇
の
項
か
ら
三
一
二
の
項
ま
で
を
二
項
ず
つ

繰
り
下
げ
、
一
五
九
の
項
を
一
六
〇
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

   

別
表
中
一
五
八
の
項
を
一
五
九
の
項
と
し
、
七
三
の
項
か
ら
一
五
七
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰

り
下
げ
、
七
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

一
六
一 

エ
ー
デ
ル
ワ
イ
ス
春
日
部
一

ノ
割 

春
日
部
市
備
後
東

二
丁
目 

中
層
耐
火 

五
〇
・
〇
四 

二
〇 

 

七
三 

川
越
霞
ヶ
関
住
宅 

川
越
市
大
字
的
場 

中
層
耐
火 

五
一
・
五
二 

二
〇 

 



 

様
式
第
一
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  



（表面） 

  備考     欄は記入しないこと。    

              県 営 住 宅 入 居 申 込 書              受付番号 

 （宛先）  

       埼玉県知事 

       （市町村の長又は埼玉県住宅供給公社の理事長） 

                                         年  月  日 

  県営住宅への入居の承認を受けたいので、別記（裏面）の事項を承知の上、埼玉県県営住宅条例第８条の規定により、 

 次のとおり申し込みます。 

                                       申込者           

住 
 

所 

郵便番号         １ １     電話番号              

         都・道           区 
          府・県          市・郡  

 区 
  町・村 

 

 

 
  

勤 

務 

先 

名 称  電話番号              

所
在
地 

      都・道            区 
      府・県           市・郡 

               区  
              町・村  

   

世
帯
構
成
（
現
に
同
居
し
、
又
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
） 

続柄 

フリガナ 

性
別 

生年月日 

年
齢 

手帳番号等を記入 手帳の等級を記入 

氏  名 年 月 日 
 手帳の交付を受けている場合は、手帳番号
等を記入すること。該当する項目を○で囲む
こと。 

本人 

 男
・
女 

        手帳番号等(   ) 手帳の等級(   ) 

         
身体
障害 

精神
障害 

知的
障害 

戦傷
病者 

被爆
者 

引揚
者 

ﾊﾝｾﾝ
病 

   男
・
女 

        手帳番号等(   ) 手帳の等級(   ) 

          
身体
障害 

精神
障害 

知的
障害 

戦傷
病者 

被爆
者 

引揚
者 

ﾊﾝｾﾝ
病 

   男
・
女 

        手帳番号等(   ) 手帳の等級(   ) 

          
身体
障害 

精神
障害 

知的
障害 

戦傷
病者 

被爆
者 

引揚
者 

ﾊﾝｾﾝ
病 

   男
・
女 

        手帳番号等(   ) 手帳の等級(   ) 

          
身体
障害 

精神
障害 

知的
障害 

戦傷
病者 

被爆
者 

引揚
者 

ﾊﾝｾﾝ
病 

   男
・
女 

        手帳番号等(   ) 手帳の等級(   ) 

          
身体
障害 

精神
障害 

知的
障害 

戦傷
病者 

被爆
者 

引揚
者 

ﾊﾝｾﾝ
病 

   男
・
女 

        手帳番号等(   ) 手帳の等級(   ) 

          
身体
障害 

精神
障害 

知的
障害 

戦傷
病者 

被爆
者 

引揚
者 

ﾊﾝｾﾝ
病 

入 居 を 

希望する 

県営住宅 

県営住宅名 間取り 住宅番号 

           

 

申 
 

 
 
 

 

告 
 
 
 

 
 

事 
 

 
 
 
 

項 
 次の項目に該当する場合は、□の中の数字を○で囲むこと。 

 申込者本人が、離婚、配偶者との死別等により現に婚姻（これと同様の関係を含む。）をせずに２０歳未満の児童を 
養育している女子又は男子である。 １ 

  申込者本人がＤＶ被害者であり、婦人相談センター等での保護の終了の日又は裁判所の保護命令が効力を生じた日から５ 
年以内の者である。 
（施設又は裁判所名：            ）（保護の終了の日又は保護命令が効力を生じた日：  年  月  日） 

２ 

 申込者本人が、犯罪被害者やその家族等で、犯罪により従前の住宅に居住することが困難となっている。 
（被害届提出警察署名：              ）（被害届日：  年  月  日） ３ 

 申込者本人が、今回の入居申込みの日前２年間において県営住宅の公募に応じ、落選した回数が４回以上である。 
※ 下欄に応募年月及び先頭の抽選番号をいずれか４回分を記入すること。 

 
応募年月 年  月 年  月 年  月 年  月 

抽選番号     
 

４ 

 申込者本人が、特別県営住宅等の入居者で、当該住宅等の建替え後の家賃の急激な上昇のため、家賃の負担が困難と 
なる者である。 ５ 

  難病等の認定を受け、障害福祉サービス受給者証等が交付されている者がいる世帯である。 
（受給者証等が交付されている者の氏名：         ）（難病等の名称：            ） ６ 

 申込者本人が、埼玉県が行う公共事業の施行に伴い住宅が除却される者である。 ７ 

 災害による住宅の滅失    ８     不良住宅の撤去    ９     借上県営住宅の契約の終了 

 県営住宅建替事業による県営住宅の除却    11        都市計画事業等の施行に伴う住宅の除却 

 土地収用法等に基づく事業の執行に伴う住宅の除却   13     

10 

 

 

10 

12 

 

 
 近居により子育てや介護・看護などについて世代間で支え合おうとする者である。 14 

 申込者本人が、土砂災害特別警戒区域内に居住している者である。 15 

 申込者本人が、子ども・被災者支援法に基づく支援対象避難者である。 16 

8 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

様
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第
二
号
中
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」
を
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」
に
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に
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様
式
第
三
号
中
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」
を
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」
に
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に
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め
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本
人

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

本
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個
人
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本
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個
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個
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番
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個
人

番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

個
人

番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

個
人

番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

あ
て

先
 

あ
て

先
 

宛
先

 

宛
先

 

「
 

「
 

「
 

「
 

」
 

」
 

」
 



 

様
式
第
四
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

    



様式第４号の２（第４条関係） 

県営住宅入居承認申請書 

                             年  月  日  

 （宛先） 

       埼玉県知事 

       （市町村の長又は埼玉県住宅供給公社の理事長） 

                         氏名 

 県営住宅への入居の承認を受けたいので、埼玉県県営住宅条例施行規則第４条

第２項の規定により、関係書類を添付して次のとおり申請します。 

受付番号  申込住宅名 住宅 住宅番号  

住  所  電話番号  

 世帯構成（現に同居し、又は同居しようとする親族） 

続柄 

フ リ ガ ナ  年１月１日現在、住民票があつた市区町村名 

氏     名  年１月１日現在、住民票があつた市区町村名 

個 人 番 号 
身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けた都道府県・指定都市名等 

本人 

 
                   市・区   

                   町・村    

 
                   市・区   

                   町・村    

            
                  都・道・府            

                   県・市  

  
                   市・区   

                   町・村    

 
                   市・区   

                   町・村    

            
                  都・道・府            

                   県・市  

  
                   市・区   

                   町・村    

 
                   市・区   

                   町・村    

            
                  都・道・府            

                   県・市  

  
                   市・区   

                   町・村    

 
                   市・区   

                   町・村    

            
                  都・道・府            

                   県・市  

  
                   市・区   

                   町・村    

 
                   市・区   

                   町・村    

            
                  都・道・府            

                   県・市  

  
                   市・区   

                   町・村    

 
                   市・区   

                   町・村    

            
                  都・道・府            

                   県・市  



 

様
式
第
五
号
及
び
様
式
第
五
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の
二
中
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を
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に
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様式第１３号（第１４条関係） 

県営住宅入居権利者地位承継承認申請書 

 

                             年  月  日  

 

 （宛先） 

       埼玉県知事 

       （市町村の長又は埼玉県住宅供給公社の理事長） 

 

                    県営住宅の名称 県営    住宅  

                    住宅番号    号棟    号室  

                    氏  名              

 

 下記のとおり埼玉県県営住宅条例第１６条第２項の規定により県営住宅の入居

権利者の地位を承継することについて承認を受けたいので、関係書類を添付して

申請します。 

 なお、入居権利者の地位を承継しようとする者（申請者）又は引き続き同居し

ようとする者が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２

条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるときは、入居権利者の

地位の承継の承認を受けられなくても異議ないことを誓約します。 

 また、当該地位承継の承認を受けた後に、入居者（申請者）又は同居者が暴力

団員であることが判明したときは、速やかに住宅を明け渡すことを誓約します。 

 暴力団員であるか否かの確認のため、警察本部長に照会されることに同意しま

す。 

記 

 入居権利者の地位を承継しようする入居者（申請者）及び同居者 

続柄 氏     名 生 年 月 日 個   人   番   号 

本人               

               

               

               

               

               



様式第１３号の２（第１４条関係） 

県営住宅期限付入居権利者地位承継承認申請書 

 

                             年  月  日  

 

 （宛先） 

       埼玉県知事 

       （市町村の長又は埼玉県住宅供給公社の理事長） 

 

                   県営住宅の名称 県営     住宅  

                   住宅番号    号棟     号室  

                   氏  名               

 

 下記のとおり埼玉県県営住宅条例第１６条第２項の規定により県営住宅の入居

権利者（期限付入居権利者）の地位を承継することについて承認を受けたいので、

関係書類を添付して申請します。 

 なお、入居権利者（期限付入居権利者）の地位を承継しようとする者（申請者）

又は引き続き同居しようとする者が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であると

きは、入居権利者（期限付入居権利者）の地位の承継の承認が受けられなくても

異議ないことを誓約します。 

 当該地位承継の承認を受けた後に、入居者（申請者）又は同居者が暴力団員で

あることが判明したときは、速やかに住宅を明け渡すことを誓約します。 

 暴力団員であるか否かの確認のため、警察本部長に照会されることに同意しま

す。 

記 

 入居権利者の地位を承継しようとする入居者（申請者）及び同居者 

続柄 氏     名 生 年 月 日 個  人  番  号 

本人               

               

               

               

               

               



 

様
式
第
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 



          

書 

    

告 

    

申 

    

入 

    

収 

        

（宛先） 

      埼玉県知事 

   （住  所） 

   （住 宅 名） 

   （住宅番号） 

   （氏  名） 

年  月  日 

埼玉県県営住宅条例第１８条第１項の規定
により、私及び同居者の収入について、次のと
おり申告します。 

カード 
21 22 

01 
住 宅 扶 助 有 無 

23 

    

   
 

  

    
団地コード 住宅コード 入居年月日 頁 調査  名義人の自宅及び勤務先の電話番号 

１ ５ ６   11 12   18 19 20  自 宅 24            36 

      
勤務先 37            49 

カ
ー
ド 

個
人
№ 

続 

柄 

続
柄
コ
ー
ド 

氏 名 生 年 月 日 

年 

齢 

性 

別 

同
居
区
分 

勤 務 先 名 

（15文字
以内） 

寡
婦
・
夫 

年 間 総 所 得 金 額 

収
入
区
分 

障
害
コ
ー
ド 

カ
フ
コ
ー
ド 

未
承
認 

書
類
不
備 

（１行目はカナ、２行目は漢字） 

年 月 日 

個 人 番 号 （ ３ 行 目 ） 

21 
02 

23 24  25 26 27        46 89 90 91 92 93 94 95  96 97 98 

 
127 

128 129       136 137 138 139 140 141 142 
47        76 
77        88 

21 
03 

23 24  25 26 27        46 89 90 91 92 93 94 95  96 97 98 

 
127 

128 129       136 137 138 139 140 141 142 
47        76 
77        88 

21 
04 

23 24  25 26 27        46 89 90 91 92 93 94 95  96 97 98 

 
127 

128 129       136 137 138 139 140 141 142 
47        76 
77        88 

21 
05 

23 24  25 26 27        46 89 90 91 92 93 94 95  96 97 98 

 
127 

128 129       136 137 138 139 140 141 142 
47        76 
77        88 

21 
06 

23 24  25 26 27        46 89 90 91 92 93 94 95  96 97 98 

 
127 

128 129       136 137 138 139 140 141 142 
47        76 
77        88 

21 
07 

23 24  25 26 27        46 89 90 91 92 93 94 95  96 97 98 

 
127 

128 129       136 137 138 139 140 141 142 
47        76 
77        88 

 備考 １ 太線で囲んだ部分のうち、空欄の部分を記入し、印刷された文字に誤りがある場合は、＝線で消して欄内の余白に正しく記入すること。  
    ２ 続柄コードは（名義人 01、夫 11、妻 12、子 21、子の配偶者 31、父 41、母 42、義父 45、義母 46、祖父 51、祖母 52、孫 55、兄 61、弟 62、姉 63、妹 64、

おじ 71、おば 72、おい 73、めい 74、その他 99）、元号コードは（明治１、大正２、昭和３、平成４）、性別コードは（男１、女２）、同居区分コードは（同
居０、別居１、遠隔地扶養２）とする。 

    ３ 寡婦、寡夫控除に該当する場合は、太線で囲まれた「寡婦・夫」覧に「１」を記入すること。  
    ４ 電話番号に変更がある場合は、必ず訂正すること。  

様式第１５号（第１５条関係） 



 

様
式
第
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第１７号（第１６条関係） 

県営住宅家賃（敷金）減免（徴収猶予）申請書 

 

                             年  月  日  

 

 （宛先） 

       埼玉県知事 

 

                   県営住宅の名称 県営     住宅  

                   住宅番号    号棟     号室  

                   氏  名 

 

 下記のとおり県営住宅の家賃（敷金）の減免（徴収猶予）を受けたいので、埼

玉県県営住宅条例施行規則第１６条第 1 項の規定により、関係書類を添付して申

請します。 

 

記 

 １ 家賃（敷金）の減免（徴収猶予）を受けようとする者及び同居者 

続 柄 氏     名 生 年 月 日 個  人  番  号 

本人               

               

               

               

               

               

 

 ２ 家賃（敷金）の減免（徴収猶予）を希望する理由 

 

 

 



 

様
式
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九
号
中
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」
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」
に
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を 
 

 
 

 
 

に
改
め
、 

同
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式
に
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と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

様
式
第
二
十
号
中
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」
を
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」
に
、 
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に
改
め
る
。 

 

様
式
第
二
十
二
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を
次
の
よ
う
に
改
め
る
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備
考

 
電

話
番

号
は

、
日

中
に

連
絡

が
取

れ
る

も
の

を
記

入
す

る
こ

と
。

 

「
氏

 
 

名
 

 
 

 
 

 
」
 

「
氏

 
 

名
 

 
電

話
番

号
」

 

「
氏

 
 

名
 

 
 

 
 

 
」
 

「
氏

 
 

名
 

 
個

人
番

号
」

 

あ
て

先
 

あ
て

先
 

宛
先

 

宛
先

 



様式第２２号（第１９条関係） 

県営住宅模様替え等承認申請書 

年  月  日  

 （宛先） 

       埼玉県知事 

       （市町村の長又は埼玉県住宅供給公社の理事長） 

                    県営住宅の名称 県営    住宅  

                    住宅番号    号棟    号室  

                    氏  名 

 下記のとおり県営住宅の模様替え（増築・改築）をすることについて承認を受

けたいので、埼玉県県営住宅条例施行規則第１９条第１項の規定により、関係書

類を添付して申請します。 

記 

 

１ 入居者（申請者）及び同居者 

 

 ２ 模様替え（増築・改築）をする理由 

 

 

 

 

 備考 模様替え（増築・改築）の内容を示す書類（住宅の平面図、模様替え部分

の構造図等）を添付すること。 

 

続柄 氏   名 生 年 月 日 個  人  番  号 

本人               
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に
改
め
る
。 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

様
式
第
二
十
四
号
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

異
 
動

 
者

 
の

 
氏

 
名

 
続

 
柄

 

 
 

 

生
 
年

 
月

 
日

 
異

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

動
 

年
 

 
月

 
 

日
 

理
 

 
 

 
 

由
 

 
 

 

 

異
動

者
の

氏
名

 
続

柄
 

生
 
年

 
月

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

日
 

異
 

 
 

 
 

 
動

 
個

 
 

人
 

 
番

 
 

号
 

年
 
月

 
日

 
理

 
 

由
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

あ
て

先
 

宛
先

 

「
 

「
 

」
 

」
 



様式第２４号の３（第２０条の２、第２４条関係） 

県営住宅明渡し期限延長申出書 

 

                             年  月  日  

 

 （宛先） 

       埼玉県知事 

       （市町村の長又は埼玉県住宅供給公社の理事長） 

 

                   県営住宅の名称 県営     住宅  

                   住宅番号    号棟     号室  

                   氏  名               

 

 埼玉県県営住宅条例施行規則           の規定により、下記のと

おり県営住宅の明渡し期限の延長を申し出ます。 

記 

１ 明渡し請求において定められた期限 

         年  月  日 

２ 延長を希望する期限 

         年  月  日 

３ 延長を希望する理由 

 

４ 入居権利者（申請者）及び同居者 

 

備考 延長を希望する理由を証する書類を添付すること。

続柄 氏    名 生 年 月 日 個  人  番  号 

本人               

               

               

               

               

第２０条の２第２項 

第２４条第１項 



 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   



規

則 

埼
玉
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
七
号 

埼
玉
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
平
成
六
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
五
条
第
一
項
中
「
ま
で
に
」
の
下
に
「
、
様
式
第
二
号
の
二
の
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
入
居
承

認
申
請
書
に
」
を
、
「
書
類
を
」
の
下
に
「
添
付
し
て
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加

え
る
。 

 

た
だ
し
、
知
事
が
埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例

第
四
十
一
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
個
人
番
号
利
用
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
書
類
と
同
一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
（
個
人
番
号

利
用
条
例
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
書
類
の
添
付
を
要
し
な
い
。 

 

第
五
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 

た
だ
し
、
知
事
が
個
人
番
号
利
用
条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
書
類
と
同

一
の
内
容
を
含
む
特
定
個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
書
類
の
提
出
を

要
し
な
い
。 

 

様
式
第
二
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

  



様式第２号の２（第５条関係） 

特定公共賃貸住宅入居承認申請書 

                             年  月  日  

 （宛先） 

       埼玉県知事 

       （特定公共賃貸住宅指定管理者） 

                         氏名 

 特定公共賃貸住宅への入居の承認を受けたいので、埼玉県特定公共賃貸住宅条

例施行規則第５条第１項の規定により、関係書類を添付して次のとおり申請しま

す。 

 世帯構成（現に同居し、又は同居しようとする親族） 

受付番号  申込住宅名 住宅 住宅番号  

住  所  電話番号  

続柄 

フ リ ガ ナ  年１月１日現在、住民票があった市区町村名 

氏     名  年１月１日現在、住民票があった市区町村名 

個 人 番 号 
身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けた都道府県・指定都市名等 

本人 

 
                   市・区   

                   町・村    

 
                   市・区   

                   町・村    

            
                  都・道・府             

                   県・市  

  
                   市・区   

                   町・村    

 
                   市・区   

                   町・村    

            
                  都・道・府             

                   県・市  

  
                   市・区   

                   町・村    

 
                   市・区   

                   町・村    

            
                  都・道・府             

                   県・市  

  
                   市・区   

                   町・村    

 
                   市・区   

                   町・村    

            
                  都・道・府             

                   県・市  

  
                   市・区   

                   町・村    

 
                   市・区   

                   町・村    

            
                  都・道・府             

                   県・市  

  
                   市・区   

                   町・村    

 
                   市・区   

                   町・村    

            
                  都・道・府             

                   県・市  



 

様
式
第
三
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
五
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  

家
賃
の
３
箇
月
分

 
家
賃
の

 
箇
月
分

 



（表面） 

特定公共賃貸住宅入居請け書                

 

                             第     号  

                             年  月  日  

 （宛先） 

       埼玉県知事 

       （特定公共賃貸住宅指定管理者） 

 

入 居 権 利 者 

フリガナ  

印鑑 

住 所 〒 

フリガナ  

氏 名  

連 帯 保 証 人 

フリガナ  

登録 

印鑑 

住 所 〒 

フリガナ  入居権利者との関係 

氏 名   

自 宅 
電話番号 

 

勤 務 先 
名 称 

 

勤 務 先 
電話番号 

 

 

     年  月  日付け  第  号で下記のとおり特定公共賃貸住宅へ

の入居（入居権利者の地位の承継）の承認を受けたので、提出します。 

 なお、別記（裏面）１から６までの事項その他埼玉県特定公共賃貸住宅条例及

び埼玉県特定公共賃貸住宅条例施行規則に規定された事項を遵守し、誠実に履行

することを誓約します。 

記 

 

 １ 所在地 

 

 ２ 名称及び住宅番号 

             住宅     号棟     号室 

 

 ３ 家賃 

   月額     円 

 

備考 連帯保証人の印鑑登録証明書及び所得の額を証する書類（源泉徴収票、所得

証明書等）を添付すること。 

 



 

様
式
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  



様式第６号（第９条関係） 

特定公共賃貸住宅連帯保証人変更承認申請書 

年  月  日  

 （宛先） 

       埼玉県知事 

       （特定公共賃貸住宅指定管理者） 

 

特定公共賃貸住宅の名称               住宅 

住宅番号           号棟         号室 

入居権利者氏名                    ○印 

旧連帯保証人 
住  所 

氏  名               ○印 

新連帯保証人 

フリガナ 

氏  名 

入居権利者との関係 

登録 

印鑑 

自宅電話番号 

勤務先名称 

勤務先電話番号 

 

 下記の理由により連帯保証人を変更することについて承認を受けたいので、埼

玉県特定公共賃貸住宅条例施行規則第９条第２項の規定により申請します。 

記 

申請理由 

 

 

 

 

 

 

備考 新連帯保証人の印鑑登録証明書及び所得の額を証する書類（源泉徴収票、

所得証明書等）を添付すること。 

 



 

様
式
第
十
六
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

あ
て
先

 
宛
先

 
「
氏

 
 
名

 

 
 

 
 

 
」
 

「
氏

 
 
名

 

 
電
話
番
号
」
 



6
0
日

 
３
か
月

 
6
0
日

 
6
0
日

 
３
か
月

 
３
か
月

 
３
か
月

 
３
か
月

 
３
か
月

 
３
か
月

 
３
か
月

 
３
か
月

 
３
か
月

 
３
か
月

 

規

則 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則
及
び
埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤

師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則
及
び
埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校

薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

（
埼
玉
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る 

 
 

第
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
、
異
議
申
立
て
」
を
削
る
。 

 

（
埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 
 

様
式
第
十
四
号
か
ら
様
式
第
十
九
号
ま
で
の
規
定
中
「 

 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  



規

則 

埼
玉
県
教
育
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
教
育
局
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る 

 

第
九
条
の
二
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
す
る
。 

 

第
十
二
条
第
十
三
号
中
「
、
義
務
教
育
指
導
課
及
び
家
庭
地
域
連
携
課
」
を
「
及
び
義
務
教
育

指
導
課
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
四
条
第
二
十
二
号
中
「
市
町
村
支
援
部
副
部
長
（
」
の
下
に
「
家
庭
地
域
連
携
課
、
」
を

加
え
る
。 

 

第
二
十
一
条
第
一
項
の
表
県
立
学
校
人
事
課
の
項
職
務
の
欄
中
「
教
職
員
人
事
評
価
制
度
」
を

「
学
校
職
員
の
人
事
評
価
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
教
育
委

員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
第
三
十
一
条
」
を
「
第
三
十
五
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
を
削
る
。 

 

第
四
条
第
四
号
中
「
第
七
条
第
一
号
」
を
「
第
六
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
し
、

第
五
条
を
第
四
条
と
し
、
第
六
条
を
第
五
条
と
す
る
。 

 

第
七
条
第
二
号
中
「
又
は
複
写
し
た
も
の
」
を
「
若
し
く
は
複
写
し
た
も
の
」
に
改
め
、
同
条

を
第
六
条
と
す
る
。 

 

第
八
条
第
二
項
中
「
第
四
条
第
二
号
」
を
「
第
三
条
第
二
号
」
に
、
「
開
示
す
る
」
を
「
実
施

す
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。 

 

第
九
条
第
一
項
中
「
も
の
（
以
下
」
を
「
も
の
（
第
三
項
に
お
い
て
」
に
、
「
第
十
一
条
」
を

「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条

と
す
る
。 

 

第
十
条
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
し
、
第
十
一
条
を
第
十

条
と
す
る
。 

 

第
十
二
条
中
「
第
三
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一

条
と
す
る
。 

 

第
十
三
条
第
一
項
第
九
号
中
「
第
二
十
四
条
」
を
「
第
二
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第

二
号
中
「
第
九
条
第
三
項
」
を
「
第
八
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
十
一
条
」
を

「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、

同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第１号（第１２条関係） 

公 文 書 開 示 請 求 書  
                                                                            
            

                              年  月  日  
                                                                        

    （宛先）      
   埼玉県教育委員会 

                       住所又は主たる事務所の所在地 

                                          〒 

                      氏名又は名称及び代表者の氏名 

 

                      連絡先電話番号 

 

  埼玉県情報公開条例第７条の規定により、次のとおり公文書の開示を請求します。 

開示請求をする公文
書の名称又は内容  
できるだけ具体的に記
載してください。 

  

埼玉県情報公開条例
第７条に規定する公
文書の開示を請求す
ることができるものの 
区分 

該当する番号を一つ
○で囲み、（ ）内に
所要事項を記載して 
ください。 

１ 県内に住所を有する者 

２ 県内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他
の団体 

事務所等の名称 

所在地 

３ 県内に所在する事務所又は事業所に勤務する者 

勤務先の名称 

所在地 

４ 県内に所在する学校に在学する者 

学校の名称 

所在地 

５ １から４までに掲げるもののほか、公文書の開示を
必要とする相当の理由を有する個人又は法人その他の
団体 

理由 

 

注 次の欄の記載は任意です。  

求める開示の実施の 

方法 

開示の実施の方法に希
望するものがあれば、
□内にレ印を付してく 

ださい。 

１ 文書又は図画の場合 

  □閲覧 □写しの交付（□送付を希望） 

２ 電磁的記録の場合 

  □用紙に出力したものの閲覧 

  □用紙に出力したものの交付（□送付を希望） 

  □専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は
視聴  

  □電磁的記録媒体に複写したものの交付（□送付
を希望）  

開示の実施の希望日 年  月  日 

 
  注  以下の欄には、記入しないでください。 

担 当 課 所 
 

 電話番号 

 

備 考 
 



様式第２号（第１２条関係） 

公 文 書 開 示 決 定 通 知 書                

 

第     号  

年  月  日  

 

            様 

 

 

 

埼玉県教育委員会       印  

 

 

年  月  日付けで開示請求のあった公文書については、埼玉県情報 

 公開条例第１４条第１項の規定により、次のとおり開示することとしたので通知し 

 ます。 

開 示 す る

公文書の名称 
 

開 示 の 日 時      年  月  日 午前・午後  時 

開 示 の 場 所  

求めることがで

きる開示の実施 

の方法等 

 

担 当 課 所 

 

 

電話番号 

備 考  

 注 １ 当日は、この通知書を担当者に提示してください。 

   ２ 都合により上記の日時に来られないときは、あらかじめ、その旨を電話など 

        で担当課所まで連絡してください。 

教  示 

１ 審査請求について 

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から

起算して３か月以内に、埼玉県教育委員会に対して審査請求をすることができます。

ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、

この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができ

なくなります。 



２ 取消訴訟について 

この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日（１の審査請求をし

た場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して

６か月以内に、埼玉県を被告として提起しなければなりません。この場合、当該訴訟

において埼玉県を代表する者は、埼玉県教育委員会です。 

ただし、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合は、当該審査

請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内であって

も、この処分の日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決の日）の

翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができ

なくなります。 

 

 



宛
先

 

 

様
式
第
三
号
及
び
様
式
第
四
号
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 

 
 

」
を
「 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
五
号
か
ら
様
式
第
七
号
ま
で
の
規
定
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に

改
め
る
。 

 

様
式
第
八
号
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
、
「
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

」
を
「
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
別
紙
中
「 

 
 

」 

を
「
宛 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
九
号
中
「 

 
 

 
 

 
」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
十
号
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に

改
め
る
。 

 

様
式
第
十
一
号
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 

」
を
「
あ 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
十
二
号
及
び
様
式
第
十
三
号
中
「 

 
 

 
 

 
」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
十
四
号
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
十
五
号
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

第
１
３
条
関
係

 
第
１
２
条
関
係

 

第
１
３
条
関
係

 
第
１
２
条
関
係

 

第
１
３
条
関
係

 
第
１
２
条
関
係

 

宛
先

 

第
１
３
条
関
係

 

第
１
２
条
関
係

 

第
２
５

 

あ
て
先

 

第
１
２
条
関
係

 

第
１
３
条
関
係

 
第
１
２
条
関
係

 
あ

 

宛
先

 

第
１
３
条
関
係

 
第
１
２
条
関
係

 

第
 

８
条
第
１
項

 

開
示
決
定
等
に
係
る
意

 

当
に

係
る

 
見
書

 
あ
て
先

 
公
文
書
開
示
決
定
等
に
係
る
意
見
書

 

審
査

請
求

 

が
あ

っ
た

日
 

 

異
議

申
立

て
 

が
あ

っ
た

日
 

 第
２
２
条

 

「 
異
議
申
立
て
の
内
容

 

 」 

」 

「 

に
、 

を 

審
査
請
求
の
内
容

 

 

第
１
３
条
関
係

 
第
１
２
条
関
係

 
開
示
決
定
等
に
対
す
る

 

 
 

 
 

 
に
対
す
る
審
査
請
求

 

１
項

 

異
議
申
立
て

 
第
２
４
条
第

 

同
条
例
第
２
３
条

 
同
条
第
３
項

 

「 

」 

」 

に
、 

を 

「 

」 

に
、 

「 

」 を 

「 

」 

第
１
３
条
関
係

 
第
９
条
第
１
項

 

異
議
申

 

立
て

 
審
査
請
求

 
３
か
月

 
６
０
日

 
決
定
が
あ
っ
た

 

裁
決
の
日

 
決
定
の
日

 
が
あ
っ
た

 

裁
決

 

条
 

第
１
３
条
関
係

 

第
１
２
条
関
係

 
第
２
４
条

 

て
先

 



規

則 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県

教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
四
条
第
二
十
三
号
中
「
第
四
十
二
条
」
を
「
第
四
十
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 



様式第２号（第２４条関係） 

 

保有個人情報開示決定通知書  

    第       号 

 年   月   日 

 

様 

埼玉県教育委員会    印 

     年  月  日付けで開示請求のあった保有個人情報については、埼玉県個人情報保護条例

第２１条第１項の規定により、次のとおり開示することと決定したので通知します。 

（注） １ 開示を受ける際は、この通知書及び開示請求に係る保有個人情報の本人であること（法定

代理人が開示を受ける場合には法定代理人本人であること及び法定代理人であることの資格、

本人の委任による代理人が開示を受ける場合には当該代理人本人であること）を証明する書

類を担当者に提示し、又は提出してください。 

２ 開示を実施することができる日時は、開示を実施することができる日時の欄に記載された

日時のうち希望の日時を選択することができます。希望の日時は、保有個人情報の開示の実

施方法等申出書により申し出てください。 

３ 開示の実施の方法は、求めることができる開示の実施の方法に記載されている方法から選

択することができます。保有個人情報の開示の実施方法等申出書により申し出てください。 

４ 保有個人情報の開示の実施方法等申出書による申出は、この通知があった日から３０日以

内に行ってください。 

開 示 す る 保 有 個 人 情 報 
 

開 示 す る 保 有 個 人 

情 報 の 利 用 目 的 
 

開示を実施することができ 

る日時（次のいずれか１日） 

       年    月    日     時 

       年    月    日     時 

       年    月    日     時 

開 示 の 場 所  

求 め る こ と が で き る 

開 示 の 実 施 の 方 法 

 

開示の実施に必要な事項  

担 当 課 所 
 

 電話番号 

備 考  

 



教  示 

１ 審査請求について 

  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して３か月以内に、埼玉県教育委員会に対して審査請求をすることができます。 

  ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、

この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなく

なります。 

２ 取消訴訟について 

  この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場

合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以

内に、埼玉県を被告として提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において埼玉

県を代表する者は、埼玉県教育委員会です。 

  ただし、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求

に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内であっても、この

処分の日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決の日）の翌日から起算

して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 



 

様
式
第
三
号
、
様
式
第
四
号
、
様
式
第
十
二
号
、
様
式
第
十
三
号
、
様
式
第
十
九
号
及
び
様
式

第
二
十
号
中 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 

を 
 

 
 

 

に
、 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
式
第
二
十
三
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 あ
っ
た
」

 

「
３
か
月
」
 

「
異
議
申
立
て
」
 

「
審
査
請
求
」
 

「
6
0
日
」
 

「
決
定
が

 

「
裁
決
が
あ
っ
た
」

 
「
決
定
の
日
」

 
「
裁
決
の
日
」

 

同
条
第
３
項

 

不
服
申
立
て
に
つ
い
て

 
審
査
請
求
に
つ
い
て

 
第
４
１

 

「
 

同
条
例
第
４
２
条

 
第
４
２
条
第
１
項

 
不

服
申

立
て

の
内

容
 

 

不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
日

 

 

 
 

を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
、「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
、 

不
服

申
立

て
の

内
容

 

 

」
 

審
査

請
求

が
あ

っ
た
日

 

 

を 

審
査

請
求

の
内

容
 

 

「
 

」
 に

、 「
 

」
 

を 

「
 

」
 

に
改
め
る
。 

 

条
」

 



職
務
の
級 

職
務 

二
級 

主
任
実
習
助
手
の
職
務 

主
任
寄
宿
舎
指
導
員
の
職
務 

 

職
務
の
級 

職
務 

一
級 

専
門
員
の
職
務 

二
級 

相
当
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
専
門
員
の
職
務 

三
級 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
専
門
員
の
職
務 

四
級 

主
任
専
門
員
の
職
務 

 

規

則 

学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号 

 
 

 

学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
埼
玉
県
教
育

委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

「
正
規
の
試
験
」
を
「
採
用
試
験
」
に
改
め
る
。 

第
二
条
第
七
号
中
「
競
争
試
験
」
を
「
採
用
試
験
」
に
改
め
る
。 

第
三
条
の
見
出
し
を
「
（
級
別
職
務
分
類
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

条
例
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
級
別
基
準
職
務
表
の
基
準
と
な
る
職
務
と
そ
の
複
雑
、
困
難

及
び
責
任
の
度
が
同
程
度
の
職
務
は
、
次
項
に
掲
げ
る
級
別
職
務
分
類
表
に
定
め
る
と
お
り
と

す
る
。 

第
三
条
第
二
項
中
「
級
別
標
準
職
務
表
」
を
「
級
別
職
務
分
類
表
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

二 

削
除 

 

第
十
六
条
第
一
項
本
文
中
「
そ
の
者
」
の
下
に
「
（
勤
務
成
績
が
良
好
で
あ
る
者
に
限
る
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。 

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
一 

教
育
職
給
料
表
㈠
級
別
職
務
分
類
表 

    

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
二 

削
除 

 

別
表
第
三
及
び
別
表
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
三 

学
校
栄
養
職
給
料
表
級
別
職
務
分
類
表 

     



「 

」 

」 

」 

」 

「 職
務
の
級 

職
務 

一
級 

専
門
員
の
職
務 

二
級 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
専
門
員
の
職
務 

三
級 

主
任
専
門
員
の
職
務 

 

61
62
62
62
62

62
62
62
63
63
63
63
63
63
63

別
表
第
四 

事
務
職
給
料
表
級
別
職
務
分
類
表 

     

別
表
第
九
の
一
大
学
卒
の
部
４
大
学
六
卒
の
項
学
歴
免
許
等
の
資
格
の
欄
⑴
中
「
又
は
」
の
下

に
「
薬
学
若
し
く
は
」
を
加
え
、
同
表
の
四
中
学
卒
の
部
学
歴
免
許
等
の
資
格
の
欄
⑴
中
「
中
学

校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。 

 

 

別
表
第
十
一
の
備
考
第
六
号
⑵
中
「
独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
（
」
を
「
独

立
行
政
法
人
大
学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機
構
（
旧
独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
、
」

に
改
め
、
同
号
⑶
及
び
⑷
中
「
独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
」
を
「
独
立
行
政
法

人
大
学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機
構
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
十
七
イ
の
表
中 

 
を 
 

 

に
、 

 
 

 
 

 
 
 

を 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 

別
表
第
十
七
ハ
の
表
中 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
等
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
十
七
の
改
正

規
定
及
び
次
項
か
ら
附
則
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
初
任
給

規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
十
七
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

３ 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
の
施
行
の
日

の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
昇

給
又
は
復
職
時
等
に
お
け
る
号
給
の
調
整
以
外
の
事
由
に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ

38
39
40
41
41
42
42
43
43
44

37
38
38
39
39
40
40
41
42
43

62
62
62
62
62
62
63
63
63
63
63
63
64
64
64

「 

「 

」 

「 「 

「 

」 

94
94
95
95

93
94
94
94



っ
た
職
員
の
う
ち
、
改
正
後
の
初
任
給
規
則
の
規
定
に
よ
る
号
給
が
改
正
前
の
初
任
給
規
則
の

規
定
に
よ
る
号
給
に
達
し
な
い
職
員
の
、
当
該
適
用
又
は
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て

は
、
改
正
後
の
初
任
給
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
前
の
初
任
給
規
則
の
規
定
に
よ
る

号
給
と
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
昇
給

又
は
復
職
時
等
に
お
け
る
号
給
の
調
整
以
外
の
事
由
に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ

た
職
員
の
う
ち
、
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
職
員
の
、
当
該
適
用
又
は
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
改
正
後
の
初
任
給
規
則
第
三
条
の
適
用
に
関
す
る
特
例
） 

５ 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
職
員
の
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
に
お
け
る
職
務
の
級
は
、

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第

三
十
二
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
五
条
の
二
及
び
改
正
後
の

初
任
給
規
則
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
に
当
該
職
員
が

属
し
て
い
た
職
務
の
級
と
す
る
。 

６ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
降
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
の
う
ち
、

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
の
均
衡
上
同
様
の
措
置
を
と
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
職
員
の
当
該
適
用
の
日
に
お
け
る
職
務
の
級
は
、
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
五
条
の
二
及
び
改

正
後
の
初
任
給
規
則
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
に
給
料

表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
と
み
な
し
た
場
合
に
定
め
ら
れ
た
職
務
の
級
と
す
る
。 



規

則 

学
校
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号 

学
校
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

学
校
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会

規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
七
条
の
七
の
見
出
し
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
条
中
「
不
服
申
立

て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、「
不
服
申
立
期
間
」
を
「
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
」
に

改
め
る
。 

 
 

第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
八
条
の
二 

条
例
第
十
二
条
の
五
第
一
項
前
段
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
任
命

権
者
が
定
め
る
学
校
職
員
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
十
二
条
の
五
第
一
項
前
段
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
第
十
一
条
に
規

定
す
る
学
校
職
員
の
勤
務
期
間
に
よ
る
割
合
（
以
下
「
期
間
率
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
基

準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
と
し
、
第
十
四
条
に
規
定
す
る
学
校
職
員
の
勤
務
成
績
に
よ
る

割
合
（
以
下
「
成
績
率
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
基
準
日
以
前
の
直
近
の
勤
務
成
績
の
評
価

に
係
る
期
間
を
勘
案
し
、
任
命
権
者
が
定
め
る
期
間
と
す
る
。 

 

第
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
前
条
各
号
」
を
「
第
八
条
各
号
」
に
改
め
る
。 

第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
） 

第
十
条 

条
例
第
十
二
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
は
、
期
間
率
に
成
績

率
を
乗
じ
て
得
た
割
合
と
す
る
。 

第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
中
「
し
て
い
る
学
校
職
員
」
の
下
に
「
（
当
該
育
児
休
業
の
承
認
に

係
る
期
間
（
当
該
期
間
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
）
が
一
箇

月
以
下
で
あ
る
学
校
職
員
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
勤
勉
手
当
の
成
績
率
） 

第
十
四
条 

成
績
率
は
、
学
校
職
員
の
勤
務
成
績
に
応
じ
、
再
任
用
学
校
職
員
以
外
の
学
校
職
員

に
あ
つ
て
は
百
分
の
百
六
十
以
下
、
再
任
用
学
校
職
員
に
あ
つ
て
は
百
分
の
七
十
五
以
下
の
範

囲
内
に
お
い
て
、
任
命
権
者
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
学
校
職
員
が
基

準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
処
分
を
受
け
て



い
る
と
き
は
、
別
に
人
事
委
員
会
が
定
め
る
基
準
に
従
い
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

学
校
職
員
の
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号 

学
校
職
員
の
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

学
校
職
員
の
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
条
第
三
項
第
一
号
中
「
六
千
円
」
を
「
八
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
一
万
三
千

円
」
を
「
一
万
六
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
二
万
円
」
を
「
二
万
四
千
円
」
に
改
め
、

同
項
第
四
号
中
「
二
万
六
千
円
」
を
「
三
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
三
万
三
千
円
」

を
「
四
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
三
万
八
千
円
」
を
「
四
万
六
千
円
」
に
改
め
、
同
項

第
七
号
中
「
四
万
三
千
円
」
を
「
五
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
四
万
八
千
円
」
を

「
五
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
五
万
三
千
円
」
を
「
六
万
四
千
円
」
に
改
め
、
同

項
第
十
号
中
「
五
万
八
千
円
」
を
「
七
万
円
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
二
項
中
「
二
万
六
千
円
」
を
「
三
万
円
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

学
校
職
員
の
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号 

 
 

 

学
校
職
員
の
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

第
一
条 

学
校
職
員
の
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

附
則
第
二
項
中
「
百
分
の
八
」
を
「
百
分
の
八
・
三
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
三
項
中
「
百
分
の
十
一
」
を
「
百
分
の
十
一
・
三
」
に
改
め
る
。 

第
二
条 

学
校
職
員
の
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

附
則
第
二
項
中
「
百
分
の
八
・
三
」
を
「
百
分
の
九
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
三
項
中
「
百
分
の
十
一
・
三
」
を
「
百
分
の
十
二
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
等
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
学
校
職
員
の
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
平
成

二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 



規

則 

学
校
職
員
の
時
間
外
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号 

学
校
職
員
の
時
間
外
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

学
校
職
員
の
時
間
外
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
中
「
第
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規 
 

則 

埼
玉
県
教
職
員
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
三
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
教
職
員
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
教
職
員
住
宅
管
理
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
第
三
項
中
「
承
認
を
し
た
と
き
は
」
の
下
に
「
、
指
定
入
居
日
（
次
条
第
一
項
に
規
定

す
る
指
定
入
居
日
を
い
う
。
）
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
超
え
な
い
期
間
を
入
居
承
認
期
間
と
し
て

定
め
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

教
育
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
、
入
居
承
認
期
間
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ

り
延
長
さ
れ
た
入
居
承
認
期
間
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
、
第
十
九
条
第
一
項
第
四
号
及
び
様
式

第
二
号
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
入
居
承
認
期
間
を

延
長
し
た
と
き
は
、
様
式
第
二
号
の
二
の
教
職
員
住
宅
入
居
承
認
期
間
延
長
通
知
書
を
所
属
長

を
経
て
教
職
員
住
宅
に
入
居
し
て
い
る
者
（
以
下
「
入
居
者
」
と
い
う
。
）
に
交
付
す
る
も
の

と
す
る
。 

 

第
十
条
中
「
教
職
員
住
宅
に
入
居
し
て
い
る
者
（
以
下
「
入
居
者
」
と
い
う
。
）
」
を
「
入
居

者
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
九
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

入
居
者
（
第
一
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た

と
き
に
お
い
て
そ
の
者
と
同
居
し
て
い
た
者
。
）
は
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
又
は
第
五
号

に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
か
ら
三
十
日

以
内
、
第
四
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
日
ま

で
に
、
当
該
教
職
員
住
宅
を
明
け
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

一 

入
居
者
が
死
亡
し
た
と
き
。 

 
 

二 

入
居
者
が
教
職
員
で
な
く
な
つ
た
と
き
。 

 
 

三 

入
居
者
が
第
四
条
に
規
定
す
る
入
居
者
の
資
格
を
失
つ
た
と
き
。 

 
 

四 

入
居
承
認
期
間
が
満
了
す
る
と
き
。 

 
 

五 

前
条
の
規
定
に
よ
り
入
居
者
が
明
渡
し
の
請
求
を
さ
れ
た
と
き
。 

 

様
式
第
二
号
中
４
を
５
と
し
、
３
を
４
と
し
、
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

   

様
式
第
二
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

３
 
入
居
承
認
期
間

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 
～

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 

 
 

 
日

 



様式第２号の２（第七条関係） 

教職員住宅入居承認期間延長通知書 

 

第    号 

 

                        所属所名 

                        職名・氏名 

 

 下記のとおり教職員住宅の入居承認期間を延長したので通知します。 

 なお、入居承認期間以外の承認事項について変更はありません。 

 

 

       年  月  日 

 

 

                       埼玉県教育委員会教育長  □印  

 

 

記 

 

１ 入居教職員住宅                         号室 

   （所在地                             ） 

 

２ 現在の入居承認期間 

           年  月  日 ～     年  月  日 

 

３ 延 長 し た 期 間 

           年  月  日 ～     年  月  日 

 



 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
教
職
員
住
宅
管
理
規
則
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
当
該
各
号
に
定

め
る
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
超
え
な
い
期
間
を
入
居
承
認
期
間
と
し
て
定
め
る
こ
と
が
で
き

る
。 

 

一 

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
引
き
続
き
教
職
員
住

宅
に
入
居
し
て
い
る
者
及
び
施
行
日
前
に
教
職
員
住
宅
入
居
承
認
書
（
当
該
承
認
書
に
記
載

さ
れ
た
指
定
入
居
日
が
施
行
日
前
の
も
の
に
限
る
。
）
の
交
付
を
受
け
た
者 

施
行
日 

 

二 

施
行
日
前
に
教
職
員
住
宅
入
居
承
認
書
（
当
該
承
認
書
に
記
載
さ
れ
た
指
定
入
居
日
が
施

行
日
以
降
の
も
の
に
限
る
。
）
の
交
付
を
受
け
た
者 

当
該
指
定
入
居
日 



規

則 

埼
玉
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
一
条
の
見
出
し
中
「
の
従
事
」
を
「
へ
の
従
事
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
又
は
」
を
「
、

若
し
く
は
」
に
、
「
、
事
務
も
し
く
は
、
営
利
企
業
等
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
と
き
」
を
「
若
し

く
は
事
務
に
従
事
し
、
又
は
営
利
企
業
に
従
事
等
し
よ
う
と
す
る
と
き
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
三
の
七
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                     



      



 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 



規

則 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
六
号 

 
 

 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
の
次
に
次
の
見
出
し
及
び
六
条
を
加
え
る
。 

 

（
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
基
準
等
） 

第
二
条
の
二 

条
例
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
（
以
下
「
県
教
育
委

員
会
規
則
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
学
校
職
員
と
す
る
。 

 

一 

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
又
は
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二

十
六
号
）
第
十
八
条
に
規
定
す
る
学
齢
児
童
を
養
育
す
る
学
校
職
員 

 

二 

次
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
二
週
間
以
上
の
期
間
に
わ
た

り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
を
介
護
す
る
学
校
職
員 

 
 

イ 

配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
） 

 
 

ロ 

父
母 

 
 

ハ 

子 

 
 

ニ 

配
偶
者
の
父
母 

 
 

ホ 

次
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
学
校
職
員
と
同
居
し
て
い
る
も
の 

 
 

 

⑴ 

祖
父
母
、
孫
及
び
兄
弟
姉
妹 

 
 

 

⑵ 

父
母
の
配
偶
者 

 
 

 

⑶ 

配
偶
者
の
父
母
の
配
偶
者 

 
 

 

⑷ 

子
の
配
偶
者 

 
 

 

⑸ 

配
偶
者
の
子 

２ 

条
例
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を

割
り
振
る
学
校
職
員
に
つ
い
て
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
に
加
え
て
設
け
る
週
休
日
（
同
条
第
一

項
に
規
定
す
る
週
休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
単
位
期
間
（
第
二
条
の
七
に
規
定
す
る

期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
そ
の
初
日
か
ら
一
週
間
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
（
単
位
期

間
が
一
週
間
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
単
位
期
間
。
第
二
条
の
四
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て

「
区
分
期
間
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
つ
き
一
日
を
限
度
と
し
、
校
務
の
正
常
な
運
営
を
妨
げ
な



い
と
認
め
る
場
合
に
限
り
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
を
設
け
る
こ
と
は
、
条
例
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務

時
間
の
割
振
り
に
併
せ
て
行
う
こ
と
と
す
る
。 

第
二
条
の
三 

条
例
第
四
条
第
三
項
の
県
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
学
校
職
員
は
、
適
切
な
校

務
運
営
を
確
保
す
る
た
め
、
同
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
教

育
委
員
会
（
条
例
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員
に
つ
い
て
は
埼
玉
県
教
育
委
員
会
（
以

下
「
県
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
、
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員
に
つ
い
て
は
市
町

村
の
教
育
委
員
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
定
め
る
学
校
職
員
と
す
る
。 

第
二
条
の
四 

条
例
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
の
割
振
り
は
、
次
に
掲
げ
る
基

準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

勤
務
時
間
は
、
一
日
に
つ
き
六
時
間
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
学
校
職
員
の
休
日
（
条

例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
学
校
職
員
の
休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
県
教
育

委
員
会
の
定
め
る
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
休
日
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
七

時
間
四
十
五
分
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
条
例
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
（
同
条
第
四
項
に

規
定
す
る
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
学
校
職

員
の
単
位
期
間
ご
と
の
期
間
に
お
け
る
勤
務
時
間
を
当
該
期
間
に
お
け
る
条
例
第
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
（
第
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
を
除
く
。
）
以
外

の
日
の
日
数
で
除
し
て
得
た
時
間
。
次
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
こ
と
。 

 

二 

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
三
時
四
十
五
分
ま
で
の
時
間
の
う
ち
、

休
憩
時
間
を
除
く
時
間
は
、
こ
の
項
の
基
準
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
学
校
職
員
に
共

通
す
る
勤
務
時
間
と
す
る
こ
と
。 

 

三 

始
業
の
時
刻
は
午
前
七
時
以
後
に
、
終
業
の
時
刻
は
午
後
十
時
以
前
に
設
定
す
る
こ
と
。 

２ 

第
二
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員
に
つ
い
て
は
、
条
例
第
四
条
第
三
項
の
規
定

に
基
づ
く
勤
務
時
間
の
割
振
り
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

勤
務
時
間
は
、
一
日
に
つ
き
四
時
間
三
十
分
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
休
日
等
に
つ

い
て
は
、
七
時
間
四
十
五
分
と
す
る
も
の
と
し
、
区
分
期
間
（
第
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
週
休
日
を
含
む
区
分
期
間
を
除
く
。
）
ご
と
に
つ
き
一
日
（
次
号
に
お
い
て
「
特
例

対
象
日
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
四
時
間
三
十
分
未
満
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
こ
と
。 

 

二 

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
午
前
十
時
か
ら
午
後
三
時
十
五
分
ま
で
の
時
間
の
う
ち
、
休

憩
時
間
を
除
く
時
間
は
、
こ
の
項
の
基
準
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
学
校
職
員
に
共
通

す
る
勤
務
時
間
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
例
対
象
日
を
定
め
た
学
校
職
員
の
当
該
特
例
対



象
日
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
こ
と
。 

 

三 

始
業
の
時
刻
は
午
前
七
時
以
後
に
、
終
業
の
時
刻
は
午
後
十
時
以
前
に
設
定
す
る
こ
と
。 

３ 
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
又
は
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
七
時
間
四
十
五
分
に
満
た
な
い

勤
務
時
間
を
割
り
振
ろ
う
と
す
る
日
に
係
る
条
例
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間

の
割
振
り
に
つ
い
て
は
、
県
教
育
委
員
会
が
埼
玉
県
人
事
委
員
会
（
以
下
「
人
事
委
員
会
」
と

い
う
。
）
と
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
第
一
号
（
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
及

び
第
二
号
又
は
前
項
第
一
号
（
休
日
等
に
割
り
振
る
勤
務
時
間
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び

第
二
号
に
定
め
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

職
務
の
特
殊
性
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、
第
一
項
第
二
号
又
は
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
勤

務
時
間
と
異
な
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
で
公
務
能
率
の
向
上
が
見
込
ま
れ
る
場
合
の
勤

務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
第
二
号
又
は
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
基
準
に
よ
ら

な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
条
の
五 

条
例
第
四
条
第
三
項
の
学
校
職
員
の
申
告
は
、
前
条
（
第
二
条
の
二
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
学
校
職
員
の
申
告
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
二
項
及
び
前
条
）
に
定
め
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

教
育
委
員
会
は
、
第
二
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員
に
よ
る
前
項
の
規
定
に
よ

る
申
告
に
つ
い
て
、
そ
の
事
由
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
申
告
を
し

た
学
校
職
員
に
対
し
て
、
証
明
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

教
育
委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
単
に
「
申
告
」
と
い
う
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
勤
務
時

間
を
割
り
振
り
、
及
び
週
休
日
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

前
条
第
一
項
に
定
め
る
基
準
に
係
る
申
告 

当
該
申
告
を
考
慮
し
て
勤
務
時
間
を
割
り
振

る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
ど
お
り
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
よ
る

と
校
務
の
正
常
な
運
営
を
妨
げ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
別
に
県
教
育
委
員
会
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

 

二 

第
二
条
の
二
第
二
項
及
び
前
条
第
二
項
に
定
め
る
基
準
に
係
る
申
告 

当
該
申
告
を
考
慮

し
て
第
二
条
の
二
第
二
項
の
基
準
に
よ
る
週
休
日
を
設
け
、
及
び
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も

の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
ど
お
り
に
週
休
日
を
設
け
、
及
び
勤
務
時
間

を
割
り
振
る
と
校
務
の
正
常
な
運
営
を
妨
げ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
別
に
県
教
育
委
員
会

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
週
休
日
を
設
け
、
及
び
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
。 

４ 

教
育
委
員
会
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勤

務
時
間
の
割
振
り
及
び
週
休
日
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
後
の
勤
務
時
間
の
割

振
り
及
び
週
休
日
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 



 

一 

学
校
職
員
か
ら
あ
ら
か
じ
め
前
項
の
規
定
に
よ
り
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
始
業
若
し

く
は
終
業
の
時
刻
及
び
設
け
ら
れ
た
週
休
日
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
後
の

勤
務
時
間
の
始
業
若
し
く
は
終
業
の
時
刻
及
び
週
休
日
に
つ
い
て
変
更
の
申
告
が
あ
っ
た
場

合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
ど
お
り
に
変
更
す
る
と
き
。 

 

二 

前
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
行
い
、
及
び
週
休
日
を
設
け
、
又
は
こ
の
項

の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
の
割
振
り
及
び
週
休
日
の
変
更
を
行
っ
た
後
に
生
じ
た
事
由
に
よ

り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
及
び
週
休
日
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
変

更
の
後
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
及
び
週
休
日
に
よ
る
と
校
務
の
正
常
な
運
営
を
妨
げ
る
と
認

め
る
場
合
に
お
い
て
、
別
に
県
教
育
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
変
更
す
る
と
き
。 

第
二
条
の
六 

前
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
を
設
け
、
及
び
勤
務
時
間
を
割
り
振

ら
れ
た
学
校
職
員
は
、
第
二
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員
に
該
当
し
な
い
こ
と
と

な
っ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

３ 

前
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
を
設
け
、
及
び
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
れ
た
学

校
職
員
が
、
単
位
期
間
の
中
途
に
お
い
て
第
二
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員
に
該

当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
単
位
期
間
の
末
日
ま
で
の
間
の
週
休
日
及
び
勤

務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
、
そ
の
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
直
前
に
当
該

単
位
期
間
に
つ
い
て
設
け
ら
れ
た
週
休
日
及
び
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。 

第
二
条
の
七 

条
例
第
四
条
第
三
項
の
県
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
四
週
間
（
四
週

間
で
は
適
正
に
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
と
し
て
県
教
育
委
員
会
が

人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
県
教
育
委
員
会
が
人
事
委
員
会
と
協
議

し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
週
間
、
二
週
間
又
は
三
週
間
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条

の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員
に
係
る
条
例
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ

く
週
休
日
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
、
一
週
間
、

二
週
間
、
三
週
間
又
は
四
週
間
の
う
ち
学
校
職
員
が
選
択
す
る
期
間
と
す
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
中
「
（
条
例
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員
に
つ
い
て
は
埼
玉
県
教
育
委

員
会
（
以
下
「
県
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
、
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員
に
つ
い
て

は
市
町
村
の
教
育
委
員
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
及
び
「
（
条
例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
週
休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
中
「
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
（
以
下
「
県
教
育
委
員
会
規
則
」
と
い
う
。
）
」

を
「
県
教
育
委
員
会
規
則
」
に
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
条
第
二
項
」
を
「
第
四
条
第
二
項
若
し

く
は
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
第
一
項
中
「
週
休
日
を
設
け
」
の
下
に
「
（
次
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
を



加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
教
育
委
員
会
は
、
」
の
下
に
「
条
例
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
り
週
休
日
を
設
け
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
学
校
職
員
に
係
る

場
合
に
限
る
。
）
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
り
、
又
は
」
を
加
え
る
。 

 

第
六
条
の
三
第
二
項
中
「
（
条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
学
校
職
員
の
休
日
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。 

 

第
七
条
の
二
中
「
第
三
条
」
を
「
第
二
条
の
二
及
び
第
二
条
の
四
か
ら
第
三
条
ま
で
」
に
改
め

る
。 

 

第
八
条
第
一
号
中
「
（
条
例
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
」
及
び
「
（
条
例
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。 

 

第
十
条
第
六
項
中
「
埼
玉
県
人
事
委
員
会
（
以
下
「
人
事
委
員
会
」
と
い
う
。
）
」
を
「
人
事

委
員
会
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
一
条
第
三
項
第
二
号
中
「
条
件
附
」
を
「
条
件
付
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
四
条
第
三
項
中
「
二
の
期
間
」
を
「
三
の
期
間
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 
 

 
 

 
 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
七
号 

 
 

 

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。 

第
三
条
第
一
項
中
「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
を
削
り
、
同
条
第
四

項
中
「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
を
削
る
。 

第
四
条
第
一
項
第
九
号
を
削
る
。 

第
五
条
第
一
項
及
び
第
五
条
の
二
第
一
項
中
「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
、
「
第
九
号
」

を
「
第
八
号
」
に
改
め
る
。 

第
五
条
の
四
第
一
項
中
「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
、
「
特
別
非
常
勤
講
師
実
務
経
歴
書
」

を
「
特
別
非
常
勤
講
師
の
届
出
に
関
す
る
申
告
書
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
削
る
。 

第
六
条
中
「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、

第
六
号
を
第
五
号
と
す
る
。 

第
十
八
条
第
二
項
、
第
十
九
条
第
二
項
並
び
に
第
二
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
次
の
各
号

に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。 

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

学
校
（
学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
） 

 

の
職
員
並
び
に
教
育
委
員
会
の
事
務
局
及
び
教
育
機
関
（
学
校
を
除
く
。
）
の
職
員
が
、
第
四 

 

条
、
第
五
条
又
は
第
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
す
る
と
き
は
、
身
体
に
関
す
る
証
明
書 

 

の
提
出
を
要
し
な
い
。 

別
表
中
「
（
第
十
一
条
関
係
）
」
を
「
（
第
十
条
関
係
）
」
に
改
め
る
。 

様
式
第
一
及
び
様
式
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 



 



 



 



様
式
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
五
か
ら
様
式
第
九
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

様
式
第
３

 
削
除

 



 



 



 



 



 



 

様
式
第
十
三
の
二
及
び
様
式
第
十
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



 



 



 

様
式
第
十
五
中
「

」
を
「

」

に
改
め
る
。 

 
様
式
第
十
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

（
第
６
条
、
第
１
２
条
関
係
）

 
（
第
６
条
、
第
１
１
条
関
係
）

 





 

様
式
第
十
七
の
二
か
ら
様
式
第
二
十
四
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



 



 



 



 



 



 



 





 

様
式
第
二
十
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。





 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用

紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 



                 規   則 

 

 埼玉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成28年３月29日 

                   埼玉県公安委員会委員長 阿 部 理 一 郎 

埼玉県公安委員会規則第３号 

   埼玉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 

 埼玉県道路交通法施行細則（昭和41年埼玉県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改

正する。 

 別表２に次のように加える。 

   附 則 

 この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

 

318 県道平方東京線 八潮市大字大曽根528番１地先から 

八潮市大字大曽根1541番１地先まで 

319 県道越谷八潮線 八潮市八潮８丁目３番６地先から 

八潮市大字大曽根646番１地先まで 

320 県道越谷流山線 越谷市瓦曽根２丁目224番１地先から 

越谷市大成町６丁目59番３地先まで 

321 越谷市道80095号線 越谷市流通団地３丁目１番３地先から 

越谷市流通団地３丁目１番７地先まで 

322 県道春日部菖蒲線 春日部市梅田３丁目43番地先から 

白岡市岡泉字丸山1260番２地先まで 

323 県道さいたま幸手線 白岡市岡泉字丸山1260番２地先から 

白岡市下野田字宿716番５地先まで 

324 一般国道125号 行田市行田241番１地先から 

行田市大字持田字油免2221番13地先まで 



規  則 

 埼玉県公安委員会が行う公文書の開示等に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布

する。 

  平成28年３月29日 

埼玉県公安委員長 阿 部 理 一 郎   

埼玉県公安委員会規則第４号 

   埼玉県公安委員会が行う公文書の開示等に関する規則等の一部を改正する規則 

 （埼玉県公安委員会が行う公文書の開示等に関する規則の一部改正） 

第１条 埼玉県公安委員会が行う公文書の開示等に関する規則（平成13年埼玉県公安委員会規

則第14号）の一部を次のように改正する。 

  第12条中「第23条」を「第24条第３項」に改める。 

  第13条中「第33条第１項」を「第37条第１項」に改める。 

  様式第１号及び様式第２号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

できるだけ具体的に
記載してください。 

該当する番号を一つ
○で囲み、（ ）内
に必要な事項を記載
してください。 

開示の実施の方法に
希望するものがあれ
ば、□内にレ印を付
してください。 

様式第１号（第14条関係） 

 

公 文 書 開 示 請 求 書              

              

                               年   月   日 

（宛 先 ）   

 埼 玉 県 警 察 本 部 長             

 

                     住所又は主たる事務所の所在地 

                      〒 

 

                     氏名又は名称及び代表者氏名 

 

 

                     連絡先電話番号 

 

 

 埼玉県情報公開条例第７条の規定により、次のとおり公文書の開示を請求します。 
 

開示請求する公文書

の 名 称 又 は 内 容 

 

 

埼玉県情報公開条例

第７条に規定する公

文書の開示を請求す

ることができるもの

の 区 分 

 

 

１ 県内に住所を有する者 

２ 県内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体 

  事業所等の名称 

  所在地 

３ 県内に所在する事務所又は事業所に勤務する者 

  勤務先の名称 

  所在地 

４ 県内に所在する学校に在学する者 

  学校の名称 

  所在地 

５ 上記１から４までに掲げるもののほか、公文書の開示を必要と
する相当の理由を有する個人又は法人その他の団体 

  理由 

 
 

注 次の欄の記載は任意です。 
  
求 め る 開 示 の 

実 施 の 方 法 

 

１ 文書又図画の場合 

  □閲覧 □写しの交付（□送付を希望） 

２ 電磁的記録の場合 

  □用紙に出力したものの閲覧 

  □用紙に出力したものの交付（□送付を希望） 

  □専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴 

  □電磁的記録媒体に複写したものの交付（□送付を希望） 

注 以下の欄は、記入しないでください。 

担 当 所 属 
  

 電話番号  

備 考 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号（第14条関係） 

 

公 文 書 開 示 決 定 通 知 書                

                                   第 号 

                                年  月  日 

 

           様 

 

                            埼玉県公安委員会  印 

 

   年  月  日に開示請求のあった公文書については、埼玉県情報公開条例第14条第

１項の規定により、次のとおり開示することとしたので通知します。 

開 示 す る 

公 文 書 の 名 称 

 

開 示 の 日 時  

開 示 の 場 所  

求めることができる

開示の実施の方法等 
 

担 当 所 属 
 

 電話番号 

備 考  

注 １ 当日は、この通知書を担当者に提示してください。 
  ２ 都合により上記の日時に来られないときは、あらかじめ、その旨を電話

などで担当所属まで連絡してください。 
教   示 

１ 審査請求について 
 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日
から起算して３か月以内に、埼玉県公安委員会に対して審査請求をすることがで
きます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以
内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請
求をすることができなくなります。 

２ 取消訴訟について 
 この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日（１の審査請求
をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から
起算して６か月以内に、埼玉県を被告として提起しなければなりません。この場
合、当該訴訟において埼玉県を代表する者は、埼玉県公安委員会です。ただし、
この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に
対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内であっても、
この処分の日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決の日）の
翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することが
できなくなります。 



  様式第３号及び様式第４号中「異議申立て」を「審査請求」に、「60日」を「３か月」 

 に、「決定」を「裁決」に改める。 

  様式第15号中「開示決定等に対する不服申立て」を「    に対する審査請求」に、 

 「第22条」を「第24条第１項」に、「同条例第23号」を「同条第３項」に、「不服申立ての」 

 を「審査請求の」に、「不服申立てが」を「審査請求が」に改める。 

 （埼玉県公安委員会の保有する個人情報の保護等に関する規則の一部改正） 

第２条 埼玉県公安委員会の保有する個人情報の保護等に関する規則（平成18年埼玉県公安委

員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

  第20条中「第42条」を「第42条第３項」に改める。 

  様式第２号を次のように改める。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号（第 23条関係） 

第     号 

 年  月  日 

 

               様 

                        埼玉県公安委員会     印 

   

保有個人情報開示決定通知書 

 

     年  月  日に開示請求のあった保有個人情報について、埼玉県個人情報保護条

例第 21条第１項の規定により、次のとおり開示することとしたので通知します。 

開示する保有個人情報の 

名称等 

 

開示する保有個人情報の 

利用目的 

 

開示を実施することが 

できる日時 

（次のいずれか１日） 

         年   月   日     時 

         年   月   日     時 

         年   月   日     時 

開 示 の 場 所   

求めることができる 

開 示 の 実 施 の 方 法 

 

開示の実施に必要な事項 

 

担 当 所 属 
 

 電話番号 

備 考 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） １ 開示を受ける際は、この通知書及び開示請求に係る保有個人情報の本人であること

（法定代理人が開示を受ける場合には法定代理人本人であること及び法定代理人である

ことの資格、本人の委任による代理人が開示を受ける場合には当該代理人本人で

あること）を証明する書類を担当者に提示し、又は提出してください。 

２ 開示を実施することができる日時は、「開示を実施することができる日時」欄に記

載した日時のうち希望の日時を選択することができます。希望の日時は、この通知が

あった日から 30 日以内に、保有個人情報の開示の実施方法等申出書により申し出てく

ださい。 

３ 開示の実施の方法は、「求めることができる開示の実施の方法」欄に記載されてい

る方法から選択することができます。開示の実施の方法は、この通知があった日から

30 日以内に、保有個人情報の開示の実施方法等申出書により申し出てください。 

 

教 示 

 

１ 審査請求について 

  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内に、埼玉県公安委員会に対して、審査請求をすることができます。た

だし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、こ

の処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなく

なります。 

２ 取消訴訟について 

  この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした

場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か

月以内に、埼玉県を被告として提起しなければなりません。この場合、当該訴訟におい

て埼玉県を代表する者は、埼玉県公安委員会です。ただし、この処分があったことを知

った日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った

日）の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日（１の審査請求をした場

合は、当該審査請求に対する裁決の日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処

分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

 



  様式第３号、様式第４号、様式第13号、様式第14号、様式第20号及び様式第21号中「異議

申立て」を「審査請求」に、「60日」を「３か月」に、「決定」を「裁決」に改める。 

  様式第24号中「第41条」を「第42条第１項」に、「不服申立て」を「審査請求」に、「同条

例第42条」を「同条第３項」に改める。 

 （特例施設占有者の指定等に関する規則の一部改正） 

第３条 特例施設占有者の指定等に関する規則（平成19年埼玉県公安委員会規則第13号）の一

部を次のように改正する。 

  別記様式第２号裏面、別記様式第７号裏面及び別記様式第８号裏面中「60日」を「３か月」

に、「異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改める。 

 （埼玉県迷惑行為防止条例施行規則の一部改正） 

第４条 埼玉県迷惑行為防止条例施行規則（平成19年埼玉県公安委員会規則第８号）の一部を

次のように改正する。 

  別記様式第１号裏面及び別記様式第２号中「、行政不服審査法（昭和37年法律第160号）の

規定に基づき」を削り、「60日」を「３か月」に、「この処分を行った警察官の所属する警察

署長」を「埼玉県公安委員会」に、「処分については」を「処分の取消しの訴えは」に改め、

「、行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）の規定に基づき」を削る。 

 （埼玉県暴力団排除条例施行規則の一部改正） 

第５条 埼玉県暴力団排除条例施行規則（平成23年埼玉県公安委員会規則第４号）の一部を次

のように改正する。 

  様式第10号２面を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２面） 
                                 

命 令 を す る 理 由 

 

教   示 

１ 審査請求について 

  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３

か月以内に、埼玉県公安委員会に対して、審査請求をすることができます。ただし、この処分が

あったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算

して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。 

２ 取消訴訟について 

  この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合は、

当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、埼玉県

を被告として提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において埼玉県を代表する者は、

埼玉県公安委員会です。ただし、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合

は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内であっ

ても、この処分の日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決の日）の翌日から

起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

（注） 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。 

 

 



  様式第11号２面を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２面） 
                                 

命 令 を 行 っ た 理 由 

 

口頭による中止命令に不服がある場合の注意事項 

１ 審査請求について 

  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か

月以内に、埼玉県公安委員会に対して、審査請求をすることができます。ただし、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１

年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。 

２ 取消訴訟について 

  この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合は、当

該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、埼玉県を被

告として提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において埼玉県を代表する者は、埼玉県

公安委員会です。ただし、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合は、当該審

査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内であっても、この処

分の日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決の日）の翌日から起算して１年を

経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

（注） 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。 

 



 （埼玉県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則の一部改正） 

第６条 埼玉県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則（平成14年埼玉県公安

委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。 

  第７条の見出し及び同条中「身分証明証」を「身分証明書」に改める。 

  別記様式第２号裏面中「異議申立て」を「審査請求」に、「60日」を「３か月」に、「決 

 定」を「裁決」に改める。 

  別記様式第３号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第３号（第４条関係） 

（表面） 

裏面に教示文があります。 

 

 

 

 

                             

   第    号 

認 定 取 消 処 分 通 知 書 

 

 認定年月日 

 認定証番号 

 住所 

 氏名又は名称               殿 

 

 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第７条第１項の規定により、自

動車運転代行業の認定を取り消したので通知します。 

 

 理由 

 

 

 

 

 

    年  月  日 

                      埼玉県公安委員会 印 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面） 

 

 

教 示 文 

 

１ 審査請求について 

  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３か月以内に、埼玉県公安委員会に対して、審査請求をすることができます。ただし、こ

の処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分の日の

翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。 

２ 取消訴訟について 

  この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合

は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、

埼玉県を被告として提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において埼玉県を代表

する者は、埼玉県公安委員会です。ただし、この処分があったことを知った日（１の審査請

求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して

６か月以内であっても、この処分の日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する

裁決の日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起すること

ができなくなります。 



  別記様式第８号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第８号（第５条関係） 

（表面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裏面に教示文があります。 

                              第       号 

                                年  月  日 

解  任  命  令  書 

 （自動車運転代行業者） 

  住 所 

              殿 

                             埼玉県公安委員会 印  

 

             安全運転管理者 
  あなたの選任している          を自動車運転代行業の業務の適正化に関 
             副安全運転管理者 
 
 する法律第19条で読み替えて適用される道路交通法第74条の３第６項の規定に基づき、 

 

 次の理由により解任を命じます。 
 

安全運転管理者・

副安全運転管理者

の住所氏名 

 

理      由 

 

 (注) 新たに安全運転管理者又は副安全運転管理者を選任し、変更届出書に必要な書類

を添付し、20日以内に主たる営業所を管轄する警察署長を経由して公安委員会に届

けてください。 



（裏面） 

 

 

教 示 文 

 

１ 審査請求について 

  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３か月以内に、埼玉県公安委員会に対して、審査請求をすることができます。ただし、こ

の処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分の日の

翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。 

２ 取消訴訟について 

  この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合

は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、

埼玉県を被告として提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において埼玉県を代表

する者は、埼玉県公安委員会です。ただし、この処分があったことを知った日（１の審査請

求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して

６か月以内であっても、この処分の日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する

裁決の日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起すること

ができなくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  別記様式第11号中「身分証明証」を「身分証明書」に改める。 

  別記様式第12号裏面、別記様式第13号裏面及び別記様式第14号裏面中「異議申立て」を「審

査請求」に、「60日」を「３か月」に、「決定」を「裁決」に改める。 

 （埼玉県放置違反金に係る督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収に関する規則の一部改正） 

第７条 埼玉県放置違反金に係る督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収に関する規則（平成18

年埼玉県公安委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第１号表面中「異議申立て」を「審査請求」に、「60日」を「３か月」に、「決 

 定」を「裁決」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成28年４月１日から施行する。 



規

則 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

馬 

橋 

隆 

紀 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
―
六
七 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す 

 
 

 

 
 

 

る
規
則 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会

規
則
一
―
五
〇
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
三
条
第
二
十
三
号
中
「
第
四
十
二
条
」
を
「
第
四
十
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

規
則
の
分
類
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

馬 

橋 

隆 

紀 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
―
六
八 

 
 

 

規
則
の
分
類
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

規
則
の
分
類
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
―
二
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

本
則
中
「
四
―
〇
の
系
列 
職
階
制
」
を
「
四
―
〇
の
系
列 

削
除
」
に
、
「
二
三
―
〇
の
系 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
二
三
―
〇
の
系
列 

配
偶
者
同
行
休
業 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
四
―
〇
の
系
列 

退
職
管
理 

 
 

」 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

列 

配
偶
者
同
行
休
業
」
を 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 



規

則 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
の
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

馬 

橋 

隆 

紀 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
―
六
九 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
の
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
の
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
―
四

三
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
第
三
十
一
条
」
を
「
第
三
十
五
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
を
削
る
。 

 

第
四
条
第
四
号
中
「
第
七
条
第
一
号
」
を
「
第
六
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
し
、

第
五
条
を
第
四
条
と
し
、
第
六
条
を
第
五
条
と
す
る
。 

 

第
七
条
第
二
号
中
「
又
は
複
写
し
た
も
の
」
を
「
若
し
く
は
複
写
し
た
も
の
」
に
改
め
、
同
条

を
第
六
条
と
す
る
。 

 

第
八
条
第
二
項
中
「
第
四
条
第
二
号
」
を
「
第
三
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す

る
。 

 

第
九
条
第
一
項
中
「
以
下
」
を
「
第
三
項
に
お
い
て
」
に
、
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
条
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。 

 

第
十
条
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
し
、
第
十
一
条
を
第
十

条
と
す
る
。 

 

第
十
二
条
第
一
項
中
「
以
下
」
を
「
次
項
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
第
二
十
四

条
」
を
「
第
二
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
九
条
第
三
項
」
を
「
第
八
条
第

三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第

二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規

則 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

馬 

橋 

隆 

紀 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
―
七
〇 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
―
一
三
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

二 

委
員
会
の
広
聴
及
び
広
報
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三 

事
務
局
の
組
織
、
人
事
、
給
与
及
び
服
務
等
に
関
す
る
こ
と
。 

 

四 

委
員
会
の
委
員
等
の
位
勲
、
褒
賞
及
び
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。 

 

五 

委
員
会
の
予
算
、
決
算
、
会
計
及
び
物
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。 

 

六 

委
員
会
の
公
印
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。 

 

七 

委
員
会
の
文
書
の
収
受
、
発
送
及
び
編
さ
ん
保
存
に
関
す
る
こ
と
。 

 

八 

人
事
評
価
に
関
す
る
こ
と
。 

 

九 

給
料
表
及
び
給
与
に
関
す
る
報
告
及
び
勧
告
そ
の
他
給
与
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十 

人
事
機
関
及
び
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
制
定
又
は
改
廃
に
関
す
る
意
見
の
申
出
に 

 

 
 

関
す
る
こ
と
。 

 

第
三
条
第
二
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

一 

人
事
記
録
の
管
理
及
び
人
事
に
関
す
る
統
計
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

勤
務
時
間
、
休
暇
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三 

分
限
、
懲
戒
、
服
務
、
研
修
及
び
退
職
管
理
に
関
す
る
こ
と
。 

 

四 

職
員
に
関
す
る
条
例
の
制
定
又
は
改
廃
に
関
す
る
意
見
の
申
出
（
総
務
給
与
課
で
所
掌
す 

 
 

る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

五 

競
争
試
験
、
選
考
そ
の
他
の
任
用
に
関
す
る
こ
と
。 

 

六 

勤
務
条
件
に
対
す
る
措
置
の
要
求
及
び
不
利
益
処
分
の
審
査
請
求
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。 

 

七 

職
員
か
ら
の
苦
情
相
談
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。 

 

八 

職
員
団
体
に
関
す
る
こ
と
。 

 

九 

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
十
八
条
第
五
項
の
規
定 

 

 
 

に
基
づ
く
労
働
基
準
監
督
機
関
の
職
権
の
行
使
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十 

公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
法
律 

 
 

（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
四
十
三
号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
審
査
に
関
す
る 



 
 

こ
と
。 

 

十
一 

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
十
八
号
）
第
二
十 

 

 
 

 

一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
調
査
審
議
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
六
条
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

附 

則 

 
 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

専
門
員 

 

主
任
専 

 

門
員 

上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
又
は
技
術
で
知
識
、
経
験
等
を
必
要
と
す
る
も
の
に

従
事
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
又
は
技
術
で
知
識
、
経
験
等
を
必
要
と
す
る
相
当
困

難
な
も
の
に
従
事
す
る
。 

 



規 
 

則 

 
人
事
記
録
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

馬 

橋 

隆 

紀 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
二
―
二
一 

人
事
記
録
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

人
事
記
録
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
二
―
四
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

第
二
条
第
七
号
中
「
勤
務
評
定
」
を
「
人
事
評
価
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規 
 

則 

 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

馬 

橋 

隆 

紀 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
八
七 

 
 

 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
一
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
第
二 

 
 

 
 

「
第
二
章 

試
験
に
よ
る
採
用
及
び
昇
任
（
第
四
条
―
第
十
四
条
） 

 
 

 
 

第
二 

 
 

 
 

 

第
三
章 

選
考
に
よ
る
採
用
及
び
昇
任
（
第
十
五
条
―
第
二
十
一
条
）
」 

 

第
三 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
三 

章 

試
験
に
よ
る
採
用
（
第
四
条
―
第
十
四
条
） 

章
の
二 

選
考
に
よ
る
採
用
（
第
十
五
条
―
第
二
十
一
条
） 

章 

試
験
に
よ
る
昇
任
（
第
二
十
一
条
の
二
―
第
二
十
一
条
の
九
） 

章
の
二 

選
考
に
よ
る
昇
任
（
第
二
十
一
条
の
十
―
第
二
十
一
条
の
十
五
）
」 

「
条
件
付
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
第
一
号
中
「
採
用 

昇
任
」
を
「
採
用
、
昇
任
」
に
、
「
い
ず
れ
か
一
の
」
を
「
い
ず

れ
か
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
現
に
」
を
削
り
、
「
で
な
い
」
を
「
以
外
の
」
に
改
め
、

同
条
第
三
号
中
「
現
に
保
有
す
る
法
令
、
条
例
、
規
則
、
そ
の
他
の
規
程
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い

る
職
員
の
職
、
級
又
は
階
級
よ
り
上
位
の
も
の
」
を
「
そ
の
職
員
が
現
に
任
命
さ
れ
て
い
る
職
よ

り
上
位
の
職
制
上
の
段
階
に
属
す
る
職
員
の
職
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
現
に
保
有
す
る
職
、

級
又
は
階
級
よ
り
下
位
の
も
の
」
を
「
そ
の
職
員
が
現
に
任
命
さ
れ
て
い
る
職
よ
り
下
位
の
職
制

上
の
段
階
に
属
す
る
職
員
の
職
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
昇
任
及
び
降
任
以
外
の
方
法
で
他

の
職
に
任
命
す
る
こ
と
」
を
「
そ
の
職
員
が
現
に
任
命
さ
れ
て
い
る
職
以
外
の
職
員
の
職
に
任
命

す
る
こ
と
で
あ
つ
て
前
二
号
に
定
め
る
も
の
に
該
当
し
な
い
も
の
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
職

務
遂
行
の
能
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
」
を
「
、
当
該
試
験
に
係
る
職
の
属
す
る
職
制
上
の
段
階

の
標
準
的
な
職
に
係
る
標
準
職
務
遂
行
能
力
（
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
標

準
職
務
遂
行
能
力
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
試
験
に
係
る
職
に
つ
い
て
の
適

性
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
正
確
に
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
職
務
遂
行
の
能
力
を
有
す
る
か

ど
う
か
を
基
準
に
基
づ
い
て
判
定
す
る
こ
と
」
を
「
、
競
争
試
験
以
外
の
能
力
の
実
証
に
基
づ
き
、

当
該
選
考
に
係
る
職
の
属
す
る
職
制
上
の
段
階
の
標
準
的
な
職
に
係
る
標
準
職
務
遂
行
能
力
及
び

当
該
選
考
に
係
る
職
に
つ
い
て
の
適
性
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
正
確
に
判
定
す
る
た
め
に
行
う
試

験
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中
「
任
用
候
補
者
名
簿
」
を
「
採
用
候
補
者
名
簿
又
は
昇
任
候
補
者

 

目
次
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、
「
条
件
附
」
を 



名
簿
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
昇
任
」
及
び
「
及
び
第
十
六
条
」
を
削
り
、

「
行
な
わ
」
を
「
行
わ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。 

２ 

職
員
の
昇
任
は
、
第
二
十
一
条
の
二
に
よ
り
昇
任
試
験
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に 

 

は
、
任
用
候
補
者
の
う
ち
か
ら
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

「
第
二
章 

試
験
に
よ
る
採
用
及
び
昇
任
」
を
「
第
二
章 

試
験
に
よ
る
採
用
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
の
見
出
し
を
「
（
採
用
試
験
区
分
及
び
対
象
と
な
る
職
）
」
に
改
め
、
同
条
中
第
一
項

を
削
り
、
第
二
項
を
第
一
項
と
し
、
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
前
二
項
各
号
」
を
「
前

項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。 

 

第
五
条
の
見
出
し
中
「
試
験
」
を
「
採
用
試
験
」
に
改
め
、
同
条
中
「
前
条
第
二
項
第
一
号
」

を
「
前
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
の
見
出
し
中
「
試
験
」
を
「
採
用
試
験
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
四
条
第
二
項
」

を
「
第
四
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
二
項
と
す

る
。 

 

第
七
条
の
見
出
し
中
「
試
験
」
を
「
採
用
試
験
に
よ
り
判
定
す
る
知
識
等
」
に
改
め
、
同
条
第

一
項
中
「
第
四
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「
第
四
条
第
二
項
第
三

号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
三
号
」
に
、
「
学
校
教
育
法
第
八
十
七
条
」
を
「
同
法
第
八
十
七
条
」

に
、
「
学
校
教
育
法
第
百
八
条
」
を
「
同
法
第
百
八
条
」
に
、
「
第
四
条
第
二
項
第
六
号
」
を
「
第

四
条
第
一
項
第
六
号
」
に
、
「
第
四
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
二
号
」
に
、
「
学

校
教
育
法
第
五
十
六
条
」
を
「
同
法
第
五
十
六
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。 

 

第
八
条
の
見
出
し
を
「
（
採
用
試
験
の
受
験
資
格
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
四
条
第

二
項
各
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第
四
条
第
二
項
た
だ
し

書
及
び
同
条
第
三
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
の
見
出
し
中
「
試
験
」
を
「
採
用
試
験
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
四
条
第
二
項
各
号
及

び
同
条
第
三
項
各
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
各
号
」
に
、
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
条
の
見
出
し
中
「
試
験
」
を
「
採
用
試
験
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
行
な
う
」
を
「
行

う
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中
「
第
四
条
第
二
項
」
を
「
第

四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
任
用
候
補
者
名
簿
（
以
下
「
名
簿
」
と
い
う
。
）
」

を
「
採
用
候
補
者
名
簿
」
に
、
「
名
簿
か
ら
」
を
「
採
用
候
補
者
名
簿
か
ら
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
試
験
」
を
「
採
用
試
験
」
に
改
め
、
同
条
中
「
試
験
」
を
「
採
用
試

験
」
に
、
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
二
条
第
一
項
中
「
試
験
」
を
「
採
用
試
験
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
三
条
の
見
出
し
中
「
試
験
」
を
「
採
用
試
験
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で



を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
第
四
条
第
二
項
第
五
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
五
号
」
に
、
「
警

察
本
部
長
」
を
「
埼
玉
県
警
察
本
部
長
（
以
下
「
警
察
本
部
長
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
と
す
る
。 

 

第
十
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
試
験
」
を
「
採
用
試
験
」
に
改
め
る
。 

 

「
第
三
章 
選
考
に
よ
る
採
用
及
び
昇
任
」
を
「
第
二
章
の
二 

選
考
に
よ
る
採
用
」
に
改
め

る
。 

 

第
十
五
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
選
考
に
よ
り
職
員
を
採
用
す
る
場
合
は
、

次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

 

第
十
五
条
第
二
号
中
「
か
か
る
」
を
「
係
る
」
に
改
め
、
「
職
と
」
の
下
に
「
職
務
の
複
雑
と

責
任
の
度
が
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
す
で
に
」
を
「
既
に
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
職

と
」
の
下
に
「
職
務
の
複
雑
と
責
任
の
度
が
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
十
六
条 

削
除 

 

第
十
七
条
第
一
項
中
「
又
は
昇
任
さ
せ
よ
う
」
を
「
し
よ
う
」
に
、
「
つ
ど
行
な
う
」
を
「
都

度
行
う
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
又
は
昇
任
」
を
削
り
、
「
行
な
う
こ
と
が
あ
る
」
を
「
行

う
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
行
な
つ
た
」
を
「
行
つ
た
」
に
、
「
当
該
職
」
を

「
当
該
選
考
に
係
る
職
」
に
改
め
、
「
又
は
昇
任
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
行
な
う
」
を
「
行

う
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
八
条
中
「
又
は
第
十
六
条
各
号
に
定
め
る
」
を
「
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
九
条
第
一
項
中
「
行
な
つ
た
」
を
「
行
つ
た
」
に
、
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
任
用
」
を
「
採
用
」
に
、
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
改

め
る
。 

 

第
二
十
条
第
一
項
中
「
の
各
号
」
及
び
「
及
び
昇
任
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中
「
へ
の
採
用

又
は
昇
任
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
へ
の
採
用
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
を
削
り
、
同
項
第

四
号
中
「
へ
の
採
用
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中
「
へ
の
採
用
」
を

削
り
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
警
部
、
警
部
補
及
び
巡
査
部
長
の
」
を
「
次

に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
「
及
び
昇
任
」
を
削
り
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。 

 

一 

警
部
の
職 

 

二 

警
部
補
の
職 

 

三 

巡
査
部
長
の
職 

 

第
二
十
条
第
四
項
中
「
か
ら
第
三
号
ま
で
」
を
「
若
し
く
は
第
二
号
」
に
改
め
、
「
の
各
号
」

を
削
り
、
同
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号

ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
六
号
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
」
を
「
第
一



項
第
三
号
及
び
第
四
号
」
に
改
め
、
「
の
各
号
」
を
削
る
。 

 

第
二
十
一
条
の
次
に
次
の
二
章
を
加
え
る
。 

第
三
章 

試
験
に
よ
る
昇
任 

（
昇
任
試
験
区
分
及
び
対
象
と
な
る
職
） 

第
二
十
一
条
の
二 

昇
任
試
験
の
区
分
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 

警
部
昇
任
試
験 

二 

警
部
補
昇
任
試
験 

三 

巡
査
部
長
昇
任
試
験 

２ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
試
験
の
対
象
と
な
る
法
第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
定

め
る
職
は
、
別
表
第
七
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

（
昇
任
試
験
種
目
、
出
題
分
野
及
び
受
験
資
格
） 

第
二
十
一
条
の
三 

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
試
験
の
試
験
種
目
、
出
題
分
野
及
び
受
験
資
格

は
、
別
に
定
め
る
。 

（
昇
任
試
験
に
よ
り
判
定
す
る
知
識
等
の
程
度
） 

第
二
十
一
条
の
四 

昇
任
試
験
に
よ
り
判
定
す
る
知
識
及
び
技
術
の
程
度
は
、
第
二
十
一
条
の
二

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
試
験
に
よ
り
昇
任
さ
せ
よ
う
と
す
る
職
に
必
要
と
さ
れ
る
知
識
及
び
技

術
の
程
度
と
す
る
。 

（
昇
任
試
験
の
実
施
） 

第
二
十
一
条
の
五 

第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
試
験
は
、
そ
れ
ぞ
れ
原
則
と
し
て

年
一
回
以
上
行
う
。 

（
昇
任
試
験
の
周
知
） 

第
二
十
一
条
の
六 

委
員
会
は
、
昇
任
試
験
を
行
う
場
合
に
は
、
任
命
権
者
へ
の
通
知
そ
の
他
適

切
な
手
段
に
よ
り
、
当
該
昇
任
試
験
の
受
験
資
格
を
有
す
る
者
に
受
験
に
必
要
な
事
項
を
周
知

す
る
。 

（
合
格
者
の
通
知
等
） 

第
二
十
一
条
の
七 

委
員
会
は
、
合
格
者
を
決
定
し
た
と
き
は
、
昇
任
試
験
に
合
格
し
た
旨
を
書

面
で
本
人
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
他
の
方

法
に
よ
り
通
知
又
は
発
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

委
員
会
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
不
合
格
者
に
そ
の
旨
を
書
面
で
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。 

（
昇
任
試
験
の
委
任
） 

第
二
十
一
条
の
八 

委
員
会
は
、
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
試
験
の
実
施
を
警
察

本
部
長
に
委
任
す
る
。 

２ 

警
察
本
部
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
試
験
の
受
験
資
格
を
定
め
る
場
合
は
、



あ
ら
か
じ
め
委
員
会
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

警
察
本
部
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
試
験
を
実
施
し
た
と
き
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
速
や
か
に
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
試
験
の
区
分 

二 

試
験
の
日
時
及
び
場
所 

三 

試
験
の
方
法 

四 

合
格
基
準 

五 

申
込
者
数
及
び
受
験
者
数 

六 

最
終
合
格
者
数 

七 

合
格
者
の
名
簿 

（
昇
任
試
験
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
） 

第
二
十
一
条
の
九 

こ
の
章
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
昇
任
試
験
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
別
に
定
め
る
。 

第
三
章
の
二 

選
考
に
よ
る
昇
任 

（
選
考
に
よ
る
昇
任
） 

第
二
十
一
条
の
十 

法
第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
職
へ
の
昇
任

は
、
選
考
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

別
表
第
八
に
掲
げ
る
職 

二 

別
表
第
六
に
掲
げ
る
職
に
既
に
任
用
さ
れ
て
い
る
者
の
職
制
上
の
上
位
の
段
階
に
属
す
る

職
員
の
職 

三 

前
二
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
が
選
考
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め

る
職 

（
選
考
の
方
法
） 

第
二
十
一
条
の
十
一 

選
考
は
、
任
命
権
者
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
、
昇
任
さ
せ
よ
う
と
す
る
者

に
つ
い
て
そ
の
都
度
行
う
。
た
だ
し
、
委
員
会
は
、
必
要
と
認
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
昇
任

を
希
望
す
る
者
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
選
考
の
一
部
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
委
員
会
が
選
考
の
一
部
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
選

考
に
係
る
職
に
つ
い
て
昇
任
さ
せ
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
任
命
権
者
は
、
当
該
選
考
の
一

部
を
受
け
た
者
の
う
ち
か
ら
選
考
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

選
考
は
、
経
歴
評
定
、
教
養
試
験
、
専
門
試
験
、
論
文
試
験
、
作
文
試
験
、
人
物
試
験
、
身

体
検
査
そ
の
他
の
方
法
の
う
ち
か
ら
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
選
考
の
資
格
要
件
） 

第
二
十
一
条
の
十
二 

選
考
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
初
任
給
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る

級
別
資
格
基
準
表
（
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
第
一
条
及
び
第
二
条
並
び
に
地
方
公
営



企
業
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
に
相
当
す
る
規
定
）
に
定
め
る
必
要

在
級
年
数
又
は
必
要
経
験
年
数
及
び
第
二
十
一
条
の
十
各
号
に
掲
げ
る
職
に
つ
い
て
の
選
考
の

区
分
に
応
じ
必
要
と
さ
れ
る
免
許
、
資
格
、
経
歴
等
を
有
し
、
か
つ
委
員
会
が
必
要
と
認
め
て

別
に
資
格
要
件
を
定
め
た
場
合
は
、
当
該
要
件
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
選
考
結
果
の
通
知
） 

第
二
十
一
条
の
十
三 

委
員
会
は
、
選
考
を
行
つ
た
と
き
は
、
そ
の
結
果
を
速
や
か
に
任
命
権
者

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
第
二
十
一
条
の
十
一
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
選
考
の
一

部
を
行
つ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

２ 

任
命
権
者
は
、
選
考
を
受
け
た
者
を
昇
任
さ
せ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
委
員
会
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
選
考
の
委
任
） 

第
二
十
一
条
の
十
四 

委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
職
へ
の
昇
任
に
係
る
選
考
の
実
施
を
任
命
権
者

に
委
任
す
る
。 

一 

別
表
第
六
に
掲
げ
る
職
に
既
に
任
用
さ
れ
て
い
る
者
の
職
制
上
の
上
位
の
段
階
に
属
す
る

職
員
の
職 

二 

主
任
の
職
（
こ
れ
に
相
当
す
る
職
を
含
む
。
） 

 

三 

巡
査
長
の
職 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
職
へ
の
昇
任
に
係
る
選
考
の
実
施
を
警
察
本
部

長
に
委
任
す
る
。 

一 

警
部
の
職 

二 

警
部
補
の
職 

三 

巡
査
部
長
の
職 

３ 

任
命
権
者
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
選
考
の
資
格
要
件
を
定
め
る
場
合
は
、

あ
ら
か
じ
め
委
員
会
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

任
命
権
者
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
た
選
考
を
実
施
し
た
と
き

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
速
や
か
に
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

選
考
職
種 

二 

選
考
対
象
者
の
氏
名
、
年
齢
、
資
格
、
免
許
及
び
特
殊
技
能 

三 

任
用
し
よ
う
と
す
る
所
属
課
所
名
及
び
級
号
給 

四 

任
用
発
令
年
月
日 

五 

選
考
対
象
者
の
現
在
の
職
及
び
級
号
給 

（
選
考
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
） 

第
二
十
一
条
の
十
五 

こ
の
章
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
選
考
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

別
に
定
め
る
。 



 

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
た
だ
ち
に
名
簿
」
を
「
直
ち
に
任
用
候
補
者
名
簿
（
以
下
「
名
簿
」

と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

た
だ
し
、
昇
任
候
補
者
名
簿
に
つ
い
て
は
、
住
所
に
代
え
て
所
属
課
所
を
記
載
す
る
。 

 

第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
と
も
に
」
を
「
共
に
」
に
、
「
い
づ
れ
か
」
を
「
い
ず
れ
か
」
に
改

め
る
。 

 

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
各
号
の
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
申

し
出
」
を
「
申
出
」
に
、
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
六
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、
「
申
し
出
」
を
「
申
出
」
に
改
め
、
同
条

第
一
号
中
「
前
条
第
一
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「
条
件
附
」
を
「
条
件
付
」
に
改

め
、
同
条
第
二
号
中
「
前
条
第
二
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
二
号
」
に
、
「
異
つ
て
い
る
」
を
「
異

な
つ
て
い
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
前
条
第
三
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、

同
条
第
四
号
中
「
前
条
第
四
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
四
号
」
に
、
「
そ
れ
ら
」
を
「
こ
れ
ら
」

に
改
め
る
。 

 

第
二
十
七
条
中
「
同
条
同
項
第
一
号
」
を
「
同
項
第
一
号
」
に
、
「
、
前
条
」
を
「
又
は
前
条
」

に
改
め
る
。 

 

第
二
十
八
条
中
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
各
号
の
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
削
り
、

同
項
第
三
号
を
同
項
第
二
号
と
す
る
。 

 

第
三
十
条
中
「
第
四
条
に
定
め
る
」
を
「
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
「
又
は
」

の
下
に
「
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
試
験
の
対
象
と
な
る
職
に
職
員
を
」
を
加
え

る
。 

 

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
当
該
名
簿
か
ら
任
用
す
べ
き
者
の
数
に
四
人
を
加
え
た
数
の
当
該
職
」

を
「
当
該
提
示
の
請
求
に
係
る
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
で
当
該
提
示
の
請
求
に
係
る
職
」
に

改
め
、
「
そ
の
名
簿
か
ら
高
点
順
に
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
る
。 

 

第
三
十
二
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
任
用
候
補
者

の
う
ち
提
示
の
請
求
に
か
か
る
職
を
志
望
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
数
が
五
人
に
満
た
な
い
」
を

「
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
提
示
の
請
求
に
係
る
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
で
当
該
提
示
の
請

求
に
係
る
職
を
志
望
す
る
と
認
め
ら
れ
る
任
用
候
補
者
の
数
が
採
用
し
、
又
は
昇
任
さ
せ
る
べ
き

者
の
数
よ
り
も
少
な
い
」
に
、
「
通
知
」
を
「
加
え
て
提
示
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と

し
、
同
条
第
三
項
中
「
委
員
会
は
、
」
の
下
に
「
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
」
を
加
え
、
「
前
条

又
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
示
又
は
通
知
す
べ
き
」
を
「
提
示
す
べ
き
」
に
、
「
に
よ
る
通
知
」

を
「
に
よ
り
提
示
」
に
、
「
任
命
権
者
」
を
「
、
任
命
権
者
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と

す
る
。 

 

第
三
十
三
条
中
「
申
し
出
に
か
か
る
」
を
「
申
出
に
係
る
」
に
改
め
る
。 



 

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
、
当
該
名
簿
」
を
「
、
名
簿
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
選
択
の
方
法
） 

第
三
十
五
条 

任
命
権
者
は
、
提
示
さ
れ
た
任
用
候
補
者
の
中
か
ら
任
命
す
べ
き
者
の
選
択
を
行

う
。 

 

第
三
十
七
条
第
二
項
中
「
第
二
十
条
第
四
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
十
一
条
の
十
四
第
四
項
」

を
加
え
る
。 

 

第
六
章
の
章
名
中
「
条
件
附
」
を
「
条
件
付
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
八
条
の
見
出
し
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
条
件
附
」
を
「
条
件
付
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
条
件
附
」
を
「
条
件
付
」
に
、
「
こ
え
る
」
を
「
超
え
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
九
条
中
「
各
号
の
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、
「
こ
え
な
い
」
を
「
超
え
な
い
」

に
、
「
臨
時
的
任
用
す
る
」
を
「
臨
時
的
任
用
を
行
う
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
、
職
員
」

を
「
職
員
」
に
、
「
欠
員
」
を
「
、
欠
員
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」

に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
又
は
名
簿
に
よ
る
職
員
の
任
用
に
つ
い
て
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ

る
任
命
す
べ
き
者
の
選
択
の
範
囲
に
入
る
べ
き
も
の
が
五
人
に
満
た
な
い
場
合
」
を
削
る
。 

 

第
四
十
条
中
「
こ
え
な
い
」
を
「
超
え
な
い
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
か
か
る
」
を
「
係

る
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
か
か
る
」
を
「
係
る
」
に
、
「
こ
え
な
い
」
を
「
超
え
な
い
」

に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
か
か
る
」
を
「
係
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
行
な
つ
た
」
を

「
行
つ
た
」
に
改
め
、
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
臨
時
的
任
用
さ
れ

た
」
を
「
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
二
条
中
「
臨
時
的
任
用
さ
れ
る
」
を
「
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
一 

採
用
試
験
の
対
象
と
な
る
職
（
第
四
条
関
係
） 

 
 

         

試
験
区
分 

対
象
と
な
る
職 

 
 

     

職
員
採
用
上
級
試
験 

 

一 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉 

 
 

県
条
例
第
十
九
号
。
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
別 

 
 

表
第
五
に
定
め
る
行
政
職
給
料
表
の
職
務
の
級
一
級
の 

 
 

職
の
う
ち
相
当
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る 

 
 

職 

 

二 

給
与
条
例
別
表
第
七
に
定
め
る
研
究
職
給
料
表
の
職 

 
 

務
の
級
二
級
の
職 

 
 



                                  

 
 

      

職
員
採
用
初
級
試
験 

 

一 

給
与
条
例
別
表
第
五
に
定
め
る
行
政
職
給
料
表
の
職 

 
 

務
の
級
一
級
の
職
（
職
員
採
用
上
級
試
験
の
対
象
と
な 

 
 

る
職
を
除
く
。
） 

 

二 

給
与
条
例
別
表
第
七
に
定
め
る
研
究
職
給
料
表
の
職 

 
 

務
の
級
一
級
の
職 

 

三 

企
業
職
員
給
与
規
程
別
表
第
三
に
定
め
る
企
業
職
給 

 
 

料
表(

一)

の
職
務
の
級
一
級
の
職
（
職
員
採
用
上
級
試 

 
 

験
の
対
象
と
な
る
職
を
除
く
。
） 

 

四 

病
院
局
職
員
給
与
規
程
別
表
第
四
に
定
め
る
病
院
企 

 
 

業
職
給
料
表(

一)

の
職
務
の
級
一
級
の
職
（
職
員
採
用 

 
 

上
級
試
験
の
対
象
と
な
る
職
を
除
く
。
） 

 

五 

下
水
道
局
職
員
給
与
規
程
別
表
第
三
に
定
め
る
下
水 

 
 

道
企
業
職
給
料
表
の
職
務
の
級
一
級
の
職
（
職
員
採
用 

 
 

上
級
試
験
の
対
象
と
な
る
職
を
除
く
。
） 

 
 

 

三 

埼
玉
県
企
業
職
員
給
与
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉 

 
 

県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い 

 
 

て
「
企
業
職
員
給
与
規
程
」
と
い
う
。
）
別
表
第
三
に
定 

 
 

め
る
企
業
職
給
料
表(

一)

の
職
務
の
級
一
級
の
職
の
う 

 
 

ち
相
当
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
職 

 

四 

埼
玉
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
（
平
成
十
四
年
病
院 

 
 

事
業
管
理
規
程
第
六
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
病 

 
 

院
局
職
員
給
与
規
程
」
と
い
う
。
）
別
表
第
四
に
定
め
る 

 
 

病
院
企
業
職
給
料
表(

一)

の
職
務
の
級
一
級
の
職
の
う 

 
 

ち
相
当
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
職 

 

五 

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
給
与
規
程
（
平
成
二
十
二
年 

 
 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
五
号
。
以
下
こ 

 
 

の
表
に
お
い
て
「
下
水
道
局
職
員
給
与
規
程
」
と
い
う
。
） 

 
 

別
表
第
三
に
定
め
る
下
水
道
企
業
職
給
料
表
の
職
務
の 

 
 

級
一
級
の
職
の
う
ち
相
当
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必 

 
 

要
と
す
る
職 



     
 

            
 

                 

 
 

     

経
験
者
職
員
採
用
試
験 

 

一 

給
与
条
例
別
表
第
五
に
定
め
る
行
政
職
給
料
表
の
職 

 
 

務
の
級
一
級
の
職
の
う
ち
相
当
高
度
の
知
識
又
は
経
験 

 
 

を
必
要
と
す
る
職 

 

二 

企
業
職
員
給
与
規
程
別
表
第
三
に
定
め
る
企
業
職
給 

 
 

料
表(

一)

の
職
務
の
級
一
級
の
職
の
う
ち
相
当
高
度
の 

 
 

知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
職 

 

三 

病
院
局
職
員
給
与
規
程
別
表
第
四
に
定
め
る
病
院
企 

 
 

業
職
給
料
表(

一)

の
職
務
の
級
一
級
の
職
の
う
ち
相
当 

 
 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
職 

 

四 

下
水
道
局
職
員
給
与
規
程
別
表
第
三
に
定
め
る
下
水 

 
 

道
企
業
職
給
料
表
の
職
務
の
級
一
級
の
職
の
う
ち
相
当 

 
 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
職 

 

警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試 

 

験

類 

 
 

給
与
条
例
別
表
第
六
に
定
め
る
公
安
職
給
料
表
の
職
務 

 

の
級
二
級
の
職 

 

警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試 

 

験

類 

     
 

 
 

 

 
 

給
与
条
例
別
表
第
六
に
定
め
る
公
安
職
給
料
表
の
職
務 

 

の
級
一
級
の
職 

 
 

警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試 

 

験

類 

     
 

 
 

      

免
許
資
格
職
職
員
採
用
試 

 

験 

   
 

 

一 

給
与
条
例
別
表
第
五
に
定
め
る
行
政
職
給
料
表
の
職 

 
 

務
の
級
一
級
の
職 

 

二 

給
与
条
例
別
表
第
七
に
定
め
る
研
究
職
給
料
表
の
職 

 
 

務
の
級
二
級
の
職 

 

三 

給
与
条
例
別
表
第
八
に
定
め
る
医
療
職
給
料
表(

二)
 

 
 

の
職
務
の
級
一
級
及
び
二
級
の
職 

 

四 

給
与
条
例
別
表
第
八
に
定
め
る
医
療
職
給
料
表(

三)
 

 
 

の
職
務
の
級
二
級
の
職 

 
五 

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
三
十
三
号
。
以
下
「
学
校
職
員
の
給
与 

 
 

条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
七
に
定
め
る
学
校
栄
養
職
給 

 
 

料
表
の
職
務
の
級
一
級
及
び
二
級
の
職 

 

六 

病
院
局
職
員
給
与
規
程
別
表
第
六
に
定
め
る
病
院
医 

 
 

療
職
給
料
表(

二)
の
職
務
の
級
二
級
の
職 



    
 

                       

別
表
第
二
中
「
試
験
職
種
及
び
そ
の
対
象
と
な
る
職
、
試
験
種
目
」
を
「
採
用
試
験
職
種
及
び

そ
の
対
象
と
な
る
職
、
採
用
試
験
種
目
」
に
、
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、
「
多
枝
」
を
「
多

肢
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
三
中
「
受
験
資
格
（
」
を
「
採
用
試
験
の
受
験
資
格
（
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
四 

選
考
の
対
象
と
な
る
職(

一)

（
第
十
五
条
関
係
） 

  

 

警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試 

 

験 

 

武
道
・
体
育
指
導

類 

 

 
 

給
与
条
例
別
表
第
六
に
定
め
る
公
安
職
給
料
表
の
職
務 

 
の
級
一
級
の
職 

 

警
察
事
務
職
員
採
用
上
級 

 

試
験 

 
 

給
与
条
例
別
表
第
五
に
定
め
る
行
政
職
給
料
表
の
職
務 

 

の
級
一
級
の
職
の
う
ち
相
当
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必 

 

要
と
す
る
職 

 

警
察
事
務
職
員
採
用
初
級 

 

試
験 

 
 

給
与
条
例
別
表
第
五
に
定
め
る
行
政
職
給
料
表
の
職
務 

 

の
級
一
級
の
職
（
警
察
事
務
職
員
採
用
上
級
試
験
の
対
象 

 

と
な
る
職
を
除
く
。
） 

 

市
町
村
立
小
・
中
学
校
事 

 

務
職
員
採
用
上
級
試
験 

 
 

学
校
職
員
の
給
与
条
例
別
表
第
八
に
定
め
る
事
務
職
給 

 

料
表
の
職
務
の
級
一
級
の
職
の
う
ち
相
当
高
度
の
知
識
又 

 

は
経
験
を
必
要
と
す
る
職 

 

市
町
村
立
小
・
中
学
校
事 

 

務
職
員
採
用
初
級
試
験 

 
 

学
校
職
員
の
給
与
条
例
別
表
第
八
に
定
め
る
事
務
職
給 

 

料
表
の
職
務
の
級
一
級
の
職
（
市
町
村
立
小
・
中
学
校
事 

 

務
職
員
採
用
上
級
試
験
の
対
象
と
な
る
職
を
除
く
。
） 

根
拠
法
令 

選
考
に
よ
る
採
用
の
対
象
と
な
る
職 

 

警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試 

 

験 

 

武
道
・
体
育
指
導

類 

 

警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試 

 

験 

 
国
際
捜
査

類 

 
 

 

  
 

給
与
条
例
別
表
第
六
に
定
め
る
公
安
職
給
料
表
の
職
務 

 

の
級
二
級
の
職 

 



    
 

                              

 

埼
玉
県
行
政
組
織
規
則 

 

（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県 

 
規
則
第
一
号
） 

 

主
査
以
上
の
職
（
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
職
を
含
む
。
以
下 

 

こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
） 

 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
事
務 

 

局
の
組
織
等
に
関
す
る
規 

 

則
（
昭
和
五
十
四
年
埼
玉 

 

県
規
則
第
二
十
二
号
） 

 
 

 

主
査
以
上
の
職 

 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
事
務 

 

局
の
設
置
に
関
す
る
規
則 

 

（
昭
和
五
十
二
年
埼
玉
県 

 

規
則
第
十
五
号
） 

 
 

 

主
査
以
上
の
職 

 

埼
玉
県
議
会
事
務
局
条
例 

 

（
昭
和
二
十
六
年
埼
玉
県 

 

条
例
第
三
十
一
号
） 

 
 

 

主
査
以
上
の
職 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 

規
程
（
昭
和
二
十
三
年
埼 

 

玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
告 

 

示
第
二
号
） 

 
 

 

主
査
以
上
の
職 

 

埼
玉
県
監
査
事
務
局
組
織 

 

規
程
（
昭
和
四
十
二
年
埼 

 

玉
県
監
査
委
員
訓
令
第
一 

 

号
） 

 
 

 

主
査
以
上
の
職 

 

埼
玉
県
教
育
局
組
織
規
則 

 

（
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県 

 

教
育
委
員
会
規
則
第
十
二 

 

号
） 

 
 

 

主
査
以
上
の
職 

 

埼
玉
県
立
中
学
校
管
理
規 

 

則
（
平
成
十
五
年
埼
玉
県 

 

教
育
委
員
会
規
則
第
二
十 

 

五
号
） 

 
 

 

 

担
当
課
長
以
上
の
職
（
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
職
を
含
む
。 

 

以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
） 

 



                                  

 

埼
玉
県
立
高
等
学
校
管
理 

 

規
則
（
昭
和
三
十
二
年
埼 

 
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第 

 

七
号
） 

 
 

 

 

事
務
長
以
上
の
職
（
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
職
を
含
む
。
以 

 

下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
） 

 

埼
玉
県
立
特
別
支
援
学
校 

 

管
理
規
則
（
昭
和
三
十
三 

 

年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規 

 

則
第
九
号
） 

 
 

 

事
務
長
以
上
の
職 

 
 

 

埼
玉
県
立
文
書
館
管
理
規 

 

則
（
昭
和
五
十
年
埼
玉
県 

 

教
育
委
員
会
規
則
第
十
二 

 

号
） 

  

担
当
課
長
以
上
の
職 

 

埼
玉
県
立
近
代
美
術
館
管 

 

理
規
則
（
昭
和
五
十
七
年 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則 

 

第
十
三
号
） 

  

担
当
課
長
以
上
の
職 

 

埼
玉
県
立
総
合
教
育
セ
ン 

 

タ
ー
管
理
規
則
（
平
成
十 

 

二
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会 

 

規
則
第
八
号
） 

  

担
当
課
長
以
上
の
職 

 

埼
玉
県
立
図
書
館
管
理
規 

 

則
（
平
成
十
五
年
埼
玉
県 

 

教
育
委
員
会
規
則
第
十
九 

 

号
） 

  

担
当
課
長
以
上
の
職 

 

埼
玉
県
立
げ
ん
き
プ
ラ
ザ 

 

管
理
規
則
（
平
成
十
五
年 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則 

 

第
二
十
三
号
） 

  

担
当
課
長
以
上
の
職 



 
 

                                 

 

埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の 

 

博
物
館
管
理
規
則
（
平
成 

 
十
八
年
埼
玉
県
教
育
委
員 

 

会
規
則
第
八
号
） 

  

担
当
課
長
以
上
の
職 

 

埼
玉
県
立
史
跡
の
博
物
館 

 

管
理
規
則
（
平
成
十
八
年 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則 

 

第
九
号
） 

  

担
当
課
長
以
上
の
職 

 

埼
玉
県
立
自
然
と
川
の
博 

 

物
館
管
理
規
則
（
平
成
十 

 

八
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会 

 

規
則
第
十
号
） 

  

担
当
課
長
以
上
の
職 

 

学
校
教
育
法 

 

学
校
職
員
の
給
与
条
例 

 

事
務
主
査
以
上
の
職 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務 

 

局
の
組
織
等
に
関
す
る
規 

 

則
（
昭
和
四
十
三
年
埼
玉 

 

県
人
事
委
員
会
規
則
一
― 

 

一
三
） 

  
 

 

主
査
以
上
の
職 

 

埼
玉
県
警
察
組
織
規
則 

 
(

昭
和
五
十
年
埼
玉
県
公 

 

安
委
員
会
規
則
第
一
号)

 

 

埼
玉
県
警
察
組
織
規
程 

 
(

昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県 

 

警
察
本
部
訓
令
第
一
号)

 

 
 

  

係
長
以
上
の
職
（
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
職
を
含
む
。
） 

 
 

 

警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年 

 

法
律
第
百
六
十
二
号
） 

 

巡
査
部
長
以
上
の
職 



 
 

              

別
表
第
六
中
「
第
十
六
条
、
第
二
十
条
」
を
「
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
の
十
、
第
二
十
一
条

の
十
四
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
に
次
の
二
表
を
加
え
る
。 

別
表
第
七 

昇
任
試
験
の
対
象
と
な
る
職
（
第
二
十
一
条
の
二
関
係
） 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    

別
表
第
八 

選
考
の
対
象
と
な
る
職(

四)

（
第
二
十
一
条
の
十
関
係
） 

 
 

    
 

  

試
験
区
分 

対
象
と
な
る
職 

 

警
部
昇
任
試
験 

 

警
察
法
に
定
め
る
警
部
の
職 

 

埼
玉
県
企
業
局
組
織
規
程 

 

（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県 

 
公
営
企
業
管
理
規
程
第
一 

 

号
） 

  

主
査
以
上
の
職 

 

埼
玉
県
病
院
局
組
織
規
程 

 

（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
病 

 

院
事
業
管
理
規
程
第
二 

 

号
） 

  

主
査
以
上
の
職 

 

埼
玉
県
下
水
道
局
組
織
規 

 

程
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉 

 

県
流
域
下
水
道
事
業
管
理 

 

規
程
第
一
号
） 

  

主
査
以
上
の
職 

根
拠
法
令 

選
考
に
よ
る
昇
任
の
対
象
と
な
る
職 

 

埼
玉
県
行
政
組
織
規
則 

 

主
任
以
上
の
職
（
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
職
を
含
み
、
技
能 

 

職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
） 

 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
事
務 

 

局
の
組
織
等
に
関
す
る
規 

 

則 

 
 

 

主
任
以
上
の
職 

 

警
部
補
昇
任
試
験 

 

警
察
法
に
定
め
る
警
部
補
の
職 

 

巡
査
部
長
昇
任
試
験 

 

警
察
法
に
定
め
る
巡
査
部
長
の
職 



                                
 

  

 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
事
務 

 

局
の
設
置
に
関
す
る
規
則  

主
任
以
上
の
職 

 

埼
玉
県
議
会
事
務
局
条
例 

 

 

主
任
以
上
の
職 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 

規
程 

 

主
任
以
上
の
職 

 

埼
玉
県
監
査
事
務
局
組
織 

 

規
程 

 
主
任
以
上
の
職 

 

埼
玉
県
教
育
局
組
織
規
則  

主
任
以
上
の
職 

 

埼
玉
県
立
中
学
校
管
理
規 

 

則 
 

主
任
以
上
の
職 

 

埼
玉
県
立
高
等
学
校
管
理 

 

規
則 

 

主
任
以
上
の
職 

 

埼
玉
県
立
特
別
支
援
学
校 

 

管
理
規
則 

 

主
任
以
上
の
職 

 

埼
玉
県
立
文
書
館
管
理
規 

 

則 
 

主
任
以
上
の
職 

 

埼
玉
県
立
近
代
美
術
館
管 

 

理
規
則 

 

主
任
以
上
の
職 

 

埼
玉
県
立
総
合
教
育
セ
ン 

 

タ
ー
管
理
規
則 

 

主
任
以
上
の
職 

 

埼
玉
県
立
図
書
館
管
理
規 

 

則 
 

主
任
以
上
の
職 

 

埼
玉
県
立
げ
ん
き
プ
ラ
ザ 

 

管
理
規
則 

 

主
任
以
上
の
職 



                            
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
第
十
条
の

規
定
に
基
づ
き
告
示
さ
れ
た
採
用
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
採
用
候
補
者
名
簿
で
、

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
有
効
な
も
の
は
、
当
該
採
用
試
験
の
区
分
に
応
じ
、
こ
の
規
則
に

よ
る
改
正
後
の
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
別
表
第
一
の
対
象
と
な
る
職
の
欄
に
掲
げ
る
職
を

対
象
と
す
る
採
用
候
補
者
名
簿
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の 

 

博
物
館
管
理
規
則 

 

主
任
以
上
の
職 

 

埼
玉
県
立
史
跡
の
博
物
館 

 

管
理
規
則 

 

主
任
以
上
の
職 

 

埼
玉
県
立
自
然
と
川
の
博 

 

物
館
管
理
規
則 

 

 

主
任
以
上
の
職 

 

学
校
教
育
法 

 

学
校
職
員
の
給
与
条
例 

 
事
務
主
任
以
上
の
職
（
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
職
を
含
む
。
） 

 

又
は
栄
養
主
任
以
上
の
職
（
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
職
を
含 

 

む
。
） 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務 

 

局
の
組
織
等
に
関
す
る
規 

 

則 

 
 

 

主
任
以
上
の
職 

 

埼
玉
県
警
察
組
織
規
則 

 

埼
玉
県
警
察
組
織
規
程 

 

主
任
以
上
の
職 

 

 

巡
査
長
の
職 

 

埼
玉
県
企
業
局
組
織
規
程 

 

 

主
任
以
上
の
職 

 

埼
玉
県
病
院
局
組
織
規
程 

 

 

主
任
以
上
の
職 

 

埼
玉
県
下
水
道
局
組
織
規 

 

程 

 

 

主
任
以
上
の
職 

 

警
察
法 

 

 

巡
査
部
長
以
上
の
職 



規 
 

則 

 
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

馬 

橋 

隆 

紀 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
七
八 

 
 

 

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
知
事
室
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

企
画
参
与
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ス
ポ
ー
ツ
局
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

地
域
包
括
ケ
ア
局
長
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

中
央
、
西
部
）
」
を
「
環
境
管
理
事
務
所
長
（
西
部
）
」
に
、
「
環
境
科
学
国
際
セ
ン
タ
ー
研
究
所 

 
 

 

「
環
境
科
学
国
際
セ
ン
タ
ー
研
究
所
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

環
境
科
学
国
際
セ
ン
タ
ー
研
究
企
画
幹
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
県
税
事
務
所
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

端
産
業
幹
」
を
削
り
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

自
動
車
税
事
務
所
長 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

自
動
車
税
事
務
所
支
所
長
（
大
宮
）
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
環
境
管
理
事
務
所
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

環
境
科
学
国
際
セ
ン
タ
ー
副
研
究
所
長
」 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
自
動
車
税
事
務
所
副
所
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

自
動
車
税
事
務
所
支
所
長
」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

生
研
究
所
感
染
症
検
査
室
長
」
に
改
め
、
同
表
警
察
本
部
の
部
中
「
捜
査
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
交
通
反 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
オ 

則
通
告
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
警
備
対
策
室
長
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

別
表
第
一
知
事
部
局
の
部
中
「
知
事
室
長
」
を 

に
、
「
ス
ポ
ー
ツ
局
長
」
を 

を
「
捜
査
支
援
・
通
訳
セ
ン
タ
ー
所
長
」
に
、
「
交
通
反
則
通
告
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を 

に
改
め
る
。 

に
改
め
、
「
自
動
車
税
事
務
所
長
」
を
削
り
、
「
環
境
管
理
事
務
所
長
（ 

に
改
め
、
「
ス
ポ
ー
ツ
企
画
幹
」
及
び
「
先 

に
、
「
環
境
管
理
事
務
所
長
」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、
「
自
動
車
税 

事
務
所
副
所
長
」
を 

に
、
「
衛
生
研
究
所
感
染
症
室
長
」
を
「
衛 

長
」
を 

「
県
税
事
務
所
長 

 

自
動
車
税
事
務
所
支
所
長
」 



規 
 

則 

 
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

馬 

橋 

隆 

紀 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
七
九 

 
 

 

初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
六
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

 

  

別
表
中 

     
 

 
 

 

を 

     
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

   
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
規
定

は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

307,000円 50,300円 

307,000 50,300 

307,000 50,300 

307,000 50,300 

307,000 50,300 

307,000 50,300 

307,000 48,500 

307,000 46,700 

307,000 44,900 

307,000 43,100 

307,000 41,300 

307,000 39,500 

307,000 37,700 

307,000 35,900 

307,000 34,500 

307,000 33,100 

303,700 31,700 

300,400 30,300 

297,100 28,900 

293,800 27,500 

290,500 26,100 

276,700 25,500 

262,700 24,900 

249,200 23,900 

235,300 23,300 

221,600 22,700 

204,000 22,100 

186,900 21,500 

169,600 20,700 

152,000 20,400 

134,000 20,000 

115,700 19,400 

 

 97,800 18,500 

71,800 17,600 

47,500 16,900 

 

 

」 

 

「 

307,800円 50,500円 

307,800 50,500 

307,800 50,500 

307,800 50,500 

307,800 50,500 

307,800 50,500 

307,800 48,700 

307,800 46,900 

307,800 45,100 

307,800 43,300 

307,800 41,500 

307,800 39,700 

307,800 37,900 

307,800 36,100 

307,800 34,700 

307,800 33,300 

304,500 31,900 

301,200 30,500 

297,900 29,100 

294,600 27,700 

291,300 26,300 

277,500 25,700 

263,500 25,100 

250,000 24,100 

236,100 23,500 

222,400 22,900 

204,800 22,300 

187,700 21,700 

170,400 20,900 

152,800 20,600 

 

134,800 20,200 

116,500 19,600 

 98,600 18,700 

72,600 17,800 

48,300 17,100 

 

 

」 

 

「 



規 
 

則 

 
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

馬 

橋 

隆 

紀 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
八
〇 

 
 

 

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
三
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
の
七
の
見
出
し
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
条
中
「
不
服
申
立

て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、
「
不
服
申
立
期
間
」
を
「
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
」

に
改
め
る
。 

 

第
八
条
の
二
第
二
項
中
「
勤
務
実
績
の
評
定
」
を
「
勤
務
成
績
の
評
価
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
前
条
各
号
」
を
「
第
八
条
各
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
中
「
職
員
」
の
下
に
「
（
当
該
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
期
間
（
当

該
期
間
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
合
算
し
た
期
間
）
が
一
箇
月
以
下
で
あ
る

職
員
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
勤
勉
手
当
の
成
績
率
） 

第
十
四
条 

成
績
率
は
、
職
員
の
勤
務
成
績
に
応
じ
、
再
任
用
職
員
以
外
の
職
員
に
あ
つ
て
は
、

百
分
の
百
六
十
以
下
（
条
例
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
幹
部
職
員
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
特
定
幹
部
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
二
百
以
下
）
、
再
任
用
職
員

に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
七
十
五
以
下
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
九
十
五
以
下
）

の
範
囲
内
に
お
い
て
、
任
命
権
者
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
基
準
日
以

前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
処
分
を
受
け
た
職
員

に
あ
つ
て
は
、
人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
基
準
に
従
い
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

別
表
第
一
任
期
付
研
究
員
条
例
第
五
条
第
一
項
の
給
料
表
の
項
中
「
第
五
条
第
四
項
」
を
「
第

五
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 

」 

「 

 

」 

「 

「 

 
」 

「 

 

」

   
 

規 
 

則 

 

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

馬 

橋 

隆 

紀 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
八
一 

 
 

 

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

第
一
条 

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
二

二
一
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
七
ハ
の
表
中 

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

  
 

別
表
第
七
ホ
の
表
中 

62

62

62

62

62

62

63

63

63

63

63

63

64

64

64 

を 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 

第
二
条 

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

目
次
中
「
級
別
標
準
職
務
」
を
「
級
別
職
務
分
類
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
一
条
中
「
の
規
定
に
よ
る
職
務
の
級
に
つ
い
て
の
標
準
的
な
職
務
の
内
容
」
を
「
に
規
定

す
る
級
別
基
準
職
務
表
の
基
準
と
な
る
職
務
と
そ
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
が
同
程
度
の

職
務
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
条
第
八
号
中
「
正
規
の
試
験
」
を
「
採
用
試
験
」
に
、
「
競
争
試
験
」
を
「
採
用
試
験
」

に
改
め
、
同
条
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
中
「
競
争
試
験
」
を
「
採
用
試
験
」
に
改
め
る
。 

 
 

「
第
二
章 

級
別
標
準
職
務
」
を
「
第
二
章 

級
別
職
務
分
類
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

（
級
別
職
務
分
類
） 

 

第
三
条 

条
例
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
級
別
基
準
職
務
表
の
基
準
と
な
る
職
務
（
別
表
第

一
に
お
い
て
「
基
準
と
な
る
職
務
」
と
い
う
。
）
と
そ
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
が
同

程
度
の
職
務
は
、
別
表
第
一
に
定
め
る
級
別
職
務
分
類
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
組
織
に
お
い
て

29

30

30

30

31

31

31

32

32

32

33

34

35

62

62

62

62

63

63

63

63

63

63

63

61

62

62

62



同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
職
務
の
級
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
職
の
職
務
と
す

る
。 

 
 

第
五
条
第
二
項
中
「
正
規
の
試
験
」
を
「
採
用
試
験
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
三
条
第
二
項
中
「
正
規
の
試
験
」
を
「
採
用
試
験
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
正
規
の
試
験
」
を
「
採
用
試
験
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
中
「
い
る
」
を
「
お
り
、
か
つ
、
そ
の
者
の
勤
務
成
績
が
良
好
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
三
十
二
条
中
「
人
事
委
員
会
規
則
」
を
「
委
員
会
規
則
」
に
改
め
る
。 

 
 

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一 

級
別
職
務
分
類
表
（
第
三
条
関
係
） 

 
 

イ 

行
政
職
給
料
表
級
別
職
務
分
類
表 

 
 

 

                      
 

 

知
事
部
局 

議
会
事
務
局 

選
挙
管
理
委
員
会 

監
査
事
務
局 

人
事
委
員
会
事
務
局 

労
働
委
員
会
事
務
局 

収
用
委
員
会
事
務
局 

組
織 

五
級 

四
級 

三
級 

二
級 

職
務
の
級 

主
任
協
同
組
合
検
査
員 

主
任
講
師 

科
長 

 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
協
同
組
合
検
査
員 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
講
師 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
地
域
機
関
の
課
長 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
任
職
業
訓
練
指
導

員 困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
助
教
授 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
工
事
検
査
員 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
監
査
員 

協
同
組
合
検
査
員 

講
師 

地
域
機
関
の
課
長 

主
任
職
業
訓
練
指
導
員 

助
教
授 

工
事
検
査
員 

監
査
員 

主
任
専
門
員 

専
門
員 

職 

 



 

  
 

 

                                

 

六
級 

 

本
庁
の
副
所
長 

調
整
幹 

副
室
長 

副
報
道
長 

主
席
県
民
相
談
員 

出
納
審
査
幹 

地
域
調
整
幹 

副
支
所
長 

支
所
長
（
自
動
車
税
事
務
所
大
宮
支
所
及
び
パ
ス

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
支
所
長
を
除
く
。
） 

副
校
（
園
）
長 

主
席
講
師 

地
域
機
関
の
部
長
（
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

セ
ン
タ
ー
、
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
業
務

部
及
び
社
会
復
帰
部
並
び
に
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー

の
部
長
に
限
る
。
） 

地
域
機
関
の
総
務
部
長 

農
業
革
新
支
援
部
長 

副
主
席
工
事
検
査
員 

副
書
記
長 

主
席
監
査
員 

地
域
機
関
の
部
長
（
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン 

セ
ン
タ
ー
、
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
業
務

部
及
び
社
会
復
帰
部
並
び
に
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー

の
部
長
を
除
く
。
） 

次
長 

職
業
訓
練
主
幹 

教
務
主
幹 

教
授 

施
工
監
理
主
幹 

主
任
工
事
検
査
員 

主
任
監
査
員 

収
用
委
員
会
事
務
局
副
事
務
局
長 

 



 
 

 

                                 
 

  

七
級 

 

本
庁
の
所
長 

総
合
調
整
幹 

政
策
幹 

行
政
監
察
幹 

技
術
評
価
幹 

危
機
対
策
幹 

主
席
協
同
組
合
検
査
員 

副
参
事 

地
域
防
災
幹 

東
松
山
事
務
所
長 

本
庄
事
務
所
長 

支
所
長
（
自
動
車
税
事
務
所
大
宮
支
所
及
び
パ
ス

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
支
所
長
に
限
る
。
） 

副
研
究
所
長 

地
域
機
関
の
室
長 

副
セ
ン
タ
ー
長
（
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
副 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
任
協
同
組
合
検
査

員 困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
任
講
師 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
科
長 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
地
域
機
関
の
部
長
（
総

合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
、
精
神
保
健

福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
業
務
部
及
び
社
会
復
帰
部

並
び
に
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
の
部
長
を
除
く
。
） 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
次
長 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
職
業
訓
練
主
幹 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
教
務
主
幹 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
教
授 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
施
工
監
理
主
幹 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
任
工
事
検
査
員 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
任
監
査
員 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
収
用
委
員
会
事
務
局

副
事
務
局
長 

 



 

 
 

 

                                
 

 

 

 

九
級 

八
級  

特
に
困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
総
合
調
整
幹 

Ｉ
Ｔ
統
括
幹 

報
道
長 

困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
総
合
調
整
幹 

改
革
政
策
局
長 

地
域
政
策
局
長 

困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
行
政
監
察
幹 

税
務
局
長 

契
約
局
長 

ス
ポ
ー
ツ
局
長 

地
域
包
括
ケ
ア
局
長 

少
子
化
対
策
局
長 

食
品
安
全
局
長 

雇
用
労
働
局
長 

参
事 

地
域
機
関
の
事
務
局
長 

研
究
企
画
幹 

地
域
機
関
の
局
長 

副
セ
ン
タ
ー
長
（
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
の
副

セ
ン
タ
ー
長
に
限
る
。
） 

議
会
事
務
局
副
事
務
局
長 

困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
書
記
長 

セ
ン
タ
ー
長
に
限
る
。
） 

産
業
技
術
情
報
幹 

技
術
指
導
幹 

総
合
技
術
幹 

主
席
工
事
検
査
員 

議
会
事
務
局
室
長 

書
記
長 

監
査
事
務
局
副
事
務
局
長 

人
事
委
員
会
事
務
局
副
事
務
局
長 

労
働
委
員
会
事
務
局
副
事
務
局
長 

収
用
委
員
会
事
務
局
長 

 



 
 

 

                             

教
育
委
員
会 

 

三
級 

二
級 

一
級 

十
級  

管
理
主
事 

指
導
主
事 

社
会
教
育
主
事 

主
任
司
書 

主
任
学
芸
員 

所
員 

県
立
学
校
の
課
長 

事
務
長 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
社
会
教
育

主
事
補 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
学
校
保
健

技
師 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
司
書 

社
会
教
育
主
事
補 

学
校
保
健
技
師 

相
当
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
司
書 

相
当
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
学
芸

員 専
門
員 

司
書 

学
芸
員 

知
事
室
長 

企
画
参
与 

会
計
管
理
者 

極
め
て
重
要
な
業
務
を
所
掌
す
る
参
事 

議
会
事
務
局
長 

特
に
重
要
な
業
務
を
所
掌
す
る
参
事 

東
京
事
務
所
長 

特
に
困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
書
記
長 

監
査
事
務
局
長 

人
事
委
員
会
事
務
局
長 

労
働
委
員
会
事
務
局
長 

 



 

  
 

 

                                

 

六
級 

五
級 

四
級 

 

総
務
幹 

調
整
幹 

室
長 

教
育
主
幹 

主
席
司
書
主
幹 

主
席
学
芸
主
幹 

副
館
長
（
図
書
館
、
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
及
び

近
代
美
術
館
の
副
館
長
を
除
く
。
） 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
任
管
理
主
事 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
任
指
導
主
事 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
任
社
会
教
育
主
事 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
司
書
主
幹 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
学
芸
主
幹 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
事
務
局
次
長 

主
任
管
理
主
事 

主
任
指
導
主
事 

主
任
社
会
教
育
主
事 

司
書
主
幹 

学
芸
主
幹 

事
務
局
次
長 

事
務
部
長 

事
務
室
長 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
管
理
主
事 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
指
導
主
事 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
社
会
教
育
主
事 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
任
司
書 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
任
学
芸
員 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
所
員 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
県
立
学
校
の
課
長 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
事
務
長 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
学
芸
員 

主
任
専
門
員 

 



 
 

 

                                 

警
察
本
部 

  

五
級 

四
級 

三
級 

二
級 

一
級 

十
級 

九
級 

八
級 

七
級 

 

課
（
室
、
隊
、
校
）
長
補
佐 

相
当
困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
専
門
員 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
係
長 

専
門
員 

係
長 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
警
察
主
事 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
警
察
技
師 

警
察
主
事 

警
察
技
師 

副
教
育
長 

極
め
て
重
要
な
業
務
を
所
掌
す
る
参
事 

特
に
重
要
な
業
務
を
所
掌
す
る
参
事 

参
事 

総
合
企
画
長 

報
道
幹 

学
校
管
理
幹 

学
校
評
価
幹 

教
育
指
導
幹 

管
理
主
幹 

主
席
指
導
主
事 

主
席
社
会
教
育
主
事 

副
参
事 

主
席
管
理
主
事 

支
所
長 

企
画
幹 

副
館
長
（
図
書
館
、
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
及
び

近
代
美
術
館
の
副
館
長
に
限
る
。
） 

県
立
学
校
の
事
務
局
長 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
事
務
部
長 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
事
務
室
長 

 



 

 
 

 

                           
 

備
考 

こ
の
表
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
準
と
な
る
職
務
の
う
ち
七
級
か
ら
十
級
ま
で
の

も
の
に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
部
付
の
職
務
、
基
準
と
な
る
職
務
の
う
ち
三
級
か
ら
七
級

ま
で
の
も
の
に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
課
付
、
知
事
部
局
の
本
庁
の
所
付
、
知
事
部
局
の

会
計
管
理
者
付
及
び
教
育
委
員
会
の
所
付
の
職
務
、
基
準
と
な
る
職
務
の
う
ち
三
級
か

ら
八
級
ま
で
の
も
の
に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
知
事
部
局
の
地
域
機
関
の
所
付
（
校
に
あ

つ
て
は
校
付
、
場
に
あ
つ
て
は
場
付
）
の
職
務
は
、
こ
れ
ら
の
基
準
と
な
る
職
務
と
そ

れ
ぞ
れ
そ
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
が
同
程
度
の
職
務
と
す
る
。
た
だ
し
、
警
察

 

九
級 

八
級 

七
級 

六
級 

 

特
に
重
要
な
業
務
を
所
掌
す
る
参
事 

財
務
局
長 

参
事 

理
事
官 

主
席
師
範 

管
理
官 

総
括
調
査
官 

主
席
調
査
官 

主
席
指
導
官 

主
席
専
門
官 

附
置
機
関
の
長 

調
査
官 

指
導
官 

専
門
官 

次
席 

術
科
教
養
部
長 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
課
（
室
、
隊
、
校
）
長

補
佐 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
補
佐
官 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
警
察
署
の
課
長 

特
に
困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
専
門
員 

補
佐
官 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
専
門
員 

警
察
署
の
課
長 

 



本
部
の
職
員
の
職
務
に
あ
つ
て
は
、
基
準
と
な
る
職
務
の
う
ち
六
級
か
ら
九
級
ま
で
の

も
の
に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
部
付
の
職
務
、
基
準
と
な
る
職
務
の
う
ち
一
級
か
ら
七
級

ま
で
の
も
の
に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
課
付
、
室
付
、
所
付
、
隊
付
、
方
面
本
部
付
及
び

学
校
付
の
職
務
、
基
準
と
な
る
職
務
の
う
ち
一
級
か
ら
六
級
ま
で
の
も
の
に
そ
れ
ぞ
れ

相
当
す
る
署
付
の
職
務
は
、
こ
れ
ら
の
基
準
と
な
る
職
務
と
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
複
雑
、
困

難
及
び
責
任
の
度
が
同
程
度
の
職
務
と
す
る
。 

 
 

ロ 

公
安
職
給
料
表
級
別
職
務
分
類
表 

 
 

 

            

警
察
本
部 組

織 
八
級 

七
級 

六
級 

五
級 

四
級 

職
務
の
級 

室
（
所
、
隊
）
長 

調
査
官 

指
導
官 

専
門
官 

次
席 

副
隊
長 

術
科
教
養
部
長 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
室
（
隊
、
校
）
長
補
佐 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
補
佐
官 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
課
長
代
理 

特
に
困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
専
門
員 

相
当
困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
室
（
隊
、
校
）
長

補
佐 

相
当
困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
補
佐
官 

相
当
困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
課
長
代
理 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
専
門
員 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
査 

室
（
隊
、
校
）
長
補
佐 

補
佐
官 

課
長
代
理 

相
当
困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
専
門
員 

相
当
困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
査 

専
門
員 

主
査 

職 

 



 

 
 

 

                   
 

備
考 

こ
の
表
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
準
と
な
る
職
務
の
う
ち
七
級
か
ら
九
級
ま
で
の

も
の
に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
部
付
の
職
務
、
基
準
と
な
る
職
務
の
う
ち
一
級
か
ら
八
級

ま
で
の
も
の
に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
課
付
、
室
付
、
所
付
、
隊
付
、
方
面
本
部
付
、
学

校
付
及
び
署
付
の
職
務
は
、
こ
れ
ら
の
基
準
と
な
る
職
務
と
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
複
雑
、
困

難
及
び
責
任
の
度
が
同
程
度
の
職
務
と
す
る
。 

 
 

ハ 

研
究
職
給
料
表
級
別
職
務
分
類
表 

 
 

  

九
級 

 

組
織
犯
罪
対
策
局
長 

運
転
免
許
本
部
長 

方
面
本
部
長 

校
長 

監
察
官 

聴
聞
官 

訟
務
官 

管
理
官 

副
部
長 

副
本
部
長 

総
括
調
査
官 

主
席
調
査
官 

主
席
指
導
官 

主
席
専
門
官 

副
校
長 

初
任
教
養
部
長 

附
置
機
関
の
長 

 

知
事
部
局 組

織 

三
級 

二
級 

職
務
の
級 

担
当
部
長 

主
任
研
究
員 

専
門
研
究
員 

主
任 

主
任
専
門
員 

専
門
員 

職 

 



 
 

 

                    

警
察
本
部 

  

四
級 

三
級 

二
級 

一
級 

五
級 

四
級 

管
理
官 

主
席
専
門
官 

附
属
機
関
の
長 

専
門
官 

科
長 

科
長 

専
門
員 

専
門
研
究
員 

高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
困
難
な
研
究
を
行

う
主
任
研
究
員 

主
任
研
究
員 

相
当
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
研

究
員 

研
究
員 

研
究
所
長 

地
域
機
関
の
室
長 

地
域
機
関
の
副
所
長 

北
部
研
究
所
長 

森
林
研
究
室
長 

地
域
機
関
の
副
室
長 

地
域
保
健
企
画
室
長 

精
度
管
理
室
長 

感
染
症
検
査
室
長 

食
品
微
生
物
検
査
室
長 

化
学
検
査
室
長 

技
術
・
事
業
化
支
援
室
長 

次
長 

極
め
て
高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
特
に
困
難
な

研
究
を
行
う
担
当
部
長 

極
め
て
高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
特
に
困
難
な

研
究
を
行
う
主
任
研
究
員 

 



 

 
 

 

   
 

備
考 

こ
の
表
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
準
と
な
る
職
務
の
う
ち
三
級
か
ら
五
級
ま
で
（
警

察
本
部
に
あ
つ
て
は
一
級
か
ら
五
級
ま
で
）
の
も
の
に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
所
付
の
職

務
は
、
こ
れ
ら
の
基
準
と
な
る
職
務
と
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
が

同
程
度
の
職
務
と
す
る
。 

 
 

ニ 

医
療
職
給
料
表
（
一
）
級
別
職
務
分
類
表 

 
 

 

              

 
 

極
め
て
高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
特
に
困
難
な

研
究
を
行
う
専
門
員 

 

知
事
部
局 

 

組
織 

三
級 

二
級 

一
級 

職
務
の
級 

課
長 

副
参
事 

地
域
機
関
の
副
局
長 

副
セ
ン
タ
ー
長
（
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
副

セ
ン
タ
ー
長
に
限
る
。
） 

地
域
機
関
の
副
所
長 

副
課
長 

地
域
機
関
の
部
長 

医
療
安
全
管
理
幹 

地
域
保
健
企
画
室
長 

精
度
管
理
室
長 

感
染
症
検
査
室
長 

食
品
微
生
物
検
査
室
長 

化
学
検
査
室
長 

極
め
て
高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
特
に
困
難
な

医
療
業
務
を
行
う
医
幹 

医
幹 

地
域
機
関
の
副
部
長 

科
長 

医
長 

地
域
機
関
の
室
長 

主
査 

医
員 

職 

 



 
 

 

      
 

備
考 

こ
の
表
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
準
と
な
る
職
務
の
う
ち
四
級
の
も
の
に
相
当
す

る
部
付
の
職
務
、
基
準
と
な
る
職
務
の
う
ち
二
級
か
ら
四
級
ま
で
の
も
の
に
そ
れ
ぞ
れ

相
当
す
る
所
付
の
職
務
、
基
準
と
な
る
職
務
の
う
ち
二
級
及
び
三
級
の
も
の
に
そ
れ
ぞ

れ
相
当
す
る
課
付
の
職
務
は
、
こ
れ
ら
の
基
準
と
な
る
職
務
と
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
複
雑
、

困
難
及
び
責
任
の
度
が
同
程
度
の
職
務
と
す
る
。 

 
 

ホ 

医
療
職
給
料
表
（
二
）
級
別
職
務
分
類
表 

 
 

 

         

 

四
級 

副
部
長 

参
事 

副
セ
ン
タ
ー
長
（
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ

ン
タ
ー
の
副
セ
ン
タ
ー
長
に
限
る
。
） 

地
域
機
関
の
局
長 

 

警
察
本
部 

 

教
育
委
員
会 

知
事
部
局 組

織 

二
級 

一
級 

四
級 

三
級 

七
級 

六
級 

五
級 

四
級 

三
級 

職
務
の
級 

相
当
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
警 

警
察
技
師 

主
任
専
門
員 

専
門
員 

北
部
支
所
長 

主
幹 

技
師
長 

地
域
機
関
の
部
長 

次
長 

支
所
長 

主
査 

副
技
師
長 

科
長 

地
域
機
関
の
課
長 

主
任
専
門
員 

専
門
員 

職 

 



 

 
 

 

       
 

備
考 

こ
の
表
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
準
と
な
る
職
務
の
う
ち
五
級
及
び
六
級
の
も
の

に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
課
付
及
び
所
付
の
職
務
は
、
こ
れ
ら
の
基
準
と
な
る
職
務
と
そ

れ
ぞ
れ
そ
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
が
同
程
度
の
職
務
と
す
る
。
た
だ
し
、
警
察

本
部
の
職
員
の
職
務
に
あ
つ
て
は
、
基
準
と
な
る
職
務
の
う
ち
一
級
か
ら
五
級
ま
で
の

も
の
に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
隊
付
及
び
学
校
付
の
職
務
は
、
こ
れ
ら
の
基
準
と
な
る
職

務
と
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
が
同
程
度
の
職
務
と
す
る
。 

 
 

ヘ 

医
療
職
給
料
表
（
三
）
級
別
職
務
分
類
表 

 
 

 

   
 

 

      
 

 

          

 

五
級 

三
級 

 

係
長 

主
査 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
警
察
技

師 察
技
師 

 

警
察
本
部 

教
育
委
員
会 

知
事
部
局 組

織 

二
級 

六
級 

五
級 

四
級 

三
級 

六
級 

五
級 

四
級 

三
級 

職
務
の
級 

相
当
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
警
察

技
師 

困
難
な
業
務
を
行
う
主
幹 

主
幹 

困
難
な
業
務
を
行
う
主
査 

主
査 

主
任
専
門
員 

専
門
員 

困
難
な
業
務
を
行
う
主
幹 

主
幹 

困
難
な
業
務
を
行
う
主
査 

主
査 

主
任
専
門
員 

専
門
員 

職 

 



 
 

 

      
 

備
考 

こ
の
表
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
準
と
な
る
職
務
の
う
ち
四
級
及
び
五
級
の
も
の

に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
課
付
及
び
所
付
の
職
務
は
、
こ
れ
ら
の
基
準
と
な
る
職
務
と
そ

れ
ぞ
れ
そ
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
が
同
程
度
の
職
務
と
す
る
。
た
だ
し
、
警
察

本
部
の
職
員
の
職
務
に
あ
つ
て
は
、
基
準
と
な
る
職
務
の
う
ち
二
級
か
ら
五
級
ま
で
の

も
の
に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
課
付
の
職
務
は
、
こ
れ
ら
の
基
準
と
な
る
職
務
と
そ
れ
ぞ

れ
そ
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
が
同
程
度
の
職
務
と
す
る
。 

 
 

別
表
第
二
中
「
正
規
の
試
験
」
を
「
採
用
試
験
」
に
改
め
る
。 

 
 

別
表
第
三
中
学
卒
の
項
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。 

 
 

別
表
第
五
の
備
考
第
四
号
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
、
「
課
程
を
」
を
「
課

程
又
は
薬
学
若
し
く
は
獣
医
学
に
関
す
る
課
程
（
修
業
年
限
四
年
の
も
の
に
限
る
。
）

を
」
に
改
め
る
。 

 
 

別
表
第
六
中
「
正
規
の
試
験
」
を
「
採
用
試
験
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
等
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
二

十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以

下
「
改
正
後
の
初
任
給
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か

ら
適
用
す
る
。 

 

（
第
一
条
の
改
正
規
定
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

３ 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、

新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
昇
給
又
は
復
職
時
等
に
お

け
る
号
給
の
調
整
以
外
の
事
由
に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ
た
職
員
の
う

ち
、
改
正
後
の
初
任
給
規
則
の
規
定
に
よ
る
号
給
が
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
前
の

初
任
給
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
号
給
に
達
し
な
い
職
員
の
、
当
該
適
用
又

は
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
初
任
給
規
則
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
改
正
前
の
初
任
給
規
則
の
規
定
に
よ
る
号
給
と
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

 

五
級 

四
級 

三
級 

困
難
な
業
務
を
行
う
係
長 

主
査 

係
長 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
警
察
技
師 

 



 

４ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、

新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
昇
給
又
は
復
職
時
等
に
お

け
る
号
給
の
調
整
以
外
の
事
由
に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ
た
職
員
（
個

別
に
埼
玉
県
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
号
給
を
決
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
職
員

を
除
く
。
）
の
う
ち
、
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
職
員
の
、
当
該
適
用
又
は
異
動
の
日
に
お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
第
二
条
の
改
正
規
定
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

５ 

第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の

前
日
か
ら
引
き
続
き
同
一
の
職
（
相
当
す
る
職
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
る
職
員

で
、
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
が
施
行
日
に
お
い
て
職
員

の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第

十
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例

第
十
九
号
）
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
級
別
基
準
職
務
表
又
は
第
二
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
第
三
条
に
規
定
す
る
級

別
職
務
分
類
表
に
定
め
る
そ
の
者
の
職
の
職
務
に
対
応
す
る
職
務
の
級
と
異
な
る
も
の

の
施
行
日
以
後
に
お
け
る
職
務
の
級
は
、
当
該
職
員
が
当
該
職
に
あ
る
間
は
、
施
行
日

の
前
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級
（
施
行
日
以
後
に
給
料
表
の
適
用

を
異
に
す
る
異
動
が
あ
っ
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
施
行
日
の
前
日
に
当
該
異
動
が
あ
っ

た
も
の
と
し
た
場
合
に
同
日
に
お
い
て
当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
職
務
の

級
）
と
す
る
。 



規 
 

則 

 
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

馬 

橋 

隆 

紀 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
八
二 

 
 

 

単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
五
〇
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
第
三
項
第
一
号
中
「
六
千
円
」
を
「
八
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
一
万
三
千

円
」
を
「
一
万
六
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
二
万
円
」
を
「
二
万
四
千
円
」
に
改
め
、

同
項
第
四
号
中
「
二
万
六
千
円
」
を
「
三
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
三
万
三
千
円
」

を
「
四
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
三
万
八
千
円
」
を
「
四
万
六
千
円
」
に
改
め
、
同
項

第
七
号
中
「
四
万
三
千
円
」
を
「
五
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
四
万
八
千
円
」
を

「
五
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
五
万
三
千
円
」
を
「
六
万
四
千
円
」
に
改
め
、
同

項
第
十
号
中
「
五
万
八
千
円
」
を
「
七
万
円
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
二
項
中
「
二
万
六
千
円
」
を
「
三
万
円
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規 
 

則 

 
時
間
外
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

馬 

橋 

隆 

紀 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
八
三 

 
 

 

時
間
外
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

時
間
外
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
三
一
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
中
「
第
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
、
「
第
四
条
第
二

項
た
だ
し
書
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規 
 

則 

 
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

馬 

橋 

隆 

紀 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
八
四 

 
 

 

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

第
一
条 

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
四
六
）
の
一
部
を
次
の 

 

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
二
項
中
「
百
分
の
八
」
を
「
百
分
の
八
・
三
」
に
改
め
る
。 

 
 

附
則
第
三
項
中
「
百
分
の
十
一
」
を
「
百
分
の
十
一
・
三
」
に
改
め
る
。 

 
 

附
則
第
四
項
中
「
百
分
の
十
五
」
を
「
百
分
の
十
五
・
五
」
に
改
め
る
。 

第
二
条 

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
二
項
中
「
百
分
の
八
・
三
」
を
「
百
分
の
九
」
に
改
め
る
。 

 
 

附
則
第
三
項
中
「
百
分
の
十
一
・
三
」
を
「
百
分
の
十
二
」
に
改
め
る
。 

 
 

附
則
第
四
項
中
「
百
分
の
十
五
・
五
」
を
「
百
分
の
十
六
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 
 

（
施
行
期
日
等
） 

 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八 

 
 

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

２ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年 

 
 

四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 



規 
 

則 

 
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
及
び
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
等

を
受
け
る
職
員
の
号
給
の
切
替
え
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

馬 

橋 

隆 

紀 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
八
五 

 
 

 

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
及
び
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を 

 
 

改
正
す
る
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
を
超
え
る
給 

 
 

料
月
額
等
を
受
け
る
職
員
の
号
給
の
切
替
え
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
七
〇
） 

 

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
「
第
五
条
第
四
項
」
を
「
第
五
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。 

 

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
職
務 

 

の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
等
を
受
け
る
職
員
の
号
給
の
切
替
え
に
関
す 

 

る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る 

 

職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
等
を
受
け
る
職
員
の
号
給
の
切
替
え
に 

 

関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
五
五
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
中
「
お
い
て
」
の
下
に
「
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
十
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規 
 

則 

 
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

馬 

橋 

隆 

紀 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
四
八 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
一
八
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
の
次
に
次
の
見
出
し
及
び
六
条
を
加
え
る
。 

（
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
基
準
等
） 

第
一
条
の
二 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
号
。

以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
（
以
下
「
委

員
会
規
則
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。 

一 

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
又
は
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二

十
六
号
）
第
十
八
条
に
規
定
す
る
学
齢
児
童
を
養
育
す
る
職
員 

二 

次
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
二
週
間
以
上
の
期
間
に
わ
た

り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
を
介
護
す
る
職
員 

イ 

配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
） 

ロ 

父
母 

ハ 

子 

ニ 

配
偶
者
の
父
母 

ホ 

次
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
職
員
と
同
居
し
て
い
る
も
の 

(1) 

祖
父
母
、
孫
及
び
兄
弟
姉
妹 

(2) 

父
母
の
配
偶
者 

(3) 

配
偶
者
の
父
母
の
配
偶
者 

(4) 

子
の
配
偶
者 

(5) 

配
偶
者
の
子 

２ 

条
例
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を

割
り
振
る
職
員
に
つ
い
て
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
に
加
え
て
設
け
る
週
休
日
（
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
週
休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
単
位
期
間
（
第
一
条
の
七
に
規
定
す
る
期
間

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
そ
の
初
日
か
ら
一
週
間
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
（
単
位
期
間
が

一
週
間
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
単
位
期
間
。
第
一
条
の
四
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
「
区

分
期
間
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
つ
き
一
日
を
限
度
と
し
、
公
務
の
正
常
な
運
営
を
妨
げ
な
い
と



認
め
る
場
合
に
限
り
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
を
設
け
る
こ
と
は
、
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務

時
間
の
割
振
り
に
併
せ
て
行
う
こ
と
と
す
る
。 

第
一
条
の
三 

条
例
第
三
条
第
三
項
の
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
適
切
な
公
務
運
営
を
確

保
す
る
た
め
、
同
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
任
命
権
者
が
定

め
る
職
員
と
す
る
。 

第
一
条
の
四 

条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
の
割
振
り
は
、
次
に
掲
げ
る
基

準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

勤
務
時
間
は
、
一
日
に
つ
き
六
時
間
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
職
員
の
休
日
（
条
例

第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
の
休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
埼
玉
県
人
事
委

員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
定
め
る
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
休
日
等
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
七
時
間
四
十
五
分
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
条
例
第
二
条

第
三
項
に
規
定
す
る
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
任
期
付
短
時

間
勤
務
職
員
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
あ
っ
て
は
、
当
該
職
員
の
単
位
期
間
ご
と
の
期
間
に
お
け
る
勤
務
時
間
を
当
該
期
間
に
お

け
る
条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
（
第
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
週

休
日
を
除
く
。
）
以
外
の
日
の
日
数
で
除
し
て
得
た
時
間
。
次
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

と
す
る
こ
と
。 

二 

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
の
時
間
の
う
ち
、
休
憩
時
間

を
除
く
時
間
は
、
こ
の
項
の
基
準
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
職
員
に
共
通
す
る
勤
務
時

間
と
す
る
こ
と
。 

三 

始
業
の
時
刻
は
午
前
七
時
以
後
に
、
終
業
の
時
刻
は
午
後
十
時
以
前
に
設
定
す
る
こ
と
。 

２ 

第
一
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基

づ
く
勤
務
時
間
の
割
振
り
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

勤
務
時
間
は
、
一
日
に
つ
き
四
時
間
三
十
分
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
休
日
等
に
つ

い
て
は
、
七
時
間
四
十
五
分
と
す
る
も
の
と
し
、
区
分
期
間
（
第
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
週
休
日
を
含
む
区
分
期
間
を
除
く
。
）
ご
と
に
つ
き
一
日
（
次
号
に
お
い
て
「
特
例

対
象
日
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
四
時
間
三
十
分
未
満
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
こ
と
。 

二 

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
午
前
十
時
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で
の
時
間
の
う
ち
、
休

憩
時
間
を
除
く
時
間
は
、
こ
の
項
の
基
準
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
職
員
に
共
通
す
る

勤
務
時
間
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
例
対
象
日
を
定
め
た
職
員
の
当
該
特
例
対
象
日
に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
こ
と
。 



三 

始
業
の
時
刻
は
午
前
七
時
以
後
に
、
終
業
の
時
刻
は
午
後
十
時
以
前
に
設
定
す
る
こ
と
。 

３ 

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
又
は
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
七
時
間
四
十
五
分
に
満
た
な
い

勤
務
時
間
を
割
り
振
ろ
う
と
す
る
日
に
係
る
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時

間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
、
任
命
権
者
が
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一

項
第
一
号
（
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
及
び
第
二
号
又
は
前
項
第
一
号
（
休
日
等
に
割
り
振
る
勤

務
時
間
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
二
号
に
定
め
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
。 

４ 

職
務
の
特
殊
性
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、
第
一
項
第
二
号
又
は
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
勤

務
時
間
と
異
な
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
で
公
務
能
率
の
向
上
が
見
込
ま
れ
る
場
合
の

勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
第
二
号
又
は
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
基
準
に
よ

ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

第
一
条
の
五 

条
例
第
三
条
第
三
項
の
職
員
の
申
告
は
、
前
条
（
第
一
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
職
員
の
申
告
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
二
項
及
び
前
条
）
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

任
命
権
者
は
、
第
一
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
よ
る
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告

に
つ
い
て
、
そ
の
事
由
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
申
告
を
し
た
職
員

に
対
し
て
、
証
明
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

任
命
権
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

単
に
「
申
告
」
と
い
う
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
勤
務
時
間

を
割
り
振
り
、
及
び
週
休
日
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。 

一 

前
条
第
一
項
に
定
め
る
基
準
に
係
る
申
告 

当
該
申
告
を
考
慮
し
て
勤
務
時
間
を
割
り

振
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
ど
お
り
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
よ

る
と
公
務
の
正
常
な
運
営
を
妨
げ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
別
に
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

二 

第
一
条
の
二
第
二
項
及
び
前
条
第
二
項
に
定
め
る
基
準
に
係
る
申
告 

当
該
申
告
を
考

慮
し
て
第
一
条
の
二
第
二
項
の
基
準
に
よ
る
週
休
日
を
設
け
、
及
び
勤
務
時
間
を
割
り
振
る

も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
ど
お
り
に
週
休
日
を
設
け
、
及
び
勤
務
時

間
を
割
り
振
る
と
公
務
の
正
常
な
運
営
を
妨
げ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
別
に
委
員
会
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
週
休
日
を
設
け
、
及
び
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。 

４ 

任
命
権
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務

時
間
の
割
振
り
及
び
週
休
日
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
後
の
勤
務
時
間
の
割

振
り
及
び
週
休
日
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

職
員
か
ら
あ
ら
か
じ
め
前
項
の
規
定
に
よ
り
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
始
業
若
し
く



は
終
業
の
時
刻
及
び
設
け
ら
れ
た
週
休
日
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
後
の

勤
務
時
間
の
始
業
若
し
く
は
終
業
の
時
刻
及
び
週
休
日
に
つ
い
て
変
更
の
申
告
が
あ
っ
た

場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
ど
お
り
に
変
更
す
る
と
き
。 

二 
前
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
行
い
、
及
び
週
休
日
を
設
け
、
又
は
こ
の
項

の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
の
割
振
り
及
び
週
休
日
の
変
更
を
行
っ
た
後
に
生
じ
た
事
由
に

よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
及
び
週
休
日
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る

変
更
の
後
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
及
び
週
休
日
に
よ
る
と
公
務
の
正
常
な
運
営
を
妨
げ
る

と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
別
に
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
変
更
す
る
と
き
。 

第
一
条
の
六 

前
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
を
設
け
、
及
び
勤
務
時
間
を
割
り
振

ら
れ
た
職
員
は
、
第
一
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場

合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
任
命
権
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

３ 

前
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
を
設
け
、
及
び
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
れ
た
職

員
が
、
単
位
期
間
の
中
途
に
お
い
て
第
一
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
し
な
い

こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
単
位
期
間
の
末
日
ま
で
の
間
の
週
休
日
及
び
勤
務
時
間

の
割
振
り
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
、
そ
の
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
直
前
に
当
該
単
位
期

間
に
つ
い
て
設
け
ら
れ
た
週
休
日
及
び
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
。 

第
一
条
の
七 

条
例
第
三
条
第
三
項
の
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
四
週
間
（
四
週
間
で
は

適
正
に
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
と
し
て
任
命
権
者
が
委
員
会
と

協
議
し
て
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
任
命
権
者
が
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
一
週
間
、
二
週
間
又
は
三
週
間
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
職
員
に
係
る
条
例
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
及
び
同
条
第
三
項

の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
、
一
週
間
、
二
週
間
、
三
週
間
又
は
四
週

間
の
う
ち
職
員
が
選
択
す
る
期
間
と
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
中
「
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第

二
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
」
を
「
条
例
」
に
改
め
、
「
（
条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定

す
る
週
休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
中
「
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
（
以
下
「
委
員
会
規
則
」
と
い
う
。
）
」
を
「
委

員
会
規
則
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三

項
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
の
二
中
「
埼
玉
県
人
事
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
」
を
「
委
員
会
」
に

改
め
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
中
「
設
け
」
の
下
に
「
（
次
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同



条
第
二
項
中
「
任
命
権
者
は
、
」
の
下
に
「
条
例
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
週
休

日
を
設
け
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
職
員
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
、

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
り
、
又
は
」
を
加
え
る
。 

 

第
四
条
の
二
第
二
項
中
「
（
条
例
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
の
休
日
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中
「
第
三
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
二
十
六
条
」
を
「
第
二
十
六
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
の
三
中
「
第
二
条
」
を
「
第
一
条
の
二
及
び
第
一
条
の
四
か
ら
第
二
条
ま
で
」
に
、
「
同

法
」
を
「
育
児
休
業
法
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
条
第
一
号
中
「
（
条
例
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
」
及
び
「
（
条
例
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。 

 

第
十
条
第
三
項
第
二
号
中
「
条
件
附
」
を
「
条
件
付
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
三
条
第
三
項
中
「
二
の
期
間
」
を
「
三
の
期
間
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規 
 

則 

 
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

馬 

橋 

隆 

紀 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
八
―
一
〇 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
八
―
六
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
第
一
項
中
「
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
二

条
」
を
「
第
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
条
」
を
「
第
三
条
第
一
号
」
に
改

め
る
。 

 

第
九
条
の
見
出
し
中
「
日
数
及
び
時
間
」
を
「
期
間
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
二
条
」
を

「
第
十
二
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項

を
加
え
る
。 

 
 

条
例
第
十
二
条
第
一
号
の
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
は
四
週
間
（
育
児
短
時
間
勤
務
を
し

よ
う
と
す
る
期
間
の
全
て
を
四
週
間
ご
と
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
と
し
て
任
命

権
者
が
埼
玉
県
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
任
命
権
者
が
埼
玉
県
人

事
委
員
会
と
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
週
間
、
二
週
間
又
は
三
週
間
）
と
し
、
委

員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
の
間
は
午
前
七
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
と
し
、
委
員
会
規
則
で
定
め

る
時
間
は
二
時
間
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規 
 

則 

 
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

馬 

橋 

隆 

紀 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
十
九
―
六 

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
九
―
一
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
第
五
条
第
三
項
及
び
第
五
項
」
を
「
第
五
条
第
六
項
」
に
、
「
並
び
に
」
を
「
及

び
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
を
削
る
。 

 

第
五
条
中
「
第
五
条
第
五
項
」
を
「
第
五
条
第
六
項
」
に
、
「
又
は
第
四
項
」
を
「
か
ら
第
五

項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
し
、
第
六
条
を
第
五
条
と
す
る
。 

 

第
七
条
第
一
項
中
「
で
き
る
第
一
号
任
期
付
研
究
員
」
の
下
に
「
（
条
例
第
三
条
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加

え
、
同
条
を
第
六
条
と
し
、
第
八
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規 
 

則 

 
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

馬 

橋 

隆 

紀 
 

 
 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
二
十
―
四 

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
二
〇
―
一
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
第
四
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
」
を
「
第
四
条
第
四
項
及
び
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
を
削
る
。 

 

第
五
条
中
「
特
定
任
期
付
職
員
」
の
下
に
「
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
任
期
付
職
員
を

い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
を
第
四
条
と
し
、
第
六
条
を
第
五
条
と
す
る
。 

 

第
七
条
第
一
項
中
「
第
四
条
第
二
項
」
を
「
第
四
条
第
一
項
」
に
、
「
正
規
の
試
験
」
を
「
採

用
試
験
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
し
、
第
八
条
を
第
七
条
と
す
る
。 

 

第
九
条
中
「
第
八
条
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
し
、
第
十
条
を
第
九
条
と

す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規 
 

則 

 
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

馬 

橋 

隆 
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埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
二
四
―
一 

 
 

 

職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
の
二
及
び
第
六
十
条
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
並
び
に
職
員
の
退
職

管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
七
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第

三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
退
職
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
離
職
前
五
年
間
に
在
職
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
の
組
織
等
の
役
職
員
に
類

す
る
者
） 

第
二
条 

法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
離
職
前
五
年
間
に
在
職
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
執

行
機
関
の
組
織
等
の
役
職
員
に
類
す
る
者
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
再
就

職
者
（
同
項
に
規
定
す
る
再
就
職
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
離
職
前
五
年
間
に
就
い
て
い

た
職
が
廃
止
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
再
就
職
者
が
当
該
職
に
就
い
て
い
た
時
に
担
当
し

て
い
た
職
務
を
担
当
し
て
い
る
役
職
員
（
同
項
に
規
定
す
る
役
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

が
属
す
る
執
行
機
関
の
組
織
等
（
同
項
に
規
定
す
る
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
の
組
織
等
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
当
該
再
就
職
者
が
当
該
職
に
就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
執
行

機
関
の
組
織
等
を
除
く
。
）
に
属
す
る
役
職
員
と
す
る
。 

（
子
法
人
） 

第
三
条 

法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）

第
百
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
子
法
人
の
例
を
基
準
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
も
の
は
、
一
の
営
利
企
業
等
（
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
営
利
企
業
等
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
が
株
主
等
（
株
主
若
し
く
は
社
員
又
は
発
起
人
そ
の
他
の
法
人
の
設
立
者

を
い
う
。
）
の
議
決
権
（
株
主
総
会
に
お
い
て
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
の
全
部
に
つ

き
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
除
き
、
会
社
法
（
平
成

十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
八
百
七
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
も
の

と
み
な
さ
れ
る
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
総
数
の
百
分
の
五
十
を

超
え
る
数
の
議
決
権
を
保
有
す
る
法
人
を
い
い
、
一
の
営
利
企
業
等
及
び
そ
の
子
法
人
又
は
一

の
営
利
企
業
等
の
子
法
人
が
株
主
等
の
議
決
権
の
総
数
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
の
議
決

権
を
保
有
す
る
法
人
は
、
当
該
営
利
企
業
等
の
子
法
人
と
み
な
す
。 

（
退
職
手
当
通
算
法
人
） 



第
四
条 

法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
法
人
は
、
地
方
独
立
行
政

法
人
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。 

一 

地
方
住
宅
供
給
公
社
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
に
規
定
す
る
地
方
住
宅
供

給
公
社 

二 

地
方
道
路
公
社
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
二
号
）
に
規
定
す
る
地
方
道
路
公
社 

三 

公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
に
規
定
す

る
土
地
開
発
公
社 

四 

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
第
七
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
公
庫
等
（
以
下
「
公
庫
等
」
と
い
う
。
） 

（
退
職
手
当
通
算
予
定
職
員
） 

第
五
条 

法
第
三
十
八
条
の
二
第
三
項
の
特
別
の
事
情
が
な
い
限
り
引
き
続
い
て
選
考
に
よ
る
採

用
が
予
定
さ
れ
て
い
る
者
の
う
ち
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
退
職
手
当
通
算
法
人

の
役
員
又
は
退
職
手
当
通
算
法
人
に
使
用
さ
れ
る
者
と
な
る
た
め
退
職
す
る
時
に
職
員
の
退

職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
十
八
号
）
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当

の
支
給
を
受
け
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
と
す
る
。 

（
内
部
組
織
の
長
に
準
ず
る
職
） 

第
六
条 

法
第
三
十
八
条
の
二
第
四
項
の
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

百
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
直
近
下
位
の
内
部
組
織
の
長

の
職
に
準
ず
る
職
で
あ
っ
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
と

す
る
。 

一 

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
－
一
。
以
下
「
管
理
職
手
当

規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
手
当
の
区
分
が
一
種
の
職
（
地
方
自
治
法
第
百

五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
の
直
近
下
位
の
内
部
組
織
の
長

の
職
を
除
く
。
） 

二 

埼
玉
県
企
業
職
員
給
与
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号
。
以

下
「
企
業
職
員
給
与
規
程
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
手
当
の
区
分
が
一
種
の
職 

三 

埼
玉
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
六
号
。
以

下
「
病
院
局
職
員
給
与
規
程
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
手
当
の
区
分
が
一
種
の

職 

四 

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
給
与
規
程
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程 

 
 

第
五
号
。
以
下
「
下
水
道
局
職
員
給
与
規
程
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
手
当
の 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

区
分
が
一
種
の
職 

五 

警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

特
定
地
方
警
務
官
（
以
下
「
特
定
地
方
警
務
官
」
と
い
う
。
）
が
就
い
て
い
た
職 



（
内
部
組
織
の
長
等
の
職
に
就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関

の
組
織
等
の
役
職
員
に
類
す
る
者
） 

第
七
条 

法
第
三
十
八
条
の
二
第
四
項
の
地
方
自
治
法
第
百
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
普
通

地
方
公
共
団
体
の
長
の
直
近
下
位
の
内
部
組
織
の
長
又
は
前
条
で
定
め
る
職
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
内
部
組
織
の
長
等
の
職
」
と
い
う
。
）
に
就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
地
方
公

共
団
体
の
執
行
機
関
の
組
織
等
の
役
職
員
に
類
す
る
者
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

も
の
は
、
再
就
職
者
が
離
職
し
た
日
の
五
年
前
の
日
よ
り
前
に
就
い
て
い
た
内
部
組
織
の
長
等

の
職
が
廃
止
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
再
就
職
者
が
当
該
内
部
組
織
の
長
等
の
職
に
就
い

て
い
た
時
に
担
当
し
て
い
た
職
務
を
担
当
し
て
い
る
役
職
員
が
属
す
る
執
行
機
関
の
組
織
等

（
当
該
再
就
職
者
が
当
該
内
部
組
織
の
長
等
の
職
に
就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
執
行

機
関
の
組
織
等
を
除
く
。
）
に
属
す
る
役
職
員
と
す
る
。 

（
在
職
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
の
組
織
等
の
役
職
員
に
類
す
る
者
） 

第
八
条 

法
第
三
十
八
条
の
二
第
五
項
の
在
職
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
の
組
織
等

の
役
職
員
に
類
す
る
者
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
再
就
職
者
が
離
職
前
に

就
い
て
い
た
職
が
廃
止
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
再
就
職
者
が
当
該
職
に
就
い
て
い
た
時

に
担
当
し
て
い
た
職
務
を
担
当
し
て
い
る
役
職
員
が
属
す
る
執
行
機
関
の
組
織
等
（
当
該
再
就

職
者
が
当
該
職
に
就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
執
行
機
関
の
組
織
等
を
除
く
。
）
に
属
す

る
役
職
員
と
す
る
。 

（
地
方
公
共
団
体
等
の
事
務
又
は
事
業
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
業
務
） 

第
九
条 

法
第
三
十
八
条
の
二
第
六
項
第
一
号
の
地
方
公
共
団
体
又
は
国
の
事
務
又
は
事
業
と
密 

 

接
な
関
連
を
有
す
る
業
務
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
、

第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
法
人
、
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県

人
事
委
員
会
規
則
一
七
一
四
。
以
下
「
派
遣
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま

で
に
規
定
す
る
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
及
び
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
法
人
を
除
く
。
）
及

び
県
の
出
資
又
は
出
え
ん
に
係
る
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
、
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
法
人
、

派
遣
規
則
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で
に
規
定
す
る
法
人
を
除
く
。
）
が
行
う
業
務
と
す
る
。 

（
行
政
庁
等
へ
の
権
利
行
使
等
に
類
す
る
場
合
） 

第
十
条 

法
第
三
十
八
条
の
二
第
六
項
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
法
令
に

違
反
す
る
事
実
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
是
正
の
た
め
に
さ
れ
る
べ
き
処
分
が
さ
れ
て
い

な
い
と
思
料
す
る
と
き
に
、
当
該
処
分
を
す
る
権
限
を
有
す
る
行
政
庁
に
対
し
、
そ
の
旨
を
申

し
出
て
、
当
該
処
分
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
場
合
と
す
る
。 

（
再
就
職
者
に
よ
る
依
頼
等
に
よ
り
公
務
の
公
正
性
の
確
保
に
支
障
が
生
じ
な
い
と
認
め
ら

れ
る
場
合
） 

第
十
一
条 

法
第
三
十
八
条
の
二
第
六
項
第
六
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
同
号



の
要
求
又
は
依
頼
に
係
る
職
務
上
の
行
為
が
電
気
、
ガ
ス
又
は
水
道
水
の
供
給
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
継
続
的
給
付
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
を
受
け
る
契
約
に
関
す
る
職
務

そ
の
他
役
職
員
の
裁
量
の
余
地
が
少
な
い
職
務
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
と
す
る
。 

（
再
就
職
者
に
よ
る
依
頼
等
の
承
認
の
手
続
） 

第
十
二
条 
法
第
三
十
八
条
の
二
第
六
項
第
六
号
の
承
認
を
得
よ
う
と
す
る
再
就
職
者
は
、
再
就

職
者
に
よ
る
依
頼
等
承
認
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
を
任
命
権
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

（
再
就
職
者
に
よ
る
依
頼
等
の
届
出
の
手
続
） 

第
十
三
条 

法
第
三
十
八
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
同
項
に
規
定
す
る
要
求
又
は

依
頼
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
、
再
就
職
者
か
ら
の
依
頼
等
届
出
書
（
様
式
第
二
号
）
を
人
事
委

員
会
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
部
長
又
は
課
長
に
相
当
す
る
職
） 

第
十
四
条 

法
第
三
十
八
条
の
二
第
八
項
の
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十

号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
長
又
は
課
長
の
職
に
相
当
す
る
職
と
し
て
人
事
委
員

会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
と
す
る
。 

 

一 

管
理
職
手
当
規
則
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
手
当
の
区
分
が
二
種
又
は
三
種
の
職
（
特
定
地 

 
 

方
警
務
官
が
就
い
て
い
た
職
を
除
く
。
） 

 

二 

学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
埼
玉
県 

 
 

教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
。
以
下
「
学
校
職
員
初
任
給
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
に 

 
 

定
め
る
職
務
の
級
四
級
の
職 

 

三 

学
校
職
員
初
任
給
規
則
別
表
第
二
に
定
め
る
職
務
の
級
四
級
の
職
（
県
立
中
学
校
の
校
長 

 
 

の
職
に
限
る
。
） 

 

四 

企
業
職
員
給
与
規
程
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
手
当
の
区
分
が
二
種
又
は
三
種
の
職 

 

五 

病
院
局
職
員
給
与
規
程
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
手
当
の
区
分
が
二
種
又
は
三
種
の
職 

 

六 

下
水
道
局
職
員
給
与
規
程
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
手
当
の
区
分
が
二
種
又
は
三
種
の
職 

（
部
課
長
等
の
職
に
就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
の
組
織

等
の
役
職
員
に
類
す
る
者
） 

第
十
五
条 

法
第
三
十
八
条
の
二
第
八
項
の
国
家
行
政
組
織
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

部
長
又
は
課
長
の
職
に
相
当
す
る
職
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
部
課
長
等
の
職
」
と
い
う
。
）

に
就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
の
組
織
等
の
役
職
員
に
類

す
る
者
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
再
就
職
者
が
離
職
し
た
日
の
五
年
前
の

日
よ
り
前
に
就
い
て
い
た
部
課
長
等
の
職
が
廃
止
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
再
就
職
者
が

当
該
部
課
長
等
の
職
に
就
い
て
い
た
時
に
担
当
し
て
い
た
職
務
を
担
当
し
て
い
る
役
職
員
が

属
す
る
執
行
機
関
の
組
織
等
（
当
該
再
就
職
者
が
当
該
部
課
長
等
の
職
に
就
い
て
い
た
時
に
在



職
し
て
い
た
執
行
機
関
の
組
織
等
を
除
く
。
）
に
属
す
る
役
職
員
と
す
る
。 

（
離
職
前
五
年
間
に
在
職
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
の
組
織
等
に
属
す
る
役
職

員
に
類
す
る
者
） 

第
十
六
条 

法
第
六
十
条
第
四
号
の
離
職
前
五
年
間
に
在
職
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機

関
の
組
織
等
に
属
す
る
役
職
員
に
類
す
る
者
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
第

二
条
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
内
部
組
織
の
長
に
準
ず
る
職
） 

第
十
七
条 

法
第
六
十
条
第
五
号
の
地
方
自
治
法
第
百
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
普
通
地
方

公
共
団
体
の
長
の
直
近
下
位
の
内
部
組
織
の
長
の
職
に
準
ず
る
職
で
あ
っ
て
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
も
の
は
、
第
六
条
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
内
部
組
織
の
長
等
の
職
に
就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関

の
組
織
等
に
属
す
る
役
職
員
に
類
す
る
者
） 

第
十
八
条 

法
六
十
条
第
五
号
の
地
方
自
治
法
第
百
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
普
通
地
方
公

共
団
体
の
長
の
直
近
下
位
の
内
部
組
織
の
長
又
は
前
条
で
定
め
る
職
に
就
い
て
い
た
時
に
在

職
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
の
組
織
等
に
属
す
る
役
職
員
に
類
す
る
者
と
し
て

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
第
七
条
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
在
職
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
の
組
織
等
に
属
す
る
役
職
員
に
類
す
る
者
） 

第
十
九
条 

法
第
六
十
条
第
六
号
の
在
職
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
の
組
織
等
に
属

す
る
役
職
員
に
類
す
る
者
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
第
八
条
に
定
め
る
も

の
と
す
る
。 

（
部
長
又
は
課
長
に
相
当
す
る
職
） 

第
二
十
条 

法
第
六
十
条
第
七
号
の
国
家
行
政
組
織
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
長
又

は
課
長
の
職
に
相
当
す
る
職
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
第
十
四
条
に
定
め

る
も
の
と
す
る
。 

（
部
課
長
等
の
職
に
就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
の
組
織

等
に
属
す
る
役
職
員
に
類
す
る
者
） 

第
二
十
一
条 

法
第
六
十
条
第
七
号
の
国
家
行
政
組
織
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
長

又
は
課
長
の
職
に
相
当
す
る
職
に
就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
執
行

機
関
の
組
織
等
に
属
す
る
役
職
員
に
類
す
る
者
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、

第
十
五
条
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
管
理
又
は
監
督
の
地
位
に
あ
る
職
員
の
職
） 

第
二
十
二
条 

条
例
第
三
条
の
管
理
又
は
監
督
の
地
位
に
あ
る
職
員
の
職
と
し
て
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
も
の
は
、
内
部
組
織
の
長
等
の
職
（
特
定
地
方
警
務
官
が
就
い
て
い
た
職
を
除

く
。
）
及
び
第
十
四
条
に
定
め
る
職
と
す
る
。 



（
任
命
権
者
へ
の
再
就
職
の
届
出
を
要
し
な
い
場
合
） 

第
二
十
三
条 

条
例
第
三
条
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一 

任
命
権
者
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
要
請
に
応
じ
地
方
公
務
員
又
は
国
家
公
務
員

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
地
方
公
務
員
等
」
と
い
う
。
）
と
な
る
た
め
退
職
し
、
引
き
続

き
地
方
公
務
員
等
と
な
っ
た
場
合 

二 

法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
と
し

て
採
用
さ
れ
た
場
合 

三 

営
利
企
業
以
外
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
地
位
に
就
い
た
場
合
で
あ
っ
て
、
再
就
職
の
届

出
を
要
し
な
い
報
酬
額
以
下
の
報
酬
を
得
る
場
合 

２ 

前
項
第
三
号
の
再
就
職
の
届
出
を
要
し
な
い
報
酬
額
は
、
営
利
企
業
以
外
の
事
業
の
団
体
の

地
位
に
就
き
、
又
は
事
業
に
従
事
し
、
若
し
く
は
事
務
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し

て
一
年
間
に
つ
き
、
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
十
八
条
第
三
項
第
一

号
括
弧
書
に
規
定
す
る
給
与
所
得
控
除
額
に
相
当
す
る
金
額
と
同
法
第
八
十
六
条
第
二
項
に

規
定
す
る
基
礎
控
除
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
合
計
額
と
す
る
。 

（
任
命
権
者
へ
の
再
就
職
の
届
出
） 

第
二
十
四
条 

条
例
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
元
管
理
職
員
再
就
職

届
出
書
（
様
式
第
三
号
）
を
、
離
職
し
た
職
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
の
任
命
権
者
に
届
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１号（第１２条関係）

年 月 日
　（宛先）

　任命権者

（ ）

昭 ・ 平 年 月

勤務先（営利企業等）の名称

－ － ） － － ）

年 月 日

自 年 月 日

至 年 月 日

自 年 月 日

至 年 月 日

自 年 月 日

至 年 月 日

自 年 月 日

至 年 月 日

自 年 月 日

至 年 月 日

自 年 月 日

至 年 月 日

自 年 月 日

至 年 月 日

自 年 月 日

至 年 月 日

※

㊞

再就職者による依頼等承認申請書

　生年月日（年齢）

１　申請者

（ふりがな）

申請者が地方公務員法第３８条の２第４項又は第８項に規定する職に就いていた場合にあっ
ては、当該職に就いていた期間まで遡って記載すること。

在職期間 職務内容所属・職

離職時の職

２　離職時及び離職前の状況

離
職
前
５
年
間

(

※

)

の
在
職
状
況
等

日生（

勤務先（営利企業等）の業務内容

離 職 日

　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３８条の２第６項第６号の規定に基づき、下記
のとおり承認を申請します。

　この申請書の記載事項は、事実に相違ありません。

勤務先における地位（役職等）

歳）氏　　名

連 絡 先 TEL（ FAX（



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ □

□ □

（ ）

□

□　

□　

□

□

□

７　その他参考事項

承認番号  処理年月日

５　要求又は依頼の対象となる契約等事務の内容

６　要求又は依頼の具体的な内容

その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するもの

電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として人事委員会が定めるも
のを受ける契約に関する職務に関するもの

職務内容

該当する

在職していた執行機関の組織等において自らが決定した勤務先（営利企業等）又はその子法人に
対する処分に関する要求又は依頼

該当する

該当しない

所属

該当しない

職

在職していた執行機関の組織等において自らが締結を決定した勤務先（営利企業等）又はその子
法人との契約に関する要求又は依頼

氏　名（ふりがな）

３　要求又は依頼する事項と勤務先（営利企業等）との契約等の関係

４　要求又は依頼の対象となる役職員

承認又は不承認の理由

承認

任命権者記入欄

受理番号

却下　（承認を必要としない）

処理結果区分

上記の２項目のいずれにも該当しない

　職務の内容及び職務に係る役職員の裁量の程度

不承認



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

様式第２号（第１３条関係）

年 月 日

（ ）

昭 ・ 平 年 月

所属

（ ）

年 月 日 時

　営利企業等における再就職者の地位（役職等）

離職時の所属 　離職時の職

再就職者が勤務する営利企業等の名称

再就職者からの依頼等届出書

 人事委員会委員長　様

１　届出者

　生年月日（年齢）

  この届出書の記載事項は、事実に相違ありません。

㊞ 日生（ 歳）氏　　名

受理番号

３　要求又は依頼の内容

２　要求又は依頼をした再就職者の氏名等

氏　　名

人事委員会記入欄

（ふりがな）

　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３８条の２第７項の規定に基づき、下記のとお
り届出をします。

（ふりがな）

　要求又は依頼が行われた日時

　職



様式第３号(第２４条関係) 

 年  月  日  

 

元管理職員再就職届出書 

 

（宛先）  

任命権者  

 

住 所              

氏 名            ㊞ 

電話番号              

 

 

 職員の退職管理に関する条例（平成２８年埼玉県条例第７号）第３条の規定により、次の

とおり届け出ます。 

（ ふ り が な） 

1 氏 名 

  

2 生 年 月 日 年   月   日 

3 離 職 時 の 職 
  

4 離 職 日 年   月   日 

5 再 就 職 日 年   月   日 

6 再 就 職 先 の 名 称 
  

7 再就職先の業務内容 
  

8 再就職先における地位 
  

 

 

 



訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
一
号 

本 
 

 
 
 
 
 

庁 

地 

域 

機 

関 

技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
埼
玉
県
訓
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
中
「
標
準
的
な
」
を
削
り
、
「
級
別
職
務
区
分
表
」
を
「
級
別
基
準
職
務
表
」
に
改
め

る
。 第

四
条
第
二
項
中
「
級
別
職
務
区
分
表
」
を
「
級
別
基
準
職
務
表
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  
 

 

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

1 126,400 146,700 200,400 226,400 259,900

2 127,300 147,900 201,300 228,000 261,900

3 128,300 149,100 202,100 229,500 263,700

4 129,200 150,300 203,400 231,100 265,800

5 130,200 151,500 204,700 232,600 267,700

6 131,200 153,000 206,100 234,300 269,600

7 132,200 154,500 207,500 235,800 271,600

8 133,200 156,000 208,900 237,400 273,700

9 134,000 157,400 210,300 238,900 275,800

10 135,000 158,900 211,900 240,400 277,800

11 136,000 160,400 213,500 242,000 279,900

12 137,100 161,900 214,900 243,500 282,000

13 137,900 163,400 216,200 245,000 284,000

14 138,900 165,200 217,700 246,500 286,100

15 139,900 167,000 219,200 247,900 288,100

16 140,900 168,800 221,000 249,300 290,200

17 142,000 170,600 222,700 250,800 292,200

18 143,200 172,300 224,500 252,600 294,200

19 144,400 174,000 226,200 254,300 296,300

20 145,600 175,700 227,800 256,100 298,300

21 146,700 177,300 229,400 257,800 300,400

22 147,900 178,700 230,800 259,600 302,500

23 149,100 180,100 232,300 261,400 304,500

24 150,300 181,500 233,800 263,100 306,600

25 151,500 183,500 235,100 265,100 308,400

26 153,000 185,000 236,400 267,000 310,500

27 154,500 186,400 237,600 268,800 312,600

28 156,000 187,800 238,700 270,700 314,600

29 157,400 189,200 239,900 272,400 316,600

30 158,900 190,400 241,200 274,300 318,600

31 160,400 191,700 242,500 276,200 320,700

32 161,900 192,800 243,700 278,000 322,800

33 163,400 194,700 245,000 279,700 324,300

34 165,200 196,200 246,000 281,600 326,300

35 167,000 197,600 247,800 283,400 328,200

36 168,800 198,800 249,600 285,300 330,300

別表第１（第２条関係）

給　料　表

職員の

区分



        

 

 
80 253,900 314,400 335,700 374,200

81 255,500 315,100 336,100 374,700

82 257,100 315,800 336,600 375,300

83 258,700 316,400 337,100 375,800

84 260,300 317,000 337,600 376,100

85 261,700 317,500 337,900 376,500

86 263,400 318,000 338,300 377,000

87 265,000 318,500 338,800 377,400

88 266,600 319,000 339,200 377,800

89 268,300 319,500 339,500 378,200

90 270,100 319,900 339,900 378,700

91 271,700 320,200 340,400 379,100

92 273,500 320,500 340,800 379,500

93 275,200 320,800 341,000 379,800

94 276,900 321,000 341,400

95 278,700 321,200 341,900

96 280,400 321,400 342,300

97 281,600 321,700 342,400

98 283,200 322,000 342,900

99 284,700 343,300

100 286,100 343,600

101 287,600 343,900

102 288,900 344,300

103 290,200 344,700

104 291,400 345,100

105 292,700 345,600

106 293,700 346,000

107 294,600 346,400

108 295,400 346,800

109 296,300 347,300

110 297,000 347,700

111 297,700 348,000

112 298,400 348,300

113 298,900 348,800

114 299,400

115 300,000

116 300,600

117 301,300

再任用

職員
192,400 203,500 214,000 254,000 273,400

 
37 170,600 199,900 251,400 287,000 332,200

38 172,300 200,800 253,300 288,700 334,100

39 174,000 201,600 255,300 290,500 336,100

40 175,700 203,000 257,200 292,300 338,000

41 177,300 204,700 259,200 294,000 339,900

42 178,700 206,100 261,100 295,700 341,800

43 180,100 207,500 263,000 297,400 343,600

44 181,500 208,900 264,900 299,000 345,500

45 183,500 210,300 266,700 300,700 347,000

46 185,000 211,900 268,600 302,400 348,400

47 186,400 213,500 270,400 304,000 349,900

48 187,800 214,900 272,000 305,700 351,400

49 189,200 216,200 273,800 306,900 353,000

50 190,400 217,700 275,600 308,400 353,800

51 191,700 219,200 277,300 309,900 355,000

52 192,800 220,500 279,000 311,500 356,000

53 194,000 221,600 280,600 313,100 356,900

54 195,100 222,400 282,300 314,700 358,000

55 196,200 223,300 284,000 316,300 358,900

56 197,300 224,300 285,400 317,800 360,000

57 198,400 225,200 287,000 319,300 360,900

58 199,500 226,700 288,600 320,500 361,600

59 200,500 228,000 290,200 321,700 362,300

再任用 60 201,500 229,100 291,500 322,900 363,000

職員以

外の職 61 202,500 230,600 293,000 323,600 363,400

員 62 203,600 231,900 294,200 324,500 364,000

63 204,700 233,200 295,500 325,300 364,700

64 205,700 234,500 296,800 326,100 365,400

65 206,800 235,700 298,100 327,000 365,700

66 208,100 236,900 299,500 327,400 366,400

67 209,400 238,200 300,800 328,100 367,100

68 210,700 239,500 302,100 328,900 367,800

69 212,000 240,600 303,400 329,700 368,100

70 213,300 241,900 304,600 330,400 368,700

71 214,600 243,100 305,600 331,100 369,400

72 215,900 244,300 306,600 331,800 370,000

73 216,600 245,600 307,700 332,300 370,300

74 218,000 246,800 308,600 332,900 370,900

75 219,300 248,000 309,700 333,400 371,600

76 220,700 249,200 310,600 334,000 372,200

77 221,800 250,300 311,700 334,300 372,600

78 251,500 312,800 334,800 373,100

79 252,600 313,600 335,200 373,700



 

別
表
第
二
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、 

 

 

を 
 

 

に
改
め
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
等
） 

１ 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
、
第
四
条
第
二
項
及
び
別
表

第
二
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
訓
令
（
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

よ
る
改
正
後
の
技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
規
程
」
と

い
う
。
）
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

（
給
与
の
内
払
） 

３ 

改
正
後
の
規
程
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
前
の
技
能

職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
改
正
後
の
規
程
の

規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。 

（
補
則
） 

４ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
訓
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定

め
る
。 

級
 

 

標
準

的
な

職
務

 

 

 

技
能

職
員
（
一
種
）

 

 

 

技
能

職
員
（
二
種
）

 

 

 

級
 

 

標
準

的
な

職
務

 

 

 

技
能

職
員
（
一
種
）

 

 

 

技
能

職
員
（
二
種
）

 

 

 

職
務

の
級

 

 

基
準

と
な

る
職

務
 

 

 

技
能

職
員
（
一
種
）

 

 

 

技
能

職
員
（
二
種
）

 

 

 

職
務

の
級

 

 

基
準

と
な

る
職

務
 

 

 

技
能

職
員
（
一
種
）

 

 

 

技
能

職
員
（
二
種
）

 

 

 

「 」 

」 

「 

「
級

別
職

務
区

分
表

」
 

「
級

別
基

準
職

務
表

」
 



訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
二
号 

本 
 

 
 

 

庁 

地 

域 

機 

関 

職
員
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 
 

 

職
員
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

職
員
被
服
貸
与
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
訓
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

  

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

ゴ

ム

長

靴 

 

ゴ

ム

長

靴 

 

ゴ
ム
長
靴
又
は
田
植
え
長
靴 

 

別
表
第
五
十
二
号
中 

ゴ

ム

長

靴 

 

ゴ

ム

長

靴 

 

ゴ

ム

長

靴 

 

ゴ

ム

長

靴 

 

ゴ

ム

長

靴 

  

「 

」 

ゴ
ム
長
靴
又
は
田
植
え
長
靴 

を 

「 

」 



訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
三
号 

本

庁 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

地

域

機

関 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
事
務
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
事
務
局 

埼
玉
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
訓
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
ス
ポ
ー
ツ
局
長
」
の
下
に
「
、
地
域
包
括
ケ
ア
局
長
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
三
条
の
見
出
し
を
「
（
営
利
企
業
従
事
等
許
可
願
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
営
利
企
業
等

に
従
事
す
る
」
を
「
営
利
企
業
に
従
事
等
す
る
」
に
、
「
、
営
利
企
業
等
従
事
許
可
願
」
を
「
、

営
利
企
業
従
事
等
許
可
願
」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

様
式
第
八
号
中 

            

 

 合
 

 
計

 

連
続
す
る

 

二
の
期
間

 

連
続
す
る

 

一
の
期
間

 

介
護
休
暇
の
期
間
の
初
日
か
ら
１
年
間

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 
月

 
 
日
か
ら

 
 

 
年

 
 
月

 
 
日

 

要
介
護
者

に
関
す
る

事
項

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
月
（

 
 
日
）
※
６
月
（

1
8
0
日
）
を
超
え

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 年
 

 
月

 
 
日
か
ら

 
 

 
年

 
 
月

 
 
日

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 年
 

 
月

 
 
日
か
ら

 
 

 
年

 
 
月

 
 
日

 

 
 介

護
が
必
要
と
な
っ
た
時
期

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 
月

 
 
日

 

 
 同

居
・
別
居
の
別

 
 

 
 続

 
 

 
 

 
柄

 

 
 氏

 
 

 
 

 
名

 
 

 
□

 
同
居

 
 

 
 

 
 
□

 
別
居

 

  

   
 
月
（

 
 

 

 

  
 

 
月
（

 
 

 
日
）
 

  
 

    

要
介
護
者
の

状
態
及
び
具

体
的
な
介
護

の
内
容

 

 

 

 

 

 

「 



      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

                  
 様

式
第
十
二
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
営

利
企

業
等

従
事

許
可

願
 」

 

 

「
営
利
企
業
従
事
等
許
可
願
」

 

 
「
営
利
企
業
等
に
従
事
し
た
い
」

 

 

「
営
利
企
業
に
従
事
等
し
た
い
」

 

 

」
に
改
め
る
。 

 

 

 
 

 
 え

な
い
範
囲

 

  
 

 
月
（

 
 

 
日
）
 

  
 

 
月
（

 
 

 
日
）
  連

続
す
る
二
の
期

間
に
お
け
る
要
介

護
者
の
状
態
及
び

具
体
的
な
介
護
の

内
容

 

 

 

 

 

 合
 

 
計

 

連
続
す
る

 

三
の
期
間

 

連
続
す
る

 

二
の
期
間

 

連
続
す
る

 

一
の
期
間

 

介
護
休
暇
の
期
間
の
初
日
か
ら
１
年
間

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 
月

 
 
日
か
ら

 
 

 
 
年

 
 
月

 
 
日
ま
で

 

要
介
護
者

に
関
す
る

事
項

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
月
（

 
 
日
）
※
６
月
（
１
８
０
日
）
を
超
え
な
い
範
囲

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
年

 
 
月

 
 
日
か
ら

 
 
年

 
 
月

 
 
日
ま
で

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 年
 

 
月

 
 
日
か
ら

 
 
年

 
 
月

 
 
日
ま
で

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 年
 

 
月

 
 
日
か
ら

 
 
年

 
 
月

 
 
日
ま
で

 

 
 介

護
が
必
要
と
な
っ
た
時
期

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 
月

 
 
日

 

 
 同

居
・
別
居
の
別

 
 

 
 続

 
 

 
 

 
柄

 

 
 氏

 
 

 
 

 
名

 
 

 
□

 
同
居

 
 

 
 

 
 
□

 
別
居

 

  

  
 
月
（

 
 

 
日
）

 

  
 
月
（

 
 

 
日
）

 

  
 
月
（

 
 

 
日
）

 

 連
続
す
る
三

の
期
間
に
お

け
る
要
介
護

者
の
状
態
及

び
具
体
的
な

介
護
の
内
容

 

 連
続
す
る
二

の
期
間
に
お

け
る
要
介
護

者
の
状
態
及

び
具
体
的
な

介
護
の
内
容

 

 連
続
す
る
一

の
期
間
に
お

け
る
要
介
護

者
の
状
態
及

び
具
体
的
な

介
護
の
内
容

 

 

 

   
 
日
）
 

  
 
日
）
 

  
 
日
）
 

     

 連
続
す
る
三

の
期
間
に
お

け
る
要
介
護

者
の
状
態
及

び
具
体
的
な

介
護
の
内
容

 

 連
続
す
る
二

の
期
間
に
お

け
る
要
介
護

者
の
状
態
及

び
具
体
的
な

介
護
の
内
容

 

 連
続
す
る
一

の
期
間
に
お

け
る
要
介
護

者
の
状
態
及

び
具
体
的
な

介
護
の
内
容

 

   
 

 

 

 

」
を 

「 

」 

」
」 



訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
四
号 

本 
 

 
 

 
 

 
 

 

庁 
 

 
 

地

域

機

関 
 

 
 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
事
務
局 

 
 

 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
事
務
局 

 
 

 

職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
訓
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
第
一
項
中
「
次
条
第
五
項
」
を
「
第
二
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
次
条

第
四
項
」
を
「
第
二
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
同
じ
。
）
は
、
」
の
下
に
「
次
条

第
五
項
に
規
定
す
る
職
員
を
除
く
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
勤
務
時
間
の
弾
力
的
な
割
振
り
等
） 

第
一
条
の
二 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
三
―

一
八
。
第
五
項
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
三
に
規
定
す
る
職
員
は
、
総
務
部

長
が
別
に
定
め
る
職
員
と
す
る
。 

２ 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
週
休
日
（
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
職
員
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
職
員
の
申
告
を
考
慮

し
所
属
長
が
定
め
る
。 

３ 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割

振
り
は
、
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
所
属
長
が
定
め
る
。 

４ 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
始
業
の
時
刻
を
午
後
一
時
以
後

又
は
終
業
の
時
刻
を
午
後
零
時
以
前
に
定
め
ら
れ
た
職
員
の
休
憩
時
間
は
、
業
務
の
実
情
に
応

じ
所
属
長
が
定
め
る
。 

５ 

所
属
長
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
定
め
ら
れ
た
職
員
の
健
康
及
び

福
祉
を
考
慮
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
休
憩
時
間
を
定
め
る
日
の
勤
務
時
間
の
割

振
り
が
規
則
第
一
条
の
四
第
一
項
第
二
号
又
は
第
二
項
第
二
号
本
文
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合

し
、
か
つ
、
同
日
の
勤
務
時
間
が
八
時
間
を
超
え
な
い
場
合
に
限
り
、
前
条
第
一
項
及
び
第
三

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
職
員
の
休
憩
時
間
を

午
後
零
時
か
ら
四
十
五
分
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 



第
二
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

た
だ
し
、
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
及
び
同
条
第
一
項
た
だ

し
書
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
週
休
日
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
こ
の
項

本
文
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
及
び
週
休
日
に
加
え
て
、
当
該
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
条
第
四
項
中
「
当
該
職
員
」
を
「
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
、
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
、
「
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平

成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
号
）
」
を
「
条
例
」
に
改
め
る
。 

第
三
条
中
「
第
一
条
」
の
下
に
「
又
は
第
一
条
の
二
」
を
加
え
、
「
同
条
」
を
「
第
一
条
又
は

第
一
条
の
二
」
に
改
め
る
。 

別
表
職
員
健
康
支
援
課
の
項
及
び
食
品
安
全
課
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
表
産
業
支
援
課
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
表
勤
労
者
福
祉
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

          

別
表
東
京
事
務
所
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
表
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

      

「
１
週
間
に
つ
き
３
８
時
間
４
５
分
」

 

「
１
日
に
つ
き
７
時
間
４
５
分
」

 
「
産
業
支
援
課
」

 

勤
労
者

福
祉
課

 

労
働
相
談

の
業
務
に

従
事
す
る

職
員

 

１
週
間
に
つ

き
３
８
時
間

４
５
分
。
た
だ

し
、
週
休
日
の

振
替
を
行
う

場
合
は
、
４
週

間
を
平
均
し

て
１
週
間
に

つ
い
て
３
８

時
間
４
５
分

 

上
に
同
じ
。

 
日
曜
日
及
び
１

週
間
に
つ
い
て

１
日
と
し
、
業

務
の
実
情
に
応

じ
所
属
長
が
定

め
る
日

 

上
に
同
じ
。

 

 

「
１
週
間
に
つ
き
３
８
時
間
４
５
分
」

 
「
１
日
に
つ
き
７
時
間
４

 

５
分
」

 
 

端
産
業
課
」

 

「
先
 

を 

県
営
競

技
事
務

所
 

上
に
同
じ
。
 
４
週
間
を
平

均
し
て
１
週

間
に
つ
い
て

３
８
時
間
４

５
分

 

上
に
同
じ
。

 
４
週
間
に
つ
い

て
８
日
と
し
、

業
務
の
実
情
に

応
じ
所
属
長
が

定
め
る
。

 

勤
務
時
間
が
７

時
間
４
５
分
の

場
合
は
１
時
間

又
は
４
５
分
、

７
時
間
４
５
分

を
超
え
る
場
合

 

 

 



      

別
表
県
税
事
務
所
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

         

 
  

別
表
防
災
航
空
セ
ン
タ
ー
の
項
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

に
改
め
、
同
表
高
等
看
護
学
院
の
項
及
び
食
肉
衛
生
検
査
セ
ン
タ
ー
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
表
産
業
技
術

総
合
セ
ン
タ
ー
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

          
 

 

別
表
農
業
大
学
校
の
項
を
削
り
、
同
表
花
と
緑
の
振
興
セ
ン
タ
ー
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
は
２
時
間
以
内

と
し
、
そ
の
時

限
は
、
業
務
の

実
情
に
応
じ
所

属
長
が
定
め
る
。
 

 

県
税
事

務
所
 

上
に
同
じ
。
 
１
日
に
つ
き

７
時
間
４
５

分
。
た
だ
し
、

週
休
日
の
振

替
を
行
う
場

合
は
、
４
週
間

を
平
均
し
て

１
週
間
に
つ

い
て
３
８
時

間
４
５
分
あ

あ
 

上
に
同
じ
。

 
日
曜
日
及
び
土

曜
日

 

勤
務
時
間
が
７

時
間
４
５
分
の

場
合
は
１
時
間

又
は
４
５
分
と

し
、
そ
の
時
限

は
、
業
務
の
実

情
に
応
じ
所
属

長
が
定
め
る
。

 

 

「
全
職
員
」

 
「
運
航
責
任
者
及
び
防
災
航
空
隊
の
業
務
に

 

従
事
す
る
職
員
」

 

週
間
に
つ
き
３
８
時
間
４
５
分
」

 
「
１
日
に
つ
き
７
時
間
４
５
分
」

 

産
業
技

術
総
合

セ
ン
タ

ー
 

会
議
室
及

び
多
目
的

ホ
ー
ル
の

利
用
に
関

す
る
業
務

に
従
事
す

る
職
員
あ

あ
 

１
週
間
に
つ

き
３
８
時
間

４
５
分
。
た
だ

し
、
週
休
日
の

振
替
を
行
う

場
合
は
、
４
週

間
を
平
均
し

て
１
週
間
に

つ
い
て
３
８

時
間
４
５
分

 

上
に
同
じ
。

 
上
に
同
じ
。

 
上
に
同
じ
。

 

 

「
一
 



     

附 

則 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

花
と
緑

の
振
興

セ
ン
タ

ー
 

上
に
同
じ
。
 
上
に
同
じ
。

 
上
に
同
じ
。

 
上
に
同
じ
。

 
上
に
同
じ
。

 

 



訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
五
号 

本 
 

 
 

 

庁 

 
 

 

地 

域 

機 

関 

技
能
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

技
能
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

技
能
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
埼
玉
県
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
中
秩
父
高
原
牧
場
の
項
を
削
り
、
農
業
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

     
 

     
 

 

附 

則 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

農
業
技

術
研
究

セ
ン
タ

ー
 

家
畜
の
飼

育
の
業
務

に
従
事
す

る
職
員
あ

あ
 

上
に
同
じ
。

 
上
に
同
じ
。

 
上
に
同
じ
。

 
勤
務
時
間
が
７

時
間
４
５
分
の

場
合
は
１
時
間

又
は
４
５
分
と

し
、
そ
の
時
限

は
、
業
務
の
実

情
に
応
じ
所
属

長
が
定
め
る
。

 

 



訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
六
号 

本 
 

 
 

 

庁 

地 

域 

機 

関 

埼
玉
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 
 

 

埼
玉
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
公
印
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
埼
玉
県
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

別
表
中
「
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
」
を
「
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

「
 

」
 

文
書

課
長

 

地
域

振
興

セ
ン

タ
ー

 

所
長
 

県
税

事
務

所
長

 

文
書

課
長

 

地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長

 

県
税

事
務

所
長

 

自
動

車
税

事
務

所
長

 

「
 

」
 



訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
七
号 

本 
 

 
 

 

庁 

地 

域 

機 

関 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 

埼
玉
県
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
訓
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改 

正
す
る
。 

 

第
十
八
条
中
「
決
定
書
並
び
に
」
を
削
る
。 

 

別
表
課
の
文
書
記
号
の
表
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
課 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ラ
グ 

 

別
表
課
の
文
書
記
号
の
表
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

先
端
産
業
課 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

先
産 

 

別
表
課
の
文
書
記
号
の
表
就
業
支
援
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

シ
ニ
ア
活
躍
推
進
課 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

シ
ニ
ア 

 

様
式
第
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

         

を 

「 

地
域
包
括
ケ
ア
課 

高
齢
者
福
祉
課 

に
、 

高
齢
者
福
祉
課 

」 

地
ケ 

高
福 

「 

地
域
包
括
ケ
ア
課 

高 地 

」 

ケ 福 

を 

に
改
め
、
同
表
産
業
支
援
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

エ
コ
タ
ウ
ン
環
境
課 

エ
コ
環 

「 

」 

エ
コ
タ
ウ
ン
課 

」 

エ
コ 

「 



様式第１３号（第４３条関係）

文 書 保 存 （ 引 継 ） 台 帳

課 所 課（所）名 完結 保存 歴史的 担 当 名 第１ガイド 分類 第２ガイド 分類 個別フォルダー 分類 課 （所） 引 継 引 継 廃 棄 管 理 委 任 備 考

コード 年度 期間 区 分 番号 番号 又は簿冊の類名 番号 整理番号 番 号 年月日 年月日 受 入番 号



 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



訓

令 

埼
玉
県
訓
令
第
八
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

本 
 

 
 

 

庁 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

地 

域 

機 

関 
 

 
 

 

埼
玉
県
公
文
例
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
公
文
例
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
公
文
例
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
埼
玉
県
訓
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

第
二
条
第
五
号
中
「
裁
決
書
、
決
定
書
等
」
を
「
裁
決
書
等
」
に
、
「
行
政
不
服
審
査
法
（
昭

和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
」
を
「
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
」

に
改
め
る
。 

 

別
記
目
次
中
「
五 

決
定
書
」
を
削
る
。 

 

別
記
第
五
第
一
号
例
六
十
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                   



 

                          文 書 記 号 第 ○ 号× 

                          平成○年○月○日× 

      （注 １行空けること。）                   

   ×審査請求人×氏 名×様                      

      （注 ２行空けること。）                   

                                     

                審査庁×埼玉県知事×氏  名    × 

 

      （注 ２行空けること。） 

   ×××審査請求書の補正について（通知） 

   ×あなたが平成○年○月○日付けで当庁に提出した○○○○処分につい 

   ての審査請求書は、下記の点で記載が不備ですから、行政不服審査法（平 

   成26年法律第68号）第23条の規定により、平成○年○月○日までに書面 

   で補正するよう求めます。 

   ×なお、上記期限までに補正しないときは、行政不服審査法第24条第１ 

   項の規定により、あなたの審査請求を却下することがありますので、御 

   承知おきください。 

                   記                  

   １×○○○○○○○○ 

   ××○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

   ×○○○○○。 

   ２×○○○○○○○○ 

   ××○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

   ×○○○○○。 

    

              担当×○○部○○課○○担当（担当者氏名）× 

              電話×○○○－○○○－○○○○ 

 

 

 

文
書
を
見
や
す
く
す
る
た
め
に
、
標
題
を
行
の
中
央
に
配
字
し
、
又
は
標
題
と
本
文
と
の
間
を
一
行
空
け
て
差
し
支
え
な
い
こ
と
。 

例63 備 

考 

印 



 

別
記
第
五
第
二
号
例
六
十
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 



 

                          文 書 記 号 第 ○ 号× 

                          平成○年○月○日× 

      （注 １行空けること。）                   

   ×職×氏 名×様                          

      （注 ２行空けること。）                   

                                     

                審査庁×埼玉県知事×氏  名    × 

 

      （注 ２行空けること。） 

   ×××審査請求書副本の送付及び弁明書の提出について（通知）     

   ×審査請求人○○○○から平成○年○月○日付けで審査請求が提起され 

   ましたので、行政不服審査法（平成26年法律第68号。以下「法」といい 

   ます。）第９条第３項の規定により読み替えて適用する第29条第１項及 

   び第２項の規定により、別添のとおり審査請求書副本を送付します。 

   ×ついては、下記により弁明書を提出してください。 

                   記                  

   １×提出期限 

   ××平成○年○月○日 

   ２×提出先 

   ××○○部○○課○○担当 

   ３×注意事項 

   ×⑴×弁明するに当たっては、弁明の趣旨、審査請求人の主張に対する 

   ××処分庁の認否及び意見等を明示すること。 

   ×⑵×法第29条第４項に掲げる書面を保有している場合は、弁明書に添 

   ××付すること。 

   ×⑶×法第32条第２項の規定により、当該処分の理由となる事実を証す 

   ××る書類その他の物件を提出する場合は、弁明書に添付すること。 

   ×⑷×上記⑵の書面及び⑶の物件は、法第38条第１項の規定により、審 

   ××査請求人又は参加人による閲覧等の請求の対象とされているので、 

   ××その提出に当たっては、これらの閲覧等を行うことについての処分 

   ××庁の意見を付すこと（ただし、閲覧等の請求に対する審査庁の判断 

   ××が、処分庁の意見と異なる場合があることをあらかじめ申し添えま 

   ××す。）。 

   ×⑸×弁明書は、正副○通を提出すること。 

    

              担当×○○部○○課○○担当（担当者氏名）× 

              電話×○○○－○○○－○○○○ 

 

文
書
を
見
や
す
く
す
る
た
め
に
、
標
題
を
行
の
中
央
に
配
字
し
、
又
は
標
題
と
本
文
と
の
間
を
一
行
空
け
て
差
し
支
え
な
い
こ
と
。 

例64 備 

考 

印 



 

別
記
第
五
第
四
号
例
六
十
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 



 

                                     

             裁     決     書           

                                     

                         審査請求人 

                         住      所×× 

                          氏      名× 

                         処分庁 

                          職×氏    名× 

   ×上記審査請求人から平成○年○月○日付けで提起のあった上記処分庁 

   の行った○○処分に関する審査請求について、次のとおり裁決します。 

                                     

               主 文              

   ×本件審査請求を○○する。 

                事 案 の 概 要              

   ×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

   ○○○○○○○○○○○。 

              審理関係人の主張の要旨            

   １×審査請求人の主張 

   ××○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

   ×○○○○○○○。 

   ２×処分庁の主張 

   ××○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

   ×○○○○○○○。 

                理 由              

   ×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

   ○○○○○○○。 

   ×以上の理由により、主文のとおり裁決する。 

   ××平成  年  月  日 

      （注 ２行空けること。） 

 

              審査庁×埼玉県知事×氏    名    × 

 

      （注 ２行空けること。） 

                 教  示                

   １×○○○○○○○○ 

   ××○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

   ×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

   ２×○○○○○○○○ 

   ××○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

   ×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

 

教
示
は
、
行
政
不
服
審
査
法
又
は
行
政
事
件
訴
訟
法
の
規
定
に
よ
る
教
示
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
よ
る
文
を
記
載
し
て
行
う
こ
と
。 

例66 備 

考 

印 



 

別
記
第
五
第
五
号
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 
こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



訓

令 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号 

埼

玉

県

教

育

局 
 

 
 

県

立

教

育

機

関 
 

 
 

教
育
局
等
の
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 
 

 
 

教
育
局
等
の
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

教
育
局
等
の
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
第
一
項
中
「
職
員
」
の
下
に
「
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十

一
号
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
で
同
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る

短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
も
の
（
以
下
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
及
び
地
方

公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
「
育
児
休
業
法
」
と

い
う
。
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
任
期
付
短
時
間
勤
務
職

員
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
第
二
条
第
五
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項

中
「
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
育
児
休
業
法
」
と
い
う
。
）
」
を
「
育
児
休
業
法
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
所
属

長
は
、
」
の
下
に
「
次
条
第
五
項
に
規
定
す
る
職
員
を
除
く
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条

を
加
え
る
。 

（
勤
務
時
間
の
弾
力
的
な
割
振
り
等
） 

第
一
条
の
二 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規

則
一
三
―
一
八
。
第
五
項
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
三
に
規
定
す
る
職
員
は
、

教
育
長
が
別
に
定
め
る
職
員
と
す
る
。 

２ 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
週
休
日
（
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
職
員
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
職
員
の
申
告
を
考
慮

し
所
属
長
が
定
め
る
。 

３ 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割

振
り
は
、
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
所
属
長
が
定
め
る
。 

４ 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
始
業
の
時
刻
を
午
後
一
時
以
後

又
は
終
業
の
時
刻
を
午
後
零
時
以
前
に
定
め
ら
れ
た
職
員
の
休
憩
時
間
は
、
業
務
の
実
情
に
応



じ
所
属
長
が
定
め
る
。 

５ 

所
属
長
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
定
め
ら
れ
た
職
員
の
健
康
及
び

福
祉
を
考
慮
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
休
憩
時
間
を
定
め
る
日
の
勤
務
時
間
の
割

振
り
が
規
則
第
一
条
の
四
第
一
項
第
二
号
又
は
第
二
項
第
二
号
本
文
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合

し
、
か
つ
、
同
日
の
勤
務
時
間
が
八
時
間
を
超
え
な
い
場
合
に
限
り
、
前
条
第
一
項
及
び
第
三

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
職
員
の
休
憩
時
間

を
午
後
零
時
か
ら
四
十
五
分
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
二
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

た
だ
し
、
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
及
び
同
条
第
一
項
た
だ

し
書
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
週
休
日
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
こ
の
項

本
文
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
及
び
週
休
日
に
加
え
て
、
当
該
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
条
第
四
項
中
「
当
該
職
員
」
を
「
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
、
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
、
「
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平

成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
号
）
」
を
「
条
例
」
に
改
め
る
。 

第
三
条
中
「
第
一
条
」
の
下
に
「
又
は
第
一
条
の
二
」
を
加
え
、
「
同
条
」
を
「
第
一
条
又
は

第
一
条
の
二
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

     



訓

令 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号 

埼

玉

県

教

育

局 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

県

立

教

育

機

関 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
等
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 

埼
玉
県
教
育
局
等
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
教
育
局
等
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
五
条
の
見
出
し
を
「
（
営
利
企
業
従
事
等
許
可
願
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
営
利
企
業
等

に
従
事
す
る
」
を
「
営
利
企
業
に
従
事
等
す
る
」
に
、
「
、
営
利
企
業
等
従
事
許
可
願
」
を
「
、

営
利
企
業
従
事
等
許
可
願
」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

様
式
第
八
号
中 

               

 

 合
 

 
計

 

連
続
す
る

 

二
の
期
間

 

連
続
す
る

 

一
の
期
間

 

介
護
休
暇
の
期
間
の
初
日
か
ら
１
年
間

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 
月

 
 
日
か
ら

 
 

 
年

 
 
月

 
 
日

 

要
介
護
者

に
関
す
る

事
項

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
月
（

 
 
日
）
※
６
月
（

1
8
0
日
）
を
超
え

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 年
 

 
月

 
 
日
か
ら

 
 

 
年

 
 
月

 
 
日

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 年
 

 
月

 
 
日
か
ら

 
 

 
年

 
 
月

 
 
日

 

 
 介

護
が
必
要
と
な
っ
た
時
期

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 
月

 
 
日

 

 
 同

居
・
別
居
の
別

 
 

 
 続

 
 

 
 

 
柄

 

 
 氏

 
 

 
 

 
名

 
 

 
□

 
同
居

 
 

 
 

 
 
□

 
別
居

 

  

   
 
月
（

 
 

 

 

  
 

 
月
（

 
 

 
日
）
 

  
 

    

要
介
護
者
の

状
態
及
び
具

体
的
な
介
護

の
内
容

 

 

 

 

「 

 

 
 

 
 え

な
い
範
囲

 

  
 

 
月
（

 
 

 
日
）
  連

続
す
る
二
の
期

間
に
お
け
る
要
介

護
者
の
状
態
及
び

具
体
的
な
介
護
の

内
容

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

                  
 様

式
第
十
七
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
営

利
企

業
等

従
事

許
可

願
 」

 

 

「
営
利
企
業
従
事
等
許
可
願
」

 

 
「
営
利
企
業
等
に
従
事
し
た
い
」

 

 

「
営
利
企
業
に
従
事
等
し
た
い
」

 

 

」
に
改
め
る
。 

 

 
 

 

 
 え

な
い
範
囲

 

  
 

 
月
（

 
 

 
日
）
 

  
 

 
月
（

 
 

 
日
）
  連

続
す
る
二
の
期

間
に
お
け
る
要
介

護
者
の
状
態
及
び

具
体
的
な
介
護
の

内
容

 

 

 

 

 

 合
 

 
計

 

連
続
す
る

 

三
の
期
間

 

連
続
す
る

 

二
の
期
間

 

連
続
す
る

 

一
の
期
間

 

介
護
休
暇
の
期
間
の
初
日
か
ら
１
年
間

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 
月

 
 
日
か
ら

 
 

 
 
年

 
 
月

 
 
日
ま
で

 

要
介
護
者

に
関
す
る

事
項

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
月
（

 
 
日
）
※
６
月
（
１
８
０
日
）
を
超
え
な
い
範
囲

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
年

 
 
月

 
 
日
か
ら

 
 
年

 
 
月

 
 
日
ま
で

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 年
 

 
月

 
 
日
か
ら

 
 
年

 
 
月

 
 
日
ま
で

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 年
 

 
月

 
 
日
か
ら

 
 
年

 
 
月

 
 
日
ま
で

 

 
 介

護
が
必
要
と
な
っ
た
時
期

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 
月

 
 
日

 

 
 同

居
・
別
居
の
別

 
 

 
 続

 
 

 
 

 
柄

 

 
 氏

 
 

 
 

 
名

 
 

 
□

 
同
居

 
 

 
 

 
 
□

 
別
居

 

  

  
 
月
（

 
 

 
日
）

 

  
 
月
（

 
 

 
日
）

 

  
 
月
（

 
 

 
日
）

 

 連
続
す
る
三

の
期
間
に
お

け
る
要
介
護

者
の
状
態
及

び
具
体
的
な

介
護
の
内
容

 

 連
続
す
る
二

の
期
間
に
お

け
る
要
介
護

者
の
状
態
及

び
具
体
的
な

介
護
の
内
容

 

 連
続
す
る
一

の
期
間
に
お

け
る
要
介
護

者
の
状
態
及

び
具
体
的
な

介
護
の
内
容

 

 

 

   
 
日
）
 

  
 
日
）
 

  
 
日
）
 

     

 連
続
す
る
三

の
期
間
に
お

け
る
要
介
護

者
の
状
態
及

び
具
体
的
な

介
護
の
内
容

 

 連
続
す
る
二

の
期
間
に
お

け
る
要
介
護

者
の
状
態
及

び
具
体
的
な

介
護
の
内
容

 

 連
続
す
る
一

の
期
間
に
お

け
る
要
介
護

者
の
状
態
及

び
具
体
的
な

介
護
の
内
容

 

   

 

 

 

」
を 

「 

」 

」
」 

 



訓

令 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号 

埼
玉
県
教
育
局 

県
立
教
育
機
関 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

訓
令 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
埼
玉
県

教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
第
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
三 

教
育
委
員

会
に
対
す
る
不

服
申
立
て
に
係

る
裁
決
、決
定
等

を
行
う
こ
と
。 

１ 

行
政
不
服
審
査

法
（
平
成
二
十
六

年
法
律
第
六
十
八

号
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十

五
条
第
二
項
又
は

第
四
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ

き
、
棄
却
又
は
処

分
の
全
部
若
し
く

は
一
部
の
取
消
し

又
は
変
更
の
裁
決

を
行
う
こ
と
。 

２ 

法
第
四
十
九
条

第
二
項
又
は
第
三

項
の
規
定
に
基
づ

き
、
棄
却
又
は
不

作
為
が
違
法
若
し

く
は
不
当
で
あ
る

旨
の 

１ 

法
第
二
十
五
条

（
第
六
十
一
条
に

お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）
の

規
定
に
基
づ
き
、

処
分
の
効
力
、
処

分
の
執
行
又
は
手

続
の
続
行
の
全
部

又
は
一
部
の
停
止

そ
の
他
の
措
置
を

と
る
こ
と
。 

２ 

法
第
二
十
六

条
（
第
六
十
一
条

及

び

第

六

十

六

条
に
お
い
て
準
用

す

る

場

合

を

含

む
。
）
の
規
定
に

基
づ
き
、
執
行
停

止
を
取
り
消
す
こ

と
。 

３ 

法
第
四
十
五

法

第

三

十

九

条

（
第
六
十
一
条
及
び

第
六
十
六
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
基

づ
き
、
併
合
さ
れ
た

数
個
の
審
査
請
求
に

係
る
審
理
手
続
を
分

離
す
る
こ
と
。 



                          

別
表
第
二
教
育
総
務
部
の
表
総
務
課
の
項
第
二
号
教
育
委
員
会
決
裁
事
項
の
欄
８
中
「
９
」
を

「
14
」
に
改
め
、
同
号
教
育
長
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
２
」
を
「
７
」
に
、
「
５
」
を
「
10
」
に
、

「
12
」
を
「
17
」
に
、
「

15
」
を
「
20
」
に
、
「

21
」
を
「
26
」
に
、
「
22
」
を
「
27
」
に
改

め
、
同
欄
中
28
を
33
と
し
、
25
か
ら
27
ま
で
を
30
か
ら
32
ま
で
と
し
、
同
欄
24
中
「
23
」
を
「
28
」

に
改
め
、
同
欄
24
を
同
欄
29
と
し
、
同
欄
23
を
同
欄
28
と
し
、
同
欄
22
中
「
21
」
を
「
26
」
に

改
め
、
同
欄
22
を
同
欄
27
と
し
、
同
欄
21
を
同
欄
26
と
し
、
同
欄
20
中
「
19
」
を
「
24
」
に
改

め
、
同
欄
20
を
同
欄
25
と
し
、
同
欄
19
を
同
欄
24
と
し
、
同
欄
18
中
「
17
」
を
「
22
」
に
改
め
、

同
欄
18
を
同
欄
23
と
し
、
同
欄
中
２
か
ら
17
ま
で
を
７
か
ら
22
ま
で
と
し
、
１
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。 

 
 

旨
の
裁
決
を
行

う
こ
と
。 

３ 

法
第
五
十
八

条

第

二

項

又

は

第

五

十

九

条

第

一

項

の

規

定

に

基
づ
き
、
棄
却
又

は

処

分

の

全

部

若
し
く
は
一
部
の

取

消

し

又

は

変

更

の

決

定

を

行

う
こ
と
。 

４ 

法
第
六
十
四

条

第

二

項

又

は

第

六

十

五

条

第

一

項

の

規

定

に

基
づ
き
、
棄
却
又

は

原

裁

決

等

の

全
部
若
し
く
は
一

部
の
取
消
し
の
裁

決
を
行
う
こ
と
。 

３ 

法
第
四
十
五

条
第
一
項
、
第
四

十

九

条

第

一

項

又

は

第

六

十

四

条

第

一

項

の

規

定
に
基
づ
き
、
却

下

の

裁

決

を

行

う
こ
と
。 

４ 

法
第
五
十
八

条

第

一

項

の

規

定
に
基
づ
き
、
却

下

の

決

定

を

行

う
こ
と
。 

５ 

法
第
六
十
六

条
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る

第

二

十

五

条

の

規
定
に
基
づ
き
、

原

裁

決

等

の

効

力
、
原
裁
決
等
の

執

行

又

は

手

続

の

続

行

の

全

部

又

は

一

部

の

停

止
を
す
る
こ
と
。 

 



 

２ 

地
方
公
務
員
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
標
準
職
務
遂

行
能
力
を
定
め
る
こ
と
。 

 
３ 

地
方
公
務
員
法
第
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
標
準
的
な
職
を
定
め

る
こ
と
。 

 

４ 

地
方
公
務
員
法
第
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
標
準
職
務
遂
行
能
力

及
び
標
準
的
な
職
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
知
事
に
協
議
す
る
こ
と
。 

 

５ 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
人
事
評
価
の
基
準

及
び
方
法
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
人
事
評
価
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
。 

 

６ 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
人
事
評
価
の
基
準

及
び
方
法
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
人
事
評
価
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

知
事
に
協
議
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
県
立
学
校
部
の
表
県
立
学
校
人
事
課
の
項
第
一
号
教
育
委
員
会
決
裁
事
項
の
欄
８
中

「
13
」
を
「
17
」
に
改
め
、
同
号
教
育
長
専
決
事
項
の
欄
中
25
を
29
と
し
、
２
か
ら
24
ま
で
を

６
か
ら
28
ま
で
と
し
、
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

２ 

地
方
公
務
員
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
標
準
職
務
遂

行
能
力
を
定
め
る
こ
と
。 

 

３ 

地
方
公
務
員
法
第
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
標
準
的
な
職
を
定
め

る
こ
と
。 

 

４ 

地
方
公
務
員
法
第
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
標
準
職
務
遂
行
能
力

及
び
標
準
的
な
職
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
知
事
に
協
議
す
る
こ
と
。 

 

５ 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
人
事
評
価
の
基
準

及
び
方
法
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
人
事
評
価
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

知
事
に
協
議
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
市
町
村
支
援
部
の
表
小
中
学
校
人
事
課
の
項
第
一
号
教
育
委
員
会
決
裁
事
項
の
欄
８

中
「
８
」
を
「
11
」
に
改
め
、
同
号
教
育
長
専
決
事
項
の
欄
中
18
を

21
と
し
、
２
か
ら
17
ま
で

を
５
か
ら
20
ま
で
と
し
、
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

２ 

地
方
公
務
員
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
負
担
法
第
一
条
に
規

定
す
る
職
員
の
標
準
職
務
遂
行
能
力
を
定
め
る
こ
と
。 

 

３ 

地
方
公
務
員
法
第
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
負
担
法
第
一
条
に
規
定
す
る

職
員
の
標
準
的
な
職
を
定
め
る
こ
と
。 

 

４ 

地
方
公
務
員
法
第
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
負
担
法
第
一
条
に
規
定
す
る

職
員
の
標
準
職
務
遂
行
能
力
及
び
標
準
的
な
職
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
知
事
に
協
議
す
る

こ
と
。 

 
 

 

附 

則 



１ 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
処
分
又
は
埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
不
作
為
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て

で
あ
っ
て
、
こ
の
訓
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
処
分
又
は
こ
の
訓
令
の
施

行
前
に
さ
れ
た
申
請
に
係
る
埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
不
作
為
に
係
る
も
の
の
裁
決
、
決
定
等
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  



訓

令 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
四
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
局 

 
 

 

県
立
教
育
機
関 

技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 

 
 

 

技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
中
「
標
準
的
な
」
を
削
り
、
「
級
別
職
務
区
分
表
」
を
「
級
別
基
準
職
務
表
」
に
改
め

る
。 第

四
条
第
二
項
中
「
級
別
職
務
区
分
表
」
を
「
級
別
基
準
職
務
表
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

    

別表第１（第２条関係）

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円
126,400 146,700 200,400 226,400 259,900
127,300 147,900 201,300 228,000 261,900
128,300 149,100 202,100 229,500 263,700
129,200 150,300 203,400 231,100 265,800

130,200 151,500 204,700 232,600 267,700
131,200 153,000 206,100 234,300 269,600
132,200 154,500 207,500 235,800 271,600
133,200 156,000 208,900 237,400 273,700

134,000 157,400 210,300 238,900 275,800
135,000 158,900 211,900 240,400 277,800
136,000 160,400 213,500 242,000 279,900
137,100 161,900 214,900 243,500 282,000

137,900 163,400 216,200 245,000 284,000
138,900 165,200 217,700 246,500 286,100
139,900 167,000 219,200 247,900 288,100
140,900 168,800 221,000 249,300 290,200

142,000 170,600 222,700 250,800 292,200
143,200 172,300 224,500 252,600 294,200
144,400 174,000 226,200 254,300 296,300
145,600 175,700 227,800 256,100 298,300

146,700 177,300 229,400 257,800 300,400
147,900 178,700 230,800 259,600 302,500
149,100 180,100 232,300 261,400 304,500
150,300 181,500 233,800 263,100 306,600

151,500 183,500 235,100 265,100 308,400
153,000 185,000 236,400 267,000 310,500
154,500 186,400 237,600 268,800 312,600
156,000 187,800 238,700 270,700 314,600

157,400 189,200 239,900 272,400 316,600
158,900 190,400 241,200 274,300 318,600
160,400 191,700 242,500 276,200 320,700
161,900 192,800 243,700 278,000 322,800

163,400 194,700 245,000 279,700 324,300
165,200 196,200 246,000 281,600 326,300
167,000 197,600 247,800 283,400 328,200
168,800 198,800 249,600 285,300 330,300

170,600 199,900 251,400 287,000 332,200
172,300 200,800 253,300 288,700 334,100
174,000 201,600 255,300 290,500 336,100

10
11
12

13

職員の
区　分

給　　　　　料　　　　　表

号　給

1
2
3
4

5
6
7
8

9

18
19
20

21

14
15
16

17

27
28

29
30

22
23
24

25
26

35
36

37
38

31
32

33
34

39



 

 

 

 

175,700 203,000 257,200 292,300 338,000

177,300 204,700 259,200 294,000 339,900
178,700 206,100 261,100 295,700 341,800
180,100 207,500 263,000 297,400 343,600
181,500 208,900 264,900 299,000 345,500

183,500 210,300 266,700 300,700 347,000
185,000 211,900 268,600 302,400 348,400
186,400 213,500 270,400 304,000 349,900
187,800 214,900 272,000 305,700 351,400

189,200 216,200 273,800 306,900 353,000
190,400 217,700 275,600 308,400 353,800
191,700 219,200 277,300 309,900 355,000
192,800 220,500 279,000 311,500 356,000

再任用 194,000 221,600 280,600 313,100 356,900
職員以 195,100 222,400 282,300 314,700 358,000
外の職 196,200 223,300 284,000 316,300 358,900

 員   197,300 224,300 285,400 317,800 360,000

198,400 225,200 287,000 319,300 360,900
199,500 226,700 288,600 320,500 361,600
200,500 228,000 290,200 321,700 362,300
201,500 229,100 291,500 322,900 363,000

202,500 230,600 293,000 323,600 363,400
203,600 231,900 294,200 324,500 364,000
204,700 233,200 295,500 325,300 364,700
205,700 234,500 296,800 326,100 365,400

206,800 235,700 298,100 327,000 365,700
208,100 236,900 299,500 327,400 366,400
209,400 238,200 300,800 328,100 367,100
210,700 239,500 302,100 328,900 367,800

212,000 240,600 303,400 329,700 368,100
213,300 241,900 304,600 330,400 368,700
214,600 243,100 305,600 331,100 369,400
215,900 244,300 306,600 331,800 370,000

216,600 245,600 307,700 332,300 370,300
218,000 246,800 308,600 332,900 370,900
219,300 248,000 309,700 333,400 371,600
220,700 249,200 310,600 334,000 372,200

221,800 250,300 311,700 334,300 372,600
251,500 312,800 334,800 373,100
252,600 313,600 335,200 373,700
253,900 314,400 335,700 374,200

255,500 315,100 336,100 374,700
257,100 315,800 336,600 375,300
258,700 316,400 337,100 375,800
260,300 317,000 337,600 376,100

261,700 317,500 337,900 376,500

83
84

85

79
80

81
82

75
76

77
78

71
72

73
74

67
68

69
70

63
64

65
66

59
60

61
62

55
56

57
58

51
52

53
54

47
48

49
50

43
44

45
46

40

41
42

263,400 318,000 338,300 377,000
265,000 318,500 338,800 377,400
266,600 319,000 339,200 377,800

268,300 319,500 339,500 378,200
270,100 319,900 339,900 378,700
271,700 320,200 340,400 379,100
273,500 320,500 340,800 379,500

275,200 320,800 341,000 379,800
276,900 321,000 341,400
278,700 321,200 341,900
280,400 321,400 342,300

281,600 321,700 342,400
283,200 322,000 342,900
284,700 343,300
286,100 343,600

287,600 343,900
288,900 344,300
290,200 344,700
291,400 345,100

292,700 345,600
293,700 346,000
294,600 346,400
295,400 346,800

296,300 347,300
297,000 347,700
297,700 348,000
298,400 348,300

298,900 348,800
299,400
300,000
300,600

301,300

再任用
職員員

192,400 203,500 214,000 254,000 273,400

115
116

117

111
112

113
114

107
108

109
110

103
104

105
106

99
100

101
102

95
96

97
98

91
92

93
94

87
88

89
90

86



別
表
第
二
中
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
、 

 
 
 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

附 

則 
 

（
施
行
期
日
等
） 

１ 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
、
第
四
条
第
二
項
及
び
別
表

第
二
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
訓
令
（
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

よ
る
改
正
後
の
技
能
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
同
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
規
程
」
と

い
う
。
）
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

（
給
与
の
内
払
） 

３ 

改
正
後
の
規
程
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
前
の
技
能

職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
改
正
後
の
規
程
の

規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。 

（
補
則
） 

４ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
訓
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
埼
玉
県
教
育
委

員
会
が
別
に
定
め
る
。 

級
別

職
務

区
分

表
 

級
別

基
準

職
務

表
 

標
準

的
な

 
基

準
 

と
な

る
 

「
 



訓

令 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
一
号 

埼
玉
県
教
育
局 

県
立
教
育
機
関 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

関 

根 

郁 

夫 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の 

 
 

 

一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
昭
和

五
十
六
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
委
任
事
務
の
欄
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
一

号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
欄
第
二
号
中
「
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年

埼
玉
県
条
例
第
二
号
）
」
を
「
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
」
に
改
め
、
同
号
を

同
欄
第
三
号
と
し
、
同
欄
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

二 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
号
）
第
三
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
週
休
日
を
設
け
、
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
。 

 

別
表
第
三
第
十
三
号
教
育
長
決
裁
事
項
の
欄
４
ト
中
「
不
服
の
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に

改
め
、
同
欄
中
７
を
８
と
し
、
６
を
７
と
し
、
５
を
６
と
し
、
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

５ 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
副
教
育
長

の
週
休
日
を
設
け
、
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
副
教
育
長
の
勤
務
時
間
を
割
り
振

る
こ
と
。 

 

別
表
第
三
第
十
三
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
７
を
８
と
し
、
６
を
７
と
し
、
５
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。 

６ 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
部
長
、
副

部
長
及
び
参
事
の
週
休
日
を
設
け
、
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
部
長
、
副
部
長
及

び
参
事
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
。 

 

別
表
第
四
教
育
総
務
部
の
表
総
務
課
の
項
第
四
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
４
ロ
中
「
不
服
の
申
立

て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
表
教
職
員
課
の
項
第
五
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
不
服
申
立

て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
号
教
育
長
決
裁
事
項
の
欄
１
中
「
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の

不
服
申
立
て
に
関
す
る
規
則
」
を
「
不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
規
則
」
に
改

め
、
同
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
６
中
「
判
定
書
」
を
「
裁
決
書
」
に
改
め
、
同
欄
６
を
同
欄
７
と



し
、
同
欄
５
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

６ 

規
則
第
十
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。 

 
別
表
第
四
県
立
学
校
部
の
表
県
立
学
校
人
事
課
の
項
第
四
号
教
育
長
決
裁
事
項
の
欄
中
１
を
削

り
、
２
を
１
と
し
、
３
を
２
と
し
、
同
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
５
ニ
中
「
不
服
の
申
立
て
」
を
「
審

査
請
求
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
四
市
町
村
支
援
部
の
表
小
中
学
校
人
事
課
の
項
第
四
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第

二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
一
条
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



訓

令 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
二
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
局 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
立
教
育
機
関 

 
 

 

 

埼
玉
県
教
育
局
等
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

関 

根 

郁 

夫 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
局
等
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
教
育
局
等
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
七
条
中
「
決
定
書
並
び
に
」
を
削
る
。 

 

様
式
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  



                                  



 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
処
分
又
は
埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
不
作
為
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て 

 

 

で
あ
っ
て
、
こ
の
訓
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
処
分
又
は
こ
の
訓
令
の
施 

 
 

 

行
前
に
さ
れ
た
申
請
に
係
る
埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
不
作
為
に
係
る
も
の
の
決
定
書
の
文
書
記 

 

号
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
十
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

    



訓

令 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
三
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

県 

立 

学 

校 

 

埼
玉
県
立
学
校
文
書
管
理
・
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

関 

根 

郁 

夫 

 
 

 

埼
玉
県
立
学
校
文
書
管
理
・
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
立
学
校
文
書
管
理
・
公
印
規
程
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
県
立
草
加
か
が
や
き
特
別
支
援
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

様
式
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

県
立
入
間
わ
か
く
さ
高
等
特
別
支
援
学
校 

 
 

 
 

入

わ

高

特 



 



 
 

附 

則 
 

 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



訓

令 

訓
令
第
一
号 

本

庁 
 

 
 

地

域

機

関 
 

 
 

埼
玉
県
議
会
事
務
局 

 
 

 

埼

玉

県

教

育

局 
 

 
 

埼

玉

県

警

察

本

部 
 

 
 

埼
玉
県
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼

玉

県

知

事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼

玉

県

議

会

議

長 

宮 

崎 

栄
治
郎 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 
 

 
 

埼
玉
県
公
安
委
員
会
委
員
長 
阿 

部 

理
一
郎 

 
 

 

 
 

 

埼
玉
県
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼

玉

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼

玉

県

議

会

議

長 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
公
安
委
員
会 

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
五
項
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

で
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
八
条
第
三
項
中
「
第
五
十
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
条
第
二
項
中
「
第
二
条
第
一
項
第
十
号
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
第
五
項
及
び
第

十
八
条
第
三
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

埼

玉

県 
埼

玉

県

議

会 

埼
玉
県
教
育
委
員
会 

埼
玉
県
公
安
委
員
会 

 

埼
玉
県
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
（
昭
和
五
十
年 

 
 

 
 

 
 

 

訓
令
第
一
号
）
の 



管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
三
号 

埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

中 

野 
 

 

晃 

埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
四
号
中
「
明
り
よ
う
」
を
「
明
瞭
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
一
条
第
三
号
中
「
令
達
」
を
「
配
当
」
に
改
め
る
。 

第
九
十
二
条
中
「
投
資
及
び
基
金
」
を
「
投
資
そ
の
他
の
資
産
」
に
改
め
る
。 

第
百
条
第
一
項
中
「
、
除
却
仮
勘
定
」
を
削
り
、
「
投
資
」
を
「
投
資
そ
の
他
の
資
産
（
そ
の

他
投
資
を
除
く
。
）
」
に
改
め
る
。 

第
百
八
条
中
第
十
一
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。 

十
一 

権
利
義
務
の
譲
渡
等
の
禁
止 

十
二 

履
行
の
延
長 

十
三 

協
議
に
よ
る
契
約
の
解
除
等 

十
四 

契
約
の
履
行
の
届
出 

第
百
三
十
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
物
件
の
購
入
又
は
修
繕
」
を
「
契
約
」
に
改
め
る
。 

第
百
四
十
八
条
第
三
項
第
二
号
ロ
中
「
（
契
約
を
変
更
す
る
場
合
は
、
変
更
契
約
書
案
）
」
を
削

る
。 別

表
第
二
中 

「 

 」 

を 

     

 
基
 
 
 
 
 
金
 

長
期
前
払
消
費
税
 

 

年
 賦

 未
 収

 金
 

破
産
更
生
債
権
等
 

   

そ
 の

 他
 投

 資
 

 

減
価
償
却
累
計
額
 

 
 

 資
産
に
係
る
控
除
対
象
外
消
費
税
額
の
全
部
又

は
一
部
 

 破
産
債
権
、
再
生
債
権
、
更
生
債
権
そ
の
他
こ

れ
ら
に
準
ず
る
債
権
で
あ
っ
て
、
１
年
内
に
弁

済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か

な
も
の
 

上
記
以
外
の
投
資
の
性
質
を
有
す
る
も
の
（
長

期
前
払
費
用
等
）
 

 



「 

 」 

に
改
め
、 

「 

 」 

を 「 

 

 
」 

に
改
め
る
。 

 

別
表
第
三
中 

「 

 」 

を 

   

 
基
 
 
 
 
 
金
 

長
期
前
払
消
費
税
 

 

年
 賦

 未
 収

 金
 

貸
 倒

 引
 当

 金
 

 

破
産
更
生
債
権
等
 

   

貸
 倒

 引
 当

 金
 

 

そ
 の

 他
 投

 資
 

 

減
価
償
却
累
計
額
 

 
 

 資
産
に
係
る
控
除
対
象
外
消
費
税
額
の
全
部
又

は
一
部
 

 年
賦
未
収
金
の
回
収
不
能
に
よ
る
損
失
に
備
え

る
た
め
に
引
き
当
て
る
も
の
 

破
産
債
権
、
再
生
債
権
、
更
生
債
権
そ
の
他
こ

れ
ら
に
準
ず
る
債
権
で
あ
っ
て
、
１
年
内
に
弁

済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か

な
も
の
 

破
産
更
生
債
権
等
の
回
収
不
能
に
よ
る
損
失
に

備
え
る
た
め
に
引
き
当
て
る
も
の
 

上
記
以
外
の
投
資
の
性
質
を
有
す
る
も
の
（
長

期
前
払
費
用
等
）
 

 

款
 

項
 

目
 

節
 

備
 

 
 

 
 
考

 

 
                                       

                            

減
 価

 償
 却

 費
 

    

資
 産

 減
 耗

 費
 

   

そ
の
他
営
業
費
用
 

 

法
 定

 福
 利

 費
 

厚
 生

 福
 利

 費
 

賃
 
 
 
 
 
金
 

旅
 
 
 
 
 
費
 

報
 
 
償

 
 
費
 

被
 
 
服

 
 
費
 

消
 
耗
 
品
 
費
 

燃
 
 
料

 
 
費
 

光
 
熱
 
水
 
費
 

印
 刷

 製
 本

 費
 

通
 信

 運
 搬

 費
 

委
 
 
託

 
 
料
 

手
 
 
数

 
 
料
 

賃
 
 
借

 
 
料
 

修
 
 
繕

 
 
費
 

補
 
 
償

 
 
費
 

研
 
 
修

 
 
費
 

負
 
 
担

 
 
金
 

保
 
 
険

 
 
料
 

公
 
 
課

 
 
費
 

交
 
 
付

 
 
金
 

交
 
 
際

 
 
費
 

広
 
 
告

 
 
料
 

貸
 
倒
 
損
 
失
 

貸
倒
引
当
金
繰
入
額
 

そ
 の

 他
 引

 当
 

金
 
繰
 
入
 
額
 

雑
 
 
 
 
 
費
 

 

有
 
形
 
固
 
定
 

資
産
減
価
償
却
費
 

無
 
形
 
固
 
定
 

資
産
減
価
償
却
費
 

 

固
定
資
産
除
却
費
 

 

た
な
卸
資
産
減
耗
費
 

 

材
料
売
却
原
価
 

                  事
業
用
財
産
に
対
す
る
損
害
保
険
料
 

 固
定
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
 

        建
物
、
構
築
物
、
機
械
及
び
装
置
、
車
輛
運
搬

具
、
工
具
・
器
具
及
び
備
品
等
の
償
却
額
 

ダ
ム
使
用
権
、
水
利
権
、
借
地
権
、
地
上
権
、

特
許
権
及
び
施
設
利
用
権
等
の
償
却
額

 

 有
形
固
定
資
産
の
除
却
損
又
は
廃
棄
損
及
び
撤

去
費
 

   

 
                                      

 

                               

減
 価

 償
 却

 費
 

    

資
 産

 減
 耗

 費
 

 

 

手
 

 
当

 
 
等
 

賞
与
引
当
金
繰
入
額
 

退
 職

 給
 付

 費
 

法
 定

 福
 利

 費
 

厚
 生

 福
 利

 費
 

賃
 
 
 
 
 
金
 

旅
 
 
 
 
 
費
 

報
 

 
償

 
 
費
 

被
 

 
服

 
 
費
 

消
 
耗

 
品
 
費
 

燃
 

 
料

 
 
費
 

光
 
熱

 
水
 
費
 

印
 刷

 製
 本

 費
 

通
 信

 運
 搬

 費
 

委
 

 
託

 
 
料
 

手
 

 
数

 
 
料
 

賃
 

 
借

 
 
料
 

修
 

 
繕

 
 
費
 

補
 

 
償

 
 
費
 

研
 

 
修

 
 
費
 

負
 

 
担

 
 
金
 

保
 

 
険

 
 
料
 

公
 

 
課

 
 
費
 

交
 

 
付

 
 
金
 

交
 

 
際

 
 
費
 

広
 

 
告

 
 
料
 

貸
 
倒

 
損
 
失
 

貸
倒
引
当
金
繰
入
額
 

そ
 の

 他
 引

 当
 

金
 
繰

 
入
 
額
 

雑
 
 
 
 
 
費
 

 

有
 
形

 
固
 
定
 

資
産
減
価
償
却
費
 

無
 
形

 
固
 
定
 

資
産
減
価
償
却
費
 

 

固
定
資
産
除
却
費
 

固
定
資
産
撤
去
費
 

                     事
業
用
財
産
に
対
す
る
損
害
保
険
料
 

 固
定
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
 

        建
物
、
構
築
物
、
機
械
及
び
装
置
、
車
輛
運
搬

具
、
工
具
・
器
具
及
び
備
品
等
の
償
却
額
 

ダ
ム
使
用
権
、
水
利
権
、
借
地
権
、
地
上
権
、

特
許
権
及
び
施
設
利
用
権
等
の
償
却
額

 

 有
形
固
定
資
産
の
除
却
損
又
は
廃
棄
損

 

有
形
固
定
資
産
の
撤
去
費
 

 

 
基
 
 
 
 
 
金
 

長
期
前
払
消
費
税
 

 

年
 賦

 未
 収

 金
 

破
産
更
生
債
権
等
 

   

そ
 の

 他
 投

 資
 

 

減
価
償
却
累
計
額
 

 
 

 資
産
に
係
る
控
除
対
象
外
消
費
税
額
の
全
部
又

は
一
部
 

 破
産
債
権
、
再
生
債
権
、
更
生
債
権
そ
の
他
こ

れ
ら
に
準
ず
る
債
権
で
あ
っ
て
、
１
年
内
に
弁

済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か

な
も
の
 

上
記
以
外
の
投
資
の
性
質
を
有
す
る
も
の
（
長

期
前
払
費
用
等
）
 

 



「 

 」 

に
改
め
、 

「 

 」 

を 「 

 」 

に
改
め
る
。 

 

別
表
第
七
中 

「 

 」 

を 

  

 
基
 
 
 
 
 
金
 

長
期
前
払
消
費
税
 

 

年
 賦

 未
 収

 金
 

貸
 倒

 引
 当

 金
 

 

破
産
更
生
債
権
等
 

   

貸
 倒

 引
 当

 金
 

 

そ
 の

 他
 投

 資
 

 

減
価
償
却
累
計
額
 

 
 

 資
産
に
係
る
控
除
対
象
外
消
費
税
額
の
全
部
又

は
一
部
 

 年
賦
未
収
金
の
回
収
不
能
に
よ
る
損
失
に
備
え

る
た
め
に
引
き
当
て
る
も
の
 

破
産
債
権
、
再
生
債
権
、
更
生
債
権
そ
の
他
こ

れ
ら
に
準
ず
る
債
権
で
あ
っ
て
、
１
年
内
に
弁

済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か

な
も
の
 

破
産
更
生
債
権
等
の
回
収
不
能
に
よ
る
損
失
に

備
え
る
た
め
に
引
き
当
て
る
も
の
 

上
記
以
外
の
投
資
の
性
質
を
有
す
る
も
の
（
長

期
前
払
費
用
等
）
 

 

款
 

項
 

目
 

節
 

備
 

 
 

 
 
考

 

 
                                       

                            

減
 価

 償
 却

 費
 

    

資
 産

 減
 耗

 費
 

   

そ
の
他
営
業
費
用
 

 

法
 定

 福
 利

 費
 

厚
 生

 福
 利

 費
 

賃
 
 
 
 
 
金
 

旅
 
 
 
 
 
費
 

報
 
 
償
 
 
費
 

被
 
 
服
 
 
費
 

消
 
耗
 
品
 
費
 

燃
 
 
料
 
 
費
 

光
 
熱
 
水
 
費
 

印
 刷

 製
 本

 費
 

通
 信

 運
 搬

 費
 

委
 
 
託
 
 
料
 

手
 
 
数
 
 
料
 

賃
 
 
借
 
 
料
 

修
 
 
繕
 
 
費
 

補
 
 
償
 
 
費
 

研
 
 
修
 
 
費
 

負
 
 
担
 
 
金
 

保
 
 
険
 
 
料
 

公
 
 
課
 
 
費
 

交
 
 
付
 
 
金
 

交
 
 
際
 
 
費
 

広
 
 
告
 
 
料
 

貸
 
倒
 
損
 
失
 

貸
倒
引
当
金
繰
入
額
 

そ
 の

 他
 引

 当
 

金
 
繰
 
入
 
額
 

雑
 
 
 
 
 
費
 

 

有
 
形
 
固
 
定
 

資
産
減
価
償
却
費
 

無
 
形
 
固
 
定
 

資
産
減
価
償
却
費
 

 

固
定
資
産
除
却
費
 

 

た
な
卸
資
産
減
耗
費
 

 

材
料
売
却
原
価
 

                  事
業
用
財
産
に
対
す
る
損
害
保
険
料
 

 固
定
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
 

        建
物
、
構
築
物
、
機
械
及
び
装
置
、
車
輛
運
搬

具
、
工
具
・
器
具
及
び
備
品
等
の
償
却
額
 

ダ
ム
使
用
権
、
水
利
権
、
借
地
権
、
地
上
権
、

特
許
権
及
び
施
設
利
用
権
等
の
償
却
額

 

 有
形
固
定
資
産
の
除
却
損
又
は
廃
棄
損
及
び
撤

去
費
 

   

 
                                      

 

                               

減
 価

 償
 却

 費
 

    

資
 産

 減
 耗

 費
 

 

 

手
 
 
当
 
 
等
 

賞
与
引
当
金
繰
入
額
 

退
 職

 給
 付

 費
 

法
 定

 福
 利

 費
 

厚
 生

 福
 利

 費
 

賃
 
 
 
 
 
金
 

旅
 
 
 
 
 
費
 

報
 
 
償
 
 
費
 

被
 
 
服
 
 
費
 

消
 
耗
 
品
 
費
 

燃
 
 
料
 
 
費
 

光
 
熱
 
水
 
費
 

印
 刷

 製
 本

 費
 

通
 信

 運
 搬

 費
 

委
 
 
託
 
 
料
 

手
 
 
数
 
 
料
 

賃
 
 
借
 
 
料
 

修
 
 
繕
 
 
費
 

補
 
 
償
 
 
費
 

研
 
 
修
 
 
費
 

負
 
 
担
 
 
金
 

保
 
 
険
 
 
料
 

公
 
 
課
 
 
費
 

交
 
 
付
 
 
金
 

交
 
 
際
 
 
費
 

広
 
 
告
 
 
料
 

貸
 
倒
 
損
 
失
 

貸
倒
引
当
金
繰
入
額
 

そ
 の

 他
 引

 当
 

金
 
繰
 
入
 
額
 

雑
 
 
 
 
 
費
 

 

有
 
形
 
固
 
定
 

資
産
減
価
償
却
費
 

無
 
形
 
固
 
定
 

資
産
減
価
償
却
費
 

 

固
定
資
産
除
却
費
 

固
定
資
産
撤
去
費
 

                     事
業
用
財
産
に
対
す
る
損
害
保
険
料
 

 固
定
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
 

        建
物
、
構
築
物
、
機
械
及
び
装
置
、
車
輛
運
搬

具
、
工
具
・
器
具
及
び
備
品
等
の
償
却
額
 

ダ
ム
使
用
権
、
水
利
権
、
借
地
権
、
地
上
権
、

特
許
権
及
び
施
設
利
用
権
等
の
償
却
額

 

 有
形
固
定
資
産
の
除
却
損
又
は
廃
棄
損

 

有
形
固
定
資
産
の
撤
去
費
 

 １
 
建
設
工
事
の
起

工
（
契
約
変
更
を

含
む
。
）
 

５
億
円
以
上
 
３
億
円
以
上
 

 
５
億
円
未
満
 

１
億
円
以
上
 

 
３
億
円
未
満
 

１
億
円
未
満
 

１
億
円
以
上
 

 
契
約
変
更
額
が
当
初
契
約
 

額
の
５
％
以
上
と
な
る
場
 

合
又
は
契
約
変
更
額
の
累
 

計
額
が
当
初
契
約
額
の
５
 

％
以
上
と
な
る
場
合
を
 

含
む
。
 

 

 



「 

 」 

に
改
め
、 

「 

 」 

を 「 

 」 

に
改
め
る
。 

 

別
表
第
七
の
二
中 

「 

 」 

を 

  

１
 
建
設
工
事
の
起

工
 

５
億
円
以
上
 
３
億
円
以
上
 

 
５
億
円
未
満
 

１
億
円
以
上
 

 
３
億
円
未
満
 

１
億
円
未
満
 

１
億
円
以
上
 

 ６
 
契
約
を
伴
う
支

出
予
算
の
執
行
の

う
ち
、
当
該
契
約

の
執

行
予

定
額

が
、
第

13
7
条
の

２
に
定
め
る
随
意

契
約
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
予
定
価

格
と
し
て
定
め
る

額
を
超
え
る
も
の
 

 

執
行
し
よ
う
と
す
る
費
目
等
に
応
じ
た
別
表
第
７
の
２
に

定
め
る
区
分
に
従
い
決
裁
を
受
け
る
 

リ
ー
ス
資
産
の
取
得
に
 

係
る
経
費
に
つ
い
て
、
 

全
て
の
案
件
 

 

 ６
 
契
約
を
伴
う
支

出
予
算
の
執
行
の

う
ち
、
当
該
契
約

の
執

行
予

定
額

が
、
第

13
7
条
の

２
に
定
め
る
随
意

契
約
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
予
定
価

格
と
し
て
定
め
る

額
を
超
え
る
も
の
 

 

執
行
し
よ
う
と
す
る
費
目
等
に
応
じ
た
別
表
第
７
の
２
に

定
め
る
区
分
に
従
い
決
裁
を
受
け
る
 

執
行
し
よ
う
と
す
る
費
目
等
に

応
じ
た
別
表
第
７
の
２
に
定
め

る
区
分
に
従
い
合
議
を
受
け
る

 

 燃
料

費
、

動
力

費
、
薬

品
費

1億
円
以
上

5
,
0
0
0
万
円

以
上

1
億
円
未
満

1
,
0
0
0
万
円

以
上

5
,
0
0
0
万
円

未
満

1
,
0
0
0
万
円

未
満

△
100万

円
未
満
の
も
の

◎

1
,
0
0
0
万
円

以
上

1
,
0
0
0
万
円

以
上



「 

 」 

に
改
め
、 

「 

 」 

を 「 

 」 

に
改
め
る
。 

 
 

1
,
0
0
0
万

円

以
上

1
,
0
0
0
万

円

以
上

1億
円
以
上

1
,
0
0
0
万
円

以
上

1
億
円
未
満

1
,
0
0
0
万
円

未
満

△
100万

円
未
満
の
も
の

◎
薬

品
費

燃
料

費
、

動
力

費
1億

円
以
上

5
,
0
0
0
万
円

以
上

1
億
円
未
満

1
,
0
0
0
万
円

以
上

5
,
0
0
0
万
円

未
満

1
,
0
0
0
万
円

未
満

△
100万

円
未
満
の
も
の

◎

1
,
0
0
0
万

円

以
上

1
,
0
0
0
万

円

以
上

500万
円

以
上

3
0
0
万
円

以
上

5
0
0
万
円

未
満

300万
円

未
満

△◎

償
還
金
、
利
子
及
び

取
扱
い
諸
費

企
業
債
の
元
利
償
還
金
及
び
一
時

借
入
金
利
息

500万
円

以
上

3
0
0
万
円

以
上

5
0
0
万
円

未
満

300万
円

未
満

△◎

償
還
金
、
利
子
及
び

取
扱
い
諸
費

企
業
債
、
他
会
計
借
入
金
及
び
年

賦
未
払
金
の
元
利
償
還
金
並
び
に

一
時
借
入
金
利
息



様
式
第
七
十
八
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

  

 

様
式
第
七
十
九
号
を
削
る
。 

 

様
式
第
八
十
四
号
を
削
る
。 

 

様
式
第
八
十
五
号
を
削
る
。 

様
式
第
7
8
号
の
2
 

様
式
第
7
8
号
の
2
 

 

予
定

価
格

 

決
定

者
 

 

平
成

 
 
年

 
 
月

 
 
日

 

 

予
 
定

 
価

 
格

 
 下
記
工
事
の
予
定
価
格
を
次
の
と
お
り
決
定
す
る
。

 

 

予
定
価
格
（
税
込
み
）
金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
円

 
 

入
札
書
比
較
価
格
（
予
定
価
格
の

1
0
0
/
1
0
8
、
税
抜
き
）
 

金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 
  

最
低
制
限
価
格
（
税
込
み
）
金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
円

 
 

入
札
書
比
較
価
格
（
最
低
制
限
価
格
の

1
0
0
/
1
0
8
、
税
抜
き
）
 

金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 
  

記
 

 

工
事

番
号

 

及
び

工
事

名
 

 

工
事

場
所

 
 

実
施

額
 

 

※
記
載
事
項
は
、
契
約
内
容
に
応
じ
て
適
宜
修
正
し
て
使
用
し
て
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

 

（
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
）

 



様
式
第
八
十
六
号
（
三
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

 

 様
式
第
8
6
号
（
３
）
 

  様
式
第

86号
（
３
）
 

 注 本様式は二年度以上にまたがる執行伺など手書により執行の伺いをたてるときに使用すること。 

執
 
 
 
行
 
 
 
伺
 

起
案

者
 

○ 印
 

下
記
の
と
お
り
執
行
し
て
よ
い
か
伺
い
ま
す
。
な
お
、
決
裁
の
上
は
、

こ
の
旨
当
該
所
場
長
あ
て
通
知
し
て
よ
い
か
併
せ
て
伺
い
ま
す
。
 

電
話

 
番

 

起
 

 
案
 

年
 

 
 
月

 
 
 
日
 

決
 

 
裁
 

年
 

 
 
月

 
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
決
裁
欄
 

 
 

 
 

 
（
合
議
）
 

 
 

 
課

所
 
年

度
  

会
 
 
 
 
 
 
 
 
計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

番
 

 
号
 

予
算
内
容
  

業
種

（
大

小
）

又
は

業
務
 

 

実
施

設
計

額
 

 
 

 
 

 
千
円
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

工
事

名
 

業
務

名
  

 
 

 

工
事

場
所
 

業
務

箇
所
  

 

 

執行方法 

区
分
 

根
拠

法
令
 

着
工
（
着
手
）
予
定
 

予
算

額
 

 

指
名

競
争

入
札
 地

方
自
治
法
施
行
令
第

167
条
第

 
 

 
号

 
年

 
 
月
 

 
旬
 

千
円
 

 

(落
札
者
が
な
い
と
き
) (１

．
指
名
替
え
に
よ
る
再
入
札

 
２
．
随
意
契
約

) 
完
成
（
完
了
）
予
定
 

執
行

伺
済

額
 

 

随
意

契
約
 地

方
公
営
企
業
法
施
行
令
第

21条
の

14第
１
項
第

 
 

 
号

 
年

 
 
月
 

 
旬
 

千
円
 

 

一
般

競
争

入
札
  

支
払

予
定
 

執
行

伺
額
 

 

前
払

金
 

有
・

無
 

監
督

員
 

年
 

 
月
 

 
旬
 

千
円
 

 

部
分

払
 

有
・

無
 
 

契
約

予
定

期
間

 
残

額
 

 

入
札

保
証

金
 
徴
収
・
免
除
  

日
間
 

千
円
 

 

最
低
制
限
価
格
 

有
・
無
 

摘要 

競
争

入
札
 入

札
通
知
案
 
標

 準
 
建
設
工
事
請
負
等
指
名
競
争
入
札
執
行
要
領
 

 

支
 
出

 
科

 
目
 

別
 添

 
 

 
標
準
様
式
第
 
 
 
 
号

 
使
用
 

 

款
 
 

 
契

約
書

案
 
標

 準
 
建
設
工
事
請
負
等
指
名
競
争
入
札
執
行
要
領
 

 

 
 

 

 
 

別
 添

 
 

 
標
準
様
式
第
 
 
 
 
号
の
 
 
 
 
使
用
 

 

項
 
 

 

 

 
 

随
意

契
約
  入

札
通
知
案
、
契
約
書
案
は
別
添
の
と
お
り
 

 

 
 

 

目
 
 

 

 

 

節
 
 

 

 

細
節
  

 

（
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
）
 

 



様
式
第
八
十
七
号
（
三
）
を
削
る
。 

様
式
第
八
十
八
号
（
三
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

 

様
式
第
8
8
号
（
３
）
 

  様
式

88
号
（
３
）
 

支
出

負
担

行
為

決
議

書
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 注一 本様式は二年度以上にまたがる支出負担行為など手書により支出負担行為の伺いをたてるときに使用すること。 

  二 ※印については、契約年月日を記入すること。 

  三 年度欄は契約を行った年度を使用すること。 

 件
 
名
 

起
案

者
 

○ 印
 

 

本
書
の
と
お
り
支
出
負
担
行
為
を
し
ま
す
。
ま
た
、

監
督
員
を
別
案
に
よ
り
請
負
者
あ
て
通
知
し
ま
す
。
 

電
話

 
番

 

起
案

 
年

 
 

 
月

 
 
 
日
 

 
決

裁
 

年
 

 
 
月

 
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
決
裁
欄
 

 
 

 
 

 
（
合
議
）
 

 
 

 
課

所
 
年

度
  

会
 
 
 
 
 
 
 
 
計
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

支
出

負
担

行
為

額
 

負符号 

支
出

負
担

行
為

 
※

 支
出

負
担

行
為
  

十
 兆

 千
 百

 十
 億

 千
 百

 十
 万

 千
 百

 十
 円

 
予

定
年

月
日

 
年

月
日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

番
 
号
 

契
約

期
間

 

 

履
行

期
限

 

始
 

 
 
期
 

終
 

 
 
期
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

目
的
  

年度割 

年
度
 

千
円
 

理
由
  

年
度
 

千
円
 

及
び
  

年
度
 

千
円
 

算
出
  

年
度
 

千
円
 

基
礎
  

年
度
 

千
円
 

 

支
出

負
担

行
為

の
 

相
手

方
 

住
所

 
 

 
 

 

 

氏
名

 
 

 
 

 

 

 

支
出

科
目

 
支

出
負

担
行

為
の

状
況

 

 

款
 
 

配
当

予
算

額
 

千
円
 

 

項
 
 

（
令

達
）

 

 

目
 
 

支
出

負
担

行
為

済
額

 
千
円
 

 

節
 
 

支
出
負
担
行
為
未
済
額

 
千
円
 

 

細
節
  

今
回

執
行

額
 

千
円
 

（
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
）
 



附 

則 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
四
号 

 
埼
玉
県
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

中 

野 
 

 

晃 

 
 

 

埼
玉
県
企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

埼
玉
県
企
業
職
員
給
与
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
の
見
出
し
を
「
（
給
料
表
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

職
員
の
職
務
は
、
そ
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
に
基
づ
き
こ
れ
を
給
料
表
に
定
め
る
職

務
の
級
に
分
類
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
分
類
の
基
準
と
な
る
べ
き
職
務
の
内
容
は
、
別
表
第
三

及
び
別
表
第
四
に
定
め
る
級
別
基
準
職
務
表
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

 

第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

前
項
に
規
定
す
る
級
別
基
準
職
務
表
の
基
準
と
な
る
職
務
並
び
に
当
該
職
務
と
そ
の
複
雑
、

困
難
及
び
責
任
の
度
が
同
程
度
の
職
務
は
、
別
表
第
五
及
び
別
表
第
六
に
定
め
る
級
別
職
務
区

分
表
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

 

第
二
条
の
三
中
「
採
用
さ
れ
た
職
員
」
の
下
に
「
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
任
期
付
職
員
」
と

い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

       

 

第
二
条
の
三
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

特
定
任
期
付
職
員
の
号
給
を
、
そ
の
者
の
専
門
的
な
知
識
経
験
又
は
識
見
の
度
並
び
に
そ
の

者
が
従
事
す
る
業
務
の
困
難
及
び
重
要
の
度
に
応
じ
て
、
次
の
各
号
に
定
め
る
号
給
に
決
定
す

る
。 

 

一 

高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
を
活
用
し
て
業
務
に
従
事
す

る
場
合 

一
号
給 

 

二 

高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
を
活
用
し
て
困
難
な
業
務
に

従
事
す
る
場
合 

二
号
給 

 

三 

高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
を
活
用
し
て
特
に
困
難
な
業

  号給 給料月額 

      円 

１ 371,000 

２ 419,000 

３ 471,000 

４ 532,000 

５ 607,000 

６ 709,000 

７ 829,000  

 



務
に
従
事
す
る
場
合 

三
号
給 

 

四 

特
に
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
を
活
用
し
て
特
に
困
難

な
業
務
に
従
事
す
る
場
合 

四
号
給 

 

五 
特
に
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
を
活
用
し
て
特
に
困
難

な
業
務
で
重
要
な
も
の
に
従
事
す
る
場
合 

五
号
給 

 

六 

極
め
て
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
又
は
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
等

を
活
用
し
て
特
に
困
難
な
業
務
で
重
要
な
も
の
に
従
事
す
る
場
合 

六
号
給 

 

七 

極
め
て
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
又
は
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
等

を
活
用
し
て
特
に
困
難
な
業
務
で
特
に
重
要
な
も
の
に
従
事
す
る
場
合 

七
号
給 

 

第
三
条
第
一
項
中
「
別
表
第
五
」
を
「
別
表
第
七
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
別
表
第
五
」

を
「
別
表
第
七
」
に
、
「
別
表
第
六
」
を
「
別
表
第
八
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
別
表
第
五
」

を
「
別
表
第
七
」
に
、
「
別
表
第
七
」
を
「
別
表
第
九
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
六
項
及
び
第
七
項
中
「
別
表
第
五
」
を
「
別
表
第
七
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

   

別表第１（第２条関係）

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級 ８　級 ９　級 10　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

1 140,100 190,200 226,400 259,900 286,200 317,000 361,300 406,900 457,200 520,500

2 141,200 192,000 228,000 261,900 288,400 319,200 363,900 409,300 460,300 523,400

3 142,400 193,800 229,500 263,700 290,700 321,500 366,400 411,800 463,300 526,500

4 143,500 195,600 231,100 265,800 292,900 323,700 369,000 414,200 466,300 529,600

5 144,600 197,200 232,600 267,700 294,900 326,000 371,100 416,100 469,300 532,700

6 145,700 199,000 234,300 269,600 297,200 328,000 373,600 418,400 472,300 535,000

7 146,800 200,800 235,800 271,600 299,500 330,200 375,900 420,500 475,300 537,500

8 147,900 202,600 237,400 273,700 301,800 332,400 378,400 422,700 478,400 539,900

9 149,000 204,300 238,900 275,800 303,900 334,500 380,900 424,700 481,100 542,300

10 150,400 206,100 240,400 277,800 306,200 336,700 383,600 426,800 484,200 544,100

11 151,700 207,900 242,000 279,900 308,400 338,800 386,200 428,900 487,200 545,900

12 153,000 209,700 243,500 282,000 310,700 341,000 388,900 431,000 490,300 547,800

13 154,300 211,100 245,000 284,000 312,900 343,000 391,300 432,700 493,000 549,500

14 155,800 212,900 246,500 286,100 315,000 345,000 393,600 434,500 495,300 550,900

15 157,300 214,600 247,900 288,100 317,200 347,100 395,800 436,500 497,600 552,200

16 158,900 216,400 249,300 290,200 319,300 349,100 398,200 438,500 499,900 553,300

17 160,200 218,100 250,800 292,200 321,400 351,000 400,000 440,400 502,000 554,600

18 161,700 219,800 252,600 294,200 323,400 353,000 402,000 442,200 503,400 555,600

19 163,200 221,400 254,300 296,300 325,500 354,800 403,900 444,000 504,900 556,500

20 164,700 223,000 256,100 298,300 327,500 356,700 405,700 445,700 506,300 557,400

21 166,100 224,500 257,800 300,400 329,500 358,700 407,600 447,500 507,500 558,300

22 168,800 226,200 259,600 302,500 331,600 360,600 409,400 449,000 508,900

23 171,400 227,800 261,400 304,500 333,600 362,600 411,200 450,400 510,400

24 174,000 229,400 263,100 306,600 335,700 364,500 413,100 451,900 511,900

25 176,700 230,800 265,100 308,400 337,300 366,500 414,900 453,300 513,000

26 178,400 232,300 267,000 310,500 339,200 368,400 416,400 454,600 514,100

27 180,100 233,800 268,800 312,600 341,100 370,400 417,900 455,900 515,300

28 181,800 235,100 270,700 314,600 343,000 372,400 419,500 457,100 516,500

29 183,300 236,400 272,400 316,600 344,700 373,900 421,100 458,100 517,500

30 185,100 237,600 274,300 318,600 346,600 375,700 422,400 458,800 518,400

31 186,900 238,700 276,200 320,700 348,500 377,500 423,700 459,600 519,300

32 188,600 239,900 278,000 322,800 350,300 379,100 424,900 460,300 520,200

33 190,200 241,200 279,700 324,300 352,200 380,900 426,100 461,000 521,000

34 191,700 242,500 281,600 326,300 354,000 382,300 427,400 461,800 521,900

35 193,200 243,700 283,400 328,200 355,800 383,800 428,700 462,500 522,600

職員

の区
分

企業職給料表（一）



 

    

 

36 194,700 245,000 285,300 330,300 357,500 385,400 429,900 463,100 523,100

37 196,000 246,000 287,000 332,200 358,900 386,800 431,100 463,600 523,800

38 197,300 247,400 288,700 334,100 360,200 388,000 431,900 464,200 524,400

39 198,600 248,900 290,500 336,100 361,600 389,200 432,700 464,800 525,200

40 199,900 250,400 292,300 338,000 363,000 390,300 433,500 465,400 525,800

41 201,200 251,800 294,000 339,900 364,300 391,400 434,100 465,900 526,300

42 202,500 253,200 295,700 341,800 365,200 392,600 434,800 466,400

43 203,800 254,600 297,400 343,600 366,300 393,800 435,500 466,800

44 205,100 256,000 299,000 345,500 367,400 394,900 436,200 467,100

45 206,300 257,200 300,700 347,000 368,200 395,600 437,000 467,400

46 207,600 258,500 302,400 348,400 369,100 396,300 437,800

47 208,900 259,900 304,000 349,900 370,000 397,000 438,200

48 210,200 261,300 305,700 351,400 370,900 397,700 438,900

49 211,300 262,600 306,900 353,000 371,800 398,300 439,400

50 212,400 263,700 308,400 353,800 372,600 398,900 439,800

51 213,400 265,000 309,900 355,000 373,400 399,400 440,200

52 214,500 266,300 311,500 356,000 374,200 399,800 440,600

53 215,600 267,400 313,100 356,900 374,900 400,200 441,000

54 216,600 268,500 314,700 358,000 375,600 400,500 441,400

55 217,500 269,800 316,300 358,900 376,300 400,800 441,800

56 218,500 271,100 317,800 360,000 377,000 401,100 442,100

57 219,200 272,200 319,300 360,900 377,500 401,400 442,400

58 220,100 273,200 320,500 361,600 378,100 401,700 442,800

59 221,000 274,300 321,700 362,300 378,700 402,000 443,100

60 221,900 275,400 322,900 363,000 379,400 402,300 443,400

61 222,600 276,600 323,600 363,400 379,800 402,600 443,700

62 223,600 277,600 324,500 364,000 380,500 402,900

63 224,500 278,500 325,300 364,700 381,100 403,200

64 225,400 279,500 326,100 365,400 381,700 403,500

65 226,100 280,300 327,000 365,700 382,100 403,800

66 227,000 281,200 327,400 366,400 382,700 404,100

67 227,900 281,900 328,100 367,100 383,300 404,400

68 229,000 282,800 328,900 367,800 383,900 404,700

69 229,800 283,800 329,700 368,100 384,300 404,900

70 230,500 284,600 330,400 368,700 384,800 405,200

71 231,200 285,400 331,100 369,400 385,300 405,500

72 232,000 286,200 331,800 370,000 385,900 405,800

73 232,800 287,000 332,300 370,300 386,200 406,000

74 233,500 287,500 332,900 370,900 386,600 406,300

75 234,200 287,900 333,400 371,600 387,000 406,600

76 234,900 288,400 334,000 372,200 387,400 406,800

再任

用職

員以

外の

職員

77 235,600 288,500 334,300 372,600 387,700 407,000

78 236,400 288,900 334,800 373,100 388,000 407,300

79 237,200 289,100 335,200 373,700 388,300 407,600

80 238,000 289,500 335,700 374,200 388,600 407,800

81 238,700 289,700 336,100 374,700 388,800 408,000

82 239,400 289,900 336,600 375,300 389,100 408,300

83 240,100 290,300 337,100 375,800 389,400 408,600

84 240,800 290,600 337,600 376,100 389,600 408,800

85 241,500 290,900 337,900 376,500 389,800 409,000

86 242,200 291,200 338,300 377,000 390,100

87 242,900 291,500 338,800 377,400 390,400

88 243,600 291,900 339,200 377,800 390,600

89 244,300 292,200 339,500 378,200 390,800

90 244,800 292,600 339,900 378,700 391,100

91 245,300 292,900 340,400 379,100 391,400

92 245,800 293,300 340,800 379,500 391,600

93 246,100 293,400 341,000 379,800 391,800

94 293,600 341,400

95 294,000 341,900

96 294,400 342,300

97 294,600 342,400

98 294,900 342,900

99 295,300 343,300

100 295,700 343,600

101 295,900 343,900

102 296,200 344,300

103 296,600 344,700

104 296,900 345,100

105 297,100 345,600

106 297,400 346,000

107 297,800 346,400

108 298,100 346,800

109 298,300 347,300

110 298,700 347,700

111 299,100 348,000

112 299,400 348,300

113 299,500 348,800

114 299,800

115 300,100

116 300,500



 

    

 

117 300,700

118 300,900

119 301,200

120 301,500

121 301,900

122 302,100

123 302,400

124 302,700

125 303,000

再任

用職
員

186,500 214,000 254,000 273,400 288,500 313,900 355,600 388,700 439,800 520,200

備考　この表は、企業職給料表（二）の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第２条の３第１項及び第14条に規定する職員を除く。

別表第２（第２条関係）

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

1 126,400 146,700 200,400 226,400 259,900

2 127,300 147,900 201,300 228,000 261,900

3 128,300 149,100 202,100 229,500 263,700

4 129,200 150,300 203,400 231,100 265,800

5 130,200 151,500 204,700 232,600 267,700

6 131,200 153,000 206,100 234,300 269,600

7 132,200 154,500 207,500 235,800 271,600

8 133,200 156,000 208,900 237,400 273,700

9 134,000 157,400 210,300 238,900 275,800

10 135,000 158,900 211,900 240,400 277,800

11 136,000 160,400 213,500 242,000 279,900

12 137,100 161,900 214,900 243,500 282,000

13 137,900 163,400 216,200 245,000 284,000

14 138,900 165,200 217,700 246,500 286,100

15 139,900 167,000 219,200 247,900 288,100

16 140,900 168,800 221,000 249,300 290,200

17 142,000 170,600 222,700 250,800 292,200

18 143,200 172,300 224,500 252,600 294,200

19 144,400 174,000 226,200 254,300 296,300

20 145,600 175,700 227,800 256,100 298,300

21 146,700 177,300 229,400 257,800 300,400

22 147,900 178,700 230,800 259,600 302,500

23 149,100 180,100 232,300 261,400 304,500

24 150,300 181,500 233,800 263,100 306,600

25 151,500 183,500 235,100 265,100 308,400

26 153,000 185,000 236,400 267,000 310,500

27 154,500 186,400 237,600 268,800 312,600

28 156,000 187,800 238,700 270,700 314,600

29 157,400 189,200 239,900 272,400 316,600

30 158,900 190,400 241,200 274,300 318,600

31 160,400 191,700 242,500 276,200 320,700

32 161,900 192,800 243,700 278,000 322,800

33 163,400 194,700 245,000 279,700 324,300

34 165,200 196,200 246,000 281,600 326,300

35 167,000 197,600 247,800 283,400 328,200

36 168,800 198,800 249,600 285,300 330,300

37 170,600 199,900 251,400 287,000 332,200

38 172,300 200,800 253,300 288,700 334,100

企業職給料表（二）

職員

の区

分



 

    

 

39 174,000 201,600 255,300 290,500 336,100

40 175,700 203,000 257,200 292,300 338,000

41 177,300 204,700 259,200 294,000 339,900

42 178,700 206,100 261,100 295,700 341,800

43 180,100 207,500 263,000 297,400 343,600

44 181,500 208,900 264,900 299,000 345,500

45 183,500 210,300 266,700 300,700 347,000

46 185,000 211,900 268,600 302,400 348,400

47 186,400 213,500 270,400 304,000 349,900

48 187,800 214,900 272,000 305,700 351,400

49 189,200 216,200 273,800 306,900 353,000

50 190,400 217,700 275,600 308,400 353,800

51 191,700 219,200 277,300 309,900 355,000

52 192,800 220,500 279,000 311,500 356,000

53 194,000 221,600 280,600 313,100 356,900

54 195,100 222,400 282,300 314,700 358,000

55 196,200 223,300 284,000 316,300 358,900

56 197,300 224,300 285,400 317,800 360,000

57 198,400 225,200 287,000 319,300 360,900

58 199,500 226,700 288,600 320,500 361,600

59 200,500 228,000 290,200 321,700 362,300

60 201,500 229,100 291,500 322,900 363,000

61 202,500 230,600 293,000 323,600 363,400

62 203,600 231,900 294,200 324,500 364,000

63 204,700 233,200 295,500 325,300 364,700

64 205,700 234,500 296,800 326,100 365,400

65 206,800 235,700 298,100 327,000 365,700

66 208,100 236,900 299,500 327,400 366,400

67 209,400 238,200 300,800 328,100 367,100

68 210,700 239,500 302,100 328,900 367,800

69 212,000 240,600 303,400 329,700 368,100

70 213,300 241,900 304,600 330,400 368,700

71 214,600 243,100 305,600 331,100 369,400

72 215,900 244,300 306,600 331,800 370,000

73 216,600 245,600 307,700 332,300 370,300

74 218,000 246,800 308,600 332,900 370,900

75 219,300 248,000 309,700 333,400 371,600

76 220,700 249,200 310,600 334,000 372,200

77 221,800 250,300 311,700 334,300 372,600

78 251,500 312,800 334,800 373,100

79 252,600 313,600 335,200 373,700

80 253,900 314,400 335,700 374,200

81 255,500 315,100 336,100 374,700

82 257,100 315,800 336,600 375,300

再任

用職
員以
外の

職員

83 258,700 316,400 337,100 375,800

84 260,300 317,000 337,600 376,100

85 261,700 317,500 337,900 376,500

86 263,400 318,000 338,300 377,000

87 265,000 318,500 338,800 377,400

88 266,600 319,000 339,200 377,800

89 268,300 319,500 339,500 378,200

90 270,100 319,900 339,900 378,700

91 271,700 320,200 340,400 379,100

92 273,500 320,500 340,800 379,500

93 275,200 320,800 341,000 379,800

94 276,900 321,000 341,400

95 278,700 321,200 341,900

96 280,400 321,400 342,300

97 281,600 321,700 342,400

98 283,200 322,000 342,900

99 284,700 343,300

100 286,100 343,600

101 287,600 343,900

102 288,900 344,300

103 290,200 344,700

104 291,400 345,100

105 292,700 345,600

106 293,700 346,000

107 294,600 346,400

108 295,400 346,800

109 296,300 347,300

110 297,000 347,700

111 297,700 348,000

112 298,400 348,300

113 298,900 348,800

114 299,400

115 300,000

116 300,600

117 301,300

再任

用職

員

192,400 203,500 214,000 254,000 273,400



別
表
第
七
を
別
表
第
九
と
す
る
。 

別
表
第
六
中
「
別
表
第
五
」
を
「
別
表
第
七
」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
八
と
し
、
別
表
第
五

を
別
表
第
七
と
す
る
。 

別
表
第
四
を
削
る
。 

 

別
表
第
三
中

を

に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
五

と
し
、
同
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。 

別
表
第
六
（
第
二
条
関
係
） 

 

企
業
職
給
料
表
（
二
）
級
別
職
務
区
分
表 

 
 

            

備
考 

現
に
上
位
の
級
に
決
定
さ
れ
て
い
る
職
に
つ
い
て
は
、
本
表
に
か
か
わ
ら
ず
、
従
前
の

例
に
よ
る
。 

別
表
第
二
の
次
に
次
の
二
表
を
加
え
る
。 

     

「 

主 
任 

主
任
専
門
員 

四 
 

 

級 

 

      

」 

「 

 

四 
 

 

級 

 

      

」 

各
機
関 

共
通 

 
 

職
務
の
級 

機
関
の 

区
分 

技
能
職 

員
（
二 

種
） 

技
能
職 

員
（
一 

種
） 

上
席
主
任 

主
任 

上
席
主
任 

主
任 

五
級 

主
任 

主
任 

主
任
専
門 

員 四
級 

主
事 

専
門
員 

主
事 

技
師 

 

専
門
員 

三
級 

主
事 

専
門
員 

主
事 

技
師 

 

専
門
員 

二
級 

主
事 

専
門
員 

主
事 

技
師 

 

専
門
員 

一
級 

 



別
表
第
三
（
第
二
条
関
係
） 

 

企
業
職
給
料
表
（
一
）
級
別
基
準
職
務
表 

                                

十
級 

九
級 

八
級 

七
級 

六
級 

五
級 

四
級 

三
級 

二
級 

一
級 

職
務
の
級 

特
に
重
要
な
業
務
を
所
掌
す
る
本
庁
の
部
局
長
の
職
務 

本
庁
の
部
局
長
の
職
務 

一 

本
庁
の
副
部
長
の
職
務 

二 

困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
地
域
機
関
の
長
の
職
務 

一 

本
庁
の
課
長
の
職
務 

二 

地
域
機
関
の
長
の
職
務 

 

一 

副
課
長
の
職
務 

二 

地
域
機
関
の
副
所
長
の
職
務 

三 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
幹
の
職
務 

四 

地
域
機
関
の
困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
担
当
部
長
の
職
務 

一 

主
幹
の
職
務 

二 

地
域
機
関
の
担
当
部
長
の
職
務 

一 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
査
の
職
務 

二 

地
域
機
関
の
困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
担
当
課
長
の
職
務 

一 

主
査
の
職
務 

二 

地
域
機
関
の
担
当
課
長
の
職
務 

三 

主
任
の
職
務 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
主
事
又
は
技
師
の
職
務 

主
事
又
は
技
師
の
職
務 

基
準
と
な
る
職
務 

 



別
表
第
四
（
第
二
条
関
係
） 

企
業
職
給
料
表
（
二
）
級
別
基
準
職
務
表 

            

    
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
等
） 

１ 

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
二
項

の
改
正
規
定
並
び
に
同
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二
条
の
三
の
改
正
規
定
（
同
条
の

表
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
及
び
同
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
三
条
の
改
正
規
定
、

附
則
第
六
項
及
び
第
七
項
の
改
正
規
定
、
別
表
第
七
を
別
表
第
九
と
す
る
改
正
規
定
、
別
表
第

六
の
改
正
規
定
及
び
同
表
を
別
表
第
八
と
し
、
別
表
第
五
を
別
表
第
七
と
す
る
改
正
規
定
、
別

表
第
四
を
削
る
改
正
規
定
、
別
表
第
三
の
改
正
規
定
及
び
同
表
を
別
表
第
五
と
し
、
同
表
の
次

に
一
表
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
別
表
第
二
の
次
に
二
表
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
平
成
二

十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
程
（
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
を
除
く
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
企
業
職
員
給
与
規
程
（
第
四
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
規
程
」
と
い

う
。
）
に
よ
る
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

（
改
定
日
前
の
異
動
者
の
号
給
の
調
整
） 

３ 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
定
日
」
と
い
う
。
）
前
に
職
務
の

級
を
異
に
し
て
異
動
し
た
職
員
及
び
別
に
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
職
員
の
改
定
日
に
お
け
る
号

給
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
改
定
日
に
お
い
て
職
務
の
級
を
異
に
す
る
異
動
等
を
し
た
も
の
と

五
級 

四
級 

三
級 

二
級 

一
級 

職
務
の
級 

一 

上
席
主
任
の
職
務 

二 

困
難
な
業
務
に
従
事
す
る
主
任 

の
職
務 

主
任
の
職
務 

特
に
困
難
な
業
務
に
従
事
す
る
主
事

又
は
技
師
の
職
務 

困
難
な
業
務
に
従
事
す
る
主
事
又
は

技
師
の
職
務 

主
事
又
は
技
師
の
職
務 

技
能
職
員
（
一
種
） 

基
準
と
な
る
職
務 

一 
上
席
主
任
の
職
務 

二 

困
難
な
業
務
に
従
事
す
る
主
任 

の
職
務 

主
任
の
職
務 

特
に
困
難
な
業
務
に
従
事
す
る
主
事

の
職
務 

困
難
な
業
務
に
従
事
す
る
主
事
の
職

務 主
事
の
職
務 

技
能
職
員
（
二
種
） 

 



し
た
場
合
と
の
権
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 
（
給
与
の
内
払
） 

４ 

改
正
後
の
規
程
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉

県
企
業
職
員
給
与
規
程
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
改
正
後
の
規
程
の
規
定
に
よ
る
給

与
の
内
払
と
み
な
す
。 

 

（
補
則
） 

５ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号 

 
埼
玉
県
企
業
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

中 

野 
 

 

晃 

 
 

 

埼
玉
県
企
業
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
企
業
職
員
就
業
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
三
項
中
「
た
だ
し
書
き
」
を
「
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
三
十
九

条
第
三
項
」
を
「
第
三
十
九
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。 

９ 

管
理
者
は
、
職
員
（
別
に
定
め
る
職
員
及
び
第
六
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
に
つ
い
て
職

員
の
申
告
を
考
慮
し
て
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
公
務
の
正
常
な
運
営
を
妨

げ
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
第
二
項
、
第
三
項
、
第
五
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

職
員
の
申
告
を
経
て
、
四
週
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
週
を
単
位
と
し
て
別
に
定
め
る
期
間
ご

と
の
期
間
に
つ
き
第
一
項
、
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
と
な
る
よ

う
に
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
。 

10 

前
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
は
、
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
て
所
属
長
が
定
め
る
。 

11 

前
各
項
に
定
め
る
ほ
か
、
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等

に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
号
）
及
び
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

（
平
成
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
例
に
よ
る
。 

 

第
四
条
第
五
項
中
「
前
四
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

６ 

前
各
項
に
定
め
る
ほ
か
、
休
憩
時
間
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る

条
例
に
よ
る
休
憩
時
間
の
例
に
よ
る
。 

 

第
五
条
た
だ
し
書
中
「
設
け
る
も
の
と
し
」
の
下
に
「
、
第
三
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務

時
間
を
割
り
振
る
職
員
（
別
に
定
め
る
者
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
で

き
る
も
の
と
し
、
そ
の
週
休
日
は
、
業
務
の
実
情
に
応
じ
、
所
属
長
が
定
め
る
」
を
「
で
き
る
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
週
休
日
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
、
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
は
業
務
の
実
情
に
応
じ
、
第
三
条
第

九
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
職
員
に
つ
い
て
は
当
該
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
て
、

所
属
長
が
定
め
る
。
た
だ
し
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
の
う

ち
、
第
三
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
職
員
の
週
休
日
は
、
業
務
の
実
情

に
応
じ
て
定
め
た
も
の
に
加
え
て
当
該
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
て
、
所
属
長
が
定
め
る
。 



３ 

前
二
項
に
定
め
る
ほ
か
、
週
休
日
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条

例
に
よ
る
週
休
日
の
例
に
よ
る
。 

 
第
十
一
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
「
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
号
）
」

を
削
る
。 

 

第
二
十
二
条
中
「
（
平
成
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
六
号 

 
埼
玉
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

中 

野 
 

 

晃 

埼
玉
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
企
業
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管

理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
四
総
務
課
の
部
第
二
項
管
理
者
決
裁
事
項
の
欄
２
及
び
局
長
の
専
決
事
項
の
欄
２
中
「
営

利
企
業
等
へ
の
従
事
」
を
「
営
利
企
業
へ
の
従
事
等
」
に
改
め
、
同
表
水
道
企
画
課
の
部
第
三
項

水
道
部
長
の
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
給
水
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
」
を
「
給
水
を
承
認
す
る
こ
と
」

に
改
め
、
同
欄
３
中
「
第
二
十
条
」
を
「
第
二
十
一
条
」
に
改
め
、
同
欄
３
を
同
欄
６
と
し
、
同

欄
２
を
同
欄
４
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

５ 

規
程
第
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
雑
用
水
の
給
水
を
認
め
る
こ
と
。 

 

別
表
第
四
水
道
企
画
課
の
部
第
三
項
水
道
部
長
の
専
決
事
項
の
欄
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。 

 

２ 

規
程
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
別
給
水
を
承
認
す
る
こ
と
。 

 

３ 

規
程
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
承
認
内
容
の
変
更
を
認
め
る
こ
と
。 

 

別
表
第
五
専
決
事
項
の
欄
24
中
「
第
二
十
四
条
」
を
「
条
例
第
二
十
五
条
」
に
改
め
、
同
欄
27

中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄
28
中
「
第
十
条
」
を
「
第
九
条
」

に
改
め
、
同
欄
39
中
「
第
二
十
四
条
第
三
項
」
の
下
に
「
（
条
例
第
四
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
欄
57
中
「
第
四
十
二
条
」
を
「
第
四
十
二
条
第
三
項
」
に
改

め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
七
号 

 
埼
玉
県
企
業
局
職
員
の
職
務
発
明
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

中 

野 
 

 

晃 

 
 

 

埼
玉
県
企
業
局
職
員
の
職
務
発
明
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
企
業
局
職
員
の
職
務
発
明
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規

程
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
六
条
第
一
項
中
「
六
十
日
」
を
「
三
月
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
八
号 

 
埼
玉
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

中 

野 
 

 

晃 

 
 

 

埼
玉
県
企
業
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
企
業
局
組
織
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
主
任
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

    

別
表
第
一
事
務
嘱
託
の
項
及
び
技
術
嘱
託
の
項
を
削
る
。 

 

別
表
第
二
主
任
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

     

別
表
第
三
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

   

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

主
任
専 

門
員 

上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
又
は
技
術
で
知
識
、
経
験
等
を
必
要
と
す
る
相
当

困
難
な
も
の
に
従
事
す
る
。 

 

主
任
専 

門
員 

上
司
の
命
を
受
け
、
浄
書
、
文
書
の
集
配
、
自
動
車
の
運
転
、
機
器
の
操
作
、

土
木
作
業
、
保
全
業
務
、
え
ん
堤
作
業
等
の
業
務
で
知
識
、
経
験
等
を
必
要

と
す
る
相
当
困
難
な
も
の
に
従
事
す
る
。 

 

専
門
員 

上
司
の
命
を
受
け
、
庁
務
、
炊
事
又
は
清
掃
の
業
務
で
知
識
、
経
験
等
を
必

要
と
す
る
も
の
に
従
事
す
る
。 

 



管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
九
号 

 
埼
玉
県
工
業
用
水
道
事
業
給
水
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

中 

野 
 

 

晃 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
工
業
用
水
道
事
業
給
水
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
工
業
用
水
道
事
業
給
水
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

目
次
中
「
第
三
章 

給
水
施
設
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
、
「
第
五
章 

雑
則(

第
十
九
条
・
二 

 
 

 
 

 

「
第
五
章 

雑
用
水
（
第
十
九
条
・
第
二
十
条 

 
 

 
 

 
 

第
六
章 

雑
則(

第
二
十
一
条
） 

 

第
四
条
中
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
管
理
者
は
、
」
の
下
に
「
前
項
の
規
定
に
よ
る

申
し
込
み
を
し
た
者
が
前
条
の
規
定
に
該
当
し
、
か
つ
、
工
業
用
水
道
の
給
水
能
力
に
余
裕
が
あ

る
こ
と
を
確
認
し
た
後
、
第
九
条
第
四
項
に
定
め
る
検
査
に
合
格
し
」
を
加
え
、
「
そ
の
旨
」
を

「
、
一
日
あ
た
り
の
使
用
水
量
（
以
下
「
基
本
使
用
水
量
」
と
い
う
。
）
、
給
水
開
始
期
日
及
び
承

認
条
件
等
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。 

 

第
五
条
第
一
項
中
「
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
」
を
「
前
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
給
水
承
認
を
受
け
た
者
（
以
下
「
使
用
者
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
当
該
承
認
を
受
け
た

一
日
あ
た
り
の
使
用
水
量
（
以
下
「
基
本
使
用
水
量
」
と
い
う
。
）
」
を
「
基
本
使
用
水
量
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
申
し
込
み
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
」
の
下
に
「
工
業
用
水
道
の
」
を
加

え
る
。 

 

第
六
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 
 

た
だ
し
、
変
更
の
申
出
は
様
式
第
五
号
の
基
本
使
用
水
量
等
の
変
更
申
込
書
に
よ
り
行
う
も 

 

の
と
す
る
。 

 

第
七
条
中
「
給
水
施
設(

制
水
弁
に
接
続
し
て
設
け
ら
れ
た
給
水
管
、
量
水
器
、
受
水
そ
う
そ

の
他
の
給
水
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

」
を
「
既
設
の
県
工
業
用
水
道
配
水
管
か
ら
分
岐
し
、

受
水
し
よ
う
と
す
る
事
業
所
の
受
水
槽
に
至
る
ま
で
の
給
水
設
備
等
（
以
下
「
給
水
設
備
等
」
と

い
う
。
）
」
に
、
「
別
記
第
二
の
基
準
」
を
「
水
道
部
長
が
別
に
定
め
る
工
業
用
水
道
給
水
施
設
構

造
基
準
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

水
道
管
理
課
長
は
、
給
水
設
備
等
の
機
能
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
設
置
及
び
管
理
等
） 

第
八
条 

給
水
設
備
等
の
設
置
は
、
使
用
者
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

給
水
設
備
等
の
う
ち
、
道
路
法
に
基
づ
く
道
路(

以
下
「
道
路
」
と
い
う
。
）
に
設
置
す
る
制

十
条
）
」
を 

に
改
め
る
。 



水
弁
か
ら
事
業
所
に
至
る
給
水
管
、
量
水
器
、
受
水
槽
及
び
そ
の
他
の
給
水
設
備
（
以
下
「
給
水

施
設
」
と
い
う
。
）
の
管
理
及
び
撤
去
に
係
る
費
用
は
、
使
用
者
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 
道
路
に
設
置
す
る
給
水
設
備
等
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
管
理
者
と
協
議
す
る
も

の
と
す
る
。 

 

第
九
条
第
一
項
中
「
様
式
第
五
号
」
を
「
様
式
第
六
号
」
に
、
同
条
第
二
項
中
「
様
式
第
六
号
」

を
「
様
式
第
七
号
」
に
、
同
条
第
三
項
中
「
様
式
第
七
号
」
を
「
様
式
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

水
道
管
理
課
長
は
、
前
項
の
届
出
を
受
け
た
と
き
は
完
成
検
査
を
実
施
し
、
第
七
条
に
定
め 

 

る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
時
は
、
当
該
申
請
者
に
そ
の
旨
通
知
す
る
も
の
と 

 

す
る
。 

 

第
十
条
中
「
こ
れ
を
修
理
す
る
等
」
を
削
る
。 

 

第
十
一
条
第
一
項
中
「
工
事
を
行
な
う
」
を
「
工
事
を
行
う
」
に
、
「
第
二
十
条
」
を
「
第
二

十
一
条
」
に
、
「
制
限
し
、
又
は
停
止
」
を
「
制
限
又
は
停
止
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第

二
十
条
」
を
「
第
二
十
一
条
」
に
、「
制
限
し
、
又
は
停
止
」
を
「
制
限
又
は
停
止
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
二
条
中
「
前
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
十
一
条
」
を
加
え
、
「
制
限
し
、
若
し
く

は
」
を
「
制
限
若
し
く
は
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
中
「
Ｐ
Ｈ
」
を
削
る
。 

 

第
十
四
条
第
二
項
中
「
受
水
そ
う
」
を
「
受
水
槽
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
五
条
第
一
項
中
「
中
止
し
、
又
は
や
め
よ
う
と
」
を
「
中
止
又
は
廃
止
し
よ
う
と
」
に
、

「
様
式
第
八
号
の
工
業
用
水
道
使
用
中
止
（
廃
止
）
申
請
書
」
を
「
様
式
第
九
号
の
使
用
中
止
（
廃

止
）
申
請
書
」
に
、
同
条
第
二
項
中
「
別
紙
様
式
第
九
号
の
工
業
用
水
道
使
用
中
止
（
廃
止
）
承

認
書
」
を
「
様
式
第
十
号
の
使
用
中
止
（
廃
止
）
申
請
書
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
六
条
の
見
出
し
を
「
（
使
用
水
量
の
確
認
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
あ
ら
か
じ
め
定

め
た
日
」
を
「
別
途
定
め
る
日
」
に
、「
中
止
し
、
又
は
や
め
た
場
合
」
を
「
中
止
又
は
廃
止
し
た

場
合
」
に
改
め
、「
量
水
器
を
点
検
し
て
」
を
削
り
、「
様
式
第
十
号
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
、

同
条
第
二
項
中
「
様
式
第
十
一
号
」
を
「
様
式
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。 

３ 

水
道
企
画
課
長
は
、
使
用
水
量
等
を
確
認
す
る
た
め
使
用
者
が
設
置
し
た
量
水
器
等
に
つ
い 

 

て
確
認
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
十
七
条
の
見
出
し
を
「
使
用
者
情
報
等
の
変
更
」
に
改
め
、
同
条
中
「
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、

所
在
地
、
名
称
、
又
は
代
表
者
氏
名
）
」
を
「
（
法
人
に
あ
つ
て
は
当
該
法
人
の
本
店
又
は
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地
、
名
称
又
は
商
号
及
び
代
表
者
の
職
、
氏
名
）
」
に
、
「
様
式
第
十
二
号
の
住
所

等
変
更
届
」
を
「
様
式
第
十
三
号
の
使
用
者
情
報
等
変
更
届
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
八
条
第
一
項
中
「
貸
付
し
、
若
し
く
は
譲
渡
し
、
又
は
引
き
受
け
」
を
「
貸
付
け
、
譲
渡



又
は
引
き
受
け
」
に
、
第
二
項
中
「
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
し
た

法
人
」
を
「
合
併
後
存
続
す
る
法
人
、
合
併
に
よ
り
設
立
し
た
法
人
」
に
、「
様
式
第
十
二
号
」

を
「
様
式
第
十
四
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
条
第
一
項
中
「
十
日
を
超
え
な
い
範
囲
に
お
い
て
期
間
を
定
め
て
」
を
「
そ
の
理
由
の

継
続
す
る
間
」
に
、
同
項
第
五
号
中
「
損
傷
し
、
又
は
工
業
用
水
を
汚
染
し
、
若
し
く
は
」
を
「
損

傷
し
、
工
業
用
水
を
汚
染
し
、
又
は
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。 

 

第
一
九
条
を
削
る
。 

 

第
五
章
を
第
六
章
と
し
、
第
四
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。 

 
 

 

第
五
章 

雑
用
水 

 

（
雑
用
水
の
給
水
） 

第
十
九
条 

管
理
者
は
、
工
業
用
水
道
の
供
給
能
力
に
余
剰
が
生
じ
て
い
る
場
合
、
工
業
用
水
需 

 

要
が
発
生
す
る
ま
で
の
暫
定
措
置
と
し
て
、
給
水
の
期
間
を
原
則
と
し
て
一
年
間
と
す
る
雑
用 

 

水
の
給
水
を
認
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
給
水
期
間
が
満
了
す
る
日
の
一
月
前
ま
で
に
、 

 

管
理
者
又
は
使
用
者
か
ら
雑
用
水
の
給
水
終
了
の
申
出
が
な
い
と
き
は
、
給
水
期
間
の
満
了
す 

 

る
日
の
翌
日
か
ら
一
年
間
給
水
期
間
が
延
長
さ
れ
た
も
の
と
し
、
以
後
こ
れ
に
準
じ
る
も
の
と 

 

す
る
。 

２ 

雑
用
水
の
供
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
第
二
条
に
定
め
る
給
水
区
域
内
に
あ
る
一 

 

給
水
あ
た
り
の
申
込
使
用
水
量
が
原
則
と
し
て
一
日
三
十
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
事
業
所
で
、 

 

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

公
共
施
設
等
で
あ
つ
て
、
地
域
の
開
発
振
興
に
資
す
る
学
校
、
教
育
施
設
、
下
水
処
理
場
、 

 
 

し
尿
処
理
場
、
ご
み
焼
却
場
等 

 

二 

地
盤
沈
下
対
策
等
の
た
め
、
地
下
水
か
ら
水
源
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
冷
暖
房
施
設
の 

 
 

運
転
等
施
設
等 

 

三 

産
業
の
健
全
な
発
達
に
資
す
る
、
操
車
場
等
の
洗
車
用
水
、
建
設
現
場
、
植
物
工
場
等
の 

 
 

農
業
用
施
設
、
商
業
施
設
等 

 

四 

地
域
環
境
と
調
和
を
図
る
た
め
、
工
業
用
水
道
か
ら
給
水
す
る
こ
と
が
適
当
な
浄
水
場
等 

 
 

に
隣
接
す
る
公
園
施
設
等 

 

五 

第
一
号
か
ら
前
号
の
ほ
か
、
管
理
者
が
雑
用
水
の
供
給
を
適
当
と
認
め
る
施
設
等 

３ 

第
四
条
及
び
第
六
条
か
ら
第
十
八
条
並
び
に
第
二
十
一
条
に
定
め
る
規
定
は
、
雑
用
水
の
給 

 

水
に
係
る
手
続
き
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
雑
用
水
の
料
金
） 

第
二
十
条 

雑
用
水
に
係
る
料
金
は
月
額
と
し
、
そ
の
額
は
次
に
掲
げ
る
種
別
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ 

 

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
に
百
分
の
百
八
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

 

一 

国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
公
共
、
公
益
的
団
体
等
が
運
営
す
る
事
業
所
で
、 



 
 

管
理
者
が
認
め
た
事
業
所
に
供
給
す
る
場
合 

基
本
料
金
は
、
基
本
使
用
水
量
に
当
該
月
（
使 

 
 

用
水
量
を
確
認
す
る
日
（
以
下
「
検
針
日
」
と
い
う
。
）
の
翌
日
か
ら
次
の
検
針
日
ま
で
の
期 

 
 

間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
日
数
を
乗
じ
て
得
た
水
量
に
対
し
、
埼
玉
県
工
業
用
水
道
料
金 

 
 

徴
収
条
例(

昭
和
四
十
一
年
十
二
月
二
十
日
条
例
第
六
十
五
号
）
（
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
） 

 
 

第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
別
料
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
ま
た
、
基
本
使 

 
 

用
水
量
を
超
え
て
雑
用
水
を
使
用
し
た
場
合
の
超
過
料
金
は
、
条
例
第
三
条
第
一
項
第
三
号 

 
 

の
規
定
を
準
用
し
て
得
た
額
と
す
る
。 

 

二 

前
号
以
外
の
事
業
所
に
供
給
す
る
場
合 

基
本
料
金
は
、
基
本
使
用
水
量
に
当
該
月
の
日 

 
 

数
を
乗
じ
て
得
た
水
量
に
対
し
、
条
例
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
超
過
料
率
を
乗 

 
 

じ
て
得
た
額
と
す
る
。
ま
た
、
基
本
使
用
水
量
を
超
え
て
雑
用
水
を
使
用
し
た
場
合
の
超
過 

 
 

料
金
は
、
条
例
第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
を
準
用
し
て
得
た
額
に
二
を
乗
じ
て
得
た
額 

 
 

と
す
る
。 

２ 

検
針
日
の
翌
日
か
ら
次
の
検
針
日
ま
で
の
間
に
、
雑
用
水
の
使
用
を
開
始
、
中
止
、
又
は
廃 

 

止
し
た
と
き
の
料
金
は
、
日
割
計
算
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

条
例
第
四
条
か
ら
第
七
条
及
び
条
例
附
則
（
昭
和
四
十
五
年
十
月
七
日
条
例
第
五
十
五
号
抄
） 

 

第
十
四
条
に
定
め
る
規
定
は
、
雑
用
水
の
料
金
徴
収
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

別
記
第
二
を
削
る
。 

                 



 

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                                 

様
式
第
１
号
 

給
 
 
水
 
 
申
 
 
込
 
 
書
 

 

 
 

 
 
年

 
 
月

 
 
日
 

  （
宛
先
）
 
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者

 
 

  

所
在
地

 

名
称
又
は
商
号
 

代
表
者
職
・氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
印
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
個
人
に
あ
っ
て
は
住
所
・氏
名

 
 

 
 

 
  

  
次
の
と
お
り
、

 
 

 
 

 
 

 
の
給
水
を
受
け
た
い
の
で
申
し
込
み
ま
す
。

 
 

 

受
水

場
所
 

 

受
水

事
業

所
名
 

 

申
込

使
用

水
量
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
立
方
メ
ー
ト
ル
／
日
 

時
間

最
大

予
定

使
用

水
量
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
立
方
メ
ー
ト
ル
／
時
 

用       途       別 

気
か

ん
用
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
立
方
メ
ー
ト
ル
／
日
 

洗
浄

用
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
立
方
メ
ー
ト
ル
／
日
 

冷
却

用
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
立
方
メ
ー
ト
ル
／
日
 

原
料

用
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
立
方
メ
ー
ト
ル
／
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
立
方
メ
ー
ト
ル
／
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
立
方
メ
ー
ト
ル
／
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
立
方
メ
ー
ト
ル
／
日
 

計
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
立
方
メ
ー
ト
ル
／
日
 

給
水

開
始

希
望

期
日
 

 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

構
内

配
置

図
 

別
添
の
と
お
り

 

事
業

所
所

在
地

案
内

図
 

別
添
の
と
お
り

 

注
 1．

申
込
使
用
水
量
欄
に
は
、
時
間
最
大
予
定
使
用
水
量
に
２
４
を
乗
じ
て
得
た
水
量
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 2．時

間
最
大
予
定
使
用
水
量
欄
に
は
、１

時
間
に
お
け
る
予
定
使
用
水
量
の
う
ち
最
大
の
水
量
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 3．

雑
用
水
の
給
水
を
申
し
込
む
場
合
は
、
裏
面
は
記
入
不
要
。
 

(日
本
工
業
規
格
 
Ａ
４
判
) 

工
業
用
水
道
 

 雑
 
用
 
水
 



                                  

１
 
工
業
用
水
の
使
用
現
況
 

製
品

名
 

区
分
 

自
家
用
水
 

上
水

道
 

工
業
用
水
道
 

循
環

水
 

計
 

 
使
用
水
量
 

m
3/
日
 

m
3/
日
 

m
3/
日
 

m
3/
日
 

m
3/
日
 

用
水
単
価
 

円
/
m
3 

円
/
m
3 

円
/
m
3 

円
/
m
3 

 

 ２
 
工
業
生
産
の
現
況
 

業
種
 

生
産

出
荷

年
額
 

従
業

員
数
 

 
千
円
 

人
 

 ３
 
工
業
生
産
の
伸
率

(今
後
５
年
間
) 

 
年
度
別
 
 

 
 

 
 

区
分
 

 

生
産

出
荷

年
額
 

（
千
円
）
 
 

 
 

 
 

伸
率

 
 
 
 
 

 

（
％
）
 

１
０
０
 

 
 

 
 

 ４
 
工
業
用
水
使
用
年
次
計
画
(
今
後
５
年
間

) 

 
年
度
別
 

 
 

 
 

 
水
量
 

 
 

（
m
3/
日
）
  

自
家

用
水
 
 

 
 

 
 

上
水

道
 
 

 
 

 
 

工
業

用
水

道
 
 

 
 

 
 

循
環

水
 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

 

 ５
 
そ
の
他
 

参
考

事
項
 

 

 



 

様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                                 

 様
式
第
２
号
 

給
 
 
水
 
 
承
 
 
認
 
 
通
 
 
知
 
 
書
 

第
 
 
 
 
号
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

様
 

 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者
 
 
 
 
印
 

 

 
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
付
け
で
申
込
み
の
あ
つ
た

 
 
 
 
 
 
 
 
の
給
水
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
承
認
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。
 

区
分
 
・
工
業
用
水
 
・
雑
用
水
（
公
共
、
公
益
的
使
用
）
 
・
雑
用
水
（
そ
の
他
）
 

承
認

番
号
 
 

受
水

場
所
 
 

受
水

事
業

所
名
 
 

基
本

使
用

水
量
 

立
方
メ
ー
ト
ル
／
日
 

給
水

開
始

期
日
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

承
認

条
件
 

 

（
日
本
工
業
規
格
 
Ａ
４
判
）
 

工
業
用
水
道
 

 雑
 
用

 
水
 



 

様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                                 

 様
式
第
３
号
 

特
 
別
 
給
 
水
 
申
 
込
 
書
 

 

年
 
 
月
 
 
日
   

 
（
宛
先
）
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者
 

 

所
在
地
 

名
称
又
は
商
号
 

代
表
者
職
・
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
印
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
個
人
に
あ
っ
て
は
住
所
・
氏
名

 
  
次
の
と
お
り
、
工
業
用
水
の
特
別
給
水
を
受
け
た
い
の
で
申
し
込
み
ま
す
。
 

受
水

場
所
 
 

受
水

事
業

所
名
 
 

承
認

済
み

の
基

本
使

用
水

量
 

立
方
メ
ー
ト
ル
／
日
 

特
 
 

別
 
 

使
 
 

用
 

申
込

使
用

水
量
 

立
方
メ
ー
ト
ル
／
時
 

使
用

予
定

期
間
 

年
 
 
月
 
 
日
か
ら

 
 
年
 
 
月
 
 
日
ま
で
 

使
用

予
定

時
間
 

午
前

午
後
 
 
時
 
 
分
 
 
か
ら
 
 
午
前

午
後

 
 
時
 
 

分
ま
で
 

時
間

最
大

予
定

使
用

量
 

 
 
 
 
立
方
メ
ー
ト
ル
／
時
 

用
 
 

途
 
 

別
 

汽
か

ん
用
 

立
方
メ
ー
ト
ル
／
時
 

洗
浄

用
 

立
方
メ
ー
ト
ル
／
時
 

冷
却

用
 

立
方
メ
ー
ト
ル
／
時
 

原
料

用
 

立
方
メ
ー
ト
ル
／
時
 

 
立
方
メ
ー
ト
ル
／
時
 

 
立
方
メ
ー
ト
ル
／
時
 

計
 

立
方
メ
ー
ト
ル
／
時
 

特
別

使
用

の
理

由
 
 

（
日
本
工
業
規
格
 
Ａ
４
判
）
 



 

様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                                 

 様
式
第
４
号
 

特
 
別
 
給
 
水
 
承
 
認
 
通
 
知
 
書
 

第
 
 
 
 
 
号
 

年
 
 
月
 
 
日
 

様
 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者
 
 
 
 
印
 

 
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
付
け
で
申
込
み
の
あ
つ
た
工
業
用
水
の
特
別
給
水
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
承
認
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。
 

受
水

場
所
 
 

受
水

事
業

所
名
 
 

特
別

使
用

水
量
 

立
方
メ
ー
ト
ル
／
時
 

特
別

使
用

期
間
 

年
 
 
月
 
 
日
か
ら
 
 
年
 
 
月
 
 
日
ま
で
 

特
別

使
用

時
間
 

午
前

午
後
 
 
時
 
 
分
 
 
か
ら
 
 
午
前

午
後
 
 
時
 
 
分
ま
で
 

承
認

条
件
 

 

（
日
本
工
業
規
格
 
Ａ
４
判
）
 



 

様
式
第
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
四
号
と
す
る
。 

                                 

様
式
第
１
４
号

 

使
用
者
の
地
位
承
継
届

 

 
 
 

 
年
 

 
月

 
 
日
 

（
宛
先
）
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者
 

 

所
在
地
 

名
称
又
は
商
号
 

代
表
者
職
・
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

個
人
に
あ
っ
て
は
住
所
・
氏
名
 
 
 
 
 

  

 次
の
と
お
り
、

 
 

 
 
 

 
 
 
の
使
用
者
の
地
位
を
承
継
し
た
の
で
届
け
ま
す
。

 

 

受
水

場
所
 
 

受
水

事
業

所
名
 
 

基
本

使
用

水
量
 

 
立
方
メ
ー
ト
ル
／
日
 

特
別

使
用

水
量
 

立
方
メ
ー
ト
ル
／
時

 
 

承
継

の
期

日
 
 

 
 
 

 
年

 
 
 
月

 
 

 
日
 

承
継

の
原

因
 
 

被 承 継 者 

所
在

地
 
 

名
称
又
は
商
号

 

代
表

者
 

職
・
氏

名
 

（
個
人
に
あ
っ
て

は
住
所
・
氏
名
）
 

 

（
日
本
工
業
規
格

 
Ａ
４
判
）
 

工
業
用
水
道

 
 雑
 
用

 
水

 



 

様
式
第
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
三
号
と
す
る
。 

                                 

様
式
第
１
３
号

 

 

使
 
用

 
者

 
情

 
報

 
等

 
変

 
更

 
届

 

 

 
 

 
 
年

 
 
月

 
 
日

 
 

  （
宛
先
）
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者

 

  

所
在
地

 

名
称
又
は
商
号
 

代
表
者
職
・
氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
印
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
個
人
に
あ
っ
て
は
住
所
・
氏
名

 
 

   次
の
と
お
り
、
工
業
用
水
道
等
の
使
用
者
等
に
関
す
る
情
報
を
変
更
し
た
の
で
届
け
出
ま
す
。

 

受
水

場
所

  

受
水

事
業

所
名

  

変
更
事
項

 

変
更
前

 
 

変
更
後

 
 

変
更

の
期

日
 

年
 

 
 

 
 
月

 
 

 
 
日

 

変
更

の
理

由
  

注
）
変
更
の
事
実
を
確
認
で
き
る
資
料
等
を
添
付
す
る
こ
と
。

 

(日
本
工
業
規
格

 Ａ
４
判
）
 



 

様
式
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
二
号
と
す
る
。 

                                 

様
式
第
１
２
号
 

使
 
用
 
水
 
量
 
認
 
定
 
通

 
知

 
書
  
 

 
 
年
 

 
月

 
 
日
 

（
承
認
番
号
 
 
 
 
 
）
 

  

様
 

埼
玉
県
企
業
局
水
道
企
画
課
長
 

貴
社
（
事
業
所
名
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

の
 

 
年

 
 
月
分
の
使
用
水
量
を
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。
 

基
本

使
用

水
量
 

㎥
／
日
 

特
別

使
用

水
量
 

㎥
／
時
 

使
用

水
量
 

㎥
 

 
 

備
考
 

 

（
日
本
工
業
規
格
 
Ａ
５
判
）
 



 

様
式
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一
号
と
す
る
。 

                                 

様
式
第
１
１
号
 

使
 
用
 
水
 
量
 
通
 
知
 
書
 

 
 

 
 
年
 

 
月

 
 
日
 

（
承
認
番
号
 
 
 
 
 
 
）

 

 

様
 

埼
玉
県
企
業
局
水
道
企
画
課
長

 

貴
社
（
事
業
所
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

の
 

 
 

 
年

 
 
月
分
の
使
用
水
量
を
次
の
と
お
り
通
知
し
ま
す
。
 

基
本

使
用

水
量
 

㎥
／
日
 

特
別

使
用

水
量
 

㎥
／
時
 

本
回

指
針
 

百
 

十
 

万
 

千
 

百
 

十
 

㎥
 

 
 

 
 

 
 

 

前
回

指
針
 

 
 

 
 

 
 

 

使
用

水
量
 

 
 

 
 

 
 

 

 

（
日
本
工
業
規
格
 
Ａ
５
判
）
 



 

様
式
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
号
と
す
る
。 

                                 

様
式
第
１
０
号
 

使
用
中
止
（
廃
止
）
承
認
書
 

第
 
 
号
 

年
 

 
月

 
 
日
 

 

様
 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者

 
 

 
 
印
 

 

 
 

 
 
年
 

 
月

 
 
日
付
け
で
申
請
の
あ
つ
た
、
 
 
 
 
 
 
 
 
の
使
用
中
止
（
廃
止
）
申
請

に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
承
認
し
ま
す
。
 

受
水

場
所
 
 

受
水

事
業

所
名
 
 

基
本

使
用

水
量
 

立
方
メ
ー
ト
ル
／
日
 

使
用

中
止

の
期

間
 

 

（
廃

止
の

期
日

）
 

 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日
か
ら
 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日
ま
で
 

 
（

 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 

 
 
月

 
 
 
日
）
 

承
認

条
件
 

 

（
日
本
工
業
規
格
 
Ａ
４
判
）
 

工
業
用
水
道
 

 雑
 
用

 
水
 



 

様
式
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
九
号
と
す
る
。 

                                 

様
式
第
９
号

 

  
使

 
用
 
中
 
止
（
 
廃
 
止
 
）
申
 
請
 
書
 

   

 
 

 
 
年

 
 
月

 
 
日
 

 （
宛
先
）
 
埼

玉
県

公
営

企
業

管
理

者
 
 

  

所
在
地

 

名
称
又
は
商
号
 

代
表
者
職
・
氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
印
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
個
人
に
あ
っ
て
は
住
所
・
氏
名

 
 

 
 

 
  

 

 
工

業
用

水
道

 
次

の
と

お
り

、
 

 
 

 
 

 
 

の
使

用
を

中
止
（

廃
止

）
し

た
い

の
で

申
請

し
ま

す
。

 
雑
 
 
用
 
 
水
 

 

受
水

場
所
 

 

受
水

事
業

所
名

 
 

基
本

使
用

水
量

 
立
方
メ
ー
ト
ル
／
日

 

使
用

中
止

の
期

間
 

（
廃

止
の

期
日

）
 

年
 
 
月
 
 
日
 
か
ら
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

（
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
）

 

理
由
 

 

 
 

（
日

本
工

業
規

格
 

Ａ
４

判
）

 



 

様
式
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
八
号
と
す
る
。 

                                 

 様
式
第

８
号

 

 

給
 
水

 
施

 
設

 
工

 
事

 
完

 
成

 
届

 

 

 
 

 
 
年

 
 
月

 
 
日

 

  （
宛
先
）
埼
玉
県
企
業
局
水
道
管
理
課
長

 

  

所
在
地

 

名
称
又
は
商
号
 

代
表
者
職
・
氏
名

 
 

 
 

 
 

 
印
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

個
人
に
あ
っ
て
は
住
所
・
氏
名

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
年

 
 
月

 
 
日
付
け
で
承
認
の
あ
っ
た
給
水
施
設
工
事
が
完
成
し
た
の
で

届
け
出
ま
す
。

 

  

工
事
施
工
場
所

 
 

工
事
完
成
期
日

 
 

 
 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 

完
成
検
査
希
望
期
日

 
 

 
 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 

工
事
施
工
事
業
者

 

 
所
在
地

 

  
名
称
又
は
商
号

 

 

(
日
本
工
業
規
格

 
Ａ
４
判

)
 



 

様
式
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
七
号
と
す
る
。 

                                 

様
式
第
７
号

 

 

給
 
水

 
施

 
設

 
工

 
事

 
計

 
画

 
承

 
認

 
通

 
知

 
書

 

 

第
 

 
 

 
 
号
 

 
 

 
 
年

 
 
月

 
 
日

 

 

 
 
様
 

  

埼
玉
県
企
業
局
水
道
管
理
課
長

 
 
印

 

 

 
 

 
 
年

 
 
月

 
 
日
付
け
で
申
請
の
あ
つ
た
給
水
施
設
工
事
の
計
画
に
つ
い
て
、

下
記
の
と
お
り
承
認
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

 

記
 

 
１

 
 
工
事
完
成
期
限
 

 
 

 
 

 
年

 
 
月

 
 
日

 

 
２

 
 
指
示
事
項
等
 

        

（
日
本
工
業
規
格

 
Ａ
４
判
）
 



 

様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
六
号
と
す
る
。 

                                 

 様
式
第
６
号

 

給
 
水

 
施

 
設

 
工

 
事

 
計

 
画

 
承

 
認

 
申

 
請

 
書

 

 

 
 

 
 

 
 
年

 
 

 
 
月

 
 

 
 
日

 

 （
宛
先
）
埼
玉
県
企
業
局
水
道
管
理
課
長

 
 

  

所
在
地

 

名
称
又
は
商
号
 

代
表
者
職
・
氏
名

 
 

 
 
 
 

 
印
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

個
人
に
あ
っ
て
は
住
所
・
氏
名
 

 
 

 
 

 
 

   
次
の
と
お
り
、
給
水
施
設
工
事
の
計
画
に
つ
い
て
承
認
を
受
け
た
い
の
で
申
請
し
ま
す
。

 

 

 
工
事
施
工
場
所

 
 

 
工

事
内

容
 

 
 

 
 

 
 

  
 

工
 

 事
 

 計
 

 画
 

 
量

 
水

 
器

 
 

 
受

 
水

 
槽

 
構
造

 
 

 
有
効
容
量

 
 

 
 

 
 

 
 

 
立
方
ﾒ
－
ﾄ
ﾙ
 

 
給

 
水

 
管

 
管
種

 
 

 
管
径

 
 

 
 

 
ﾐ
ﾘ
ﾒ
－
ﾄ
ﾙ
 
管
延
長

 
 

 
 

 
ﾒ
－
ﾄ
ﾙ
 

  
そ

 
の

 
他

 

 

 
設

計
図

面
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
工

事
予

定
期

間
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
着
工
（
予
定
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 
月

 
 
日

 

  
完
成
（
予
定
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 
月

 
 
日

 

  
工

事
施

工
業

者
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
所
在
地

 

 
名
称
又
は
商
号

 

 

(
日
本
工
業
規
格

 
Ａ
４
判

)
 



 

様
式
第
四
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

                                 

様
式
第
５
号

 

 

 
 

 
 
年

 
 
月

 
 
日

 

  （
宛
先
）
埼

玉
県

公
営

企
業

管
理

者
 

 

所
在
地

 

名
称
又
は
商
号
 

代
表
者
職
・
氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
印
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

個
人
に
あ
っ
て
は
住
所
・
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

基
 
本

 
使

 
用

 
水

 
量

 
等

 
の

 
変

 
更

 
申

 
込

 
書

 
  

工
業
用
水
道

 

下
記
の
と
お
り

 
 

 
 

 
 

 
 
の
給
水
承
認
事
項
の
変
更
に
つ
い
て
申
し
込
み
ま
す
。

 

雑
 
用

 
水

 

記
 

受
 水

 場
 所

 
  

受
水
事
業
所
名

 
  

 

変
更
す
る
事
項

 
  

変
更
前
の
内
容

 
  

変
更
後
の
内
容

 
  

変
更
希
望
期
日

 
  

変
更
の
理
由

 

（
経
緯
等
）

 

     

 
 
※
）
必
要
に
応
じ
て
説
明
資
料
等
を
添
付
す
る
こ
と
。

 

(日
本
工
業
規
格

 
Ａ
４
判

) 



 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
十
号 

公
営
企
業
管
理
者
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

中 

野 
 

 

晃 
 

 
 

 
 

 

公
営
企
業
管
理
者
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程 

 

公
営
企
業
管
理
者
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県
公

営
企
業
管
理
規
程
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
十
四
条
第
二
十
三
号
中
「
第
四
十
二
条
」
を
「
第
四
十
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
十
一
号 

公
営
企
業
管
理
者
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

中 

野 
 

 

晃 
 

 
 

 
 

 

公
営
企
業
管
理
者
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

公
営
企
業
管
理
者
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
公
営
企
業

管
理
規
程
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
中
「
第
三
十
一
条
」
を
「
第
三
十
五
条
」
に
改
め
る
。 

第
三
条
を
削
る
。 

第
四
条
第
四
号
中
「
第
七
条
第
一
号
」
を
「
第
六
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
し
、

第
五
条
を
第
四
条
と
し
、
第
六
条
を
第
五
条
と
す
る
。 

第
七
条
第
二
号
中
「
又
は
複
写
し
た
も
の
」
を
「
若
し
く
は
複
写
し
た
も
の
」
に
改
め
、
同
条

を
第
六
条
と
す
る
。 

第
八
条
第
二
項
中
「
第
四
条
第
二
号
」
を
「
第
三
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す

る
。 第

九
条
第
一
項
中
「
以
下
」
を
「
第
三
項
に
お
い
て
」
に
、
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
条
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。 

第
十
条
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
し
、
第
十
一
条
を
第
十

条
と
す
る
。 

第
十
二
条
中
「
第
三
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一

条
と
す
る
。 

第
十
三
条
第
一
項
第
九
号
中
「
第
二
十
四
条
」
を
「
第
二
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第

二
号
中
「
第
九
条
第
三
項
」
を
「
第
八
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
十
一
条
」
を

「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、

同
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
十
四
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
一
号 

埼
玉
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

名 

和 
 

 

肇 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一
部 

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
の
見
出
し
を
「
（
給
料
表
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

職
員
の
職
務
は
、
そ
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
に
基
づ
き
こ
れ
を
給
料
表
に
定
め
る
職 

 

務
の
級
に
分
類
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
分
類
の
基
準
と
な
る
べ
き
職
務
の
内
容
は
、
別
表
第
四 

 

か
ら
別
表
第
六
ま
で
に
定
め
る
級
別
基
準
職
務
表
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

 

同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

前
項
に
規
定
す
る
級
別
基
準
職
務
表
の
基
準
と
な
る
職
務
並
び
に
当
該
職
務
と
そ
の
複
雑
、

困
難
及
び
責
任
の
度
が
同
程
度
の
職
務
は
、
別
表
第
七
か
ら
別
表
第
九
ま
で
に
定
め
る
級
別
職

務
区
分
表
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

 

第
二
条
の
二
中
「
第
二
条
」
を
「
前
条
」
に
改
め
、
「
採
用
さ
れ
た
職
員
」
の
下
に
「
（
次
項 

に
お
い
て
「
特
定
任
期
付
職
員
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
第
二
条
の
二
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め 

る
。 

 

       

第
二
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

特
定
任
期
付
職
員
の
号
給
を
、
そ
の
者
の
専
門
的
な
知
識
経
験
又
は
識
見
の
度
並
び
に
そ
の

者
が
従
事
す
る
業
務
の
困
難
及
び
重
要
の
度
に
応
じ
て
、
次
の
各
号
に
定
め
る
号
給
に
決
定
す

る
。 

一 

高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
を
活
用
し
て
業
務
に
従
事
す

る
場
合 

一
号
給 

二 

高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
を
活
用
し
て
困
難
な
業
務
に

  

  号給 給料月額 

      円 

１ 371,000 

２ 419,000 

３ 471,000 

４ 532,000 

５ 607,000 

６ 709,000 

７ 829,000  



従
事
す
る
場
合 

二
号
給 

三 

高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
を
活
用
し
て
特
に
困
難
な
業

務
に
従
事
す
る
場
合 

三
号
給 

四 
特
に
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
を
活
用
し
て
特
に
困
難

な
業
務
に
従
事
す
る
場
合 

四
号
給 

五 

特
に
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
を
活
用
し
て
特
に
困
難

な
業
務
で
重
要
な
も
の
に
従
事
す
る
場
合 

五
号
給 

六 

極
め
て
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
又
は
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
等

を
活
用
し
て
特
に
困
難
な
業
務
で
重
要
な
も
の
に
従
事
す
る
場
合 

六
号
給 

七 

極
め
て
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
又
は
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
等 

 

を
活
用
し
て
特
に
困
難
な
業
務
で
特
に
重
要
な
も
の
に
従
事
す
る
場
合 

七
号
給 

 

第
二
条
の
三
中
「
第
二
項
」
を
「
第
二
号
」
に
改
め
、
「
採
用
さ
れ
た
職
員
」
の
下
に
「
（
次
項 

に
お
い
て
「
任
期
付
研
究
員
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
第
二
条
の
三
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

  
 

     

 

第
二
条
の
三
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

任
期
付
研
究
員
の
号
給
を
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め 

 

る
号
給
に
決
定
す
る
。 

 

一 

博
士
課
程
修
了
直
後
の
者
の
有
す
る
程
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
当
該
知

識
経
験
に
基
づ
き
研
究
を
独
立
し
て
行
う
研
究
員
の
職
務
に
従
事
す
る
場
合 

一
号
給 

 

二 

博
士
課
程
修
了
後
、
特
別
研
究
員
制
度
（
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
等
に
よ

っ
て
運
営
さ
れ
、
主
と
し
て
博
士
課
程
を
修
了
し
た
優
れ
た
研
究
者
に
国
立
試
験
研
究
機
関

等
に
お
い
て
研
究
す
る
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
制
度
を
い
う
。
）
等
に
よ
り

数
年
に
わ
た
り
研
究
に
従
事
し
た
こ
と
の
あ
る
者
の
有
す
る
程
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を

有
す
る
者
が
当
該
知
識
経
験
に
基
づ
き
研
究
を
独
立
し
て
行
う
研
究
員
の
職
務
に
従
事
す
る

場
合 

二
号
給 

三 

博
士
課
程
修
了
後
、
相
当
の
期
間
に
わ
た
り
研
究
に
従
事
し
た
こ
と
の
あ
る
者
の
有
す
る 

 

程
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
当
該
知
識
経
験
に
基
づ
き
困
難
な
研
究
を
独
立 

  

号給 給料月額 

      円 

１ 327,000 

２ 363,000 

 ３ 391,000 



 

し
て
行
う
研
究
員
の
職
務
に
従
事
す
る
場
合 

三
号
給 

 

第
四
条
中
「
別
表
第
七
」
を
「
別
表
第
十
」
に
、
「
別
表
第
八
」
を
「
別
表
第
十
一
」
に
改
め 

る
。 

 

第
五
条
中
「
別
表
第
九
」
を
「
別
表
第
十
二
」
に
、
「
別
表
第
九
の
二
」
を
「
別
表
第
十
二
の 

二
」
に
、
「
別
表
第
九
の
三
」
を
「
別
表
第
十
二
の
三
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
三
条
中
「
別
表
第
十
」
を
「
別
表
第
十
三
」
に
、
「
別
表
第
十
一
」
を
「
別
表
第
十
四
」 

に
改
め
る
。 

附
則
第
二
項
中
「
別
表
第
七
」
を
「
別
表
第
十
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
六
項
中
「
別
表
第
九
」
を
「
別
表
第
十
二
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

 

 

別表第一（第二条関係）

　イ　病院企業職給料表(一)


職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級 ８　級 ９　級 10　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

1 140,100 190,200 226,400 259,900 286,200 317,000 361,300 406,900 457,200 520,500  

2 141,200 192,000 228,000 261,900 288,400 319,200 363,900 409,300 460,300 523,400  

3 142,400 193,800 229,500 263,700 290,700 321,500 366,400 411,800 463,300 526,500  

4 143,500 195,600 231,100 265,800 292,900 323,700 369,000 414,200 466,300 529,600  

5 144,600 197,200 232,600 267,700 294,900 326,000 371,100 416,100 469,300 532,700  

6 145,700 199,000 234,300 269,600 297,200 328,000 373,600 418,400 472,300 535,000  

7 146,800 200,800 235,800 271,600 299,500 330,200 375,900 420,500 475,300 537,500  

8 147,900 202,600 237,400 273,700 301,800 332,400 378,400 422,700 478,400 539,900  

9 149,000 204,300 238,900 275,800 303,900 334,500 380,900 424,700 481,100 542,300  

10 150,400 206,100 240,400 277,800 306,200 336,700 383,600 426,800 484,200 544,100  

11 151,700 207,900 242,000 279,900 308,400 338,800 386,200 428,900 487,200 545,900  

12 153,000 209,700 243,500 282,000 310,700 341,000 388,900 431,000 490,300 547,800  

13 154,300 211,100 245,000 284,000 312,900 343,000 391,300 432,700 493,000 549,500  

14 155,800 212,900 246,500 286,100 315,000 345,000 393,600 434,500 495,300 550,900  

15 157,300 214,600 247,900 288,100 317,200 347,100 395,800 436,500 497,600 552,200  

16 158,900 216,400 249,300 290,200 319,300 349,100 398,200 438,500 499,900 553,300  

17 160,200 218,100 250,800 292,200 321,400 351,000 400,000 440,400 502,000 554,600  

18 161,700 219,800 252,600 294,200 323,400 353,000 402,000 442,200 503,400 555,600  

19 163,200 221,400 254,300 296,300 325,500 354,800 403,900 444,000 504,900 556,500  

20 164,700 223,000 256,100 298,300 327,500 356,700 405,700 445,700 506,300 557,400  

21 166,100 224,500 257,800 300,400 329,500 358,700 407,600 447,500 507,500 558,300  

22 168,800 226,200 259,600 302,500 331,600 360,600 409,400 449,000 508,900

23 171,400 227,800 261,400 304,500 333,600 362,600 411,200 450,400 510,400

24 174,000 229,400 263,100 306,600 335,700 364,500 413,100 451,900 511,900

25 176,700 230,800 265,100 308,400 337,300 366,500 414,900 453,300 513,000

26 178,400 232,300 267,000 310,500 339,200 368,400 416,400 454,600 514,100

27 180,100 233,800 268,800 312,600 341,100 370,400 417,900 455,900 515,300

28 181,800 235,100 270,700 314,600 343,000 372,400 419,500 457,100 516,500

29 183,300 236,400 272,400 316,600 344,700 373,900 421,100 458,100 517,500

30 185,100 237,600 274,300 318,600 346,600 375,700 422,400 458,800 518,400

31 186,900 238,700 276,200 320,700 348,500 377,500 423,700 459,600 519,300

32 188,600 239,900 278,000 322,800 350,300 379,100 424,900 460,300 520,200

33 190,200 241,200 279,700 324,300 352,200 380,900 426,100 461,000 521,000

34 191,700 242,500 281,600 326,300 354,000 382,300 427,400 461,800 521,900

35 193,200 243,700 283,400 328,200 355,800 383,800 428,700 462,500 522,600

36 194,700 245,000 285,300 330,300 357,500 385,400 429,900 463,100 523,100

職員

の区

分

病 院 企 業 職 給 料 表 



 

 

 

 

37 196,000 246,000 287,000 332,200 358,900 386,800 431,100 463,600 523,800

38 197,300 247,400 288,700 334,100 360,200 388,000 431,900 464,200 524,400

39 198,600 248,900 290,500 336,100 361,600 389,200 432,700 464,800 525,200

40 199,900 250,400 292,300 338,000 363,000 390,300 433,500 465,400 525,800

41 201,200 251,800 294,000 339,900 364,300 391,400 434,100 465,900 526,300

42 202,500 253,200 295,700 341,800 365,200 392,600 434,800 466,400

43 203,800 254,600 297,400 343,600 366,300 393,800 435,500 466,800

44 205,100 256,000 299,000 345,500 367,400 394,900 436,200 467,100

45 206,300 257,200 300,700 347,000 368,200 395,600 437,000 467,400

46 207,600 258,500 302,400 348,400 369,100 396,300 437,800

47 208,900 259,900 304,000 349,900 370,000 397,000 438,200

48 210,200 261,300 305,700 351,400 370,900 397,700 438,900

49 211,300 262,600 306,900 353,000 371,800 398,300 439,400

50 212,400 263,700 308,400 353,800 372,600 398,900 439,800

51 213,400 265,000 309,900 355,000 373,400 399,400 440,200

52 214,500 266,300 311,500 356,000 374,200 399,800 440,600

53 215,600 267,400 313,100 356,900 374,900 400,200 441,000

54 216,600 268,500 314,700 358,000 375,600 400,500 441,400

55 217,500 269,800 316,300 358,900 376,300 400,800 441,800

56 218,500 271,100 317,800 360,000 377,000 401,100 442,100

57 219,200 272,200 319,300 360,900 377,500 401,400 442,400

58 220,100 273,200 320,500 361,600 378,100 401,700 442,800

59 221,000 274,300 321,700 362,300 378,700 402,000 443,100

60 221,900 275,400 322,900 363,000 379,400 402,300 443,400

61 222,600 276,600 323,600 363,400 379,800 402,600 443,700

62 223,600 277,600 324,500 364,000 380,500 402,900

63 224,500 278,500 325,300 364,700 381,100 403,200

64 225,400 279,500 326,100 365,400 381,700 403,500

65 226,100 280,300 327,000 365,700 382,100 403,800

66 227,000 281,200 327,400 366,400 382,700 404,100

67 227,900 281,900 328,100 367,100 383,300 404,400

68 229,000 282,800 328,900 367,800 383,900 404,700

69 229,800 283,800 329,700 368,100 384,300 404,900

70 230,500 284,600 330,400 368,700 384,800 405,200

71 231,200 285,400 331,100 369,400 385,300 405,500

72 232,000 286,200 331,800 370,000 385,900 405,800

73 232,800 287,000 332,300 370,300 386,200 406,000

74 233,500 287,500 332,900 370,900 386,600 406,300

75 234,200 287,900 333,400 371,600 387,000 406,600

76 234,900 288,400 334,000 372,200 387,400 406,800

再任
用職
員以

外の
職員

77 235,600 288,500 334,300 372,600 387,700 407,000

78 236,400 288,900 334,800 373,100 388,000 407,300

79 237,200 289,100 335,200 373,700 388,300 407,600

80 238,000 289,500 335,700 374,200 388,600 407,800

81 238,700 289,700 336,100 374,700 388,800 408,000

82 239,400 289,900 336,600 375,300 389,100 408,300

83 240,100 290,300 337,100 375,800 389,400 408,600

84 240,800 290,600 337,600 376,100 389,600 408,800

85 241,500 290,900 337,900 376,500 389,800 409,000

86 242,200 291,200 338,300 377,000 390,100

87 242,900 291,500 338,800 377,400 390,400

88 243,600 291,900 339,200 377,800 390,600

89 244,300 292,200 339,500 378,200 390,800

90 244,800 292,600 339,900 378,700 391,100

91 245,300 292,900 340,400 379,100 391,400

92 245,800 293,300 340,800 379,500 391,600

93 246,100 293,400 341,000 379,800 391,800

94 293,600 341,400

95 294,000 341,900

96 294,400 342,300

97 294,600 342,400

98 294,900 342,900

99 295,300 343,300

100 295,700 343,600

101 295,900 343,900

102 296,200 344,300

103 296,600 344,700

104 296,900 345,100

105 297,100 345,600

106 297,400 346,000

107 297,800 346,400

108 298,100 346,800

109 298,300 347,300

110 298,700 347,700

111 299,100 348,000

112 299,400 348,300

113 299,500 348,800

114 299,800

115 300,100

116 300,500

117 300,700

118 300,900



 

 

 

 

119 301,200

120 301,500

121 301,900

122 302,100

123 302,400

124 302,700

125 303,000

再任

用職

員

186,500 214,000 254,000 273,400 288,500 313,900 355,600 388,700 439,800 520,200

備考 　この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第２条の２第１項、第２条の３第１項及び第24条に規定する

職員を除く。

　ロ　病院企業職給料表(二)


職員の 職務の級 １       級 ２       級 ３       級 ４       級 ５       級

区分 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

126,400 146,700 200,400 226,400 259,900  

127,300 147,900 201,300 228,000 261,900  

128,300 149,100 202,100 229,500 263,700  

129,200 150,300 203,400 231,100 265,800  

130,200 151,500 204,700 232,600 267,700

131,200 153,000 206,100 234,300 269,600  

132,200 154,500 207,500 235,800 271,600  

133,200 156,000 208,900 237,400 273,700  

134,000 157,400 210,300 238,900 275,800  

135,000 158,900 211,900 240,400 277,800

136,000 160,400 213,500 242,000 279,900  

137,100 161,900 214,900 243,500 282,000  

137,900 163,400 216,200 245,000 284,000  

138,900 165,200 217,700 246,500 286,100  

139,900 167,000 219,200 247,900 288,100

140,900 168,800 221,000 249,300 290,200  

142,000 170,600 222,700 250,800 292,200  

143,200 172,300 224,500 252,600 294,200  

144,400 174,000 226,200 254,300 296,300  

145,600 175,700 227,800 256,100 298,300

146,700 177,300 229,400 257,800 300,400  

147,900 178,700 230,800 259,600 302,500  

149,100 180,100 232,300 261,400 304,500  

150,300 181,500 233,800 263,100 306,600  

151,500 183,500 235,100 265,100 308,400

153,000 185,000 236,400 267,000 310,500  

154,500 186,400 237,600 268,800 312,600

156,000 187,800 238,700 270,700 314,600

157,400 189,200 239,900 272,400 316,600

158,900 190,400 241,200 274,300 318,600

160,400 191,700 242,500 276,200 320,700

161,900 192,800 243,700 278,000 322,800

163,400 194,700 245,000 279,700 324,300

165,200 196,200 246,000 281,600 326,300

167,000 197,600 247,800 283,400 328,200

168,800 198,800 249,600 285,300 330,300

32

33

25

号      給

1

2

3

4

5

14

6

7

15

8

9

10

11

12

13

20

21

22

23

24

16

17

18

19

34

35

26

27

28

29

30

31

36



 

 

 

 

170,600 199,900 251,400 287,000 332,200

172,300 200,800 253,300 288,700 334,100

174,000 201,600 255,300 290,500 336,100

175,700 203,000 257,200 292,300 338,000

177,300 204,700 259,200 294,000 339,900

178,700 206,100 261,100 295,700 341,800

180,100 207,500 263,000 297,400 343,600

181,500 208,900 264,900 299,000 345,500

183,500 210,300 266,700 300,700 347,000

185,000 211,900 268,600 302,400 348,400

186,400 213,500 270,400 304,000 349,900

187,800 214,900 272,000 305,700 351,400

189,200 216,200 273,800 306,900 353,000

190,400 217,700 275,600 308,400 353,800

191,700 219,200 277,300 309,900 355,000

192,800 220,500 279,000 311,500 356,000

再任用 194,000 221,600 280,600 313,100 356,900

職員以 195,100 222,400 282,300 314,700 358,000

外の職 196,200 223,300 284,000 316,300 358,900

員 197,300 224,300 285,400 317,800 360,000

198,400 225,200 287,000 319,300 360,900

199,500 226,700 288,600 320,500 361,600

200,500 228,000 290,200 321,700 362,300

201,500 229,100 291,500 322,900 363,000

202,500 230,600 293,000 323,600 363,400

203,600 231,900 294,200 324,500 364,000

204,700 233,200 295,500 325,300 364,700

205,700 234,500 296,800 326,100 365,400

206,800 235,700 298,100 327,000 365,700

208,100 236,900 299,500 327,400 366,400

209,400 238,200 300,800 328,100 367,100

210,700 239,500 302,100 328,900 367,800

212,000 240,600 303,400 329,700 368,100

213,300 241,900 304,600 330,400 368,700

214,600 243,100 305,600 331,100 369,400

215,900 244,300 306,600 331,800 370,000

216,600 245,600 307,700 332,300 370,300

218,000 246,800 308,600 332,900 370,900

219,300 248,000 309,700 333,400 371,600

220,700 249,200 310,600 334,000 372,200

46

47

38

39

40

41

42

43

37

53

54

55

50

51

52

44

45

68

69

48

49

62

63

56

57

64

65

66

67

58

59

60

61

74

75

76

70

71

72

73

221,800 250,300 311,700 334,300 372,600

251,500 312,800 334,800 373,100

252,600 313,600 335,200 373,700

253,900 314,400 335,700 374,200

255,500 315,100 336,100 374,700

257,100 315,800 336,600 375,300

258,700 316,400 337,100 375,800

260,300 317,000 337,600 376,100

261,700 317,500 337,900 376,500

263,400 318,000 338,300 377,000

265,000 318,500 338,800 377,400

266,600 319,000 339,200 377,800

268,300 319,500 339,500 378,200

270,100 319,900 339,900 378,700

271,700 320,200 340,400 379,100

273,500 320,500 340,800 379,500

275,200 320,800 341,000 379,800

276,900 321,000 341,400

278,700 321,200 341,900

280,400 321,400 342,300

281,600 321,700 342,400

283,200 322,000 342,900

284,700 343,300

286,100 343,600

287,600 343,900

288,900 344,300

290,200 344,700

291,400 345,100

292,700 345,600

293,700 346,000

294,600 346,400

295,400 346,800

296,300 347,300

297,000 347,700

297,700 348,000

298,400 348,300

298,900 348,800

299,400

300,000

300,600

80

77

78

79

86

87

88

89

90

91

81

82

83

84

85

110

97

100

101

102

115

92

93

94

95

96

103

111

112

104

105

106

107

108

109

98

99

113

116

114



 

 

 

 

301,300

備考 　この表は、技能職員に適用する。

254,000 273,400

117

再任用

職員
192,400 203,500 214,000

別表第二（第二条関係）

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

1 140,200 189,800 276,400 328,500 387,100

2 141,300 192,400 278,800 330,700 390,000

3 142,500 194,800 281,200 332,900 392,800

4 143,600 197,200 283,700 335,000 395,600

5 144,700 199,700 286,000 336,900 397,900

6 146,000 202,000 288,200 339,000 400,600

7 147,300 204,300 290,300 341,100 403,300

8 148,600 206,500 292,300 343,200 406,000

9 149,700 208,600 294,500 345,100 408,600

10 151,400 210,900 297,200 347,100 411,200

11 153,000 213,300 299,800 349,200 413,900

12 154,600 215,600 302,600 351,200 416,700

13 156,100 217,800 305,000 353,300 419,300

14 158,000 220,200 307,600 355,200 422,000

15 159,900 222,600 310,200 357,100 424,800

16 161,900 225,000 313,000 359,000 427,500

17 163,700 227,300 315,600 360,900 430,000

18 165,900 230,100 317,800 362,800 432,600

19 168,100 233,000 320,000 364,700 435,100

20 170,200 235,900 322,200 366,700 437,700

21 172,400 238,400 324,500 368,300 440,200

22 174,800 241,100 326,500 370,300 442,800

23 177,100 243,600 328,500 372,200 445,400

24 179,400 246,300 330,600 374,100 447,900

25 181,500 249,000 332,700 375,700 450,100

26 183,700 251,400 334,600 377,400 452,400

27 185,800 253,700 336,400 379,300 454,900

28 187,900 256,000 338,300 381,200 457,400

29 189,900 258,700 340,300 383,000 459,900

30 191,700 260,900 342,000 384,900 462,400

31 193,500 262,800 343,600 386,800 464,900

32 195,200 264,900 345,300 388,700 467,400

33 197,000 266,800 346,700 390,300 469,700

34 198,900 268,800 348,100 392,100 472,100

35 200,800 270,900 349,600 393,700 474,500

36 202,700 272,900 351,100 395,500 477,000

病 院 研 究 職 給 料 表

職員

の区

分



 

 

 

 

37 204,400 274,800 352,400 396,700 479,400

38 206,300 276,300 353,800 398,200 481,900

39 208,200 277,700 355,200 399,600 484,300

40 210,100 279,200 356,600 401,000 486,800

41 212,000 280,600 357,500 402,400 489,100

42 213,900 281,700 358,600 403,700 491,300

43 215,800 282,700 359,800 405,200 493,500

44 217,700 283,700 360,900 406,800 495,700

45 219,400 284,500 362,100 408,200 497,400

46 221,300 285,700 363,300 409,400 498,900

47 223,100 287,000 364,600 411,000 500,500

48 224,900 288,200 365,700 412,600 502,000

49 226,600 289,600 366,800 413,900 503,700

50 228,400 290,900 368,100 415,300 505,100

51 230,100 292,000 369,400 416,800 506,500

52 231,800 293,200 370,700 418,200 508,000

53 233,300 294,400 371,400 419,600 509,100

54 235,100 295,600 372,400 421,000 510,300

55 236,800 296,900 373,300 422,400 511,500

56 238,400 298,100 374,300 423,800 512,700

57 239,900 299,200 375,100 424,900 513,600

58 241,100 300,400 375,900 426,200 514,600

59 242,200 301,600 376,600 427,600 515,600

60 243,300 302,800 377,300 428,900 516,600

61 244,500 303,800 377,900 429,700 517,700

62 245,600 304,900 378,600 430,600 518,600

63 246,600 306,000 379,500 431,600 519,300

64 247,700 307,100 380,400 432,500 520,000

65 248,900 308,100 381,000 433,400 520,800

66 250,000 309,200 381,800 434,200 521,600

67 251,100 310,300 382,600 434,800 522,400

68 252,100 311,300 383,400 435,600 523,200

69 253,100 312,400 384,000 436,000 523,900

70 254,500 313,400 384,700 436,600 524,700

71 256,000 314,500 385,400 437,100 525,500

72 257,400 315,600 386,100 437,600 526,300

73 258,800 316,400 386,800 438,100 527,000

74 260,200 317,400 387,400 438,700

75 261,600 318,500 388,000 439,200

76 262,900 319,600 388,700 439,700

再任

用職

員以

外の

職員

77 264,000 320,700 389,400 440,200

78 265,200 321,700 390,000

79 266,500 322,600 390,600

80 267,700 323,500 391,200

81 269,100 324,600 391,800

82 270,400 325,400 392,400

83 271,700 326,100 393,000

84 272,900 326,900 393,600

85 274,100 327,400 394,100

86 275,200 327,900 394,600

87 276,500 328,400 395,100

88 277,700 328,900 395,800

89 278,700 329,200 396,200

90 279,900 329,700

91 281,100 330,200

92 282,300 330,700

93 283,300 331,000

94 284,300 331,400

95 285,300 331,900

96 286,300 332,400

97 286,900 332,900

98 287,800 333,400

99 288,500 333,900

100 289,400 334,400

101 290,300 334,900

102 291,000 335,400

103 291,700 335,900

104 292,400 336,400

105 293,100 336,900

106 293,600 337,300

107 294,100 337,800

108 294,600 338,200

109 294,800 338,700

110 295,200 339,100

111 295,500 339,600

112 295,800 340,000

113 296,100 340,500

114 296,400 340,900

115 296,700 341,400

116 297,000 341,800



 

 

 

 

117 297,300 342,300

118 297,700 342,700

119 298,000 343,100

120 298,400 343,500

121 298,700 343,900

再任
用職
員

216,300 257,500 282,300 324,700 383,200

　この表は、循環器・呼吸器病センター又はがんセンターに勤務し、専門的科学知識と創意等をもって試験研究又は調査研究の業務に従
事する職員に適用する。ただし、病院医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。

備考

別表第三（第二条関係）


職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円

1 243,300 328,600 394,300 470,100

2 245,800 331,600 397,200 472,400

3 248,300 334,500 400,100 474,600

4 250,800 337,600 403,000 476,900

5 253,100 340,300 405,700 479,200

6 256,900 343,600 408,400 481,400

7 260,700 346,800 411,200 483,600

8 264,500 349,900 414,000 485,800

9 268,100 352,900 416,600 487,800

10 272,100 355,900 419,300 489,900

11 276,100 359,000 422,000 492,000

12 280,100 362,200 424,700 494,100

13 283,900 365,300 427,200 496,200

14 287,900 368,900 429,700 498,300

15 291,800 372,300 432,100 500,400

16 295,700 376,000 434,600 502,500

17 299,500 379,600 436,800 504,600

18 303,100 382,300 439,200 506,600

19 306,600 385,100 441,600 508,600

20 310,200 387,900 444,000 510,600

21 313,800 390,800 446,000 512,400

22 317,500 393,400 448,400 514,200

23 321,000 396,000 450,800 516,100

24 324,700 398,600 453,100 518,000

25 328,200 400,900 455,300 519,700

26 331,000 403,200 457,600 521,500

27 333,700 405,500 459,800 523,300

28 336,300 407,800 462,100 525,100

29 339,100 410,200 464,300 527,000

30 341,400 412,300 466,600 528,800

31 343,600 414,300 468,900 530,600

32 346,000 416,400 471,100 532,400

33 348,400 418,500 473,100 534,000

34 350,800 420,500 475,200 535,800

35 353,100 422,500 477,300 537,500

36 355,600 424,500 479,400 539,300

病 院 医 療 職 給 料 表

　イ　病院医療職給料表(一)

職員

の区

分



 

 

 

 

37 358,000 426,600 481,500 540,900

38 360,400 428,600 483,300 542,500

39 362,800 430,600 485,100 543,900

40 365,200 432,600 486,900 545,500

41 367,500 434,600 488,600 547,000

42 368,900 436,400 490,400 548,400

43 370,400 438,100 492,200 549,800

44 371,900 439,900 494,000 551,100

45 373,400 441,800 495,600 552,300

46 374,800 443,600 497,300 553,300

47 376,300 445,400 499,100 554,300

48 377,800 447,100 500,900 555,300

49 379,100 448,900 502,500 556,300

50 380,100 450,600 503,800 557,200

51 381,100 452,400 505,100 558,100

52 382,100 454,200 506,400 559,000

53 383,100 456,100 507,700 559,800

54 384,000 457,300 509,000 560,700

55 384,900 458,500 510,300 561,600

56 385,800 459,700 511,600 562,500

57 386,800 460,900 512,600 563,400

58 387,700 461,900 513,400 564,300

59 388,500 462,900 514,200 565,200

60 389,300 463,900 515,000 565,900

61 390,100 464,700 515,900 566,800

62 390,600 465,400 516,700 567,700

63 391,000 466,100 517,600 568,600

64 391,500 466,800 518,400 569,500

65 391,800 467,500 519,300 570,400

66 468,200 520,200

67 468,900 520,900

68 469,600 521,800

69 470,100 522,700

70 470,800 523,500

71 471,500 524,400

72 472,200 525,300

73 472,600 526,100

74 473,200 527,000

75 473,900 527,900

76 474,600 528,600

77 475,000 529,400

78 475,600 530,300

再任
用職
員以

外の
職員

79 476,200 531,200

80 476,700 532,100

81 477,300 532,900

82 477,800 533,800

83 478,300 534,700

84 478,800 535,600

85 479,200 536,400

86 479,800 537,300

87 480,200 538,200

88 480,700 539,100

89 481,200 539,900

90 481,800

91 482,400

92 482,800

93 483,300

94 483,900

95 484,500

96 485,100

97 485,600

再任
用職
員

295,000 337,400 391,800 464,800

備考 　この表は、病院等に勤務する医師及び歯科医師で、医療業務等に従事するものに適用する。



 

 

 

 

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級 ８　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円

1 145,000 182,900 218,200 244,400 277,100 324,900 369,900 436,000

2 146,400 184,500 219,800 245,800 279,100 326,900 372,600 438,600

3 147,800 186,100 221,400 247,000 281,300 329,100 375,200 441,100

4 149,200 187,700 223,000 248,400 283,500 331,300 377,900 443,700

5 150,400 189,200 224,400 249,600 285,700 333,300 380,300 446,100

6 152,200 190,800 226,000 250,800 287,800 335,500 383,000 448,600

7 153,900 192,400 227,500 252,000 289,900 337,600 385,600 451,100

8 155,600 193,900 229,100 253,300 292,100 339,800 388,300 453,600

9 157,300 195,500 230,400 254,600 294,100 341,800 390,400 456,000

10 159,000 197,200 231,900 255,600 296,300 343,900 392,700 458,400

11 160,700 198,800 233,300 256,700 298,400 346,100 394,900 461,000

12 162,500 200,500 234,600 257,700 300,600 348,200 397,100 463,400

13 164,000 202,100 236,300 259,000 302,800 349,900 399,200 465,900

14 165,900 203,700 237,700 260,600 304,800 351,900 401,200 467,400

15 167,900 205,300 238,900 262,200 306,900 353,800 403,200 468,700

16 169,800 206,900 240,300 263,700 308,900 355,800 405,300 470,000

17 171,700 208,400 241,500 265,300 311,100 357,700 407,100 471,200

18 173,600 210,000 242,700 267,100 313,100 359,700 409,100 472,500

19 175,400 211,700 243,900 268,900 315,200 361,700 411,000 473,800

20 177,300 213,400 245,200 270,800 317,300 363,700 413,100 475,100

21 179,200 214,700 246,600 272,600 319,200 365,500 414,900 476,300

22 180,700 216,200 247,600 274,400 321,200 367,500 416,500 477,700

23 182,200 217,600 248,700 276,200 323,100 369,600 418,100 479,100

24 183,700 219,100 249,800 278,000 325,100 371,700 419,600 480,300

25 185,300 220,500 251,000 279,800 327,100 373,100 421,100 481,700

26 186,800 221,900 252,500 281,700 329,000 374,900 422,400 483,000

27 188,300 223,200 253,900 283,600 331,000 376,700 423,700 484,400

28 189,700 224,500 255,400 285,400 333,000 378,400 425,000 485,800

29 191,200 225,900 256,900 287,400 334,600 380,200 426,300 487,200

30 192,500 227,300 258,600 289,300 336,400 381,700 427,500 488,300

31 193,800 228,800 260,300 291,100 338,100 383,300 428,700 489,400

32 195,100 230,200 262,000 293,000 339,900 385,000 429,800 490,500

33 196,500 231,600 263,500 294,800 341,600 386,300 431,000 491,600

34 197,900 232,900 265,300 296,500 343,400 387,600 432,200 492,500

35 199,300 234,000 267,000 298,300 345,300 388,900 433,400 493,400

36 200,700 235,300 268,800 300,100 347,100 390,100 434,600 494,300

　ロ　病院医療職給料表(二)

職員

の区

分

37 201,800 236,700 270,300 301,600 348,900 391,200 435,900 495,300

38 203,100 238,000 272,000 303,300 350,600 392,400 436,700

39 204,400 239,200 273,700 305,000 352,200 393,500 437,100

40 205,700 240,500 275,400 306,600 353,900 394,600 437,800

41 206,900 241,800 277,100 308,400 355,100 395,400 438,300

42 208,100 243,100 278,700 310,100 356,200 396,200 438,700

43 209,300 244,300 280,400 311,700 357,400 397,000 439,100

44 210,500 245,400 282,100 313,400 358,600 397,800 439,500

45 211,700 246,600 283,700 314,600 359,800 398,200 439,900

46 212,800 248,000 285,400 316,000 360,600 398,800 440,300

47 213,800 249,500 287,100 317,500 361,800 399,300 440,700

48 214,900 251,000 288,700 319,100 362,900 399,700 441,000

49 215,900 252,600 290,100 320,500 363,900 400,100 441,300

50 216,900 254,000 291,700 321,800 364,900 400,400 441,700

51 217,800 255,400 293,200 323,000 365,900 400,700 442,000

52 218,800 256,800 294,800 324,300 366,900 401,000 442,300

53 219,500 257,900 296,200 325,400 367,700 401,300 442,600

54 220,400 259,300 297,700 326,400 368,500 401,600

55 221,200 260,700 299,100 327,500 369,400 401,900

56 222,200 262,100 300,600 328,500 370,300 402,200

57 222,900 263,100 301,900 329,000 370,800 402,500

58 223,800 264,400 303,100 329,900 371,600 402,800

59 224,600 265,700 304,300 330,700 372,400 403,100

60 225,400 267,000 305,700 331,600 373,200 403,500

61 226,300 268,000 307,000 332,400 373,600 403,700

62 227,200 269,200 308,200 332,700 374,300 404,000

63 228,100 270,500 309,500 333,300 375,000 404,300

64 229,200 271,800 310,700 334,000 375,700 404,600

65 229,900 272,800 312,100 334,600 376,100 404,800

66 230,700 273,900 312,900 335,300 376,700

67 231,500 275,000 313,700 336,000 377,400

68 232,400 276,100 314,500 336,700 378,000

69 233,100 277,200 315,100 337,400 378,400

70 233,800 278,200 315,800 337,900 378,900

71 234,500 279,300 316,500 338,500 379,400

72 235,200 280,400 317,100 339,100 379,900

73 235,900 281,300 317,800 339,400 380,500

74 236,700 282,000 318,000 340,000 381,000

75 237,500 282,500 318,600 340,500 381,600

76 238,300 283,300 319,200 341,100 382,200

再任

用職

員以

外の

職員



 

 

 

 

77 238,900 284,100 319,800 341,600 382,700

78 239,500 284,700 320,300 342,100 383,200

79 240,100 285,300 320,800 342,600 383,700

80 240,700 285,900 321,300 343,000 384,200

81 241,100 286,600 321,900 343,300 384,500

82 241,500 287,100 322,400 343,600 385,000

83 241,900 287,500 322,800 344,000 385,400

84 242,300 287,900 323,300 344,300 385,800

85 242,700 288,100 323,800 344,800 386,200

86 288,300 324,200 345,100

87 288,500 324,400 345,400

88 288,700 324,800 345,700

89 289,100 325,200 346,100

90 289,300 325,600 346,400

91 289,500 326,000 346,800

92 289,700 326,400 347,100

93 290,100 326,700 347,500

94 290,300 326,900 347,800

95 290,500 327,300 348,100

96 290,800 327,600 348,400

97 291,200 327,800 348,700

98 291,500 328,100 349,100

99 291,700 328,400 349,500

100 292,000 328,700 349,900

101 292,300 328,900 350,400

102 292,500 329,200 350,800

103 292,700 329,600 351,200

104 293,000 329,800 351,600

105 293,300 329,900 352,100

106 330,200

107 330,600

108 330,800

109 331,000

110 331,400

111 331,800

112 332,200

113 332,400

再任

用職
員

187,500 214,100 242,300 255,700 280,900 321,600 363,800 425,300

備考 　この表は、病院に勤務する職員で、次に掲げるものに適用する。

一　調剤又は服薬指導等に従事する薬剤師

二　栄養管理又は栄養指導に従事する栄養士
三　診療放射線技師

四　臨床検査技師及び衛生検査技師

五　臨床工学技士
六　理学療法士その他の理学療法技術職員及び作業療法士その他の作業療法技術職員

七　視能訓練士その他の視能技術職員

八　言語聴覚士

九　医学物理士



 

 

 

 

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円

1 158,400 185,900 234,300 257,300 283,000 328,200 372,900

2 159,800 188,000 236,100 258,300 284,800 330,300 375,500

3 161,300 190,100 237,900 259,200 286,700 332,400 378,200

4 162,700 192,100 239,700 260,300 288,700 334,600 380,800

5 164,200 194,200 241,100 261,200 290,500 336,800 383,000

6 165,700 196,500 242,400 262,200 292,300 338,900 385,400

7 167,200 198,800 243,600 263,000 294,200 341,100 387,700

8 168,700 201,100 244,900 264,100 296,100 343,200 390,000

9 170,000 203,500 246,000 265,200 298,000 344,900 392,000

10 171,700 204,900 247,100 266,000 299,900 346,900 394,100

11 173,300 206,300 248,000 267,200 301,700 348,800 396,300

12 174,900 207,700 249,000 268,400 303,600 350,800 398,600

13 176,400 209,100 250,300 269,700 305,300 352,800 400,500

14 178,400 210,600 251,400 271,100 307,000 354,900 402,500

15 180,400 212,100 252,200 272,300 308,800 357,000 404,700

16 182,400 213,300 253,200 273,800 310,600 359,000 406,900

17 184,600 214,700 254,100 275,200 312,500 361,000 408,900

18 186,700 216,200 255,000 276,600 314,100 363,000 411,100

19 188,800 217,700 256,000 277,900 315,800 365,100 413,300

20 190,900 219,200 257,000 279,400 317,500 367,200 415,400

21 193,000 220,600 257,900 281,000 319,000 368,900 417,300

22 195,200 222,300 258,900 282,600 320,500 371,000 419,200

23 197,400 224,000 259,900 284,100 322,100 373,100 421,000

24 199,600 225,700 260,900 285,600 323,600 375,100 422,900

25 201,600 227,100 262,100 286,900 325,300 377,100 424,600

26 202,900 228,800 263,500 288,700 326,700 378,700 426,200

27 204,200 230,500 264,700 290,500 328,200 380,600 427,900

28 205,500 232,200 266,100 292,200 329,800 382,500 429,500

29 206,700 233,800 267,400 293,800 331,200 384,300 430,800

30 207,900 235,200 268,900 295,500 332,700 386,000 432,100

31 209,200 236,500 270,500 297,100 334,100 387,900 433,700

32 210,400 237,700 272,000 298,800 335,600 389,700 435,200

33 211,700 239,000 273,600 300,300 337,200 391,400 436,900

34 213,000 240,100 275,100 301,800 338,700 393,100 438,500

35 214,300 241,000 276,400 303,400 340,300 394,900 439,900

36 215,600 242,100 277,800 305,000 341,800 396,600 441,300

　ハ　病院医療職給料表(三)

職員
の区

分

37 217,000 243,200 279,400 306,500 343,500 398,200 442,400

38 218,400 244,300 280,800 307,900 345,100 399,900 443,700

39 219,800 245,200 282,300 309,500 346,600 401,700 445,000

40 221,200 246,300 283,700 311,100 348,200 403,500 446,400

41 222,200 247,100 285,300 312,700 349,400 405,000 447,400

42 223,600 248,000 286,900 314,100 350,900 406,500 448,100

43 225,000 248,900 288,400 315,500 352,400 408,000 448,900

44 226,400 249,900 290,000 317,000 353,800 409,300 449,500

45 227,600 250,800 291,400 318,100 355,400 410,400 450,400

46 229,000 251,800 292,800 319,500 356,400 411,500 451,100

47 230,300 252,800 294,300 320,900 357,900 412,600 451,900

48 231,600 253,800 295,800 322,400 359,200 413,800 452,700

49 232,700 254,800 297,100 323,500 360,600 415,100 453,400

50 233,800 256,000 298,400 324,900 362,000 416,200 454,100

51 234,800 257,200 299,800 326,200 363,300 417,400 454,800

52 235,900 258,500 301,200 327,500 364,700 418,500 455,600

53 237,000 259,700 302,700 328,900 366,200 419,700 456,400

54 238,100 261,200 304,000 330,300 367,400 420,700 457,200

55 239,100 262,600 305,400 331,700 368,500 421,800 457,900

56 240,100 264,100 306,800 333,000 369,700 422,900 458,600

57 241,100 265,700 307,900 333,900 370,800 424,000 459,400

58 242,100 267,300 309,100 335,200 371,700 424,500

59 242,900 268,800 310,300 336,400 372,700 425,100

60 243,900 270,400 311,700 337,700 373,700 425,500

61 244,900 271,800 312,800 338,800 374,300 426,100

62 245,900 273,300 314,100 339,700 375,100 426,600

63 246,800 274,800 315,400 340,900 375,900 427,000

64 247,800 276,200 316,600 342,200 376,700 427,500

65 248,700 277,800 317,900 343,300 377,400 428,100

66 249,700 279,300 319,200 344,500 378,100 428,500

67 250,800 280,800 320,500 345,700 378,900 428,800

68 251,800 282,300 321,800 346,800 379,600 429,100

69 252,700 283,500 322,500 347,800 380,200 429,500

70 253,800 285,000 323,600 348,800 380,800

71 255,000 286,500 324,700 349,900 381,500

72 256,200 287,900 325,600 351,000 382,100

73 257,600 289,100 326,900 351,800 382,800

74 258,900 290,500 327,600 352,900 383,300

75 260,200 291,900 328,700 354,000 383,900

76 261,500 293,200 329,900 355,100 384,400



 

 

 

77 262,500 294,700 331,000 355,800 384,800

78 263,600 296,000 332,200 356,600 385,400

79 264,900 297,200 333,300 357,400 385,900

80 266,200 298,500 334,500 358,100 386,200

81 267,300 299,300 335,600 358,700 386,500

82 268,300 300,500 336,700 359,200 387,000

83 269,400 301,600 337,700 359,800 387,400

84 270,500 302,800 338,800 360,300 387,700

85 271,400 303,900 339,700 360,900 388,000

86 272,300 305,100 340,700 361,400 388,500

87 273,400 306,300 341,600 362,000 389,000

88 274,500 307,400 342,600 362,500 389,400

89 275,500 308,700 343,600 362,900 389,700

90 276,400 309,900 344,400 363,300 390,100

91 277,400 311,100 345,200 363,900 390,600

92 278,400 312,300 346,000 364,400 391,000

93 279,400 313,100 346,600 364,700 391,400

94 280,400 313,800 347,200 365,200

95 281,300 314,500 347,900 365,600

96 282,300 315,100 348,500 365,900

97 283,200 315,800 348,900 366,500

98 284,000 316,100 349,300 367,000

99 284,600 316,700 349,800 367,500

100 285,500 317,400 350,200 368,000

101 286,300 317,800 350,700 368,600

102 287,100 318,400 351,100 369,100

103 287,900 319,000 351,600 369,600

104 288,700 319,600 352,000 370,000

105 289,400 320,000 352,300 370,600

106 289,900 320,500 352,800 371,100

107 290,400 321,000 353,200 371,600

108 290,900 321,500 353,500 372,100

109 291,100 321,900 354,000 372,700

110 291,400 322,300 354,500 373,100

111 291,600 322,600 355,000 373,600

112 292,000 322,900 355,500 374,100

113 292,300 323,300 356,000 374,700

114 292,500 323,700 356,500

115 292,900 324,100 357,000

116 293,200 324,400 357,400

再任

用職

員以

外の

職員

117 293,500 324,600 357,800

118 293,800 324,900 358,200

119 294,100 325,300 358,700

120 294,500 325,500 359,200

121 294,800 325,700 359,600

122 295,200 326,000 360,100

123 295,500 326,300 360,600

124 295,900 326,600 361,100

125 296,100 326,800 361,400

126 296,300 327,100

127 296,600 327,500

128 297,000 327,700

129 297,200 327,800

130 297,500 328,100

131 297,900 328,500

132 298,300 328,700

133 298,500 329,000

134 298,800 329,400

135 299,200 329,800

136 299,500 330,200

137 299,700 330,500

138 300,000 330,900

139 300,400 331,300

140 300,700 331,700

141 300,900 332,000

142 301,300 332,400

143 301,700 332,700

144 302,000 333,100

145 302,100 333,400

146 302,400 333,800

147 302,700 334,200

148 303,100 334,600

149 303,300 334,900

150 303,500 335,300

151 303,800 335,700

152 304,100 336,100

153 304,500 336,400

154 304,700

155 304,900

156 305,200



 

 

 
 

  

 
 

別
表
第
十
一
を
別
表
第
十
四
と
し
、
別
表
第
十
を
別
表
第
十
三
と
し
、
別
表
第
九
の
三
を
別
表

第
十
二
の
三
と
し
、
別
表
第
九
の
二
の
備
考
中
「
別
表
第
四
か
ら
別
表
第
六
」
を
「
別
表
第
七
か

ら
別
表
第
九
」
に
改
め
、
別
表
第
九
の
二
を
別
表
第
十
二
の
二
と
し
、
別
表
第
九
の
職
の
欄
中
「
政

策
幹
」
を
削
り
、
別
表
第
九
を
別
表
第
十
二
と
し
、
別
表
第
八
を
別
表
第
十
一
と
し
、
別
表
第
七

を
別
表
第
十
と
し
、
別
表
第
六
ロ
の
五
級
の
欄
中
「
主
任
」
及
び
「
主
任
専
門
員
」
を
削
り
、
別

表
第
六
ハ
の
五
級
の
欄
中
「
主
任
」
及
び
「
主
任
専
門
員
」
を
削
り
、
別
表
第
六
を
別
表
第
九
と

し
、
別
表
第
五
を
別
表
第
八
と
し
、
別
表
第
四
イ
（
一
）
の
四
級
の
欄
中
「
主
任
」
及
び
「
主
任

専
門
員
」
を
削
り
、
別
表
第
四
イ
（
ニ
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

       

157 305,500

158 305,800

159 306,100

160 306,400

161 306,800

162 307,100

163 307,400

164 307,700

165 308,100

166 308,400

167 308,700

168 309,000

169 309,400

再任
用職
員

233,900 254,200 261,400 271,600 287,900 325,000 369,400

備考 この表は、病院に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師、その他の職員で、保健指導又は看護等に従事するものに適用する。



 
 

 

                     

別
表
第
四
イ
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

備
考 

一 

現
に
上
位
の
級
に
決
定
さ
れ
て
い
る
職
に
つ
い
て
は
、
本
表
に
か
か
わ
ら
ず
、
従
前 

 
 

 
 

の
例
に
よ
る
。 

 
 

 

二 

本
表
に
お
い
て
、
同
一
の
職
務
が
二
以
上
の
職
務
の
級
に
区
分
さ
れ
て
い
る
場
合
の 

 
 

 
 

当
該
職
務
に
係
る
職
務
の
級
は
、
当
該
職
務
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
を
考
慮
し 

 
 

 
 

て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

 
 

 

三 

前
二
項
の
規
定
は
他
の
給
料
表
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。 

  

別
表
第
四
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

    

 

 

副
主
席 

 

工
事
検 

員 

 

九
級 

 

八
級  

七
級 

 

十
級 

 
 

局
長 

 

 

局
長 

 

 

課
長 

 

 

副
課
長 

 

工
事
検 

 

査
員 

 

工
事
検 

 

査
員 

技
術
幹 

 

契
約
局 

 

長 

技
術
評

価 
 

価
幹 

 

参
事
局 

 

付 

副
参
事 

副
室
長 

 

局
付 

 

課
付 

 

課
付 

 

課
付 
 

課
付 

副
技
術 

 

病
院
建 

 

設
部
長 

 

主
席
工 

 

事
検
査 

員 

 

主
任
工 

 

事
検
査 

員 

 

主
任
工 

 

事
検
査 

幹 

 

査
員 

 

六
級 

 

五
級  

四
級 

 

三
級  

二
級 

 

一
級 



         
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

別
表
第
四
を
別
表
第
七
に
改
め
、
別
表
第
三
の
次
に
次
の
三
表
を
加
え
る
。 

 

別
表
第
四
（
第
二
条
関
係
） 

 
 

イ 

病
院
企
業
職
給
料
表
（
一
）
級
別
基
準
職
務
表 

  
 

 
 

            

  
 

 

     

八
級 

七
級 

六
級 

五
級 

四
級 

三
級 

二
級 

一
級 

職
務
の
級 

一 

本
庁
の
副
部
長
の
職
務 

二 

病
院
の
局
長
の
職
務 

本
庁
の
課
長
の
職
務 

一 

副
課
長
の
職
務 

二 

病
院
の
副
局
長
の
職
務 

三 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
幹
の
職
務 

四 

病
院
の
困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
部
長
の
職
務 

一 

主
幹
の
職
務 

二 

病
院
の
部
長
の
職
務 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
査
の
職
務 

一 

主
査
の
職
務 

二 

主
任
の
職
務 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
主
事
又
は
技
師
の
職
務 

主
事
又
は
技
師
の
職
務 

基
準
と
な
る
職
務 

 

技
能
職
員
（
二

種
） 

技
能
職
員
（
一

種
） 

区
分 

上
席
主
任 

主
任 

上
席
主
任 

主
任 五

級 

主
任 

主
任 

主

任

専

門

員 

四
級 

主
事 

専
門
員 

主
事 

技
師 

 

専
門
員 

三
級 

主
事 

専
門
員 

主
事 

技
師 

 

専
門
員 

二
級 

主
事 

専
門
員 

主
事 

技
師 

 

専
門
員 

一
級 

 



   
 

 

  
 

ロ 

病
院
企
業
職
給
料
表
（
ニ
）
級
別
基
準
職
務
表 

   
 

  
 

 

           
 

 
 

別
表
第
五
（
第
二
条
関
係
） 

 
 

 

病
院
研
究
職
給
料
表
級
別
基
準
職
務
表 

 
 

 
 

         

 
 

五
級 

四
級 

三
級 

二
級 

一
級 

職
務
の
級 

困
難
な
業
務
を
行
う
職
務 

極
め
て
高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
特
に
困
難
な
研
究
を
行
う
職
務 

高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
困
難
な
研
究
を
行
う
職
務 

相
当
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
技
師
の
職
務 

技
師
の
職
務 

基
準
と
な
る
職
務 

 

五
級 

四
級 

三
級 

二
級 

一
級 

職
務
の
級 

一 

上
席
主
任
の
職
務 

二 

困
難
な
業
務
に
従
事
す
る
主 

 

任
の
職
務 

の
職
務 

主
任
の
職
務 

特
に
困
難
な
業
務
に
従
事
す
る
主

事
又
は
技
師
の
職
務 

困
難
な
業
務
に
従
事
す
る
主
事
又

は
技
師
の
職
務 

主
事
又
は
技
師
の
職
務 

技
能
職
員
（
一
種
） 

基
準
と
な
る
職
務 

一 

上
席
主
任
の
職
務 

二 

困
難
な
業
務
に
従
事
す
る
主 

 

任
の
職
務 

の
職
務 

主
任
の
職
務 

特
に
困
難
な
業
務
に
従
事
す
る
主

事
の
職
務 

困
難
な
業
務
に
従
事
す
る
主
事
の

職
務 

主
事
の
職
務 

技
能
職
員
（
二
種
） 

 

十
級 

九
級 

特
に
重
要
な
業
務
を
所
掌
す
る
本
庁
の
部
局
長
の
職
務 

本
庁
の
部
局
長
の
職
務 

 



 

別
表
第
六
（
第
二
条
関
係
） 

 
 

イ 

病
院
医
療
職
給
料
表
（
一
）
級
別
基
準
職
務
表 

        

   
 

ロ 

病
院
医
療
職
給
料
表
（
二
）
級
別
基
準
職
務
表 

 

               

ハ 

病
院
医
療
職
給
料
表
（
三
）
級
別
基
準
職
務
表 

    

八
級 

七
級 

六
級 

五
級 

四
級 

三
級 

二
級 

一
級 

職
務
の
級 

困
難
な
医
療
業
務
を
行
う
職
務 

相
当
困
難
な
医
療
業
務
を
行
う
職
務 

 

一 

病
院
の
部
長
の
職
務 

二 

病
院
の
副
部
長
の
職
務 

 

副
技
師
長
の
職
務 

主
任
の
職
務 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
技
師
の
職
務 

相
当
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
技
師
の
職
務 

技
師
の
職
務 

基
準
と
な
る
職
務 

 

四
級 

三
級 

二
級 

一
級 

職
務
の
級 

困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
病
院
の
長
の
職
務 

極
め
て
高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
特
に
困
難
な
医
療
業
務
を
行
う 

 

職
務 

高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
困
難
な
医
療
業
務
を
行
う
職
務 

医
療
業
務
を
行
う
職
務 

基
準
と
な
る
職
務 

 

一
級 

職
務
の
級 

技
師
の
職
務 

基
準
と
な
る
職
務 

 



                

附 

則 

（
施
行
期
日
等
） 

１ 

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
見
出
し
、
第
二
条
第
二
項
、

第
二
条
第
三
項
、
第
二
条
の
二
第
一
項
（
表
を
除
く
。
）
、
第
二
条
の
二
第
二
項
、
第
二
条
の

三
第
一
項
（
表
を
除
く
。
）
、
第
二
条
の
三
第
二
項
、
第
四
条
、
第
五
条
、
第
十
三
条
、
附
則

第
二
項
、
附
則
第
六
項
及
び
別
表
第
四
か
ら
別
表
第
十
四
ま
で
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
八

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
程
（
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
を
除
く
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
） 

 

に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
（
第
四
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
規
程
」
と 

 

い
う
。
）
に
よ
る
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

（
改
定
日
前
の
異
動
者
の
号
給
の
調
整
） 

３ 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
定
日
」
と
い
う
。
）
前
に
職
務
の

級
を
異
に
し
て
異
動
し
た
職
員
及
び
別
に
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
職
員
の
改
定
日
に
お
け
る
号

給
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
改
定
日
に
お
い
て
職
務
の
級
を
異
に
す
る
異
動
等
を
し
た
も
の
と

し
た
場
合
と
の
権
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

（
給
与
の
内
払
） 

４ 

改
正
後
の
規
程
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉

七
級 

六
級 

五
級 

四
級 

三
級 

二
級 

困
難
な
業
務
を
行
う
看
護
部
長
の
職
務 

一 

看
護
部
長
の
職
務 

二 

困
難
な
業
務
を
行
う
看
護
部
副
部
長
の
職
務 

一 

看
護
部
副
部
長
の
職
務 

二 

困
難
な
業
務
を
行
う
看
護
師
長
の
職
務 

三 

困
難
な
業
務
を
行
う
病
院
の
主
査
の
職
務 

一 

看
護
師
長
の
職
務 

二 

病
院
の
主
査
の
職
務 

三 
困
難
な
業
務
を
処
理
す
る
主
任
の
職
務 

一 

主
任
の
職
務 

二 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
技
師
の
職
務 

相
当
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
技
師
の
職
務 

 



県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
改
正
後
の
規
程
の
規
定
に
よ
る

給
与
の
内
払
と
み
な
す
。 

 
（
補
則
） 

５ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。 



管 

理 

規 

程 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
二
号 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

名 

和 
 

 

肇 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改 

 
 

 

正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
埼

玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
三
条
第
二
十
三
号
中
「
第
四
十
二
条
」
を
「
第
四
十
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管 

理 

規 

程 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
三
号 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

名 

和 
 

 

肇 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

規
程 

 
 

 

 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
病

院
事
業
管
理
規
程
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
総
務
部
」
を
「
県
民
生
活
部
」
に
、
「
三
十
一
条
」
を
「
三
十
五
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
中
「
総
務
部
」
を
「
県
民
生
活
部
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
を
削
る
。 

 

第
四
条
中
第
四
号
中
「
第
七
条
第
一
号
」
を
「
第
六
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と

し
、
第
五
条
を
第
四
条
と
し
、
第
六
条
を
第
五
条
と
す
る
。 

 

第
七
条
第
二
号
中
「
又
は
複
写
し
た
も
の
」
を
「
若
し
く
は
複
写
し
た
も
の
」
に
改
め
、
同
条

を
第
六
条
と
す
る
。 

 

第
八
条
第
二
項
中
「
第
四
条
第
二
号
」
を
「
第
三
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す

る
。 

 

第
九
条
第
一
項
中
「
以
下
」
を
「
第
三
項
に
お
い
て
」
に
、
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
条
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。 

 

第
十
条
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
し
、
第
十
一
条
を
第
十

条
と
す
る
。 

 

第
十
二
条
第
一
項
第
九
号
中
「
第
二
十
四
条
」
を
「
第
二
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第

二
号
中
「
第
九
条
第
三
項
」
を
「
第
八
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
十
一
条
」
を

「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、

同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。 

 

第
十
三
条
中
「
総
務
部
」
を
「
県
民
生
活
部
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
四
号 

 
埼
玉
県
病
院
局
職
員
の
職
務
発
明
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

名 

和 
 

 

肇 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
局
職
員
の
職
務
発
明
等
に
関
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
病
院
局
職
員
の
職
務
発
明
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規

程
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
に
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
六
条
第
一
項
中
「
六
十
日
」
を
「
三
月
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
五
号 

埼
玉
県
病
院
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

名 

和 
 

 

肇 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
病
院
局
組
織
規
程
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
二
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

組
織 

職 

職
務 
 

 

局 

局
付 

上
司
の
命
を
受
け
、
局
の
特
定
事
項
に
従
事
す
る
。 

 

 
 

 

参
事 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
務
を
処
理
す
る
と
と
も

に
当
該
指
定
事
項
に
つ
い
て
、
局
長
を
助
け
、
職
員
の
担
任
す
る

事
務
を
監
督
し
、
事
務
を
整
理
す
る
。 

 

 
 

 

副
参
事 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
務
を
処
理
す
る
と
と
も

に
当
該
指
定
事
項
に
つ
い
て
、
局
長
及
び
病
院
建
設
部
長
を
助
け
、

職
員
の
担
任
す
る
事
務
を
監
督
し
、
事
務
を
整
理
す
る
。 

 

 
 

 

副
室
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌
理
す
る
と
と
も

に
、
当
該
指
定
事
項
に
つ
い
て
、
上
司
を
助
け
、
こ
れ
ら
の
事
務

を
処
理
す
る
た
め
、
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

 
 

 

主
席
工

事
検
査

員 

上
司
の
命
を
受
け
、
工
事
の
監
督
及
び
検
査
の
事
務
に
従
事
す
る

と
と
も
に
、
当
該
事
務
の
総
轄
の
事
務
に
従
事
す
る
。 

 

 
 

 

副
主
席

工
事
検

査
員 

上
司
の
命
を
受
け
、
工
事
の
監
督
及
び
検
査
の
事
務
に
従
事
す
る

と
と
も
に
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌
理
し
、
当
該
事
項
に
つ

い
て
、
主
席
工
事
検
査
員
を
助
け
、
職
員
の
担
任
す
る
事
務
を
監

理
す
る
。 

 

 
 

 

主
任
工

事
検
査

員 

上
司
の
命
を
受
け
、
工
事
の
監
督
及
び
検
査
の
事
務
に
従
事
す
る

と
と
も
に
、
主
席
工
事
検
査
員
を
助
け
、
職
員
の
担
任
す
る
事
務

を
掌
理
す
る
。 

 

 
 

 

工
事
検

査
員 

上
司
の
命
を
受
け
、
工
事
の
監
督
及
び
検
査
の
事
務
に
従
事
す
る
。 

 

 

局
及
び 

主
幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌
理
し
、
そ
の
事 

 



 

課 
 

務
を
処
理
す
る
た
め
、
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

 
 

 

主
査 

上
司
の
命
を
受
け
、
担
任
す
る
事
務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処

理
す
る
た
め
、
職
員
の
指
揮
監
督
を
す
る
。 

 

 
課 

課
付 

上
司
の
命
を
受
け
、
課
の
特
定
事
項
に
従
事
す
る
。 

 

 
 

 

技
術
幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
工
事
の
設
計
・
施
工
等
に
関
す
る
事
務
そ
の

他
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌
理
し
、
こ
れ
ら
の
事
務
を
処
理
す
る
た

め
職
員
の
担
任
す
る
事
務
を
監
督
し
、
事
務
を
整
理
す
る
。 

 

 
 

 

副
技
術

幹 
上
司
の
命
を
受
け
、
工
事
の
設
計
・
施
工
等
に
関
す
る
事
務
そ
の

他
に
指
定
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
、
技
術
幹
を
助
け
、
職
員
の
担

任
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。 

 

 
 

 

副
課
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌
理
す
る
と
と
も

に
、
当
該
指
定
事
項
に
つ
い
て
、
課
長
を
助
け
、
こ
れ
ら
の
事
務

を
処
理
す
る
た
め
、
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

  

第
八
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

名
称 

組
織 

 

 

部
科
室
及
び
セ
ン
タ
ー

名 

担
当
名 

 

 

循
環
器
・
呼
吸
器
病
セ
ン
タ
ー 

循
環
器
内
科 

 
 

 

 

腎
・
高
血
圧
内
科 

 
 

 

心
臓
外
科 

 
 

 

 
 

血
管
外
科 

 
 

 
 

 

放
射
線
科 

 
 

 

 
 

 

呼
吸
器
内
科 

 
 

 

 
 

緩
和
ケ
ア
科 

 
 

 
 

 

呼
吸
器
外
科 

 
 

 

 
 

 

脳
神
経
外
科 

 
 

 

 
 

 

消
化
器
外
科 

 
 

 

 
 

 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

科 

 
 

 

 
 

 

麻
酔
科 

 
 

 

 
 

 

病
理
診
断
科 

 
 

 

 
 

 

放
射
線
技
術
部 

 
 

 



 
 

 

検
査
技
術
部 

 
 

 

 
 

 

薬
剤
部 

 
 

 

 
 

 

栄
養
部 

 
 

 

 
 

 

実
験
検
査
部 

 
 

 

 
 

 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

部 

 
 

 

 
 

 

臨
床
工
学
部 

 
 

 

 
 

 

看
護
部 

 
 

 

 
 

 

地
域
医
療
連
携
室 

 
 

 

 
 

 

事
務
局 

管
理
部 

総
務
・
職
員
担
当 
 

 
 

 
 

 
 

 

管
財
担
当 

 

 
 

 
 

 
 

 

会
計
担
当 

 

 
 

 
 

 

業
務
部 

医
事
・
経
営
担
当 

 

 
 

 
 

 
 

 

用
度
担
当 

 

 
 

新
館
等
準
備
担
当 

 

 

が
ん
セ
ン
タ
ー 

血
液
内
科 
 

 
 

 
 

 

乳
腺
腫
瘍
内
科 

 
 

 

 
 

 

緩
和
ケ
ア
科 

 
 

 

 
 

 

精
神
腫
瘍
科 

 
 

 

 
 

 

消
化
器
内
科 

 
 

 

 
 

 

内
視
鏡
科 

 
 

 

 
 

 

消
化
器
外
科 

 
 

 

 
 

 

呼
吸
器
内
科 

 
 

 

 
 

 

胸
部
外
科 

 
 

 

 
 

 

乳
腺
外
科 

 
 

 

 
 

 

脳
神
経
外
科 

 
 

 

 
 

 

整
形
外
科 

 
 

 

 
 

 

形
成
外
科 

 
 

 

 
 

 

婦
人
科 

 
 

 

 
 

 

頭
頸
部
外
科 

 
 

 

 
 

 

皮
膚
科 

 
 

 

 
 

 

泌
尿
器
科 

 
 

 

 
 

 

歯
科
口
腔
外
科 

 
 

 



 
 

 

麻
酔
科 

 
 

 

 
 

 

放
射
線
治
療
科 

 
 

 

 
 

放
射
線
診
断
科 

 
 

 
 

 

病
理
診
断
科 

 
 

 

 
 

 

腫
瘍
診
断
・
予
防
科 

 
 

 

 
 

 

放
射
線
技
術
部 

 
 

 

 
 

 

検
査
技
術
部 

 
 

 

 
 

臨
床
工
学
部 

 
 

 
 

 

薬
剤
部 

 
 

 

 
 

 

栄
養
部 

 
 

 

 
 

 

看
護
部 

 
 

 

 
 

 
治
験
管
理
室 

 
 

 

 
 

 
地
域
連
携
・
相
談
支
援

セ
ン
タ
ー 

 
 

 

 
 

緩
和
ケ
ア
セ
ン
タ
ー 

 
 

 
 

 

臨
床
腫
瘍
研
究
所 
 

 
 

 
 

 

図
書
館 

 
 

 

 
 

 

事
務
局 

管
理
部 
総
務
・
職
員
担
当 

 

 
 

 
 

 
 

 
管
財
担
当 

 

 
 

 
 

 
 

 

会
計
担
当 

 

 
 

 
 

 

業
務
部 

医
事
・
経
営
担
当 

 

 
 

 
 

 
 

 

用
度
担
当 

 

 

小
児
医
療
セ
ン
タ
ー 

総
合
診
療
科 

 
 

 

 
 

 

未
熟
児
・
新
生
児
科 

 
 

 

 
 

 

代
謝
・
内
分
泌
科 

 
 

 

 
 

 

腎
臓
科 

 
 

 

 
 

 

感
染
免
疫
・
ア
レ
ル
ギ

ー
科 

 
 

 

 
 

 

血
液
・
腫
瘍
科 

 
 

 

 
 

 

遺
伝
科 

 
 

 

 
 

 

精
神
科 

 
 

 

 
 

 

神
経
科 

 
 

 

 
 

 

循
環
器
科 

 
 

 



 
 

 

放
射
線
科 

 
 

 

 
 

 

外
科 

 
 

 

 
 

 

整
形
外
科
・
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
科 

 
 

 

 
 

 

形
成
外
科 

 
 

 

 
 

 

脳
神
経
外
科 

 
 

 

 
 

 

心
臓
血
管
外
科 

 
 

 

 
 

 

皮
膚
科 

 
 

 

 
 

 

泌
尿
器
科 

 
 

 

 
 

 

眼
科 

 
 

 

 
 

 

耳
鼻
咽
喉
科 

 
 

 

 
 

 

歯
科 

 
 

 

 
 

 
麻
酔
科 

 
 

 

 
 

 

病
理
診
断
科 

 
 

 

 
 

集
中
治
療
科 

 
 

 
 

救
急
診
療
科 

 
 

 
 

外
傷
診
療
科 

 
 

 
 

臨
床
研
究
部 

 
 

 
 

 

保
健
発
達
部 

 
 

 

 
 

 

放
射
線
技
術
部 

 
 

 

 
 

 

検
査
技
術
部 

 
 

 

 
 

 

薬
剤
部 

 
 

 

 
 

 

栄
養
部 

 
 

 

 
 

 

臨
床
工
学
部 

 
 

 

 
 

 

岩
槻
診
療
所
準
備
室 

 
 

 

 
 

看
護
部 

 
 

 
 

治
験
管
理
室 

 
 

 
 

地
域
連
携
・
相
談
支
援

セ
ン
タ
ー 

 
 

 
 

 

事
務
局 

管
理
部 

総
務
・
職
員
担
当 

 

 
 

 
 

 
 

 

管
財
担
当 

 

 
 

 
 

 
 

 

会
計
担
当 

 

 
 

 
 

 

業
務
部 

医
事
・
経
営
担
当 

 



 
 

 
 

 
 

 

用
度
担
当 

 

 
 

新
病
院
準
備
担
当 

 

 
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー 

第
一
精
神
科 

 
 

 

 
 

 

第
二
精
神
科 

 
 

 

 
 

 

第
五
精
神
科 

 
 

 

 
 

 

第
六
精
神
科 

 
 

 

 
 

 

第
七
精
神
科 

 
 

 

 
 

依
存
症
治
療
研
究
部 

 
 

 
 

 

外
来
・
地
域
支
援
科 

 
 

 

 
 

 

療
養
援
助
部 

 
 

 

 
 

 

検
査
部 

 
 

 

 
 

 
薬
剤
部 

 
 

 

 
 

 
栄
養
部 

 
 

 

 
 

 

看
護
部 

 
 

 

 
 

 

事
務
局 
管
理
業

務
部 

総
務
・
職
員
担
当 

 

 
 

 
 

 

管
財
担
当 

 

 
 

 
 

 
 

 

医
事
・
経
営
担
当 

 

 
 

 
 

 
 

 
会
計
担
当 

 

 
 

 
 

 
 

 
用
度
担
当 

 

  

第
九
条
第
二
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

組
織 

職 

職
務 

 

 

病
院 

医
療
安
全
管
理

室
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌

理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
職
員
を
指

揮
監
督
す
る
。 

 

 
 

 

医
幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
処

理
す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
定
事
項
に
つ
い
て
、

病
院
長
を
助
け
、
職
員
の
担
任
す
る
事
務
を
監
督

し
、
事
務
を
整
理
す
る
。 

 

 
 

 

精
神
保
健
指
導

幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
困
難
な
精

神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
の
療
養
に
関
す
る
援

助
の
事
務
に
従
事
す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
定
事

務
に
つ
い
て
、
病
院
長
を
助
け
、
職
員
の
担
任
す 

 



 
 

 
 

る
事
務
を
監
督
し
、
事
務
を
整
理
す
る
。 

 

 
 

副
室
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌

理
す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
定
事
項
に
つ
い
て
、

上
司
を
助
け
、
こ
れ
ら
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

 
 

 

主
幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌

理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
職
員
を
指

揮
監
督
す
る
。 

 

 
 

 
医
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
高
度
の
医

療
技
術
を
必
要
と
す
る
診
療
等
の
事
務
に
従
事
す

る
と
と
も
に
、
診
療
等
の
事
務
の
総
括
の
事
務
に

従
事
す
る
。 

 

 
 

 

主
査 
上
司
の
命
を
受
け
、
担
任
す
る
事
務
を
掌
理
し
、

そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
職
員
を
指
揮
監
督

す
る
。 

 

 
 

 

医
員 

上
司
の
命
を
受
け
、
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
行
う

事
務
に
従
事
す
る
。 

 

 

循
環
器
・
呼
吸
器
病

セ
ン
タ
ー 

感
染
症
対
策
部

長 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌

理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
職
員
を
指

揮
監
督
す
る
。 

 

 

が
ん
セ
ン
タ
ー 

通
院
治
療
部
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌

理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
職
員
を
指

揮
監
督
す
る
。 

 

 

小
児
医
療
セ
ン
タ
ー 

参
事 

上
司
の
命
を
受
け
、
小
児
医
療
セ
ン
タ
ー
新
病
院

の
運
営
に
係
る
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
こ

れ
ら
の
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
の
事
務
を
掌
理

し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
所
属
の
職
員

を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

 

部
（
事
務
局
の
部
を

除
く
。
）
及
び
室 

主
席
技
師
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
極
め
て
高
度
の
知
識
、
経
験

等
を
必
要
と
す
る
特
に
困
難
な
診
療
放
射
線
技
師

又
は
臨
床
検
査
技
師
の
行
う
事
務
に
従
事
す
る
。 

 

 
 

 

副
部
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌

理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
職
員
を
指 

 



 
 

 
 

揮
監
督
す
る
。 

 

 

技
師
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
高
度
の
知
識
、
経
験
等
を
必

要
と
す
る
特
に
困
難
な
栄
養
士
、
薬
剤
師
、
臨
床

検
査
技
師
、
診
療
放
射
線
技
師
、
放
射
線
の
物
理

学
的
管
理
に
従
事
す
る
者
、
理
学
療
法
士
、
作
業

療
法
士
、
視
能
訓
練
士
、
臨
床
工
学
技
士
及
び
言 

語
聴
覚
士
の
行
う
事
務
に
従
事
す
る
。 

 

 

主
査 

上
司
の
命
を
受
け
、
担
任
す
る
事
務
を
掌
理
し
、

そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
職
員
を
指
揮
監
督

す
る
。 

 

 

副
技
師
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
相
当
高
度
の
知
識
、
経
験
等

を
必
要
と
す
る
特
に
困
難
な
栄
養
士
、
薬
剤
師
、

臨
床
検
査
技
師
、
診
療
放
射
線
技
師
、
放
射
線
の

物
理
学
的
管
理
に
従
事
す
る
者
、
理
学
療
法
士
、

作
業
療
法
士
、
視
能
訓
練
士
、
臨
床
工
学
技
士
及

び
言
語
聴
覚
士
の
行
う
事
務
に
従
事
す
る
。 

 

 

看
護
師
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
病
棟
、
外

来
診
療
棟
等
に
お
け
る
看
護
事
務
に
従
事
す
る
と

と
も
に
、
当
該
事
務
の
総
括
の
事
務
に
従
事
す
る
。 

 

 

科
及
び
室 

部
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌

理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
職
員
を
指

揮
監
督
す
る
。 

 

 
 

 

副
部
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌

理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
職
員
を
指

揮
監
督
す
る
。 

 

 

が
ん
セ

ン
タ
ー 

臨
床

腫
瘍

研
究

所 

主
席
主
幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌

理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
職
員
を
指

揮
監
督
す
る
。 

 

 
 

 

主
幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌

理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
職
員
を
指

揮
監
督
す
る
。 

 

 
 

 
 

 

主
任
研
究
員 

上
司
の
命
を
受
け
、
極
め
て
高
度
の
専
門
的
技
術

の
研
究
に
従
事
す
る
。 

 



 
 

 
 

 

専
門
研
究
員 

上
司
の
命
を
受
け
、
高
度
の
専
門
的
技
術
の
研
究

に
従
事
す
る
。 

 

 
 

 

図
書

館 

主
幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌

理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
職
員
を
指

揮
監
督
す
る
。 

 

 
 

主
査 

上
司
の
命
を
受
け
、
担
任
す
る
事
務
を
掌
理
し
、 

そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
職
員
を
指
揮
監
督

す
る
。 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

職 

職
務 

主
任
専
門
員 

上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
又
は
技
術
で
知
識
、
経
験
等
を
必
要
と
す
る
相
当
困
難

な
も
の
に
従
事
す
る
。 

専
門
員 

上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
又
は
技
術
で
知
識
、
経
験
等
を
必
要
と
す
る
も
の
に
従

事
す
る
。 

  

別
表
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

職 

職
務 

主
任
専
門
員 

上
司
の
命
を
受
け
、
電
話
の
交
換
、
事
務
の
補
助
、
動
物
飼
育
、
自
動
車
の
運
転
、

試
験
作
業
、
機
器
の
操
作
等
の
業
務
で
知
識
、
経
験
等
を
必
要
と
す
る
相
当
困
難

な
も
の
に
従
事
す
る
。 

専
門
員 

上
司
の
命
を
受
け
、
電
話
の
交
換
、
事
務
の
補
助
、
動
物
飼
育
、
自
動
車
の
運
転
、

試
験
作
業
、
機
器
の
操
作
等
の
業
務
で
知
識
、
経
験
等
を
必
要
と
す
る
も
の
に
従

事
す
る
。 

  
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
六
号 

 
埼
玉
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

名 

和 
 

 

肇 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
五
項
中
「
第
三
十
九
条
第
三
項
」
を
「
第
三
十
九
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次

の
三
項
を
加
え
る
。 

９ 

管
理
者
は
、
職
員
（
別
に
定
め
る
職
員
、
第
七
条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
の
適 

 

用
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
始
業
及 

 

び
終
業
の
時
刻
に
つ
い
て
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
て
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と 

 

が
公
務
の
正
常
な
運
営
を
妨
げ
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
第
二
項
、
第
三
項
、
第
五
項
及
び 

 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
の
申
告
を
経
て
、
四
週
間 

 

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
週
を
単
位
と
し
て
別
に
定
め
る
期
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き
第
一
項
、
第 

 

四
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
と
な
る
よ
う
に
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を 

 

割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
。 

10 

前
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
職
員
の
申 

 

告
を
考
慮
し
て
所
属
長
が
定
め
る
。 

11 

前
各
項
に
定
め
る
ほ
か
、
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等 

 

に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
号
）
及
び
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例 

 

（
平
成
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
例
に
よ
る
。 

 

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

６ 

前
各
項
に
定
め
る
ほ
か
、
休
憩
時
間
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る 

 

条
例
に
よ
る
休
憩
時
間
の
例
に
よ
る
。 

 

第
六
条
中
「
（
勤
務
」
を
「
（
勤
務
時
間
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
設
け
る
も
の
と
し
」

の
下
に
「
、
第
三
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
職
員
（
別
に
定
め
る
者
に
限

る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
に
加
え
て
月
曜
日
か
ら
金
曜

日
ま
で
の
五
日
間
に
お
い
て
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
週
休
日
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
」

を
加
え
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
週
休
日
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
つ
い
て
は 

 

当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
の
内
容
に
従
い
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤 

 

務
職
員
に
つ
い
て
は
業
務
の
実
情
に
応
じ
、
第
三
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り 



 

振
る
職
員
に
つ
い
て
は
当
該
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
て
、
所
属
長
が
定
め
る
。
た
だ
し
、
同
項 

 

の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
職
員
の
う
ち
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付 

 
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
は
業
務
の
実
情
に
応
じ
て
定
め
た
も
の
に
加
え
て
当
該
職
員
の
申 

 

告
を
考
慮
し
て
、
週
休
日
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

前
二
項
に
定
め
る
ほ
か
、
週
休
日
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条

例
に
よ
る
週
休
日
の
例
に
よ
る
。 

 

第
十
四
条
第
二
項
及
び
第
十
六
条
の
二
中
「
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
号
）
」
を
削
る
。 

 

第
二
十
五
条
中
「
（
平
成
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

管
理
者
の
指
定
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
三
条
第
二
項
の
規
定 

 

に
か
か
わ
ら
ず
、
管
理
者
が
別
に
定
め
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
七
号 

 
埼
玉
県
病
院
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

名 

和 
 

 

肇 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
病
院
局
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理

規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
八
条
第
一
項
中
「
政
策
幹
、
」
を
削
る
。 

 

別
表
第
二
の
七
の
項
中
「
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
」
を
「
地

方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
こ
の
表
及
び
別
表
第
三
に
お
い
て

「
地
公
法
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
の
九
の
項
中
「
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
こ

の
表
及
び
別
表
第
三
に
お
い
て
「
地
公
法
」
と
い
う
。
）
」
を
「
地
公
法
」
に
改
め
、
同
項
局
長

専
決
事
項
の
欄
中
１
を
３
と
し
、
同
欄
に
１
及
び
２
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

１ 

地
公
法
第
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
標
準
職
務
遂
行
能
力
及
び
標
準
的
な
職 

 

の
制
定
に
つ
い
て
知
事
に
協
議
を
す
る
こ
と
。 

２ 

地
公
法
第
二
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
人
事
評
価
の
基
準
及
び
方
法
に
関
す 

 

る
事
項
そ
の
他
人
事
評
価
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
知
事
に
協
議
を
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
の
十
の
項
管
理
者
決
裁
事
項
の
欄
２
及
び
局
長
専
決
事
項
の
欄
２
中
「
営
利
企
業
等

へ
の
従
事
」
を
「
営
利
企
業
へ
の
従
事
等
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
の
十
一
の
項
局
長
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

給
与
規
程
第
二
十
三
条
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第

十
九
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
勤
勉
手
当
の
成
績
率
を
定
め
る
こ
と
。（
病

院
医
療
職
給
料
表
（
一
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。
） 

 

別
表
第
三
専
決
事
項
の
欄
27
中
「
第
二
十
四
条
」
を
「
条
例
第
二
十
五
条
」
に
改
め
、
同
欄
30

中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄
31
中
「
第
八
条
」
を
「
第
七
条
」

に
改
め
、
同
欄
第
42
中
「
第
二
十
四
条
第
三
項
」
の
下
に
「
（
条
例
第
四
十
三
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
欄
60
中
「
第
四
十
二
条
」
を
「
第
四
十
二
条
第
三
項
」
に

改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
一
号 

 
埼
玉
県
下
水
道
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

三 

井 

隆 

司 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
下
水
道
局
公
印
規
程
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
埼
玉
県
下
水
道
局
下
水
道
管
理
課
長
印
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

    

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

埼
玉
県
下
水
道
局
下

水
道
事
業
課
長
印

 

同
 

埼
玉
県
下
水
道
局
下

水
道
事
業
課
長
印

 

同
 

同
 



管

理

規

程 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
二
号 

 
埼
玉
県
下
水
道
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

三 

井 

隆 

司 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
下
水
道
局
文
書
管
理
規
程
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
下
水
道
管
理
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

   

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

下
水
道
事
業
課

 
下
事

 



管 

理 

規 

程 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
三
号 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

三 

井 

隆 

司 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す 

 
 

 

る
規
程 

 
 

 

 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉

県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
第
三
十
一
条
」
を
「
第
三
十
五
条
」
と
す
る
。 

 

第
三
条
を
削
る
。 

 

第
四
条
第
四
号
中
「
第
七
条
第
一
号
」
を
「
第
六
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
し
、

第
五
条
を
第
四
条
と
し
、
第
六
条
を
第
五
条
と
す
る
。 

 

第
七
条
第
二
号
中
「
又
は
複
写
し
た
も
の
」
を
「
若
し
く
は
複
写
し
た
も
の
」
に
改
め
、
同
条

を
第
六
条
と
す
る
。 

 

第
八
条
第
二
項
中
「
第
四
条
第
二
号
」
を
「
第
三
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す

る
。 

 

第
九
条
第
一
項
中
「
以
下
」
を
「
第
三
項
に
お
い
て
」
に
、
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
条
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。 

 

第
十
条
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
し
、
第
十
一
条
を
第
十

条
と
し
、
「
第
十
二
条
」
を
「
第
十
一
条
」
す
る
。 

 

第
十
三
条
第
一
項
第
九
号
中
「
第
二
十
四
条
」
を
「
第
二
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第

二
号
中
「
第
九
条
第
三
項
」
を
「
第
八
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
十
一
条
」
を

「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、

同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。 

 

第
十
四
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管 

理 

規 

程 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
四
号 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

三 

井 

隆 

司 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を 

 
 

 

改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
二

年
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
四
条
第
二
十
三
号
中
「
第
四
十
二
条
」
を
「
第
四
十
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管

理

規

程 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
五
号 

埼
玉
県
下
水
道
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

三 

井 

隆 

司 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

埼
玉
県
下
水
道
局
組
織
規
程
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
中
「
下
水
道
管
理
課
」
の
下
に
「
及
び
下
水
道
事
業
課
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
条
第
二
項
第
二
十
三
号
を
削
り
、
同
項
第
二
十
四
号
中
「
事
業
」
を
「
維
持
管
理
」
に
改

め
、
「
負
担
金
」
の
下
に
「
（
技
術
的
事
項
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
二
十
三
号

と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

二
十
四 

流
域
下
水
道
建
設
負
担
金
（
調
定
及
び
徴
収
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
二
条
第
二
項
第
二
十
五
号
中
「
連
絡
調
整
」
の
下
に
、
（
第
一
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
に

掲
げ
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
十
六
号
中
「
下
水
道
公
社
」
の
下

に
「
（
技
術
的
事
項
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
十
七
号
中
「
事
務
」
の
下
に
「
（
技
術

的
事
項
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

下
水
道
事
業
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
所
掌
す
る
。 

 

一 

流
域
下
水
道
の
計
画
、
建
設
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

流
域
下
水
道
維
持
管
理
負
担
金
（
技
術
的
事
項
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三 

流
域
下
水
道
建
設
負
担
金
（
調
定
及
び
徴
収
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

四 

下
水
道
事
務
所
と
の
連
絡
調
整
（
下
水
道
管
理
課
に
お
い
て
所
掌
す
る
事
務
に
係
る
も
の 

 
 

を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

五 

埼
玉
県
下
水
道
公
社
（
技
術
的
事
項
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

六 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
流
域
下
水
道
の
事
務
（
技
術
的
事
項
に
限
る
。
） 

 
 

に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



管

理

規

程 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
六
号 

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

三 

井 

隆 

司 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
倫
理
規
程
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
四
項
第
二
号
中
「
下
水
道
管
理
課
長
」
の
下
に
「
、
下
水
道
事
業
課
長
」
を
加
え
、

同
項
第
三
号
中
「
下
水
道
管
理
課
長
」
を
「
所
属
す
る
課
の
課
長
」
に
改
め
る
。 

 

附 

則 

こ
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



管

理

規

程 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
七
号 

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
の
職
務
発
明
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

三 

井 

隆 

司 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
の
職
務
発
明
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
の
職
務
発
明
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
流
域
下
水
道

事
業
管
理
規
程
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
第
一
項
中
「
下
水
道
管
理
課
長
」
の
下
に
「
、
下
水
道
事
業
課
長
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
六
条
第
一
項
中
「
六
十
日
」
を
「
三
月
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



管

理

規

程 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
八
号 

 
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

三 

井 

隆 

司 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
程
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第

十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
四
号
中
「
明
り
ょ
う
」
を
「
明
瞭
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
第
一
項
中
「
課
長
」
を
「
下
水
道
管
理
課
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
二
条
中
「
課
長
が
」
を
「
下
水
道
管
理
課
長
が
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 
 

た
だ
し
、
出
納
取
扱
金
融
機
関
に
払
い
込
ん
で
い
な
い
現
金
の
合
計
額
が
千
円
に
達
し
な
い 

 

場
合
は
、
当
該
現
金
の
う
ち
最
初
に
収
納
し
た
も
の
を
収
納
し
た
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で 

 

の
間
、
払
込
み
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
八
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
九
十
四
条
た
だ
し
書
中
「
課
長
」
を
「
下
水
道
管

理
課
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
十
六
条
中
「
所
長
」
を
「
課
長
又
は
所
長
」
に
、
「
課
長
」
を
「
下
水
道
管
理
課
長
」
に

改
め
る
。 

 

第
九
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
百
条
、
第
百
七
条
並
び
に
第
百
十
五
条
中
「
課
長
」
を

「
下
水
道
管
理
課
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
二
十
一
条
第
二
項
中
「
課
長
」
を
「
下
水
道
管
理
課
長
」
に
、
「
所
長
」
を
「
課
長
又
は

所
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
二
十
二
条
中
「
投
資
及
び
基
金
」
を
「
投
資
そ
の
他
の
資
産
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
二
十
四
条
第
一
項
中
「
課
長
は
」
を
「
下
水
道
管
理
課
長
は
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
四
十
五
条
第
二
項
中
「
課
長
」
を
「
下
水
道
管
理
課
長
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
課

長
」
を
「
下
水
道
管
理
課
長
」
に
、
「
所
長
」
を
「
課
長
又
は
所
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
五
十
条
中
「
課
長
」
を
「
下
水
道
管
理
課
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
五
十
一
条
中
第
十
一
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。 

 

十
一 

権
利
義
務
の
譲
渡
等
の
禁
止 

 

 

十
二 

履
行
の
延
長 

 

十
三 

協
議
に
よ
る
契
約
の
解
除
等 

 

十
四 

契
約
の
履
行
の
届
出 

 

第
百
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
八
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
九
十
三
条



第
一
項
、
第
二
百
七
条
、
第
二
百
八
条
、
第
二
百
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
百
十
四
条
、

第
二
百
十
五
条
、
第
二
百
十
六
条
、
第
二
百
十
七
条
第
一
項
並
び
に
第
二
百
二
十
条
中
「
課
長
」

を
「
下
水
道
管
理
課
長
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一
資
産
の
部
（
１
）
固
定
資
産
の
表
中
「

 

を

に
改
め
る
。 

 

別
表
第
四
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

 
 

 

別
表
第
五
の
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

土
地
、
建
物
、
構
築
物
、
機
械
、
装
置
、
車

車
 

両
、
工
具
、
器
具
、
備
品
、
建
設
仮
勘
定
及
び
そ
の
他
有
形
固
定
資
産
に
区
分
し
て
記
載
す
る
。
」
 

 
「
目
及
び
節
は
固
定
資
産
台
帳
で
整
理
す
る
と
き
に
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。
」
 

７
 
局
長
以
上
が
決
裁
す
る
も
の
の
う
ち
、
下
水
道
管
理
課
長
に
合
議
を
必
要
と
す
る
も
の
は
、

 

あ
ら
か
じ
め
下
水
道
事
業
課
長
に
合
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

８
 
局
長
以
上
が
決
裁
す
る
も
の
の
う
ち
、
下
水
道
管
理
課
長
に
合
議
を
必
要
と
す
る
も
の
は
、

 

あ
ら
か
じ
め
下
水
道
事
業
課
長
に
合
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 



管

理

規

程 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
九
号 

 
埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

三 

井 

隆 

司 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
給
与
規
程
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
の
見
出
し
を
「
（
給
料
表
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

職
員
の
職
務
は
、
そ
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
に
基
づ
き
こ
れ
を
給
料
表
に
定
め
る
職

務
の
級
に
分
類
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
分
類
の
基
準
と
な
る
べ
き
職
務
の
内
容
は
、
別
表
第
二

に
定
め
る
級
別
基
準
職
務
表
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。 

 

第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

前
項
に
規
定
す
る
級
別
基
準
職
務
表
の
基
準
と
な
る
職
務
並
び
に
当
該
職
務
と
そ
の
複
雑
、

困
難
及
び
責
任
の
度
が
同
程
度
の
職
務
は
、
別
表
第
三
に
定
め
る
級
別
職
務
区
分
表
に
定
め
る

と
お
り
と
す
る
。 

第
三
条
中
「
採
用
さ
れ
た
職
員
」
の
下
に
「
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
任
期
付
職
員
」
と
い
う
。
）
」

を
加
え
、
同
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

       

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

特
定
任
期
付
職
員
の
号
給
を
、
そ
の
者
の
専
門
的
な
知
識
経
験
又
は
識
見
の
度
並
び
に
そ
の

者
が
従
事
す
る
業
務
の
困
難
及
び
重
要
の
度
に
応
じ
て
、
次
の
各
号
に
定
め
る
号
給
に
決
定
す

る
。 

一 

高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
を
活
用
し
て
業
務
に
従
事
す

る
場
合 

一
号
給 

二 

高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
を
活
用
し
て
困
難
な
業
務
に

従
事
す
る
場
合 

二
号
給 

  
  号給 給料月額 

      円 

１ 371,000 

２ 419,000 

３ 471,000 

４ 532,000 

５ 607,000 

６ 709,000 

７ 829,000  



三 

高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
を
活
用
し
て
特
に
困
難
な
業

務
に
従
事
す
る
場
合 

三
号
給 

四 

特
に
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
を
活
用
し
て
特
に
困
難

な
業
務
に
従
事
す
る
場
合 

四
号
給 

五 

特
に
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
を
活
用
し
て
特
に
困
難

な
業
務
で
重
要
な
も
の
に
従
事
す
る
場
合 

五
号
給 

六 

極
め
て
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
又
は
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
等

を
活
用
し
て
特
に
困
難
な
業
務
で
重
要
な
も
の
に
従
事
す
る
場
合 

六
号
給 

七 

極
め
て
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
又
は
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
等

を
活
用
し
て
特
に
困
難
な
業
務
で
特
に
重
要
な
も
の
に
従
事
す
る
場
合 

七
号
給 

第
五
条
第
一
項
中
「
別
表
第
三
」
を
「
別
表
第
四
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
別
表
第
三
」

を
「
別
表
第
四
」
に
、
「
別
表
第
四
」
を
「
別
表
第
五
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
別
表
第
三
」

を
「
別
表
第
四
」
に
、
「
別
表
第
五
」
を
「
別
表
第
六
」
改
め
る
。 

附
則
第
八
項
及
び
第
九
項
中
「
別
表
第
三
」
を
「
別
表
第
四
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

  

別表第一（第二条関係）

職務の級 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 ６　級 ７　級 ８　級 ９　級 10　級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

1 140,100 190,200 226,400 259,900 286,200 317,000 361,300 406,900 457,200 520,500

2 141,200 192,000 228,000 261,900 288,400 319,200 363,900 409,300 460,300 523,400

3 142,400 193,800 229,500 263,700 290,700 321,500 366,400 411,800 463,300 526,500

4 143,500 195,600 231,100 265,800 292,900 323,700 369,000 414,200 466,300 529,600

5 144,600 197,200 232,600 267,700 294,900 326,000 371,100 416,100 469,300 532,700

6 145,700 199,000 234,300 269,600 297,200 328,000 373,600 418,400 472,300 535,000

7 146,800 200,800 235,800 271,600 299,500 330,200 375,900 420,500 475,300 537,500

8 147,900 202,600 237,400 273,700 301,800 332,400 378,400 422,700 478,400 539,900

9 149,000 204,300 238,900 275,800 303,900 334,500 380,900 424,700 481,100 542,300

10 150,400 206,100 240,400 277,800 306,200 336,700 383,600 426,800 484,200 544,100

11 151,700 207,900 242,000 279,900 308,400 338,800 386,200 428,900 487,200 545,900

12 153,000 209,700 243,500 282,000 310,700 341,000 388,900 431,000 490,300 547,800

13 154,300 211,100 245,000 284,000 312,900 343,000 391,300 432,700 493,000 549,500

14 155,800 212,900 246,500 286,100 315,000 345,000 393,600 434,500 495,300 550,900

15 157,300 214,600 247,900 288,100 317,200 347,100 395,800 436,500 497,600 552,200

16 158,900 216,400 249,300 290,200 319,300 349,100 398,200 438,500 499,900 553,300

17 160,200 218,100 250,800 292,200 321,400 351,000 400,000 440,400 502,000 554,600

18 161,700 219,800 252,600 294,200 323,400 353,000 402,000 442,200 503,400 555,600

19 163,200 221,400 254,300 296,300 325,500 354,800 403,900 444,000 504,900 556,500

20 164,700 223,000 256,100 298,300 327,500 356,700 405,700 445,700 506,300 557,400

21 166,100 224,500 257,800 300,400 329,500 358,700 407,600 447,500 507,500 558,300

22 168,800 226,200 259,600 302,500 331,600 360,600 409,400 449,000 508,900

23 171,400 227,800 261,400 304,500 333,600 362,600 411,200 450,400 510,400

24 174,000 229,400 263,100 306,600 335,700 364,500 413,100 451,900 511,900

25 176,700 230,800 265,100 308,400 337,300 366,500 414,900 453,300 513,000

26 178,400 232,300 267,000 310,500 339,200 368,400 416,400 454,600 514,100

27 180,100 233,800 268,800 312,600 341,100 370,400 417,900 455,900 515,300

28 181,800 235,100 270,700 314,600 343,000 372,400 419,500 457,100 516,500

29 183,300 236,400 272,400 316,600 344,700 373,900 421,100 458,100 517,500

30 185,100 237,600 274,300 318,600 346,600 375,700 422,400 458,800 518,400

31 186,900 238,700 276,200 320,700 348,500 377,500 423,700 459,600 519,300

32 188,600 239,900 278,000 322,800 350,300 379,100 424,900 460,300 520,200

33 190,200 241,200 279,700 324,300 352,200 380,900 426,100 461,000 521,000

34 191,700 242,500 281,600 326,300 354,000 382,300 427,400 461,800 521,900

35 193,200 243,700 283,400 328,200 355,800 383,800 428,700 462,500 522,600

職員

の区
分

　下 水 道 企 業 職 給 料 表



 

  

 

36 194,700 245,000 285,300 330,300 357,500 385,400 429,900 463,100 523,100

37 196,000 246,000 287,000 332,200 358,900 386,800 431,100 463,600 523,800

38 197,300 247,400 288,700 334,100 360,200 388,000 431,900 464,200 524,400

39 198,600 248,900 290,500 336,100 361,600 389,200 432,700 464,800 525,200

40 199,900 250,400 292,300 338,000 363,000 390,300 433,500 465,400 525,800

41 201,200 251,800 294,000 339,900 364,300 391,400 434,100 465,900 526,300

42 202,500 253,200 295,700 341,800 365,200 392,600 434,800 466,400

43 203,800 254,600 297,400 343,600 366,300 393,800 435,500 466,800

44 205,100 256,000 299,000 345,500 367,400 394,900 436,200 467,100

45 206,300 257,200 300,700 347,000 368,200 395,600 437,000 467,400

46 207,600 258,500 302,400 348,400 369,100 396,300 437,800

47 208,900 259,900 304,000 349,900 370,000 397,000 438,200

48 210,200 261,300 305,700 351,400 370,900 397,700 438,900

49 211,300 262,600 306,900 353,000 371,800 398,300 439,400

50 212,400 263,700 308,400 353,800 372,600 398,900 439,800

51 213,400 265,000 309,900 355,000 373,400 399,400 440,200

52 214,500 266,300 311,500 356,000 374,200 399,800 440,600

53 215,600 267,400 313,100 356,900 374,900 400,200 441,000

54 216,600 268,500 314,700 358,000 375,600 400,500 441,400

55 217,500 269,800 316,300 358,900 376,300 400,800 441,800

56 218,500 271,100 317,800 360,000 377,000 401,100 442,100

57 219,200 272,200 319,300 360,900 377,500 401,400 442,400

58 220,100 273,200 320,500 361,600 378,100 401,700 442,800

59 221,000 274,300 321,700 362,300 378,700 402,000 443,100

60 221,900 275,400 322,900 363,000 379,400 402,300 443,400

61 222,600 276,600 323,600 363,400 379,800 402,600 443,700

62 223,600 277,600 324,500 364,000 380,500 402,900

63 224,500 278,500 325,300 364,700 381,100 403,200

64 225,400 279,500 326,100 365,400 381,700 403,500

65 226,100 280,300 327,000 365,700 382,100 403,800

66 227,000 281,200 327,400 366,400 382,700 404,100

67 227,900 281,900 328,100 367,100 383,300 404,400

68 229,000 282,800 328,900 367,800 383,900 404,700

69 229,800 283,800 329,700 368,100 384,300 404,900

70 230,500 284,600 330,400 368,700 384,800 405,200

71 231,200 285,400 331,100 369,400 385,300 405,500

72 232,000 286,200 331,800 370,000 385,900 405,800

73 232,800 287,000 332,300 370,300 386,200 406,000

74 233,500 287,500 332,900 370,900 386,600 406,300

75 234,200 287,900 333,400 371,600 387,000 406,600

76 234,900 288,400 334,000 372,200 387,400 406,800

再任

用職
員以
外の

職員

77 235,600 288,500 334,300 372,600 387,700 407,000

78 236,400 288,900 334,800 373,100 388,000 407,300

79 237,200 289,100 335,200 373,700 388,300 407,600

80 238,000 289,500 335,700 374,200 388,600 407,800

81 238,700 289,700 336,100 374,700 388,800 408,000

82 239,400 289,900 336,600 375,300 389,100 408,300

83 240,100 290,300 337,100 375,800 389,400 408,600

84 240,800 290,600 337,600 376,100 389,600 408,800

85 241,500 290,900 337,900 376,500 389,800 409,000

86 242,200 291,200 338,300 377,000 390,100

87 242,900 291,500 338,800 377,400 390,400

88 243,600 291,900 339,200 377,800 390,600

89 244,300 292,200 339,500 378,200 390,800

90 244,800 292,600 339,900 378,700 391,100

91 245,300 292,900 340,400 379,100 391,400

92 245,800 293,300 340,800 379,500 391,600

93 246,100 293,400 341,000 379,800 391,800

94 293,600 341,400

95 294,000 341,900

96 294,400 342,300

97 294,600 342,400

98 294,900 342,900

99 295,300 343,300

100 295,700 343,600

101 295,900 343,900

102 296,200 344,300

103 296,600 344,700

104 296,900 345,100

105 297,100 345,600

106 297,400 346,000

107 297,800 346,400

108 298,100 346,800

109 298,300 347,300

110 298,700 347,700

111 299,100 348,000

112 299,400 348,300

113 299,500 348,800

114 299,800

115 300,100

116 300,500



 

別
表
第
五
を
別
表
第
六
と
す
る
。 

別
表
第
四
の
備
考
中
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
五
と
し
、
別

表
第
三
を
別
表
第
四
と
す
る
。 

   

別
表
第
二
中

を

に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
三 

 

  

と
し
、
別
表
第
一
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。 

       

117 300,700

118 300,900

119 301,200

120 301,500

121 301,900

122 302,100

123 302,400

124 302,700

125 303,000

再任

用職
員

186,500 214,000 254,000 273,400 288,500 313,900 355,600 388,700 439,800 520,200

備考 　この表は、第三条第一項及び第十五条に規定する職員を除くすべての職員に適用する。

「 

主 

任 

主
任
専
門
員 

四 
 

 

級 

 

      

」 

「 

 

四 
 

 

級 

 

      

」 

別
表

第
三

 
別

表
第

四
 



 

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
） 

 
 

下
水
道
企
業
職
給
料
表
級
別
基
準
職
務
表 

                                

十
級 

九
級 

八
級 

七
級 

六
級 

五
級 

四
級 

三
級 

二
級 

一
級 

職
務
の
級 

特
に
重
要
な
業
務
を
所
掌
す
る
本
庁
の
部
長
の
職
務 

本
庁
の
部
局
長
の
職
務 

一 

本
庁
の
副
部
長
の
職
務 

二 

困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
地
域
機
関
の
長
の
職
務 

一 

本
庁
の
課
長
の
職
務 

二 

地
域
機
関
の
長
の
職
務 

三 

地
域
機
関
の
困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
副
所
長
の
職
務 

一 

副
課
長
の
職
務 

二 

地
域
機
関
の
副
所
長
の
職
務 

三 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
幹
の
職
務 

四 

地
域
機
関
の
困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
担
当
部
長
の
職
務 

一 

主
幹
の
職
務 

二 

地
域
機
関
の
担
当
部
長
の
職
務 

一 

困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
主
査
の
職
務 

二 

地
域
機
関
の
困
難
な
業
務
を
分
掌
す
る
担
当
課
長
の
職
務 

一 
主
査
の
職
務 

二 

地
域
機
関
の
担
当
課
長
の
職
務 

二 

主
任
の
職
務 

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
主
事
又
は
技
師
の
職
務 

主
事
又
は
技
師
の
職
務 

基
準
と
な
る
職
務 

 



 
 

 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
等
） 

１ 
こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
二
項

の
改
正
規
定
並
び
に
同
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
三
条
の
改
正
規
定
（
同
条
の
表
の

改
正
規
定
を
除
く
。
）
及
び
同
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
五
条
の
改
正
規
定
、
附
則

第
八
項
及
び
第
九
項
の
改
正
規
定
、
別
表
第
五
を
別
表
第
六
と
す
る
改
正
規
定
、
別
表
第
四
の

改
正
規
定
及
び
同
表
を
別
表
第
五
と
し
、
別
表
第
三
を
別
表
第
四
と
す
る
改
正
規
定
並
び
に
別

表
第
二
の
改
正
規
定
及
び
同
表
を
別
表
第
三
と
し
、
別
表
第
一
の
次
に
一
表
を
加
え
る
改
正
規

定
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
程
（
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
を
除
く
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
給
与
規
程
（
第
四
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
規
程
」

と
い
う
。
）
に
よ
る
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

（
改
定
日
前
の
異
動
者
の
号
給
の
調
整
） 

３ 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
定
日
」
と
い
う
。
）
前
に
職
務
の

級
を
異
に
し
て
異
動
し
た
職
員
及
び
別
に
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
職
員
の
改
定
日
に
お
け
る
号

給
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
改
定
日
に
お
い
て
職
務
の
級
を
異
に
す
る
異
動
等
を
し
た
も
の
と

し
た
場
合
と
の
権
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
給
与
の
内
払
） 

４ 

改
正
後
の
規
程
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉

県
下
水
道
局
職
員
給
与
規
程
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
改
正
後
の
規
程
の
規
定
に
よ

る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。 

 

（
補
則
） 

５ 

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s
a
i
t
a
m
a
k
e
n
-
n
p
o
.
n
e
t
/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
六
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ス
テ
ッ
プ
ベ
ー
ス 

三 

代
表
者
の
氏
名 

大
川 

秀
治 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
戸
田
市
氷
川
町
一
丁
目
十
番
一
‐
三
百
六
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
放
課
後
等
に
お
い
て
保
育
を
必
要
と
す
る
小
学
生
を
対
象
に
し
、
学
童
保
育

事
業
（
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
）
を
行
う
と
と
も
に
、
地
域
の
子
ど
も
達
の
健
や
か
な
成

長
と
豊
か
な
地
域
社
会
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
一
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く

方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（h

t
t
p

:
/
/
w
w
w
.
s
a
i
t
a
m
a
k
e
n
-
n
p
o
.
n
e
t
/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
い
じ
め
が
起
き
な
い
環
境
づ
く
り 

三 

代
表
者
の
氏
名 

小
川 

悟
史 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
中
新
田
五
十
九
番
地
十
一 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
子
ど
も
た
ち
に
い
じ
め
事
前
防
止
対
策
を
提
供
し
、
子
ど
も
の
健
全
育
成
を

図
り
、
広
く
公
益
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
二
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
本
庄
事
務
所
に
お
い
て
備

え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s
a
i
t
a
m
a
k
e
n
-
n
p
o
.
n
e
t
/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
四
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
埼
玉
県
央
デ
ベ
ロ
ッ
プ
メ
ン
ト
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス 

三 

代
表
者
の
氏
名 

塚
越 

文
男 

 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里
町
大
字
古
郡
四
百
六
十
八
番
地
三 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
伊
奈
町
の
地
域
住
民
全
て
に
対
し
、
文
化
、
活
動
、
農
産
品
、
特
産
品
等
の

発
表
及
び
交
流
の
場
の
提
供
を
し
、
地
域
の
賑
わ
い
を
創
造
す
る
こ
と
で
豊
な
生
活
環
境
の
増

進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号 

 
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
七
号
（
埼
玉
県
知
事
の
所
轄
に
属
す
る
学
校
法
人
の

行
う
こ
と
の
で
き
る
収
益
事
業
の
種
類
に
つ
い
て
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 

第
二
中
「
日
本
標
準
産
業
分
類
（
平
成
二
十
一
年
総
務
省
告
示
第
百
七
十
五
号
）
」
を
「
日
本

標
準
産
業
分
類
（
平
成
二
十
五
年
総
務
省
告
示
第
四
百
五
号
）
」
に
改
め
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
四
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 



１ 購入等件名及び数量 

  災害オペレーション支援システム運用保守業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県危機管理防災部消防防災課災害対策担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂 

 ３丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成28年２月24日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 大阪府大阪市北区堂島３丁目１番21 

 号 

５ 契約金額 

  166,748,220円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第１ 

 項第２号に該当 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
五
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 



１ 購入等件名及び数量 

  映像情報提供システム等運用保守業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県危機管理防災部消防防災課災害対策担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂 

 ３丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成28年２月24日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  株式会社日立製作所 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 

５ 契約金額 

  30,780,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第１ 

 項第２号に該当 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
六
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
九
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
指
定
を
次
の
と
お
り
一
部
解

除
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

要
措
置
区
域
と
し
て
の
指
定
を
解
除
す
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
東
松
山
市
箭
弓
町
三
丁
目
三
千
六
百
二
十
六
番
六
の
一
部
、
三
千 

 

六
百
二
十
六
番
九
の
一
部
、
五
千
七
百
四
十
七
番
四
の
一
部
、
五
千
七
百
五
十
三
番
三
の
一
部
、 

 

五
千
七
百
七
十
二
番
二
の
一
部
、
五
千
七
百
七
十
二
番
三
の
一
部
、
五
千
七
百
七
十
二
番
四
の 

 

一
部
、
五
千
七
百
七
十
七
番
一
の
一
部
、
五
千
七
百
七
十
九
番
の
一
部
、
五
千
七
百
八
十
番
の 

 

一
部
、
五
千
七
百
八
十
三
番
の
一
部
、
五
千
七
百
八
十
四
番
の
一
部
、
五
千
七
百
八
十
五
番
の 

 

一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

一
・
一
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
シ
ス
―
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ 

 

チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

三 

講
じ
ら
れ
た
指
示
措
置
等 

 
 

土
壌
汚
染
状
況
調
査
の
追
完 

  
 



 

【要措置区域】

別図

指定を解除する区画



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
七
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特

定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お

り
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
朝
霞
市
大
字
膝
折
字
上
ノ
原
二
番
一
の
一
部
、
大
字
溝
沼
字
広
沢

 

原
千
九
百
四
十
番
四
の
一
部
、
大
字
溝
沼
字
稲
荷
久
保
千
八
百
九
十
番
四
の
一
部
、
青
葉
台
一

 

丁
目
千
四
百
四
番
二
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 

 
 



 

別図 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
八
号 

 
ふ
じ
み
野
市
か
ら
富
士
見
都
市
計
画
特
別
緑
地
保
全
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付

を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り

自
然
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
九
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住

帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、

次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 



 
 

エ
ー
ス
ケ
ア
セ

ン
タ
ー 

ら
ん
ざ
ん
苑
ひ

だ

ま

り

の

丘 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー 

パ
ル
ト
薬
局 

桶
川
ひ
ま
わ
り

ケ
ア
サ
ポ
ー
ト 

 

居
宅
介
護
支

援
事
業
所 

た
ん
ぽ
ぽ
の
家 

た
ん
ぽ
ぽ
の
家 

名
称 

上

尾

市

小

泉

二

六

ー

一

ー

二
〇
三 

比

企

郡

嵐

山

町

平

澤

三

〇

九 八

潮

市

大

瀬

六

ー

五

ー

一 

 

Ｔ

Ｘ

ア

ベ

ニ
ュ
ー
八
潮 

桶

川

市

坂

田

一

三

六

五

ー

七 秩

父

市

下

影

森

八

八

八

ー

五 秩

父

市

下

影

森

八

八

八

ー

五 

所
在
地 

株
式
会
社 

エ
ー

ス 社

会

福

祉

法

人 

 

晃
樹
会 

有
限
会
社 

以
知 

株
式
会
社 

ひ
ま

わ
り
ケ
ア
サ
ポ
ー

ト 有
限
会
社 

た
ん

ぽ
ぽ 

有
限
会
社 

た
ん

ぽ
ぽ 

開
設
者
名 

介
護
予
防
支
援 

居
宅
介
護
支
援 

介
護
予
防
通
所
介
護 

通
所
介
護 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
支
援 

居
宅
介
護
支
援 

介
護
予
防
訪
問
介
護 

介
護
予
防
通
所
介
護 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

平

成

二

十

七

年

十
二
月
一
日 

平

成

二

十

七

年

十
二
月
一
日 

平

成

二

十

八

年

二
月
十
九
日 

平

成

二

十

八

年

二
月
十
九
日 

平

成

二

十

八

年

二
月
一
日 

平

成

二

十

八

年

二
月
一
日 

平

成

二

十

八

年

一
月
一
日 

平

成

二

十

八

年

一
月
一
日 

平

成

二

十

七

年

十
二
月
一
日 

平

成

二

十

七

年

十
二
月
一
日 

指
定
年
月
日 



 

サ
ン
リ
ツ
薬
局 

 

杉
戸
清
地
店 

な
の
は
な
薬
局 

か
り
ん
薬
局 

小
規
模
多
機
能 

 

ほ
ほ
え
み 

さ
と
う
介
護
リ

フ
ォ
ー
ム 

北

葛

飾

郡

杉

戸

町

清

地

五

ー
一
ー
六 

久

喜

市

青

毛

一

一

〇

〇

ー

四 東

松

山

市

材

木

町

一

二

ー

三 熊

谷

市

弥

藤

吾
五
〇 

鴻

巣

市

大

間

三

ー

二

ー

二

二 

グ

リ

ー

ン

ハ

イ

ツ

一

〇
三 

株
式
会
社 

ウ
ィ

ー
ズ 

有
限
会
社 

ベ
ル

フ
ァ
ー
マ
シ
ー 

糸
部 

か
お
り 

企
業
組
合 
労
協

セ
ン
タ
ー
事
業
団 

さ
と
う
介
護
リ
フ

ォ
ー
ム
合
同
会
社 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
小
規
模
多

機
能
型
居
宅
介
護 

小
規
模
多
機
能
型
居

宅
介
護 

介
護
予
防
福
祉
用
具

貸
与 

特
定
介
護
予
防
福
祉

用
具
販
売 

特
定
福
祉
用
具
販
売 

福
祉
用
具
貸
与 

平

成

二

十

八

年

三
月
一
日 

平

成

二

十

八

年 

三
月
一
日 

平

成

二

十

八

年

三
月
一
日 

平

成

二

十

八

年 

三
月
一
日 

平

成

二

十

八

年

三
月
一
日 

平

成

二

十

八

年

三
月
一
日 

平

成

二

十

八

年

三
月
一
日 

平

成

二

十

八

年

三
月
一
日 

平

成

二

十

八

年

一
月
一
日 

平

成

二

十

八

年

一
月
一
日 

平

成

二

十

八

年

一
月
一
日 

平

成

二

十

八

年

一
月
一
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 



  
 

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン 

小
室 

デ

イ

サ

ー

ビ

ス 

 

プ
チ
モ
ン
ド
都 

ぴ
ゅ
あ
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス 

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン 

み
ど
り 

在
宅
介
護
支
援
セ

ン
タ
ー 
か
け
は

し 

名
称 

名
称 

所
在
地 

所
在
地 

所
在
地 

所
在
地 

名
称 

変
更
事
項 

訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン 

飯

能
リ
ハ
ビ
リ
館 

飯
能
市
下
畑
二

九
六 

比
企
郡
滑
川
町

都
一
五
四
ー
一

〇 比
企
郡
小
川
町

大
塚
二
三
五
ー

六 川
口
市
芝
中
田

二
ー
三
四
ー
一

七 石
山
記
念
病
院

介
護
支
援
セ
ン

タ
ー 

か
け
は

し 

変
更
前 

訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン 

小

室 飯
能
市
八
幡
町

二
ー
三 

小
室

ク
リ
ニ
ッ
ク
二

階 比
企
郡
嵐
山
町

菅
谷
山
王
回
六

一
八
ー
八 

比
企
郡
小
川
町

大
塚
一
四
六
ー

二 

カ
ー
サ
ア

ビ
ラ
二
〇
二 

川
口
市
芝
樋
の

爪
一
ー
九
ー
一

三 在
宅
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー 

か

け
は
し 

変
更
後 

介
護
予
防
訪
問
看
護 

訪
問
看
護 

介
護
予
防
訪
問
看
護 

訪
問
看
護 

介
護
予
防
通
所
介
護 

通
所
介
護 

介
護
予
防
訪
問
介
護 

訪
問
介
護 

訪
問
介
護 

居
宅
介
護
支
援 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 



 

居
宅
介
護
支
援
事

業
所 

す
ず
ら
ん

の
花 

訪
問
介
護
事
業
所 

 
訪
問
ヘ
ル
パ
ー

ス

テ

ー

シ

ョ

ン 

 

小
室 

所
在
地 

名
称 

所
在
地 

ふ
じ
み
野
市
亀

久
保
一
ー
七
ー

二
三 

西
山
コ

ー
ポ
一
〇
六
号 

訪
問
介
護
事
業 

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ

ー
シ
ョ
ン 

飯

能
リ
ハ
ビ
リ
館 

飯
能
市
下
畑
二

九
六 

ふ
じ
み
野
市
鶴

ケ
岡
二
ー
二
七

ー
三 

訪
問
介
護
事
業

所 

訪
問
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー
シ

ョ
ン 

小
室 

飯
能
市
八
幡
町

二
ー
三 

小
室

ク
リ
ニ
ッ
ク
二

階 

居
宅
介
護
支
援 

介
護
予
防
訪
問
介
護 

訪
問
介
護 

介
護
予
防
訪
問
介
護 

訪
問
介
護 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
一
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
休
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 



  

入
間
シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
そ
よ
風 名

称 

入
間
市
小
谷
田
二
ー

二
ー
一
八 

所
在
地 

介
護
予
防
短
期
入
所

生
活
介
護 

短
期
入
所
生
活
介
護 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

平
成
二
十
八
年
三
月

三
十
一
日 

平
成
二
十
八
年
三
月

三
十
一
日 

休
止
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 



 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ら
く
楽 

 

北
本 

 

居
宅
介
護
支
援
セ
ン

タ
ー 

あ
た
た
か
い

手 エ
ル
ス
リ
ー
さ
い
た
ま

狭
山 

ひ
か
り
苑 

居
宅
介

護
支
援
事
業
所 

田
口
医
院 名

称 

北
本
市
本
町
六
ー
一

七
五 

熊
谷
市
拾
六
間
九
六

七
ー
三 

狭
山
市
北
入
曽
八
七

九
ー
一 

川
口
市
坂
下
町
四
ー

一
六
ー
二
六 

は
と

が
や
病
院
一
階 

蓮
田
市
上
二
ー
二
ー

六 

所
在
地 

通
所
介
護 

居
宅
介
護
支
援 

通
所
介
護 

居
宅
介
護
支
援 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
訪
問
看
護 

訪
問
看
護 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

平
成
二
十
七
年
八

月
三
十
一
日 

平
成
二
十
八
年
二

月
二
十
九
日 

平
成
二
十
八
年
三

月
三
十
一
日 

平
成
十
九
年
七
月

十
一
日 

平
成
二
十
七
年
十

二
月
二
十
一
日 

平
成
二
十
七
年
十

二
月
二
十
一
日 

平
成
二
十
七
年
十

二
月
二
十
一
日 

平
成
二
十
七
年
十

二
月
二
十
一
日 

廃
止
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
又
は
施
術

を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司
上
上 

 



一 

指
定
医
療
機
関 

 

こ
ど
も
み
ら
い
デ
ン
タ

ル
ク
リ
ニ
ッ
ク 

医
療
法
人 

玄
清
会 

第
一
歯
科
医
院 

す
み
れ
歯
科
医
院 

埼
友
草
加
病
院 

木
村
医
院 

医
療
法
人 

あ
べ
泌

尿
器
科 

多
和
目
ク
リ
ニ
ッ
ク 

あ
ん
ず
訪
問
診
療
ク

リ
ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
社
団 

は

ん
ぷ
会 

ま
る
や
ま

ク
リ
ニ
ッ
ク 

田
口
医
院 名

称 

山
内 

彰
人 

医
療
法
人 

玄
清
会 

斉
藤 

慶
之 

医
療
法
人 

埼
友
会 

門
井 

隆
司 

医
療
法
人 

あ
べ
泌

尿
器
科 

岩
永 

昌
敏 

鬼
澤 

信
之 

医
療
法
人
社
団 

は

ん
ぷ
会 

医
療
法
人 

悟
明
会 

開

設

者

名 

戸
田
市
下
戸
田
一
ー
七
ー

八 

モ
ン
テ
ボ
ヌ
ー
ル
一

階 鶴
ヶ
島
市
中
新
田
五
〇
ー

三 羽
生
市
藤
井
上
組
一
〇
一

三
ー
八 

草
加
市
松
原
一
ー
七
ー
二

二 所
沢
市
北
岩
岡
一
ー
九
六 

熊
谷
市
太
井
一
六
四
一
ー

五 坂
戸
市
多
和
目
八
三
ー
四 

狭
山
市
入
間
川
一
ー
七
ー

二 

シ
テ
ィ
パ
ル
狭
山
二

〇
二 

和
光
市
丸
山
台
二
ー
一
一

ー
一 

一
階
店
舗
Ａ 

蓮
田
市
上
二
ー
二
ー
六 

所

在

地 

平
成
二
十
八
年
三
月

一
日 

平
成
二
十
八
年
一
月

一
日 

平
成
二
十
八
年
一
月

一
日 

平
成
二
十
八
年
二
月

一
日 

平
成
二
十
八
年
二
月

十
二
日 

平
成
二
十
七
年
十
一

月
一
日 

平
成
二
十
八
年
二
月

一
日 

平
成
二
十
八
年
四
月

一
日 

平
成
二
十
八
年
三
月

一
日 

平
成
二
十
八
年
一
月

一
日 

指
定
年
月
日 



 

ア
イ
セ
イ
薬
局 

坂

戸
西
店 

き
り
ん
薬
局 

上
里 

パ
ル
薬
局 

川
口
店 

粟
澤
歯
科
医
院 

 
 

 

森
田
歯
科
ク
リ
ニ
ッ

ク 青
い
熊
歯
科
診
療
所 

医
療
法
人 

緑
歯
会 

グ
リ
ー
ン
歯
科 

そ
ら
い
ろ
歯
科
ク
リ

ニ
ッ
ク 

新
白
岡
口
腔
リ
ハ
歯

科
ク
リ
ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
社
団 

源

会 

た
の
う
え
歯
科

医
院 

上
里
ク
リ
ニ
ッ
ク
歯

科 

株
式
会
社 

ア
イ
セ

イ
薬
局 

オ
ク
ト
メ
デ
ィ
カ
ル
株

式
会
社 

株
式
会
社 

パ
ル
・
オ

ネ
ス
ト 

粟
澤 

巌 

森
田 

忍 

大
須
賀 

薫 

医
療
法
人 

緑
歯
会 

小
林 

衛 

山
田 
剛 

医
療
法
人
社
団 

源

会 岸
部 

由
佳 

坂
戸
市
新
堀
二
七
〇
ー
一

〇 児
玉
郡
上
里
町
七
本
木
二

三
六
三
ー
一 

川
口
市
中
青
木
三
ー
九
ー

一
ー
一
〇
二 

深
谷
市
岡
二
八
一
四
ー
二 

東
松
山
市
あ
ず
ま
町
四
ー

八
ー
三 

ラ
イ
フ
ガ
ー
デ

ン
東
松
山 

熊
谷
市
上
之
三
八
二
〇
ー

二 鴻
巣
市
本
町
二
ー
一
ー
七

ー
二
Ｆ 

上
尾
市
柏
座
四
ー
五
ー
一

〇 白
岡
市
新
白
岡
七
ー
一
四

ー
一
四 

新
白
岡
ホ
ー
プ

館
一
〇
一
号
室 

川
口
市
赤
山
一
四
四
〇
ー

一 児
玉
郡
上
里
町
神
保
原
町

七
四
五
ー
一 

平
成
二
十
八
年
三
月

一
日 

平
成
二
十
八
年
二
月

一
日 

平
成
二
十
八
年
二
月

一
日 

平
成
二
十
八
年
一
月

一
日 

平
成
二
十
八
年
二
月

八
日 

平
成
二
十
八
年
三
月

一
日 

平
成
二
十
七
年
十
一

月
一
日 

平
成
二
十
八
年
二
月

二
十
八
日 

平
成
二
十
八
年
二
月

一
日 

平
成
二
十
八
年
一
月

四
日 

平
成
二
十
七
年
十
二

月
一
日 



Ⅱ 

 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン 

く
つ
ろ
ぎ
の
家 

ケ
ア
ー
ズ
訪
問
看
護

リ
ハ
ビ
リ
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
上
尾
原
市 

ケ
ア
ー
ズ
訪
問
看
護

リ
ハ
ビ
リ
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
草
加
氷
川
町 

ま

ご
こ
ろ
家 

ア
ロ
ン
薬
局 

北
谷

店 薬
局 

日
本
メ
デ
ィ

カ
ル 

ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
け
や

木
薬
局 

薬
局
ア
ポ
ッ
ク 

毛

呂
山
店 

富
士
薬
局 

錦
町
店 

ウ

エ

ル

シ

ア

薬

局 

杉
戸
倉
松
店 

ピ
ー
ス
薬
局 

株
式
会
社 

武
蔵
野

調
剤
薬
局 

戸
田
公

園
店 

株
式
会
社
シ
ル
バ
ー
自

立
支
援
セ
ン
タ
ー 

株
式
会
社 

む
さ
し
の

グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル 

 

有
限
会
社 

匠
設
計
開

発 株
式
会
社 

Ｂ
ｌ
ｏ
ｏ

ｍ
ｉ
ｎ
ｇ
Ｓ
ｏ
ｕ
ｌ 

日
本
メ
デ
ィ
カ
ル
シ
ス

テ
ム
株
式
会
社 

株
式
会
社 

ク
ス
リ
の

ア
オ
キ 

株
式
会
社 

日
本
ア
ポ

ッ
ク 

有
限
会
社 
サ
ン
メ
デ

ィ
カ
ル 

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局
株
式

会
社 

株
式
会
社 

Ａ 

Ｐ 

株
式
会
社 

武
蔵
野
調

剤
薬
局 

戸
田
市
美
女
木
一
ー
二
九

ー
四
五 

上
尾
市
原
市
三
一
五
ー
二

九 

Ｕ
ｔ
ｏ
ｐ
ｉ
ａ
ー
二

一
ー
一
〇
二 

草
加
市
氷
川
町
二
一
一
一

ー
一
三 

氷
川
コ
ー
ポ 

ー
二
〇
二 

草
加
市
北
谷
一
ー
二
二
ー

一 桶
川
市
若
宮
一
ー
五
ー
二 

パ
ト
リ
ア
桶
川
四
Ｆ 

本
庄
市
け
や
木
三
ー
一
九

ー
一
四 

入
間
郡
毛
呂
山
町
毛
呂
本

郷
九
九
二 

蕨
市
錦
町
二
ー
二
〇
ー
一

三 北
葛
飾
郡
杉
戸
町
倉
松
一

ー
三
ー
一 

ふ
じ
み
野
市
駒
林
元
町
三

ー
二
ー
一 

戸
田
市
本
町
二
ー
一
六
ー

八 

フ
ォ
ー
シ
ー
ズ
ン
二

二
戸
田
公
園
一
ー
Ｂ 

平
成
二
十
八
年
三
月

一
日 

平
成
二
十
八
年
二
月

一
日 

平
成
二
十
七
年
十
一

月
十
六
日 

平
成
二
十
八
年
二
月

一
日 

平
成
二
十
八
年
三
月

一
日 

平
成
二
十
八
年
三
月

一
日 

平
成
二
十
八
年
三
月

一
日 

平
成
二
十
八
年
二
月

一
日 

平
成
二
十
八
年
三
月

一
日 

平
成
二
十
八
年
三
月

一
日 

平
成
二
十
八
年
三
月

十
四
日 



二 

指
定
施
術
機
関 

 

長
澤 

敏
雄 

安
冨 

牧
子 

吉
田 

秀
夫 

上
野
川 

真 

富
田 

幸 

有
馬 

宏
志 

木
暮 

淳 

石
原 

好
男 

中
田 

拓
人 

石
川 

浩
士 

氏

名 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 住

所 

養
心
堂
鍼
灸
指
圧
治
療

院 や
す
と
み
鍼
灸
整
骨
院 

か

ら

だ

元

気

治

療

院 

所
沢
西
店 

ま
こ
接
骨
院 

し
ま
鍼
灸
整
骨
院 

東

町
院 

ヒ
ロ
鍼
灸
整
骨
院 

ア
ー
ク
鍼
灸
整
骨
院 

南
桜
井
接
骨
院 

ロ
イ
テ
朝
霞
整
骨
院 

あ
い
整
骨
院 

名

称 

施

術

所 

桶
川
市
泉
一
ー
九
ー
三

四 入
間
市
新
光
二
一
一
ー

一 所
沢
市
小
手
指
町
一
ー

一
〇
ー
一
ー
二
〇
一 

所
沢
市
松
葉
町
一
〇
ー

五 

ヘ
ー
ベ
ル
ハ
ウ
ス
一

〇
一 

秩
父
市
東
町
二
八
ー
五

ー
三
階 

久
喜
市
青
葉
四
ー
二
五

ー
二 

東
京
都
足
立
区
一
ツ
家
一

ー
三
ー
一
一 

春
日
部
市
米
島
一
〇
五

四
ー
二
八 

朝
霞
市
本
町
二
ー
二
五

ー
三
二 

東
京
都
足
立
区
梅
島
一

ー
一
二
ー
八 

所

在

地 

平
成
二
十
八
年
四
月
一

日 平
成
二
十
八
年
二
月
二

十
六
日 

平
成
二
十
八
年
二
月
二

十
三
日 

平
成
二
十
八
年
二
月
二

十
四
日 

平
成
二
十
八
年
二
月
一

日 平
成
二
十
八
年
三
月
一

日 平
成
二
十
八
年
三
月
三

日 平
成
二
十
八
年
三
月
一

日 平
成
二
十
八
年
二
月
十

二
日 

平
成
二
十
八
年
二
月
一

日 

指

定

年

月

日

 



  

松
本 

孝 

林 

む
つ
み 

川
合 

良
治 

髙
井 

日
年 

八
幡 

博
幸 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
丁
目
治
療
院 

か
ら
だ
元
気
治
療
院 

所
沢
西
店 

訪

問

マ

ッ

サ

ー

ジ 

元
気 

髙
井
指
圧 

レ
イ
ス
治
療
院 

さ

い
た
ま
南 

久
喜
市
栗
原
一
ー
四
ー

二
二 

所
沢
市
小
手
指
町
一
ー

一
〇
ー
一
ー
二
〇
一 

川
越
市
砂
新
田
三
ー
二

〇
ー
八 

春
日
部
市
中
央
八
ー
二

ー
二 

さ
い
た
ま
市
南
区
白
幡
四

ー
二
一
ー
二
五
ー
四
〇

五 

平
成
二
十
八
年
三
月

十
五
日 

平
成
二
十
八
年
二
月

二
十
二
日 

平
成
二
十
八
年
三
月

一
日 

平
成
二
十
八
年
二
月

八
日 

平
成
二
十
八
年
三
月

一
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
四
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に

お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
又
は
指
定
施
術
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

指
定
医
療
機
関 

 

二 

指
定
施
術
機
関 

  

ゆ
み
薬
局
富
士
見

店 

 

医
療
法
人 

徳
明

会 

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
小
室 

名

称 

開
設
者
名
称 

名
称 

変
更
事
項 

有
限
会
社 

ゆ
み
薬

局 医
療
法
人 
徳
明
会 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
飯
能
リ
ハ
ビ
リ
館 

 

変

更

前 

株
式
会
社 

ゆ
み
薬
局 

医
療
法
人 

徳
明
会 

訪

問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
小
室 

変

更

後 

久
米 

和
弘 

安
部 

智
英 

氏

名 

施
術
所
所
在
地 

施
術
所
名
称 

施
術
所
所
在
地 

変
更
事
項 

東
京
都
清
瀬
市
中
里
四

ー
一
三
五
〇
ー
七 

ら
い
ふ
マ
ッ
サ
ー
ジ
治
療

院 

清
瀬
店 

三
郷
市
中
央
五
ー
二
三

ー
六
ー
一
〇
五 

変

更

前 

川
越
市
霞
ヶ
関
北
二
ー
六

ー
一
ー
一
Ｆ 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
川
越
ス
テ

ー
シ
ョ
ン 

訪
問
医
療
マ

ッ
サ
ー
ジ 

 

三
郷
市
幸
房
一
三
七
ー
三 

変

更

後 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に

お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
又
は
指
定
施
術
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 



一 

指
定
医
療
機
関 

  

に
こ
に
こ
薬
局 

埼
友
草
加
病
院 

田
口
医
院 

ホ
ー
ム
ケ
ア
ク
リ
ニ
ッ
ク
東

松
山 

富
士
薬
局 

錦
町
店 

あ
べ
泌
尿
器
科 

グ
リ
ー
ン
歯
科 

籠
原
サ
ン
ラ
イ
フ
歯
科 

医
療
法
人
社
団 

源
会 
た

の
う
え
歯
科
医
院 

ア
ロ
ン
薬
局 名 

称 

草
加
市
新
善
町
三
七
六
ー
三 

草
加
市
北
谷
一
ー
二
一
ー
三

七 蓮
田
市
上
二
ー
二
ー
六 

東
松
山
市
若
松
町
二
ー
一
〇

ー
四
二 

レ
ギ
ー
ナ
一
〇
二 

蕨
市
錦
町
二
ー
二
〇
ー
一
三 

熊
谷
市
太
井
一
六
四
一
ー
五 

鴻

巣

市

本

町

二

ー

一

ー

七 

二
Ｆ 

熊
谷
市
籠
原
南
一
ー
三
一
二 

あ
か
り
ビ
ル
一
Ｆ 

川
口
市
赤
山
一
四
三
五
ー
四 

草
加
市
北
谷
一
ー
二
二
ー
一 

所 

在 

地 

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
二
日 

平
成
二
十
八
年
一
月
三
十
一
日 

平
成
二
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日 

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
九
日 

平
成
二
十
八
年
一
月
三
十
一
日 

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
一
日 

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
一
日 

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
九
日 

平
成
二
十
八
年
一
月
三
日 

平
成
二
十
八
年
一
月
三
十
一
日 

廃
止
年
月
日 



 

二 

指
定
施
術
機
関 

 石
崎 

誠 

藤
井 

貫
太 

氏

名 

  

住

所 

株
式
会
社 

て

あ
て 

株
式
会
社 

ア

メ
ニ
テ
ィ
ー
サ

ー
ビ
ス 

埼
玉

営
業
所 

 

名 

称 

施

術

所 

飯
能
市
東
町
六
ー
一
六 

菊
屋
ビ
ル
三
〇
三 

さ
い
た
ま
市
見
沼
区
東

大
宮
四
ー
二
六
ー
三
ー

二
〇
一 

 
所

在

地 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
二
日 

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
九

日 

廃

止

年

月

日

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
辞
退
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司     

き
よ
な
が
歯
科
医
院 

名

称 

川
口
市
青
木
一
ー
一
〇
ー
三
―

一
〇
二 

所

在

地 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
六
日 

辞
退
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
再
開
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司     

田
谷
医
院 

名

称 

行
田
市
長
野
一
三
九
六
ー
三 

所

在

地 

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日 

再

開

年

月

日

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
八
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 



１ 購入等件名及び数量 

遠隔胎児診断支援システム導入業務 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県保健医療部保健医療政策課新都心医療拠点・医療プロジェクト推進担当 

埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

平成28年１月26日 

４ 落札者の氏名及び住所 

株式会社イノメディックス 東京都文京区小石川４丁目17番15号 

５ 落札金額 

70,200,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

平成27年12月15日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
九
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ス
ー
パ
ー
ビ
バ
ホ
ー
ム
深
谷
店 

埼
玉
県
深
谷
市
上
柴
町
東
二
丁
目
二
十
九
番
八
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

七
六
七
台 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

四
七
五
台 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
九
〇
台 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

四
二
台 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
六
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
九
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
九
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
（
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
法
第
六

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等

を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ス
ー
パ
ー
マ
ル
サ
ン
吉
川
店 

 
 

 

埼
玉
県
吉
川
市
中
野
五
十
七
番
地
一 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
七
時
三
十
分
（
年
間
八
十
日
午
後
八
時
） 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
四
十
五
分 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
（
年
間
八
十
日
午
後
八
時
三
十
分
） 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
九
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
九
日
ま
で 



 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
一
号 

 
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要 

          

天
沼 

伸
治 

阿
部 

弘
正 

阿
部 

宗
治 

阿
部 

信
一 

ア
グ
リ
フ
ァ
ー
ム

株
式
会
社 

青
木 

春
夫 

相
澤 

初
夫 

前
田 

史
朗 

氏
名
又
は
名
称 

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

千
百
四
十
一
番
地
一 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

五
百
七
十
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

四
百
九
十
二
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

三
百
九
十
一
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
栄
三

百
二
十
番
地
一 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

二
百
四
十
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
平
永

四
百
六
十
一
番
地 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

見
沼
区
大
字
南
中
野

三
百
九
十
五
番
地
一

グ
ロ
ー
ブ
コ
ー
ト
Ｅ
―

二
百
一 住 

 
 

所 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

字
鍵
谷
八
百
八
十
七

番
ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

字
城
附
五
百
四
十
四

番
ほ
か
六
筆 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

字
城
附
四
百
二
十
五

番
一
ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

字
鍵
谷
七
百
十
一
番

ほ
か
十
六
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

中
野
七
百
七
十
六
番

ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

字
鍵
谷
七
百
二
十
九

番
ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

字
鍵
谷
七
百
四
十
二

番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

見
沼
区
大
字
見
山
百

四
十
八
番
ほ
か
一
筆 

所 

在 

地 

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地 

七
、
一
九
七 

四
、
九
一
四 

二
、
七
五
二 

一
三
、
〇
九
三 

三
、
八
八
五 

四
、
七
五
三 

一
、
三
五
一 

一
、
〇
六
〇 

面
積
（
平
方 

メ
ー
ト
ル
） 



  
 

今
泉 

隆
夫 

今
泉 

栄
一 

稲
村 

三
喜 

井
田 

潜
一
郎 

井
田 

一
則 

五
十
畑 

義
一 

和
泉 

朝
男 

石
橋 

清 

石
塚 

康
雄 

石
塚 

清
光 

飯
塚 
一 

飯
野 

恒
義 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

四
百
四
十
三
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

五
百
二
十
六
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
本
郷

四
百
七
十
三
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
栄
二

百
四
十
一
番
地
一 

埼
玉
県
加
須
市
栄
二

百
四
十
九
番
地
一 

埼
玉
県
加
須
市
柳
生

三
百
七
十
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
栄
八

百
七
十
六
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
栄
百

二
十
三
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
六
百
七
十
六
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
愛
宕

一
丁
目
二
番
四
十
三

号 埼
玉
県
加
須
市
栄
二

千
八
百
一
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

三
百
一
番
地
四 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

字
城
附
四
百
二
十
四

番
一
ほ
か
八
筆 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

字
城
附
四
百
二
十
八

番
一
ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

樋
堀
南
百
八
十
七
番

一 埼
玉
県
加
須
市
栄
字

下
居
尻
五
百
三
十
五

番
二
ほ
か
二
十
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

西
田
千
四
十
四
番
ほ

か
四
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

高
野
千
六
百
二
十
七

番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

下
居
尻
五
百
七
十
四

番
一
ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

本
田
百
八
番
ほ
か
一

筆 埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
字
柳
下
七
百
二
十

四
番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
字
広
島
千
五
十
九

番
二 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

高
野
千
六
百
三
十
一

番 埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

字
鍵
谷
七
百
一
番
一

ほ
か
十
九
筆 

八
、
七
一
六 

四
、
三
二
八 

五
六
五 

二
八
、
四
二
五 

六
、
九
三
三 

二
、
二
九
九 

三
、
三
一
六 

一
、
九
九
八 

一
、
二
四
九 

二
、
〇
〇
〇 

九
九
八 

一
三
、
七
九
六 



  
 

加
藤 

喜
市 

小
櫃 

勇 

小
熊 

光
浩 

小
熊 

克
次 

奥
貫 

光
治 

奥
貫 

清
己 

奥
貫 

章 

江
原 

憲
一 

江
川 

博
久 

内
田 

美
佐
子 

臼
倉 
恵
一 

今
泉 

光
弘 

埼
玉
県
加
須
市
栄
三

百
十
三
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

六
十
七
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

二
百
八
十
四
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

六
十
一
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
栄
九

十
二
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
栄
三

百
六
十
五
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
栄
三

百
六
十
五
番
地
一 

埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
八
百
七
十
五
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
栄
千

九
百
四
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
栄
千

三
百
四
十
三
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

二
百
四
十
五
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

四
百
五
十
七
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

西
田
千
二
十
六
番
ほ

か
一
筆 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

字
広
島
九
百
四
十
五

番
一 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

字
城
附
五
百
七
十
一

番
一
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

字
鍵
谷
九
百
五
番
ほ

か
二
十
二
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

本
田
二
十
九
番
一
ほ

か
一
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

中
新
田
二
百
二
十
七

番
一
ほ
か
十
二
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

中
新
田
二
百
三
十
六

番
ほ
か
二
十
四
筆 

埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
字
広
島
千
四
十
五

番
ほ
か
四
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

上
居
尻
千
二
百
十
番

一
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

下
居
尻
五
百
七
十
七

番
ほ
か
七
筆 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

字
鍵
谷
七
百
五
十
四

番 埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

字
城
附
四
百
六
十
一

番
ほ
か
八
筆 

三
、
三
八
五 

一
四
〇 

一
、
七
九
六 

二
五
、
〇
二
九 

一
、
二
八
四 

一
九
、
九
四
八 

二
七
、
九
六
四 

六
、
三
四
六 

五
、
二
一
五 

一
二
、
五
四
三 

二
、
七
一
四 

九
、
七
二
九 



  
 

小
林 

正
夫 

小
林 

史
男 

小
林 

つ
や
子 

小
林 

恒
夫 

小
林 

榮 

小
林 

栄 

小
林 

憲
司 

川
島 

孝
之 

亀
田 

美
知
雄 

鎌
田 

武 

鎌
田 
明 

加
藤 

繁
雄 

埼
玉
県
加
須
市
栄
五

十
八
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
栄
百

三
十
四
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
栄
三

百
九
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
栄
百

二
十
六
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
栄
千

四
百
二
十
二
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
栄
三

十
一
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
栄
千

四
百
四
十
四
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

三
十
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
栄
二

千
三
百
五
番
地
一 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

四
百
八
十
二
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

四
百
九
十
三
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
栄
百

九
十
八
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

樋
堀
南
二
百
二
番
二

ほ
か
四
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

西
田
千
二
十
八
番
ほ

か
三
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

西
田
千
百
二
十
四
番

一
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

西
田
千
四
十
一
番
ほ

か
一
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

高
野
千
七
百
十
二
番

ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

西
田
千
二
十
五
番
ほ

か
九
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

上
居
尻
千
二
百
五
番

一
ほ
か
十
三
筆 

埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
字
柳
下
九
百
九
十

八
番
一
ほ
か
六
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

高
野
千
七
百
十
四
番

ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

字
城
附
四
百
二
十
九

番
一
ほ
か
六
筆 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

字
城
附
四
百
二
十
三

番
一
ほ
か
九
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

西
田
千
百
三
十
番
ほ

か
四
筆 

九
、
二
八
五 

五
、
〇
一
〇 

二
、
七
二
三 

四
、
八
六
三 

六
、
四
九
四 

一
四
、
四
八
四 

一
二
、
五
二
一 

四
、
六
五
〇 

二
、
五
五
〇 

五
、
二
五
四 

一
一
、
三
四
二 

一
一
、
〇
三
三 



  
 

菅
沼 

基
量 

正
能 

芳
友 

正
能 

輝
夫 

清
水 

明 

渋
谷 

一
弘 

塩
崎 

博 

齊
藤 

政
雄 

近
藤 

一
則 

小
谷
野 

洋
一 

小
林 

ヨ
シ
子 

小
林 
彌
市 

小
林 

正
之 

埼
玉
県
加
須
市
栄
千

二
百
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

二
百
四
番
地
イ
号 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

二
百
三
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

六
百
十
八
番
地
二 

埼
玉
県
加
須
市
鴻
茎

二
千
二
百
三
十
六
番

地
九 

埼
玉
県
加
須
市
鴻
茎

千
九
百
八
十
一
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
千
七
十
五
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
栄
八

百
二
十
一
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
正
能

九
百
五
十
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
栄
十

七
番
地
一 

埼
玉
県
加
須
市
栄
百

三
十
五
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
栄
千

四
百
六
十
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

高
野
千
六
百
三
十
八

番
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

字
鍵
谷
七
百
六
十
九

番
ほ
か
九
筆 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

字
鍵
谷
八
百
三
番
二

ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

字
城
附
六
百
二
十
五

番
ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

字
城
附
六
百
六
十
七

番
一
ほ
か
七
筆 

埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
字
広
島
千
五
十
六

番
一
ほ
か
四
筆 

埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
字
柳
下
七
百
二
十

五
番
一
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

下
居
尻
五
百
三
十
五

番
一
ほ
か
八
筆 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

字
鍵
谷
八
百
七
十
六

番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

中
野
七
百
八
十
六
番 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

西
田
千
四
十
二
番 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

高
野
千
七
百
四
番
ほ

か
九
筆 

二
、
八
六
八 

八
、
二
〇
六 

三
、
八
一
七 

五
、
六
三
七 

六
、
〇
七
九 

一
〇
、
四
二
九 

三
、
五
二
六 

六
、
五
九
二 

一
、
七
八
九 

六
三
四 

八
〇
一 

一
八
、
六
七
〇 



 
 

田
沼 

直 

多
田 

よ
し
子 

多
田 

光
利 

竹
田 

喜
市 

田
口 

久 

田
口 

治
樹 

髙
橋 

雅
一 

高
橋 

久
次 

髙
橋 

栄
吉 

関
根 

忠
志 

鈴
木 
吉
明 

鈴
木 

豊
茂 

埼
玉
県
加
須
市
土
手

二
丁
目
九
番
四
十
五

号 埼
玉
県
加
須
市
栄
五

百
五
十
四
番
地
一 

埼
玉
県
加
須
市
栄
八

百
四
十
九
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
栄
百

九
十
番
地
二 

埼
玉
県
加
須
市
栄
五

百
六
十
六
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
栄
八

百
九
十
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
駒
場

四
百
六
十
四
番
地
三 

埼
玉
県
加
須
市
栄
二

百
二
十
一
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
本
郷

五
百
七
十
五
番
地
一 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

百
八
十
二
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
栄
五

百
五
十
七
番
地
一 

埼
玉
県
加
須
市
駒
場

百
九
十
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
字
山
王
千
百
九
十

四
番 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

下
居
尻
五
百
四
十
九

番
一
ほ
か
十
二
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

鷹
匠
七
百
十
二
番
一

ほ
か
十
二
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

西
田
千
七
十
七
番
三

ほ
か
四
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

下
居
尻
五
百
三
十
七

番
一
ほ
か
六
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

下
居
尻
五
百
七
十
六

番
ほ
か
十
一
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

西
田
千
十
九
番
二
ほ

か
二
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

西
田
千
三
十
六
番 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

本
田
百
六
番 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

字
鍵
谷
八
百
五
番
ほ

か
八
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

下
居
尻
五
百
五
十
番

ほ
か
五
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

樋
堀
南
百
四
十
七
番

一
ほ
か
一
筆 

四
四
二 

一
四
、
二
二
六 

一
七
、
五
四
五 

四
、
一
九
八 

一
一
、
五
一
五 

一
六
、
七
二
八 

五
、
二
四
七 

一
、
四
九
八 

一
、
九
九
七 

一
〇
、
一
一
四 

七
、
四
三
六 

三
、
九
三
六 



  
 

野
澤 

保
雄 

長
浜 

清
茂 

中
村 

伊
代 

鳥
海 

正
喜 

鳥
海 

昇 

鳥
海 

敏
二 

鳥
海 

時
昭 

鳥
海 

恒
典 

鳥
海 

菊
男 

鳥
海 

一
男 

綱
川 
み
つ
江 

筑 

洋
一 

埼
玉
県
加
須
市
本
郷

千
二
百
七
十
五
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

三
百
八
十
四
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

十
七
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
本
郷

五
百
四
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
本
郷

千
二
百
十
七
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
本
郷

五
百
二
十
五
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
本
郷

九
百
九
十
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
本
郷

千
二
百
七
十
八
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
本
郷

千
十
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
本
郷

千
十
一
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
日
出

安
八
百
三
十
八
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

二
百
七
十
二
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

樋
堀
南
百
五
十
一
番

一
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

字
城
附
五
百
八
十
五

番
二
ほ
か
五
筆 

埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
字
山
王
千
百
八
十

一
番
一
ほ
か
十
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

樋
堀
南
百
四
十
六
番

一 埼
玉
県
加
須
市
栄
字

樋
堀
南
百
九
十
七
番

一
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

本
田
百
二
十
二
番
ほ

か
一
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

樋
堀
南
百
四
十
九
番

一 埼
玉
県
加
須
市
栄
字

樋
堀
南
百
五
十
五
番

ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

樋
堀
南
百
八
十
七
番

二 埼
玉
県
加
須
市
栄
字

樋
堀
南
百
六
十
九
番

ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
字
柳
下
七
百
十
九

番
一
ほ
か
四
筆 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

字
鍵
谷
七
百
二
番
一

ほ
か
四
筆 

九
六
九 

五
、
二
七
三 

一
一
、
二
九
三 

八
二
八 

一
、
八
三
三 

一
、
六
九
九 

八
六
七 

三
、
二
四
五 

五
四
八 

二
、
九
九
六 

四
、
五
〇
六 

三
、
〇
九
六 



 
 

水
野 

清 

間
中 

健
一
郎 

松
本 

昇 

町
田 

良
一 

藤
間 

牧
雄 

福
島 

一
雄 

蛭
間 

榮
重 

羽
鳥 

勝
明 

蓮
見 

計
司 

橋
本 

光
男 

橋
本 
早
苗 

萩
原 

浩 

埼
玉
県
加
須
市
日
出

安
千
三
百
九
十
三
番

地
二 

埼
玉
県
加
須
市
向
古

河
九
十
九
番
地
四 

埼
玉
県
加
須
市
礼
羽

二
百
五
十
二
番
地
三 

埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
八
百
三
十
八
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

三
百
七
十
七
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

千
二
百
四
十
五
番
地

二 埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
八
百
四
十
五
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
五
百
二
十
一
番
地

イ
号 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

二
百
二
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
栄
二

百
八
十
八
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
戸
室

千
二
百
四
十
九
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
栄
二

千
四
百
八
十
八
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
字
柳
下
九
百
八
十

二
番
ほ
か
四
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

高
野
千
七
百
十
番 

埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
字
広
島
千
三
十
一

番
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
字
柳
下
七
百
十
七

番
一
ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

字
城
附
五
百
八
十
三

番
一
ほ
か
十
一
筆 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

字
鍵
谷
八
百
八
十
四

番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
字
柳
下
七
百
三
十

四
番
二
ほ
か
七
筆 

埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
字
柳
下
九
百
七
十

四
番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

字
鍵
谷
七
百
六
十
二

番
ほ
か
四
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

高
野
千
六
百
二
十
八

番
ほ
か
十
筆 

埼
玉
県
加
須
市
戸
室

字
七
番
六
百
三
十
番

一
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

高
野
千
七
百
三
十
三

番
ほ
か
十
六
筆 

四
、
六
二
七 

七
六
九 

九
、
一
〇
二 

三
、
九
一
〇 

一
一
、
〇
九
九 

一
、
九
八
二 

八
、
九
〇
四 

一
、
九
九
六 

五
、
二
〇
五 

二
一
、
九
五
八 

二
、
〇
三
二 

一
九
、
九
二
三 



  
 

有
限
会
社
早
川
農

場 山
﨑 

基
一 

山
崎 

繁
雄 

柳
田 

英
孝 

柳
田 

岩
男 

安
河 

誠
一 

森
戸 

政
己 

茂
木 

親
司 

茂
木 

壮
一 

宮
地 

日
出
夫 

宮
崎 
晴
夫 

水
野 

良
夫 

埼
玉
県
加
須
市
平
永

八
百
二
十
三
番
地
一 

埼
玉
県
加
須
市
駒
場

四
十
八
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
駒
場

四
百
六
十
四
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
栄
九

百
八
十
八
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
栄
九

百
八
十
九
番
地
一 

埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
八
百
五
十
四
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
飯
積

千
七
百
七
十
九
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
八
百
十
五
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
八
百
二
十
五
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

二
百
一
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
礼
羽

七
百
十
九
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
九
百
十
七
番
地
二 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

字
鍵
谷
七
百
三
番
ほ

か
九
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

西
田
千
百
二
十
一
番

一
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

西
田
千
百
四
十
二
番

一 埼
玉
県
加
須
市
栄
字

上
居
尻
千
二
百
三
番

一
ほ
か
三
十
四
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

鷹
匠
七
百
十
二
番
二

ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
字
柳
下
八
百
四
番

ほ
か
五
筆 

埼
玉
県
加
須
市
栄
字

中
新
田
二
百
八
十
二

番
五
ほ
か
七
筆 

埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
字
柳
下
七
百
三
十

番
ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
字
広
島
千
三
十
四

番
ほ
か
九
筆 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

字
鍵
谷
七
百
六
十
七

番
ほ
か
八
筆 

埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
字
広
島
千
四
十
九

番 埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
字
柳
下
九
百
八
十

一
番
ほ
か
七
筆 

一
〇
、
四
六
六 

二
、
六
九
四 

一
、
三
三
七 

四
八
、
五
一
五 

六
、
四
八
四 

四
、
五
五
四 

一
〇
、
六
八
三 

三
、
九
九
九 

一
二
、
四
〇
五 

八
、
一
三
一 

二
、
九
五
八 

七
、
八
二
四 



  
 

有
限
会
社
神
扇
農

業
機
械
化
セ
ン
タ

ー 吉
田 

正
行 

小
林 

容
彰 

イ
オ
ン
ア
グ
リ
創

造
株
式
会
社 

渡
邉 

司 

渡
辺 

健
司 

渡
邉 

克
行 

吉
野 

信
雄 

吉
澤 

典
子 

吉
澤 

進 

吉
澤 
清 

吉
澤 

明
雄 

埼
玉
県
幸
手
市
大
字

神
扇
千
五
百
七
十
番

地 埼
玉
県
久
喜
市
菖
蒲

町
小
林
千
百
二
十
五

番
地 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

稲
子
千
二
百
二
十
八

番
地
一 

千
葉
県
美
浜
区
中
瀬

一
丁
目
五
番
一 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

百
十
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

百
七
番
地
四 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

百
二
十
一
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
栄
二

百
三
十
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
八
百
四
十
四
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
九
百
十
五
番
地
一 

埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
九
百
四
十
九
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
九
百
三
十
七
番
地 

埼
玉
県
幸
手
市
大
字

神
扇
字
平
須
賀
前
五

百
七
十
九
番
二
ほ
か

八
筆 

埼
玉
県
久
喜
市
菖
蒲

町
小
林
字
小
田
八
千

五
百
四
十
二
番
一
ほ

か
五
筆 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字

本
川
俣
字
宮
地
千
七

百
九
十
八
番
ほ
か
一

筆 埼
玉
県
羽
生
市
大
字

三
田
ケ
谷
字
中
新
田

千
五
百
番
ほ
か
十
八

筆 埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

字
鍵
谷
八
百
八
十
六

番
ほ
か
七
筆 

埼
玉
県
加
須
市
戸
崎

字
鍵
谷
九
百
番
一
ほ

か
三
筆 

埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
字
山
王
千
百
十
一

番
一
ほ
か
百
四
十
五

筆 埼
玉
県
加
須
市
栄
字

中
新
田
二
百
八
十
一

番
六 

埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
字
柳
下
七
百
十
九

番
二
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
字
柳
下
八
百
七
番

ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
字
柳
下
九
百
八
十

七
番
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
加
須
市
上
高

柳
字
広
島
千
五
十
八

番
ほ
か
八
筆 

二
〇
、
六
一
八 

一
二
、
四
六
六 

四
、
八
七
二 

二
〇
、
九
三
三 

六
、
七
九
八 

三
、
八
六
五 

一
八
七
、
六
二
八 

八
九
三 

二
、
〇
九
五 

三
、
六
一
〇 

三
、
〇
四
三 

九
、
六
七
三 



  
 

岩
﨑 

文
雄 

岩
﨑 

秀
男 

岩
﨑 

富
夫 

岩
﨑 

千
秋 

岩
﨑 

猛 

伊
東 

康
夫 

石
川 

清 

石
川 

宇
一 

安
齋 

尚
志 

赤
沼 

義
弘 

赤
沼 

裕 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
福
田
三
千
二

百
九
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
福
田
三
千
百

三
十
一
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
福
田
三
千
三

百
三
十
二
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
福
田
三
千
七

百
七
十
八
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
福
田
三
千
百

九
十
五
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
福
田
三
千
二

百
七
十
三
番
地
一 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
福
田
二
千
七

百
四
十
六
番
地
五 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
福
田
二
千
七

百
四
十
九
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
五
百
九

十
七
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
羽
尾
千
三
百

八
十
七
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
羽
尾
千
三
百

八
十
八
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
福
田
字
稲
荷

前
四
千
三
百
二
十
番

ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
福
田
字
天
神

前
四
千
三
百
三
十
七

番 埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
福
田
字
天
神

前
四
千
三
百
三
十
六

番
ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
福
田
字
榎
四

千
四
百
五
十
番
ほ
か

十
二
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
福
田
字
稲
荷

前
四
千
三
百
五
番 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
福
田
字
中
在

家
裡
四
千
四
百
一
番

ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
福
田
字
稲
荷

前
四
千
三
百
三
番
ほ

か
十
八
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
福
田
字
稲
荷

前
四
千
三
百
十
九
番

ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
字
清
水

二
百
六
十
七
番
ほ
か

六
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
羽
尾
字
表
前

五
千
六
百
六
十
四
番

ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
羽
尾
字
稲
荷

前
五
千
七
百
五
十
番

ほ
か
三
筆 

七
、
一
三
〇 

三
、
五
九
五 

一
〇
、
九
〇
〇 

一
八
、
七
七
九 

三
、
八
三
二 

六
、
八
九
二 

三
六
、
七
五
六 

三
、
二
三
一 

三
、
一
一
七 

七
、
七
〇
八 

六
、
七
八
五 



  
 

神
山 

家
立 

金
子 

修
治 

加
藤 

義
雄 

小
高 

孝
彦 

大
林 

二
郎 

大
谷 

博 

江
森 

逸
郎 

内
田 

敏
雄 

内
田 

孝
義 

上
野 

孝
志 

上
野 

建
司 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
福
田
三
千
二

百
八
十
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
羽
尾
千
二
百

八
十
三
番
地 

埼
玉
県
東
松
山
市
大

字
大
谷
千
五
十
八
番

地
二 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
五
百
九

十
四
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
羽
尾
千
三
百

九
十
四
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
羽
尾
千
二
百

四
十
四
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
三
百
八

十
番
地
二 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
羽
尾
千
四
百

七
十
六
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
千
七
百

十
番
地
一 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
羽
尾
四
百
十

六
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
羽
尾
千
四
百

番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
福
田
字
天
神

前
四
千
三
百
三
十
九

番
ほ
か
七
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
羽
尾
字
稲
荷

前
五
千
七
百
五
十
七

番
ほ
か
十
三
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
字
壱
町

田
二
千
六
百
二
十
五

番
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
字
本
納

地
五
百
十
二
番
三
ほ

か
九
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
羽
尾
字
表
前

五
千
七
百
七
番
ほ
か

三
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
羽
尾
字
谷
ノ

前
五
千
五
百
三
十
五

番
ほ
か
三
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
字
宮
田

八
百
二
十
九
番
ほ
か

三
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
羽
尾
字
表
前

五
千
七
百
十
八
番 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
字
久
保

田
千
三
百
八
十
三
番

ほ
か
七
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
羽
尾
字
表
前

五
千
六
百
七
十
七
番

ほ
か
十
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
羽
尾
字
谷
ノ

前
五
千
五
百
十
五
番 

一
三
、
八
八
五 

二
〇
、
一
九
七 

四
、
〇
九
八 

五
、
八
八
五 

二
、
七
二
八 

六
、
九
六
四 

二
、
九
二
二 

四
、
九
一
九 

八
、
五
七
八 

一
七
、
〇
四
二 

二
、
〇
七
〇 



  
 

贄
田 

靜
男 

贄
田 

勝
正 

田
口 

光
明 

鈴
木 

和
市 

鈴
木 

義
友 

鈴
木 

實
春 

島
田 

郁
生 

小
宮 

國
治 

小
久
保 

二
三
男 

小
久
保 

光
治 

神
山 

昌
美 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
千
四
百

六
十
七
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
千
百
四

十
一
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
二
千
三

百
四
十
九
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
二
千
二

百
七
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
二
千
二

百
九
十
七
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
二
千
二

百
七
十
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
羽
尾
千
八
百

一
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
羽
尾
千
四
百

四
十
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
羽
尾
千
四
百

三
十
二
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
福
田
三
千
七

百
四
十
五
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
福
田
三
千
三

百
二
十
四
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
字
久
保

田
千
四
百
番
ほ
か
十

二
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
字
新
井

千
二
百
四
十
番
一
ほ

か
六
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
字
山
王

二
千
二
百
三
十
四
番

一
ほ
か
六
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
羽
尾
字
小
江

戸
五
千
三
十
二
番
三

ほ
か
二
百
三
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
字
山
王

二
千
二
百
七
十
六
番

一
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
字
山
王

二
千
二
百
二
十
二
番

ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
羽
尾
字
稲
荷

前
五
千
七
百
五
十
一

番
ほ
か
六
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
羽
尾
字
表
前

五
千
六
百
五
十
一
番

ほ
か
四
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
羽
尾
字
表
前

五
千
六
百
七
十
九
番 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
福
田
字
榎
四

千
四
百
五
十
三
番
ほ

か
二
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
羽
尾
字
表
前

五
千
七
百
二
十
三
番

ほ
か
六
十
四
筆 

七
、
六
一
〇 

四
、
一
四
六 

六
、
〇
五
七 

一
五
四
、
九
三
七 

三
、
三
〇
六 

二
四
三 

一
一
、
四
七
二 

四
、
九
一
四 

二
、
八
六
七 

五
、
九
九
三 

六
八
、
〇
四
九 



  
 

福
田 

茂
男 

野
澤 

正
芳 

野
澤 

文
夫 

野
澤 

利
夫 

西
田 

晴
夫 

贄
田 

基
司 

贄
田 

美
津
江 

贄
田 

決 

贄
田 

秀
樹 

贄
田 

忠
雄 

贄
田 

仁
一 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
羽
尾
四
百
五

十
三
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
二
千
三

百
九
十
一
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
二
千
五

百
九
十
六
番
地
一 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
二
千
三

百
三
十
四
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
羽
尾
千
五
十

一
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
千
四
百

二
十
八
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
千
二
百

九
十
九
番
地
一 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
九
百
二

十
六
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
千
三
百

番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
九
百
四

十
四
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
九
百
三

十
七
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
羽
尾
字
表
前

五
千
六
百
六
十
五
番

ほ
か
四
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
字
久
保

田
千
四
百
十
一
番
ほ

か
四
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
字
壱
町

田
二
千
六
百
十
二
番

一
ほ
か
五
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
字
仲
区

千
七
百
四
十
四
番
ほ

か
八
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
羽
尾
字
谷
ノ

前
五
千
五
百
三
十
二

番 埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
字
久
保

田
千
三
百
八
十
五
番

ほ
か
十
二
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
字
久
保

田
千
三
百
九
十
五
番

一
ほ
か
七
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
字
三
本

木
千
百
五
十
八
番
一

ほ
か
十
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
字
矢
崎

前
千
三
百
五
十
六
番

一
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
字
三
本

木
千
百
九
十
五
番
一

ほ
か
六
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
山
田
字
三
本

木
千
二
百
八
番
一
ほ

か
六
筆 

八
、
六
三
七 

六
、
三
三
七 

四
、
四
〇
一 

五
、
三
七
四 

三
、
一
四
七 

一
二
、
一
九
〇 

六
、
六
四
五 

九
、
二
〇
六 

六
、
〇
八
七 

二
、
三
六
八 

四
、
五
七
二 



 
 

木
口 

和
久 

ひ
び
き
の
農
産
株

式
会
社 

根
岸 

秀
典 

田
村 

勝 

吉
田 

洋
一 

吉
田 

政
彦 

吉
田 

政
史 

吉
田 

昇 

松
本 

知
義 

堀
口 

近
三 

堀
口 

和
夫 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
新
里
千
六
百

八
十
九
番
地 

埼
玉
県
本
庄
市
早
稲

田
の
杜
一
丁
目
十
四

番
一
号 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
猪
俣
二
千
七

百
五
十
六
番
地 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
広
木
百
五
十

七
番
地
一 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
福
田
二
千
八

百
十
二
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
福
田
二
千
七

百
六
十
七
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
福
田
三
千
三

百
四
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
福
田
三
千
二

百
二
十
八
番
地
七 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
福
田
三
千
二

百
九
十
二
番
地
二 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
福
田
二
千
七

百
二
十
番
地 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
福
田
三
千
七

百
三
十
四
番
地 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
新
里
字
池
下

六
十
八
番
ほ
か
六
十

筆 埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
駒
衣
字
市
場

一
番
ほ
か
五
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
駒
衣
字
池
下

七
百
四
十
一
番
一
ほ

か
四
十
九
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里

町
大
字
駒
衣
字
市
場

一
番
ほ
か
五
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
福
田
字
小
川

谷
東
四
千
二
百
八
番

ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
福
田
字
小
川

谷
四
千
二
百
二
十
二

番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
福
田
字
天
神

前
四
千
三
百
四
十
三

番
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
福
田
字
中
在

家
裡
四
千
四
百
三
番

ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
福
田
字
榎
四

千
四
百
四
十
六
番
ほ

か
三
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
福
田
字
小
川

谷
四
千
二
百
三
十
一

番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川

町
大
字
福
田
字
榎
四

千
四
百
五
十
四
番
ほ

か
三
筆 

八
三
、
四
一
二 

七
、
九
二
三 

八
三
、
三
八
四 

七
、
九
二
三 

六
、
六
四
三 

八
、
四
二
七 

七
、
〇
九
五 

一
〇
、
〇
八
七 

八
、
六
〇
七 

三
、
三
九
八 

五
、
七
六
五 



  
 

入 

文
隆 

安
藤 

利
一 

山
田 

浩 

ひ
び
き
の
農
産
株

式
会
社 

萩
原 

康
広 

主
山 

義
雄 

中
井 

健
一 

高
橋 

文
彦 

清
水 

茂
則 

柴
﨑 

剛 

木
村 

豊 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里

町
大
字
五
明
七
百
六

十
八
番
地 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里

町
大
字
五
明
五
百
二

十
七
番
地 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
新
里
百
六
十

三
番
地
四 

埼
玉
県
本
庄
市
早
稲

田
の
杜
一
丁
目
十
四

番
一
号 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
新
里
千
八
百

二
十
三
番
地
一 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
新
里
千
八
百

十
二
番
地 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
新
里
二
千
七

百
九
十
八
番
地
二 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
新
里
千
六
百

八
十
番
地 

埼
玉
県
本
庄
市
児
玉

町
宮
内
千
三
百
五
十

五
番
地 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
新
里
千
七
百

七
十
四
番
地
二 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
新
里
六
百
二

十
四
番
地
一 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里

町
大
字
五
明
字
北
房

谷
戸
七
百
五
十
五
番

二
ほ
か
十
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里

町
大
字
五
明
字
北
房

谷
戸
七
百
五
十
二
番

三 埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
新
里
字
池
下

三
十
七
番
一
ほ
か
十

三
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
新
里
字
池
下

三
十
七
番
一
番
ほ
か

三
十
五
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
新
里
字
上
宿

千
八
百
四
十
七
番
一

ほ
か
十
四
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
新
里
字
北
塚

原
三
百
二
十
番
ほ
か

十
四
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
新
里
字
上
前

田
二
千
四
百
三
十
番

ほ
か
三
十
五
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
新
里
字
上
前

田
二
千
四
百
四
十
六

番
ほ
か
四
十
九
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
新
里
字
池
下

五
十
番
ほ
か
十
二
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
新
里
字
上
宿

千
七
百
七
十
番
一
ほ

か
五
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
大
字
新
里
字
上
羽

根
倉
千
九
百
九
十
六

番
一
ほ
か
三
筆 

八
、
〇
七
六 

二
、
二
七
七 

一
六
、
六
四
三 

五
〇
、
二
一
九 

一
〇
、
一
八
二 

一
六
、
七
九
〇 

四
四
、
二
六
七 

六
五
、
八
九
五 

一
三
、
七
五
七 

二
、
七
二
八 

六
、
七
六
九 



                                 

 

木
本 

孝
司 

株
式
会
社
ヤ
オ
コ

ー 大
澤 

守
男 

大
木 

龍
二 

梅
澤 

功 

吉
田 

昭
一 

吉
田 

昭 

矢
島 

正
和 

ひ
び
き
の
農
産
株

式
会
社 

塚
越 

康
弘 

金
井 

武
司 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居

町
大
字
赤
浜
二
千
二

百
九
十
五
番
地 

埼
玉
県
川
越
市
脇
田

本
町
一
番
地
五 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居

町
大
字
赤
浜
千
六
百

七
十
八
番
地
一 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居

町
大
字
赤
浜
二
千
六

百
二
十
一
番
地
八 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居

町
大
字
今
市
七
百
十

番
地 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里

町
大
字
五
明
五
百
五

十
九
番
地
一 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里

町
大
字
五
明
七
百
七

十
九
番
地
一 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里

町
大
字
帯
刀
四
百
二

十
番
地 

埼
玉
県
本
庄
市
早
稲

田
の
杜
一
丁
目
十
四

番
一
号 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里

町
大
字
帯
刀
四
百
四

十
番
地 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里

町
大
字
五
明
七
百
三

十
二
番
地
一 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居

町
大
字
赤
浜
字
沼
下

二
千
二
百
五
十
九
番 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居

町
大
字
赤
浜
字
金
井

原
千
五
百
五
番
一
ほ

か
十
一
筆 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居

町
大
字
赤
浜
字
金
井

原
千
五
百
一
番 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居

町
大
字
赤
浜
字
普
光

寺
東
千
七
百
八
十
九

番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居

町
大
字
赤
浜
字
後
塚

田
千
九
百
五
十
四
番

ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里

町
大
字
五
明
字
天
神

林
九
百
九
十
七
番
二 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里

町
大
字
五
明
字
天
神

林
九
百
七
十
一
番
三

ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里

町
大
字
五
明
字
北
房

谷
戸
六
百
八
十
四
番

三
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里

町
大
字
五
明
字
北
房

谷
戸
六
百
九
十
四
番

四
ほ
か
十
六
筆 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里

町
大
字
五
明
字
北
房

谷
戸
六
百
八
十
五
番

一 埼
玉
県
児
玉
郡
上
里

町
大
字
五
明
字
北
房

谷
戸
六
百
九
十
四
番

四
ほ
か
十
二
筆 

二
、
一
七
七 

一
五
、
六
二
〇 

二
、
二
一
八 

三
、
五
二
〇 

二
、
五
五
三 

四
、
二
二
五 

二
、
二
六
〇 

一
、
九
五
二 

三
〇
、
四
九
二 

一
、
一
八
一 

二
二
、
三
二
一 



             

二 

認
可
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
三
日 

 

八
木 

大
輔 

株
式
会
社
藤
江
農

園 戸
屋 

政
春 

シ
ュ
レ
ス
タ 

勝 

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
松

伏
町
大
字
田
中
一
丁

目
十
番
地
八 

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
松

伏
町
大
字
大
川
戸
七

百
八
十
三
番
地 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居

町
大
字
赤
浜
千
六
百

三
十
四
番
地 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居

町
大
字
赤
浜
二
千
六

十
六
番
地
六 

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
松

伏
町
大
字
大
川
戸
字

砂
田
千
七
番
ほ
か
八

筆 埼
玉
県
北
葛
飾
郡
松

伏
町
大
字
大
川
戸
字

曽
根
田
千
三
百
八
十

九
番
一
ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居

町
大
字
赤
浜
字
金
井

原
千
四
百
九
十
九
番

ほ
か
二
筆 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居

町
大
字
赤
浜
字
古
形

二
千
百
七
十
六
番
一

ほ
か
一
筆 

七
、
二
五
五 

二
、
二
五
一 

五
、
〇
八
八 

六
二
六 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
二
号 

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ

た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

な
お
、
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日

ま
で
に
埼
玉
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要 

二 

申
請
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
九
日 

        

株
式
会
社
ヤ
マ
ザ

キ
ラ
イ
ス 

株
式
会
社
農
業
舎 

株
式
会
社
川
島
農

園 吉
田 

和
好 

江
原 

浩
昭 

有
限
会
社
早
川
農

場 氏
名
又
は
名
称 

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者 

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
杉

戸
町
大
字
才
羽
百
八

十
五
番
地 

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
杉

戸
町
大
字
才
羽
千
二

百
八
十
八
番
地
二 

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
杉

戸
町
大
字
才
羽
八
百

十
二
番
地 

埼
玉
県
鴻
巣
市
小
谷

六
百
五
十
二
番
地
一 

埼
玉
県
鴻
巣
市
前
砂

三
百
五
十
九
番
地 

埼
玉
県
加
須
市
平
永

八
百
二
十
三
番
地
一 

住 
 

 

所 

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
杉

戸
町
大
字
才
羽
二
百

十
二
番
ほ
か
十
三
筆 

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
杉

戸
町
大
字
才
羽
千
二

百
六
十
二
番
ほ
か
三

筆 埼
玉
県
北
葛
飾
郡
杉

戸
町
大
字
大
塚
百
八

十
六
番
ほ
か
一
筆 

埼
玉
県
鴻
巣
市
三
町

免
字
弐
ノ
耕
地
二
百

八
十
五
番 

埼
玉
県
鴻
巣
市
三
町

免
字
壱
ノ
耕
地
七
十

四
番
一
ほ
か
四
筆 

埼
玉
県
加
須
市
阿
良

川
字
流
千
八
十
九
番

ほ
か
九
筆 

所 
在 

地 

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地 

二
六
、
六
六
八 

七
、
一
三
九 

五
、
〇
二
六 

三
、
五
四
五 

二
、
八
八
〇 

二
一
、
七
五
〇 

面
積
（
平
方 

メ
ー
ト
ル
） 



三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
農
林
部
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
課 

四 
縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
四
月
十
二
日
ま
で 

五 

意
見
書
の
提
出
先 

 
 

埼
玉
県
農
林
部
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
三
号 

 
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

指
定
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所 

埼
玉
県
本
庄
市
児
玉
町
小
平
字
柿
木
沢
二
三
八
一
、
二
三
八
九
、
二
三
九
二
、
二
三
九
三
の

一
、
二
三
九
三
の
二 

二 

指
定
の
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

三 

指
定
施
業
要
件 

イ 

立
木
の
伐
採
の
方
法 

㈠ 

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

㈡ 

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に

係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

㈢ 

間
伐
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

ロ 

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
 

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
関
係
書
類
を
埼
玉
県
庁
及
び
本
庄
市
役
所
に
備
え
置
い 

 
 

 

て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

     



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
四
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
兼
用
工
作

物
の
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
、
河
川
管
理
者
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
長
と
協
議
し
て
次
の

と
お
り
定
め
た
の
で
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 

一
般
国

道
百
四

十

号 

路
線
名 

秩

父

市

大

滝

三

千

九

百

二

十

五

番

十

一

地

先

か

ら

同

市

大

滝

三

千

八

百

七

十

六

番

十

一
地
先

ま

で 位 

置 

道
路 

種
類 

一

級

河

川

荒

川

水

系

荒

川

二

瀬

ダ

ム

管

理

用

道

路 他

の

工

作

物

の

名 
称 

 
 

 
 

河
川
法
又
は
同
法

に
基
づ
く
命
令
の

規
定
に
よ
る
兼
用

工
作
物
の
管
理 

河
川
管
理
者 

管

理

区

分 

兼
用
工
作
物
の
新

設
（

道
路
の
附
属

物
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
、
改
築
、

維
持
又
は
修
繕
及

び
道
路
法
又
は
同

法
に
基
づ
く
命
令

の
規
定
に
よ
る
兼

用
工
作
物
の
管
理 

道
路
管
理
者 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
五
号 

 
車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基

づ
き
、
通
行
す
る
車
両
の
高
さ
の
最
高
限
度
が
四
・
一
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
道
路
を
次
の
と
お
り
指

定
し
、
及
び
同
令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
道
路
を
通
行
す
る
高
さ
が
三
・
八
メ

ー
ト
ル
を
超
え
四
・
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
車
両
の
通
行
方
法
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

指
定
す
る
道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
区
間 

二 

指
定
す
る
期
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日 

三 

通
行
方
法 

県
道 

県
道 

県
道 

県
道 

県
道 

一
般
国
道 

種 

類 

越
谷
八
潮
線 

平
方
東
京
線 

春
日
部
菖
蒲 

 

線 さ
い
た
ま
幸 

 

手
線 

 

越
谷
流
山
線 

 

百
二
十
五
号 

路 
 

線 
 

名 

八
潮
市
八
潮
八
丁
目
三
番
六
地
先
か
ら 

八
潮
市
大
字
大
曽
根
六
四
六
番
一
地
先
ま
で 

八
潮
市
大
字
大
曽
根
五
二
八
番
一
地
先
か
ら 

八
潮
市
大
字
大
曽
根
一
五
四
一
番
一
地
先
ま
で 

春
日
部
市
梅
田
三
丁
目
四
三
地
先
か
ら 

白
岡
市
岡
泉
字
丸
山
一
二
六
〇
番
二
地
先
ま
で 

白
岡
市
岡
泉
字
丸
山
一
二
六
〇
番
二
地
先
か
ら 

白
岡
市
下
野
田
字
宿
七
一
六
番
五
地
先
ま
で 

越
谷
市
瓦
曽
根
二
丁
目
二
二
四
番
一
地
先
か
ら 

越
谷
市
大
成
町
六
丁
目
五
九
番
三
地
先
ま
で 

行
田
市
行
田
二
四
一
番
一
地
先
か
ら 

行
田
市
大
字
持
田
字
油
免
二
二
二
一
番
一
三
地
先
ま
で 

区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

間 



 

一
の
道
路
を
通
行
す
る
高
さ
が
三
・
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
・
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
車
両
は
、

次
の
通
行
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

イ 

走
行
位
置
の
指
定 

 
上
空
障
害
箇
所
で
は
、
車
両
又
は
車
両
に
積
載
す
る
貨
物
が
建
築
限
界
を
侵
す
お
そ
れ
が

あ
る
の
で
、
車
線
か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
走
行
す
る
と
と
も
に
、
道
路
に
隣
接
す
る
施
設

等
に
出
入
り
す
る
た
め
や
む
を
得
ず
車
線
か
ら
は
み
出
す
場
合
は
、
標
識
や
樹
木
等
の
上
空

障
害
物
に
接
触
し
な
い
よ
う
十
分
に
注
意
す
る
こ
と
。 

ロ 

後
方
警
戒
措
置 

 

後
方
車
両
に
対
し
十
分
な
車
間
距
離
を
取
ら
せ
、
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
横
寸

法
〇
・
二
三
メ
ー
ト
ル
以
上
、
縦
寸
法
〇
・
一
二
メ
ー
ト
ル
以
上
（
又
は
横
寸
法
〇
・
一
二

メ
ー
ト
ル
以
上
、
縦
寸
法
〇
・
二
三
メ
ー
ト
ル
以
上
）
の
地
が
黒
色
の
板
等
に
黄
色
の
反
射

塗
装
そ
の
他
反
射
性
を
有
す
る
材
料
で
「
背
高
」
と
表
示
し
た
標
識
を
、
車
両
の
後
方
の
見

や
す
い
箇
所
に
掲
げ
る
こ
と
。 

ハ 

道
路
情
報
の
収
集 

 

道
路
の
状
況
は
、
工
事
の
実
施
等
に
よ
り
変
化
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
道

路
情
報
を
収
集
し
、
上
空
障
害
箇
所
の
な
い
こ
と
を
確
認
の
上
走
行
す
る
こ
と
。 

  



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
六
号 

 
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
土
砂
災
害
警

戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
（
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
九
十
八
号
及
び
平
成
二

十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号
）
の
う
ち
、
次
の
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

土
砂
災
害
警
戒
区
域 

     

二 

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域 

                    

鶴
馬
１
丁
目 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
川
越

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

土
砂
災
害
警
戒
区
域 

 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

な
る
自
然
現
象
の
種
類 

 

 

鶴
馬
１
丁
目 

上
ノ
原
団
地 

土
砂
災
害
特
別
警

戒
区
域
の
名
称 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

川
越
県
土
整
備
事
務

所
及
び
富
士
見
市
役

所
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

川
越
県
土
整
備
事
務

所
及
び
狭
山
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

土
砂
災
害
特
別
警
戒

区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

川
越
県
土
整
備
事
務

所
及
び
富
士
見
市
役

所
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

川
越
県
土
整
備
事
務

所
及
び
狭
山
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

土
砂
災
害
の
発
生
を

防
止
す
る
た
め
に
行

う
建
築
物
の
構
造
の

規
制
に
必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事
項 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
七
号 

 
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
の
区
域
を

土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
と
し
て
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

土
砂
災
害
警
戒
区
域 

                           

上
殿
北 

鶴
馬
１
丁
目 

大
門
―
２ 

大
門
―
１ 

稲
荷
下 

新
右
エ
門
新
田
―
２ 

南
中
丸
―
２ 

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称 

 
平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
川
越

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
さ
い

た
ま
県
土
整
備
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
さ
い

た
ま
県
土
整
備
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
さ
い

た
ま
県
土
整
備
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
さ
い

た
ま
県
土
整
備
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
さ
い

た
ま
県
土
整
備
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。 

土
砂
災
害
警
戒
区
域 

 

地
す
べ
り 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

な
る
自
然
現
象
の
種
類 

 



                                   

下
モ 

空
堀 

大
野 

長
谷
―
３
―
２ 

長
谷
―
３
―
１ 

山
根
―
１ 

小
山 

梅
ノ
久
保 

上
殿
南 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
東
松 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
東
松

山
県
土
整
備
事
務
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
東
松

山
県
土
整
備
事
務
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
東
松

山
県
土
整
備
事
務
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
東
松

山
県
土
整
備
事
務
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
東
松

山
県
土
整
備
事
務
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
及
び
東

松
山
県
土
整
備
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
飯
能

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

地
す
べ
り 

地
す
べ
り 

地
す
べ
り 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

地
す
べ
り 

地
す
べ
り 

地
す
べ
り 

 

 



                                   

石
神
沢 

萩
平 

柴 上
ノ
山 

雲
河
原 

瀬
戸 

奥
畑 

西
平 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
東
松

山
県
土
整
備
事
務
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
東
松

山
県
土
整
備
事
務
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
東
松

山
県
土
整
備
事
務
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
東
松

山
県
土
整
備
事
務
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
東
松

山
県
土
整
備
事
務
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
東
松

山
県
土
整
備
事
務
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
東
松

山
県
土
整
備
事
務
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。 

山
県
土
整
備
事
務
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。 

土
石
流 

地
す
べ
り 

地
す
べ
り 

地
す
べ
り 

地
す
べ
り 

地
す
べ
り 

地
す
べ
り 

地
す
べ
り 

 

 



                                   

上
蒔
田
１
２ 

上
蒔
田
１
１ 

中
蒔
田
１ 

上
蒔
田
３ 

上
蒔
田
２ 

蒔
田
―
２ 

蒔
田
―
１ 

上
蒔
田
１ 

蒔
田
１ 

蒔
田
３ 

上
蒔
田
４ 

上
蒔
田
３ 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

土
石
流 

土
石
流 

土
石
流 

土
石
流 

 



                                   

坊
平
２ 

坊
平
１ 

中
蒔
田
４ 

中
蒔
田
３ 

中
蒔
田
５ 

上
蒔
田
１
０ 

上
蒔
田
９ 

上
蒔
田
８ 

上
蒔
田
７ 

上
蒔
田
５ 

上
蒔
田
１
３ 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

土
石
流 

土
石
流 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

 



                                   

駒
沢
１
３ 

駒
沢
１
２ 

中
郷
１ 

駒
沢
１ 

駒
沢
２ 

井
森
―
２ 

井
森
―
１ 

中
郷
１ 

中
郷
２ 

田
村
２ 

田
村
１ 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

土
石
流 

土
石
流 

土
石
流 

土
石
流 

 

 



                                   

坊
平
４ 

坊
平
３ 

中
郷
２ 

中
郷
６ 

中
郷
５ 

中
郷
４ 

中
郷
３ 

駒
沢
８ 

駒
沢
３ 

井
森
３ 

中
郷
９ 

中
郷
８ 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 



                                   

神
の
原
沢
１ 

櫻
株
沢 

坊
平
９ 

中
郷
１
１ 

 

駒
沢
１
５ 

駒
沢
１
４ 

中
郷
１
０ 

井
森
２ 

坊
平
８
―
２ 

坊
平
８
―
１ 

坊
平
５ 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

土
石
流 

土
石
流 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

 



                                   

神
ノ
原
１
―
１ 

桧
河
原
―
３ 

桧
河
原
―
２ 

桧
河
原
―
１ 

聖
天
１ 

腰
沢 

高
田
沢 

柿
ノ
久
保
２ 

峠
の
沢 

柿
ノ
久
保
１ 

神
の
原
沢
２ 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

土
石
流 

土
石
流 

土
石
流 

土
石
流 

土
石
流 

土
石
流 

土
石
流 

 

 



                                   

山
谷
戸
―
２ 

山
谷
戸
―
１ 

釜
ノ
沢 

ヒ
カ
ケ 

神
ノ
原
２ 

聖
天
１
―
３ 

聖
天
１
―
２ 

聖
天
１
―
１ 

仲
居
向
―
２ 

仲
居
向
―
１ 

神
ノ
原
１
―
３ 

神
ノ
原
１
―
２ 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 



                                   

柿
ノ
久
保
８ 

柿
ノ
久
保
７ 

柿
ノ
久
保
６ 

柿
ノ
久
保
３ 

柿
ノ
久
保
２ 

柿
ノ
久
保
１ 

柿
ノ
久
保
５ 

布
沢
２ 

布
沢
１
―
２ 

布
沢
１
―
１ 

山
谷
戸
―
３ 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

 



                                   

馬
場
３ 

馬
場
１
―
２ 

馬
場
１
―
１ 

淵
平
１ 

洗
馬
草
沢 

伊
豆
沢 

大
久
保
沢 

乳
子
沢 

桐
久
保
沢 

釜
ノ
沢
２ 

柿
ノ
久
保
４ 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

土
石
流 

土
石
流 

土
石
流 

土
石
流 

土
石
流 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

 



                                   

伊
豆
沢
和
田
３ 

伊
豆
沢
西
平
５ 

淵
平
３
―
２ 

淵
平
３
―
１ 

淵
平
２ 

淵
平 

馬
場
５ 

中
海
戸 

沢
浦
１
―
２ 

沢
浦
１
―
１ 

伊
豆
沢
西
平
１ 

伊
豆
沢
西
平
２ 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 



                                   

伊
豆
沢
和
田
２
―
１ 

淵
平
９ 

淵
平
７ 

淵
平
６
―
２ 

淵
平
６
―
１ 

馬
場
６ 

沢
浦
５ 

沢
浦
４ 

沢
浦
３ 

沢
浦
２ 

伊
豆
沢
西
平
３ 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

 



                                   

吉
井
２
―
２ 

吉
井
２
―
１ 

吉
井
１
―
６ 

吉
井
１
―
５ 

吉
井
１
―
４ 

吉
井
１
―
３ 

吉
井
１
―
２ 

吉
井
１
―
１ 

ハ
シ
ノ
沢 

沢
浦
７ 

伊
豆
沢
和
田
２
―
２ 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

土
石
流 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

 



                                   

馬
場
８ 

風
殿
７ 

風
殿
６ 

風
殿
２ 

風
殿
３
―
２ 

風
殿
３
―
１ 

馬
場
２ 

馬
場
４
―
２ 

馬
場
４
―
１ 

綾
平
１ 

風
殿
１ 

吉
井
２
―
３ 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 



                                   

宿 風
布
―
２ 

後
山
沢
２ 

吉
井 

風
殿 

風
殿
４ 

風
殿
５ 

吉
井
４ 

吉
井
３ 

綾
平
３ 

綾
平
２ 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
秩
父

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

土
石
流 

土
石
流 

地
す
べ
り 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

 



                                   

宿
―
１ 

金
尾
―
２ 

金
尾
―
１ 

元
宿
―
３ 

元
宿
―
１
―
１ 

元
宿
―
１ 

小
林
―
２ 

小
林
―
１ 

金
尾
２ 

金
尾
１ 

小
林 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

 



            

二 

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域 

                      

大
門
―
２ 

大
門
―
１ 

稲
荷
下 

新
右
エ
門
新
田
―

２ 土
砂
災
害
特
別
警

戒
区
域
の
名
称 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

さ
い
た
ま
県
土
整
備

事
務
所
及
び
さ
い
た

ま
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

さ
い
た
ま
県
土
整
備

事
務
所
及
び
さ
い
た

ま
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

さ
い
た
ま
県
土
整
備

事
務
所
及
び
さ
い
た

ま
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

土
砂
災
害
特
別
警
戒

区
域 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

さ
い
た
ま
県
土
整
備

事
務
所
及
び
さ
い
た

ま
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

さ
い
た
ま
県
土
整
備

事
務
所
及
び
さ
い
た

ま
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

さ
い
た
ま
県
土
整
備

事
務
所
及
び
さ
い
た

ま
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

土
砂
災
害
の
発
生
を

防
止
す
る
た
め
に
行

う
建
築
物
の
構
造
の

規
制
に
必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事
項 

 

 

風
布 

末
野 

金
尾 

宿
―
２ 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県
熊
谷

県
土
整
備
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

地
す
べ
り 

地
す
べ
り 

地
す
べ
り 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 



                                   

石
神
沢 

長
谷
―
３
―
２ 

長
谷
―
３
―
１ 

山
根
―
１ 

鶴
馬
１
丁
目 

上
ノ
原
団
地 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

東
松
山
県
土
整
備
事

務
所
及
び
吉
見
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

東
松
山
県
土
整
備
事

務
所
及
び
吉
見
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

東
松
山
県
土
整
備
事

務
所
及
び
東
松
山
市

役
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

川
越
県
土
整
備
事
務

所
及
び
富
士
見
市
役

所
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

川
越
県
土
整
備
事
務

所
及
び
狭
山
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

さ
い
た
ま
県
土
整
備

事
務
所
及
び
さ
い
た

ま
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

土
石
流 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

東
松
山
県
土
整
備
事

務
所
及
び
吉
見
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

東
松
山
県
土
整
備
事

務
所
及
び
吉
見
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

東
松
山
県
土
整
備
事

務
所
及
び
東
松
山
市

役
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

川
越
県
土
整
備
事
務

所
及
び
富
士
見
市
役

所
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

川
越
県
土
整
備
事
務

所
及
び
狭
山
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

さ
い
た
ま
県
土
整
備

事
務
所
及
び
さ
い
た

ま
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 



                                   

上
蒔
田
２ 

蒔
田
―
２ 

蒔
田
―
１ 

上
蒔
田
１ 

蒔
田
１ 

上
蒔
田
４ 

上
蒔
田
３ 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

土
石
流 

土
石
流 

土
石
流 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

 



                                   

上
蒔
田
７ 

上
蒔
田
５ 

上
蒔
田
１
３ 

上
蒔
田
１
２ 

上
蒔
田
１
１ 

中
蒔
田
１ 

上
蒔
田
３ 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

に
供
す
る
。 

 



                                   

坊
平
１ 

中
蒔
田
４ 

中
蒔
田
３ 

中
蒔
田
５ 

上
蒔
田
１
０ 

上
蒔
田
９ 

上
蒔
田
８ 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

土
石
流 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

 



                                   

駒
沢
２ 

井
森
―
２ 

井
森
―
１ 

中
郷
１ 

中
郷
２ 

田
村
２ 

坊
平
２ 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

土
石
流 

土
石
流 

土
石
流 

土
石
流 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

 



                                   

中
郷
９ 

中
郷
８ 

駒
沢
１
３ 

駒
沢
１
２ 

中
郷
１ 

駒
沢
１ 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

 



                                   

中
郷
６ 

中
郷
５ 

中
郷
４ 

中
郷
３ 

駒
沢
８ 

駒
沢
３ 

井
森
３ 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

 



                                   

井
森
２ 

坊
平
８
―
２ 

坊
平
８
―
１ 

坊
平
５ 

坊
平
４ 

坊
平
３ 

中
郷
２ 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

に
供
す
る
。 

 



                                   

神
の
原
沢
１ 

櫻
株
沢 

坊
平
９ 

中
郷
１
１ 

駒
沢
１
５ 

駒
沢
１
４ 

中
郷
１
０ 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

土
石
流 

土
石
流 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
秩
父
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

 



                                   

桧
河
原
―
２ 

桧
河
原
―
１ 

聖
天
１ 

高
田
沢 

柿
ノ
久
保
２ 

峠
の
沢 

神
の
原
沢
２ 

 

平
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草
沢 

伊
豆
沢 

大
久
保
沢 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

土
石
流 

土
石
流 

土
石
流 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

 



                                   

馬
場
５ 

中
海
戸 

沢
浦
１
―
２ 

沢
浦
１
―
１ 

伊
豆
沢
西
平
１ 

伊
豆
沢
西
平
２ 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

 



                                   

伊
豆
沢
西
平
３ 

伊
豆
沢
和
田
３ 

伊
豆
沢
西
平
５ 

淵
平
３
―
２ 

淵
平
３
―
１ 

淵
平
２ 

淵
平 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

 



                                   

淵
平
６
―
２ 

淵
平
６
―
１ 

馬
場
６ 

沢
浦
５ 

沢
浦
４ 

沢
浦
３ 

沢
浦
２ 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

覧
に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

覧
に
供
す
る
。 

 



                                   

吉
井
１
―
２ 

ハ
シ
ノ
沢 

沢
浦
７ 

伊
豆
沢
和
田
２
―

２ 伊
豆
沢
和
田
２
―

１ 淵
平
９ 

淵
平
７ 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

土
石
流 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

 



                                   

吉
井
２
―
３ 

吉
井
２
―
２ 

吉
井
２
―
１ 

吉
井
１
―
６ 

吉
井
１
―
５ 

吉
井
１
―
４ 

吉
井
１
―
３ 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

 



                                   

風
殿
３
―
１ 

馬
場
２ 

馬
場
４
―
２ 

馬
場
４
―
１ 

綾
平
１ 

風
殿
１ 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

 



                                   

綾
平
３ 

綾
平
２ 

馬
場
８ 

風
殿
７ 

風
殿
６ 

風
殿
２ 

風
殿
３
―
２ 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

 



                                   

宿 風
布
―
２ 

後
山
沢
２ 

風
殿
４ 

風
殿
５ 

吉
井
４ 

吉
井
３ 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

覧
に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

土
石
流 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

秩
父
県
土
整
備
事
務

所
及
び
小
鹿
野
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

覧
に
供
す
る
。 

 



                                   

元
宿
―
１
―
１ 

元
宿
―
１ 

小
林
―
２ 

小
林
―
１ 

金
尾
２ 

金
尾
１ 

小
林 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

 



                                   

宿
―
２ 

宿
―
１ 

金
尾
―
２ 

金
尾
―
１ 

元
宿
―
３ 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

急
傾
斜
地
の
崩
壊 

 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

平
面
図
等
を
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

所
及
び
寄
居
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
八
号 

利
根
川
水
系
に
係
る
指
定
区
間
の
一
級
河
川
に
つ
い
て
、
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百

六
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
第
三
号
の
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
埼
玉
県
県
土
整
備
部
水
辺
再
生
課
及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

河
川
の
名
称 

 
 

第
二
大
場
川 

二 

指
定
に
係
る
河
川
区
域
の
存
す
る
区
間 

 
 

上
口
調
節
池 

 

 
 

右
岸 

三
郷
市
泉
三
丁
目
四
番
地
先 

三 

指
定
に
係
る
河
川
区
域 

 
 

関
係
図
書
の
茶
色
で
着
色
し
た
部
分
に
該
当
す
る
土
地
の
区
域
の
う
ち
、
河
川
法
第
六
条
第 

 

一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
区
域
以
外
の
区
域 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
九
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
羽
生
都
市
計
画
道
路
を
変
更
し
た
。 

 

な
お
、
当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
幸
手
都
市
計
画
道
路
を
変
更
し
た
。 

 

な
お
、
当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
一
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
四

十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
四
十
五
号
で
告
示
し
た
大
宮
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

さ
い
た
ま
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

さ
い
た
ま
都
市
計
画
下
水
道
事
業
さ
い
た
ま
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
三
十
年
四
月
一
日
か
ら 

 
 

平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

合
流
区
域 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 

変
更
な
し 

 

ロ 

分
流
汚
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
四
十
五
号
、
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千

五
百
四
十
六
号
、
昭
和
四
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
八
十
二
号
、
昭
和
四
十
八
年

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
八
十
四
号
、
昭
和
四
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
五
十
八
号
、

昭
和
五
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
四
十
六
号
、
昭
和
五
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百

九
十
六
号
、
昭
和
五
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
九
号
、
昭
和
五
十
三
年
埼
玉
県

告
示
第
五
百
十
五
号
、
昭
和
五
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
七
十
八
号
、
昭
和
五
十

三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
三
十
号
、
昭
和
五
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
三
十
二

号
、
昭
和
五
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
九
百
七
号
、
昭
和
五
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
四

百
七
十
八
号
、
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
号
、
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県

告
示
第
六
百
六
十
五
号
、
昭
和
五
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
三
十
二
号
、
昭
和
六
十



年
埼
玉
県
告
示
第
百
六
十
号
、
昭
和
六
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
九
十
四
号
、
昭
和

六
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
四
号
、
昭
和
六
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
三

十
九
号
、
平
成
元
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
号
、
平
成
二
年
埼
玉
県
告
示
第
百
七
十

五
号
、
平
成
二
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
六
号
、
平
成
二
年
埼
玉
県
告
示
第
八
百
二

十
一
号
、
平
成
四
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
七
十
九
号
、
平
成
四
年
埼
玉
県
告
示
第
九
百

三
号
、
平
成
四
年
埼
玉
県
告
示
第
九
百
四
号
、
平
成
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
三
十
九

号
、
平
成
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
六
十
号
、
平
成
六
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十

一
号
、
平
成
七
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
八
十
五
号
、
平
成
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
十

号
、
平
成
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
八
十
四
号
、
平
成
八
年
埼
玉
県
告
示
第
百
五
十

七
号
、
平
成
九
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
五
号
、
平
成
十
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
四
十

九
号
、
平
成
十
年
埼
玉
県
告
示
第
九
百
七
十
四
号
、
平
成
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百

六
号
、
平
成
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
九
百
四
十
四
号
、
平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
三

百
七
十
五
号
、
平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
十
三
号
、
平
成
十
四
年
埼
玉
県
告
示

第
千
二
百
七
十
号
、
平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
三
号
、
平
成
十
五
年
埼
玉

県
告
示
第
千
五
百
五
十
七
号
、
平
成
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
号
の
事
業
地
に
、

旧
岩
槻
市
の
昭
和
五
十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
十
二
号
、
昭
和
五
十
五
年
埼
玉
県
告

示
第
四
百
五
十
九
号
、
昭
和
五
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
三
十
号
、
昭
和
五
十
九

年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
十
五
号
、
昭
和
六
十
年
埼
玉
県
告
示
第
二
千
二
十
八
号
、
昭

和
六
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
一
号
、
平
成
二
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号
、

平
成
四
年
埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
九
十
五
号
、
平
成
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
七
十

八
号
、
平
成
九
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
三
号
、
平
成
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千

百
六
十
一
号
、
平
成
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
四
号
、
平
成
十
八
年
埼
玉
県
告

示
第
三
百
五
十
一
号
、
平
成
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
九
十
一
号
、
平
成
二
十
二
年

埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
号
、
平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
告
示
四
百
二
十
七
号
、
平
成
二
十

五
年
埼
玉
県
告
示
四
百
二
十
一
号
、
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
告
示
四
百
二
十
二
号
の
事

業
地
に
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
大
原
二
丁
目
、
三
丁
目
及
び
五
丁
目
並
び
に
大
宮

区
天
沼
町
一
丁
目
及
び
二
丁
目
並
び
に
寿
能
町
二
丁
目
並
び
に
堀
の
内
町
二
丁
目
及
び

三
丁
目
並
び
に
三
橋
二
丁
目
及
び
四
丁
目
並
び
に
北
区
大
字
今
羽
町
並
び
に
大
字
奈
良

町
並
び
に
大
字
別
所
町
並
び
に
大
字
本
郷
町
並
び
に
吉
野
町
一
丁
目
及
び
二
丁
目
並
び

に
桜
区
大
字
在
家
字
稲
荷
、
字
大
角
、
字
志
加
田
、
字
武
低
、
字
道
免
及
び
字
堀
合
並

び
に
大
字
宿
字
神
子
田
、
字
久
保
堀
、
字
拾
壱
堀
、
字
深
町
、
字
二
重
川
及
び
字
宮
前

並
び
に
大
字
塚
本
字
神
子
田
並
び
に
西
区
大
字
飯
田
字
裏
並
び
に
大
字
内
野
本
郷
字
西

原
、
字
上
野
原
及
び
字
新
田
並
び
に
大
字
指
扇
字
戸
並
び
に
大
字
清
河
寺
字
北
原
、
字

須
場
、
字
天
山
、
字
中
原
、
字
西
原
及
び
字
東
谷
並
び
に
大
字
高
木
字
稲
荷
前
、
字
根



貝
戸
及
び
字
東
浦
並
び
に
大
字
中
野
林
字
中
郷
並
び
に
大
字
西
遊
馬
字
氷
川
下
並
び
に

大
字
西
新
井
字
大
山
及
び
字
本
村
前
並
び
に
大
字
二
ツ
宮
字
後
谷
、
字
江
川
及
び
字
七

島
並
び
に
大
字
宝
来
字
八
反
田
及
び
字
葭
野
並
び
に
大
字
水
判
土
字
堀
の
内
並
び
に
三

橋
五
丁
目
及
び
四
丁
目
並
び
に
大
字
宮
前
町
並
び
に
緑
区
大
字
大
間
木
字
悪
水
東
、
字

八
町
及
び
字
附
島
並
び
に
大
字
大
牧
字
附
島
並
び
に
大
字
下
山
口
新
田
字
八
丁
下
並
び

に
見
沼
区
大
字
大
谷
字
八
石
、
字
向
大
谷
西
及
び
字
向
大
谷
東
並
び
に
加
田
屋
一
丁
目

及
び
二
丁
目
並
び
に
大
字
加
田
屋
新
田
字
内
田
並
び
に
大
字
片
柳
字
原
山
並
び
に
大
字

上
山
口
新
田
字
悪
水
向
並
び
に
大
字
小
深
作
字
小
山
及
び
字
小
深
作
前
並
び
に
大
字
笹

丸
字
荒
神
及
び
字
元
荒
神
並
び
に
大
字
染
谷
字
後
丁
、
字
中
通
北
、
字
中
通
南
及
び
字

氷
川
並
び
に
染
谷
一
丁
目
、
二
丁
目
及
び
三
丁
目
並
び
に
大
字
西
山
新
田
並
び
に
大
字

西
山
村
新
田
字
築
越
並
び
に
大
字
東
新
井
字
天
神
越
並
び
に
大
字
東
宮
下
字
諏
訪
、
字

西
及
び
字
子
ノ
神
並
び
に
東
宮
下
一
丁
目
並
び
に
大
字
膝
子
字
辻
並
び
に
大
字
御
蔵
字

木
野
下
、
字
小
ヶ
谷
戸
、
字
小
松
台
、
字
砂
久
保
及
び
字
高
見
並
び
に
大
字
宮
ヶ
谷
塔

字
前
並
び
に
大
字
山
字
北
原
及
び
字
高
野
原
並
び
に
岩
槻
区
大
字
飯
塚
字
乾
谷
、
字
原

地
、
字
溜
及
び
字
本
田
並
び
に
大
字
岩
槻
字
西
原
一
及
び
字
西
原
二
並
び
に
大
字
上
野

字
八
番
並
び
に
大
字
裏
慈
恩
寺
字
新
房
並
び
に
大
字
表
慈
恩
寺
字
西
及
び
字
南
並
び
に

加
倉
五
丁
目
並
び
に
大
字
加
倉
字
谷
ツ
合
、
字
坂
下
及
び
字
川
通
並
び
に
大
字
柏
崎
字

上
組
及
び
字
勘
五
郎
並
び
に
大
字
古
ヶ
場
字
白
水
並
び
に
大
字
慈
恩
寺
字
西
向
山
及
び

字
前
並
び
に
城
南
一
丁
目
、
二
丁
目
、
三
丁
目
、
四
丁
目
及
び
五
丁
目
並
び
に
大
字
真

福
寺
字
新
田
、
字
中
道
、
字
新
堤
、
字
原
及
び
字
谷
頭
並
び
に
大
字
徳
力
字
西
並
び
に

大
字
長
宮
字
前
田
並
び
に
南
平
野
四
丁
目
及
び
五
丁
目
並
び
に
大
字
原
町
並
び
に
府
内

三
丁
目
及
び
四
丁
目
並
び
に
大
字
本
宿
字
西
並
び
に
大
字
箕
輪
字
東
並
び
に
大
字
村
国

字
江
入
穴
、
字
屋
敷
、
字
上
立
、
字
中
島
、
字
道
下
、
字
里
及
び
字
鋳
物
屋
敷
並
び
に

大
字
谷
下
字
鎮
守
裏
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。 

 

ハ 

分
流
雨
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
二
号 

 
上
尾
都
市
計
画
事
業
伊
奈
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
（
第
十
回
）
を
し
た

の
で
、
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
十
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称 

 
 

上
尾
都
市
計
画
事
業
伊
奈
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業 

二 

施
行
者 

 
 

埼
玉
県 

三 

事
業
期
間 

 

変
更
前 

昭
和
六
十
二
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

変
更
後 

昭
和
六
十
二
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
の
年
月
日 

 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
三
号 

 
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

土
地
区
画
整
理
組
合
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

組
合
の
名
称 

 
 

桶
川
市
下
日
出
谷
東
特
定
土
地
区
画
整
理
組
合 

二 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
五
年
三
月
九
日
か
ら 

平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

施
行
地
区 

 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
下
日
出
谷
字
東
、
字
高
井
、
及
び
字
西
の
各
一
部
、
泉
一
丁
目
の
一
部
、 

鴨
川
一
丁
目
の
一
部 

四 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
下
日
出
谷
九
百
五
番
地
十
九 

五 

設
立
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
五
年
三
月
九
日 

六 

変
更
認
可
の
年
月
日 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
四
号 

 
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地

区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

三
島
開
発
株
式
会
社 

二 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
二
十
七
年
九
月
八
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

施
行
地
区 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
上
伊
草
字
三
島
及
び
字
堤
外
蔵
主
、
大
字
中
山
字
一
楽
の
各
一 

 
 

部 

四 

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称 

 
 

川
越
都
市
計
画
事
業
三
島
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業 

五 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
朝
霞
市
西
弁
財
一
丁
目
十
一
番
六
号 

六 

設
立
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
七
年
九
月
八
日 

七 

変
更
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

  



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
五
号 

 
草
加
都
市
計
画
事
業
八
潮
南
部
西
一
体
型
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
保
留
地
処
分
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 

 

草
加
都
市
計
画
事
業
八
潮
南
部
西
一
体
型
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
保
留
地
処
分
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

草
加
都
市
計
画
事
業
八
潮
南
部
西
一
体
型
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
保
留
地
処
分
規
程
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
八
百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
五
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
処
分
」
を
「
随
意
契
約
に
よ
る
処

分
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
施
行
規
程
第
七
条
の
規
定
に
よ
る

随
意
契
約
の
方
法
に
よ
る
保
留
地
の
買
受
け
を
希
望
す
る
者
」
を
「
買
受
希
望
者
（
随
意
契
約
に

よ
る
処
分
の
相
手
方
と
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
を
い
う
。
た
だ
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
知
事

が
必
要
な
資
格
を
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
資
格
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
」
に
、
「
保

留
地
買
受
け
申
込
書
を
」
を
「
保
留
地
買
受
け
申
込
書
に
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
付
し

て
、
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
施
行
規
程
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
随
意
契
約
の

方
法
に
よ
る
保
留
地
の
処
分
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
随
意
契
約
に
よ
る
処
分
」
と
い

う
。
）
の
相
手
方
と
な
る
た
め
に
必
要
な
資
格
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
十
六
条
第
一
項
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
前
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
条
中
「
年
二
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
年
二
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
現
状
」
を
「
原
状
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
三
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

  

第
１
５
条
第
１
項

 
第
１
５
条
第
２
項

 
あ
て
先

 
宛
先

 



様式第６号（第１７条関係） 

保 留 地 売 買 契 約 書 
 

 草加都市計画事業八潮南部西一体型特定土地区画整理事業施行者埼玉県（以下「甲」
という。）と      （以下「乙」という。）とは、保留地の売買に関し、次のと
おり契約を締結する。 

 
（趣旨） 

第１条 甲は、次に掲げる保留地（以下「本件保留地」という。）を乙に売り渡し、乙
は、これを買い受けるものとする。 
⑴ 保留地番号 
⑵ 街 区 番 号         街区 
⑶ 画 地 番 号         画地 
⑷ 地 積         ㎡ 
（契約代金） 

第２条 本件保留地の契約代金は、金           円 
 （１平方メートル当たり        円）とする。 
（契約代金等の支払） 

第３条 乙は、金      円を  年  月  日までに甲が指定する方法で納付
しなければならない。 

２ 乙が予約金として納付した金    円は、前条の契約代金に充当する。 
（違約金の徴収） 

第４条 乙は、前条第１項に定める期限までに、同項に規定する額を納入しなかったと
きは、遅延日数に応じ、第２条の契約代金に年２．８パーセントの割合を乗じて計算
した金額を違約金として、甲に支払わなければならない。ただし、違約金の総額が100
円に満たないときは、この限りでない。 
（保留地の使用） 

第５条 甲は、売買代金を受領したときは、遅滞なく本件保留地を乙に引き渡すものと
する。 

２ 乙は、前項の規定により本件保留地の引渡しを受けたときは、本件保留地を使用し、
又は収益することができる。 
（契約書の更正） 

第６条 本件保留地について出来形確認測量により地積の増減があったときは、その地
積の増減に応じ第２条の単価により算出した金額をもって清算し、本契約書の更正（地
積及び契約代金に係る部分に限る。）をするものとする。ただし、その地積の増減が
１平方メートル以下である場合は、清算は行わない。 
（瑕疵担保責任） 

第７条 本件保留地に隠れた瑕疵がある場合には、民法（明治29年法律第89号）第570
条の規定にかかわらず、第５条第１項に規定する本件保留地の引渡しの日から２年間
に限り甲がその責めを負うものとする。 
（所有権移転の時期） 

第８条 保留地の所有権移転の時期は、土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第103
条第４項に規定する換地処分の公告の日（以下この条において「換地処分の公告の日」
という。）以前に契約代金が完納されたものについては、換地処分の公告の日の翌日
とする。ただし、契約代金が完納されていないものについては、契約代金が完納され
た日の翌日とする。 
（所有権移転の登記） 

第９条 本件保留地の所有権移転の登記は、契約代金が完納され、かつ、土地区画整理
法第107条第２項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後、甲が所轄法務局に
嘱託して行うものとする。 

２ 前項の場合において、登記に要する費用は、乙の負担とする。 
（契約の解除） 

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、甲はこの契約を解除できるものとする。
この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその責めを負わないものと
する。 
⑴ 乙が草加都市計画事業八潮南部西一体型特定土地区画整理事業保留地処分規程
（平成18年埼玉県告示第803号）の規定又はこの契約の条項に違反したとき。 

⑵ 乙から契約を解除したい旨の申出があったとき。 
⑶ 乙が次のいずれかに該当するとき。 



イ 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員
又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号に
おいて同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法
律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であ
ると認められるとき。 

ロ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定
する暴力団をいう。以下この号において同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に
関与していると認められるとき。 

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害
を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められると
き。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する
など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい
ると認められるとき。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認
められるとき。 

（契約解除に伴う原状の回復） 
第11条 乙は、前条の規定により契約を解除されたときは、速やかに自己の費用で本件
保留地を原状に回復して返還しなければならない。 

２ 乙が原状回復を行わない場合には、甲は乙に代わり、本件保留地を原状に回復する
ことができるものとし、その費用は乙が負担するものとする。 

３ 乙の責に帰すべき事由以外の事由により契約を解除する場合においては、前２項の
規定は適用しない。 
（契約代金の還付） 

第12条 甲は、第10条の規定により契約の解除があり、前条第１項の規定による本件保
留地の返還があったときは、乙に対し契約代金から予約金を差し引いた額を還付する
ものとする。 

２ 甲は前項の規定により還付するに当たり、前条第２項の規定により乙が負担する費
用があるときは、その費用の金額を控除して還付するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、甲は、乙から契約を解除したい旨の申出があった場合
で、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約代金が完納されるまでの間
に限り、乙が既に納付した金額の全額を還付することができる。 
⑴ 当該保留地が災害により使用できなくなったとき。 
⑵ 乙が死亡したとき。 
⑶ 契約後に、甲と保留地担保協定を締結している金融機関の審査等により融資が得
られず、資金確保が困難となったとき。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、乙の責めに帰すべき事由以外の事由によるとき。 
４ 前３項の規定により還付する金額には、利子を付さない。 
（契約の費用） 

第13条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。 
（定めのない事項） 

第14条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲、乙協
議して定めるものとする。 

 
 この契約の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、それぞれ
その１通を所持する。 

 
年  月  日 

 
  埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 
甲 草加都市計画事業八潮南部西一体型特定土地区画整理事業 
  施 行 者   埼 玉 県 
  代 表 者   埼玉県知事          印 

 
  住 所 
乙                         
  氏 名                    ○印  

 



 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

         



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
六
号 

 
埼
玉
県
景
観
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
第
九
条
第
八

項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し

を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
田
園
都
市
づ
く
り
課
及
び
各
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
七
号 

 
昭
和
五
十
年
埼
玉
県
告
示
第
八
百
五
十
六
号
（
埼
玉
県
屋
外
広
告
物
条
例
に
基
づ
く
禁
止
地
域

等
の
指
定
に
つ
い
て
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

第
一
号
ロ
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

一
般
県
道
児
玉
新
町
線
の
う
ち
上
里
町
道
三
千
三
百
十
八
号
線
及
び
上
里
町
道
四
千
二

百
三
号
線
と
の
交
点
か
ら
上
里
町
道
二
千
四
百
八
十
号
線
及
び
上
里
町
道
四
千
七
十
六
号

線
と
の
交
点
ま
で
の
区
間
並
び
に
当
該
区
間
の
路
端
か
ら
両
側
五
十
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区

域
並
び
に
上
里
町
道
二
千
四
百
八
十
号
線
と
の
交
点
か
ら
上
里
町
道
三
千
八
十
一
号
線
と

の
交
点
ま
で
の
区
間
及
び
当
該
区
間
の
路
端
か
ら
西
側
五
十
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
、
上

里
町
道
二
千
四
百
八
十
号
線
の
う
ち
上
里
町
道
藤
木
戸
・
勝
場
線
と
の
交
点
か
ら
一
般
県

道
児
玉
新
町
線
と
の
交
点
ま
で
の
区
間
及
び
当
該
区
間
の
路
端
か
ら
両
側
五
十
メ
ー
ト
ル

以
内
の
区
域
並
び
に
上
里
町
道
藤
木
戸
・
勝
場
線
の
う
ち
上
里
町
道
二
千
四
百
八
十
号
線

と
の
交
点
か
ら
上
里
町
道
二
千
四
百
二
号
線
と
の
交
点
ま
で
の
区
間
及
び
当
該
区
間
の
路

端
か
ら
両
側
五
十
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域 

(37) 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
八
号 

 
都
市
公
園
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

し
ら
こ
ば
と
公
園 

二 

位
置 

 
 

さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
末
田
地
内 

三 

変
更
に
係
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り 

四 

変
更
に
係
る
区
域
の
供
用
開
始
の
期
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日 

                     



           

供用開始する区域の面積 4.21ha 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
九
号 

 
都
市
公
園
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

名
称 

 
 

ま
つ
ぶ
し
緑
の
丘
公
園 

二 

位
置 

 
 

北

飾
郡
松
伏
町
大
字
大
川
戸
地
内 

三 

変
更
に
係
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り 

四 

変
更
に
係
る
区
域
の
供
用
開
始
の
期
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日 

                     



                        

供用開始する区域の面積 11.2ha 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
号 

 
都
市
公
園
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 

一 

名
称 

 
 

 

加
須
は
な
さ
き
公
園 

 

二 

位
置 

 
 

 

埼
玉
県
加
須
市
船
越
地
内 

 

三 

変
更
に
係
る
区
域 

 
 

 

別
図
の
と
お
り 

 

四 

変
更
に
係
る
区
域
の
供
用
開
始
の
期
日 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日 

                     



                                  

供用開始する区域の面積 0.23ha 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
一
号 

 
平
成
二
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
十
七
号
（
埼
玉
県
の
指
定
金
融
機
関
、
指
定
代
理
金
融

機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機
関
に
つ
い
て
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
八
年
四

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
収
納
代
理
金
融
機
関
の
表
株
式
会
社
り
そ
な
銀
行
の
項
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
表
楽
天
銀
行
株
式
会
社
の
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二

十
八
年
四
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 

収
納
代
理
金
融
機
関
の
表
株
式
会
社
り
そ
な
銀
行
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

        

収
納
代
理
金
融
機
関
の
表
楽
天
銀
行
株
式
会
社
の
項
中
「
マ
ル
チ
ペ
イ
メ
ン
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

収
納
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
埼
玉
県
の
公
金
の
収
納
事
務
」
を
「
同
右
」
に
改
め
、
同
表
株
式
会

社
み
ち
の
く
銀
行
の
項
を
削
り
、
同
表
株
式
会
社
群
馬
銀
行
の
項
取
扱
事
務
の
範
囲
の
欄
中
「
同

右
」
を
「
埼
玉
県
の
公
金
の
収
納
事
務
」
に
改
め
、
同
表
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
の
項
事

務
取
扱
店
舗
の
範
囲
の
欄
中
「
同
右
」
を
「
国
内
に
所
在
す
る
店
舗
」
に
改
め
、
同
表
あ
す
か
信

用
組
合
の
項
事
務
取
扱
店
舗
の
範
囲
の
欄
中
「
同
右
」
を
「
埼
玉
県
内
に
所
在
す
る
店
舗
」
に
改

め
、
同
表
戸
田
市
農
業
協
同
組
合
の
項
か
ら
あ
だ
ち
野
農
業
協
同
組
合
の
項
ま
で
を
削
る
。 

株
式
会
社
ジ
ャ
パ

ン
ネ
ッ
ト
銀
行 

東
京
都
新
宿
区
西

新
宿
二
丁
目
一
番

一
号 

同
右 

マ
ル
チ
ペ
イ
メ
ン

ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

収
納
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
た
埼
玉
県

の
公
金
の
収
納
事

務 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
三
十
二
号 

 
埼
玉
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
三
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
埼
玉
県
証
紙
指
定
売
り
さ
ば
き
人
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

一 

埼
玉
県
証
紙
指
定
売
り
さ
ば
き
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
名
称 

 
 

埼
玉
県
上
尾
市
本
町
三
丁
目
一
番
一
号 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
上
尾
ふ
れ
あ
い
の
店 

二 

指
定
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
二
日 



告

示 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
七
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

戸
井
原 

 
 

章 
 

 
 

     



 

    

 

県
道
行
田
東
松
山
線 

路 
 

線 
 

名 

東
松
山
市
大
字
松
山
字
聖
天
久
保
二

四
四
九
番
一
地
先
か
ら 

同
市
大
字
松
山
字
加
平
土
腐
二
五
五

〇
番
一
地
先
ま
で 

  

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
六
日

付
け
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備

事
務
所
長
告
示
第
三
十
七
号
に

で
告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の

供
用
開
始
で
あ
る
。
延
長
三
〇

九
・
八
三
メ
ー
ト
ル
。 

    

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
八
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

荻 

野 

隆 

一 

 
 



 

 

県
道
熊
谷
児
玉
線 

 
 

路 

線 

名 

 

深
谷
市
長
在
家
字
北
台
二
八
一
三
番
一
地
先
か
ら 

 

同
市
折
之
口
字
中
廓
三
九
七
番
二
地
先
ま
で 

 
(

た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に
限
る
。） 

 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
十
八
年
四
月
二
十
五
日
付
け
埼
玉
県

熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
二

号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
一
部
供 

 

用
開
始
で
あ
る
。 

延
長 

 

一
、
四
六
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

備 

備 
 

考 

考 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
九
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

荻 

野 

隆 

一 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

 

県
道 

二 

路 

線 

名 
 

原
郷
熊
谷
線 

 

三 

道
路
の
区
域 

 



 

 

新 

 

旧 

旧
新
別 

 
 

 

熊
谷
市
玉
井
一
丁
目
二
七
番
地
先
ま
で 

   
 

 

深
谷
市
東
方
字
籠
原
三
二
九
三
番
一
地
先 

 

か
ら 

  
 

区 
 

間 

 

一
二
・
〇
〇
～ 

 
 

 
 

 
 

二
一
・
二
一 

 
 

六
・
九
六
～ 

 
 

 
 

 
 

一
三
・
〇
三 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

     
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

四
八
〇
・
一
三 

 

二
九
七
・
二
〇
五
・
三

九 
 

 
 

 
 

 
 

延 
 

長 
 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

熊
谷
市
土
地
区
画
整
理
事
業 

備 

備 
 

考 

考 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

荻 

野 

隆 

一 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

 

県
道 

二 

路 

線 

名 
 

新
堀
尾
島
線 

 

三 

道
路
の
区
域 

 



 

 

新 

 

旧 

旧
新
別 

 
 

 

同
市
新
堀
字
籠
原
裏
九
三
三
番
地
先
ま 

 

で 

  
 

 

熊
谷
市
新
堀
字
籠
原
裏
八
八
〇
番
四
地 

 

先
か
ら 

  
 

区 
 

間 

 

一
二
・
〇
〇
～ 

 
 

 
 

 
 

二
一
・
二
一 

 
 

六
・
八
〇
～ 

 
 

 
 

 
 

一
三
・
〇
三 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

    

 
 

 

四
〇
三
・
〇
九 

 
 

 

延 
 

長 
 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

熊
谷
市
土
地
区
画
整
理
事
業 

備 

備 
 

考 

考 



告

示 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長 

川 

村 

一 

峰 

  
 



 

さ
い
た
ま
栗
橋
線 

路 
 

線 
 

名 

久
喜
市
東
大
輪
字
浅
間
下
二
〇
九
七
番
二
地

先
か
ら
同
市
東
大
輪
字
浅
間
下
二
〇
九
九
番

一
地
先
ま
で 

供 

用 

開 

始 

の 

区 

間 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

供 

用 

開 

始 

の 

期 

日 

平
成
十
四
年
五
月
七
日
付
け
埼
玉
県
告
示
第
九

〇
九
号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
供
用
開

始
で
あ
る
。 

 

延
長 

三
三
・
四
〇
メ
ー
ト
ル 

備 
 
 
 
 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長 

川 

村 

一 

峰 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

さ
い
た
ま
栗
橋
線 

三 

道
路
の
区
域 

  
 



 

新 旧 

旧 

新 

別 

久
喜
市
東
大
輪
字
浅
間
下
二
一
〇
四
番
一

地
先
か
ら
同
市
八
甫
字
天
王
川
一
三
九
一

番
一
地
先
ま
で 

区 
 
 
 
 
 

間 

一
九
・
八
〇
～ 

二
〇
・
〇
〇 

 

一
六
・
八
〇
～ 

 

一
七
・
〇
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

四
七
・
〇
〇 

 
 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

自
転
車
歩
行
者
道
整
備
工
事
で
あ
る
。 

備 
 
 
 
 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長 

川 

村 

一 

峰 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

 

県
道 

二 

路 

線 

名 
 

蓮
田
杉
戸
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



       

 

新
Ｂ 

 

新
Ａ 

 

旧
Ａ 

 

旧 

新 

別 
 

南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
中
島
三
九
番
一

地
先
か
ら
北
葛
飾
郡
杉
戸
町
清
地
三

丁
目
八
六
三
番
一
地
先
ま
で 

南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
中
島
三
九
番
一

地
先
か
ら
北
葛
飾
郡
杉
戸
町
清
地
二

丁
目
五
五
五
番
四
地
先
ま
で 

区 
 
 
 

間 

  

一
六
・
〇
〇
～ 

 
 
 
 

四
九
・
九
七 

   
 

六
・
一
三
～ 

 
 
 
 

一
七
・
二
〇 

  
 

敷
地
の
幅
員 

 

（
メ
ー
ト
ル
） 

  

八
八
六
・
五
九 

  

一
一
七
八
・
四
二 

  

一
一
二
四
・
八
〇 

  
 
 

延 
 
 
 

長 

 
 
 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

備 
 
 
 
 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
十
三
号 

 
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発

行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

大 

槻 

淳 

一 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
六
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
七
〇
〇
六
二
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
三
日 

 
 

川
建
セ
第
二
七
〇
一
〇
〇
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
大
字
大
豆
戸
字
南
精
進
場
四
百
六
十
番
三 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
鳩
ヶ
丘
四
丁
目
九
番
三
号 

 
 

清
水 

剛 

 



告

示 

埼
玉
県
議
会
告
示
第
一
号 

 
埼
玉
県
議
会
情
報
公
開
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
議
会
議
長 

宮 

崎 

栄
治
郎 

 
 

 

 
 

 

埼
玉
県
議
会
情
報
公
開
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

埼
玉
県
議
会
情
報
公
開
条
例
施
行
規
程
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
議
会
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
五
条
中
「
第
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 

様
式
第
五
号
及
び
様
式
第
六
号
中 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 

を 

 
 

 

に
、 

 
 

 

を 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

様
式
第
七
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 に

改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

か
月
」
 

「
異
議
申
立
て
」
 

「
審
査
請
求
」
 

「
６
０
日
」
 

求
」
 

「
決
定
」
 
「
裁
決
」
 

「
公
開
決
定
等
に
対
す
る
異
議
申
立
て
」

 
「

 
 

 
 

 
に
対
す
る
審
査
請

 

「
第
１
３
条
第
１
項
」

 
 
「
第
１
４
条
第
１
項
」
 

異
議
申
立
て
の
内
容

 

 

「 

」 

審
査
請
求
の
内
容

 

 

「 

」 

異
議

申
立

て
 

が
あ

っ
た

日
 

 

「 

」 

審
査

請
求

 

が
あ

っ
た

日
 

 

「 

」 

「
３

 



告

示 

埼
玉
県
議
会
告
示
第
二
号 

 
埼
玉
県
議
会
情
報
公
開
実
施
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
議
会
議
長 

宮 

崎 

栄
治
郎 

 
 

 

 
 

 

埼
玉
県
議
会
情
報
公
開
実
施
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

埼
玉
県
議
会
情
報
公
開
実
施
要
綱
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
議
会
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
中
「
第
十
四
条
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
十
六
号 

 
平
成
十
三
年
埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
四
号
（
埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
第
三
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
公
営
企
業
管
理
者
が
定
め
る
出
資
法
人
に
つ
い
て
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

中 

野 
 

 

晃 

 

告
示
文
中
「
第
三
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 



告

示 

埼
玉
県
病
院
事
業
告
示
第
八
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日  

 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

名 

和 
 

 

肇 
 

 

 



１   購入案件名及び数量  

  小児医療センター新病院スマートホンシステム整備業務 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県立小児医療センター 埼玉県さいたま市岩槻区馬込 2100 番地 

３ 落札者を決定した日 

  平成 28 年３月 10 日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社日本電気 関東甲信越支社 

  埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目 10 番 17 号 

５ 落札金額 

  ５９，４００，０００円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成 28 年１月 29 日 

 

 



告

示 

埼
玉
県
病
院
事
業
告
示
第
九
号 

 
平
成
十
五
年
埼
玉
県
病
院
事
業
告
示
第
六
号
（
埼
玉
県
病
院
事
業
に
係
る
料
金
の
う
ち
病
院
事

業
管
理
者
が
定
め
る
額
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

名 

和 
 

 

肇 

 
 

表
診
療
及
び
検
査
の
項
第
五
号
の
項
中 

 

を 

 

に
改
め
る
。 

 
 

 

埼
玉
県
立
循
環
器
・
呼
吸
器
病
セ

ン
タ
ー
、
埼
玉
県
立
が
ん
セ
ン
タ

ー
及
び
埼
玉
県
立
小
児
医
療
セ
ン

タ
ー
の
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
（
診

断
や
治
療
方
法
に
つ
い
て
、
主
治

医
以
外
の
第
三
者
の
医
師
が
提
示

す
る
医
療
上
の
意
見
）
料
金 

三
十
分
に
つ
き
一
〇
、
九
〇
〇
円 

（
三
十
分
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
、
三
十
分
ま

で
ご
と
に
五
、
四
五
〇
円
を
加
算
し
た
額
） 

セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
（
診
断
や

治
療
方
法
に
つ
い
て
、
主
治
医
以

外
の
第
三
者
の
医
師
が
提
示
す
る

医
療
上
の
意
見
）
料
金 

三
十
分
に
つ
き
一
〇
、
九
〇
〇
円 

（
三
十
分
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
、
三
十
分
ま

で
ご
と
に
五
、
四
五
〇
円
を
加
算
し
た
額
） 

」 

「 「 

」 



告

示 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
告
示
第
三
号 

 
平
成
二
十
二
年
埼
玉
流
域
下
水
道
告
示
第
四
号
（
埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
第
三
十
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者
が
定
め
る
出
資
法
人
に
つ
い
て
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

三 

井 

隆 

司 
 

 
 

 

告
示
文
中
「
第
三
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
十
五
号 

 
平
成
十
三
年
埼
玉
県
教
委
告
示
第
十
八
号
（
埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
埼
玉
県
教
育
委
員
会
が
定
め
る
出
資
法
人
に
つ
い
て
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 
 

 
 

 

告
示
文
中
「
第
三
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 



告 
 

示 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
告
示
第
一
号 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告

示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
会
長 

小 

寺 

智 

子 
 

 

 
 

 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す 

 
 

 

る
告
示 

 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県

労
働
委
員
会
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
二
条
第
二
十
三
号
中
「
第
四
十
二
条
」
を
「
第
四
十
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



告 
 

示 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
告
示
第
二
号 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
会
長 

小 

寺 

智 

子 

 
 

 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
が
行
う
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
三
年
地
方
労
働
委
員

会
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
を
削
る
。 

 

第
四
条
第
四
号
中
「
第
七
条
第
一
号
」
を
「
第
六
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
す

る
。 

 

「
第
五
条
」
を
「
第
四
条
」
と
し
、
「
第
六
条
」
を
「
第
五
条
」
と
す
る
。 

 

第
七
条
第
二
号
中
「
又
は
複
写
し
た
も
の
」
を
「
若
し
く
は
複
写
し
た
も
の
」
に
改
め
、
同
条

を
第
六
条
と
す
る
。 

 

第
八
条
第
二
項
中
「
第
四
条
第
二
号
」
を
「
第
三
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す

る
。 

 

第
九
条
第
一
項
中
「
以
下
」
を
「
第
三
項
に
お
い
て
」
に
、
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
条
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。 

 

第
十
条
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。 

 

第
十
一
条
を
第
十
条
と
す
る
。 

 

第
十
二
条
第
一
項
第
九
号
中
「
第
二
十
四
条
」
を
「
第
二
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第

二
号
中
「
第
九
条
第
三
項
」
を
「
第
八
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
十
一
条
」
を

「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、

同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 
(

施
行
期
日)

 

 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



告 
 

示 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
告
示
第
三
号 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
の
個
人
情
報
保
護
事
務
の
処
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
会
長 

小 

寺 

智 

子 
 

 

 
 

 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
の
個
人
情
報
保
護
事
務
の
処
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る 

 
 

 

告
示 

 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
の
個
人
情
報
保
護
事
務
の
処
理
に
関
す
る
規
程
（
平
成
六
年
地
方
労
働
委

員
会
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
第
六
号
中
「
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
」
を
「
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第

六
十
八
号
）
」
に
、
「
第
六
条
又
は
第
七
条
」
を
「
第
二
条
又
は
第
三
条
」
に
、
「
異
議
申
立
て
」

を
「
審
査
請
求
」
に
、
「
同
法
第
四
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
」
を
削
り
、
「
第
二
十
一
条
」

を
「
第
二
十
三
条
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
異
議
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、
「
決
定
」

を
「
裁
決
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中
「
異
議
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、
「
第
四
十
七
条
」

を
「
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
又
は
第
四
十
九
条
」
に
、
「
決
定
」
を
「
裁
決
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
第
六
号
及
び
同
条
第
七
号
中
「
異
議
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。 

 
 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



告 
 

示 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
告
示
第
四
号 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
の
公
文
書
開
示
事
務
の
処
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
会
長 

小 

寺 

智 

子 
 

 

 
 

 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
の
公
文
書
開
示
事
務
の
処
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告 

 
 

 

示 

 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
の
公
文
書
開
示
事
務
の
処
理
に
関
す
る
規
程
（
平
成
六
年
地
方
労
働
委
員

会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
中
「
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
」
を
「
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
」
に
、

「
第
六
条
」
を
「
第
二
条
」
に
、
「
異
議
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、
「
第
七
条
」
を
「
第

三
条
」
に
、
「
不
服
申
立
て
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
異
議
申
立
て
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
審
査
請

求
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
審
査
請
求
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
第
四
十
七
条
又
は
第
五
十
条
」
を
「
第

四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
又
は
第
四
十
九
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
第
一
号
中
「
異
議
申
立
て
等
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、
「
行
服
法
第
四
十
八
条
及
び
第

五
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
一
条
」
を
「
行
服
法
第
二
十
三
条
」
に
、
同
条
第
二

号
中
「
異
議
申
立
て
等
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、
第
四
号
中
「
異
議
申
立
て
等
」
を
「
審
査
請
求
」

に
、
「
行
服
法
第
四
十
七
条
又
は
第
五
十
条
」
を
「
行
服
法
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
又
は
第

四
十
九
条
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
告
示
第
一
号 

 
埼
玉
県
収
用
委
員
会
の
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
会
長 

白 

鳥 

敏 

男 

 
 

 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
の
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
の
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
収
用
委
員
会

告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
を
削
る
。 

 

第
四
条
第
四
号
中
「
第
七
条
第
一
号
」
を
「
第
六
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
し
、

第
五
条
を
第
四
条
と
し
、
第
六
条
を
第
五
条
と
す
る
。 

 

第
七
条
第
二
号
中
「
又
は
複
写
し
た
も
の
」
を
「
若
し
く
は
複
写
し
た
も
の
」
に
改
め
、
同
条

を
第
六
条
と
す
る
。 

 

第
八
条
第
二
項
中
「
第
四
条
第
二
号
」
を
「
第
三
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す

る
。 

 

第
九
条
第
一
項
中
「
以
下
」
を
「
第
三
項
に
お
い
て
」
に
、
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
条
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。 

 

第
十
条
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
し
、
第
十
一
条
を
第
十

条
と
す
る
。 

 

第
十
二
条
第
一
項
第
九
号
中
「
第
二
十
四
条
」
を
「
第
二
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第

二
号
中
「
第
九
条
第
三
項
」
を
「
第
八
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
十
一
条
」
を

「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、

同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
告
示
第
二
号 

 
埼
玉
県
収
用
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告

示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
会
長 

白 

鳥 

敏 

男 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
告
示 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県

収
用
委
員
会
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
二
条
第
二
十
三
号
中
「
第
四
十
二
条
」
を
「
第
四
十
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

 
 

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号 

 
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
、
水
産
動
植
物
の
保
護
を
図
る
た
め
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
会
長 

會 

田 

勝 

美 
 

 
 

一 

指
示
内
容 

コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
、
県
内
の
公
共
用
水
面
及
び
こ
れ

と
連
接
一
体
を
な
す
水
面
に
お
い
て
は
、
埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
承
認
し
た
場
合

及
び
埼
玉
県
が
疾
病
検
査
を
行
う
場
合
を
除
き
、
コ
イ
の
生
き
た
ま
ま
の
持
ち
出
し
及
び
コ
イ

の
持
込
み
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

二 

指
示
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号 

 
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
、
水
産
動
植
物
の
保
護
を
図
る
た
め
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
会
長 

會 

田 

勝 

美 
 

 
 

一 

指
示
内
容 

オ
オ
ク
チ
バ
ス
、
コ
ク
チ
バ
ス
、
ブ
ル
ー
ギ
ル
及
び
チ
ャ
ネ
ル
キ
ャ
ッ
ト
フ
ィ
ッ
シ
ュ
を
採

捕
し
た
者
は
、
採
捕
し
た
河
川
湖
沼
及
び
そ
の
連
続
す
る
水
域
に
こ
れ
を
再
び
放
し
て
は
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
公
的
機
関
が
試
験
研
究
に
供
す
る
目
的
で
行
う
場
合
で
あ
っ
て
埼
玉
県
内
水

面
漁
場
管
理
委
員
会
が
承
認
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

二 

対
象
区
域 

 
 

県
内
の
公
共
用
水
面 

三 

指
示
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号 

 
埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
会
長 

會 

田 

勝 

美 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
告
示 

 

埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十

七
年
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
自
治
省
令
第
三
十
五

号
）
別
記
様
式
第
二
に
規
定
す
る
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
」
を
「
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第

二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
第
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日

前
に
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の

施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
八
号
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
番
号
利
用
法
整
備
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
住
民
基

本
台
帳
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
の
四
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
同
条
第
一

項
に
規
定
す
る
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
自
治
省

令
第
三
十
五
号
）
別
記
様
式
第
二
に
規
定
す
る
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
に
限
る
。
）
は
、
番
号

利
用
法
整
備
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
旧
住

民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
四
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
効
力
を
失
う
時
ま
で
の
間
は
、

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
と
み
な
す
。 
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